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開会 午前 ９時３０分 

 

◎開会宣告 

○議長（三田忠男君） 皆さん、おはようございます。 

  本日、11番、小長谷順二議員より欠席の届けがありますので、お知らせいたします。 

  本日の出席議員は15名であります。定足数に達しておりますので、会議は成立いたしまし

た。 

  ただいまから平成30年第３回伊豆市議会定例会を開会いたします。 

 

◎開議宣告 

○議長（三田忠男君） 直ちに本日の会議を開きます。 

 

◎議事日程説明 

○議長（三田忠男君） 議案説明のため、地方自治法第121条の規定により、市長以下、関係

職員の出席を求めましたので、御報告申し上げます。 

  本日の議事日程は、お手元に配付のとおりでありますので、御了承願います。 

 

◎会議録署名議員の指名 

○議長（三田忠男君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

  会議規則第88条の規定により、議長から指名いたします。３番星谷和馬議員、４番間野み

どり議員を指名いたします。 

 

◎会期の決定 

○議長（三田忠男君） 日程第２、会期の決定を議題といたします。 

  お諮りいたします。 

  今定例会の会期は、本日から９月28日までの30日間としたいと思います。これに御異議ご

ざいませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（三田忠男君） 御異議なしと認めます。 

  よって、会期は本日から９月28日までの30日間に決定いたしました。 

  なお、会期中の会議予定につきましては、お手元に配付の日程表のとおりでありますので、

御了承願います。 

  次に、休会日についてお諮りいたします。 

  本定例会における休会日は、会期日程表に記されたとおりにしたいと思います。これに御

異議ございませんか。 
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〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（三田忠男君） 御異議なしと認めます。 

  よって、休会日は会期日程表に記されたとおりとすることに決しました。 

 

◎諸般の報告 

○議長（三田忠男君） 日程第３、諸般の報告を行います。 

  初めに、監査委員より法に基づく例月出納検査結果並びにその他議長等の会議、出張等に

つきましては、お手元に配付した資料のとおりでございます。 

  次に、去る６月定例会において可決されました「静岡地方裁判所沼津支部における労働審

判の実施を求める意見書」につきましては、関係方面に提出いたしました。 

  同じく６月の定例会で選挙した静岡地方税滞納整理機構議会議員につきまして、静岡県市

議会議長会会長から結果通知がありましたので、御報告いたします。当選人は田形清信静岡

市議会議長と鈴木正治掛川市議会議長となりました。 

  続きまして、各常任委員会の行政視察報告を行います。 

  初めに、第１委員会委員長、青木靖議員。 

〔第１委員会委員長 青木 靖君登壇〕 

○第１委員会委員長（青木 靖君） 皆さん、おはようございます。第１委員会委員長、青木

靖です。 

  平成30年度第１委員会行政視察の委員長報告をいたします。 

  第１委員会では、平成30年７月25日から27日までの３日間、行政視察を行いました。行っ

た場所につきましては、福岡県朝倉市、熊本県南小国町、大分県豊後高田市、大分県別府市、

大分県国東市であります。 

  １、平成29年７月九州北部豪雨の災害の被害と対応について、復興計画についてです。 

  福岡県朝倉市では、平成29年７月５日に、９時間で774ミリという短時間に記録的豪雨を

観測しました。 

  ７メートル程度の川幅の狭い河川が急な増水によって20メートル以上の幅に拡大し、流木

と土砂を含む流れが家屋を破壊しながら車などを巻き込み、増水が短時間だったために２階

以上に垂直避難したものの被災を免れなかったり、大量の流木が橋でダム化したため、被害

を拡大させたりしていました。 

  市内450カ所で土砂崩れが発生、木や土砂を含む急激な河川の増水により、人的な被害は

死者33名、行方不明者、いまだに２名、負傷者16名に及ぶ災害となってしまったということ

です。 

  自衛隊・警察・消防による捜索等の延べ人数は５万7,000人以上、住宅被害は、全壊260件、

大規模半壊119件、半壊663件など計1,400件以上。罹災証明の発行に対応するに当たっては

職員が不足し、近隣自治体から人的支援を受けないと対応できないような状態だったという
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ことです。 

  今回の災害で発生した土砂は約1,000万立米、東京ドーム８杯分。撤去済みの流木につい

ては21万立米、約17万トン、25メートルプールにして580杯分、10トントラックで２万8,300

台分に及ぶ流木が発生。これを水の文化村グラウンド、市内にあります水の文化村グラウン

ドに土砂・流木の仮置場として対応したとのことでした。 

  指定避難場所は18カ所、最多時で590世帯、1,204名が避難。応急仮設住宅は、借り上げ型

271戸704名、建設型85戸175名など、平成30年６月末現在でも、約500戸以上、約1,000名以

上が利用されているという現状です。 

  災害復旧に当たっては、九州各自治体を初め全国の自治体から人的支援を受けておりまし

て、平成30年７月現在でもまだ60名が支援に入っているそうです。ボランティアは、社協ボ

ランティアセンターで４万5,493名が、またＪＡ農業ボランティアセンターで4,258名が活動

されたということです。義援金の扱いについては、福岡県からとして31億8,000万円、朝倉

市を経由して11億8,000万円、計43億6,000万円が配分され、民家の土砂の撤去等にも、この

義援金が充てられているということです。 

  被災後、現在までの対応として、今後、今期中─今年中という意味ですね─に大雨に

よる出水が起きた場合には、二次災害の危険度が高い地域では避難基準が見直しをされ、大

雨、または洪水警報が発表されれば、即「避難勧告」を発令、土砂災害警戒情報、または記

録的短時間大雨情報が発表されれば、「避難指示（緊急）」を発令することと変更されてい

ます。 

  復興を加速する取り組みとして、災害が大きかった地区では「地区別復興まちづくり協議

会」を設置。市民との継続的な協議を通じて、市民のニーズの変化にも対応、新たな課題に

も柔軟に対応しながら復興を進めていくとのことでした。 

  次に、南小国町、黒川温泉のまちづくりの取り組みについてです。 

  黒川温泉の地域理念は「黒川一旅館」ということです。30軒の旅館と緑豊かな山々に囲ま

れた温泉街。一つ一つの旅館を「部屋」、温泉街の道を「廊下」と見立てて、温泉街全体が

まるで一つの旅館であるかのように、地域住民が一丸となって黒川温泉をつくり続けていく

ということだそうです。黒川の景観は、阿蘇の草原と同じように「人の手」によってつくり

上げられたものであり、約２万本に及ぶ雑木の植樹活動で、自然風に景観を整備しています。

温泉旅館組合が中心になり、主体的な活動に取り組んでいるところが特徴的で、歴史の中で

培われた景観という共有財産を維持する過程で結ばれた強固な人間関係が黒川温泉の強みだ

とのお話でありました。 

  また、それぞれ「個は競い合う。しかし、全体は一緒にやる」という考え方があり、有名

な入湯手形については、当時人気が高かった露天風呂がない旅館が２軒あったため、その２

旅館の宿泊客が他の旅館の露天風呂に入れるようにするために考え出されたものだというこ

とでした。また、乱立された個々の旅館の看板を撤去、落ち着いた風情の共同看板を設置、
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自動販売機の色も雰囲気に合わせて塗装し直した経緯もあります。 

  2016年の熊本地震で直接間接の被害を受けたことがありまして、「地元に支持されない観

光地は廃れる」との考えのもとに、新たな取り組みが始まったそうです。 

  地域資源を活用し黒川温泉の付加価値を高める着地型の体験の提案として、黒川温泉と農

業・自転車・林業を結びつけて商品化、泊まる・食べる・体験する・買うを黒川温泉を中心

に地域情報として組合の公式サイトからインターネットで発信をしています。 

  また、「黒川温泉第二村民」構想として、黒川温泉の「上質な里山の温泉地」づくりに一

緒に楽しみながら参加してくれるメンバーを募集。かっぽ手形ではしご酒プロジェクトや南

小国Ｆarm to Ｔableプロジェクト（熊本県立大学の学生と地域独自の食文化を調査し、宿

での食事に活用する）などを展開しています。 

  人口4,000人の南小国町。2060年の推計人口は2,300人とのことです。「日本で最も美しい

村」連合にも設立当初から加盟するなど、厳しい現状をバネに「きよらの郷づくり」構想を

掲げ、自然環境を基調に、地域資源を生かし、個々の力の結集による地域づくりを目指して

いるとのことでした。 

  次、豊後高田市人口増定住施策、昭和の町景観を生かした観光戦略についてです。 

  豊後高田市では、きめ細かな定住の取り組みが功を奏し、移住人口が増加し社会増となっ

ています。移住してきた人も、地域の人も「ずっと定住してほしい」という思いで取り組み

を進めているそうです。 

  その一つが、全国的に注目されている「教育」システムで、特徴的なものとして「学びの

21世紀塾」があります。これは幼・保・小・中学生を対象とした無償の市営の塾で、各小学

校区に設置、土曜日や放課後などの時間を子供が有効に活用できるよう、さまざまな講座を

開設、地元の教員ＯＢや現役教師、塾の講師も指導に当たることで学習をサポートしていま

す。参加割合は、市の中心部で６割、周辺部では９割から10割が参加しているとのことです。

夏休みには特別講座があり、ケーブルテレビを利用した講座などもあるとのことです。 

  また、同時に「高い学力水準」を市の教育目標に掲げており、全国及び大分県学力調査で

は例年トップクラスで、個々に応じたきめ細かな指導を行い、夢を描き実現できる子供の育

成を目指しているとのことでした。 

  ほかに「充実の子育て支援」「心強い就労支援」「コンパクトシティならではの暮らし」

「ココロ癒される自然」を掲げ、４年連続「住みたい田舎」ベスト３になった経緯もあると

のことです。ユニークな事業として「女子ターン奨励金（県外の単身女性が転入する際10万

円）」「愛ターンお婿さん奨励金（県外の子育て夫婦が、妻の実家がある本市に転入する際

10万円）」「新婚さん応援住宅ハピネスステージ」などがあり、定住ガイドブックに掲載さ

れている事業は、幅広く大変多数に及んでいます。人口増を何とかしたいとの市長からの要

請に対し、市役所各課よりさまざまな提案がされたものを事業化したもので、主に過疎債を

財源として使って実施しているとのことでした。 
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  「昭和の町」は、昭和30年代ににぎわった商店街が次第に衰退していったことを背景に、

商店街の振興に観光の要素を取り入れた取り組みを行ったもので、昭和の建築再生、昭和の

歴史再生、昭和の商品再生、昭和の商人再生などを行っています。観光拠点施設として「昭

和ロマン蔵」「駄菓子屋の夢博物館」などを整備、広域観光周遊ツールとして「ボンネット

バス」を復元、導入し走る広告塔として活用しています。平成17年からは日本政策投資銀行

の協力もあり「豊後高田市観光まちづくり株式会社」を設立し、観光事業としての「昭和の

町」が本格化。ちゃぶ台返しなどがテレビで紹介される「昭和の日イベント」や「打ち水大

作戦」「レトロカー大集合」など、さまざまなイベントが継続されています。 

  次、別府市、遊べる温泉都市、湯～園地の取り組みとクラウドファンディングの効果。 

 「湯～園地」は、「世界一の温泉湧出量を誇る別府市が“遊べる温泉都市構想”を発表」と

して、ユーチューブに動画を配信し、再生回数が100万回を達成したら、温泉につかりなが

ら乗れるジェットコースターや湯舟形のメリーゴーランドなどがある「湯～園地」の計画を

実現すると発表したことに端を発します。これは熊本地震の風評被害で別府温泉の宿泊客が

減少したことをきっかけに考えられたことだそうです。 

  動画は３日間で100万回再生を達成、現在まで494万回の再生がされ、全世界で視聴された

ために、宣伝効果としては100億円規模の効果があったと試算をしていました。 

  計画実現のための資金調達の方法として、クラウドファンディングを使いました。４社に

よる企画提案を経て、1,000万円の目標を皮切りに開始、３つのステップ・アンド・ターゲ

ティング方式で、最終的には約9,000万円を集めました。既存の遊園地である「別府クラン

チ」を改修工事、「湯～園地」として３日間営業、計１万4,000人の入場者でした。ボラン

ティアや個人と約20の団体を合わせて1,200人が参加したことも、イベント成功の要素だっ

たと分析していました。 

  本イベントはあくまでも単発の事業でしたが、ウェブ、テレビ、新聞などのメディアを通

じてクラウドファンディングを展開し、情報発信プラス資金調達の手段をして活用すること

で事業を成功させた例と言えると思います。 

  最後に、国東半島宇佐地域世界農業遺産とその後の取り組みについてです。 

  大分県国東半島宇佐地域は、2013年５月に国連食糧農業機関（ＦＡＯ）から世界農業遺産

に認定されました。認定されたのは、「クヌギ林とため池がつなぐ国東半島・宇佐の農林水

産循環」です。 

  世界農業遺産（ＧＩＡＨＳ）とは、Ｇlobally〈世界的に〉Ｉmportant〈重要な〉

Ａgricultural〈農業の〉Ｈeritage〈遺産〉Ｓystems〈システム〉のことで、次世代に継承

すべき伝統的な農業の「システム」を認定し、その保全と持続的な利活用を図るものです。

ユネスコ（国連教育科学文化機構）が認定する世界遺産が遺跡や歴史的建造物などの不動産

を登録、保護するのとは違います。 

  国東半島宇佐地域の特徴は、独特なため池連携システムと生物の多様性、クヌギ広葉樹林
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の循環的利用としいたけ栽培、畳表の材料となる七島藺の栽培などです。しいたけが認定さ

れたのではなく、システムが認定されたのですとの説明を受けたのが印象的です。静岡の水

わさびも、わさびが認定されたのではなく、伊豆市の場合なら、天城山の湧き水を利用した

畳石式栽培が伝統的に受け継がれているというシステムが認定されたということを理解する

必要がありますよと言われました。 

  ５年前に認定されたこの地域では、昨年、世界農業遺産専門家会議によるモニタリングと

助言を受けていました。自己評価書に基づいたアクションプラン実行の説明などの後、専門

家会議から公開で指摘を受けています。その中では、「水利システムの解析や栄養循環を裏

づける客観的なデータを整理し、システムが有する価値を対外的にアピールすることが望ま

れる」や「地域経済をさらに活性化していくこと」「さまざまな分野でリーダーの養成が重

要」「先進国と開発途上国の間の結びつきについて検討することが望まれる」「鳥獣害対策

と竹林の管理が課題」といった厳しい助言（指導的指摘）があったそうです。 

  これを受けて、国東半島宇佐地域は、少子高齢化地域の最前線での活動として、世界農業

遺産を活用した農産品のブランディングと高付加価値化などを通して、地域おこしや農林水

産振興、教育への関与などに取り組んでいるとのことだそうです。 

  私たち伊豆市、静岡県も世界農業遺産の認定を受けた以上は、地域に根差した高品質の農

産物をブランド化して、農業と食・文化をつなぐ取り組みで、高齢化や人口減少が進んでい

る中でも、農業再生のモデルとなることを求められているということだと感じました。数年

後には、静岡の水わさびも世界農業遺産専門家会議のモニタリングを受けます。認定された

システムを次世代に継承し、交流人口の拡大で地域を元気にするための「アクションプラン」

を実行していかなければならないということです。その認識を広く伊豆市内、静岡県内で共

有することが急務であると感じました。 

  以上です。 

○議長（三田忠男君） 次に、第２委員会委員長、木村建一議員。 

〔第２委員会委員長 木村建一君登壇〕 

○第２委員会委員長（木村建一君） おはようございます。 

  第２委員会の行政視察報告を行います。 

  平成30年７月25日から７月27日までの３日間の日程であります。伊豆市としての重要な課

題を視察先として選びました。今から報告する内容は、委員全員から視察報告書と８月20日

に行った総括会議で各委員から出された意見をもとに報告をいたします。 

  第１の課題は、子育て支援です。視察先は秋田県男鹿市です。平成27年４月、「おがっこ

ネウボラ」、子育て支援事業のネーミング「おがっこネウボラ」と命名して開設いたしまし

た。ネウボラとはフィンランド語で「アドバイスの場所」の意味ですが、わざわざフィンラ

ンド語を使用した理由には市長のこだわりがあり、わかりやすい日本語よりも逆に「何だろ

う」という興味関心を引くということで始めた事業ですが、結果として、市民から関心を持
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たれ注目されており、一定の成果も得られていました。また、全国からも注目され、鹿児島

からも視察に来るなど各地からの行政視察もふえています。 

  人口約２万8,000人の男鹿市には出産できる医院がないことや、共働き家庭の増加で女性

の家事負担が過大となっていること、地域で生まれる子供の数が格段に少ないので、隣近所

で同年齢の子供を育てる家庭が少なく、子育てを一人で抱え込んでしまい悩む母親も多いこ

となど、男鹿市を取り巻く状況から、子育て支援をしっかり整えることが必要とのことで

「おがっこネウボラ」の開設に至りました。 

  おがっこネウボラは、安心して子供を産み育てられる環境を目指すことを目標に、母子保

健コーディネーターを中心とした、保健師、助産師、臨床心理士などによる支援チームが一

つの窓口になり、妊娠・出産・就学時までの子育て世帯が直面する困りごとや心配事に耳を

傾け、相談に乗り、支えていく場所としています。一例幾つか挙げますが、「妊娠期」は、

男鹿市のユニークな取り組みとして父子手帳の交付、消防署との連携でいざというときのマ

マ・サポート119。「出産・新生児期まで」は、リラックスママ。その内容は産後の心身ケ

ア教室です。「就学後も」助産師が小中学校の一環としていのちの大切さ出前講座など、教

育委員会とも連携をとっております。 

  子育て支援に伊豆市と遜色ないが、おがっこネウボラは「安心して子どもを産み育てられ

る実感が得られる環境をめざす。」この「実感を得られる環境を目指す」という言葉に担当

者の決意を感じることができました。この施策は、子育ての切り札ではなくて、出産・医療

環境整備、雇用や住宅の確保、教育環境改善、便利な生活環境創出等総合的なまちづくりが

整わないと、人口増対策には結びつかないとの思いをさらに強くした視察でした。成果とし

て第三子以降の出産が増加しているとのこと。よいと思われる施策を担当部署から積極的に

提案している姿勢に学ぶべき点がありました。 

  第２の課題は、障害者支援事業です。視察先は社会福祉法人秋田県社会福祉事業団が経営

する由利本荘地域生活支援センターです。その中でも、伊豆市で新設する予定の児童発達支

援事業と放課後等デイサービス事業に参考となる知見の確認でした。 

  平成28年４月、由利本荘地域生活支援センターを開設しました。このセンターの実施事業

の概要は、生活介護事業、児童発達支援事業、放課後等デイサービス、相談支援事業、由利

本荘市基幹相談支援センター、障害者就業・生活支援センター、基幹相談支援事業は秋田県

からの委託事業で、それ以外はセンター単独事業で計６事業を展開しております。 

  児童発達支援事業の見学では、１歳から18歳までの子供たちが楽しく遊ぶ姿がありました。

施設の新しさや広さがあるため、施設整備は充実しているように見えましたが、働き手が

年々の人口減少とともに、職員確保が課題になっていました。 

  第３の課題は、前回、地域医療を病院のあり方というテーマで視察をしてきましたが、今

回も医療というテーマでは同じですが、今回はインターネットを活用した遠隔診療について

秋田県湯沢市を視察しました。地域医療を担ってきた皆瀬診療所医師の退職表明に伴い、そ
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うした医師不足の格差を埋めることをきっかけに、平成28年度地方創生加速化交付金事業を

活用した、情報通信技術としての遠隔診療が有効な手段となるのか、３カ月間の実証実験を

行ったということです。実証実験の趣旨は、医師不足の解消と地域医療の充実に資する情報

通信技術として、遠隔診療が有効な手段となるか、実証実験を通じてその可能性と実現性を

探ることでした。 

  その方法は、患者の家に看護師が訪問して、血圧・心拍数・血中酸素飽和度などを測定し

て、タブレット端末を使ってデータを医師に送信する。あわせて患者はテレビ電話で体調な

どについて医師と会話するというものです。 

  実証実験の結果は、診療の有効性として、安定期の患者に対しては対面診療に比べて診療

の質を落とすことなく、患者においても違和感なく診療を受けていて、全体的に有効性は高

いとのことでした。 

  遠隔診療に対する診療報酬は定められてはいませんでしたが、平成30年に設定された。し

かしながら、システム維持コストを含めて採算ベースには乗らず、今後の遠隔診療の普及に

懸念があるものの、全体的に有効性は高い。医師側からするならば、往診にかかる時間的な

負担、とりわけここは雪国ですから、本当に１カ所行くのに１時間半とか２時間かかる。そ

して、１人の患者を診るという状況のことを考えたときに、そういう意味での時間的な負担

の問題です。患者側から見るとどうなるのか。往診に伴う車代がかからないなど経費的な負

担が軽減されました。医師不足地域の医療確保に関して大きな改善が期待されるということ

であります。 

  医師不足が深刻なことは、伊豆地域にとっても共通する問題です。病院・医師会、そして

保健師等の専門職が自信を持って行政施策へ反映し、市民の理解と合意形成に向けて、遠隔

診療は選択肢として検討に値する内容でありました。 

  最後に、第４の課題は、子供たちの学力向上です。視察先は秋田県横手市です。横手市教

育長はこんなことを言っていました。「全国学力・学習調査では、全国平均を上回る好成績

を維持しているが、それはあくまでも結果であって、順位が重要だとは思っていない。テス

トだけでは学力は伸びない。それよりも言葉の力をつけることが大切だと思う。」と自信に

あふれた説明を私たちにしてくれました。 

  学力向上推進事業として、「横手市新聞の日」を設定して、年に数回は小中全ての生徒

6,000人に、子ども新聞、または中高生新聞を配布、同時に教員500人にも配布しています。

新聞に親しみ文章を読む時間を設け、学校図書館には司書を配置し読書活動の充実を図って

います。指導主事による年間120回の学校訪問、教育長学校訪問、教育長による校長教頭個

人面談、県事業の教育専門監の活用、就学前教育と小学校教育との円滑な接続、コミュニケ

ーション能力の育成のため少人数グループ、３人です、３人で学習をやるなど。そして、何

よりも、小学校17校、中学校６校の約300名の教師がどこの学校へ行っても、どの教室でも

同じスタイルで授業実践がなされていることを聞き、学んできたことを伊豆市の中学校教育



－12－ 

課題の中に反映しなければならないと委員会としても責任を感じております。市民とともに、

教育委員会とともに熟慮と討議、いわゆる熟慮によって合意できる道は開けるでしょう。 

  市長、教育長にそれぞれの課題解決に向けて、委員会としての具体的な提案をまとめまし

たということを述べて、第２委員長報告を終わります。 

○議長（三田忠男君） 続きまして、一部事務組合議会議員から報告の申し出がありますので、

これを許します。 

  初めに、伊豆市沼津市衛生施設組合議会の報告について、14番、杉山誠議員。 

〔１４番 杉山 誠君登壇〕 

○１４番（杉山 誠君） 14番、杉山誠です。 

  ただいま議長から報告を求められました伊豆市沼津市衛生施設組合議会について報告申し

上げます。 

  伊豆市沼津市衛生施設組合議会では、去る８月１日午後３時より、当議場において平成30

年第２回定例会を開催しました。 

  日程第１で議席の指定、日程第２で会議録署名議員の指名を行い、日程第３で会期を当日

１日限りと決定した後、日程第４、認第１号 専決処分の報告及びその承認について審議を

行いました。これは川根地区広域施設組合が解散したことに伴い、静岡県市町総合事務組合

規約の一部を変更するもので、当局の説明の後、質疑はなく、採決の結果、全会一致で原案

のとおり承認されました。 

  続いて、日程第５、認第２号 平成29年度伊豆市沼津市衛生施設組合会計歳入歳出決算の

認定については、管理者から提案理由、施設長から詳細説明、監査委員から決算審査の報告

があった後、質疑、討論はともになく、採決の結果、認第２号は全会一致で原案のとおり認

定されました。 

  以上で報告を終わります。 

○議長（三田忠男君） 次に、伊豆市伊豆の国市廃棄物処理施設組合議会の報告について、１

番、波多野靖明議員。 

〔１番 波多野靖明君登壇〕 

○１番（波多野靖明君） おはようございます。１番、波多野靖明です。 

  ただいま議長より発言を求められました平成30年第２回伊豆市伊豆の国市廃棄物処理施設

組合議会定例会の報告をさせていただきます。 

  本議会は、平成30年８月13日、伊豆の国市役所伊豆長岡庁舎２階議場において、伊豆市４

名、伊豆の国市４名の組合議員及び管理者である伊豆の国市長、副管理者である伊豆市長並

びに関係職員出席のもと開催されました。 

  最初に、議長からの諸般の報告としまして、監査委員による例月出納検査結果及び請願に

対する処理の経過並びに結果の報告がありました。 

  続きまして、小野管理者からの行政報告では、新ごみ処理施設整備運営事業について、５
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月に行われました臨時議会での補正予算の否決を受け、現在、事業内容及び事業費の再検討

を行っており、可能な限り早い時期に再度債務負担行為額の補正予算案を上程したい考えで

あること。また、事業スケジュールのおくれを最小限にとどめ、進捗を図っていくとの報告

がありました。 

  次に行われた一般質問では、西島議員、間野議員、笹原議員、そして私、波多野の４名の

議員が新ごみ処理施設建設の今後、合併特例債の活用、災害ごみへの対応、施設のコンパク

ト化などについて行いました。 

  続きまして、報告第１号としまして、平成29年度伊豆市伊豆の国市廃棄物処理施設組合予

算の継続費の繰り越しについて、当局から新施設整備事業における平成29年度から平成30年

度への逓次繰越額について報告を受けました。 

  次に、議案第４号としまして、静岡県市町総合事務組合の規約の一部を変更することにつ

いての専決処分の報告及び承認についてが上程されまして、質疑、討論はなく、全員起立に

より承認されました。 

  続いて、議案第５号 平成29年度伊豆市伊豆の国市廃棄物処理施設組合会計決算の認定に

ついてでは、当局からの説明、組合議員選出の柴田監査委員から決算審査の意見報告があっ

た後、西島議員から地域振興費交付金、生活環境影響調査及び活断層調査業務について質疑

が行われ、採決の結果、全員起立により決算認定されました。 

  続きまして、議案第６号 平成30年度伊豆市伊豆の国市廃棄物処理施設組合会計補正予算

（第２回）の主な内容としまして、平成29年度決算に伴う余剰金を構成市へ返還するもので、

質疑、討論はなく、全員起立により原案可決となりました。 

  以上をもちまして、平成30年第２回伊豆市伊豆の国市廃棄物処理施設組合議会定例会の報

告を終了いたします。 

○議長（三田忠男君） 次に、駿東伊豆消防組合議会の報告について、７番、杉山武司議員。 

〔７番 杉山武司君登壇〕 

○７番（杉山武司君） 皆様、おはようございます。７番、杉山武司です。 

  平成30年第２回駿東伊豆消防組合議会定例会が、去る８月21日午前11時より沼津市の本部

において開かれ、本市からは小長谷順二議員と私が出席しましたので報告いたします。 

  諸般の報告、駿東伊豆消防組合会計に係る平成30年１月から６月までの定例検査結果報告

が監査委員から報告書として提出されている旨の報告がありました。 

  次に、平成30年上期の火災・救急・救助及び119番通報受信報告の伊豆市の概要を報告い

たします。火災件数は前年より２件減の10件、救急出動件数は26件減の933件で、搬送人員

は32人減の819人。救助活動件数は８件減の10件で、救助人員は９人減の11人、119番受信件

数は1,243件で55件の減でした。 

  今定例会の議案は管理者提出議案が５件です。 

  報第１号は、専決処分の報告で、交通事故の物損損害賠償額が決定し示談が成立した報告
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です。 

  次に、認第１号は、専決処分の報告でその承認についてです。内容は静岡県市町総合事務

組合規約の一部変更の同意で、静岡県市町総合事務組合の構成団体の一つ、川根地区広域施

設組合が解散したため、これを削除するものです。 

  次に、認第２号は、平成29年度駿東伊豆消防組合会計歳入歳出決算の認定についてです。 

  歳入総額は59億1,641万6,608円、歳出総額は58億296万2,449円、歳入歳出差引額は１億

1,345万4,159円でした。 

  次に、議第６号は、駿東伊豆消防組合職員の公益的法人への派遣等に関する条例の制定に

ついてです。内容は、公益社団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会

に派遣法に基づいて職員を派遣するために制定するものです。 

  次に、議第７号は、平成30年度駿東伊豆消防組合会計補正予算（第１回）についてです。

歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１億991万1,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を

歳入歳出それぞれ61億7,978万3,000円とするものです。 

  当局の説明の後、監査委員から、平成29年度駿東伊豆消防組合会計歳入歳出決算及び附属

書類については、いずれも関係法令に準拠して作成されており、計数は関係帳簿類と符号し、

正確であると認められたと。また、予算執行及び事務処理にいても正確であるものの報告が

ありました。 

  決算の概要として、平成29年度の主な事業は、田方南消防署に自家用給油取扱所を新設、

災害対応特殊消防ポンプ自動車を沼津北消防署、沼津南消防署に、水槽付消防ポンプ自動車

を伊東消防署八幡野分署に、高規格救急自動車を沼津南消防署、田方南消防署に合計５台の

車両が更新となりました。さらに、高度救助資機材一式を沼津北消防署に導入。これにより、

住民に対する消防サービスの維持と向上が図られたとの報告がありました。 

  管理者提出の議案は、いずれも質疑、討論はなく、全て承認、可決されました。 

  続いて、消防行政に対する一般質問です。３名の方が質問いたしました。 

  最初の質問は、第３方面の課題についてです。 

  内容は、第３方面に配備された救急車は、基本的に第３方面のみで運用するように見直し

ができないか。伊東の救急車が田方地区へと出動すると、東伊豆地区が手薄になり対応にお

くれが生じる。また、第３方面の職員は、大半を第３方面地域から採用することを基本とす

ることができないかということです。消防は警察と違って官舎がない。さらに広域となった

がために遠距離通勤となり、職員の体力的負担からも考えるべきではとの質問です。 

  執行部からは、本消防本部において、119番通報で救急要請を受信した場合、通信指令シ

ステムの経路探査により、方面にとらわれず、要請場所に最短時間で到着できるよう救急車

を選択し出動しています。これは、火災等の発生時においても同様であり、できるだけ早く

現場に到着し活動することが、住民の安全・安心につながることから、第３方面のみで救急

車を運用することは考えていません。職員採用については、複雑な多様化する災害から、地
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域住民の生命・身体・財産を守るため公正な採用試験を実施し、優秀な職員の採用に努めな

ければならないと考えています。また、公正な採用試験を行うために、本人の持つ適性・能

力以外のことを採用基準にしないことを基本としており、このことから、地域にとらわれず

幅広く職員の採用を行うために、市町枠を設けた採用は考えていませんとの回答でした。 

  次の質問は、広域化から２年が経過した中で、消防隊及び救急隊の現状についてです。 

  内容は、各旧消防本部では、それぞれの消防隊が消火活動に対する方法や方針に多少の違

いがあったと思われるが、広域から２年が経過した中でどのように対応したのか。また、旧

消防本部の消防隊が１つの事案に対し合同で活動することがあると思うが、円滑に活動する

ためにどのような対応をしたのか。さらに、本消防組合では多くの救急車を運用しているが、

それぞれの救急隊の活動に違いはあるのかとの質問です。 

  執行部からは、消火活動に対する活動方針については、旧消防本部においても人命救助最

優先であることに違いはありませんが、旧消防本部の規模により、事案に対して出動する消

防車及び人員数が異なるため、部隊運用に差異がありました。このため各方面に指揮隊を設

置し、部隊運用の統一を図っています。また、昨年度から消火隊に必要とされる安全・確実

で迅速な消火活動技術の習得を目的とした警防技術指導会を実施し、各消火隊の実践的な活

動能力の向上を図っているところです。旧消防本部の消防隊が合同で消火活動を円滑に実施

するために、部隊運用を統一する必要があることから、指揮隊を中心とする実践的な合同訓

練等を誠意的に実施することにより、署々間、方面間の連携強化を図っているところです。

救急対応については、本消防本部では19台の救急車を運用しております。救急隊の活動は救

急業務に係る法令、本組合の救急業務実施規程、静岡県メディカルコントロール協議会が唱

えるプロトコールに基づき実施していますので、救急隊の活動に違いはありませんとの回答

でした。 

  次の質問は、駿東伊豆消防組合管内における熱中症の発生状況等について。 

  内容は、駿東伊豆消防組合管内における熱中症発生件数について、また同管内における熱

中症発生に係る年齢別等の状況について、さらに消防として熱中症の予防はどのような取り

組みを行っているかとの質問です。 

  執行部からは、管内における熱中症発生件数は、全体で８月20日現在、対前年145件増の

301件でした。構成市町別の発生件数は、同じく８月20日現在、沼津市は対前年81件増の143

件、伊東市は14件増の39件、伊豆市は15件増の34件、伊豆の国市は20件増の43件、東伊豆町

は３件減の４件、函南町は14件増の21件、清水町は４件増の17件でした。次に、熱中症発生

の年齢別構成でありますが、全301件のうち65歳以上が152件で全体の50％を占め、以下18歳

以上65歳未満が96件で32％、18歳未満が53件で18％となり、高齢者の搬送件数が最も多い結

果となりました。傷病程度別では、軽症が171件で57％、中等症は112件で37％、重症が18件

で６％でした。熱中症の予防対策として本消防本部の取り組みとしては、ホームページの新

着情報に管内の月別の熱中症発生状況や環境省作成の熱中症予防の処置についてのリーフレ
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ットを掲載し、熱中症に対する注意喚起を行っています。また、地域のＦＭ局やケーブルテ

レビの番組に職員が出演し、救急車の適正利用とあわせ熱中症の予防対策について住民の皆

様に周知を図っているとの回答がありました。 

  最後に、管理者の沼津市長から、今後とも管内の消防行政の発展のために御尽力を願いた

い旨の挨拶がありました。これにて会議を終了いたしました。 

  以上で報告を終わります。 

○議長（三田忠男君） 以上で諸般の報告を終わります。 

 

◎行政報告 

○議長（三田忠男君） 日程第４、行政報告を行います。 

  これを許します。 

  市長。 

〔市長 菊地 豊君登壇〕 

○市長（菊地 豊君） 皆さん、おはようございます。 

  平成30年第３回伊豆市議会定例会の冒頭に当たり、行政報告を申し上げます。 

  まず、災害対応力の強化について。 

  近年多発する自然災害は決して人ごとではなく、またことしは狩野川台風から60年という

節目を迎えます。 

  この大災害の教訓を後世に継承し、みずから命を守ることの大切さを学ぶため、９月に各

種行事が開催されます。中でも、劇団ＤＡＮによる演劇は市内各小中学生も出演いたします

ので、多くの方にごらんいただきたいと思います。 

  当市の「災害時における協力に関する協定」は、これまで25を超える民間や公的機関と提

携しており、いざというときの備えを進めております。大規模災害時に避けて通れない遺体

の収容や安置、これらに必要な資機材や施設等に関する協定も提携いたしました。 

  ことしの総合防災訓練では、大仁警察署との合同により伊豆総合高校土肥分校において、

遺体収容所開設・運営の訓練を初めて実施いたします。今後も、より一層具体的な訓練を通

して災害対応力を強化し、市民の安心・安全に努めてまいります。しかし、全ての対策を行

政がカバーすることは不可能であり、市民の皆様にはあらかじめ危険箇所や避難場所等を確

認・認識していただき、いざというときには、みずから安全を確保することに徹していただ

きますようお願い申し上げます。 

  ２つ目、地方創生に関する連携協定について。 

  今年度に入り、伊豆市では、あいおいニッセイ同和損害保険株式会社との間で、民間事業

者との連携、協働による地方創生推進に関する協議、調整を進めてまいりました。そして、

来る９月４日に、地方創生に関する連携協定を締結することとなりました。 

  同社は、従来から地域社会とのつながりを大切にする活動に取り組んでおられ、これまで
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も県内複数の市町と協定を締結し、さまざまな活動を行い、地域に密着した支援事業を行っ

ております。 

  協定締結後は、同社から講師を招いた研修会の開催などを予定しており、このような取り

組みを進めながら、地方創生の推進を図ってまいりたいと考えております。 

  ３つ目に、駿河湾フェリー事業の継続に向けて。 

  株式会社エスパルスドリームフェリーが駿河湾フェリー事業から撤退するとの表明を受け、

関係市町と連携して県に航路存続の要望を行ってまいりました。 

  県は、駿河湾フェリーに係る施設を県などの公的機関が寄附受けし、所有コストを行政が

負担するとともに、利用者増加により収益改善を図り、航路を存続させる意向を固めたと伺

っております。 

  今後は、環駿河湾観光交流活性化協議会の枠組みなどを活用して、運行の手法や必要とな

る経費の負担のあり方について、県や関係市町と協議することになろうかと思います。 

  利用促進については、このたびの補正予算にも計上してありますように市としても積極的

に対応し、駿河湾フェリーが将来にわたって維持・存続できるよう努力してまいる所存です。 

  ４つ目に、東京2020大会開催に向けた取り組みについて。 

  東京2020大会伊豆開催を市民総出でおもてなしすることで、市全体の交流の拡大及び地域

経済の活性化につなげることを目的に、きのう、８月29日、東京2020オリンピック・パラリ

ンピック競技大会自転車競技伊豆開催推進協議会が設立されました。これまでも組織委員会

や県と連携した取り組みを行ってまいりましたが、市内各団体との連携は大変心強く、さら

に地域が一体となった取り組みができるものと期待しております。 

  また、オリンピック聖火リレーの各都道府県実施日も決定し、県内については、2020年６

月24日から６月26日までの３日間実施することが発表されました。今後も決定事項が加速さ

れていくことを強く望んでいるところでございます。 

  ５つ目に、平成30年度全国高等学校総合体育大会について。 

  去る８月４日から８月７日までの４日間、高校生最大のスポーツの祭典、全国高等学校総

合体育大会の自転車競技が、日本サイクルスポーツセンター及び日本競輪学校を会場に開催

されました。連日、気温が30度を超える猛暑の中、多くの市民の皆様にも御来場いただき、

また地元伊豆総合高校の選手の活躍は大変すばらしいものがありました。 

  今回の大会開催については、準備から運営まで伊豆総合高校を初め多くの高校生がボラン

ティアとして支援活動に取り組んでいただきました。御尽力・御協力をいただきました関係

者の皆様方に改めてお礼申し上げます。 

  今後は、今回の課題の検証を行い、東京2020大会のおもてなしに生かしてまいりたいと考

えております。 

  最後に、天城北道路完成後の地域振興を目指して。 

  いよいよ伊豆縦貫自動車道の本線である天城北道路の完成が目前に迫ってまいりました。
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これに合わせて、国道136号の土肥新田工区、下船原バイパス工区も完成いたします。この

機を逃さず、土肥の観光防災まちづくりも果敢に進めてまいります。 

  先日、国及び政権与党にも要望に伺いましたが、土肥の皆様の勇気ある決断とみずから進

めるまちづくりへの姿勢に対して大変高い評価をいただいてまいりました。 

  また、湯ヶ島地区では、地元の皆様による景観整備と新たな投資案件が進んでいると伺っ

ております。 

  １つ、きのう耳にした案件ですが、長年、湯ヶ島温泉で景観上、あるいは防災上の問題と

なっておりました千勝閣跡地の解体撤去作業に９月にも入るものと報告を受けたところです。 

  東京ラスク伊豆ファクトリーの事業拡張も含めて、湯ヶ島地区の振興がいよいよ具体化さ

れるものと強く期待しているところでございます。 

  以上、報告申し上げます。 

○議長（三田忠男君） 以上で行政報告を終わります。 

  ここで10時40分まで休憩いたします。 

 

休憩 午前１０時２７分 

再開 午前１０時４０分 

 

○議長（三田忠男君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 

◎報告第１８号の上程、説明、質疑 

○議長（三田忠男君） 日程第５、報告第18号 平成29年度伊豆市一般会計予算の継続費精算

報告についてを議題といたします。 

  提出者から報告を求めます。 

  市長。 

〔市長 菊地 豊君登壇〕 

○市長（菊地 豊君） 報告第18号について、提案理由を申し上げます。 

  本件は、継続費に係る継続年度が終了したため、地方自治法施行令第145条第２項の規定

に基づき、精算の報告をするものです。 

  詳細について、総務部長に説明させますので、よろしくお願い申し上げます。 

○議長（三田忠男君） 本件の報告について、補足説明の申し出がありますので、これを許し

ます。 

  総務部長。 

〔総務部長 伊郷伸之君登壇〕 

○総務部長（伊郷伸之君） おはようございます。 

  それでは、報告第18号の補足説明をさせていただきます。 
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  議案書の３ページをお願いいたします。 

  一般会計の継続費の精算報告になります。こちら総務費、総務管理費の文教ガーデンシテ

ィ土地取得等業務委託の事業でございますが、平成27年度から平成29年度までの３カ年の継

続費を設定しておりました。全体計画では平成27年度1,180万円に対して支出済額99万3,000

円、差額の1,080万7,000円を平成28年度へ逓次繰越しております。平成28年度につきまして

は、全体計画で140万円、こちらは平成27年度からの逓次繰越と合わせまして支出済額1,218

万6,000円、差し引きの合計２万1,000円、こちらを平成29年度へ逓次繰越し、不用額として

処理しているものでございます。 

  補足説明は以上でございます。 

○議長（三田忠男君） 以上で説明は終わりました。 

  これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 

〔発言する人なし〕 

○議長（三田忠男君） 質疑なしと認め、質疑を終結いたします。 

 

◎報告第１９号、報告第２０号の上程、説明、質疑 

○議長（三田忠男君） 日程第６、報告第19号 平成29年度伊豆市健全化判断比率の報告につ

いて及び日程第７、報告第20号 平成29年度伊豆市資金不足比率の報告についての２件を一

括して議題といたします。 

  提出者から報告を求めます。 

  市長。 

〔市長 菊地 豊君登壇〕 

○市長（菊地 豊君） 報告第19号及び報告第20号について、一括して提案理由を申し上げま

す。 

  これら２件は、地方公共団体の財政の健全化に関する法律第３条第１項の規定に基づく健

全化判断比率及び同法第22条第１項の規定に基づく資金不足比率について、監査委員の意見

をつけて報告するものです。 

  詳細について、総務部長に説明をさせます。 

○議長（三田忠男君） ここで補足説明の申し出がありますので、これを許します。 

  総務部長。 

〔総務部長 伊郷伸之君登壇〕 

○総務部長（伊郷伸之君） それでは、報告第19号と報告第20号の補足説明をさせていただき

ます。 

  まず、報告第19号の健全化判断比率の報告でございます。議案書の５ページをお願いいた

します。 

  まず、判断比率項目の実質赤字比率と連結実質赤字比率につきましては、赤字額がござい
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ませんので記載はございません。 

  次の実質公債費比率でございますが、お手元に決算説明資料のファイルをお配りさせてい

ただいております。そのファイルの決算概要報告書22ページをお願いいたします。22ページ

の一番下の３）実質公債費比率のところの算式と説明をそちらに記載してございます。 

  伊豆市の一般会計等が負担する元利償還金と準元利償還金の標準財政規模に対する比率を

言っております。この四角い枠の中に、実質公債費比率6.62507％との記載がございます。

これは平成29年度の単年度の公債費比率となっております。その下に３カ年平均6.0％とい

う数字がございますが、この平成27年度から平成29年度までの３カ年平均が、こちら財政の

健全化判断比率で使用しております数値となります。 

  まず、算式についてですが、まず分子の部分、地方債の元利償還額と、枠の下の②から④

までの準元利償還額の合計額、こちらから交付税の需用額に算入される額を引いたものとな

ります。この分子の計算をしますと、こちらが５億7,597万1,000円となります。 

  次に分母でございます。こちらは標準財政規模から償還金等に係る同じく交付税の需用額

に算入される額を引いた額となります。こちら計算しますと、分母が86億9,380万4,000円と

なります。この額で割ったものが実質公債費比率となります。 

  なお、平成27年度の公債費比率が5.55516、平成28年度が6.02062％ですので、３カ年で

６％になるものでございます。数字につきましては若干上がっておりますが、これは昨年度

までの平均ですと平成26年度が対象だったわけですが、平成26年度が5.13293と小さい数字

であったということで、平均につきましては若干上がっているというものでございます。健

全化の判断の基準につきましては25％となっておりますので、その判断につきましては基準

よりも下回っているというものでございます。 

  続きまして、隣のページ、23ページの将来負担比率、上の４）になります。 

  こちらは伊豆市の一般会計等が将来負担すべき実質的な負債の標準財政規模に対する比率

を言っております。 

  同じく枠のところに計算式を示してございます。まず、分子の部分ですが、地方債の平成

29年度末現在高や、債務負担行為に基づく支出予定額、職員の退職手当の支給予定額などを

合計した将来負担すべき額、この枠の下の①から、伊豆市では⑤までの合計額となりますが、

こちらが233億5,225万8,000円となります。この額から負担額に充当できる基金の額と、地

方債の残高に係る交付税の需用額に算入される見込みの額、そちらが232億7,267万2,000円、

こちらを差し引いた額、分子の部分の合計で7,958万6,000円となります。 

  次に、分母でございますが、実質公債費比率の算定に用いた標準財政規模から償還金等に

係る交付税の需用額に算入される額を引いた額、こちらが86億9,380万4,000円となります。

そちらの分母、分子の計算をしますと0.9％となります。昨年度が2.2％ですので、こちらも

昨年度を下回っております。また、早期健全化基準は350％となっておりますので、こちら

も基準を下回っているということでございます。 
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  次に、報告第20号、議案書の９ページになります。 

  こちらの資金不足比率の報告につきましては、公営企業会計として記載してございます５

会計についての赤字の状況を見るためのものですが、いずれの会計も赤字決算ではございま

せんので、資金不足比率につきましては算定がなく、発生していないというものでございま

す。 

  以上、報告第19号、報告第20号の補足とさせていただきます。 

○議長（三田忠男君） 以上で説明は終わりました。 

  これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 

  まず、報告第19号、いかがでしょうか。 

〔発言する人なし〕 

○議長（三田忠男君） ないようですので、報告第20号については、いかがでしょうか。 

〔発言する人なし〕 

○議長（三田忠男君） 質疑なしと認めます。これで質疑を終結したします。 

  以上で報告を終わります。 

 

◎議案第６５号～議案第８１号の上程、説明 

○議長（三田忠男君） 日程第８、議案第65号 平成29年度伊豆市一般会計歳入歳出決算の認

定についてから、日程第24、議案第81号 平成29年度伊豆市矢熊財産区特別会計歳入歳出決

算の認定についてまでの17議案を一括して議題といたします。 

  提出者から提案理由の説明を求めます。 

  市長。 

〔市長 菊地 豊君登壇〕 

○市長（菊地 豊君） 議案第65号から議案第81号までの17議案について、一括して提案理由

を申し上げます。 

  議案第65号から議案第72号まで及び議案第75号から議案第81号までの15議案については、

地方自治法第233条第３項に基づき、平成29年度決算について、監査委員の意見をつけて議

会の認定に付すもの、議案第73号及び議案第74号については、地方公営企業法第32条第２項

の規定に基づく利益剰余金の処分に係る議決、あわせて第30条第４項の規定に基づく平成29

年度決算について、監査委員の意見をつけて議会の認定をお願いするものでございます。 

  まず、平成29年度の一般会計決算について、その概要を報告申し上げます。 

  歳入総額は168億2,685万円で、普通交付税の縮減や繰越金の減少により前年度より５億

4,790万円の減額となりました。歳出総額は158億5,835万円で、前年度に実施した、なかい

ず認定こども園、総合会館第２駐車場、天城ふるさと広場野球場などの整備事業が終了した

ことにより、前年度より４億円余りの減額となりました。 

  その結果、歳入歳出差引額は９億6,850万円で、このうち繰越明許費などの財源として
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7,343万円を平成30年度へ繰り越しましたので、実質収支額は８億9,507万円となりました。 

  さて、平成29年度は、第２次伊豆市総合計画前期基本計画の２年目でございました。第２

次伊豆市総合計画については、平成29年度に一部見直しを行いましたが、５つの重点目標に

変更はなく、平成29年度においても、それぞれの施策に設定した目標値を達成すべく事業を

推進してまいりました。その事業の概要と成果について御説明申し上げます。 

  １つ目、魅力あふれる拠点の創造と交通体系の確保について。 

  地域振興拠点の整備として、湯ヶ島地区の拠点整備と公共施設の適正配置を目的とした旧

湯ヶ島幼稚園・旧湯ヶ島小学校施設改修事業により、旧湯ヶ島幼稚園は改修を終了し、新た

に天城湯ヶ島支所及び子育て支援センターとして本年４月にオープンいたしました。平成30

年度は引き続き、隣接する旧湯ヶ島小学校の改修を進めておるところでございます。ごらん

いただきますように、湯ヶ島幼稚園の跡地は、大変すばらしい改修事業になったと考えてお

ります。 

  快適な道路空間の創生として、社会資本整備総合交付金や合併特例債を活用した市内基幹

道路の整備を着実に推進し、また長寿命化計画に沿った橋梁の修繕を実施いたしました。特

に、東京2020大会開催に向けて、県道熱海大仁線改良事業と協調しながら、修善寺駅から大

野へ向かうクランク交差点の改良事業に着手しております。 

  また、持続可能な公共交通網の実現を目指し、デマンド型の乗り合いタクシーの実証運行

など交通ネットワーク調査、公共交通機関を維持するため、不採算バス路線への支援や小・

中・高校生への通学補助、あるいは高齢者や障害のある方への福祉タクシー等利用券や生き

いきパスの提供など、利用促進を引き続き実施してまいりました。 

  ２つ目の安全で心地よい生活環境の創出について。 

  生涯健康の創造では、市民の健康寿命の延伸を目標に、げんきプロジェクトを初めとした

健康づくり、予防施策を引き続き実施するとともに、市内の地域医療体制を確保するため、

市内公的病院への補助事業を実施いたしました。 

  心地よい環境づくりとして、移住定住を促進するための住宅・家賃補助の推進、一体的か

つ総合的なまちづくりを推進するため、景観まちづくり重点地区計画や中心市街地歩行者空

間整備計画の策定と改良工事を実施いたしました。 

  ３つ目の産業力の強化について。 

  観光交流を核とした地域産業振興のため、観光業を基幹として農林業、商工業と連携した

産業力強化を目指す伊豆市産業振興協議会を平成29年４月に法人化し、市の認知度向上のた

めのプロモーション、ブランド化の推進、販路拡大のための事業を展開いたしました。 

  企業誘致では、平成28年度に引き続き、サテライトオフィスを設置する企業を誘致するた

め、地方創生推進交付金を活用して、ＩＴ企業進出支援策の策定を行いました。この事業は、

平成28年度からの３カ年計画で、本年度には、サテライトオフィスを整備し、複数企業の誘

致を目指しております。 
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  ４つ目のまちへの誇りの醸成とブランド力の向上について。 

  地域づくり協議会について、既設の４協議会に加え、平成29年度には、新たに熊坂小学校

区地域づくり協議会、月ヶ瀬学区地域づくり協議会が発足、地域住民が主体となった地域活

性化、課題解決に向けた取り組みが活発に行われることを期待しております。 

  財源の確保と産業の振興を目的としたふるさと納税については、寄附目標を３億円として

おりましたが、国からの高額返礼品の見直しや、返礼率引き下げの要請への影響によって、

残念ながら目標を達成することはできませんでした。今後も積極的に本市の魅力を全国に発

信するとともに、返礼品の充実と工夫によって納税額の増加を目指してまいります。 

  ５つ目の少子化対策と次代を担う人材の育成について。 

  子育て環境の充実のため、こども医療費助成について、平成29年度からこれを無料化し、

子供の健全な育成と子育て世代の経済的負担の軽減を図りました。 

  また、土肥の小中一貫校については、平成28年度から土肥中学校校舎の一部改築と改修工

事の整備を行い、本年４月に、土肥小中一貫校として開校いたしました。 

  一般会計の概要は以上でございます。 

  決算の詳細について、一般会計決算については会計管理者に、特別会計決算については、

それぞれ担当する部長に説明をさせますので、よろしくお願い申し上げます。 

○議長（三田忠男君） これをもって提案理由の説明を終わります。 

  ここで補足説明の申し出がありますので、これを許します。 

  初めに、議案第65号について、会計管理者。 

〔会計管理者 城所章正君登壇〕 

○会計管理者（城所章正君） それでは、議案第65号 平成29年度一般会計歳入歳出決算の認

定について、補足説明をさせていただきます。 

  お手元のほうに一般会計の決算書、それから決算説明資料の中でも決算概要報告書を御準

備いただきたいと思います。 

  平成29年度伊豆市一般会計最終予算額といたしましては、現年、逓次繰越及び繰越明許を

合わせまして172億5,776万6,927円でございました。 

  決算書の３ページをごらんいただきたいと思います。 

  最終予算額に対する歳入総額は168億2,685万7,119円、歳出総額は158億5,835万2,244円、

歳入歳出差引額は９億6,850万4,875円となりました。 

  続いて、決算書のほう281ページをお願いいたします。 

  実質収支に関する調書でございます。 

  歳入歳出差引額９億6,850万5,000円から、平成30年度に繰り越すべき財源7,343万1,000円

を引いた実質の収支額は８億5,007万4,000円となります。 

  次に、歳入のほうを説明してまいります。 

  決算書のほうは４ページからということになりますが、７ページをごらんいただきたいと
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思います。 

  ７ページの一番下のところでございますけれども、収入済額合計168億2,685万7,119円は、

前年対比96.8％ということで、５億4,790万1,081円の減になっております。 

  続いて、歳入各項目につきまして、前年度と比較したいと思います。決算概要報告書の36

ページをお願いいたします。緑の冊子のほうの前半のほうの36ページをお願いいたします。

収入の一覧が出ている表がございます。 

  １款市税、こちらのほうは前年対比104％ということで1,588万円の増額となっております。

税金のほうの税別のほうの詳細につきましては、概要書のほうの43ページにございますので、

そちらのほうは後ほどごらんいただきたいと思います。 

  ここからは前年度に比べて大きく変わった項目について、その表の中で御説明をしてまい

ります。 

  ３款の利子割交付金、こちらのほうは前年対比165.9％、267万3,000円の増になっており

ます。 

  ４款配当割交付金、こちらのほうも前年対比138.5％、466万3,000円の増になっておりま

す。 

  ５款株式譲渡所得割交付金、前年対比213.5％、1,039万8,000円の増となっております。 

  ８款自動車取得税交付金、前年対比135.2％、1,763万2,000円の増になっております。 

  10款地方交付税、前年対比97.4％、１億3,354万円の減ということでございます。こちら

のほうは主に普通交付税が合併算定替による特例措置の縮減期間が３年目を迎えているとい

うことによるものが起因しております。 

  14款国庫支出金、前年対比110.3％、１億5,816万6,000円の増、これは主に教育費の国庫

事業実施、土肥の小中一貫校の関係ですけれども、負担金補助金の増加によるものでござい

ます。 

  15款県支出金、前年対比89.7％、１億904万6,000円の減、これは総務費、民生費、商工費

の県事業の減少によるものでございます。 

  17款寄附金、前年度対比115％、3,390万9,000円の増、これはふるさと納税の増加という

ことによるものでございます。 

  続きまして、歳出のほうについて説明申し上げます。 

  こちらのほうは決算書は８ページになります。 

  そちらのほうの各款の前年度対比を申し上げたいと思います。 

  １款議会費、105.4％、２款総務費、96.4％、３款民生費、90.8％、４款衛生費、96.3％、

５款労働費、111.2％、６款、農林水産費、111.2％、７款商工費、83.2％、８款土木費、

104.6％、９款消防費、101.0％、10款教育費、109.4％、11款災害復旧費、106.1％、12款公

債費、102.6％、13款諸支出金、93.1％の状況となっております。 

  そちらの11ページの下をごらんいただきたいと思いますけれども、支出済額の合計は158
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億5,835万2,244円となりまして、最終予算額に対する執行率のほうは91.9％、前年と比べま

すと97.3％、４億4,493万3,870円の減となっております。 

  翌年度繰越額４億452万4,200円を除きました９億4,989万483円が不用額となっております。 

  続きまして、歳出のほう、前年度と比べまして支出額がふえた事業について、主なものに

つきましての御説明を申し上げます。予算書を御準備いただきたいと思います。 

  まず、２款総務費、決算書の69ページになります。こちらのほう公有財産事業ということ

で、旧湯ヶ島小学校移設改修工事費が9,460万円、旧湯ヶ島幼稚園改修工事ということで

4,973万円が上げられております。 

  続いて、民生費になります。105ページです。こちらのほう臨時福祉給付事業ということ

で、こちらは全体で9,768万円ということで、平成29年度をもって終了する事業でございま

すけれども、こちらのほうを行っております。 

  続いて、６款農林水産費、173ページになります。こちらのほう食肉加工センター管理運

営事業でございまして、こちらのほうの施設新築工事と有害鳥獣処理装置購入費ということ

で、合わせて4,053万円の支出がございます。 

  続いて、商工費、183ページでございます。この中の観光施設整備事業でございますけれ

ども、その中で中伊豆地区ジオサイト駐車場整備工事、それから独鈷の湯公園整備事業で

4,620万円の支出が、こちらのほうで発生しております。 

  続いて、土木費になります。203ページです。これは繰越事業になりますけれども、ＴＯ

ＵＫＡＩ－０の推進事業ということで、中小企業ホテル・旅館耐震化助成事業補助金という

ことで8,022万円の支出がございます。 

  10款教育費、249ページでございます。こちらのほうは土肥小中一貫校建設事業というこ

とで、全体で５億5,031万円ということになっております。 

  続いて、12款公債費についての御説明をいたします。決算概要報告書のほうの40ページ、

41ページをごらんいただきたいと思います。 

  前年度末市債残高146億2,929万2,000円に対しまして、平成29年度中に11億1,203万2,000

円を借り入れ、12億7,605万8,000円を償還したことによりまして、年度末現在高の合計とい

たしましては144億6,526万6,000円となっておるというところでございます。 

  最後に基金について申し上げたいと思います。こちらのほう、すみません、決算書のほう

にまた戻っていただきまして、決算書の289ページでございます。一覧表があるかと思いま

す。そちらになります。 

  平成29年度は、この表にありますとおり、合計４億5,994万5,492円を取り崩しまして、そ

れぞれの事業の財源に充当しております。また、財政調整基金、減債基金、ふるさと伊豆応

援基金、その他の基金に７億4,396万7,754円を積み立てておりまして、平成29年度末の現在

高につきましては81億8,146万3,430円ということになっております。 

  以上、歳入歳出の一般会計のほうの説明とさせていただきます。 
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○議長（三田忠男君） 次に、議案第66号から議案第81号については、関係部長ごとに説明を

受けます。 

  まず、議案第66号及び議案第75号から議案第81号までの８議案について。 

  総務部長。 

〔総務部長 伊郷伸之君登壇〕 

○総務部長（伊郷伸之君） 私のほうからは、総務部所管の特別会計ということで、議案第66

号と議案第75号からの財産区について補足説明させていただきます。 

  特別会計の決算書をお願いいたします。 

  決算書の３ページでございます。 

  平成29年度伊豆市公共用地取得事業特別会計、この会計は、公共事業の円滑かつ効率的な

執行を図るための事業用地を先行取得することを目的としている会計でございます。 

  歳入総額4,174万5,675円、歳出総額1,571万9,011円、歳入歳出差引額2,602万6,664円でご

ざいます。この差引額を翌年度への繰越明許費として繰り越しするための財源となります。 

  ８ページ、９ページをお願いします。 

  まず、歳入の主なものでございます。財産貸付収入として、御幸橋駐車場ほか普通財産の

貸付料が142万2,000円、土地開発基金からの繰入金4,030万円となっております。 

  歳出でございますが、10ページ、11ページをお願いします。 

  日向の土地購入費が1,427万3,336円、土地開発基金への積み立てとしまして144万5,675円

となっております。 

  続きまして、13ページをお願いいたします。 

  財産に関する調書でございますが、土地の状況を記載してございます。土地につきまして

は、先ほどの日向の土地の購入、こちらが299.86平方メートルを購入しており、面積、金額

ともその分が増加しております。また、下の表の土地開発基金でございますが、預金のうち

4,030万円の繰り出しによる減額、また新たな積み立て分144万5,675円の増額で、差し引き

3,885万4,325円の減額であり、合計で１億8,224万8,414円となっております。その他につき

ましては変動はございません。 

  続きまして、財産区の関係でございます。決算書の225ページをお願いいたします。 

  平成29年度の持越財産区特別会計でございます。歳入総額198万6,297円、歳出総額110万

3,984円、差引額88万2,313円、こちらを平成30年度への繰り越しとなります。 

  歳入の主なものとしましては、230ページをお願いいたします。 

  主なものとしましては、土地の貸付収入65万6,935円、前年度からの繰越金132万8,483円

となっております。土地の貸し付けにつきましては、鎌倉女学院が主なものとなっておりま

す。 

  次の234ページ、235ページ、歳出の主なものとしまして、財産区の管理会の委員の報酬６

万円と、財産管理費としまして、墓地の管理業務の委託料、山林の管理委託料となっており
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ます。 

  237ページが財産に関する調書でございます。 

  基金の積立金としまして879万4,090円、土地につきましては５万4,820.65平方メートルと

なっております。 

  続きまして、241ページ、市山財産区の特別会計でございます。 

  歳入総額33万6,746円、歳出総額５万8,648円、差引額27万8,098円でございます。 

  246、247ページをお願いいたします。 

  こちらにつきましては、歳入の主なものとしましては、４款の繰越金、これが33万6,546

円で主なものでございます。 

  歳出につきましては、250、251ページ、歳出の主なものとしましては、財産区管理会委員

の報酬など、一般管理事業に５万8,648円となっております。 

  253ページの財産に関する調書でございますが、積立金として200万円、公有財産として土

地が30万3,019.97平方メートルで増減はございません。 

  続きまして、257ページ、平成29年度の門野原財産区特別会計でございます。 

  歳入総額15万2,075円、歳出総額３万3,984円、差引額11万8,091円でございます。 

  262、263ページが歳入でございます。 

  こちらも歳入、主なものとしましては、一番下、４款の前年度繰越金となっております。 

  続いて、歳出でございますが、266、267ページ、こちらにつきましては、財産区の一般管

理事業でございます。 

  続きまして、269ページの財産に関する調書でございますが、基金の積立金が172万9,630

円、土地につきましては39万353.3平方メートルで増減はございません。 

  続いて、273ページの吉奈財産区特別会計でございます。 

  歳入総額259万127円、歳出総額５万5,904円、差引額253万4,223円でございます。 

  278、279ページの歳入でございます。 

  主なものとして、土地の貸付収入39万5,486円、こちらも鎌倉女学院への貸し付け、前年

度からの繰越金、こちらが219万2,172円となっております。 

  歳出につきましては、282、283ページ、こちらも財産区の一般管理事業に５万5,904円で

ございます。 

  財産につきましては、285ページ、積立金2,464万598円、増減ございません。土地につき

ましては152万280.18平方メートルで、こちらも増減はございません。 

  続きまして、289ページの月ヶ瀬財産区特別会計でございます。 

  歳入総額186万6,855円、歳出総額33万6,960円、差引額152万9,895円となっております。 

  歳入でございますが、294、295ページをお願いします。 

  主なものとしましては、携帯電話の基地として、ソフトバンクモバイルなどへの土地の貸

付収入、こちらが38万9,502円、また前年度からの繰越金147万6,448円でございます。 
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  歳出につきましては、298、299ページをお願いします。 

  主なものとしまして、財産区の一般管理事業費に９万6,484円、財産管理費としまして山

林等管理業務の委託費などで24万476円となっております。 

  続きまして、財産に関する調書でございます。301ページでございます。 

  基金としまして905万317円、増減ございません。土地につきましては22万9,007.7平方メ

ートルで、こちらも増減はございません。 

  続きまして、田沢の財産区になります。305ページをお願いいたします。 

  平成29年度田沢財産区特別会計。 

  歳入総額３万8,191円、歳出総額２万7,984円、差引額１万207円でございます。 

  310、311ページ、歳入の主なものとしましては、こちら前年度からの繰越金が３万7,821

円でございます。 

  歳出につきましては、312、313ページでございます。財産区の一般管理事業に２万7,984

円でございます。 

  315ページの財産に関する調書でございます。積立金はございません。土地につきまして

は18万3,552平方メートルで増減はございません。 

  最後になります。319ページ、平成29年度矢熊財産区特別会計でございます。 

  歳入総額19万2,647円、歳出総額４万484円、差引額15万2,163円。 

  歳入の部でございます。324、325ページ。  

  こちらにつきましても３款の繰越金、こちらが19万2,647円となっております。 

  歳出につきましては、326、327ページでございます。 

  財産区の一般管理事業に２万7,984円、財産管理事業に１万2,500円となっております。 

  財産につきましては、329ページでございます。積立金はございません。土地につきまし

ては18万4,766.55平方メートルで、こちらも増減はございません。 

  以上、総務部所管の特別会計の概要とさせていただきます。 

○議長（三田忠男君） 次に、議案第67号及び議案第68号について。 

  市民部長。 

〔市民部長 梅原敏男君登壇〕 

○市民部長（梅原敏男君） それでは、私のほうから市民部所管の２つの特別会計について御

説明申し上げます。 

  議案第67号 平成29年度伊豆市国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定、また議案第68

号 伊豆市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定につきまして説明をさせていただき

ます。 

  特別会計の決算書に基づいて説明をさせていただきます。 

  17ページでございます。 

  平成29年度伊豆市国民健康保険特別会計歳入歳出決算、歳入につきましては51億378万
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3,438円、歳出総額49億2,760万9,933円、差引額１億7,617万3,505円でございます。 

  次のページ、18、19ページでございます。 

  歳入の主な部分について説明をさせていただきます。 

  １款の国民健康保険税は８億6,348万9,622円、前年比93.8％、4,715万3,623円の減となっ

ております。これにつきましては、被保険者が500人ほど減少したことによるものでござい

ます。 

  続いて、９款の繰入金でございますが３億1,875万4,088円、前年比81.98％、7,010万

9,694円の減となっております。一般会計からの繰入金につきましては、法定繰入金といた

しまして２億8,175万4,088円、その他の繰入金として3,700万円を繰り入れてございます。 

  続いて、歳出の部分でございますが、次のページ、20、21ページをごらんになっていただ

きたいと思います。 

  １款の総務費につきましては、職員11名分の人件費等、国保を運営するための経費といた

しまして8,182万530円を支出しております。 

  ２款の保険給付費でございます。１項の療養諸費は26億4,519万8,095円、２項の高額療養

費は一定額以上の窓口負担に対して給付するものでございまして３億8,094万6,824円、４項

の出産育児諸費につきましては22件の出産に対しまして924万4,620円、５項の葬祭諸費につ

きましては77件の葬祭に対しまして385万円を給付しております。 

  ８款の保健事業費につきましては5,597万9,134円、前年比103.1％、169万661円の増とな

っております。これにつきましては特定健診、人間ドック、後期高齢者健診等の医療機関へ

の委託料が主なものとなっております。 

  続きまして、議案第68号 平成29年度伊豆市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算につい

て説明をさせていただきます。 

  決算書の57ページでございます。 

  歳入総額４億470万1,332円、歳出総額４億166万3,596円、差引額303万7,736円でございま

す。 

  次のページ、58、59ページでございます。歳入の部分でございます。 

  １款の後期高齢者医療保険料につきましては、前年比107.8％、３億752万5,100円になっ

ております。 

  ３款の繰入金につきましては、前年比103.8％、9,292万5,517円、一般会計から事務費繰

入金といたしまして320万5,000円、保険基盤安定繰入金といたしまして8,972万517円を繰り

入れてございます。 

  次に、歳出の主なものについて説明をさせていただきます。 

  次のページ、60、61ページでございます。 

  １款の総務費の決算額につきましては416万4,379円、これは三島市、伊豆市及び伊豆の国

市の電算センター協議会への負担金で142万3,000円、賦課徴収費107万3,519円が主なものと
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なっております。 

  ２款の後期高齢者医療広域連合納付金につきましては３億9,706万5,717円、静岡県の後期

高齢者医療広域連合に納付しております。この部分につきましては、前年比104.7％となっ

ております。 

  以上で議案第67号、議案第68号の補足説明を終わります。よろしくお願いいたします。 

○議長（三田忠男君） 次に、議案第69号について。 

  健康福祉部長。 

〔健康福祉部長 村井克代君登壇〕 

○健康福祉部長（村井克代君） それでは、私のほうから議案第69号 平成29年度伊豆市介護

保険特別会計歳入歳出決算の説明をさせていただきます。 

  特別会計歳入歳出決算書の73ページをごらんください。 

  歳入総額32億6,981万7,172円、歳出総額31億6,344万6,996円、歳入歳出差引額１億637万

176円となりました。 

  次に、74、75ページをごらんください。 

  歳入の主なものですが、１款の保険料は、被保険者の増加により、前年比101.3％、865万

2,144円の増となっております。 

  ７款、一般会計からの繰入金は、前年比99.2％、373万1,000円の減となっております。 

  次に、歳出の主なものについて説明させていただきます。 

  76、77ページをお開きください。 

  ２款の保険給付費は、前年比103.7％、３款の地域支援事業費は前年比105.9％です。２款

及び３款の主な増加要因は、介護保険サービス及び介護予防・日常生活支援総合事業の利用

者の増加によるものです。 

  最後に、基金について申し上げます。 

  101ページをお開きください。 

  平成29年度は取り崩しを行わず、6,400万9,520円を積み立て、平成29年度末現在高は２億

3,970万3,827円となっております。 

  説明は以上です。よろしくお願いいたします。 

○議長（三田忠男君） 次に、議案第70号から議案第74号までの５議案について。 

  建設部長。 

〔建設部長 山田博治君登壇〕 

○建設部長（山田博治君） それでは、私から建設部所管の５つの特別会計の決算概要につい

て補足説明をさせていただきます。 

  特別会計決算書と決算説明資料で説明をいたします。 

  まず105ページをお願いします。 

  平成29年度伊豆市簡易水道事業特別会計の歳入総額は１億9,356万8,664円、歳出総額が１
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億3,391万3,980円になります。歳入歳出差引額が5,965万4,684円になりまして、これを次年

度に繰り越しをいたします。 

  まず、歳入の主なものですけれども、111ページをお願いします。 

  使用料及び手数料でございますけれども4,577万3,314円、繰入金が3,194万4,000円、これ

は一般会計決算書の155ページ、衛生費の中から、簡易水道事業特別会計繰出金として支出

されております。他に繰越金6,926万9,148円、諸収入が128万8,202円、次のページになりま

すけれども、簡易水道事業債4,000万円、公営企業会計適用債500万円を借り入れをいたしま

した。 

  続きまして、歳出ですけれども、114、115ページをお願いします。 

  人件費や庶務的経費の総務費2,725万7,853円、工事請負費や修繕費として簡易水道費

7,947万4,882円。 

  次のページになりますけれども、長期債償還元金と利子を合わせた公債費が2,718万1,245

円となります。 

  主な事業としましては、決算成果説明資料の225ページと決算書は117ページになります。 

  主な工事ですけれども、下段になりますけれども、まず、水道の安定供給のため、本柿木、

小下田、八木沢地区の配水管布設がえ工事のほか、土肥川の急速ろ過機等改修工事を実施し、

工事費は4,386万2,040円となりました。 

  また、総務省からの要請に基づく公営企業会計への移行につきまして、その準備作業とし

て固定資産台帳作成業務委託を開始し、２カ年の支出負担行為を設定した中で、平成29年度

分の委託料として500万円を支出いたしました。 

  続きまして、決算書の123ページ、お願いします。 

  平成29年度伊豆市下水道事業特別会計になります。 

  まず、歳入について、主なものにつきましては、129ページ、お願いします。 

  分担金及び負担金176万7,490円、使用料及び手数料が２億8,506万3,331円、国庫支出金２

億4,570万5,000円。 

  次のページになりますが、一般会計の繰入金が８億800万7,000円、次に、前年度繰越金が

6,349万6,059円となりました。この一般会計繰入金は、一般会計決算書215ページの土木費

の下水道費、下水道特別会計繰出金からの繰り入れになります。 

  次のページをお願いします。 

  下水道事業債として、流域下水道事業債及び特定環境保全公共下水道事業債が２億4,790

万円、歳入総額が16億5,256万3,034円となりました。 

  135ページをお願いします。 

  歳出の主なものでございますが、事業費が10億1,656万7,657円、内訳としまして、下水道

建設費５億3,766万8,068円、次のページになりますけれども、下水道管理費４億7,889万

9,589円となります。 
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  143ページをお願いします。 

  長期債の償還元金と利子を合わせた公債費が５億4,542万5,537円で、次のページになりま

すけれども、歳出合計が15億6,199万5,650円、その歳入歳出の差引額が123ページにありま

すけれども、9,056万7,384円となり、繰越金となります。 

  なお、下水道建設費の一部１億1,770万円を平成30年度への繰越明許としました。 

  主な事業費としましては、決算成果説明資料の231ページ、決算書の135ページから137ペ

ージをお願いします。 

  決算成果説明資料の下段の下水道建設費の中の市の単独事業ですが、管渠布設や公共ます

の設置工事などに2,081万4,274円。 

  次に、232ページの流域下水道事業は、狩野川東部浄化センターに関する建設負担金にな

ります。 

  全体事業は7,714万6,000円でございますが、市町の負担割合を計画配水流量によって取り

決めておりますので、伊豆市の負担は1,743万4,968円となっております。 

  そのページの下段ですけれども、特定環境保全公共下水道事業が３億7,386万121円となっ

ております。主な事業内容は、湯ヶ島のクリーンセンターの改築工事の委託料１億2,650万

円、大平地区管渠布設工事が１億6,590万円、中伊豆の城地区に936万3,000円でございます。

また、管渠工事の事業費を昨年話をしましたけれども、１億1,770万円を平成30年度に繰り

入れ、繰り越しをいたしました。 

  次の233ページ、決算書では137、139、141ページになりますけれども、下水道管理費、業

務費の流域下水道維持管理費負担金２億808万7,880円は、修善寺地区の下水道汚水の処理費

用でございます。下段の処理場の管理費１億4,651万6,238円でございますが、土肥の浄化セ

ンター、湯ヶ島のクリーンセンター、白岩の処理場における維持管理業務委託料及び電気料、

薬品費、汚泥運搬処理経費、あと維持管理費などの汚水処理経費になります。 

  次に、234ページ、特別会計の決算書では143ページになりますけれども、管渠事業でござ

います。管渠洗浄調査やマンホールの保守点検委託に553万5,017円、これはマンホールふた

の道路との高さ調整や、マンホール管渠の維持管理補修に1,812万8,880円、管路やマンホー

ル管理をするための下水道情報管理システムの作成委託料に415万8,000円を支出するなど、

下水道施設等の経年劣化が進んでいる施設・設備の更新、修繕を実施し、下水道施設の整備

安定運転に努めました。 

  続きまして、151ページをお願いします。 

  平成29年度伊豆市農業集落排水事業特別会計でございます。 

  まず歳入の内訳ですけれども、156ページ、157ページをお願いします。 

  主な歳入は、使用料及び手数料が2,787万7,528円、一般会計繰入金が１億959万1,000円、

繰越金が1,112万894円でございます。繰入金は一般会計の決算書の169ページ、農業農村整

備費の農業集落排水事業特別会計繰出金から支出されております。 
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  次のページをお願いします。 

  歳入総額が１億4,862万9,424円となりました。 

  161ページをお願いします。 

  主な支出でございますが、処理場の管理費が5,114万9,030円、次のページになりますけれ

ども、施設費が371万2,879円、長期債の償還元金と利子を合わせた公債費が6,527万1,735円、

歳出の合計が１億3,128万8,068円となりました。 

  151ページになりますけれども、歳入歳出の差引額が1,734万1,354円となりまして、それ

を繰越金といたします。 

  主な事業でございますが、決算成果説明資料は241ページの下段になります。決算書では

161ページ、163ページをお願いします。 

  まず、処理場の管理事業でございますが5,114万9,030円となっておりますが、これは冷川

浄化センター、吉奈、門野原、佐野・雲金、加殿処理場の５カ所の維持管理業務委託に

1,838万7,000円、維持補修工事に1,694万4,012円を実施いたしました。 

  242ページをお願いします。 

  施設費では、県道修善寺天城湯ヶ島線改良工事に伴う管渠布設工事等に371万2,879円を支

出しました。 

  続きまして、169ページ、お願いします。 

  議案第73号の平成29年度伊豆市水道事業会計剰余金の処分及び決算の認定になります。 

  平成29年度水道事業につきましては、降水量が梅雨時の季節に少なかったこともあり、８

月に一部地域で渇水による断水が発生しました。給水車による緊急対応を行うとともに、配

水系統の切りかえを行った結果、断水は翌日には復旧いたしました。年間配水量は695万

6,236立方メートルで、年間有収水量は、前年度比８万4,103立方メートルの減となりまして、

449万6,409立方メートルとなりました。有収率は64.6％と前年度より0.4ポイント上昇いた

しました。これは漏水調査を行い、老朽管の修繕、更新を進めた結果と思われます。 

  まず、水道事業の決算報告書につきましては、170ページから173ページまでは税込みの表

示になっておりまして、174ページからは税抜きの表示になっております。 

  まず、171ページをお願いします。 

  上段、収益的収入におきましては、水道事業収益が税込みで６億1,391万9,164円、下段の

支出が、水道事業費用５億4,085万3,920円でございます。 

  172ページ、173ページをお願いします。 

  上段の資本的収入では、建設改良費の財源として企業債4,430万円、他会計支出金として

一般会計からの電源立地地域交付金、下水道特別会計から下水道工事に伴う水道管補償と合

わせまして740万円の収入となりました。 

  下段の資本的支出では、建設改良費１億2,174万6,930円で、主な工事としましては、天城

北道路関連配水管布設替工事や年川配水管布設替工事などを行いました。 
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  企業債の元利償還金は１億2,748万3,186円でございます。 

  174ページをお願いします。 

  水道事業の損益計算書になります。 

  営業収益から営業費用を引いた営業利益が9,074万2,193円、営業外収益、営業外費用を含

めた経常利益が6,431万8,491円、これから特別損失を差し引いた純利益は175ページになり

ますけれども、6,430万5,782円となりました。これに前年度からの繰越利益剰余金６万

3,610円を足したものが当年度未処理分利益剰余金6,436万9,392円となりまして、次の176ペ

ージ、177ページになりますけれども、水道事業剰余金計算書の177ページの右から３列目の

一番下段になりますけれども、未処分利益剰余金の金額と一致いたします。この未処分利益

剰余金を建設改良積立金として3,300万円、減債積立金として3,130万円を積み立てる処分案

が176ページの下の表になりますけれども、水道事業剰余金処分計算書案になります。決算

の認定とあわせて議決をお願いするものでございます。 

  決算成果説明資料の247ページ、決算書は186ページになりますけれども、決算成果説明資

料の上の表、委託料は2,514万2,000円のうち水道修繕調査等業務委託料として1,231万2,000

円を支出しました。これにより昨年10月に市営水道相談センターを開設し、漏水対応の迅速

化と市民サービスの向上を図ることができております。 

  253ページ、特別会計決算書では184ページになりますけれども、主な工事内容は、芙蓉台

の配水管布設がえ工事ほか６件で１億1,618万4,000円となります。 

  254ページをお願いします。 

  こちらは管渠工事の設計委託料としまして７件、454万1,000円を支出しました。老朽管等

の更新を実施し、水道水の安定供給の向上に努めました。 

  続きまして、201ページ、議案第74号 平成29年度伊豆市温泉事業特別会計剰余金の処分

及び決算書の認定でございます。 

  202ページから205ページまでは税込み表示になっておりまして、207ページからは税抜き

表示となっております。 

  203ページをお願いします。 

  上段の収益的収入におきましては、温泉事業収益が税込みで7,991万9,444円、下段の支出

は温泉事業費用6,433万4,971円でございます。 

  主な事業としましては、決算成果説明資料は263ページ、決算書につきましては205ページ

と221ページになります。 

  資本的支出、建設改良費で、山脈源泉の水中ポンプの入れかえ工事、市道中浜10号線の配

湯管の入れかえ工事、市道大藪５号線配湯管入れかえ工事、中村ポンプ場インバーター等取

りかえ工事を行いました。合計は2,055万240円になります。 

  207ページをお願いします。 

  温泉事業の損益計算書になります。 
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  まず営業収益から営業費用を引いた営業利益が969万6,246円、営業外収益、営業外費用を

含めた経常利益が1,405万5,593円となりました。平成29年度は特別損益はなく、純利益は経

常利益と同額となります。これに前年度からの繰越利益剰余金92万1,893円を足したものが

当年度の未処分利益剰余金1,497万7,486円となり、次のページになりますけれども、上の表 

の温泉事業剰余金計算書、209ページの右の列から３列目の一番下段になりますけれども、

未処分利益剰余金と一致をいたします。この未処分利益剰余金を建設改良積立金として500

万円、利益積立金として900万円を積み立てる処分案が208ページの下の表になりますけれど

も、温泉事業剰余金処分計算書案になります。決算の認定とあわせて議決をお願いするもの

でございます。 

  215ページをお願いします。 

  温泉事業の報告になりますけれども、平成29年度の給湯戸数は前年度比１戸減の329戸、

年間の総給湯量は前年度比１万6,933立方メートルの増の151万338立方メートルでございま

す。 

  以上で建設部所管の特別会計剰余金の処分及び決算の補足説明を終わります。よろしくお

願いします。 

○議長（三田忠男君） 以上で補足説明を終わります。 

  ここで監査委員から決算審査の意見書が提出されておりますので、意見書の補足説明を求

めます。 

  宮内代表監査委員。 

〔代表監査委員 宮内知秋君登壇〕 

○代表監査委員（宮内知秋君） 監査委員の宮内でございます。 

  それでは、ただいま議長から求められました議案第65号 平成29年度伊豆市一般会計歳入

歳出決算の認定についてから議案第81号 平成29年度伊豆市矢熊財産区特別会計歳入歳出決

算の認定についてまでの一般会計及び特別会計14件と、基金の運用状況並びに公営企業会計

２件につきまして、審査結果並びに意見等について御報告いたします。 

  審査の結果につきましては、各会計の決算書及び歳入歳出決算事項別明細書ともに、関係 

法令に準拠して作成されており、決算内容については計数的に正確であり、予算の執行状況

も全般的に適正であると認定いたしました。 

  また、各基金についても計数的に正確であり、基金の運用状況は、いずれも設置目的に沿

い、適正に運用されているものと認定いたしました。 

  詳細につきましては、配付いたしました意見書に記述のとおりであります。 

  それでは、意見書の１ページから７ページにあります審査の総括意見を中心に、概要を御

報告いたします。 

  まず、平成29年度伊豆市一般会計の歳入総額は168億2,685万7,000円に対して、歳出総額

は158億5,835万2,000円となり、差し引き９億6,850万5,000円となっており、前年度と比較
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した場合、歳入総額は５億4,790万1,000円、3.3％の減、歳出総額は４億4,493万4,000円、

2.8％の減でありました。 

  普通会計ベースでの歳入を性質別に見ますと、自主財源は69億5,940万7,000円で、前年度

比４億9,039万8,000円の減となり、自主財源比率は41.3％で、前年度比1.6ポイント減少し

ております。市税は、前年度対比1,588万円の微増となりました。ふるさと納税による寄附

金は２億5,905万8,000円で、前年度比15％の増となりました。 

  一方、依存財源は99億919万6,000円で、前年度比1,756万1,000円の減となりました。これ

は地方交付税の合併算定替の特例措置の終了による段階的な縮減により、前年度比１億

3,354万円の減、県補助対象事業の減少により県支出金が前年度比１億904万6,000円の減と

なったことなどによります。 

  本年度の特筆すべき主な支出は、旧湯ヶ島小学校施設改修工事、旧湯ヶ島幼稚園改修工事、

文教ガーデンシティ総合調整事業の建物移転等補償金、食肉加工センター管理運営事業の施

設新築工事と有害鳥獣処理装置購入費、市道横瀬大平線改良工事、市道道芦原馬場線改良工

事、消防ポンプ車購入費、土肥小中一貫校建設事業の施設新築・改修工事などが挙げられま

す。 

  市税及び使用料、手数料における収入未済額は３億8,214万1,000円で、前年度比9,342万

3,000円、19.6％の減となり、改善が見られますが、負担の公平性と財源の確保を図るため、

徴収率の向上と滞納額の削減に向け、さらに努力していただくよう願います。 

  当市の財政状況を見ると、普通会計ベースでの経常収支比率は88.3％で、前年度比1.8ポ

イントの増となり、財政構造としては、やや弾力性を欠くとされる水準であります。また、

財政力指数は0.525と低い水準にありますが、公債費比率は3.6％と良好で、将来負担は低い

状況となっています。 

  次に、34ページからの特別会計になりますが、初めに、議案第66号 平成29年度公共用地

取得事業特別会計についてですが、歳入は普通財産の貸し付けによる財産運用収入142万

3,000円及び土地開発基金繰入金4,030万円で、歳出は土地購入費1,427万3,000円と、土地開

発基金への積立金144万6,000円で購入予定地2,602万7,000円は繰越明許となりました。 

  また、財産の状況については決算書に記載のとおりですが、今後は財産として保有する土

地について、当初の取得目的にそぐわないものは処分方法を検討し、新たな活用が図られる

ことを望みます。 

  次に、議案第67号 平成29年度国民健康保険特別会計ですが、歳入決算額は51億378万

3,000円で、前年度比3,154万4,000円、0.6％の減となりました。国民健康保険税の収入未済

額は２億9,099万2,000円に達しており、そのうち滞納繰越分は２億2,577万8,000円、77.5％

を占めていますが、被保険者間の負担の公平性を確保するとともに、国民健康保険事業の財

政健全化を図るためにも、他の税や使用料と合わせた徴収体制のもとに、効果的な滞納整理

に当たっていただくよう期待します。また、保険給付費のデータを分析して、適正な保険給
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付を図るとともに、的確な健康指導の強化を希望します。 

  次に、議案第68号 平成29年度後期高齢者医療特別会計は、歳入決算額４億470万1,000円

で、前年度比2,649万7,000円の増となっています。本会計は、保険料の収納業務と医療給付

に関する申請書類の受け付けが市の主な所管業務となっています。 

  また、保険料率は広域連合が決定しており、平成29年度については、所得割7.85％、均等

割３万9,500円となっています。 

  次に、議案第69号 平成29年度介護保険特別会計では、歳入決算額は32億6,981万7,000円

で、前年度比8,829万5,000円、2.8％の増となりました。伊豆市における高齢化率は38.83％

となり、高齢者福祉サービスはますます増大すると思われます。介護予防・日常生活支援総

合事業を進める中で、高齢者が健康寿命をどれだけ延ばすことができるか、また、地域共生

社会の実現に向け住民が交流を図る拠点づくりが重要となるので、人材育成など最適なサポ

ートを望みます。 

  次に、議案第70号 平成29年度簡易水道事業特別会計では、歳入決算額は１億9,356万

9,000円で、前年度比1,833万4,000円、10.5％の増、歳出決算額は１億3,391万4,000円で、

前年度比2,794万8,000円、26.4％の増となりました。これは八木沢配水管布設工事等が施工

されたことによります。 

  今後も厳しい経営が予想されますが、安定供給に向けて効率的な給水に努め、経費削減に

一層努力されることを望みます。 

  次に、議案第71号 平成29年度下水道事業特別会計の歳入決算額は16億5,256万3,000円で、

前年度比２億1,807万6,000円の増となりました。使用料、手数料は２億8,506万3,000円で、

前年度比350万円の増となりました。なお、分担金及び使用料の収入未済額は2,494万4,000

円で、調定に対して7.9％となっています。 

  また、市内の下水道普及率は53.8％で、処理区域内の水洗化率、接続率は78.9％でありま

すが、一般会計から８億800万7,000円の繰り入れがされており、市の財政負担が大きいこと

や、河川浄化という環境整備事業本来の目的に立ち返り、接続率の低い地区について、特に

重点的に接続促進のための施策を講じるよう望みます。 

  次に、議案第72号 平成29年度農業集落排水事業特別会計は、歳入決算額１億4,862万

9,000円で、前年度比186万3,000円の増となりました。使用料、手数料は2,787万8,000円で、

0.3％の微増となっています。なお、収入未済額は178万円で、調定額の5.9％と改善が見ら

れ、収入未済額の削減にさらに努めるよう望みます。 

  また、使用区域の水洗化率は94.9％でありますが、未加入者への接続をより一層促すとと

もに、設備の老朽化に伴う維持管理費が発生することが予想されることから、施設管理に配

慮をお願いしたいと思います。 

  次に、議案第75号 平成29年度持越財産区特別会計から議案第81号 平成29年度矢熊財産

区特別会計までは財産区特別会計となりますが、歳入決算額及び歳出決算額並びに実質収支
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額は、審査意見書の44ページから45ページまでをごらんください。 

  続きまして、46ページからの基金運用状況は、それぞれの目的達成のために安全な運用が

されていますが、今後とも運用に当たっては、厳しい財政状況を鑑み、内容を十分に検討さ

れ、目的に沿った安定的な運用を望みます。 

  次に、52ページからの公営企業会計ですが、初めに、議案第73号 平成29年度水道事業会

計につきましては、税抜きの総収益は、前年度比373万2,000円増収の５億7,152万9,000円、

総費用は811万1,000円増の５億722万4,000円で、純利益は6,430万5,000円となりました。 

  年間配水量は695万6,000立方メートルで、年間総有収水量は前年度比８万5,000立方メー

トル減の449万6,000立方メートルとなり、有収率は64.6％となっています。 

  建設改良事業は、天城北道路関連配水管布設替工事、年川配水管布設替工事、茅野送水管

布設替工事、芙蓉台配水管布設替工事、北又配水管布設替工事等が実施されました。 

  今後とも水道の安定供給のため、効率的な事業運営に努め、計画的な施設の更新・整備を

進められるよう望みます。 

  なお、過年度分未収金は6,452万2,000円で、前々年度から減少傾向となり、引き続き対策

を講ずるよう望みます。 

  次に、議案第74号 平成29年度温泉事業特別会計ですが、総収益は前年度比229万4,000円

減の7,432万6,000円、これに対して総費用は前年度比186万9,000円増の6,027万円で、差し

引き1,405万円の純利益となりました。 

  なお、収益については、総配湯量の減少と、新規加入減による温泉加入分担金の減収で、

温泉供給による営業収益は減収となりました。 

  今後とも計画的な施設更新等を図り、引き続き安定経営に努められるようお願いします。  

なお、過年度分の未収金は798万6,000円でありますが、水道事業会計と同様、早期に対策を

講ずるよう望みます。 

  終わりに、決算審査全般を通し、今後とも一層効率的かつ健全な財政運営を継続できるよ

う、費用対効果を検証し、予算執行を図るよう努力することを望みます。 

  なお、地方交付税については、段階的に縮減される激変緩和期間の３年目でありました。

健全財政の維持と持続可能な財政運営の長期シミュレーションを、時として開示されるよう

望みます。 

  今後、大幅な税収増が期待できず、社会保障関連経費の増加が予想される中で、公共施設

の保有量の最適化とインフラ資産の計画的維持管理が政策課題であります。適正な管理の推

進に当たり、市民への丁寧な説明と情報開示をお願いいたします。 

  これからの時代の変革の中で、市民が未来への夢と希望を持ち、安心・安全に生活できる

こと、持続可能なまちを創造するため、市民の理解を得ながら、行政と市民が一丸となり行

動できる体制の整備が行われることを期待して、報告を終わりといたします。 

○議長（三田忠男君） 以上で代表監査委員の説明は終わりました。 
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  ただいま議題となっております議案第65号から議案第81号までの17議案に対する質疑は、

９月５日開催予定の本会議にて行います。 

  ここで都合により昼の休憩にいたします。再開は午後１時10分からといたします。 

 

休憩 午後 ０時１９分 

再開 午後 １時１０分 

 

○議長（三田忠男君） それでは、休憩前に引き続き会議を開きます。 

 

◎議案第８２号～議案第８７号の上程、説明 

○議長（三田忠男君） 日程第25、議案第82号 平成30年度伊豆市一般会計補正予算（第２回）

から日程第30、議案第87号 平成30年度伊豆市農業集落排水事業特別会計補正予算（第１回）

の６議案を一括して議題といたします。 

  提出者から提案理由の説明を求めます。 

  市長。 

〔市長 菊地 豊君登壇〕 

○市長（菊地 豊君） 議案第82号から87号まで一括して提案理由を申し上げます。 

  議案第82号は、歳入において確定に伴う地方交付税及び地方特例交付金の増額などを見込

む一方、歳出においては、市内公的病院等補助金２億2,000万円余、新こども園建設事業３

億3,000万円余、前年度繰越金の２分の１に相当する額を財政調整基金に積み立てるための

基金積立金１億9,753万円のほか、福祉事業に係る前年度の国庫支出金、県支出金の精算な

ど総額８億5,380万円を増額し、歳入歳出予算額を176億9,127万円とするものです。 

  あわせて新こども園建設事業について新たに継続費を設定する継続費補正、虹の郷用地境

界確定測量業務委託について新たに債務負担行為を設定する債務負担行為補正、新こども園

建設事業への合併特例債の変更など４件について、地方債の補正をお願いするものでござい

ます。 

  議案第83号は、前年度給付費の精算による超過額の国への返還のため7,394万4,000円を増

額し、歳入歳出予算額を44億4,057万円とするものです。 

  議案第84号は、制度改正に伴うシステム改修のため80万円を増額し、歳入歳出予算額を４

億4,170万円とするものです。 

  議案第85号は、前年度給付費等の精算による超過額の国、県、一般会計への返還に7,475

万円、制度改正に伴うシステム改修に270万円など7,772万3,000円を増額し、歳入歳出予算

額を33億2,772万3,000円とするものです。 

  議案第86号は、処理場や管渠の補修工事のために2,440万8,000円を増額し、歳入歳出予算

額を15億7,599万4,000円とするものです。 
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  議案第87号は、県道改良工事に伴い既設排水管の切り回しが必要なことから216万円を増

額し、歳入歳出予算額を１億5,116万円とするものです。 

  詳細についてそれぞれ担当する部長から説明をさせます。 

○議長（三田忠男君） これをもって提案理由の説明を終わります。 

  ここで補足説明の申し出がありますので、これを許します。 

  初めに、議案第82号について、総務部長。 

〔総務部長 伊郷伸之君登壇〕 

○総務部長（伊郷伸之君） それでは、私から議案第82号の一般会計補正予算について補足説

明をさせていただきます。 

  まず、議案書の48、49ページにつきましては、第１表としまして、それぞれの款項の補正

額を記載してございますので、ご確認願いたいと思います。 

  まず、議案書の50ページの第２表の継続費の補正でございます。こちら３款２項新こども

園の建設事業に総額で８億1,650万円、それぞれ年度割額としまして平成30年度が３億2,000

万円、平成31年度が４億9,650万円、こちらの事業につきましては、新こども園の建設に伴

う園舎の建設外構工事、また進入道路の工事、そのほか施工監理業務などそれぞれの事業を

実施するものでございます。 

  続いて、51ページの第３表債務負担行為補正でございますが、こちらは虹の郷の借地に係

る用地境界の確定測量をお願いするものでございます。平成30年度、平成31年度で限度額を

2,324万5,000円、なお、平成30年度につきましては、今回補正で予算計上してございません。

平成30年度中の契約し、平成31年度支出をする予定となっております。 

  続きまして、52ページの第４表の地方債補正でございます。追加、変更ともにこれから歳

出のほうでまた詳細に説明させていただきますが、まず、災害復旧事業の補助残に対する起

債でございます。470万円を追加させていただきます。 

  また、変更につきましては、まず臨時財政対策債でございますが、こちらは発行可能額が

決定したことに伴いまして、2,197万円を減額して限度額を５億3,803万円とするものです。

新こども園の建設事業につきましては、先ほどお願いしました継続費補正のうちの30年度の

年割３億2,000万円、それと追加の土地購入費、物件補償費などに充てるための特例債補正、

こちらは３億1,840万円を増額し、３億9,640万円とするものでございます。市道整備事業に

つきましては、補正前５億9,040万円、このうち辺地対策事業債としまして4,880万円を予定

しておりました。この辺地債につきましては、調整後の起債限度額が確定したことにより

890万円を減額するものでございます。辺地債としましては4,880万円を3,990万円に減額す

ると、道路事業債としましては全体で５億8,150万円をお願いするものでございます。 

  続きまして、歳出の主なものを説明させていただきます。 

  歳出につきましては、まずこちらの補正予算資料、伊豆市のマークが入っています補正予

算資料の８ページをお願いいたします。 
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  先ほど市長提案理由で申しましたとおり29年度のそれぞれの国・県の支出金をいただいて

おりました事業費が確定しております。その確定したことにより精算として返還金が生じて

おります。こちら一般会計に３款それと４款それぞれ精算に伴う返還金を一覧にしてござい

ます。こちらにつきましてはそれぞれの事業確定による返還ということでございます。 

  それでは、先ほどの返還金以外のものの主なものについて説明させていただきます。 

  まず歳出の議案書の62、63ページをお願いいたします。 

  まず62、63ページの総務費総務管理費の支所費でございます。こちら中伊豆支所の費用で

ございますが、職員の産休に入るための代替の臨時職員の賃金、それと支所の敷地の借地の

一部に係る不動産等鑑定業務委託料としまして49万5,000円。 

  ２款３項の住民基本台帳費でございますが、こちらも職員の産休に伴う代替臨時職員の賃

金等でございます。そのほか住民基本台帳システム改修設計委託料と戸籍システムの外字情

報抽出委託料でございますが、こちらはいずれもマイナンバー制度の導入に伴うシステム改

修になっております。住基システムにつきましては、旧姓を併記できるように改正するもの、

戸籍につきましては、戸籍システムからの外字情報を抽出するための委託でございます。こ

ちらはそれぞれ合計金額にしますと310万5,000円、全額国庫の補助となっております。 

  続きまして、64、65ページの３款１項国民年金事務費でございます。こちらもシステム改

修費81万円でございます。これは第１号被保険者の産前産後期間の保険料免除に対応するた

めの改修となります。こちらも財源は翌年度精算になります国庫になります。今回の歳入に

は見込んでおりませんが、年金につきましては翌年度精算ということで、来年度計上するも

のでございます。 

  ８目の介護保険費の50その他事務事業でございます。介護基盤緊急整備等の特別対策事業

補助金でございますが、こちらは看護小規模多機能型の居宅介護施設の整備に対する補助金

3,919万8,000円、こちらも全額県費補助となっております。 

  続いて、３款２項の児童措置費の扶助費でございます。児童扶養手当の給付事業でござい

ますが、こちらは所得制限の引き上げに伴う支給対象者の増、また一部支給者の増額という

ことで、233万円をお願いするものでございます。 

  ４目のこども園費、先ほど継続費でもお願いしましたが、新こども園の建設に伴うまず工

事費としまして２億8,000万円、こちらは園舎の建設と外構工事等になります。 

  次のページ66、67ページの同じくこども園の進入路建設工事、こちら4,000万円、合わせ

て先ほど申しましたとおり２億8,000万円と4,000万円合わせた３億2,000万円を継続費の平

成30年度割額とさせていただきます。そのほか追加になります土地の購入費と立木の補償費、

物件の移転補償等を追加させていただきます。22節の補償費としましては、247万円でござ

います。 

  続いて、４款１項の保健衛生総務費でございます。こちらは地域医療対策としまして公的

病院の２病院への補助金でございます。伊豆赤十字病院に１億3,267万9,000円、中伊豆温泉
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病院に8,925万円、２病院合わせまして２億2,192万9,000円でございます。その他事務事業

の臨時職員につきましては、産休代替のための臨時職員でございます。 

  ４款２項の１目清掃総務費の19節の補助金でございますが、合併浄化槽の整備補助金とし

まして、こちら新たに４基分の補助金を追加させていただいております。207万円。その他

としましてごみの集積所の設置の補助金、こちらを２件分20万円をお願いするものでござい

ます。 

  続いて、68、69ページ、６款１項の３目農業振興費の農業振興対策事業でございます。看

板作成業務でございますが、こちらはワサビ田周辺への注意喚起の看板としまして46万

1,000円。 

  ７款１項３目の観光振興費の観光振興事業でございますが、こちらは環駿河湾観光交流活

性化事業負担金としまして、駿河湾フェリーの利用促進のためのイベントや情報発信のため

の協議会への負担金でございます。100万円。 

  ９款１項４目災害対策費でございます。まず、無線通信設備管理事業でございますが、こ

ちらは国土交通省によります天城北道路の駐車場整備に係る子局の移転でございます。213

万6,000円、次の防災対策事業でございます。津波特定避難困難地域抽出業務、こちらは、

津波防災まちづくり計画推進に必要な避難困難地域等困難避難者数のこちらの推計を行うた

めの業務でございます。455万6,000円。 

  続きまして、70、71ページの11款１項２目農業用施設災害復旧費でございます。こちらは

６月の豪雨によります上船原のワサビ田の用排水路、こちらが被災しました関係で、災害復

旧工事費として1,500万円。 

  また、13款１項の基金費でございますが、実質収支額の確定に伴う財政調整基金への新た

な積み立てとして１億9,753万8,000円をお願いするものでございます。 

  以上、歳出でございます。 

  この歳出に対する歳入のほうを戻っていただきまして、議案書の56、57ページをお願いい

たします。 

  歳入の９款１項の地方特例交付金、こちらは住宅借り入れ時の特例減税控除、こちらの減

収分の補填になります。金額が確定いたしましたので323万4,000円、当初1,000万円の予算

計上してございましたが、決定によりまして1,323万4,000円の額が決定したものでございま

す。 

  10款１項の地方交付税でございます。まず普通交付税につきましても、平成30年度の額が

決定しております。当初の見込みでは42億7,000万円、決定額で42億9,077万8,000円、その

差額の2,077万8,000円の増額をお願いするものでございます。 

  また、特別交付税につきましては、先ほどの公的病院の補助金、こちらの国からの特別交

付税、補助金額の78.4％を見込んでございます。１億7,300万円。交付税合わせまして１億

9,377万8,000円をお願いするものでございます。 
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  14款１項の民生費国庫負担金でございますが、児童扶養手当の給付費の増額233万円の３

分の１、77万6,000円を見込んでございます。 

  同じく14款の総務費の国庫補助金につきましては、先ほどのマイナンバー制度に伴う住基

システムと戸籍システムの業務委託費に対する補助金10分の10、310万5,000円、衛生費の国

庫補助金でございますが、合併浄化槽の設置補助金207万円に対する国庫分55万2,000円、災

害復旧費補助金でございます。こちらも先ほどの船原のワサビ田用排水路の関係で1,500万

円の65％の975万円を補助金として見込んでございます。 

  続いて、58、59ページの県支出金になります。15款２項の２目民生費の県補助金でござい

ますが、こちら3,919万8,000円、看護小規模多機能型の居宅介護施設の整備補助金、それぞ

れ3,199万9,000円、719万9,000円合わせて10分の10の県費補助金3,919万8,000円を見込んで

ございます。 

  ３目の衛生費県費補助金ですが、こちらは合併浄化槽の補助金に対する県費分でございま

す。53万8,000円。 

  消防費の補助金につきましては、緊急地震津波対策交付金としまして先ほど支出で申しま

した津波特定避難困難地域の抽出業務に対する県費分220万円、18款１項の介護保険特別会

計繰入金につきましては、平成29年度の介護給付費等の事業の精算に伴う特別会計からの繰

り入れ2,848万9,000円、19款の繰越金につきましては、財源調整のための繰越金２億7,167

万8,000円でございます。 

  次に、60ページ、61ページの20款４項雑入でございますが、こちらは伊豆の国市との廃棄

物処理施設組合の過年度分の精算としまして731万3,000円、天城北道路関連の屋外子局の移

転に伴う移転補償費こちらが国から95万9,000円を見込んでございます。 

  続いて、21款市債の総務債でございます。こちらは臨時財政対策債、先ほど市債のところ

で申しました借り入れ限度額の確定に伴いまして、臨時財政対策債2,197万円を減額するも

のでございます。民生債につきましては、新こども園建設のための合併特例債３億1,840万

円、土木債につきましては、市道整備事業の辺地対策事業債が890万円の減額、災害復旧債

につきましては災害復旧事業に係る起債470万円を計上するものでございます。 

  一般会計につきましては、以上でございます。 

○議長（三田忠男君） 次に、議案第83号及び議案第84号について、市民部長。 

〔市民部長 梅原敏男君登壇〕 

○市民部長（梅原敏男君） それでは私のほうから市民部が所管しております２つの特別会計

の補正予算について説明をさせていただきます。 

  まず、議案第83号 伊豆市国民健康保険特別会計補正予算（第３回）について、補足説明

をさせていただきます。 

  議案書につきましては73ページでございます。 

  今回の補正につきましては、生活習慣病重症化予防事業等の県の交付金の決定に伴います
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事業の財源内訳の振り替えと前年度の療養給付費等の確定によります国及び県への負担金の

精算に伴う補正でございます。 

  歳入歳出予算をそれぞれ7,394万4,000円を増額いたしまして、予算の総額を44億4,057万

円とするものでございます。 

  予算に関する説明資料になりますけれども、80、81ページをお開きください。 

  歳入につきましては、５款の県支出金、１目の保険給付費等交付金の保険給付費等特別交

付金378万円を増額いたしまして、後ほど説明させていただきますが、歳出の特定診査等の

事業費に特定財源として充当いたします。その際一般財源を378万円減額するという財源振

り替えを行います。 

  また、８款繰越金の１節繰越金でございますが、7,016万4,000円を増額いたしまして、国

及び県への返還金の財源とさせていただきます。 

  続きまして、82、83ページでございます。歳出でございます。 

  先ほど申し上げましたとおり５款の保健事業費の部分の１目の特定健康診査等事業費にお

きまして、県の補助金378万円を特定財源とする財源振り分けを行うものでございます。 

  続きまして、８款諸支出金の償還金でございますが、前年度の療養給付費及び特定健診等

の確定に伴います精算金といたしまして、国に7,313万3,000円、静岡県のほうに81万1,000

円を返還するものでございます。 

  続きまして、議案第84号 平成30年度伊豆市後期高齢者医療特別会計補正予算（第１回）

について説明をさせていただきます。 

  今回の補正につきましては、高齢者医療制度におきまして保険料軽減特例の見直しに伴い

ますシステムの改修費用を補正するものでございます。 

  歳入歳出予算をそれぞれ80万円増額いたしまして、予算の総額を４億4,170万円とするも

のでございます。 

  予算に関する説明資料92、93ページをお開きください。 

  歳入につきましては、11款の国庫補助金、１節の社会福祉費におきまして、高齢者医療制

度のシステム改修にかかわります運営補助金といたしまして80万円を増額するものでござい

ます。 

  続いて歳出でございますが、後期高齢者医療円滑運営事業におきまして、システム改修委

託料といたしまして80万円を増額するものでございます。 

  以上で補足説明を終わらせていただきます。よろしくお願いいたします。 

○議長（三田忠男君） 次に、議案第85号について、健康福祉部長。 

〔健康福祉部長 村井克代君登壇〕 

○健康福祉部長（村井克代君） それでは、私のほうから議案第85号 平成30年度伊豆市介護

保険特別会計補正予算（第１回）の補足説明をさせていただきます。 

  歳出から説明させていただきます。 
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  議案書は108、109ページをごらんください。 

  １款１項総務管理費ですが、制度改正に伴い介護保険事務システムの改修業務委託料とし

て270万円を増額するものです。 

  ６款１項償還金及び還付加算金ですが、平成29年度後半に資格喪失者が多かったため、１

目第１号被保険者保険料還付金を26万9,000円増額、平成29年度介護給付費負担金の精算に

伴い、２目償還金を4,626万5,000円増額するものです。 

  精算の内訳は、国庫支出金返還金が4,080万2,000円、県支出金返還金が546万3,000円とな

っております。 

  ６款２項１目一般会計繰出金ですが、平成29年度介護給付費等の精算に伴い、2,848万

9,000円増額するものです。 

  次に、歳入を説明させていただきます。 

  104、105ページをごらんください。 

  ３款２項国庫補助金ですが、精算に伴い追加交付分として53万6,000円、システム改修事

業補助金を補助率２分の１で135万円増額するものです。 

  ４款１項支払基金交付金、５款２項県補助金ですが、精算に伴い増額するものです。 

  次のページにいきまして、７款１項一般会計繰入金ですが、システム改修に係る市の負担

分として、３款の国庫補助金と同額の135万円増額をするものです。 

  ８款繰越金ですが、精算に伴う返還金の財源として6,902万3,000円増額するものです。 

  補足説明は以上です。よろしくお願いいたします。 

○議長（三田忠男君） 次に、議案第86号及び議案第87号について、建設部長。 

〔建設部長 山田博治君登壇〕 

○建設部長（山田博治君） それでは、私のほうから議案第86号と87号について補足説明をさ

せていだたきます。 

  まず、議案書の111ページをお願いします。 

  議案第86号 平成30年度伊豆市下水道事業特別会計補正予算（第２回）について補足説明

をいたします。 

  歳入歳出それぞれ2,440万8,000円を増額補正をするものでございます。 

  まず歳出ですが、120ページ、121ページをお願いします。 

  これは処理場の管理事業の処理場維持補修工事としてまず1,630万8,000円、管渠管理事業

の維持補修工事として810万円をお願いするものでございます。処理場の管理事業1,630万

8,000円につきましては、土肥浄化センター、湯ヶ島クリーンセンター、白岩浄化センター

の設備の一部で不具合が発生し、処理場の運転に支障を来しているため、その改修工事に充

てる費用とします。また、管渠管理事業810万円につきましては、下水道管の老朽化による

たわみや地下水の浸入箇所など管渠機能に影響を及ぼしている箇所の補修工事の費用として

増額をお願いするものでございます。 
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  歳入につきましては、118ページ、119ページの繰越金を増額するものでございます。よろ

しくお願いします。 

  続きまして、123ページをお願いします。 

  議案第87号 平成30年度伊豆市農業集落排水事業特別会計補正予算（第１回）について補

足説明をいたします。 

  歳入歳出それぞれ216万円を増額するものでございます。 

  まず、歳出でございますが、132ページ、133ページをお願いします。 

  これは雲金地区の県道修善寺天城湯ヶ島線の改良工事のために県のほうが迂回路を工事を

することによりまして、約100メートルにわたり既設の下水の圧送管の切り回しの工事が必

要になったため、その工事費216万円を増額をお願いするものでございます。 

  歳入につきましては、繰越金を増額するものでございます。 

  以上、補足説明を終わります。よろしくお願いします。 

○議長（三田忠男君） それでは、議案第82号について総務部長より追加の説明があります。 

〔総務部長 伊郷伸之君登壇〕 

○総務部長（伊郷伸之君） すみません、一般会計補正予算で支出のところで災害復旧費の計

上をさせていただきました。今朝お手元のほうにこの上船原の農業用施設災害の位置図、箇

所図のほうを配らさせていただいておりますので、先ほどの農業用施設の災害復旧工事の場

所につきましては、こちら位置図にございます国道136号線沿いの場所となりますので、お

願いいたします。 

○議長（三田忠男君） 以上で補足説明を終わります。 

  ただいま議題となっております議案第82号から議案第87号までの６議案に対する質疑は、

９月５日に開催予定の本会議にて行います。 

 

◎議案第８８号～議案第９１号の上程、説明 

○議長（三田忠男君） 日程第31、議案第88号 伊豆市農村環境改善センター条例の一部改正

についてから日程第33、議案第90号 伊豆市運動施設条例の一部改正についてまでの３議案

を一括して議題といたします。 

  提出者から提案理由の説明を求めます。 

  市長。 

〔市長 菊地 豊君登壇〕 

○市長（菊地 豊君） 議案第88号から90号までの３議案について、一括して提案理由を申し

上げます。 

  議案第88号は、伊豆市農村環境改善センターについて、施設の老朽化により平成31年３月

をもって本センターを廃止するため、所要の改正を行うものです。 

  議案第89号については、平成29年４月から休園している橘保育園について、平成30年12月
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をもって廃園することにより、伊豆市における保育所が全て廃園となるため、当該条例を廃

止するものでございます。 

  議案第90号は、施設の老朽化により平成31年３月をもって天城温泉プールを廃止するため、

伊豆市運動施設条例の一部を改正するものでございます。 

  詳細についてそれぞれ担当部の部長から説明をさせます。 

○議長（三田忠男君） これをもって提案理由の説明を終わります。 

  ここで補足説明の申し出がありますので、これを許します。 

  初めに、議案第88号について、産業部長。 

〔産業部長 堀江啓一君登壇〕 

○産業部長（堀江啓一君） それでは、私のほうから議案第88号について、補足説明をさせて

いただきます。 

  議案の135ページになります。よろしくお願いいたします。 

  本議案に係る天城農村環境改善センターにつきましては、昭和53年９月に竣工し、農業者

や地域住民を対象とした研修室や多目的ホール等を設けており、農業研修、健康相談、レク

リエーション等による地域活性化を図る施設として役割を担ってきました。 

  当施設は、昭和56年以前に建築された旧耐震基準の施設であり、平成23年２月に実施した

耐震診断では、耐震性がやや劣ると判断され、長期的な使用には耐震補強が必要で、耐震補

強工事には概算で１億円程度費用がかかると示されております。 

  施設全体の老朽化も進んでおり、平成25年度と平成26年度には、台風による風雨の影響で

屋根の一部がはがれ落ちる事故が発生しており、今後施設運営を継続していく場合、定期的

な補修が必要である状況でございます。施設の老朽化に起因する事故が発生以降、施設のあ

り方を検討しており、また平成29年３月に策定された伊豆市公共施設等総合管理計画におい

て施設の老朽化状況、利用状況等を勘案し、廃止などの施設のあり方を検討する方針が示さ

れました。 

  これらのことから、施設の状況と利用者、周辺への安全を第一に考慮した結果、平成31年

３月31日をもって当施設の利用を停止し、閉館すべきであるとの結論に達しました。 

  施設の閉館に伴いまして、施設を規定しております伊豆市農村環境改善センター条例中の

天城農村環境改善センターについてに関する規定を削除する必要があることから、条例の一

部改正をお願いするものでございます。 

  また、題名につきましては、伊豆市修善寺農村環境改善センター条例に改めるものでござ

います。 

  以上、よろしく御審議お願いいたします。 

○議長（三田忠男君） 次に、議案第89号について、健康福祉部長。 

〔健康福祉部長 村井克代君登壇〕 

○健康福祉部長（村井克代君） それでは、私のほうから議案第89号 伊豆市保育所条例の廃
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止について、補足説明をさせていただきます。 

  議案書139ページからとなります。 

  伊豆市立橘保育園は、なかいず認定こども園開園に伴い、平成29年３月末休園となってお

り、乳幼児保育需要の増加による緊急的な対応をする施設として位置づけておりました。今

回の９月議会においても補正予算を上程させていただいておりますが、新こども園建設のめ

どが立ったこともあり、平成30年12月31日をもって廃園とするものでございます。 

  これにより伊豆市立保育所の全てが廃園となるため、伊豆市保育所条例を廃止し、あわせ

て附則において関連する伊豆市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部と伊豆市

特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料に関する条例の一部をそれぞれ改正す

るものでございます。 

  改正内容は、議案書142ページ中段別表中をごらんください。 

  「保育所嘱託医」「保育所嘱託歯科医」「保育所薬剤師」を削除するものと144ページ、

第４条をごらんください。「市立保育所及び」という部分を削除するものでございます。 

  また、この条例は平成31年１月１日から施行するものでございます。 

  補足説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。 

○議長（三田忠男君） 次に、議案第90号について、教育部長。 

〔教育部長 金刺重哉君登壇〕 

○教育部長（金刺重哉君） それでは、議案第90号、議案書のほうは145ページでございます。 

  伊豆市運動施設条例の一部改正につきまして、補足説明をさせていただきます。 

  今回天城温泉プールでございますが、昭和52年旧天城湯ヶ島町で町民の健康増進という施

設として整備をいたしました。以来合併後も多くの市民の方に御利用いただいてまいりまし

た。 

  一方、伊豆市教育委員会では、合併後伊豆市の17の社会体育施設のあり方につきまして、

平成26年度伊豆市運動施設再編検討委員会に諮問いたしまして、検討委員会で御審議をいた

だき、本天城温泉プールにつきましては、築年数が40年迫っているということ、老朽化が著

しいということに加えまして、耐震性能の関係、プールに温泉を送る管路等の経年劣化も進

んでいるということから、施設を廃止すべきという答申をいただいたところでございます。 

  教育委員会では、平成29年度には改めまして、伊豆市スポーツ推進審議会におきましても

御審議をいただき、平成30年度末である来年３月末をもって施設を廃止し、中伊豆温水プー

ルへの移行との方針決定をさせていただいたところでございます。 

  本条例の改正は、伊豆市運動施設条例に規定されております施設のうち、天城温泉プール

に関する内容についての規定を削除するものでございます。 

  施行期日は、平成31年４月１日となります。 

  以上、補足説明とさせていただきます。よろしく御審議のほどお願い申し上げます。 

○議長（三田忠男君） 以上で補足説明を終わります。 
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  ただいま議題となっております議案第88号から議案第90号までの３議案に対する質疑は、

９月５日開催予定の本会議にて行います。 

 

◎議案第９１号の上程、説明 

○議長（三田忠男君） 日程第34、議案第91号 市有財産の焼損に伴う和解についてを議題と

いたします。 

  提出者から提案理由の説明を求めます。 

  市長。 

〔市長 菊地 豊君登壇〕 

○市長（菊地 豊君） 議案第91号について、提案理由を申し上げます。 

  本件は、市有財産の焼損に伴う和解について、地方自治法第96条第１項第12号の規定によ

り議会の議決を求めるものでございます。 

  和解の相手方は、議案書に書いてあるとおりです。 

  事故の発生年月日及び発生場所は、本年２月20日午前10時30分ころ、伊豆市湯ヶ島1700番

地の２地先で発生したものでございます。 

  事故の概要等詳細について建設部長に説明をさせます。 

○議長（三田忠男君） これをもって提案理由の説明を終わります。 

  ここで補足説明の申し出がありますので、これを許します。 

  建設部長。 

〔建設部長 山田博治君登壇〕 

○建設部長（山田博治君） それでは、議案第91号の補足説明をさせていただきます。 

  議案書は153ページから156ページになります。 

  まず、発生場所は議案書の156ページにありますけれども、市道鈴ヶ淵橋線、西平地内に

なります。そこの鈴ヶ淵橋、つり橋になりますけれども、延長が50.7メートル、幅員が1.8

メートルとなります。 

  事故の概要でございますが、議案書の記載の相手方がアマゴのカワウによる食害対策とし

て、本年２月20日午前10時30分ごろ鈴ヶ淵橋の中央、つり橋の上から下流側に向けてロケッ

ト花火を３発発射して現場を離れました。その２時間後ロケット花火を発射したつり橋中央

部の木製の床板が約21メートル、約37.8平米が焼損しました。 

  当日は現場にて大仁警察署、駿東伊豆田方南消防署、相手方、市職員が鈴ヶ淵橋の焼損状

況を確認しました。 

  事故後は、相手方が全ての修繕費用である約80万円を負担する方向で話は進んでおりまし

たが、５月に相手方から本件は失火法（故意や重過失の場合を除き、失火によって損害をこ

うむった相手に対して不法行為に基づく損害賠償責任を負わない）が適用されるため、損害

賠償責任は問われないのではないかとの話をいただきましたので、失火法適用につきまして
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市の顧問弁護士に相談した結果、失火法が適用されるかどうかの判断は難しく、裁判をして

みないとわからないとのことでした。また、修繕費用よりも弁護士費用のほうが高くなって

しまう可能性が高いため、負担割合を含め話し合いによる解決がよいのではないかとアドバ

イスをいただきましたので、その結果を踏まえまして、相手方と議案書の和解内容で話を進

めております。 

  議案書の153ページの４の和解内容の（２）に記載の負担につきまして、市は材料費であ

る35万円程度を負担し、相手方は材料費以外の一切の費用である45万円程度を負担する形で

和解したいと考えております。 

  以上で補足説明を終わります。よろしくお願いします。 

○議長（三田忠男君） 以上で補足説明を終わります。 

  ただいま議題となっております議案第91号に対する質疑は、９月５日開催予定の本会議に

て行います。 

 

◎議案第９２号の上程、説明 

○議長（三田忠男君） 日程第35、議案第92号 公の施設の指定管理者の指定について（月ケ

瀬地域振興施設）を議題といたします。 

  提出者から提案理由の説明を求めます。 

  市長。 

〔市長 菊地 豊君登壇〕 

○市長（菊地 豊君） 議案第92号について、提案理由を申し上げます。 

  現在整備を進めております伊豆市月ケ瀬地域振興施設の管理運営については、昨年10月に

伊豆市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例第14条の規定に基づき、あらかじ

め指定管理者の候補者の公募を行い、伊豆市指定管理者審査会に候補者の選定について諮問

し、審査結果の答申をもとに本年１月に候補者として選定をいたしました。 

  その後、平成30年６月議会において施設設置条例の議決をいただきましたので、地方自治

法第244条の２第６項及び伊豆市の公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例第６

条の規定に基づき議会の議決を求めるものでございます。 

  詳細について、総合政策部長に説明をさせます。 

○議長（三田忠男君） これをもって提案理由の説明を終わります。 

  ここで補足説明の申し出がありますので、これを許します。 

  総合政策部長。 

〔総合政策部長 田村英樹君登壇〕 

○総合政策部長（田村英樹君） それでは、私のほうから第92号議案 指定管理者の指定につ

いて、補足説明をさせていただきます。 

  議案書のほうは157ページから159ページになります。 
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  初めに、指定管理の対象となる公の施設の設置条例制定前にあらかじめ指定管理の候補者

を選定することにつきましては、昨年９月議会におきまして伊豆市公の施設の指定管理者の

指定の手続等に関する条例が改正されたことで可能な手続となっております。 

  これを受け、10月には指定管理を予定している月ケ瀬地域振興施設、いわゆる道の駅に対

する指定管理の候補者の公募を行いました。 

  12月には、伊豆市指定管理者審査会に候補者の選定について諮問を行い、平成30年１月10

日でございますが、指定管理者の候補者として株式会社村の駅がふさわしいとの答申をいた

だきましたので、同社を15日に候補者として選定させていただきました。 

  以上までは平成30年１月17日に開催されました伊豆市議会全員協議会の中で御報告したと

おりでございます。 

  その後、指定管理候補者とは施設の実施設計の細部調整や管理運営についての打ち合わせ

を重ねておりまして、施設を円滑に開業するための準備を進めてきておりますが、去る６月

議会に伊豆市月ケ瀬地域振興施設設置条例の議決をいただき、指定管理の対象となる施設の

位置づけが正式に整いましたので、地方自治法第244条の２第６項及び伊豆市公の施設の指

定管理者の指定の手続等に関する条例第６条の規定に基づき議会の議決を求めるものでござ

います。 

  以上でございます。御審議のほどよろしくお願いいたします。 

○議長（三田忠男君） 以上で補足説明を終わります。 

  ただいま議題となっております議案第92号に対する質疑は、９月５日開催予定の本会議に

て行います。 

 

◎諮問第２号の上程、説明、質疑、採決 

○議長（三田忠男君） 日程第36、諮問第２号 人権擁護委員候補者の推薦についてを議題と

いたします。 

  提出者から提案理由の説明を求めます。 

  市長。 

〔市長 菊地 豊君登壇〕 

○市長（菊地 豊君） 諮問第２号について、提案理由を申し上げます。 

  人権擁護委員は、基本的人権の擁護と自由人権思想の普及高揚を図るため、市長が推薦し、

法務大臣が３年の任期で委嘱しております。 

  このたび人権擁護委員の鳥沢守司氏、吉田佐喜雄氏が平成30年12月31日をもって任期満了

となることから、後任委員の候補者の推薦について人権擁護委員法第６条第３項の規定に基

づき議会の意見を求めるものでございます。 

  鳥沢、吉田両氏は、平成28年１月１日から同職に就任され、在任１期目でございます。人

格識見高く、また地域住民の人望も厚く、本職に適任であると考えておりますので、引き続
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き委員として推薦しようとするものでございます。 

  御賛同賜りますようよろしくお願い申し上げます。 

○議長（三田忠男君） これをもって提案理由の説明を終わります。 

  これより質疑に入ります。 

  質疑はありませんか。 

  15番、森良雄議員。 

〔１５番 森 良雄君登壇〕 

○１５番（森 良雄君） 15番、森良雄です。 

  諮問第２号について質問させていただきます。 

  ここには土肥の方しか載っていませんけれども、伊豆市には人権擁護委員は何人いるんで

すか、伺いたい。 

  以上。 

○議長（三田忠男君） 答弁願います。 

  健康福祉部長。 

○健康福祉部長（村井克代君） 伊豆市におきましては、人権擁護委員さんは８名いらっしゃ

います。 

○議長（三田忠男君） 再質疑ありますか。 

  15番、森良雄議員。 

○１５番（森 良雄君） 伊豆市全体では８名ということですと、各地区から２名ずつ出して

いるということからこういうふうになるんですか。 

○議長（三田忠男君） 答弁願います。 

  健康福祉部長。 

○健康福祉部長（村井克代君） 人権擁護委員さんにつきましては、旧町の各町から２名ずつ

いらっしゃいました。それがその引き続き伊豆市の中で８名ということになっております。 

○議長（三田忠男君） 再質疑ありますか。 

  15番、森良雄議員。 

○１５番（森 良雄君） 人権擁護ということですから、住民の人権を守るお仕事をしていら

っしゃるんだと思います。各地区の人口の偏在があるので、各地区から２名ずつというとち

ょっと人権擁護委員自体の偏在が考えられると思うんですけれども、その辺は考えたつもり

はございませんか。 

○議長（三田忠男君） 答弁願います。 

  健康福祉部長。 

○健康福祉部長（村井克代君） 人権擁護委員さんにつきましては、各地区等で相談にのる関

係上、やはり１名ではなくて２名体制ということになっております。そしてまた、定員につ

きましても、今後のところで御意見があればその都度検討していきたいと考えております。 
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○議長（三田忠男君） ほかに質疑ございませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（三田忠男君） 以上で質疑を終結いたします。 

  お諮りいたします。 

  本案につきましては、会議規則第37条第３項の規定により委員会付託を省略することに御

異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（三田忠男君） 異議なしと認めます。 

  よって、本案につきましては、委員会付託を省略することに決定いたしました。 

  これより討論に入ります。 

  討論につきましては、運営規程に従い省略することに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（三田忠男君） 異議なしと認め、討論を終結いたします。 

  それでは、お諮りいたします。 

  諮問第２号 人権擁護委員候補者の推薦について、適任であるとすることに賛成の議員の

起立を求めます。 

〔起立多数〕 

○議長（三田忠男君） 起立者多数。 

  よって、諮問第２号は適任であることに決定いたしました。 

 

◎散会宣告 

○議長（三田忠男君） 以上で本日の日程は終了いたしました。 

  次の会議は、９月５日午後９時30分から開催いたします。 

  なお、本日提出されております各議案に対する質疑の通告期限は、９月３日の正午となっ

ておりますので、御承知ください。 

  本日はこれにて散会いたします。 

  なお、午後２時30分から全員協議会をこの場において開催いたします。 

  執行部の皆さん、お疲れさまでした。 

 

散会 午後 ２時０７分 

 



 

 

 

平成30年第３回（９月）伊豆市議会定例会 

 

（第２号 ９月５日） 
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平成３０年第３回（９月）伊豆市議会定例会 

 

議 事 日 程（第２号） 

 

                   平成３０年９月５日（水曜日）午前９時３０分開議 

 

日程第 １ 議案第６５号 平成２９年度伊豆市一般会計歳入歳出決算の認定について 
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             定について  

日程第 ３ 議案第６７号 平成２９年度伊豆市国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定に 

             ついて 

日程第 ４ 議案第６８号 平成２９年度伊豆市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定 

             について 
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             て 

日程第 ６ 議案第７０号 平成２９年度伊豆市簡易水道事業特別会計歳入歳出決算の認定に 

             ついて 

日程第 ７ 議案第７１号 平成２９年度伊豆市下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定につ 

             いて 

日程第 ８ 議案第７２号 平成２９年度伊豆市農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算の認 

             定について 
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             ついて 
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             定について 
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             ついて 

日程第１４ 議案第７８号 平成２９年度伊豆市吉奈財産区特別会計歳入歳出決算の認定につ 

             いて 

日程第１５ 議案第７９号 平成２９年度伊豆市月ヶ瀬財産区特別会計歳入歳出決算の認定に 
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             いて 
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開議 午前 ９時３０分 

 

◎開議宣告 

○議長（三田忠男君） 本日の出席議員は16名であります。出席議員が定足数に達しておりま

すので、会議は成立いたしました。 

  これより平成30年第３回伊豆市議会定例会２日目の会議を開きます。 

 

◎議事日程説明 

○議長（三田忠男君） 本日の議事日程は、お手元に配付のとおりであります。 

 

◎議案第６５号の質疑、委員会付託 

○議長（三田忠男君） 日程第１、議案第65号 平成29年度伊豆市一般会計歳入歳出決算の認

定についてを議題といたします。 

  これより質疑に入ります。 

  質疑の通告がありますので、これを許します。 

  ２番、山口繁議員。 

〔２番 山口 繁君登壇〕 

○２番（山口 繁君） おはようございます。 

  ２番、山口繁です。 

  議長より質疑の許可を得ましたので、通告に基づきまして、議案65号 平成29年度伊豆市

一般会計歳入歳出決算の認定についての質疑を行います。 

  本来ですと、決算の内容に入りたいところでありますが、ちょっとイレギュラーかもしれ

ませんけれども、監査委員の意見書というのがついておりましたので、それに対する認識に

ついて伺いたいと思います。 

  膨大な監査委員の冊子がございました。審査意見をまとめたものでございますが、その中

に監査委員としての幾つかの指摘がございました。その中から、財政運営についてというと

ころで示されている、以下に原文のとおり示しますが、３点がありましたので、そのことに

ついての認識について伺いたいというふうに思います。 

  １つ目は、負担の公平性や社会保障制度への予算配分が膨らむ中で、実行可能な予算を確

保するためにも、徴収率の向上と滞納額の削減に向け、強力な施策を検討・実施されるよう

お願いしたい。２番目が、今後も住民の満足度を把握しながら、最少の経費で最大の効果を

挙げる自治の基本的な運営原則のもとで、健全な財政運営と予算執行を図るようお願いした

い。３番目に、これからの時代、課題となる人口減少と高齢化が進む中で、市民が未来への

夢と希望を持ち、安心・安全に生活できること。持続可能なまちを想像するため、地域の課

題を市民がみずから考え解決策をつくる風土づくりと市民の理解を得ながら行政と市民が一
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丸となり行動できる組織体制の整備を望みます。 

  以上、先ほど申し上げましたように、審査意見の原文のとおりであります。 

  ところが、実はこの３点は、ちょうど１年前のこの定例会で平成28年度決算が審議をされ

ているわけでありますが、そこに提出をされた監査委員の審査意見の中に全く同じ記述がさ

れていたものであります。 

  そこで、質問いたします。平成28年度決算で監査委員から指摘された以上３点について、

平成29年度予算を執行し、決算に至る段階でどのように意識を執行部としてされていたのか、

市長に伺いたいと思います。 

  以上であります。 

○議長（三田忠男君） ただいまの質疑に答弁願います。 

  市長。 

〔市長 菊地 豊君登壇〕 

○市長（菊地 豊君） 皆さん、おはようございます。 

  私からは基本政策的な部分を申し上げて、そのほかは担当する部長から説明をさせます。 

  このたび監査委員から、私も直接報告を受けました。数字等は皆さんのお手元にあるとお

りですが、最後に将来負担のところが0.9という大変低い数字になったことを、監査委員か

らは、これは本当に少ないから適切と判断していいのだろうか、必要な将来投資を行ってい

ないということではないのかというような御指摘がございました。まさに、そこが③にかか

わるところであって、将来も持続可能な伊豆市づくりというものの、新市建設事業が進んで

いないということでございます。これは、そういった意味では、私は監査委員の方にそのと

おりですとお答えせざると得なかったという状況です。 

  これが修善寺町とか中伊豆町という町が続いている途中の状況での財政事情ということで

あれば、その延長線上にあるまちづくりということを考えればいいわけですが、現在は新市

建設、つまり旧４町の体制を変えて、伊豆市という新しい、将来も持続可能で行政サービス

を維持できる活力のある新市建設事業の途中にあるという、そういった中でのこの監査委員

さんの御指摘なんです。そういった意味では、作業が進んでいないということは、今、議員

からも御指摘のあった認識と一致をしております。 

  したがいまして、ぜひ、ここは私どもも議員の皆さんの意見をしっかり拝聴し、そして軌

を一にするものはしっかり決断をして、速やかに実行する体制に入りたいと考えております。 

  新市建設事業ですから、あと６年半、今回５年延ばしていただいて、あと６年半しかあり

ません。その間に、伊豆市として将来も持続可能な活力を維持できるまちづくりをしなけれ

ばなりません。 

  ここには組織体制の整備ということが書いてあって、これは、組織体制というのは行政だ

けではなくて、議会、市民等々の全体的な組織体制ということを意図されていると思います

が、私が市長になったときは、企画部というものがあったものをなくしました。企画部企画
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課があることによって、各部各課が企画作業を行っていないのではないかというように感じ

たのですが、その後、新たな新市建設のために全体を統括する部局が必要ということで、改

めて総合政策部総合戦略課というものをつくったわけでございます。 

  ただ、議会及び市民の皆さんとのいわゆる安定的な組織というものはございませんので、

それはその組織づくりというよりも、体制づくりという観点の中で整えていくべき課題かと

存じます。 

  市長からは以上でございます。 

○議長（三田忠男君） それでは、補足説明の申し出がありますので、市民部長。 

○市民部長（梅原敏男君） それでは、①の部分についてお答えをさせていただきたいと思い

ます。 

  まず、市民部税務課という部分では、徴収事務を行っておりますので、その部分でお答え

をさせていただきます。 

  当然のことながら、実行可能な予算を確保するため、徴収率の向上と滞納額の削減につき

ましては、重要な課題と認識して取り組んでおります。 

  平成29年度におきましては、現年度分の徴収に重点を置きまして、滞納となる収入未済額

の削減を優先課題といたしまして、年末、年度末に一斉催告書を送付し、訪問予告、訪問徴

収を行っております。その結果、約1,600万円余の納付をいただいております。また、督促

状でのコンビニ納付取り扱い期間、これにつきましては、10日間という部分を180日間に延

長をしております。また、再発行納付書についても、取り扱い期間を180日間に延長いたし

まして、納税者の方が納めやすい環境づくりに努めております。コンビニの取り扱い件数に

つきましては、平成28年度より1,876件多い２万6,679件の利用件数となっております。 

  これらの一部でございますが取り組みの成果といたしまして、平成29年度一般会計決算に

おける徴収率が、現年度分、滞納分と合わせまして89.9％、28年度より0.7ポイント向上し

ております。税収につきましても、43億2,000万円ほどの予算を確保できたという結果にあ

らわれたと考えております。 

  今後につきましても、収納率の向上と滞納額の削減に向けまして、職員資質の向上、効率

的な徴収手法等の検討、改善を行いまして、税負担の公平性を確保してまいりたいと考えて

おります。 

  以上です。 

○議長（三田忠男君） 次に、総務部長。 

○総務部長（伊郷伸之君） 私からは、２点目の健全な財政運営と予算執行についてお答えい

たします。 

  平成29年度の予算編成に当たりましては、前例にとらわれない見直しと効率化を推進する

ことと予算編成の基本方針に位置づけて、予算編成、またその後の執行を行っております。 

  平成29年度は第２次伊豆市総合計画前期基本計画の２年目であり、それぞれの施策に設定
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した目標値を達成すべく事業を推進してまいりました。 

  財政状況としましては、普通交付税の段階的な減額措置は継続しているものの、平成29年

度決算におきましては、再び財政調整基金などの積立額が取り崩し額を上回り、対前年度末

現在高が増加に転じております。もとより基金残高が財政運営の全てではございませんが、

一般財源の段階的な減少が避けられないこのような状況において、実質公債比率や将来負担

比率などの各種財政指標が示しますとおり、健全な財政運営と予算執行が図られたものと考

えております。 

  今後も、引き続き健全な財政運営と予算執行に努めてまいります。 

  以上でございます。 

○議長（三田忠男君） 次に、総合政策部長。 

○総合政策部長（田村英樹君） それでは、私は、３番について、先ほど市長の答弁がありま

したので、これに補足する形で、市民と行政が一丸となり行動できる体制について補足説明

させていただきます。 

  市民の皆様と行政が協働によりまちづくりを進めることは、多様化するニーズへの対応や

厳しい財政状況の中でまちづくりを進める上で非常に大切であると考えております。 

  住民が主体となった地域活性化、課題解決に向けた取り組み等により、地域コミュニティ

ーの推進を図ることを目指す地域づくり協議会、これにつきましては、平成29年度には新た

に２つ発足したところでございます。 

  このように、平成28年度に引き続きまして平成29年度も地域の拠点づくりの取り組みの中

で、活動や交流の促進に向け、地域の方々とのワーキング等を進めてまいったところでござ

いました。 

  これらの取り組みの成果というものは、すぐに数字にあらわれるものではございませんが、

今後もほかの事業とともに総合的に取り組んでまいりたいと考えているところでございます。 

  以上です。 

○議長（三田忠男君） 再質疑ありますか。 

  山口議員。 

○２番（山口 繁君） 市長から総括的にお答えをいただきましたし、１、２、３をそれぞれ

御丁寧に各部長からもいただきました。 

  事業成果としてある程度のこと、平成28年度に指摘されたことをやっているということは

よくわかったんですが、これが、実は問題にしたいのは、監査委員にはうまく伝わっていな

いのかなということなんです。それがうまく伝わっていれば同じ記述になるはずがないとい

うふうに私は思ったから、その認識ということに対して問いただしたわけであります。 

  いずれにしましても動いているわけでありまして、将来もこういうふうにしていきたいと

いう思いもありますし、それから、こんなこともしているということの御説明もありました

ので、その内容については理解をしましたけれども、監査委員さんとのやはりやりとりをき
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ちっとしていただきたいということと、監査委員の意見というのはかなり重いものだという

ふうに思います。そういうことをぜひ肝に銘じていただいて、来年の今のここの監査意見で

また同じことがということにならないように、ぜひお願いしたいと思います。 

  多少、質疑を逸脱した形で再質疑ということをやらせてもらっていますけれども、そうい

うことでお願いをして終わりにします。 

○議長（三田忠男君） 答弁はよろしいですか。 

○２番（山口 繁君） 結構です。 

○議長（三田忠男君） 以上で山口繁議員の質疑を終わります。 

  次に、13番、西島信也議員。 

〔１３番 西島信也君登壇〕 

○１３番（西島信也君） 13番、西島信也です。 

  私は、平成29年度の一般会計歳入歳出決算の認定について、質疑を何点かさせていただき

ます。 

  まず最初に、歳入の部ですけれども、16款、決算書のページでいうと41ページですけれど

も、土地の売り払い収入というのがあります。これは1,430万5,317円、それから、その下、

立木売り払い収入、同じくこれが2,132万9,327円ということでございまして、これは説明が

議案の説明において何も触れられておりませんでしたので、お伺いするわけですけれども、

土地の売り払い収入、これはどこの土地を何のために売ったのか。それから立木の売り払い、

これにつきましては、どこの地域の立木か。市有林なのか何なのかを御説明いただきたいと

思います。 

  次に、２款、ページでいうと59ページですけれども、歳出の部ですけれども、ここに特別

旅費というのがあるわけですけれども、この特別旅費につきましては、市長が台湾旅行へ行

ったことについて住民監査請求も出されたわけでありますが、この金額は58万7,685円とい

うのは決算にのっているわけですけれども、私どもに以前ですけれども説明があったのは、

平成29年７月ですか、台湾へ行った分については、旅費は15万9,625円であったと。要する

にその残りの分、42万幾らにつきまして、どういう支出であったのか、どういう旅費であっ

たのかをお伺いいたしたいと思います。 

  次に、同じく２款の79ページですけれども、建物移転等補償金ということで、これは文教

ガーデンについての補償金であるということでありますが、文教ガーデン予算につきまして

は、平成29年度の当初予算におきまして、全てが全額否決になったわけであります。これは、

６月に補正予算として出てきたものの支出だと思うんですけれども、これにつきまして、内

容はどういうものなのか。 

  建物移転等補償金、これにつきまして、ここで１点お伺いしたいのは、この建物移転、土

地もそうなんでしょうけれども、建物を移転するよと。移転するといっても、実際上は壊し

てしまったわけですけれども、これにつきまして、いつ契約をしたのか。何年何月に契約し
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たんでしょうか。これ、実際私が見ていた限りにおいては、建物を壊したのは平成29年のた

しか４月だと思うんですけれども。４月に建物を壊していて、６月に建物移転補償金の予算

が出てきたということですけれども、ここら辺の経緯と、それから何で否決したのにこうい

うものを払わなければならないのか。ここに支払い義務の内容と書いてありますが、それに

つきまして答弁をお願いいたしたいと思います。 

  それから、４款ですけれども、149ページ、リサイクルセンター整備基本構想策定業務と

ありますが、これは委託料だと思うんですけれども、505万4,400円ということですけれども、

これは当初予算にのっているわけですけれども、これにつきまして、今まで説明というのが

何もなかったわけなんですけれども、どういう目的でつくるのか、今までのものでは足りな

いのか、それからどこにつくるのか、位置、それからどのような規模、それから、いつつく

る予定なのかというようなことを、このリサイクルセンターの整備基本構想で平成29年度に

そういう構想を立てたと、作成したのであると思うわけですけれども、その内容につきまし

てお伺いをいたします。 

  以上です。 

○議長（三田忠男君） ただいまの質疑に答弁願います。 

  市長。 

〔市長 菊地 豊君登壇〕 

○市長（菊地 豊君） 総務部長に答弁させます。 

○議長（三田忠男君） それでは、総務部長。 

○総務部長（伊郷伸之君） 私からは、この歳入に関する土地の売り払いと立木の売り払いに

ついて説明させていただきます。 

  まず、土地の売り払い収入でございますが、普通財産であります市有地の４件、こちらを

1,430万円で売り渡しをしたものでございます。 

  まず、４件のうちの１件でございますが、小立野の湯川橋付近の市道横瀬大平線改良工事

に伴う代替用地、これの残余分といいますか、代替地に出した残りの土地がございました。

それが約230平方メートル、宅地でございます。これにつきまして、まず１件、売り渡しを

してございます。その金額が1,001万円でございます。 

  そのほかにつきましては３件ございますが、機能が失われたといいますか、要は用途廃止

をした旧道・水路であります赤線、青線、これにつきまして用途廃止をした後、隣接する土

地所有者の方から売り払いの申請がございまして、これをそれぞれ売り渡したものでござい

ます。こちらが３件で429万円となります。 

  次に、立木の売り払い収入でございます。この決算額2,132万9,000円のうち、中伊豆地区

の冷川字大幡野の市有林間伐施業で搬出した間伐材の売り払い収入が大半を占めてございま

す。そちらの金額が、市有林の間伐での売り払いが2,111万4,000円、材積にしまして1,775

立方メートル、売り払い先は静岡県森林組合連合会となっております。 
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  そのほか、約21万5,000円につきましては、地区との分収林契約をしています分収金、こ

ちらの収入となっております。 

  以上です。 

○議長（三田忠男君） 次に、総合政策部長。 

○総合政策部長（田村英樹君） それでは、まず、２款の特別旅費について…… 

〔「２款は後にやってください。款ごとに」「２款」と言う人あり〕 

○議長（三田忠男君） 最初の答えは一括で。 

〔「２回目からは質問」と言う人あり〕 

○総合政策部長（田村英樹君） よろしいですか。 

  それでは、２款の特別旅費のほうについて御回答を…… 

○議長（三田忠男君） 款ごとにやります。 

〔「款ごとでしょう」「２回目」と言う人あり〕 

○議長（三田忠男君） ２回目から款ごとに。 

〔「最初は」「最初は全部やる」と言う人あり〕 

○総合政策部長（田村英樹君） それでは、まず、特別旅費でございます。 

  先ほど西島議員のほうから、特別旅費のうち、台湾の旅費について金額が出ておりました

が、台湾については15万9,685円でございます。先ほど「285円」と申し上げたかもしれませ

んが、「685円」でございます。 

  その他につきましては42万8,000円、これがカナダ、８月６日から８月12日の間に伊豆市

との姉妹都市であるネルソン市との30周年記念、この式典に参加するために行ったもので、

その他バンクーバー領事館、ホープ市を表敬訪問しております。このカナダへの市長の渡航

の費用として42万8,000円を支出しているところであります。 

  次に、建物移転等の補償金、文教ガーデンに係る支出でございます。まず、こちらについ

ては、建物を壊したのは４月ごろではなかったかということで、こちらにつきましては、ま

ず契約というものは、静岡県土地開発公社こちらと地権者、地主様と契約したのは平成29年

２月でございます。その後、４月に、それ以降に建物、物件の取り壊しをされたということ

でございます。 

  否決されたのにこれを支払う理由はということでございますけれども、こちらは平成29年

２月でございまして、文教ガーデン事業に関しましては、市と静岡県土地開発公社の間で締

結いたしました用地の先行取得に関する契約というのがございまして、これに対しまして、

土地開発公社が事業地内の地権者に対して行った建物移転補償がございましたので、この公

社の債務保障として市が支出したものでございます。 

  以上です。 

○議長（三田忠男君） 次に、市民部長。 

○市民部長（梅原敏男君） それでは、リサイクルセンターの基本構想の策定業務についてお
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答えをさせていただきますが、現在、資源ごみにつきましては、伊豆市清掃センターと土肥

リサイクルセンターの２つの施設で処理をしております。ともに老朽化が進んでいるという

課題は抱えております。 

  本業務につきましては、伊豆市の現状や特徴を踏まえながら、資源ごみの収集、処理のあ

り方やリサイクルセンターの今後の整備方針並びに適地選定について検討することを目的に

業務を実施しております。位置等につきましては、本業務の適地選定項目におきまして、ま

ず第１選定といたしまして市内10カ所、さらに利便性等を考慮しまして４カ所に絞り込んだ

２次選定まで行っております。最終的には、４候補地につきましてメリット、デメリット等

を比較した総合評価は実施しております。ただ、今後、候補地のさらなる詳細調査を行い、

建設地を決定したいと考えております。 

  なお、位置等につきましては民有地等も含まれております。今後の事業の進捗に支障を来

すことが多少考えられますので、候補地の公表については差し控えさせていただきたいと思

います。 

  また、規模という部分については、現有の２施設の統合等の有無も検討項目に入っており

ます。その部分を含めまして、おおむね日量９から10トン程度の処理を見込んでおります。 

  事業年度につきましては、現在、伊豆市伊豆の国市廃棄物処理施設組合で新ごみ処理施設

の整備事業が進められております。その事業との兼ね合いを見きわめながら今後、事業を展

開してまいりたいということですので、事業年度、まだ確定はできておりません。 

  以上です。 

○議長（三田忠男君） それでは、款ごとに行います。 

  再質疑ありますか。 

  西島信也議員。 

○１３番（西島信也君） それでは、再質疑をさせていただきます。 

  16款のほうはわかりました。 

  歳出のほうの２款ですけれども、特別旅費についても、７月台湾へ行った後、すぐカナダ

へ行ったということで、これもわかったわけでありますけれども、その次の建物移転等補償

金のことについてですけれども、これは土地開発公社が契約したのが平成29年２月だという

ことですね。これは大体、契約したのは土地開発公社かもしれないですけれども、予算が通

っていないのにこういうのを契約させるということ自体が、おかしくはないですか。 

  私が聞いているのは、これは契約ではなくて仮契約だということを、２月に契約したのは

仮契約だと、ほかのもう一件も、あのすぐ近くの、これは借家というか平家建ての住宅が、

そこのところも仮契約をしたよということで、そっちのほうはなしにしてということなんで

すけれども。要するに予算がないのに契約をして、仮契約か本契約かわからない、仮契約だ

ったらいいかもしれないけれども、契約をして、もう、移転補償ということは壊してもいい

よということですから、それに基づいて平成29年４月に壊しちゃったよというのは、これは
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おかしくないですか。これは、部長さんが答えるのもあれですから、市長、どうですか。そ

こら辺はおかしいとは思わないですか。 

〔発言する人あり〕 

○１３番（西島信也君） いやいや、何か、そこで副市長がこっちだ、こっちだなんて言って

いるけれども。 

  いや、それはおかしくないんですかと。要するに予算がないのに契約をして事業を実施し

ちゃったよと。後から予算をつけたよと。確かにその予算は議決をされましたが。議案を出

すほうの側として、そういうことについておかしいとは思いませんかということ。そういう

ことを市長に聞いているんだよ、市長に。どうなんですか、市長。 

○議長（三田忠男君） 答弁願います。 

  総合政策部長。 

○総合政策部長（田村英樹君） まず、今、今回の平成29年の決算の中でそういった支出をし

たのは、予算がないのはおかしいのではないかというような御指摘でございますが、先ほど

申し上げました公社との用地の先行取得に関する契約というふうに申し上げました。こちら

の根拠は、平成28年度の当初予算におきまして議決されております文教ガーデンシティの用

地等の購入事業の債務負担行為と、こういったものがございます。 

  そういうことで、平成28年度の時点で、それ以降の、平成28年度に公社が実際に地権者に

対して行いました補償契約、平成29年２月ですから、これは平成28年度でございます。これ

に対しては平成29年度に、６月に補正予算、これ成立させていただいておりますけれども、

この中で物件移転補償として支出させていただいたものでございます。 

  以上です。 

○議長（三田忠男君） 再質疑ありますか。 

  西島信也議員。 

○１３番（西島信也君） 部長さんを責めるわけではないんですけれども、とにかく、こうい

うことをやっているということ自体おかしい。 

  平成29年２月の時点だって、文教ガーデンはどうだこうだということで、成立するかしな

いかということで大もめにもめた時期ではないですか。それなのに、何でこんなことを先に

やって。いいですか、この4,118万円、このお金はどぶにうっちゃったと同じこんなんです

よ。土地はいいですよ。土地は市のものになったわけですから土地はいいとして、建物のほ

うは、もしもそういうことだったら、建物だって価値はあるわけですよ。資産の価値はある

わけですよ。それを何でわざわざ壊しちゃったんですか。それこそ、もしこれが市民の財産

になるとしたら、それこそ市民の財産を勝手に壊しちゃうと、そういうことではないですか。

そう思いませんか、市長。何でこれは壊しちゃったんですか。何でそのまま置かなかったん

ですか。非常におかしいと。 

  ここで、今まで、私、前に、昨年も市長、文教ガーデンの否決になった責任をどうとるん
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だって言いましたけれども、市長が対案を出せとかやれ何だとか言って、何にも自分は悪い

とは思っていないらしくて、あれなんですけれども、とにかくこの4,118万5,000円というお

金は、どぶにうっちゃったと同じことですよ、これは本当に。それも、わざわざ壊さなくて

もいいやつを、無理やり壊しちゃったって。どういうことなんですか、これは。非常におか

しいと思います。 

  何か市長、言うことがあったら言ってくれますか。いや、そうではないんだとか、言うこ

とがあったら言ってくださいよ。 

○議長（三田忠男君） 答弁願います。 

  市長。 

○市長（菊地 豊君） 今、総合政策部長からありましたとおり、平成28年度の当初予算は可

決をいただいているわけです。そして、文教ガーデンシティ事業については、平成28年９月

議会までは可決をいただいている事業なんです。したがって、可決いただいた前提に基づき

粛々と進めてきたわけです。 

  そこで、それまでの間に予算もさることながら、県や国との交渉、下調整、それから地主

さんとの交渉、下調整等々、たくさんの途中経過がございました。それを踏まえた上で、平

成29年５月の議会のときに私が、これまでの議決をいただいて動いてきたわけですから、議

決の安定性が損なわれるということを申し上げたときに、西島議員が、議場において議決の

安定性はないと、こう議会で意見を述べられたわけです。まさに、議決の安定性がないとい

うことはこういう結果を生むわけであって、まさにこのシンボリックな事例だと私は考えて

おります。 

  担当部局のほうは、議会の議決に基づいた予算執行ですので、そこは適正に行われており

ます。 

○議長（三田忠男君） 次に、４款にいきます。 

  西島信也議員。 

○１３番（西島信也君） ４款にいきますけれども、もうちょっとよく考えてやってください

よ。ただやればいいってものじゃないですよ。それも、市民の不利益になるようなことをや

っていて、そんなこんじゃ、とてもこれからこの伊豆市はやっていけないと思いますよ。 

  次に、リサイクルセンターですけれども、リサイクルセンターをつくるだということらし

いんですけれども、何でつくらなければならないんですか。ごみの量だって、どんどん減っ

ていくと。それで、リサイクルセンターといったって、そんな大した施設なわけないわけで

すよ。今までのやつで十分使える。 

  それに、こんな今、お金がない時期に、何で新しいものをつくらなければならないわけで

すか。そこら辺の市民合意が何にもなされていない。勝手に何かつくればいいだと思って、

どんどんつくる、つくるといってやっていく。大体、公共施設の見直しをしているという時

期に、今まである施設、あるのに、ある施設をなくして新しくつくるという、おかしいので
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はないですか、こういうのは。では、今までの施設はどうするんですか。 

〔「決算」と言う人あり〕 

○１３番（西島信也君） 決算ですよ、今やっているのは。リサイクルセンターの決算ですよ。

だから、この基本構想についてやっているわけですから。そういう基本構想はどうかという

ことを聞いているわけですよ。そこを市長、どう思いますか。市長、答えてください。 

○議長（三田忠男君） 答弁願います。 

  市民部長。 

○市民部長（梅原敏男君） 先ほどお答えしたとおり、現有の２施設については、老朽化が進

んでいるという部分を踏まえまして、新たな施設も検討課題とさせていただいているという

ことで、ただ、ごみの量については、資源ごみ、国の施策も３Ｒ施策という部分が求められ

ております。そういった部分を含めて資源ごみを活用していくということで、リサイクルセ

ンターの必要性はあろうかと思います。 

  ただ、西島議員おっしゃるとおり、現有の施設、２施設の部分のそのままでもという部分

でございますが、やはり資源ごみに対応する部分、機械等が傷んでいるという、また新たに

つくりかえるという部分もございます。現状の部分も含めて基本構想を策定させていただい

ております。 

○議長（三田忠男君） 再質疑ありますか。 

  西島信也議員。 

○１３番（西島信也君） 今のお答えというか御説明ですと、何も無理やりつくるというわけ

ではないという、そういうことを理解したんですけれども、どうですか。今までのやつも調

査して、老朽化するといったって、老朽化したって使えるものは使えるわけですよ。わざわ

ざつくらなくたって。そんな金を使うことはないではないですか。幾ら合併特例債がどうだ

こうだといったって、借金は借金なんですよ。そこをどう考えますか。市長はどう考えます

か、そこは。 

  私は、この議会で聞いているのは、これは委員会じゃないんですよ。本会議なんですよ。

本会議で聞いているということは、市長が委員会へ出てくれば委員会で聞きますけれども、

出てこないから、私はあえて本会議で聞いているんですよ。だから市長に聞いているんです、

私は。市長、どうですか。 

○議長（三田忠男君） 答弁願います。 

  市長。 

○市長（菊地 豊君） 議会でも何度か申し上げましたけれども、リサイクルセンターのとこ

ろは、実は私が市長になった当初から、一番市民の皆さんの苦情、御指摘が多いところでし

た。古いバケツとかたらいを持っていっても返されるとか、受け取っていただけないとか。

その中で、かなり改善されてきました。リサイクルセンターでの市民の皆さんからの不満、

苦情というのは、もう、私のところに届かなくなるくらい、いわゆる職員さんの対応という



－69－ 

ことでは、極めて改善されたと思っております。 

  そこで、次に、これを、将来ごみ焼却所を伊豆の国市と一緒につくる具体的作業に入って

おりますので、その先のリサイクルセンターのあり方として、既に議会でも何度も申し上げ

ているとおり、ごみ焼却所は伊豆の国市と一緒につくるけれども、リサイクルセンターはそ

れぞれ伊豆市、伊豆の国市で整備するということで、これまで申し上げてきたわけです。 

  そこで、西島議員からは将来投資について再三、つくらなければお金はかからないという

御意見を拝聴するんですが、つくらないということが将来負担がないということにはなりま

せんので、よく家電製品で言われますとおり、スペックの高いものに変えれば環境にもよく

なるし、電気代も安くなるしという、その将来のいい意味での装置の更新、改善というのは

当然あり得るわけです。それをどのタイミングでやるかというと、まさにこういった大きな

事業の結節において、財源をしっかり見ながら、よりスペックの高いもの、より環境に優し

いものに変えていくというのは、将来にわたって負担も小さくなるし、市民の皆さんにとっ

ても適切な事業だと考えております。 

  その中でリサイクルセンターは、もう少しレベルの高いものにしたいと思っているんです

が、市民の皆さんの利便性を考えると、一番嫌なのは断られることなんです。持っていけな

いこと。これは山の中への不法投棄につながるおそれがありますので、将来考えたいのは、

とにかく持っていけば、もちろん有料にはさせていただきます、状況によって。状況によっ

てですよ。物によって有料の度合いは違うけれども、必ずそこで置いてこられるということ

が一つ。 

  それから、やはり、これはしっかりこの業界に詳しい民間事業者に運営は委ねたいと、現

時点において市長は考えております。なぜならば、ある廃棄物処理事業の現場を伺いました

ら、燃えるごみではないんですよ。何と、そこに持ち込まれたものの96％もリユースされて

いるんです。リサイクル、リユース。96％ですよ。もう、これだけ高い確率でリユース、リ

サイクルできる技術がある時代に、しっかりそういった技術を持っている企業の参画を得て、

環境に優しく、そして３Ｒが実現され、そして最も大切な伊豆市民の皆さんの利便性が高い

事業に変えていくということは、極めて公益にかなう事業だと私は考えております。 

○議長（三田忠男君） 以上で西島信也議員の質疑は終わります。 

  次に、15番、森良雄議員。 

〔１５番 森 良雄君登壇〕 

○１５番（森 良雄君） 15番、森良雄です。 

  まず、きのうの台風21号は、当局から何の話もないようですけれども、無事だったようで

よかったですよね。関西方面では大変な被害を受けたようです。国家的な損失も大変大きい

ようです。お見舞いしたいと思います。 

  さて、質問に入る前に、私はいつもこれを持っていくんです。それで、決算書の倍する説

明書が欲しいということを言っているんです。議員の皆さん、これでわかりますか。まず、



－70－ 

どこでどんな事業が行われているか、わかりますか。ほとんどわからないです。後で現場を

見て検証したいと思っても、行くこともできない。何が行われたかもわからない。それがこ

の説明資料ではないでしょうか。 

  まず、一番困ったのは、ページ１が２つあった、ここに。ここに境があるからいいような

ものを、それでも１つの資料でページ１が２つあったら困ります。当然、２つあるというこ

とは、２も２つあるということです。 

  この中で一番困るのは、ページによっては、それが何款なのかということがさっぱりわか

らないんです。こちらで３款だと思って、では、こちらで３款はどこにあるんだと探す。ち

ょっと厳しいです。ページ18から23は、款の記載、いわゆるどういう予算なのか頭ではわか

らなかった。中には福祉部とか建設部はことわりがあったですから、よかったですけれども。

ほかにも単位が書いていないなんていうのもあります。議会で議場へ出す説明資料がこれで

いいのかどうなのか、まず冒頭、指摘しておきたいと思います。 

  それでは、15番、森良雄、質問に入ります。 

  議案第65号 平成29年度伊豆市一般会計歳入歳出決算の認定について質問させていただき

ます。 

  まず、入湯税について。調定額が１億4,323万6,120円、収入済額が１億2,843万900円、不

納欠損額が28万8,200円、収入未済額が1,451万7,000円、収納率89.66％だということが書い

てあります。さてさて、調定額ってどうやって出したんでしょうか。この辺を含めても、お

答え願いたいと思います。入湯客数の減と言っているんですが、少なくとも静岡県の入り込

み客数はふえているはずだ。数％ふえているというのが今朝の新聞にも載っておりました。 

  続いて、土地売り払い収入、立木売り払い収入についてもお答え願います。今の西島議員

と同じ質問ですけれども、同じ答えでは困りますよ。せっかく……。 

〔発言する人あり〕 

○１５番（森 良雄君） 誰だ、笑っているのは。市長、にこにこしている場合ではないです

よ。いいですか。土地売り払い収入1,430万5,317円。どうやって誰に売ったんですか。立木

売り払い収入。森林組合連合会とかというふうに言っておりますけれども、これだけでは、

この立木はどんな有効利用がされたのかさっぱりわかりません。何に使われたぐらい、少な

くとも打席が変わって新しいバッターが立っているわけですから、新しいお答えをいただき

たいと思います。 

  続いて、政策顧問報酬266万円。伊豆市総合戦略アドバイザー、すばらしい名前がついて

あるんですけれども、成果が上がったのかどうなのか。どんな成果が上がったのか、具体的

に説明してください。さぞかし立派な伊豆市ができ上がってくるんでしょう。 

  同様です。広報企画アドバイザー13万2,000円。具体的に何をしたのか、どんな経歴の方

なのかも含めて、成果を伺いたい。 

  早い話が、皆さん、伊豆市のホームページ、見やすいと思いますか。僕はちっとも見にく
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いと思っています。ホームページじゃなくて、広報紙、ごちゃごちゃいっぱい書いてあって、

早い話が、１ページめくった途端に読む意欲を失うようなふうに感じます。 

  続いて、地域づくり推進事業7,271万2,771円。新しい事業ですよね、ここ数年の。各事業

の内容、成果を伺いたい。さぞかし住みいい伊豆市ができ上がっているのではないかと思う

んですけれども。それと、もう一つ、区と協議会の役割分担がどうもあるらしいんです。そ

の辺どうなっているのか、どのように指導しているのか、どのような事業をしているのか。

多分、防犯灯は一生懸命新しく、明るくなっていいんですけれども、私なんか、明る過ぎて

困っているんですよ。私の部屋にまともに…… 

○議長（三田忠男君） 私見は結構ですので、質疑をお願いいたします。 

○１５番（森 良雄君） 質疑を言っているんじゃねえの。 

○議長（三田忠男君） 今の意見は質疑とは認められないと思います。 

○１５番（森 良雄君） 君がそんなことを言っているから、いけねえんだよ。 

○議長（三田忠男君） 何がいけないんでしょうか。 

○１５番（森 良雄君） 協議会の役割分担と、どのような事業をしているかと僕は質問して

いるんですよ。 

○議長（三田忠男君） いいですよ。 

○１５番（森 良雄君） 防犯灯は、少なくとも私の地域づくり協議会では、防犯灯は関与し

ているんだよね。議長さん、その辺ちゃんと認識してくださいよ。いいですか。 

  区のほうへ明る過ぎるよと苦情を言っても、それは協議会でやったんだから、私は知りま

せん。これが協議会と区の実態ですよ。議長さん、しっかり認識してくださいよ。 

  続いて、東京オリンピック・パラリンピック事業、714万3,832円。700万円超えるような

事業費。これ、細かく恐らく予算書をチェックすると、もっとふえるでしょうね。 

  組織委員会は地方の負担を求めませんということを言っていたはずなんですけれども、そ

の辺どうですか、市長さん。 

  続いて、電子計算事務事業１億5,785万665円。これは三島市・伊豆市・伊豆の国市電算セ

ンターへ、どうも文脈からいくと、そちらへ支払うものだと思うんですけれども、この決算

書を見ると、電算ないしはパソコンで処理している事業がたくさんあるんです。恐らくこれ、

３億から４億ぐらいあるのではないかと僕は思っているんですけれども。その辺、もし把握

しているんだったら、統合できるものを伊豆市独自でやっているのか、またはなぜやってい

るのか、その辺も含めてお聞きしたい。 

  続いて、市内公的病院補助金２億1,388万3,000円。この補助金の内容、利用状況もお聞き

したいんです。今度の補正でも、ほぼ同額の補正が組まれていますよね。これは私の主観に

なりますけれども、１億円もするような機械を購入したら、果たして使いこなせるのかどう

なのかですよ。民間で１億円の機械を購入したら、そのために相当のオペレーターの養成と

かしているはずです。そんな人員があそこにあるのかどうなのか。考えてやっているのかど
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うなのか。利用状況もわかっているんだったらお聞きしたい。 

  続いて、廃棄物減量対策事業2,655万6,939円と広域処理施設整備事業7,943万1,138円。負

担金の活用状況、事業の現状と今後の見込みを伺いたい。 

  リサイクルセンター基本整備基本構想策定業務、これは西島議員の質問がありましたけれ

ども、例えばあそこにカッターが１つ置いてあるけれども、僕はあんなの必要ないと思って

いますけれども。今のカッターは毎年、何百万かの整備費が必要としているんですよね。高

性能なバイトをつけたようなカッターで金属を潰そうとしたらば、当然、カッターのほうが

壊れるに決まっているんですよ。新しい整備したいというような御意向だけれども、もう少

しお金のかからないような仕事をやってもらいたい。 

  それから、有志で富士市の焼却所を見に行きましたけれども、あそこで学んだことは、確

かに市長がおっしゃるように、資源化は物すごい勢いで進んでいますよね。そういうのを。

だけれども、進んでいるということは、どんどん資源化、現状でもできるんだよと。業者が

どんどん引き取ってくれているよということなんだね。 

  次、農業振興地域整備計画策定業務委託料、1,000万円近いお金を使ったわけですから、

事業の内容、成果。基礎調査とありますが、今後の計画も教えていただけたらと思います。 

  伊豆市の海外事業というのは、非常に、何が何だかさっぱりわからないです。海外プロモ

ーション事業87万6,923円。事業の内容、成果について伺いたいと思います。 

  それから、冒頭申しましたように、決算書を見たって、どこに書いてあるか何も書いてい

ない。例えば、これは平成30年度の予算でやったのか、平成29年度の決算で使ったのか、平

成28年度でやったのかわからないけれども、この決算書ではわかりませんが、関野川右岸、

天神橋の下流の工事は市で関与したのかどうなのか。土どめ工だけなら個人の事業と言えま

すが、根固め工は流路内であり、市の関与がないとは考えられません。市のあずかり知らな

い事業なのかどうか伺いたい。 

  続いて、駅広場管理費843万5,951円。市民の皆さんの力で駅北の雑草は大分きれいになっ

てきていましたけれども、まだまだ、例えば駅西広場の芝です。今度は皆さん交通安全であ

そこへ集合するだろうから、行ったら見ていただきたいと思いますけれども、芝の状況。 

  それから、駅北の植え込みの管理。建設部でやってくれているようですけれども、建設部

の片手間でできるのかどうなのか。 

  もう一つ、マメザクラが３本くらい植わっているんですけれども、はっきり言わせてもら

うと、全く管理されていない。もう、かわいそうだ。議員の皆さん、思いませんか、そう。

見たことありますか、駅北のマメザクラ、３本。しっかり担当者を決めて。いわば我々は素

人なんだから、素人にはできないと思いますよ、マメザクラの管理をしろといっても。市長

さん。ぜひ専門家をつけて管理させるべきではないかと思いますが、いかがでしょうか。 

  続いて、中伊豆給食センター事業。何と、ガス代が458万1,365円もかかっている。何でこ

んなに高いの、これ。誰がここへガスを納入しているかも含めて、ぜひ答えていただきたい。 
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  以上。 

○議長（三田忠男君） ただいまの質疑に答弁願います。 

  市長。 

〔市長 菊地 豊君登壇〕 

○市長（菊地 豊君） それぞれ担当の部長に答弁をさせます。 

○議長（三田忠男君） それでは、市民部長からお願いします。 

○市民部長（梅原敏男君） それでは、入湯税につきまして説明をさせていただきます。 

  入湯税の税率につきましては、伊豆市の税条例に基づきまして、入湯客１人1泊または１

日につきまして、施設での利用料金が5,000円以上の者は150円、1,000円以上5,000円未満の

者は100円というふうになっております。御質問の入湯税の調定額につきましては、事業者

からの納入申告に基づきまして、現年度課税分が150円の方が80万5,770人、100円の方が５

万2,886人、合わせて85万8,656人、現年度分の調定額の区分については１億2,615万4,100円。

それと滞納繰越分1,708万2,020円を合計した金額で、１億4,323万6,120円というふうになっ

ております。 

  それに対しまして、収入済額でございますが、現年度課税分の150円の方が79万7,098人、

100円の方が５万2,757人、合わせて84万9,855人ということで、１億2,484万400円と、それ

と滞納繰越分の359万500円を合計した額の１億2,843万900円ということになっております。

よって、調定額に対します収納率については89.66と、前年度より3.66％増加しております。 

  また、地方税法第18条第１項、５年経過によります消滅時効の６件、28万8,220円を不納

欠損として処理をさせていただいております。 

  調定額から収入済額と不納欠損額を引いた分が収入未済額の1,451万7,000円というふうに

なっております。 

  人数も、私が先ほど申したとおり、平成28年度と比較いたしますと、約２万2,000人ほど

減っているというような状況でございます。 

  続いて、４款の部分で、廃棄物減量等推進審議会の部分の活動内容等でございますが、こ

の部分につきましては、国の法律に基づきまして設置され、組織及び運営等が必要な事項に

ついては、伊豆市廃棄物の処理及び清掃に関する条例で定めております。 

  条例の中での審議会の委員は15名以内ということでなっておりまして、現在、委員は各種

団体の方、市民の方を入れて13名で構成されております。この審議会におきましては、毎年

度開催をいたしまして、翌年度の一般廃棄物処理実施計画を中心に御審議をいただき、御意

見等も伺っております。昨年度につきましては、実施計画の御審議のほか、事業所への立入

調査や紙類の収集の種類の変更、ふやすという部分についても御審議をいただき、評議をい

ただいております。 

  広域処理施設整備事業の負担金の活用状況という部分でございますが、この部分でござい

ますが、廃棄物の処理施設組合の決算書から主なものを言わせていただきたいと思います。 
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  まず、建設予定地、佐野区への地域振興交付金が１億円、生活環境調査業務委託料1,297

万4,760円、活断層調査業務委託料264万6,000円、新ごみ処理施設整備に伴います配水管、

水道管でございますが、布設工事に559万4,400円、それと事業者選定アドバイザリー業務で

2,279万9,000円というふうになっております。 

  事業の現状につきましては、現在、５月に開催されました臨時会、債務負担行為額の否決

を受けまして、事業費等の再精査を行っているということでございます。 

  今後の見込みにつきましては、組合が進める事業でございますのでお答えはできませんが、

当市といたしましても、事業のおくれが伊豆市の廃棄物処理の関連事業にも影響を及ぼすこ

とが懸念されております。そういった部分を含めまして、組合と情報も共有しながら、組合

に対して働きかけを行ってまいりたいというふうに考えております。 

  以上です。 

  リサイクルセンターについては、先ほど西島議員にお答えしたとおりでございます。 

○議長（三田忠男君） 総務部長。 

○総務部長（伊郷伸之君） 私からは、土地の売り払いと立木の売り払いということの御質問

ですが、まず土地の売り払いにつきましては、先ほど西島議員にお話ししたとおりでござい

ますが、あと、用途廃止した旧赤線、青線等の道・水路敷についてですが、こちら地区につ

きましては姫之湯と関野と貴僧坊の３地区、こちらの用途廃止をした売り払いとなっており

ます。それぞれ隣接している方からの申し出により売り払いをしています。 

  また、小立野の土地につきましては、競争入札により落札した方に売却をしております。 

  電子計算事務事業でございますが、この電算センターへの統合の検討につきましてですが、

現在、この３市におきましては住民記録や税など、全国的に同様の仕組みで運用している基

幹業務、この維持管理を共同で行っております。当然、議員、御存じのとおりだと思います。

ただ、３市はそれぞれ人口規模や施策の内容などの違いがありますので、いろんな事業のシ

ステムの導入や運用につきましては、電算センターで共同運用していくのがいいのかどうか

というのは、しっかりそれぞれ検討しながらやっております。 

  今後も新しいシステム開発等につきましては、当然、検討をしております。ただ、共同調

達しております、今回の補正予算でもお願いしてございますが、住民基本台帳システムとか

今までのマイナンバー制度に伴うシステム改修、これは共同運用はしておりますが、国とか

の補助金の受け入れ先が自治体になっておりますので、そのシステム改修についてはそれぞ

れの市が、それぞれ単独で行っているという予算編成になっております。 

  以上です。 

○議長（三田忠男君） 次に、総合政策部長。 

○総合政策部長（田村英樹君） 私からは、２款の３点についてお答えさせていただきます。 

  まず、政策顧問報酬でございます。 

  総合戦略アドバイザーですが、アドバイザーには市政全般に関する助言及び提言、市有施
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設の管理運営に関する助言及び提言を行っていただいております。また、民間で培われた経

験からの助言、提言に加えまして、アドバイザーの人脈を生かした調整能力によりましても、

市の行政運営は好影響を受けていると考えてございます。 

  次に、広報企画アドバイザーでございます。広報企画アドバイザーにつきましては、広報

戦略会議や広報調整会議といった会議に出席していただきまして、広報紙についての紙面構

成や写真レイアウト、こういったものに対する助言をいただいております。 

  また、経歴でございますが、この方はデザイン会社を設立いたしまして、伊豆半島を中心

に行政の観光パンフレットや広報紙、動画の編集などを行っており、企業商品のパッケージ

やインテリアデザインなども担当されております。 

  成果でございますが、平成29年度におきましては広報いず、先ほどちょっと読みにくいと

いうお話がありましたが、この広報いずの12月号につきましては、わさびの特集を組みまし

たところ、静岡県広報協会が主催します広報コンクールにおいて優秀賞を受賞しております。

こういった形で大変高い評価をいただいているところでございます。 

  次に、８目の地域づくり推進事業でございます。 

  まず、地域づくり推進事業については、大きく分けて、地域の特性を生かした住民主体の

活動を進めるための地域づくり事業、それともう一つ、人口の流出に歯どめをかけるための

移住定住事業の２つになります。 

  各事業の内容と成果ですが、若者交流支援事業、これにつきましては、高校生の活動支援

や、移住や求人情報の発信など、幅広い年齢層が利活用し、地域コミュニティー形成に寄与

していると考えております。 

  次に、地域の環境整備などの取り組みをサポートするふるさとづくり事業や、市のにぎわ

い創出のためのにぎわいづくり事業は、地域の活性化に寄与していると考えております。 

  次に、集会所等の施設整備を行いますコミュニティ施設整備事業やコミュニティ施設備品

等整備等事業は、地域住民のコミュニティー活動拠点の充実に寄与していると考えておりま

す。 

  地域づくり交付金ですが、こちらは地域づくり協議会活動を支援するもので、平成29年度

に新たに設置された２地区を含め、６地区で地域課題の解決、及び地域の個性を生かしたま

ちづくりを進めていいただいております。 

  移住定住事業では、住宅補助や家賃補助で、市外からの転入の促進とともに、市内からの

人口の流出の抑制に一定の効果があったと考えております。 

  最後に、区と地域づくり協議会の役割分担ですが、区の役割は、住民に一番身近な自治組

織であることです。一方、協議会は、少子高齢化が進み、人口減社会が進んでいく中で、区

単位ではなかなか対応が難しい地域の課題を洗い出し、地域住民がみずから取り組んでいた

だく活動組織と考えております。 

  以上です。 
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○議長（三田忠男君） 次に、産業部長。 

○産業部長（堀江啓一君） それでは、私のほうから、最初の立木売り払い収入、これについ

て少し説明させていただきます。 

  先ほど総務部長のほうから、1,775立方メートルを搬出しているということでございまし

たが、そのうちの1,230立方メートル、これにつきましては、Ａ材、Ｂ材として利用されて

おります。また、残りの545立方メートルにつきましては、Ｃ材という形での利用をされて

いるということでございます。 

  続きまして、組織委員会は町の負担を求めていますかということでございますが、東京

2020大会の役割分担及び費用負担につきましては、平成29年５月31日に、東京都・組織委員

会・国・関係自治体の４者協議によりまして大枠の合意がなされました。この中で、関係自

治体の役割につきましては、会場関係として、自治体が所有する会場施設の必要な恒久的改

修や大会後も地域や住民に使用される施設などの整備を行うこととされました。また、大会

関係については、大会時の都市活動や市民生活に与える影響を最小化するために必要な輸送、

セキュリティー対策が示されました。 

  会場内での市費用負担というものは発生しないと考えていますが、今後、会場外、修善寺

駅から会場までのラストマイルの関係になりますけれども、それにつきましては、静岡県と

の調整の上、役割分担や費用分担についての検討がなされてくるものと考えております。 

  また、今回、支出しております700万円強の修繕につきましては、大会成功を目指すため、

機運醸成であるとか広報活動という形で支出させていただいたものでございます。 

  続きまして、農業振興地域整備計画策定委託料につきましてでございます。 

  事業内容につきましては、農業振興地域整備計画は、おおむね10年を見通して、優良な農

地の確保や保全、及び農業振興の各種施策を計画的・集中的に実施するために市が定める総

合的な農業振興の計画になります。 

  市内の農業振興地域において、おおむね５年ごとに農業振興地域整備計画に関する基礎調

査として、農用地等の面積や土地利用、農業就業人口の規模、人口規模、農業生産などの現

況及び将来の見通しを調査しております。 

  事業の成果といたしまして、平成29年度の業務委託では、基礎調査として現況の農用地区

域リストと基礎資料の作成を行いました。 

  さらに、国有林など農業振興地域の区域外にもワサビ田が存在しているということで、こ

れらのワサビ田を農業振興地域内に入れて農用地区域にするための資料も作成しました。 

  国有林の区域内にあるワサビ田を農用地区域に編入するため、この調査結果をもとに今後、

林野庁と農業振興地域の区域拡大についての協議を今年度から始めていく予定でございます。 

  続きまして、海外プロモーション事業についてでございます。 

  海外プロモーション事業の内容につきましては、外国人観光客の誘致に向けて実施しまし

た現地でのプロモーション活動が主なものになります。 
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  平成29年度につきましては、台湾につきましては、７月の市長トップセールスのほか、１

月には、伊豆市インバウンド推進プロジェクトチームのメンバーと台北市内の旅行会社を訪

問し、旅行プランや観光施設などの紹介を行いました。また、２月には、狩野川周辺サイク

ル事業推進協議会のメンバーの一員としまして、自転車を切り口としたプロモーション活動

へ参加しました。 

  それ以外に、東部地域コンベンションビューロー主催の中国プロモーションへの参加、バ

ンコクで行われましたタイ観光展に美しい伊豆創造センターのブースに出展し、市内観光施

設のＰＲを実施してきました。 

  成果といたしまして、関係諸団体主催の活動への参加、また広域連携による活動の実施に

より、積極的な外国人誘致活動につながっていると考えております。 

  以上でございます。 

○議長（三田忠男君） 次に、建設部長。 

○建設部長（山田博治君） それでは、私のほうから２点お答えいたします。 

  まず、関野川の関係ですけれども、この御指摘の工事につきましては、市の工事では施工

しておりません。 

  続きまして、駅広場の管理ですけれども、まず管理につきましては、修善寺駅西広場や駅

北の芝生部分及び駅北の植栽の管理につきましては、有限会社山竹種苗園と義務委託契約を

締結し管理しております。 

  また、マメザクラの管理につきましては、平成26年度に苗木の状態で植栽し、現在、成長

過程でありますので、今後も専門業者と維持管理業務委託して管理していく予定でございま

す。 

  以上でございます。 

○議長（三田忠男君） 次に、健康福祉部長。 

○健康福祉部長（村井克代君） それでは、私のほうからは、決算書の137ページの４款、市

内公的病院等補助金の関係について答弁させていただきます。 

  補助金の主な内容は、伊豆赤十字病院に対する運営費補助として１億1,488万3,000円、中

伊豆温泉病院に対する運営費補助として9,900万円をそれぞれ支出いたしました。 

  伊豆赤十字病院への補助内容は、医師、看護師の確保を初め、救急医療体制の強化や小児

医療及び婦人科医療の充実を図るための事業費の補助として支出したものでございます。 

  利用状況につきましては、救急医療体制については、平成29年度は750件の救急車の受け

入れと、病院全体で3,017人の救急患者の受け入れ実績がありました。また、小児科外来で

は1,236人の診療実績、婦人科外来では1,209人の診療実績がそれぞれございました。 

  中伊豆温泉病院への補助内容は、医療体制の強化、専門外来の充実として医師等の確保、

安全・安心な医療提供体制を図るための手術体制の確保等の事業費の補助として支出したも

のでございます。 
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  専門外来の充実に向けた取り組み内容は、脳神経外科や眼科、泌尿器科などの外来診療に

伴う医師及び看護師、放射線技師を確保するための費用、また手術体制の確保として、整形

外科医や麻酔科医を確保するための費用として活用されております。 

  整形外科医においては、一次、二次救急の対応も行っており、平成29年度は救急として年

間432件の受け入れ実績があり、そのうち救急車の受け入れは92件でございました。 

  先ほど１億の機器というお話がございましたが、この決算の中には関係しておりません。 

  以上です。 

○議長（三田忠男君） 最後に、教育部長。 

○教育部長（金刺重哉君） それでは、10款、中伊豆給食センター事業について、ガス代の費

用が異常に高いという御指摘でございます。これに対する御回答をさせていただきます。 

  確かに中伊豆センターのガス代のみを見ますと、他のセンターに比べますと突出している

ように見えますが、これは、各センターごとに調理用器具の熱源が違うことによるものでご

ざいます。 

  具体的には、中伊豆給食センターは電気とガス、それから天城給食センター、これは決算

書の269ページにもございますが、灯油を使っております。燃料費ということで灯油と電気

とガス。それから修善寺中学校は電気とガスと、それぞれ施設の調理器具が異なることによ

るものが主な原因でございます。 

  この光熱費全体を平均いたしますと、中伊豆、天城ともに１食当たり約40円前後というこ

とで差異はございません。 

  すみません、納入業者については、ちょっとこの後調べて、後ほど御回答させていただき

ます。 

  以上です。 

○議長（三田忠男君） ここで暫時休憩いたします。 

 

休憩 午前１０時５２分 

再開 午前１０時５２分 

 

○議長（三田忠男君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

  それでは、休憩をとります。 

  11時５分まで休憩いたします。 

 

休憩 午前１０時５２分 

再開 午前１１時０５分 

 

○議長（三田忠男君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 
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  それでは、再質疑ありますか。 

  15番、森良雄議員。 

○１５番（森 良雄君） 再質問させてもらいます。 

  まず、入湯税についてお伺いします。 

  私は、基本的に伊豆市の観光客はふえているんじゃないかと思っているんですけれども、

どうもこの入湯税だけで見ていくと、お客は減っているのではないんですか。その辺、どの

ように把握していますか。 

○議長（三田忠男君） 答弁願います。 

  市民部長。 

○市民部長（梅原敏男君） 入湯税につきましては、事業者からの納入申告、それに基づいて

算出をさせていただいております。実際の伊豆市へ来られた方の観光客数と入湯税を払って

施設を利用されている部分については、そこら辺の差異が出ているのかなというふうには思

っております。 

  入湯税につきましては、年々少なくなっているという減少は見られております。 

  以上です。 

○議長（三田忠男君） 再質疑ありますか。 

  森良雄議員。 

○１５番（森 良雄君） 皆さん御承知のように、昨今、熱海はもう大繁盛だと。お客さんが

たくさんふえていると。ところが半島の反対側の伊豆市は、さっき２万2,000人減だという

ようなこともおっしゃっているんです。しかし、伊豆市がやる観光対策には数千万円のお金

を使っていると。ほかのところでは、いろんな観光振興の対策をしているということですけ

れども。 

  前の一般質問で、土肥の方が実際に納入しているのは７割ぐらいだというようなことをお

っしゃっていたと思うんですけれども、その辺、どのようにお考えですか。伺いたい。 

○議長（三田忠男君） 答弁願います。 

  市民部長。 

○市民部長（梅原敏男君） 事業者の未申告という部分について、前回お答えをさせていただ

いていると思いますけれども、そういった事業者に対しまして、伺って、入湯税の部分、申

告していただくように働きかけはさせていただいております。件数も徐々に減ってきており

ます。 

  以上です。 

○議長（三田忠男君） 16款、ありますか。 

  森良雄議員。 

○１５番（森 良雄君） 16款というのは、土地売り払いの件だね。 

○議長（三田忠男君） そうです。 
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○１５番（森 良雄君） 土地売り払いの件については、多分そこのところだよね、土地って。

それはそれでいいです。 

  立木について、Ａ、Ｂ材も売れているということですけれども、Ａ、Ｂ材というのは、い

わゆる昔で言う１等材とか２等材というふうに理解してよろしいですか。 

○議長（三田忠男君） 答弁願います。 

  産業部長。 

○産業部長（堀江啓一君） Ａ材につきましては主に建材に使われているということで、Ｂ材

につきましては合板、Ｃ材につきましてはチップという形の目的ごとに使われているという

ことで理解しています。 

○議長（三田忠男君） 再質疑ありますか。 

  森良雄議員。 

○１５番（森 良雄君） 私は、今までは合材ぐらいにしか使われていないのかなと思ってい

たんですけれども、建材というのは、柱とか板にも使われているということですね。ぜひ、

その辺、ＰＲしてやってくださいよ。 

  それで、今度、東こども園には木材も使いたいというようなことをおっしゃっていました

ので、いいやつ、ぜひいいやつを子供たちに見せてもらいたい。伊豆市にはこんなにいい建

材があるんだよということで。ここはこれで終わりにします。 

○議長（三田忠男君） よろしいですか。 

○１５番（森 良雄君） いいですか、次にいって……。 

○議長（三田忠男君） 次に、２款、再質疑ありますか。 

  森良雄議員。 

○１５番（森 良雄君） 政策顧問というのは、もう、ことしは、平成30年度はいないんです

ね。ちょっとそれだけ聞いて、この質問を終了します。 

  それから、地域づくり推進事業。これ、しっかりやっぱり指導してもらいたいんですよ。

先ほどの説明だと、例えば地域づくり推進、いや、協議会のほうが外灯をやっていますから、

区は知りませんというようなことでは、これは困りますよ。 

  続いて、東京オリンピック事業。伊豆市にある施設は全部、伊豆市の施設ではないんです

ね。それとアクセスについて、伊豆市が協力すると言いますけれども、アクセスにどういう

協力をするのか知りませんけれども、例えばボランティアを伊豆市が集めてきて、あそこへ

配置するといったら、やっぱり伊豆市は相当金かかるんですけれども、その辺どのように考

えているのか。 

  それから、電子計算事務事業について、前にも言ったことありますけれども、ここへ来て

クラウド化が相当進行するんです。それで、同じような業務を３市でそれぞれ別にやってい

るというケースが半分ぐらいかな、あるんですね。だから、やはり今、統合しようとしてく

れないと、今後できないのではないかと思うんですけれども。その辺、もうちょっと統合す
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る努力してくれるのかどうなのか、できたらお考えいただきたいと思うんです。 

  特に市長もいるんだから、今、どこのトップもＡＩ化というのを真剣に考えているんです。

そのＡＩ化の中心は、いわゆる電算をどう利用するかということだと思うんですけれども、

その辺、どういうふうに考えているか伺いたい。 

○議長（三田忠男君） まず初めに、総合政策部長。 

○総合政策部長（田村英樹君） まず、政策顧問ということで、総合戦略アドバイザーにつき

ましては、平成30年度もお願いしてございます。 

  また、地域づくり推進事業につきましては、やはり市といたしましても、地域づくりに寄

与するようしっかり支援してまいりたいと考えております。 

○議長（三田忠男君） オリンピック関係、産業部長。 

○産業部長（堀江啓一君） 会場につきましては、サイクルスポーツセンターという形の所有

なものですから、民間の所有ということで、伊豆市の所有はないと考えております。 

  また、ラストマイルという形で駅から会場までの間、いろんな形で、例えば町なかをどう

装飾するのかとか、あるいは多くの観客の方が見えますので、その方たちが駅におりたとき

にどういったところで待機させるのかとか、そんなことにつきましては、今後やはり静岡県

のほうと協議していく必要があるのかなということで感じております。 

  以上でございます。 

○議長（三田忠男君） 総務部長、電算、お願いします。 

○総務部長（伊郷伸之君） ＡＩ化については、具体的な検討というのはまだ実際行っており

ませんが、３市の電算センター協議会で共同運用できるものについては、しっかり検討して

まいります。 

  以上です。 

○議長（三田忠男君） 再質疑ありますか。 

  森良雄議員。 

○１５番（森 良雄君） ちょっと確認です。この政策顧問というのは、ことしも、平成30年

度もいるということですね。答えてください。 

  広報企画アドバイザーも、ことし、いるんですか。何かすばらしい成果を上げたというけ

れども。 

  それから地域づくり推進事業。しっかり、やっぱりこれで見ると7,000万円も使っている

わけですから、指導してくださいよ。市民がどこへ相談へ行っていいかわからないでは困り

ます。 

  それから、東京オリンピック事業。ボランティア、伊豆市のボランティアもいるようだけ

れども、県のほうのやっているボランティアもいるわけです。どっちが指揮をとるのかどう

なのか。 

  やってもらいたいこと僕はいっぱいあるんですよ。例えば亀石峠を登っていくところに、
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今の交通標識では、直前まで行かないと亀石峠を登っていいのかどうかもわからないと。三

島駅、新幹線をおりて、大きな荷物を持ってきた人は困っちゃうよ。ああいうのをどうして

いいのかなんか、わからないから。 

  やっぱり県に、主体は県でやってくれというようなことを、ぜひ言ってもらいたいんです。

誰も責任とらないで、三島駅でうろうろしたり、亀石峠へ行くところ、あそこの立体交差で

うろうろしたりしていたのでは困る。 

  それから電子計算。今は、市長がＡＩ化を考えていないようでは困るんです。370人ぐら

いの職員をどうやってＩＴ化に、ＡＩを利用して削減できるかどうかなんて、何も考えてい

ないでは困ります。ぜひ、本来であったら、やはり、ここで一発ぶってもらいたいぐらいで

すよ。これからはもう、ＩＣＴ化だ、ＡＩ化だというようなことを。それを希望して、２款

の質問は終わります。 

○議長（三田忠男君） 平成29年度の決算ですが、もしお答えできれば、総合政策部長。 

○総合政策部長（田村英樹君） 広報企画アドバイザーにつきましても、平成30年度お願いし

ております。 

  以上です。 

○議長（三田忠男君） 産業部長、オリンピック関係。 

○産業部長（堀江啓一君） 森議員がおっしゃいました、伊豆市でも募集しているという形で

言っておりましたけれども、一応、都市ボランティアという形で募集しましたけれども、こ

れにつきましては、最終的に県のボランティアとして登録をいただいております。ですから

現在、伊豆市のボランティアという形ではなくて、静岡県のほうにボランティア活動はお願

いしているという状況でございます。 

  以上でございます。 

○議長（三田忠男君） 電算で総務部長、答えられますか。 

○総務部長（伊郷伸之君） ＡＩにつきましては、行政部門でどのような活用ができるかとい

うことは、今後、研究課題の一つかと考えております。 

○議長（三田忠男君） それでは、４款に入ります。 

  再質疑ありますか。 

  森良雄議員。 

○１５番（森 良雄君） 市内公的病院補助金、これは使っている内容を聞いたら、運営費の

補助だとか、医師の確保と言いましたけれども。例えばお医者さんの給料を負担しています

というんだったらわかりますけれども、どうもそんなことはしていないんでしょう。だから

早い話が、何に使っているかさっぱりわからなくなっちゃうのではないですか。その辺、ち

ゃんとチェックしているのかどうなのか伺いたい。 

○議長（三田忠男君） いいですか。 

  平成29年度についてお答え願います。 
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  健康福祉部長。 

○健康福祉部長（村井克代君） 医師の確保につきましては、他の病院から非常勤ということ

で医師を派遣していただきまして、外来それから入院患者等の診療のほうを充実させている

というような状況になっております。 

  以上でいいですか。 

○議長（三田忠男君） 再質疑ありますか。 

  森良雄議員。 

○１５番（森 良雄君） せっかくそれぞれ１億円近い補助金を出しているんですから、成果

がわかるような支出をしてもらいたい。そういう希望をします。 

  廃棄物減量対策については、今回は、ここで質問できたというだけでよしとします。 

  次に移ってよろしいですか。 

○議長（三田忠男君） 一回、終わります。 

○１５番（森 良雄君） 一回、座る。 

○議長（三田忠男君） はい。 

  次に、６款に入ります。 

  再質疑ありますか。 

  森良雄議員。 

○１５番（森 良雄君） 農業振興地域整備計画策定業務委託料1,000万円。比較的委託業務

としては高額な委託だと思うんです。ただ、失礼な言い方で申しわけないけれども、やって

いることは毎回同じようなことをやっていると。 

  それで、あれですよ、私いつも言っているけれども、伊豆市は優良農地がどんどん減って

いるよ。それでは、せっかく農業振興だといっても、優良農地が減っているようでは、僕は、

ちょっと本当に農業振興をやる気があるのかどうなのか。人口減少下、伊豆市の生きる道は

教育と、産業はあとは農業ぐらいしかないのではないかと思っていますので、その辺、どう

思いますか。ぜひ頑張ってやりたいぐらいのことを言ってください。 

○議長（三田忠男君） 答弁願います。 

  産業部長。 

○産業部長（堀江啓一君） 議員おっしゃいましたように、高額ということでございますが、

今回はワサビ田、これが農業振興地域の外側にあるということが判明いたしまして、これを

農業振興地域内に入れるという作業は、今までの通常の作業と別の作業をやりました。その

ことで、やはりワサビ田というのは山の奥にあるという形で、そこでやっぱり人件費等がか

かるという形で、今回の調査で高額になっております。 

  これからは農業振興というのは、やはり休耕田とか多くありますので、どう振興につなげ

ていくか。やはり有意義な補助金等を利用しまして、伊豆市の農業振興につなげていきたい

ということで考えております。 
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  以上でございます。 

○議長（三田忠男君） 再質問ありますか。 

○１５番（森 良雄君） 次、７款にいきたい。 

○議長（三田忠男君） それでは、７款、再質問ありますか。 

  森良雄議員。 

○１５番（森 良雄君） 海外プロモーション事業。ちょっと確認しますけれども、昨年７月

１日から３日までの台湾は、この中に入っているわけですね。それも一つ、確認です。当然

そうなっていると思いますけれども。 

  それで、伊豆市のプロモーションならプロモーションが観光客誘致の主力になっているよ

うだけれども、今、観光客誘致はあれですか、直接行って、いらっしゃい、いらっしゃいと

いうような状況ではないと思うんですけれども、その辺、どう考えていますか。 

○議長（三田忠男君） 答弁願います。 

  市長。 

○市長（菊地 豊君） 海外プロモーション、なかんずく台湾の去年の結果については、議員

からいただきました住民監査請求に基づいた監査結果が克明にそこは記されておりますので、

もしまだお読みにいただいていないのであれば、もう一度お読みいただければと思います。 

  それから、先般も、天城北道路完成記念プレイベントの件で湯ヶ島の人たちとお話を伺っ

ておりましたら、やっぱり外国のお客様がふえているようです。その方は、旅館の経営者さ

んは中国、台湾、イギリスとおっしゃっていましたけれども、北米、ヨーロッパも含めて、

ほかの都道府県、ほぼ全国の観光地がマーケットをこれまでの国内から外国に広げていく中

で、伊豆半島、伊豆市のみが国内マーケットだけということは、やっぱりあり得ないだろう

と思うんです。そこは伊豆半島及び静岡県としっかり連携をとりながら、最も効果的なこう

いった政策をとるべきだろうと考えておりまして、その中で、これまでやってきた中の平成

29年度の結果については、もう一度監査請求結果をお読みいただければと思います。 

○議長（三田忠男君） 産業部長、ありますか。 

  産業部長。 

○産業部長（堀江啓一君） ７月の台湾トップセールスにつきましては、観光課の担当職員が

１名随行しておりますので、その分の費用は計上しております。 

  以上でございます。 

○議長（三田忠男君） 再質疑ありますか。 

  森良雄議員。 

○１５番（森 良雄君） まさか、ここで市長さんがお答え出すとは思っていなかったもので。 

  ちょっと、伊豆市の海外プロモーションというのは時代おくれじゃないのかなということ

を言いたかったんです。例えば、ここで今、87万6,923円だということですけれども、例え

ばＳＮＳを使ってプロモーションをするときは、100万円出すと何十万人という人が見てく
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れるというような、そういう有名な人たちもいらっしゃると。ですから、同じお金の使い方

も、ちょっと変わってきているのではないかと思うんですけれども。その辺、どうでしょう。 

○議長（三田忠男君） 答弁願います。 

  産業部長。 

○産業部長（堀江啓一君） この今回の海外プロモーションにつきましては、先ほど市長が言

いましたとおり、伊豆市単独で行っているものというのは、ほとんどない状況でございます。

伊豆市と関連団体であるとか、関係市町と連携させていただきながらやっているという状況

で、やはりこれから伊豆半島全体ということを考えたり、静岡県全体ということを考えてい

く中で、やはりそういった方たちと連携しながら誘致活動を行うということは、決して無駄

ではないと考えております。新たな方法で、さっき言ったＳＮＳであるとか、そういう形の

情報発信はありますが、そういうのも検討しながらやっていく必要はあると考えますけれど

も、この活動自体も無駄であるとは考えておりません。 

  以上でございます。 

○議長（三田忠男君） 次に、８款に入ります。 

  再質疑ありますか。 

  森良雄議員。 

○１５番（森 良雄君） 関野川については、ちょっと確認します。平成29年度には伊豆市は

関与していないということですね。そうすると、平成28年度とか平成30年度も関与していま

せんか。それが一つ。関野川について。 

  それと、駅前広場。駅前広場は山竹という名前が出ましたけれども、私、本当に駅前、特

に駅北。駅前はいいんですよ、南とか西の掃除は、結構、皆さんやっている。建設部の努力

だと思うんだけれども、きれいになっています。ただ、芝が剝げているというのだけは、や

っぱりちゃんと。管理者は山竹なんですか。管理委託しているんだったら、しっかりしろと。

９月になって剝げているようなところがあっては困りますよと。ぜひ議員の皆さんも、次の

交通安全のときに見てやってください。 

  それから、マメザクラ。これは全く管理されていない。もう一回、山竹で大丈夫ですか。

マメザクラの管理を。そこまで突っ込んでちょっと質問させていただきます。 

○議長（三田忠男君） 答弁願います。 

  建設部長。 

○建設部長（山田博治君） 関野川につきましては、平成28年度も平成29年度も一切関係あり

ません。 

  駅前の関係ですけれども、山竹さんに委託をして、芝生につきましては、芝刈りを４回、

あと薬の散布も１回とか、目土とか施肥を行っております。あと、芝生に大事なエアレーシ

ョンと言いまして、根切り、こう穴をあけていくというような作業を年２回やったりして管

理していますけれども、どうしても天候とか、ことしみたいになかなか暑い時期だと、芝生
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の生育とかそういうのもありますので、その辺も再度、管理しているところと打ち合わせし

ながら適正な管理をしていきたいと思います。 

○議長（三田忠男君） 再質問ありますか。 

  森良雄議員。 

○１５番（森 良雄君） ３回目だよね。 

○議長（三田忠男君） ３回目です。 

○１５番（森 良雄君） 駅前広場だけにちょっと限定しますけれども、やっぱり2020年には

たくさんの方が来て見るわけですから、例えば芝生なんかは、はっきり言ってあそこは、も

う、最初の土壌整備からうまくいっていないのではないかなと僕は思います。それはそれで、

もう過去のことはしようがないとしても、これからよくしたいんだったら、土をさらにまい

て育つようにしてやるとか。多分、肥料なんかは全然やっていないと思うんですよ。そうい

うのを含めて、業者に管理させているんだったら、なおさら、はずかしくないような。 

  伊豆市には芝の管理の専門家はいっぱいいるわけですよ。どこにいるかといったら、ゴル

フ場です。今ごろ行けば青々とした立派な青い芝が生えているわけです。ああいうところを

退職した、何というんですか、ゴルフ場を管理している人いますよね。ああいう人を頼んだ

っていいんだから、しっかり、やるんだったら、いつ行っても青々しているような芝をつく

ってください。 

  それから、せっかくマメザクラを植えたんだから、枯らさないようにしてもらいたい。ひ

とつ、そういう決意だけ聞きたい。 

○議長（三田忠男君） 答弁願います。 

  建設部長。 

○建設部長（山田博治君） すみません。マメザクラにつきましては、先ほど言いましたよう

に、まだ現在、成長過程なものですから、余り手を加えないというところがありますので、

これからどんどん成長していきますので、その段階ではしっかり管理をしていきたいと思い

ます。 

  また、芝生につきましても、先ほど言いましたように、現在、施肥も２回やっていますけ

れども、その辺もいろいろ、それがいいのかどうかということも含めながら、もう少しよい

管理があれば変更していくような形で対応していきたいと思います。 

  以上です。 

○議長（三田忠男君） 終わりですよね。 

〔「終わりです」と言う人あり〕 

○議長（三田忠男君） 終わりです。 

○１５番（森 良雄君） 次。次も終わりですか。 

○議長（三田忠男君） すみません。申しわけないです。 

○１５番（森 良雄君） 全くもう、どきっとさせんで。 
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○議長（三田忠男君） 次に、10款に入ります。 

  再質疑ありますか。 

  森良雄議員。 

○１５番（森 良雄君） 中伊豆給食センター。 

  駅広場、まだ成長過程だというけれども、成長過程だって、もう３年間ぐらいたっている

わけですよね。やっぱり専門家だったら、例えば成長しているかどうかぐらい、ちゃんと見

ろと言ってくださいよ。竹は年中、風が吹けば横を向いているとか、あれではだめだ。 

  次、給食センターに移ります。いいですか。 

○議長（三田忠男君） はい。いや、先ほど給食センター、10款を言いましたので、10款で余

分なことを言ったんですね。 

○１５番（森 良雄君） 10款でいいんだよね。 

○議長（三田忠男君） はい。 

○１５番（森 良雄君） 部長さん、電気とガス代が含まれているという答えだけれども、電

気とガス代はどこでも使っているわけですね。それにしても、ほかの電気とガス代を足した

額よりもこっちのほうが多いのではないかと思うんですけれども、その辺はどうですか。 

○議長（三田忠男君） 答弁願います。 

  教育部長。 

○教育部長（金刺重哉君） まず、先ほど御案内したとおり、熱源はガスそれから電気、それ

から、先ほど天城の給食センターは灯油でございます、ボイラーを使っているということが

ございますので、これらの光熱水費を平均いたしますと、各センターごとの配食数を勘案し

た場合、特別、中伊豆給食センターが突出しているということはございません。 

  先ほど納入業者の御質問がございましたので、あわせて御回答申し上げますが、平成29年

度は有限会社伊豆プロパンさんが納入しております。 

  以上でございます。 

○議長（三田忠男君） 再質疑ありますか。 

○１５番（森 良雄君） 終わります。 

○議長（三田忠男君） よろしいですか。 

  以上で森良雄議員の質疑を終わります。 

  ここで、次の質問者等にお願いいたします。 

  冒頭お願いしました議会運営委員会の基本結果に基づいて本議会を行っておりますので、

遵守するように重ねてお願い申し上げます。 

  次に、16番、木村建一議員。 

〔１６番 木村建一君登壇〕 

○１６番（木村建一君） 16番、木村建一です。 

  議長がたびたび言われています質疑とは何ぞやという、その立場をしっかりと守りながら、



－88－ 

予算の議会ではありませんので、その点はちゃんと踏まえて質疑を行いたいと思います。 

  議案第65号 平成29年度伊豆市一般会計歳入歳出決算の認定について質疑をいたします。 

  文教ガーデンシティ関連を含んだ当初予算が否決された後の予算としてスタートして、そ

の後、何回かの補正を通じて決算認定の提案になっていることを念頭に入れながら質疑をい

たします。 

  収入のほうです。財政指数の状況から見たふところぐあいについてお尋ねします。 

  これで全てが全て市の財政状況がわかるとは思いませんけれども、一つの指標にもなり得

るのかなと思って質疑いたします。 

  経常収支比率は若干上がり、住民１人当たりの積立金残高はふえ、市債残高もふえていま

す。また、地方交付税の合併算定替による減収などを考えたときに、平成29年度の決算、ふ

ところぐあいをどのように評価しましたかお尋ねしたいと思います。 

  次です。６款です。 

  農業振興対策事業、今、少し触れられましたけれども、農業振興地域整備計画策定業務基

礎調査って何だろうなということが、そうしますと、ワサビをこの中に入れ込んだというこ

とはわかったんですけれども、それも含めて、ほかのさまざまなことがあったと思いますの

で、お願いしたい。 

  それから、当然、市は市としてのこれに対する職員、部長を中心としてこの計画作成業務

のための調査をやられると思うんですけれども、でもなかなか職員だけではできないからと

いうことで委託したと思いますので、何を委託したのか、その内容の説明をお願いしたいと

思います。 

  それから、同じ６款です。地域おこし協力隊推進事業についてお尋ねします。 

  成果資料を読みますと、移住を推進するということが今後の展望として書かれております、

総括として。それから、先日全協で総合政策部長のほうから説明のあった資料を読みますと、

ここには２名が新規就農とあります。移住を推進するというものと、既に２名が新規就農し

ていますよということになると、果たしてどっちかなと思うものですから、整合性のある説

明をしてください。 

  また、旅館分野の取り組みの到達点も説明していただきたいと思います。 

  ７款についてお尋ねします。 

  企業誘致推進事業、ＩＴ企業進出支援策定業務、どんな委託をしたのか説明してくださ

い。 

  それから、産業強化事業について、産業振興協議会の補助金に見合う活動でしたかという

ことで、何かやってないような雰囲気に捉えちゃ困るんですが、見合う活動はどんなものだ

ったかということで、その取り組み内容を説明していただければと思います。 

  以上です。 

○議長（三田忠男君） ただいまの質疑に答弁願います。 
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  市長。 

〔市長 菊地 豊君登壇〕 

○市長（菊地 豊君） まず、私から最初のところだけ答弁申し上げて、あとはそれぞれ担当

する部長から答弁をさせます。 

  議員、今ここに発言された内容について確認しますと、経常収支比率はそのとおり、積立

金の残高が総額、１人当たりともふえているということで、市債残高は、総額は減っている

けれども、ふえているというのは１人当たりということ…… 

○１６番（木村建一君） そうです。 

○市長（菊地 豊君） と理解してよろしいですね。 

  経常収支比率は少し上がっていることは、決して喜ばしいことではございません。地方交

付税、普通交付税が４兆あるかのごとくいただいていたものが、平成32年度までに約10億円

下がるわけですから、私たちは市の形を変えていなければいけない。そこはまだきれいに整

理はされておりません。その結果が、経常収支比率が上がっているということですので、や

はり伊豆市という市の形に合った、身の丈に合った行政サービスに少し整理整頓していく必

要があります。これは、来年度予算の編成作業に副市長以下で取り組み始めておりますけれ

ども、その中で大変厳しい局面も出るかもしれないけれども、それは避けて通れません。 

  それから、基金がふえていることについては、やはり将来に対する危機感というものを大

変強く持っています。先ほども申し上げましたけれども、新市建設事業、まだ幾つか大きな

ものが残っております。 

  当初、伊豆の国市と作業しております新しいごみ焼却所については、これは、合併特例債

は間に合わないだろうということで、伊豆市の場合には環境衛生施設整備基金を準備して、

将来負担に準備をしておりました。ところが、この10年間でデータを見ますと、全国の建設

費が大体２倍程度上がっているわけです。そうすると、その建設費をどのような形で負担を

するのか。ことし再延長をいただいた合併特例債をもって充てるのか、一般財源から充てる

のか。極めて大きな分岐点ですので、我々は、やはりある程度の規模の基金を持っていない

と将来対応できないだろうということで、積み上げてきたわけです。 

  それから、もう一つは、議会のほうからも再三、将来の財政シミュレーションを示せとい

うことで、幾つか作業をさせてまいりましたけれども、ことし３月の議会にお示しした内容

は、去年の否決を受けて、中学校３つを維持・存続させる前提で書かせていただいたわけで

す。 

  したがって、現時点においての伊豆市議会の議決に基づいて、これから予算を計画してい

けば、まずは中伊豆中学校の校舎の建てかえ、それから天城中学校の校舎・体育館の建てか

え、そして、しかるべき時期に修善寺中学校の建てかえというものが、財政シミュレーショ

ンは予測しておかなければいけない。ただ、この４月に合併特例債がもう５年間延長になっ

た、あと６年半、再度余裕ができたという条件が変わった中で、中伊豆中学校はそれを充て



－90－ 

るのか、あるいは天城中学校まで充てるのか、あるいは教育振興審議会の答申をこれから議

会はどのように判断されるのか、こういった状況が不透明な中で、伊豆市としては基金を積

み上げて、それから国や県の補助金をしっかり使いながら、市債の残高は決して小さくない

けれども、伊豆市の真水負担は少ないという将来負担比率をここまで抑えてきたわけです。 

  したがって、監査委員さんから御指摘があったように、これは今の数字が小さいからいい

のではなくて、将来投資、これから必ず起こる将来投資について適正に執行するようにとい

うアドバイスは、まさに現状を反映しておりますので、なるべく早くそういった方向につい

て議会の皆さんと議論をさせていただきたいと思います。 

  そのほかについては、それぞれ部長から答弁をさせます。 

○議長（三田忠男君） それでは、補足説明の申し出がありますので、産業部長。 

○産業部長（堀江啓一君） 農業振興地域の関係の基礎調査でございますが、これにつきまし

ては、地籍調査による面積や地番の変更、また道路等公共転用に伴います農業地区域の除外

とかがあります。こういうものにつきまして調査しているという状況でございます。 

  委託内容でございますが、先ほども言いましたように、ワサビ田の位置確認、あるいはワ

サビ田の位置図等の作成、農用地区域編入の検討、農業振興地域界変更案の検討、国土利用

審議会提出資料及び調整資料の作成、関係機関との調整協議と。関係機関につきましては、

静岡県の農地利用課であるとか、伊豆森林管理署、関東森林管理局等々の関係部局との調整

ということでございます。 

  続きまして、地域おこし協力隊でございますが、地域おこし協力隊につきましては、都市

地域から過疎地域等に移住し、一定期間地域に居住して、農林水産業の従事、住民の生活支

援などの地域協力活動を行いながら、その地域への定住、定着を図る取り組みでございます。 

  伊豆市では、平成27年度から現在まで、合計８名の隊員を受け入れてきました。現在、４

名の隊員が活動しています。内訳は、農業、観光それぞれ１名、林業が２名となっています。 

  成果資料にあります「隊員活動や隊員目線での伊豆市の魅力を情報発信し、移住を推進す

る」の記載につきましては、伊豆市に地域おこし協力隊として移住してきた隊員が、田舎へ

の移住を検討しているほかの人たちをターゲットにしまして、隊員活動を通じていく中で伊

豆市の魅力を情報発信し、伊豆市への移住のきっかけづくりを推進していくというものでご

ざいます。実際にいろいろな場面での伊豆市のＰＲを行っており、成果はあるということで

ございます。 

  総合戦略課成果の目標の資料の「２名が新規就農」につきましては、平成28年度と平成29

年度に任務を終了した隊員２名が引き続き伊豆市に定住し、農業に携わってくれたというこ

とで、移住が可能になるということでの成果ということでございます。 

  観光分野におけます地域おこし協力隊につきましては、旅館業等の人手不足を解消するた

めの勤務状況や労働環境調査・研究を土肥地区で行っております。当初は観光業になれると

いうことで、店舗の「ありがとう」での活動を中心に行いましたが、現在は、働く現場環境
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の調査を進めていくことで、多くの方が働きやすい就労形態について検討し、旅館業等の労

働環境の改善に反映させながら、雇用の確保につなげていきたいという形で考えているとこ

ろでございます。 

  続きまして、企業誘致推進活動についてでございますが、ＩＴ企業進出支援策定業務につ

いてでございますが、当事業につきましては、何度も説明させていただきましたが、国の地

方創生推進交付金を活用した３カ年の事業であります。事業の概要につきましては、若年層

の人口流出が顕著な当市において、Ｕターン、Ｉターンの促進や市内の若年層の市外流出を

抑制することを目的としまして、若年層や働きたい女性のニーズに合った、都市部からの新

たな流れを生み出して、産業の誘致や雇用の場を創出していこうという仕組みのものでござ

います。 

  平成29年度の委託内容につきましては、前年度に実施した先進事例や企業等の意向調査、

また、それらの検討結果を踏まえた基本計画をもとに、さらなる企業誘致のための意向調査

やオフィスの設置条件設定、支援メニューの調査のほか、企業誘致に向けた支援スキームの

検討や実証実験等を実施しました。また、こうした企業誘致を推進していくためのあき公共

施設をサテライトオフィスとして誘致用施設とするための改修整備計画についても策定させ

ていただきました。 

  続きまして、産業強化事業についてでございますが、伊豆市の産業振興協議会は、観光事

業の健全な発展と振興、また産業振興を図る目的で設置され、滞在型リゾート伊豆市を目指

しております。 

  昨年度の主な事業は、伊豆市認知度向上・誘客プロモーション事業と伊豆市ブランド化推

進事業などを行いました。 

  誘客プロモーション事業につきましては、伊豆市の魅力をメーンターゲットである首都圏

へのプロモーションと土肥地区への欧米等からの観光誘客を図るモニターツアー等を実施し

ました。また、ブランド化事業につきましては、伊豆市内の特産品のブランド化を図る目的

で、10事業者の11商品を伊豆市ブランド「アマギフト」として認定し、統一パッケージの作

成を行いました。 

  産業振興協議会は、観光庁の日本版ＤＭＯ候補法人として認定され、地域の稼ぐ力を引き

出すとともに、地域への誇りと愛着を醸成する観光地経営の視点にたったかじ取り役として

任務を担っております。 

  発足したばかりであり、まだまだ十分な活動はできていませんが、今後も観光地域づくり

のかじ取り役として、関係機関と連携をとりながら事業に努めていきたいと考えております。 

  以上でございます。 

○議長（三田忠男君） それでは、款ごとに行いたいと思います。 

  再質疑ありますか。 

  木村建一議員。 
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  ふところぐあいの項目で。 

○１６番（木村建一君） いわゆる財政の支援でお尋ねします。 

  この概要報告書には、市長も提案理由の中で述べられていたと記憶しているんですけれど

も、合併算定替による特例措置の縮減の影響によって、前年比１億3,548万円減りましたと、

だから今年度は44億1,273万円となりましたという、そういう決算状況ですということだっ

たんですが、まず２つだけ、ここでお尋ねします。 

  １つは、今言われた地方交付税への影響は、これ読む限り、特例措置の縮減によってこの

１億何千万円か減りましたとなっているんですけれども、そこでお尋ねしたいんです。交付

税って、いろんな計算式があるんですけれども、主には、人口減少とかふえたによっても影

響はすると。それから、もう一つは、年度途中で、年度というかその前の前の年度ぐらいで、

国のほうから、余りにも合併した交付税措置が厳し過ぎて大変だということで、全国知事会

とか、多分、市長会も要求してきたと思うんですけれども、いわゆる普通交付税の算定基準

に一部を見直して、増額を容易にしますよね、支所経費とか消防費だとか。そういうことを

膨らませると、いわゆるよく言う、合併算定替による特例措置で１億3,548万円減りました

よということになると、では、あれ、この今言ったふえたところとか何とかと、いろいろ、

細かくはいいんですけれども主な要因というのは、何かここに影響していないのかなとも思

うもので、わかりましたら、細かくはいいです、大枠でいいですから、その減った要因につ

いてもう少し詳しく話していただければなと思います。 

  それから、経常収支比率、ずっと、去年だけ見てもなかなかわからないものですから、別

に一般質問するわけではありませんが、でも経年的に見てくると、ちょっと10年間振り返っ

たんですが、平成20年度の経常収支比率が88.7％から始まって、ずっと平成25年度まで79と

いうように、ある意味経常収支比率が下がるということはよくなったと、ある意味では、い

ろんな自由に使えるお金が、それからまた平成25年度から少しずつ上がって、今年度は決算

は88.3％になりましたよと、こういうことの経過があるものですから、当然、その収入、支

出によっていろんな状況が違うから、一概に高いから大変になったとか云々ではないと思う

んです。 

  それで、それとの比較の問題と、もう一つは、いわゆる人口がすごく変動がここ激しいも

のだから、トータルで見たってなかなかわからない。そういう意味では、１人当たりの貯金

とか借金がどうなっているのということも非常に大切な要素なのかなと思うんですけれども。

ほぼ、それほど平成20年度に比べると、確かに少しは変わるんですけれども、そんなにびっ

くりするほどの大きな変化はないというふうに思うんですけれども。 

  そうしますと、お尋ねしたいのは、未来に向かってはとりあえず置いておきましょう。ま

だ、きょうは総括ですから。財政健全化判断比率のいろんな報告があったときに、ある意味

では、そこの資料を見たときには、財政は健全となっているという数値を出されました。で

も、もう一方では、今市長言われるように、すごく将来的に考えたときに、今はいいかもし
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れないんだけれども、すごく大変になる時期があるから、今はどこまで来ているのかという

ことは、やっぱり市民にもきちっと把握してもらう必要があるのではないだろうかなと私は

思うので、すみません、ごちゃごちゃしているんだけれども、もう一回、トータル的に、今

言った資料も含めながらお話を聞かせてください。 

○議長（三田忠男君） 答弁願います。 

  総務部長。 

○総務部長（伊郷伸之君） まず、１点目の普通交付税の関係です。 

  議員おっしゃるとおり、当初、平成26年のとき、平成27年からの５年間での支給によって、

当時、19億円から20億円、交付税が５年間で減るのではないかということで、いろいろ市民

との話し合いとかを設けたんですが、その後、国が、やはり合併した市町は支所の数とか市

の面積とかいろいろあるので、消防の経費とかごみの収集の経費、いわゆるもともとあった

交付税の算定の部分の要は底上げをしてきました。それによって、当初19億円から20億円減

ると言われた交付税も、今の試算でいくと約10億円程度ではないかと。当然、人口減少も含

めてです。平成27年に国勢調査をやっておりますので、そのときに、もう平成28年度の交付

税ではその人口減については盛り込まれておりますので、まずはストレートの人口減につい

ては次の国勢調査までは影響は少ないのかなと。ただ、いろんな標準、税収入とか、そちら

には影響してきますので、一概には言えないんですが、ただ、見直しによるプラスの部分に

ついては、恐らく大体落ちついてきたのかなと。いわゆる底上げの部分については落ちつい

てきて、単純に一本算定へ平成31年度をもって縮減が終わる。 

  そういうことで、交付税につきましては、大体当初の支所費等のプラスの部分を見ても落

ちついた、今の想定どおり、来年度でいくとまだ残り10％の縮減がありますけれども、平成

29年度で縮減率が50％で、平成30年度で70％、プラス20％ですよね。ですので、折り返しの

地点に来ておりますが、大体、交付税の状況については、以前よりも見通しが立っていると

いうものです。 

  ２点目の市民１人当たりの貯金とか借金について、当然、これ一概には言えません。ただ、

指標よりもやはり危惧しているのは、先ほど市長も申しましたとおり経常収支比率、こちら

は分母が減っていく中で分子のほうの充当一般税源が逆にふえているということで、70％台

が既に90％弱まで来ていると。これは当然、財政の硬直化、要は投資的経費に回せるお金が

減っていくということにもなりますので、どうしても経常的な支出のほうを抑えておかない

と、分母のほうは減ることが見込まれるわけですので、そこの硬直化については危惧してい

るところです。 

  ただ、市民１人当たりの貯金が現時点では県内でも相当多いわけです。ただ、その貯金は

今後支出されるであろうものの備えというものですので、その経常収支比率が上がるから、

では基金を取り崩してそちらに持っていくかというわけにもいきませんので、単純に数字で

見る借金、貯金の数字よりも、やはり今後しっかり経常的な支出のほうを見直していかなけ
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ればならないというふうに考えております。 

○議長（三田忠男君） 再質問ありますか。 

○１６番（木村建一君） いいです。 

○議長（三田忠男君） よろしいですか。 

  次に、６款、再質疑ありますか。 

  木村建一議員。 

○１６番（木村建一君） すみません。いつも決算時期になると、産業部長といろいろ論議さ

せていただいていたんですけれども、すごくやっぱり地域おこしとか、こういう中山間地に

おける伊豆市の産業構造から見ると、農業も観光も大事なのかなと思うものですから、すみ

ません、重点的にちょっとお尋ねしているんですけれども。 

  農業振興地域整備計画策定となると、何かいろいろと、農業をどうしようかということで

はなくて、いろんな農地の利用度を調べたりとか、いろんなことをやっているから、一概に

いろんな農業を振興させていくための、まさに今言った大もとを、今、やられようとしてい

るのかなという、総括的にそう感じたんですけれども、１つだけお尋ねします。 

  ワサビが農業遺産から世界遺産になって、当然、このとき平成29年度まだ途中だったんで

しょうけれども、ワサビをこの中に入れ込むということによって、当然、委託業者にもその

旨を伝えなければならない、それから基礎調査にも反映しなくてはならないということです

から、この約1,080万円の中で、このワサビを入れることによってどのくらいの比率を占め

ているのか。すみません、細かくなって申しわけないんですけれども、わかりましたら。極

めて重要な、今後の伊豆市にとっても大きな産業、観光産業にも、観光産業と言ったらちょ

っと語弊はありますけれども、伊豆市を周知していただくために重要なのかなと思いますの

で、その点をお願いしたい。 

  それから、地域おこし協力隊のこの整合ある説明を求めますということで、移住を推進す

るということが、何かまだ定着していないんだけれども、さらにこれを定着するよという意

味でとったんだけど、そうじゃなかったとわかりましたが、そうすると、全部が全部、この

平成29年度の中だけ見ても、きちっとこの地域おこし協力隊に入って頑張ってきた方々が一

概にここに定住していないのかなと思ったんですけれども、その点をお願いしたい。 

  それから、旅館分野が少しわからないんです。何を。いわゆる農業関係というのは、極め

て具体的にワサビとかシイタケとかでやられているということはよくわかるんですが……。

すみません、ちょっとお待ちください。 

  ここの観光関係における地域おこし協力隊推進事業の事業の成果の中で、ここにある、ご

めん、繰り返しませんが、何か報告だとか日誌をつくって隊員同士がコミュニケーションを

とっているということになると、その隊員の方々が、この旅館のさまざまな、どこから来て

いるとかいろんなこと、旅館にとって必要なものを土肥地区において調査をするための地域

おこし協力隊ということですか。具体的にそこで旅館業というか、そこに入り込んで云々で
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はなくて、どちらかというと外から見て調査しているのかなと私は受け取った。そういう意

味でどちらを、両方とも優先するだったらいいんですけれども、ちょっと農業関係とは少し

立ち位置が違った活動をこの平成29年度やってきたのかなと思うもので、お願いします。 

○議長（三田忠男君） 答弁願います。 

  産業部長。 

○産業部長（堀江啓一君） 最初の農業振興地域整備計画につきましては、1,000万円以上の

高額という話をさせていただきました。 

  ５年に１回やっているわけですけれども、ちょっと例年のどのぐらいかかったという資料

がありませんので、ちょっと委員会のほうで答弁させていただければと思います。よろしく

お願いします。 

  地域おこし協力隊につきましては、やはり最終的には定住をしていただくということを目

的に、３年間の現地を手伝っていただきながら、最終的には目的としましては、残っていた

だくという形で考えております。 

  現在２名の方が定住をしていただきまして、そのほかの方につきましては現在も活動して

いるという状況がありますが、若干１名の方につきましては、やはり家庭の事情がありまし

て１名帰ったという実例もあります。 

  最終的には、働いて地域の中に残っていただいて、地域の活性化につなげてほしいという

形で考えているところでございます。 

  旅館の関係につきましては、今回、今までは本当に農業とかそういう形でやってきて、現

地でその事業を継いでもらうというのが目的でしたのですが、今回の旅館につきましては、

やはり観光地の伊豆市として、どうしてもやっぱり旅館で働く方が少なくなってきていると

いう状況がありましたので、その少なくなってきている原因を何か、例えばどういうものが

そろえばもっと働いていただけるのかという、そういう調査をしていただくということを目

的に今回は配置させていただきました。 

  ただ、そうはいいましても、やはり旅館の観光地のどういう事業をやっているかとか、そ

ういう現場体験がない中でやっていくというのは難しい話がありましたので、やっぱり初年

度につきましては現場をいろいろ体験させていただきながら、地元の事情を理解していただ

いた上で、旅館としてどういう形にしていけば人が来るのかなと、働く人が来るのかなとい

うような調査をこれからやっていくと、３年かけてやっていくという状況でございます。 

○議長（三田忠男君） 再質疑ありますか。 

○１６番（木村建一君） 次、いきます。 

○議長（三田忠男君） ７款について再質疑ありますか。 

  木村建一議員。 

○１６番（木村建一君） ７款、お尋ねします。 

  これは当初予算のときに、私がいろんな質疑をやったのではなくて、他の議員がいろいろ
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質疑をしている中で、大事なことなのかなと思って振り返ってみたんですが、いわゆる公共

施設とか古民家にサテライトオフィスをつくりましょうと、こういうことだったんですよね。

そういうような部長も当初の詳細の総括質疑の中でやっているんですけれども、そういう角

度からちょっとお尋ねします。 

  サテライトオフィスというのが、その種類があって、多分ここは地方型で、いわゆる地方

自治体が誘致を行う、いろんな自然に囲まれた環境の中で人間らしい生活を行ってもらうん

だよと、都市型とも違う、郊外型とも違う、地方型にやっているのではないかなと思うんで

すけれども、そうすると、そういう前提条件のもとで、では、何がこれにとって必要なのか

ということを、いろんなことを全国的な凡例で、それから凡例、どこでしたか、どこかの自

治体でいろんなところを、先進地を見ていますよという話も当初予算にやったんですけれど

も、では、何が必要なのかというと、最適な子育て環境の実現とか、地方創生に貢献できる、

ここでは、限界集落や高齢化に直面している地方への社会貢献をすることができるというこ

とで、ＩＴ環境を、いわゆるサテライトオフィスを位置づけているんですけれども、そうす

ると、今の到達点、総合戦略のほうも出ていましたけれども、土肥に１業者が来て、地元の

人もそこに入り出したと。 

  もう一つお尋ねしたのは、そこはいいでしょう。いわゆる、あいている公共施設を利用す

るに当たって旧狩野幼稚園があって、そこをサテライトオフィスにするのかなと思ったら、

総合戦略のこの文章を読むと、ここはあくまでもサテライトオフィス展開を検討している企

業へのお試し施設として、そう位置づけているということになると、あそこはサテライトオ

フィスではなくて、あくまでもそこにお試しということでのやろうということで、狩野幼稚

園は、そのように総括をされているということでしょうか。お願いしたい。 

  それから、もう一つ、産業強化についてお尋ねします。 

  社団法人伊豆市産業振興協議会の、別にそれがいい悪いは言わないですよ、批判的に言っ

ているわけではないんだけれども、会長が市長になっていて、そうすると協議会の会長であ

る市長が補助金をいただいて、議決されたものを出すのは伊豆市長だというような２つの役

割をこの中に果たすんですけれども、いろんな取り組みをやりたいということはこの総括文

章を読むとわかるんですけれども、もともと日本版のＤＭＯの役割というのは、当然、部長

御存じのように、ただ単に観光だけではないんだよと。市長もその旨は当初予算のときに話

していたんですけれども、商工業者、交通業者、地域住民、行政、宿泊施設、農林漁業の

方々、これを全部ひっくるめて、そしてやっていくんだよということなんですよね。どこま

でこの連携というのが到達したのか、ちょっと、すみません、前の当初の決算のときの説明

でわからなかったもので、大枠で結構です。今、目標としているところから、いわゆる産業

振興協議会がイコール伊豆市はＤＭＯですよということで市長も述べられて、当初のときに、

今、それがどこまで連携をとれているのか、とれてきたのか、平成29年度、わかりましたら

お願いしたい。 
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○議長（三田忠男君） 答弁願います。 

  市長。 

○市長（菊地 豊君） 後半のほうから、まず、私から答弁を申し上げて、あとは産業部長に

答弁をさせますが、この産業振興協議会はまだ道半ばでございまして、到達しようとしてい

る姿は伊豆市のＤＭＯということになります。 

  先般、サンフロント21懇話会で草津町の前町長さんがおいでになったんですが、あそこは

単一の町でかつ温泉、もう資源はほとんど温泉というところで、温泉に特化をしていて、旅

館組合と商工会の上部構造として観光協会がある、そういった形で単純に機能しているよう

なんです。 

  ところが伊豆市の場合には、まず旧４町の体制がありますし、そこに商工業も、メーンは

観光が主産業というサービス業というのは、データ上はあるんですが、そのほかにもたくさ

んの産業がありますので、そこまでシンプルにはいかない。 

  ただ、さはさりながら、そういった構造を承知の上で、なるべく多くのお客様に伊豆市内

に来ていただいて、３万人を割ろうとしている市内のマーケットをもっと大きくしていく。

市内のマーケットを大きくしないことには、やはり経済発展にはつながらないという観点で、

外からおいでいただく体制をＤＭＯとしてとろうとしているわけです。 

  そこで、まずは、現在、法人化をしております産業振興協議会と伊豆市観光協会は、もう

少し強く連携するか、あるいは組織統合できないかという観点で検討させておりますけれど

も、将来的には、やはり市内の産業関係者が、それとそれぞれの地域でまちづくりをやって

いる方々も含めて、なるべく多くのお客様にこちらに来ていただく、こちらでお迎えすると

いう体制をしっかり強化する方向に進みたいと思っております。まだ、道半ばでございます。 

○議長（三田忠男君） 産業部長、補足説明ありますか。 

○産業部長（堀江啓一君） まず、サテライトオフィスの関係でございますけれども、お試し

という形のものと、最終的にはそこに定着していただきたいという形で、なかなかすぐ来て

いただいて、そこに企業が事務所を構えるというのは難しいというのは思います。その中で、

やはり、一番最初はそこで例えば１年とか２年とかお試しでいていただいて、最終的にやは

りそこでやっていくことが可能になれば、最終的にはそこに根づいていただきたいという形

で考えております。 

  よく先進地なんかの事例を聞きますと、やはり、来ていただいたけれども、補助金とかい

ろいろなお金の切れ目でやはり出ていってしまうとか、最終的には東京から、都市圏から遠

かったから出ていってしまうとかというのもいろいろ聞きます。その中で、やはり来ていた

だいたけれども出ていってしまったでは本末転倒になってしまいますので、そこら辺を長い

間いていただくような形でやっていくためには、お試しという言い方がいいかはわかりませ

んけれども、最初そこにいていただいて、ある程度いろんな条件等を聞きながら、最終的に

は残っていただくという方法で進めていければいいかなという形で考えています。 
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  産業振興協議会の件につきましては、今、市長が言ったとおりでございますけれども、正

会員につきましては、市役所と商工会と観光協会と伊豆の国農協という形の４者で、ある程

度、正会員という形でやっております。賛助会員につきましても、平成29年度の予算につき

ましては、当初50万円という形で、たしか５万円だったような気がするんですけれども、得

たものは最終的には70万円という決算の報告をいただいています。ですから、いろんな形で

団体に理解し始めていただいているのかなという形では考えております。 

  以上でございます。 

○議長（三田忠男君） 再質問ありますか。 

  木村建一議員。 

○１６番（木村建一君） 産業振興協議会の補助金の関係でお尋ねします。 

  イコールＤＭＯ的ですよね、伊豆市の場合は。ですよね。前にもＤＭＯの講演会というか、

何ということで専門家の方がお話になって、聞かせていただいているんですけれども、そう

しますと、いわゆる観光事業者だけではないんだよ、第１次産業から第３次産業まで全部ひ

っくるめて、役場も含めて、住民も含めて、産業が一体となって観光客をもてなす仕組みを

伊豆市でつくろうよということが、もう一番の、何年先になるかわからないんだけれども。

そうしますと、そこに向かっての１つだけお尋ねします。 

  今回のこの補助金が約1,240万円ありますね。大枠で結構です。まだ道半ばなので、そこ

まで到達していないんだけれども、では、この平成29年度約1,240万円の補助金をいただい

て、いただいてではないですよ、払って、市長から、両方の役割を果たしているんだけれど

も、行政側から言うとお支払いをして、どんなことをこの産業振興協議会のほうから報告を

受けたのか、お願いします。主なところだけで結構です。お願いします。 

○議長（三田忠男君） 答弁願います。 

  産業部長。 

○産業部長（堀江啓一君） 先ほど、さまざまなプロモーション事業という形で話をさせてい

ただきました。認知度向上のプロモーションであるとか、ＪＲ東日本の「びゅう」というブ

ランドに対しては伊豆市のパンフレットを提出するとか、日本旅行に対してのパンフレット

とか、いろんな形でさまざまなものをやっております。ただ、昨年度からやったということ

で、最終的な成果につきましては、まだ出ているという状況ではございません。ですから、

その辺につきましての数字につきましては今後、いろんな形で、そのパンフレットを見た客

が来たとか、そういう形のものの情報につきましては集計等をさせて、いろんな形で報告を

させていきたいと思っております。 

  以上でございます。 

○議長（三田忠男君） 以上で木村建一議員の質疑を終わります。 

  以上で通告による質疑を終わります。 

  ただいま議題となっております議案第65号につきましては、議案付託表のとおり所管の委
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員会に付託いたします。 

  ここで、都合により、昼の休憩にいたします。 

  再開は午後１時10分からいたします。 

 

休憩 午後 ０時１１分 

再開 午後 １時１０分 

 

 

○議長（三田忠男君） 会議を開きます。 

 

◎議案第６６号～議案第７２号の質疑、委員会付託 

○議長（三田忠男君） 日程第２、議案第66号 平成29年度伊豆市公共用地取得事業特別会計

歳入歳出決算の認定についてから、日程第８、議案第72号 平成29年度伊豆市農業集落排水

事業特別会計歳入歳出決算の認定についてまでの７議案を一括して議題といたします。 

  これより質疑に入ります。 

  質疑の通告がありませんので、ただいま議題となっております議案第66号から議案第72号

までの７議案につきましては、議案付託表のとおり所管の委員会に付託いたします。 

 

◎議案第７３号の質疑、委員会付託 

○議長（三田忠男君） 日程第９、議案第73号 平成29年度伊豆市水道事業会計剰余金の処分

及び決算の認定についてを議題といたします。 

  これより質疑に入ります。 

  質疑の通告がありますので、これを許します。 

  15番、森良雄議員。 

〔１５番 森 良雄君登壇〕 

○１５番（森 良雄君） 15番、森良雄です。 

  議案第73号 平成29年度水道事業会計剰余金の処分及び決算の認定について。 

  大平にある相談センターの決算はどこに記載されていますか。一応、この確認ですけれど

も、ページ187でよろしいんですか。 

  この大平の相談センターについて、決算の内容、事業の内容を伺いたい。 

  以上。 

○議長（三田忠男君） ただいまの質疑に答弁願います。 

  市長。 

〔市長 菊地 豊君登壇〕 

○市長（菊地 豊君） 建設部長に答弁をさせます。 
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○議長（三田忠男君） それでは、建設部長。 

○建設部長（山田博治君） それでは、森議員の質問に対しお答えいたします。 

  御質問の正式な契約名称は、水道維持調査等業務委託でございます。特別会計歳入歳出の

決算書の186ページをお願いします。その上段の表の中に、（１）に重要契約の要旨にての

この契約内容に記載をしております。 

  そして、170ページ、171ページの水道事業決算報告書の中に、この費用につきまして、下

段の表に収益的支出の１款水道事業用費用、１項営業費用として支出しております。 

  詳細につきましては、188ページになりますけれども、収益的支出の１目原水、浄水、配

水及び給水費の８節の委託費料の中で支出いたしました。 

  事業の内容としましては、漏水の対応窓口として漏水情報の受け付け、修繕の手配等々、

市民からの水道に関する相談などを行っております。 

  以上です。 

○議長（三田忠男君） 再質疑ありますか。 

  森良雄議員。 

○１５番（森 良雄君） 具体的にいいです。この相談センターの運営費は幾らなんですか。

それを聞きたいんです。それから、ここでは何人働いているんですか。それから、相談件数

はどのぐらいあったか伺いたい。 

○議長（三田忠男君） 答弁願います。 

  建設部長。 

○建設部長（山田博治君） これの支出の契約は186ページの、先ほど言いましたように重要

契約の要旨の上段、２段目にあります。契約年月日が平成29年７月５日の1,231万2,000円に

なります。 

  それと、ここでは職員が３名いまして、正規の職員が２名、パートが１名になります。10

月１日から行っていますので、３月までの６カ月間、受け付け件数は325件、その中で修繕

数は134件ありました。 

  以上です。 

○議長（三田忠男君） 再質疑ありますか。 

  森良雄議員。 

○１５番（森 良雄君） 質問というより確認だけれども、６カ月で1,200万円も使っている

んですか。３人いるということですけれども、そうすると１年やったら2,400万円もこの予

算、金使うのか。それをちょっと確認したいです。 

  それから、相談件数が三百何件、どんな相談件数を受け付けているんですか。伺います。 

○議長（三田忠男君） 答弁願います。 

  建設部長。 

○建設部長（山田博治君） 契約は３月31日までの契約なものですから、７月６日からの工期
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になりますので、７月６日から９月30日までは開設するまでの準備期間、実際、10月１日か

ら６カ月間を業務をやったということで。だから、実質９カ月の契約額になります。 

  相談の問い合わせですけれども、やっぱり一番多いのが漏水、例えば、家の近くから道路

が水が漏っているとか、そういうことが非常にやっぱり、上水、簡水がありまして、あとは

宅内の要するに維持側ですけれども、宅内の関係でやっぱり不安になったとか、一応、そう

いうことについて相談があるということで、やっぱり市民の方はそこでいろいろなことを教

えていただくものですから、対応としてはいいなということで、いろいろ相談になっていた

だいているということは聞いております。 

  以上です。 

○議長（三田忠男君） 以上で森良雄議員の質疑を終わります。 

  ただいま議題となっております議案第73号につきましては、議案付託表のとおり、所管の

委員会に付託いたします。 

 

◎議案第７４号～議案第８１号の質疑、委員会付託 

○議長（三田忠男君） 日程第10、議案第74号 平成29年度伊豆市温泉事業特別会計剰余金の

処分及び決算の認定についてから日程第17、議案第81号 平成29年度伊豆市矢熊財産区特別

会計歳入歳出決算の認定についてまでの８議案を一括して議題といたします。 

  これより質疑に入ります。 

  質疑の通告がありませんので、ただいま議題となっております議案第74号から議案第81号

までの８議案につきましては、議案付託表のとおり所管の委員会に付託いたします。 

 

◎議案第８２号の質疑、委員会付託 

○議長（三田忠男君） 日程第18、議案第82号 平成30年度伊豆市一般会計補正予算（第２回）

を議題といたします。 

  これより質疑に入ります。 

  質疑の通告がありますので、これを許します。 

  13番、西島信也議員。 

〔１３番 西島信也君登壇〕 

○１３番（西島信也君） 13番、西島信也です。 

  私は、議案第82号 平成30年度一般会計補正予算（第２回）につきまして質疑を行います。 

  予算書の51ページの第３表、債務負担行為、虹の郷用地境界確定測量業務委託ということ

でございますが、これが2,324万5,000円であります。これにつきましては、先月の８月15日、

全員協議会におきまして若干の説明がありました。どういうことかというと、この理由につ

いてですけれども、目的というか理由についてですけれども、公共施設の再検討というのが

１つ、それからもう一つが、敷地の賃借料を見直すというようなことの説明があったわけで
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すけれども、何だかよくわからなかったわけですから、ここで改めてこの事業の目的につい

てお伺いをいたします。 

  以上です。 

○議長（三田忠男君） ただいまの質疑に答弁願います。 

  市長。 

〔市長 菊地 豊君登壇〕 

○市長（菊地 豊君） 産業部長に答弁させます。 

○議長（三田忠男君） それでは、産業部長。 

○産業部長（堀江啓一君） それでは、私から説明させていただきます。 

  今回の業務の委託の目的は、修善寺虹の郷の借地の整理のためでございます。 

  第２次伊豆市総合計画では、伊豆市の人口減少による施設利用需要の変化や老朽化による

維持管理費の増加に鑑み、施設の廃止や用途、機能の見直し、再配置、規模縮減を計画的に

進め、次世代の財政負担軽減を努めるとあります。また、平成29年３月に策定された伊豆市

公共施設総合管理計画では、修善寺虹の郷を含む観光施設の基本方針として、借地を整理し

た後に譲渡や廃止、再編成を検討するとされています。 

  当施設の借地料は年間約1,175万5,000円にも及び、将来の人口減少やそれに伴う税収減を

鑑み、借地契約の見直しや返地等も視野に入れて借地の整理を行っていく必要があります。 

  しかし、契約時の測量から30年以上の歳月が経過し、現在の測量と方法、制度ともに大き

く異なる点や、借地の整理のための各借地の境界を確定させる必要があることから、当該借

地についての測量業務の委託を実施することになりました。 

  以上でございます。 

○議長（三田忠男君） それでは、再質問はありますか。 

  西島信也議員。 

○１３番（西島信也君） それでは、再質疑をさせていただきます。 

  今、説明では借地の整理をするんだよということで、要するに虹の郷が負担になっている

から借地の整理という、一つお伺いしたいのは、虹の郷をどこかに売り払うのかということ

をお伺いしたいです。 

  それと、この境界の確定を測量するということは、もう大体、相手先は決まっているんで

すか、どうなんですか。要するに、この借地の整理ということと境界の確定をやると。境界

の確定といったって、物すごく広いわけですよ。あそこは何十万坪とあるわけですから、物

すごく広いですから、これを全部やるのかどうなのかということです。虹の郷の敷地を全部

を測量し直すのか。それでは、1,175万円くらいではできないのではないかなという気もす

るんですけれども。 

  要するに、これはどこかへ売ってしまうか、あるいは虹の郷を廃止するのか、そこら辺は

どういうふうに考えてこの業務測量委託、債務負担ですけれども、これをやろうとしている
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のかお伺いいたします。 

○議長（三田忠男君） 答弁を願います。 

  市長。 

○市長（菊地 豊君） 私のほうから申し上げます。 

  まず、虹の郷をこのまま維持する、廃止する、民間に委ねる、どの方向にいくかは決めて

おりません。ただ、これまで申し上げておりますとおり、伊豆市は全体として公共施設が極

めて多い。そして、老朽化率日本一という非常に厳しい状況にあることは、議会で何度も申

し上げているとおりです。そして借地が多い。 

  そこで、今、伊豆市の全体の中で、行政で使うものについてはもう買わせていただく、買

うことができないところはお返しをする。そういう方向はもう、どの施設であれ、方針とし

て決めてあるわけです。それが１つ目。 

  ２つ目は、虹の郷でそれを進めようと作業をし始めたその途中段階において、現地を借地

させていただいているところの面積が、ひょっとしたら現状とかなり違うのではないかと危

惧される場面が出てきたということです。まだ、はかっていないのでわかりません。そうす

ると、いつも西島議員から御指摘いただいているとおりに、ひょっとしたら今の借地料のお

支払いが適正ではない可能性があるということです。これは大きな問題ですので、しっかり

測量させていただき、そして、仮にそういう問題があるのであれば、しっかり是正をする必

要があるだろうと。これは行政の立場として考えている。そのような意味での今回の予算の

お願いでございます。 

○議長（三田忠男君） 産業部長。 

○産業部長（堀江啓一君） 今回の測量の面積でございますが、全体で6.7ヘクタールという

形になります。 

  図面のほうにつきましては、明日の委員会のときに提示させていただきます。 

  以上でございます。 

○議長（三田忠男君） 再質疑ありますか。 

  西島信也議員。 

○１３番（西島信也君） 今、市長からの答弁もあったわけですけれども、要するに、これは

借地部分を測量するということなんですか。それが１つお伺い、借地部分を測量するのか。 

  それで、借地部分を返すとか返さないとか、そういうお話あったわけですけれども、返す

といったって、虹の郷自体が物すごく広くて、一部を返してそれでいいのかどうなのかとい

うこともあるわけですから、返していいところもあれば悪いところもあるでしょうから。 

  要するに、この借地部分のことについてやろうとしている。市長の前段のお話だと、虹の

郷の廃止とか、あるいは売り渡すとかどうだとかという、そういうことは考えていないんで

すか。あくまでも借地のことについて、借地部分を整理する、返すなら返す、そのための測

量ということでよろしいですか。 
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  要するに私が言っているのは、測量するのは借地部分かどうかということ。それから、全

体の目的は、あくまでも借地の部分の整理であって、全体の虹の郷を廃止するとか売り飛ば

すとか、そういうことではないということですか、この業務委託については。それ、どうで

すか、お伺いします。 

○議長（三田忠男君） 答弁願います。 

  産業部長。 

○産業部長（堀江啓一君） 測量につきましては、借地部分のみということで測量することで

ございます。 

  当然、虹の郷につきましては、以前からも御指摘されているとおり、利用者が減少してい

るという状況があります。最盛期は約100万人弱いた利用者が、現在20万人というところが

ありますので、その辺のことも、経営という形でどうしていくかという形はやはり課題にな

っていると思いますので、今回はとりあえず借地問題のみでございますが、その後につきま

しては、やはりいろんな形で、どういうふうに持っていくかというのは検討していくことが

必要であると考えています。 

  以上でございます。 

○議長（三田忠男君） 市長、特にありませんか。いいですか。 

  市長。 

○市長（菊地 豊君） 基本的な方針をもう一度申し上げますと、全ての市の施設は、今、日

本全国、大体40年か50年ぐらい、1960年代、70年代に整備されたものは全部老朽化している。

これはもう御承知のとおり。それを今、更新して、設備投資しようとしている状況にあるわ

けです。 

  伊豆市の場合には、そこで合併という事業が起こりましたから、公共施設については、真

に将来も必要なものについては合併特例債という財源を使って、新たな設備投資をしたいと

思っているわけです。 

  次は、問題は観光施設。観光施設をこの時代に市が持って公務員がやるべきかどうかにつ

いては、大きく見直す余地はあると思っています。これは虹の郷だけではありません。恋人

岬もそうだし、湯の国会館もそうだし、天城会館もそうだし、今、天城会館は公募をしてい

ますけれども。ただ、現状において、虹の郷の将来像を民営化するとか、民間に譲渡すると

かいう方針を決めているわけではございません。 

○議長（三田忠男君） これで西島信也議員の質疑を終わります。 

  次に、15番、森良雄議員。 

〔１５番 森 良雄君登壇〕 

○１５番（森 良雄君） 15番、森良雄です。 

  議案第82号 平成30年度伊豆市一般会計補正予算について質問させていただきます。 

  まず、新こども園建設事業８億1,650万円、事業の内容を伺いたい。 
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  鍵のある保育室、私はこれ、鍵、反対ですけれども、鍵を頼るということは、子供の見守

りがおろそかになりませんか。それから、外周に市道をつくる。伊豆市の道路をつくるよう

ですが、子供たちの安全を考えるなら、こども園の専用道路にすべきではありませんかとい

う質問です。 

  続いて、今、話題の虹の郷です。 

  債務負担行為補正で虹の郷用地境界確定測量業務委託2,324万5,000円があります。用地の

境界を測量するということですが、その目的を伺いたい。 

  今、質問がいろいろありまして、いろいろ明らかになってきました。西島議員の質問と同

じような答えは要りませんから、でも地代の値上げではないということなんで、まずそれを

確認したい。地代の値上げはしませんね、市長さん。ということは、船原、上船原にある天

城ドームですか、あそこは400万円の地代が菊地市長になって600万円になったんですよ。そ

ういう前例があるんです。これは、あれですね、地代を値上げするための測量ではありませ

んね。まず、それを１つ確認。それから、もう一つ。これは自然公園は含みませんね。それ、

ここで２点だけ答えてください。 

  続いて、地域医療対策事業、これは決算のところでも質問しておりますけれども、ここで

は、どうも機器を購入するということです。支出目的、内容を伺いたい。 

  特に、決算のときも言いましたけれども、あのところ、機器の購入ではないということで

すけれども、機器の購入ではなくて運営費の補塡だというんです。議員の皆さん、運営費の

補塡に２医療機関に２億円も、伊豆市は大盤振る舞いと言わざるを得ないです。ここではど

うも高額の機器、どんな機器をどういうふうに使うのか。ここでは決算のときと同じです。

オペレーターもつけられるような、それだけの経営体質なのかどうなのか、その辺を含めて

お答えいただきたい。 

○議長（三田忠男君） ただいまの質疑に答弁願います。 

  市長。 

〔市長 菊地 豊君登壇〕 

○市長（菊地 豊君） それぞれ担当する部長から答弁をさせます。 

○議長（三田忠男君） それでは、まず初めに、健康福祉部長。 

○健康福祉部長（村井克代君） それでは、まず、議案書の50ページの第２表継続費補正とい

うところで説明させていただきます。 

  新こども園の建設事業ということですけれども、事業の内容につきましては、新こども園

本体建設工事７億円、新こども園進入路工事１億円、施工監理委託料1,650万円の合計が８

億1,650万円となります。本体工事と進入路工事の８億円のうち、40％の３億2,000万円が平

成30年度分となっております。 

  それから、保育室の鍵ですけれども、新こども園保育室及び併設する児童発達支援施設に

ついて、子供が触れられない内側の高い位置に鍵がつきます。常時施錠するということでは
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なく、多動ぎみのお子さんがいる場合など、安全を確保するため、保育士等が保育室にいる

状態で内側から鍵をする場合があるということです。子供の見守りがおろそかになるという

ことはございません。 

  市道についてですけれども、新こども園建設地の北側と西側には住居がございます。現在

も使われている道路がありますので、計画している道路は、完成後も住民の方々も使うため

に市道として整備するものです。 

  また、子供たちの安全性を考え、通園時の乗りおりは園専用の駐車場内で行います。 

  以上です。 

  それから、続きまして、議案書の67ページ、４款の市内公的病院等補助金についてお答え

いたします。 

  この補助金は、公的病院の運営費に対する補助金で、伊豆市内ですと伊豆赤十字病院と静

岡厚生連リハビリテーション中伊豆温泉病院の２病院がございます。公的病院の指定は、医

療法の第31条に規定されております。補助額は、特別交付税におきまして、不採算地区公的

病院等への助成に要する経費として国が示す算定基準をもとに算出した金額でございます。 

  支出目的は、地域において必要な医療を継続的に確保する観点から行うものです。 

  伊豆赤十字病院への補助内容は、決算のときにも申し上げましたが、医師、看護師の確保

を初め、救急医療体制の強化や小児医療及び婦人科医療の充実を図るための事業費の補助と

して１億3,267万9,000円です。 

  また、中伊豆温泉病院へは、専門外来の充実としての医師確保、安全・安心の医療提供を

図るための手術体制の確保等に対しまして、8,925万円を計上しております。 

  なお、高額の医療機器につきましては、このほどの補助事業の対象とはしてございません。 

  以上です。 

○議長（三田忠男君） 産業部長。 

○産業部長（堀江啓一君） それでは、虹の郷の件でございますが、事業の目的につきまして

は、先ほど西島議員の質問にお答えさせていただいたとおりでございます。 

  地代の値上げのための借地かということでございますが、あくまでも借地を整理するため

でございます。必要なものは買わせていただくという方向で進めていきたいと考えておりま

す。 

  あと、測量の範囲でございますが、自然公園を含むのかということでございましたが、梅

林のほうは借地があるので含みます。ただモミジ林のほうにつきましては、借地がございま

せんので、そちらは含んでおりません。 

  以上でございます。 

○議長（三田忠男君） 再質疑ありますか。 

  森良雄議員。 

○１５番（森 良雄君） 再質問させていただきます。 
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  まず、こども園です。私が言いたいのは、内側から鍵をかけようが外側から鍵をかけよう

が、鍵をかけられる設備にしようとするということは事実だと思うんです。僕は、発達障害

児といえども人間だと思っているんです。私の子供はまだいないけれども、少なくとも孫が

そうだったら、鍵のかかるような施設には入れたくないなと私は思っています。市長はどう

ですか。これ以上いくと意見になっちゃうから、あれだけれども。 

  では、虹の郷用地について移ります。 

  市長、答えてください。値上げはしませんね。あなたは前例をしているんですよね。上船

原では値上げをしているんです。いわゆる実際は広かった、だから値上げというのか、広く

なった分だけお金を払いますと。400万円の地代が600万円になっているんです。ここでぜひ、

値上げはしませんと言ってください。 

  それから、次の地域医療対策なんですけれども、どうも私の思い違いなんですね。今まで

僕は機器を買っているんだと思っていたんですけれども、どうも機器ではないと。やはり運

用に対する補助をするということですね。そうすると、よほどの経営改善でもされない限り、

毎年この程度の補助はせざるを得なくなるのではないかと思うんですけれども、この辺はど

うですか。伺います。 

○議長（三田忠男君） おのおの答弁願います。 

  市長。 

○市長（菊地 豊君） 虹の郷については、先ほど来答弁申し上げたとおりです。 

  それから、地域医療なんですが、もう、これも議会では何度も何度も申し上げていますけ

れども、実はきのう、ドクターヘリ運用に関する委員会がございました。そこで、私も驚い

たんですが、静岡県には御存じのとおり２基ドクヘリがあります。東部のほうは、患者、空

輸数が何と全国で２番目なんです。そして、西部の聖隷三方原は、順天堂のほうが1,100人

余りに比して300人余りなんです、西部は。これ、この違いはどう理解したらいいのですか

と伺ったところ、やはり病院の数が違う、西部のほうは対応できる病院がたくさんあるので、

そこに救急車で行けばいい。東部の場合にはほとんど順天堂なので、そういった空輸が多い

ということで、３倍も多いんです。 

  こういった状況の中で、逆に言えば幸いに、伊豆市はまだ順天堂に近いということはある

のですが、それに行くまでの間、内科であれば赤十字病院で、整形外科であれば温泉病院で

診ていただけるというのはとても貴重な存在なんです。したがって、内科系で毎年約700台

の救急車は伊豆日赤で受けていただいているわけです。 

  もう一つ大切なことは、順天堂で手当をしていただいた術後の対応で、内科系は日赤に、

整形外科系は温泉病院に、これがないと東部にとって極めて大切な順天堂の病院も機能でき

なくなるおそれがある中で、我々は伊豆市民の公益を考えたときに、この補助策は、国のバ

ックアップも受けておりますけれども、極めて大切だろうと、このように考えております。 

  そういった地域医療の深刻な現状の中で、この事業につきましては御理解を賜りたいと思
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います。 

  こども園については、先ほど部長から説明したとおりであって、鍵をかけて外から入れな

いようにほったらかしにするわけではなく、子供さんの安全を確保するために、職員ととも

にということですので、そこは誤解なきようによろしくお願いをいたします。 

○議長（三田忠男君） 値上げについてはどうでしょうか。 

  市長。 

○市長（菊地 豊君） これは、借地料の価格に関する業務ではございませんので、それは要

するに検討の対象になっておりませんから。 

○議長（三田忠男君） 補足はありますか。よろしいですか。 

  再質疑ありますか。 

  森良雄議員。 

○１５番（森 良雄君） 再質問させていただきますけれども、こども園について、内側であ

れ外側であれ鍵を用意しておくということは、現実に用意するわけですね。内側から鍵をか

けるということは、要は出られないようにするということですよ。これも事実ですよ。発達

障害児がいるということは、ほぼマンツーマンの保育者というんですか、先生をつけるので

はないですか。その辺はどうなんですか。まず、それを確認したい。 

  それから、地域医療。伊豆半島のことを考えれば、今、市長さんがおっしゃった、市長さ

ん、何ですか、初めてそんなことを認識したわけですか、伊豆半島があるという。静岡県は、

もうあれですよ、長さでいったら新幹線の駅が幾つあるんだって、これはもう鉄道マニアの

中では有名な話ですよ。６つか７つあるわけで、そのぐらい静岡県はでかいんで、ドクター

ヘリ、この辺に来てもらうのは当然ですよ。 

  要は市長さんはもう、あれですか、もう毎年２億円近くの金をこの病院に負担するという

ことなんですか。そういうふうに考えているのかどうなのか。 

  大体、市民はみんな、日赤にしろ温泉病院にしろ、順天堂に入院できなくなったら、みん

なこの２病院へ入ってくると、順天堂の下請だっていうことは、もう、みんな市民は知って

いることですよ。だから、もう２年間、運営費の負担をしているわけですね。これからもす

るつもりなんですか。伺いたい。 

○議長（三田忠男君） 答弁願います。 

  市長。 

○市長（菊地 豊君） ここは伊豆市にとって最も大切な議場という場で、その下請という言

葉は。要するに役割分担しないと医療って、今、維持できないわけですよ。ですから、お医

者様はお医者様、いわゆるかかりつけ医、それから二次救急は二次救急、そして、三次、中

核病院は中核病院、そういったお互いの機能を最大限発揮して役割分担するという、やっぱ

り市議会議員としては、ぜひそういった市民にとって本質的な御議論を何とか進めていただ

かないと、この会議を見ていらっしゃる市民の方々に対して、私は、本当に本当に苦労され
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ている方々に余り、やっぱり、申しわけないんですが、不快に感じる発言は、ぜひ議会の中

でやっぱり一定のルールをつくっていただければと思います。 

  先般も伊豆赤十字病院の院長さんにお目にかかりましたけれども、病院のほうはいいとお

っしゃっていました。今、老健のほうがちょっと負担になっていますけれども。あそこまで

危機的な状況になった日赤が今、院長先生以下６人で頑張っておられて、やっぱり自治医の

若い先生方がとても頑張っておられて、それによって、なぜ入院を受けられるかというと、

若い先生方がすごい負担の中で夜勤をしてくれているわけです。 

  今、ＭＲＩが古くなっているので、これが壊れてしまうと脳梗塞を診断できないと、全部

順天堂に送らなければいけない、700台を。今、脳梗塞を自分で判断できるので、これはう

ち、これは入院、これは順天堂と分けられる。 

  そういった、とても今、頑張って、地域医療の役割分担が進もうとしている中での議論を、

ぜひ市議会議員として、市民の代表として、そういった観点で御議論いただければと思って

おります。 

  したがって、２億円という数字ありきではなしに、もし、将来老健の負担を小さくできる

とか、病院のほうの赤字が解消されれば、当然、それは数字としては変わっていくと思いま

す。今、その途中で、一時期２億円近くまでいった、補助金あって２億円近くまでいったも

のが、かなりゼロに近づいている状況ですので、何とかこれは小さくして、なし得る限りな

るべく早く病院経営が黒字になるように、これは私だけではなく、市民の皆さんとともにそ

の方向を目指していければと思っています。その補助金の金額というのは、その後に出てく

る数字だろうと考えております。 

○議長（三田忠男君） 補足説明はよろしいですか。 

  健康福祉部長。 

○健康福祉部長（村井克代君） こども園…… 

〔「すみません。議長、ごめんなさい、訂正します」と言う人あり〕 

○議長（三田忠男君） 市長。 

○市長（菊地 豊君） すみません、ちょっと私の表現に誤解があったかもしれませんので。 

  うちの出している補助金は、必要な機能をそこで持っていただくための補助金であって、

赤字補塡ではありませんので、すみません。そこは赤字だから幾ら、黒字だから幾らという

ことではございませんので、ちょっと私の説明は間違っておりましたので、あくまでこれは、

伊豆市がつけているのは、伊豆市民にとって必要な機能を持っていただくための補助金です

ので、すみません、そこは訂正をさせていただきます。 

○議長（三田忠男君） 補足説明で、すみません、国の制度の機能と、先ほどの児童について

も、設備上の違反性はないとか、運用上の問題では確かに拘束の問題とかがありますので、

その辺をわかりやすく答えていただければ幸いですが。 

  健康福祉部長、お願いします。 
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○健康福祉部長（村井克代君） それでは、最初に、こども園の鍵の関係ですけれども、この

辺につきましては違法性はございません。 

  そして、今現在もこども園のほうには、安全を守るためのフックであったりとか、そうい

う鍵ということでなっております。それによって、ゼロ歳児は保育士１人に対して３人、そ

れから１歳児は６人に対して保育士１人というような形でそれぞれ規定がございますけれど

も、その中で安全を確保しているという状況でございますので、御理解のほどお願いしたい

と思います。 

  そして、また過去には、そういう、万が一不審者が外部から来た場合には保育室のほうで

守れるというような意見も、保育士のほうからございました。 

  以上です。 

○議長（三田忠男君） これで森良雄議員の質疑を終わります。 

  ただいま議題となっております議案第82号につきましては、議案付託表のとおり所管の委

員会に付託いたします。 

 

◎議案第８３号～議案第８７号の質疑、委員会付託 

○議長（三田忠男君） 日程第19、議案第83号 平成30年度伊豆市国民健康保険特別会計補正

予算（第３回）から日程第23、議案第87号 平成30年度伊豆市農業集落排水事業特別会計補

正予算（第１回）までの５議案を一括して議題といたします。 

  これより質疑に入ります。 

  質疑の通告がありませんので、質疑はないものと認め、質疑を終結いたします。 

  ただいま議題となっております議案第83号から議案第87号までの５議案につきましては、

議案付託表のとおり所管の委員会に付託いたします。 

 

◎議案第８８号、議案第８９号の質疑、委員会付託 

○議長（三田忠男君） 日程第24、議案第88号 伊豆市農村環境改善センター条例の一部改正

について及び日程第25、議案第89号 伊豆市保育所条例の廃止についてを一括して議題とい

たします。 

  これより質疑に入ります。 

  質疑の通告がありませんので、質疑はないものと認め、質疑を終結いたします。 

  ただいま議題となっております議案第88号及び議案第89号につきましては、議案付託表の

とおり所管の委員会に付託いたします。 

 

◎議案第９０号の質疑、委員会付託 

○議長（三田忠男君） 日程第26、議案第90号 伊豆市運動施設条例の一部改正についてを議

題といたします。 
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  これより質疑に入ります。 

  質疑の通告がありますので、これを許します。 

  16番、木村建一議員。 

〔１６番 木村建一君登壇〕 

○１６番（木村建一君） 16番、木村建一です。 

  議案第90号 伊豆市運動施設条例の一部改正について質疑を行います。 

  いわゆるこの議案は天城温泉プールの廃止の問題であります。 

  ３点お尋ねします。 

  １つ目です。天城温泉プールの廃止の理由に老朽化を上げていましたが、公共施設を廃止

するかどうかの基準にしているということでしょうか。 

  ２つ目、廃止を提案するに当たって利用者の意見は聞きましたか。温泉プールを利用して

いる方には、中伊豆まで行ってくださいということになりませんですか。そういうことでし

ょうか。 

  ３点目です。天城小学校の低学年の児童が授業にこの施設を利用していますが、学校側に

は代替案も含め話し合いをしているのでしょうか。 

  以上、よろしくお願いします。 

○議長（三田忠男君） ただいまの質疑に答弁願います。 

  市長。 

〔市長 菊地 豊君登壇〕 

○市長（菊地 豊君） 所管が教育委員会でございますので、教育委員会のほうから答弁をし

ていただきます。 

○議長（三田忠男君） それでは、教育部長。 

○教育部長（金刺重哉君） それでは、議案第90号の御質問についてお答え申し上げます。 

  まず、今回の①でございますが、老朽化を廃止の理由にしているかということについての

基準はあるかについてのお尋ねでございます。 

  過日の提案理由でも御説明申し上げましたとおり、廃止の理由は築40年以上の建物の老朽

化が著しいこと、既に５年ほど前から耐震性能が劣って安全性で課題があるということ、こ

のために利用者にとっての安全性の確保、これができないということが最大の理由でござい

ます。 

  なおかつ、今般、これまでも５年にわたりましてさまざまな審議会でやりました、この教

育委員会でも審議してまいりました。今回も公共施設総合管理計画の基本方針に沿った対応

ということで、それを理由に今回の提案をさせていただいております。 

  続きまして、利用者の意見聴取、これは非常に大事だというふうに我々も認識しておりま

して、過日の全員協議会の場でも、利用者のアンケートをとって、それに対しての対策をと

ると申し上げました。 
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  ７月に利用者255名からアンケートを聴取しました。主には、今回の中伊豆温水プールに

以降するに当たりましての課題でありますとか、そういったものを聞き取るための目的でご

ざいます。全体255名のうち、やはり温泉であるとか、中にはすいているからいいとかとい

う意見もございましたけれども、全体のうち14％、35名の方が何とか残してもらえればあり

がたいということでございましたが、やはり施設の安全面を考えた場合、それから伊豆市と

しての適正な施設規模を考えた場合には、中伊豆の温水プールの移行はやむを得ないだろう

というような意向でございました。 

  当然のことながら、天城から中伊豆のほうに移りますので、それに対する送迎関係の対策

等は、20名の方から送迎のことについての御意見をいただいておりますので、現在、個別に

対応を含めて準備をしているところでございます。 

  それから、③の天城小学校の低学年児童、実はこの夏も、おっしゃるとおり２時間ずつ、

５回実施をいたしました。この件につきましても、天城小学校とは既に協議を始めておりま

す。現時点では、来年度は、今現在３年生、４年生が使っております狩野プール、こちらの

ほうでこの１、２年生が使えるような環境整備をする方向で現在、準備を進めておるところ

でございます。 

  学校側とも引き続き十分協議をしまして、必要な改修、備品構築、こういったものの整備

をしてまいる所存でございます。 

  以上でございます。 

○議長（三田忠男君） 再質疑ありますか。 

  木村建一議員。 

○１６番（木村建一君） この公共施設の、きょうも議題となっていましたけれども、総合管

理計画が手元にありますけれども、平成29年３月に出されて、それで、この中の一環ですよ

ね、これも。別にこれだけ取り出して教育委員会がやっているわけではない。だから聞いて

いるんです。公共施設の廃止というのが何を基準にやるのかというと、老朽化問題ですと。

確かにこの中に、いろんな総合的かつ計画的に管理を実現するための方策とかいろんな方向

性が出ているんですけれども、老朽化しているから廃止するんだよというところが一つの基

準なのか確認したい。 

  それから、今、聞いていますと、利用者の意見を聞きましたかというと、こういうお話。

確認ですよね、一般質問ではないから。間違えないように聞きますけれども、移行するに当

たっての課題を聞きましたと。そうすると、どんなアンケートかわからないんだけれども、

残してほしいですか、それとも、こうこう、こういう理由で廃止していいですかというアン

ケートですか。それとも、移行するんだけれども、それについての御意見をというアンケー

トだったかどうか確認したい。 

  ３点目のところ。なぜ狩野プールが使えないかと、１年生から３年生は身長がないものだ

から、５年生のように狩野プールに入っちゃうと、泳げない子は溺れちゃうんですよ。だか
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ら、天城温泉プールのあそこの２つあるちょっと小さな、子供からすると膝上ぐらいなのか

な、でも、そこでプールを初めて泳ぐという行為が深いほうではなくて小さなところででき

るから、１年生から３年生まで、天城小学校は、狩野小学校のときは先生が２時間、授業と

いうことで行っているわけ。多くすると時間かかっちゃうから、１時間かかるから、そうな

っている。 

  そうすると、今聞きますと、狩野プールを使いたいという、その対策は当然とれた上での

廃止提案ですね。子供たちに聞くと、冷たいと、あそこは極めて冷たいですというお話も伺

いました。それらの対策もとれて、本当によりよい教育環境の、子供たちのために、天城温

泉プールを廃止して狩野プールのほうがよろしいということですか。ちょっと見えないの、

具体的に。 

  それと、ごめん、最初に戻りますけれども、耐震性を上げていました。確かに古いんです

よ。だけれども、耐震補強という選択肢は考えなかったのかどうか、お願いします。 

○議長（三田忠男君） 答弁願います。 

  教育部長。 

○教育部長（金刺重哉君） それでは、お答えいたします。 

  まず、老朽化だけか、耐震補強とか改修を考えなかったかということについては、当然、

選択肢の一つではございました。ただ、実は利用者もピーク時は１万6,000人から7,000人平

均ございましたけれども、昨年度は１万3,000人を割っているという状況もございます。 

  それから、先ほどの耐震性、長寿命化をした場合の温泉施設を含めた形の維持管理経費、

それから整備経費、こういったものを勘案した場合に、中伊豆温水プール、既に築19年では

ございますけれども、まだまだ利用キャパも十分ございます。こういったことを総体的に勘

案して、伊豆市教育委員会としては移行するという結論に達したということが今回の状況で

ございます。利用者の安全確保ということを最前提に検討してまいったところでございます。 

  それから、アンケートの内容につきましては、こちらも既に５年ほど前から廃止の方向で

答申をいただいたり、教育委員会のほうでもさまざまな議論をしてまいりました。今回のア

ンケートについても、耐震性が非常に危ないので、それを前提に市の教育委員会としては中

伊豆温水プールに移行したい、ですから、そのために皆様どうしたら利用していただけるか

ということを主眼にアンケートをとらせていただきました。 

  それから、先ほどの１、２年生、非常にやはり浅い場所でなければできないということで

ございます。実は狩野プールにも小さなプールがございますけれども、こちらの利用やら、

あるいはもう少し高い、そこに備えるプールフロア、こういったものの整備、導入もぜひ必

要だというふうに考えておりますので、こういった対策を現在検討しているところでござい

ます。 

○議長（三田忠男君） 再質問。 

  木村建一議員。 
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○１６番（木村建一君） 質疑ですから、余り、制限しますけれども、すみません。 

  狩野には２つプールがあって、１つはそれこそ幼児用ですよね。丸くて、直角ではなくて、

滑り台のような形で、あくまでも幼児ですよね、使えるのが。それを小学校低学年が泳げる

ように考えたいということですか。ということは、かさ上げしなくちゃならないし、まして

や面積的に見ると極めて小さい。そこで、学校側も含めて、そういう対策でもよろしいとい

うか検討しているかわかりませんが、そんな話をしているわけね。 

  最後に、その点、すごく教育長も教育委員もわかるけれども、ちゃんとそこのところの確

認をとった上でやっていくのが大事なのかなと思いますので、そのあたり、最後にお尋ねし

ます。 

○議長（三田忠男君） 答弁願います。 

  教育長。 

○教育長（西井伸美君） その今おっしゃった、四角ではないけれどもちょっとおもしろい形

をした、あれは結構浅いから、それが１、２年生メーンで使う予定はありません。そうでは

なくて、プールにベンチみたいなものを沈めて浅くします。わかりますか。プールフロアと

いうものらしいですが、例えば１コースと２コースはそれをやって低学年の子供たち、さっ

き言った小さい幼児用のプールというのは、やはり１年生なんかは最初は水が怖い子がいる

から、そのときなんかに幼児用のプールもうまく利用させてもらいますよということで、基

本的にはプールフロアをして、高さを子供たち、１、２年生にも合うくらいの水深にした上

で利用していくということです。 

○議長（三田忠男君） これで木村建一議員の質疑を終わります。 

  以上で通告による質疑を終わります。 

  ただいま議題となっております議案第90号につきましては、議案付託表のとおり所管の委

員会に付託いたします。 

 

◎議案第９１号の質疑、委員会付託 

○議長（三田忠男君） 日程第27、議案第91号 市有財産の焼損に伴う和解についてを議題と

いたします。 

  ただいまより質疑を行います。 

  質疑の通告がありますので、これを許します。 

  13番、西島信也議員。 

〔１３番 西島信也君登壇〕 

○１３番（西島信也君） 13番、西島信也です。 

  私は、議案第91号 市有財産の焼損に伴う和解についてということで質疑を行いたいと思

います。 

  この和解についてですけれども、この議案によりますと、地方自治法第96条第１項第12号
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の規定により、議会の議決を求めるというものでございます。 

  どうも、私が見て、これは非常に大げさなことをやっているなというような感じがするん

ですけれども、この和解についてですけれども、これをちょっと時系列で言いますと、要す

るに、狩野川漁協の組合員が、カワウ対策のためにロケット花火をつり橋の上から発射した

と。そして、その後、２時間後ですか、火災が起こり、橋の一部が焼損したということです。 

  そこで、これは誰のせいだと、そういうあれがあるわけですけれども、そこで管理者であ

る市とロケット花火を発射した漁協は、それぞれ法律上どのような主張をなさったのでしょ

うか。どのような争いがあって、この和解ということに至ったのでしょうか。 

  和解というのは、これは民法で規定されているわけですけれども、当事者間に法律関係に

ついて争いがあった場合、法律関係の争いということは、法律関係の争いを判断するのは裁

判所ですから、そういう争いがない限り和解というのはないわけでして、だからどういうふ

うな法律関係の争いがあったんでしょうか。お伺いをいたします。 

○議長（三田忠男君） ただいまの質疑に答弁願います。 

  市長。 

〔市長 菊地 豊君登壇〕 

○市長（菊地 豊君） 建設部長に答弁をさせます。 

○議長（三田忠男君） それでは、建設部長。 

○建設部長（山田博治君） それでは、西島議員の質問に対してお答えします。 

  まず、施工管理者である市とロケット花火を発射した相手側との話し合いについて説明し

ます。 

  まず、事故後は、相手側が全て修繕費用を負担するということで話は進んでおりました。

その中で、本件は失火法が適用されるか否かについて、改めてそこで話し合いをしてきたも

のですから、争点は、故意や重過失の場合を除き、失火によって損害をこうむった相手に対

し損害賠償責任を負わなくてもよいという失火法が適用されるかという点でございます。 

  先日、提案理由でも述べさせていただきましたけれども、市の顧問弁護士に相談をかけま

した。本件に失火法が適用されるかどうかは、実際、裁判をしてみなければわからないとい

う見解もあり、相手方にもその話をしまして、その話し合いにより和解を望んでいるという

ことでありますので、今回、この議案書の和解の内容で相手方と話し合いを進めているとこ

ろでございます。 

  以上です。 

○議長（三田忠男君） 再質疑ありますか。 

  西島信也議員。 

○１３番（西島信也君） それでは、再質疑させていただきます。 

  まず、これは和解ということですよね。和解というのは、これは要するに争訟の、訴訟と

か裁判とかそういうことなんですよ。それを何で建設部のほうから話をしなければならない。
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これはおかしい話であって、これは当然、市長なり、言ってみればそういう争訟の相手は、

争訟の担当は総務部でしょうから、市長ではなければ総務部から話をするのが当然だと。そ

んな建設部に言ったってしようがないですよ、建設部の話ではないんだから、これは。 

  それで、私はさっきも言いましたが、要するに、両者言い分がそれぞれあるから、和解と

いうことになったわけですよね。そういうところが何にもさっぱりわからない、どういう言

い分があったのか。要するに狩野川漁協の人がロケット花火でやって、間違って橋を燃して

しまったと、そう言っているのかどうなのか。それを一つお伺いしますけれども、それはど

うなんですか。これは建設部が答えることではないですよ。争訟の話、裁判の話なんですか

ら、これは。 

  それで、これは裁判所でやっているんですか、これは、こういう争いは。さっきも言いま

したが、裁判所でやっていない限り、そんな和解なんていうのはあり得ないんですよ。裁判

でなければ、そんな、私ら仲直りをするから和解だと、そういうものではないでしょう、こ

れは。 

  地方自治法にのっとってやっているわけでしょう。いいですか。地方自治法には、これは

ひっつめて言いますけれども、地方自治法の第96条第１項第12号、これは要するに、こうい

うときには議会の議決を得なければならないということです。普通地方公共団体が、その当

事者である審査請求その他の不服申し立て、訴えの内容、ちょっと省きますけれども、途中

飛びますけれども、和解、あっせん、調停及び仲裁に関することは、普通地方公共団体が民

事上または行政上の争訟及びこれに準ずべきものの当事者となる場合に、議会の議決を必要

とする旨の規定であると。和解というのは、ただ単に仲直りをするとか、そういう問題では

ないですよ。ちゃんと法律上の裁判にのっとってやっていることなんですよ、これは。 

  これ、一つお伺いしますのは、裁判所でこういう争いをやっているんですか、どうなんで

すか。それを一つお伺いをいたします。要するに裁判所に市が訴訟で訴えたのか、あるいは

簡易裁判所でもいいですよ、訴えたのか。その結果、和解契約に至ったのかどうかというこ

とを一つお伺いいたします。 

  それで、和解というのは、当事者間の法律関係につき争いなき以上、例えばその法律関係

を確定するための規約でも、和解契約とは言えないと。だから、どういう法律関係の争いが

あったかということを一つ、それは最初に言いましたけれども、どういう法律関係の争いが

あったのかということを。そうでなければ、何がなんだかわからないではないですか、これ

は。この議案自体がわからないと。狩野川漁協はどういう、おらはやっていないよという、

それをやったというのを言っているのか、市は、幾らかかるから全部を払えと言っているの

か、その結果和解になったのかどうなのか、そういうところを説明してくれなければ、さっ

ぱりこの議案はわからないですよ、何が何だか。それをお伺いします。 

○議長（三田忠男君） 答弁願います。 

  総務部長。 
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○総務部長（伊郷伸之君） まず、この地方自治法で言う和解について説明させていただきま

す。 

  議員は、この自治法で言う議会の議決による和解は裁判上の問題、土俵といいますか、裁

判の中に上がらなければこれに該当しないということなんですけれども、当然、中には民事

訴訟法上の和解もあるでしょうし、民法上の第695条の和解、これは単純に、当事者がお互

いに譲歩して、その間に存する争いをやめることを約束すると、これが和解です。決して裁

判沙汰にならなければ和解ということではありません。 

  当然、交通事故なんかでもそうですよね。示談、過失割合が２対８か、３対７か、その譲

歩をして、どこかに落ちつく、これ当然、和解です。今まで専決のときにも説明させていた

だいております。その和解によって損害賠償の額が決まるので、議会で損害賠償の額と和解

について今までも報告させていただいております。その交通事故も当然、裁判所で争ってい

る場合ではございませんので、当然、裁判で争う場合もあるでしょうし、裁判の外で民法の

規定によって、お互いが譲歩して争いを、どこかで合意点を見つける、これも立派なという

か、この自治法で言う議会の議決を得る和解でございます。 

  相手方との問題でいいますと、当然、市の所有物である橋が何らかの原因で焼けたと。所

有者と原因者の間で、当然、法律関係というのでいけば、原因者は民法第709条の規定によ

って損害賠償しなければいけないという規定があります。ただ相手方は、失火の責任に関す

る法律でいくと、重過失また故意重過失がなければ民法第709条の規定はありませんよとい

う主張、市としては、いや、それは重過失なりに当たるのではないかという主張、それが双

方に話し合って、では材料費とそれ以外の労賃で一定の約束が成立したということで、今回、

議会にお諮りしているものでございます。 

○議長（三田忠男君） 再質疑はありますか。 

  西島信也議員。 

○１３番（西島信也君） 今、総務部長さんからお話があったんですけれども、和解は裁判所

で訴えを起こさなくても和解だという、そんなことはないですよ。それは何というか、示談

というんですよ。そういうのは示談と。 

  いいですか、示談というのはどういうのかというと、ここに書いてありますけれども、民

事関係の争いを裁判によらず当事者間で解決すること、これを示談と言っているんですよ。

これはまさしく示談なんですよ。和解ではない。 

  和解というのは、ちゃんとあなた民法読みましたか。民法の第695条というのを。「和解

は、当事者が互いに譲歩をしてその間に存する争いをやめることを約することによって、そ

の効力を生ずる」となっているんですよ。争いというのは、裁判所における争いのことを言

っているんですよ。 

  ここの地方自治法第96条のその解説、逐条解説というところを読みますと、裁判によらず、

民事訴訟法第89条の訴訟上の和解及び同法第275条の訴訟提起前の和解を含むと書いてある
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わけですけれども、訴訟提起前の和解というのは、簡易裁判所に訴えたときのことを言って

いるんですよ。だから和解というのは、法律関係でその和解をするということは、裁判所に

とにかく行かなければだめなんですよ。和解でも何でもない。それは示談にすぎないんです。 

  したがって、地方自治法第96条第１項第12号には、私は当たらないと考えているわけです

けれども。ちゃんと聞いていてくださいよ、総務部長さん。よそで話していないで。したが

って、これは議会が議決する議案には当たらないと。だって和解以外だって、それは議会の

議決は必要だよと。でも、これは和解ではないんだから、示談なんだからと思いますけれど

も、どうですか。これは示談なんですよ。和解ではありませんよ、これは。 

  内容的については、それは、どっちがやったとか、認めたとか認めないとか、いろいろあ

るけれども、私はそんなロケット花火を発射して火事になるなんて思わないけれども、それ

はともかくとして、とにかく私は、これは示談であって和解ではないと、したがって、これ

は議会が議決する議案ではないと私は思いますけれども。もうちょっと何か言うことがあっ

たら言ってください。なかったらいいですよ。 

○議長（三田忠男君） 答弁願います。 

  総務部長。 

○総務部長（伊郷伸之君） ここで言う和解には当然、議員おっしゃるとおり示談と言われる

ものも、一つの話し合いによって、先ほどの交通事故の例も言いましたけれども含まれます。 

  そして、ここで言う和解、議員みずからもおっしゃっておりました、和解というのは民法

第695条の規定による和解、さらには民事訴訟法第89条の和解と同法第275条の訴え提起前の

和解を意味しますと。 

  当然、先ほど議員が読まれたとおり、この民法第695条には裁判なんてことは一切書いて

ございません。お互いが争いごとについて譲歩して、話し合って、約する、これが一つの民

法の第695条の和解ですので、先ほどの交通事故の示談もここで言う和解に該当しておりま

すので、いつも交通事故のときには謝りながら、示談の内容いわゆる和解の内容と損害賠償

の額も報告しております。まさしくここで言う和解に当たります。 

  以上です。 

○議長（三田忠男君） 以上で西島信也議員の質疑を終わります。 

  次に、16番、木村建一議員。 

〔１６番 木村建一君登壇〕 

○１６番（木村建一君） 16番、木村建一です。 

  議案第91号 市有財産の焼損に伴う和解について質疑を行います。 

  そもそも論から質疑を行います。 

  狩野川漁協が、施設を燃やしたことを原因の一つと認めたというふうに議案書にあります

が、警察署及び消防署はこの失火についてどういう見解を述べておられますか。失火をした

方の話を客観的に裏づける根拠を示してください。 
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  ２点目は、今言った一つということは、ほかに燃やした原因があるということではないで

しょうか。お答えください。 

  ３点目、損失負担割合は何によって決めていますか。金額の明示もされていませんが、説

明してください。相手方の材料費以外とは、抽象的でわかりませんので説明願います。 

  総まとめです。そもそもです。これからまたそもそもへ入るんですが、議決を求める根拠

として、地方自治法第96条第１項第12号になぜ該当するのか。大体わかりましたが、極めて

簡潔にお答えいただければありがたいです。よろしくお願いします。 

○議長（三田忠男君） ただいまの質疑に答弁願います。 

  市長。 

〔市長 菊地 豊君登壇〕 

○市長（菊地 豊君） 建設部長及び総務部長から答弁をさせます。 

○議長（三田忠男君） それでは、建設部長。 

○建設部長（山田博治君） それでは、私は、①、②、③についてお答えします。 

  まず、施設が燃えたことにつきましては、大仁署は、現時点において事件性はないと考え

ているとのことでした。また、田方南消防署は、断定はできないが花火が原因であった疑い

があるとのことです。ただ、防犯カメラ等が現場に設置されていないため、失火した方の裏

づけをする資料はありませんが、相手方も認めているとおり矛盾がないことから、施設を損

傷させた原因は花火であると推定しております。 

  ２番目につきましては、火災当日は火災気象通報が発令されており、火災が起こりやすい

状況であったことから、このような言い回しにしていただきました。 

  ３番につきましては、負担割合につきましては、あくまで話し合いによる歩み寄りによる

ものです。火災にあった木製の床板は、橋として利用上問題はないが、多少なりとも経年劣

化があったと推定できるため、市が材料費を負担する形で話を進めたいと考えております。 

  また、相手方には現況復帰するための損傷調査費10万円と、あとその工事費に約35万円、

合計約45万円を負担を求めたいと考えております。 

  以上です。 

○議長（三田忠男君） 総務部長。 

○総務部長（伊郷伸之君） ④について、先ほどの西島議員の答弁と重なりますが、自治法で

言う議会の議決が必要な和解と判断した理由ですが、ここで議会の議決が必要な和解という

のは、当事者が対立する主張をお互いに譲り合って、その間の争いを解決することを目的と

すると言います。広い意味でいわゆる示談というものも、この和解に該当します。 

  今回の場合、市がその損傷を受けたもの、民法第709条の不法行為による損害賠償を求め

ております、当初。相手方は失火の責任に関する法律の規定により、失火の場合は、故意や

重過失がない場合を除いては、先ほどの民法第709条の規定が適用されないと。よって、損

害賠償の必要はないという主張でございます。この双方対立した主張をお互いに譲り合って、
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和解によって双方の負担を決定するというもので、先ほど申しました議会の議決を要する和

解に今回の件は該当するという判断でございます。 

  以上です。 

○議長（三田忠男君） 再質問ありますか。 

  木村建一議員。 

○１６番（木村建一君） いろいろ聞きましたけれども、警察署が申告書を出したという話も

聞きました。調書ではないんです、申告書。今、部長が言われたように、私がやったかもし

れないということなんですよね。かもしれない。日本の法律では、疑わしきは罰せずですよ。

疑ったら罰するのではだめですよね。 

  それでお尋ねするんです。だから、客観的に打ち上げた花火によって火がついたんですか

という、誰しもがそうだよねとならない限りは、漁協の責任かどうかが私はわからない。可

能性はあるというだけであって。 

  そうすると、こんなことも言っていたそうです。こうなるとは思わなかったと、こう述べ

たから、だからそうだった、あなたでしょうということになっちゃう。故意ではないけれど

も、あなたは火をつけたよねと、こうなっちゃっているわけですよね、今。客観的な裏づけ

というのは、例えば消防署が入りました。実験をやって、ああ、なるほど、こうすればつく

可能性があるなということは、ちゃんと行政側として検証された上でこういう議案を出され

たのかお尋ねしたいと思います。 

  それから、ちょっとわからないのは、火をつけた可能性があるのは漁協だよねと言ってい

るんですよね。でも、修繕のための材料費として、みんなのお金をそこに出しますよという

意味がわからない。あなたが責任のある可能性があるんだったらば、あなた方、全額やりな

さいよというのはそうだろうけれども、そこが和解というんでしょうか。よくわからない。

なぜ市がそこでお金を出すのかわからない。 

  そもそも、お尋ねします。そもそも。この法律の中に第96条の第12号というのを読むと、

ほかの法律がその間にいっぱい入り込んできているものだから、何を言っているんだかわか

らなくなっちゃうんだけれども、本当に。だけれども簡単に言うと、今言った普通公共団体

が、その当事者である審査請求その他の不服申し立て、訴えの提起、和解、あっせん、調停

及び仲裁に関することと、こうなっているわけですよね。いろんなパターンがある。では、

今回はどのパターンですかと。あっせんですか、調停ですか、仲裁ですかというのがわから

なくて、提案しているわけではないですか。 

  裁判所がどうのこうのというのは、それぞれ状況があるから、何とも言えないんだけれど

も、いわゆる本当にこれで提案するのかなと思って、ちょっとお尋ねしたいのは、通常だと、

いわゆる相対立するというんだから、市が主張していることと漁協が主張していることは違

うんですと。今回の火災の原因について、市はあなたでしょうと言う、可能性があるでしょ

う、漁協は、かもしれないと言って、市が結ぼうとしているんだけれども、お互いが相対立
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する、今回で言うなら漁協と市が話し合いの機会を持って……。ここでわからないのは、通

常あっせんというのは、第三者の双方の主張をまとめる人がいて、それは誰かというと紛争

審査会というのがあって、そこでやって、僕は、この第96条が適用されるというふうに理解

しているんですけれども、あといろいろあるんだけれども、調停はこうですよという条件、

仲裁はこういう条件ですと。それぞれニュアンスが違うんだけれども、紛争を締結する、和

解に導こうとする制度だという意味では一緒になっちゃう、この第96条、第12号というのは。

そのあたりはちゃんと文書を取り交わして提案したんですか。 

  最後に、ちょっとお尋ねするのは、ほかの事例も調べたんだけれども、通常、和解をしま

しょうといったら、ちゃんと文章によって、あなたはこう言っていましたよね、私はこう言

った、でもここについては、こうこう、こういうことだから、もう金額はお互いに払い合い

ましょうねということで、和解についてという文書が通常は議題として出てくるんだけれど

も、伊豆市はそういうことはないということですか。 

○議長（三田忠男君） 答弁願います。 

  市長。 

○市長（菊地 豊君） すみません。私のほうからまとめて、市民に公益性のあるという観点

から整理をして答弁を申し上げます。 

  まず、これが起こった後、漁協の方が私のところにいらっしゃいました。花火でどうも火

がついたと。それで、ただ、そのときは、全部の補修費用まではきついので、何とかそこは

市から支援もしてもらえないだろうかというような話だったんですが、そこは、市長として

やります、やりませんという話ではなかったので、そこで一旦、状況は承知しましたという

ことでお帰りいただいたんです。 

  その後、失火法の適用があるので免責されるであるよという話に担当レベルでなったよう

なんです。その失火法が適用されるかどうかについては、裁判をやってみないとわからない

ということなんです、顧問弁護士さんの判断が。裁判を起こすということは、市役所にとっ

ても、つまり市民にとっても漁協にとっても負担が大きいだけで、要するに裁判費用のほう

が高いわけですから、そこで伊豆市と漁協で、お互いに余計な裁判費用をかけて確定するよ

りは譲歩し合いましょうと、要するに和解ですよね、ということに今、至っているわけです。 

  和解の定義については、さっき総務部長が繰り返し申し上げたとおりです。 

  さらに、何に疑義があるか私にはわからないのですが、それ以外の火がつくかどうかとい

うのは、これは警察署とか消防の責務であって、我々は、先方さんも過失を認め、そして失

火法による免責を主張されということの前提ですから、それ以外のところは、市民の公益を

考えた場合に、もっと確定するために裁判をやらなければならないということにはやっぱり

ならないだろうということで市長として判断をし、お互いに譲歩する和解という手法を選ん

で、今、ここに議会のお諮りをしているところでございます。 

  ちょっと、私は逆に言うと、どこが今、論点になっているのかよくわからないんですが。 



－122－ 

○議長（三田忠男君） 再質問ありますか。 

  木村建一議員。 

○１６番（木村建一君） すみません。いろいろなことを話したから、わかりづらかったかも

しれないですけれども、一番の根本は、一番問いたいのは、その漁協の方が私がやったかも

しれないと言ったら、やったということになっちゃうわけですか。だから言ってるの。客観

的に、なるほど、こういう状況だから、極めて可能性が。言っただけでやるんですか、行政

というのは。私がやったかもしれないと言ったら、あなた、金出してよということをやるん

ですか。そこがわからないの。普通はちゃんと、裁判とか云々ではなくて、事実関係、本当

にこれが確実性があるのかどうかということは、行政というのは調べないんですか。それは

調べない。その人の言うことを信じて、やりましたということを言ったから、やったかもし

れないと言ったから、漁協が一定程度責任を持ちなさいと。客観的事実はなくても、そのこ

とを信用したということですか、今回提案しているのは。 

○議長（三田忠男君） 答弁願います。 

  市長。 

○市長（菊地 豊君） 議場外であれば、また別にお話は個人としてしても差し支えないんで

すが、今、議場においては、要するに議案の審議をお願いしているわけです。ここは当事者

である、そもそもこれが起こった執行機関である市長のところに来られた漁協の方から始ま

ったわけです。その方が自分たちの過失を、あるかどうかではなく、認められて、その上で

お互いに権利と責任を確認し合って、譲歩し合って、和解案に至っているわけであって、そ

れが本当に彼らが半信半疑でいるから調べろとか、警察がとか、我々は警察でも消防でもな

いので、本当に花火で火がつくかどうかというのは伊豆市の責務ではありませんので、当事

者である漁協さんがそれを今認められていることがここでの論点であって、それが正しいか

どうかは我々の管轄外ですので、それはちょっと議案の中では、何というんでしょう、議案

外ということで、その疑義はまた別の場で漁協さんと話し合っていただければ事足りるのだ

ろうと思いますが。 

○議長（三田忠男君） 以上で木村建一議員の質疑を終わります。 

  以上で通告による質疑を終わります。 

  ただいま議題となっております議案第91号につきましては、議案付託表のとおり所管の委

員会に付託いたします。 

 

◎議案第９２号の質疑、委員会付託 

○議長（三田忠男君） 日程第28、議案第92号 公の施設の指定管理者の指定について（月ケ

瀬地域振興施設）を議題といたします。 

  ただいまより質疑を行います。 

  質疑の通告がありますので、これを許します。 
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  16番、木村建一議員。 

〔１６番 木村建一君登壇〕 

○１６番（木村建一君） 16番、木村建一です。 

  議案第92号 公の施設の指定管理者の指定について質疑をいたします。 

  いわゆる月ケ瀬の地域振興施設を株式会社村の駅に指定管理者として提案したいというこ

となんですけれども、これは施設がある意味ではなくても、伊豆市の公の施設の指定管理者

の指定の手続等に関する条例が、あらかじめというところで変わりました。そこでお尋ねし

ます。 

  今、どういう到達点なのかなと思っているのは、あらかじめ指定管理者の候補者を選定す

る準備行為が必要だよとなったときには、指定管理者はあらかじめ選んでよろしいよという

ことだったんですよね。そして、今回はその予定候補者がいいでしょうねとなって、選定し

た指定管理者の候補者が今回決まったから、議会に提案したという判断をいたしました。 

  したがって、あらかじめという準備行為を選定した指定管理者の候補者にする間があった

と私は判断したものですから、この間の手続及びその内容を、どういう論議をされて提案さ

れたのかお尋ねします。 

○議長（三田忠男君） ただいまの質疑に答弁願います。 

  市長。 

〔市長 菊地 豊君登壇〕 

○市長（菊地 豊君） 総合政策部長に答弁をさせます。 

○議長（三田忠男君） それでは、総合政策部長。 

○総合政策部長（田村英樹君） それでは、お答えいたします。 

  まず、今回の議案でございますが、前回の６月の議会におきまして、まず、伊豆市月ケ瀬

地域振興施設条例、道の駅の設置に関する条例、これが議会で御承認いただいたため、今回、

お諮りしているというところでございます。 

  そのあらかじめという準備行為という御質問でございますが、今回、施設の設置に当たり

まして、今回の地域振興施設、こちらにつきましては用地の取得のための手続として、事業

認定という手続をとるという必要がございました。これに時間を要することがございまして、

まず事業認定の手続をして用地を確保して、それで初めて施設の設置の根拠となるところで

ございます。ただ、今回、全体のスケジュールを考えたときに、それから指定管理者、これ

を指定するという分では非常に時間が短過ぎるということで、それ以前に指定候補者という

形をとりたいというところがございました。 

  この事業認定の手続が４月になりまして、その後、用地買収を順調に地権者の皆様の御協

力をいただいて買収が済んだところで、それで、６月の議会におきまして設置条例をそこで

議案として提出させていただいたわけでございます。 

  そういった状況を踏まえた中で、今回、いよいよ指定候補者から指定管理者という形に議
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会のほうで御承認をいただきたいという内容で進めてまいったものでございます。 

  以上です。 

○議長（三田忠男君） 再質疑ありますか。 

  木村建一議員。 

○１６番（木村建一君） 初めてですよね。何か、候補者の予定者みたいのがいまして、その

方と施設の運用面についてとか、もっともっと指定管理者が入れやすいようにということで、

予定の予定みたいで変だけれども、決めたわけですよね。それで、今度は初めてその予定と

いう言葉が外れて、指定管理者として提案したいというのは、きょうではないですか。 

  そうすると、すみません、ちょっとわからないのは、この手続に関する条例の中で、スム

ーズにいっていると、指定管理者の候補者として選定しているということはスムーズにいく

んだけれども、あらかじめ決めたわけでしょう、一回。候補者をあらかじめ決めましたとい

うのは、前ではないですか。今回、本格的に提案してきたということになるんだから、そう

すると、どういうふうに考えればいいのか、ちょっと整理してください。 

  選定基準を照らして審査をして、指定管理者の候補者として選定しましょうねと。それが

終わったら今度、議会の議決を得て、指定管理者に指定するためにどうしなくちゃならない

のかというと、この条例だと、伊豆市の指定管理者審査会の意見を聞かなくちゃならないと

いうことですよ。 

  予定は予定として聞きました、今度正式に上げますよといったときに、その間に何が起こ

ったかというと、このあらかじめ選んでよろしいよといった、そのあらかじめの準備行為が

必要な場合ということで、もう詳しくは言わないけれども、規則の中で１、２、３とありま

すよね。これが、そのあらかじめ決めた候補者を選ぶがための、あらかじめの中身として動

き始めたわけではないですか。そして、これが終わったから、きょう、提案しているわけで

すよね。そうすると、この間、指定管理者審査会というのは、あらかじめから予定候補者だ

ったのが、正式に議会に上げましょうねといったときの、その間の審査会というのは、いわ

ゆる今言った１、２、３のそのうちの、今、部長が言った１つか２つのことについて、この

中でその業者と合意してきたというか話し合いをしてきたから、満足だから提案しましょう

ねということは、きょうですよね。では、その間は何、指定管理者の審査会は開かなくて、

あらかじめ決めた予定候補者はすんなり、そのままずっとストレートに予定候補者になると

いう、そういう仕組みをとっているんですか。 

○議長（三田忠男君） 答弁願います。 

  総合政策部長。 

○総合政策部長（田村英樹君） これまでも議会のほうで、私のほうで説明したと思っており

ますが、１月17日には、まさしく今、木村議員が言われた部分についての御説明を申し上げ

ました。 

  今、議員のほうからありました指定管理者の審査会、この議論をやりなさいということは、
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これは１月10日にその答申を受けております。12月に審議会は開かれたんですが、それを10

日に今回御提案している候補者を答申されましたので、１月15日に候補者の選定をしたとい

うことは、既に御説明させていただいております。 

  あらかじめというのは、事前にそういった行為を手続をするという意味と捉えていただけ

ればと思います。 

〔「もう一回聞きます」と言う人あり〕 

○議長（三田忠男君） 再質問ありますか。 

  木村建一議員。 

○１６番（木村建一君） すみません。ここだけ、今言った。 

  準備行為の必要性があるからと規則でつくったんですよね。それで予定候補者を選びまし

た。そうすると、その準備行為の必要性やその内容について、それは審査会は知っていると

いうことですか。前もって決めようと言っているんだから、それも含めて審査会は、これに

ついてはある意味では関与しないと、準備行為の必要性、その内容、１、２、３のうちどれ

かを適用するけれども、それについては審査会は、もう既に前決めたんだから関与しないと、

審査会をスルーすると、そういう手続を今、伊豆市はとっているんですか。 

○議長（三田忠男君） 答弁願います。 

  総合政策部長。 

○総合政策部長（田村英樹君） そういった問題が生じるために、この手続の条例につきまし

ても、昨年度、議会のほうでも改正をさせていただいたわけでございます。 

  今、議員からいろいろ手続についての御質問がございますが、手続的な流れについてはさ

まざまな考え方があろうかと思いますが、今回は指定管理候補者が指定管理者として適当で

あるかどうかを御審議いただく議案でございます。 

  今回の候補者は、今申し上げました公募により応募されたものでございます。それが指定

管理者審査会の審議を経た後、候補者として選定されたものでございます。この候補者につ

きましては、これまでもほかの地域での道の駅の指定管理ですとか、運営の実績もございま

す。また、候補者になってからこれまで何度も協議、調整を進めておる中で、市としては円

滑な指定管理が期待できるものと考えているところでございます。 

  以上です。 

○議長（三田忠男君） 以上で木村建一議員の質疑を終わります。 

  以上で通告による質疑を終わります。 

  ただいま議題となっております議案第92号につきましては、議案付託表のとおり所管の委

員会に付託いたします。 

 

◎散会宣告 

○議長（三田忠男君） 以上で、本日の議事は全て終了いたしました。 
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  次の本会議は、９月19日午前９時30分から開催します。 

  本日はこれにて散会いたします。 

  御苦労さまでした。ありがとうございました。 

 

散会 午後 ２時４９分 

 



 

 

 

平成30年第３回（９月）伊豆市議会定例会 

 

（第３号 ９月19日） 
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開議 午前 ９時３０分 

 

◎開議宣告 

○議長（三田忠男君） 皆さん、おはようございます。 

  本日は、多数の傍聴者の方が見えておりますので、本当にありがとうございます。 

  ただいまから平成30年第３回伊豆市議会定例会を再開いたします。 

  本日の出席議員は16名であります。定足数に達しておりますので、会議は成立いたしまし

た。 

  直ちに本日の会議を開きます。 

 

◎議事日程説明 

○議長（三田忠男君） 本日の議事日程は、お手元に配付のとおりであります。 

 

◎一般質問 

○議長（三田忠男君） 日程に基づき一般質問を行います。 

  今回は10名の議員より通告されておりますので、本日と明日の２日間で行います。 

  質問の順序は、配付資料に記載した順となります。 

  本日は、発言順序１番の西島信也議員から発言順序５番の木村建一議員まで行います。 

  なお、議会基本条例第14条第２項の規定により、本会議における一般質問は一問一答方式

で実施します。 

  これより順次質問を許します。 

 

◇ 西 島 信 也 君 

○議長（三田忠男君） 最初に、13番、西島信也議員。 

〔１３番 西島信也君登壇〕 

○１３番（西島信也君） 13番、西島信也でございます。 

  きょうは、傍聴席いっぱいの傍聴の皆様ということで、大変ありがとうございます。 

  最初に、ただいま市長から御報告がありましたが、長期イタリア旅行ということで、無事

御帰着おめでとうございました。 

  重要な定例決算議会の開会中、このさなかに、10日間にわたり海外旅行を行ったというの

は、まさに異例中の異例であると思うわけでありますが、先ほど報告もありましたが、市長

として、伊豆市長としてどのような成果があったのか。また、市民に対して御報告されるこ

とを期待しております。 

  それでは、本題に戻りまして、一般質問を行わせていただきます。 

  旧天城湯ヶ島支所の違法貸し付けということでございます。 
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  伊豆市長は、株式会社ＤＡＩＫＩＣＨＩ─これは東京ラスクということですが─と平

成30年３月27日に、旧天城湯ヶ島支所の一部の賃貸借契約を次のとおり締結をいたしました。 

  契約期間は、平成30年４月１日から平成32年11月30日まで。賃料は月額28万2,578円、こ

れは税込みということが書いてあります。年額にしますと339万円でございます。不動産物

件といたしまして、土地が、要するに、天城湯ヶ島支所の中ですけれども、土地が2,746平

方メートル、駐車場部分を含む。建物が、旧天城保健福祉センター、これは鉄骨造りの４階

建てでございますが、そのうちの１階部分の1,629.82平方メートルを貸してあるということ

でございます。 

  この上記、今申し上げました賃貸借契約につきまして、次のとおりお尋ねをいたします。 

  この契約は、随意契約の方法で締結したと聞いておりますが、地方自治法第234条では、

年額30万円以上の物件の貸し付けは、競争入札にて行わなければならないとしております。 

  この随意契約にしなければならない何か特別な理由があるのか、あるのなら御説明をいた

だきたいと思います。 

  ２番目、この土地、建物の賃料は、月額28万円余りでありますが、世間相場と比べると非

常に安くなっていると思われます。どのような算出根拠をもって28万円としたのか、説明を

願いたいと思います。 

  以上です。 

○議長（三田忠男君） ただいまの西島信也議員の質問に対し、答弁を求めます。 

  市長。 

〔市長 菊地 豊君登壇〕 

○市長（菊地 豊君） 私からは、まずこの東京ラスクの位置づけについてのみ申し上げ、あ

とは総務部長に答弁をさせます。 

  天城湯ヶ島支所を活用した東京ラスクの立ち位置というものは、公共施設の管理に国内で

最も詳しい東洋大学の根本先生を初め何人かの専門家の方に見ていただきました。 

  この支所跡地を活用した東京ラスクの例というのは、全国でもモデルとなり得る成功例で

あるということで、大変高い評価をいただきました。 

  ただ、先生が心配されたのは、その意味というものが地元でしっかりむしろ理解されてい

るのだろうかという御懸念も開示をいただいたところです。 

  そして、問題はこの先が大事なところで、あの位置に地域の振興の拠点として東京ラスク

があるということは、伊豆市民の利益であるとともに伊豆半島の利益。そして、伊豆半島の

将来と伊豆市の将来は、方向が一致しているということなんですね。これが大事なところで

あって、先ほどのジオパークの件でも、会長としてはそうだけれども、伊豆市長としてどう

なんだ。ここなんです、問題は。我々、余りにも長い間、伊豆半島ばらばらでやってきてし

まって、今、改めて伊豆半島が全体として将来に同じ方向を向かなければいけない。そのた

めのオリンピックであり、ジオパークであり、そしてその中であの東京ラスクの位置、浄蓮
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の滝の位置というものがポイントになってくるんです。 

  先般、伊豆市のＤＭＯの中でお客様の流れを調べたところ、浄蓮の滝というのは、半島内

のいろいろなところから集められる、つまり目的地なんですね。熱海に泊まった方、南伊豆

に泊まった方も、移動するときに浄蓮の滝に寄られる。そのルート上に東京ラスクがあれだ

けの施設をこれから拡張する事業の位置づけというのは、あそこを目的地に来られるだけで

はなくて、これから伊豆縦貫道で入って南の方向に行かれる方があそこで寄られて、お金を

落とされて地域の役に立つ。そして、その方々はさらに下田、南伊豆に行く。あるいは下田

や河津に行かれた方々が、そこが目的地であったけれども、帰り際に寄って、湯ヶ島の振興

の役に立つ。こういう半島内の回遊性を高めることが、伊豆半島全体の将来につながるわけ

です。 

  そのような位置づけの中にある…… 

〔発言する人あり〕 

○市長（菊地 豊君） ちょっと聞いてくださいね。そういう位置づけの中にある東京ラスク

の詳細について御下問でございますので、その点については総務部長に答弁をさせます。 

〔発言する人あり〕 

○議長（三田忠男君） 静かに願います。 

  補足説明の申し出がありますので、答弁を求めます。 

  総務部長。 

○総務部長（伊郷伸之君） それでは、大きく２点の御質問がありますので、それぞれについ

てお答えさせていただきます。 

  まず、１点目の随意契約の特別な理由ということでございますが、今回の賃貸借契約の目

的、先ほど市長申しましたとおり、旧天城湯ヶ島支所の移転後の跡地を活用し、単に賃貸料

の収入による経済的な利益を得ることではなく、民間活力による商業施設として活用するこ

とで、地域のにぎわいや活性化につながるということを目的としてございます。この目的に

つきましては、契約上、この「契約の性質又は目的が競争入札に適しないもの」という契約

であると判断したものでございます。 

  また、相手方としては、現在、平成22年に企業誘致により事業展開し、当初計画以上の現

在実績を上げております東京ラスクがさらに事業を拡張していくものでありまして、まさし

く市の政策に合致しているものと考えており、契約の目的を達成するための相手方としては

最もふさわしいという判断のもとでございます。 

  ２点目の賃貸借料の算出根拠についてでございますが、今回の貸付料につきましては、市

が現在、ほかの財産ですね、ほかの貸し付けている財産と同様に、市の財産貸付料の算定基

準に基づき算出したものでございます。 

  以上、２点をもちまして、今回の賃貸借契約について、議員主張されております違法性に

つきましては、当局として全く問題ないと考えております。 
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  以上です。 

○議長（三田忠男君） それでは、再質問はありますか。 

  13番、西島信也議員。 

○１３番（西島信也君） 今、市長から答弁ありましたが、随意契約にした理由ということで

すけれども、市長のほうからるる東京ラスクの立ち位置であるとか、目的であるとか、そう

いうことを言っておりましたが、私はそんなことを聞いているんじゃございません。いいで

すか。 

  私は、地方自治法234条に合致しているかどうかということを聞いているわけであります。

いいですか。 

  まず、その前に、今、東京ラスク、御存じのように旧天城湯ヶ島支所を使っているという

ことですけれども、正面から向かって右半分ですね。これは昭和22年12月１日に賃貸借契約

したわけですね。これは月額20万円…… 

〔「平成」と言う人あり〕 

○１３番（西島信也君） 失礼しました。平成22年12月１日、賃貸借契約。すみません。 

  月20万円で貸しているわけですけれども、このときの相手方は株式会社グランバーという

会社ですね。これは今回の賃貸借契約では、ローマ字のＤＡＩＫＩＣＨＩというふうになっ

ているんですけれども、これはどういう関係なんですか。違う会社に貸しているということ

ですか。そこを１つお伺いします。 

○議長（三田忠男君） 答弁願います。 

  総務部長。 

○総務部長（伊郷伸之君） 平成22年の賃貸借のときに東京ラスク、これグランバー東京ラス

クという会社で運営していたということで、貸し付けの相手は株式会社グランバー東京ラス

クとなっております。 

  今回、ＤＡＩＫＩＣＨＩが相手ということですが、この東京ラスクの不動産部門の管理を

しているところがＤＡＩＫＩＣＨＩという会社になりますので、そちらと契約につきまして

は、相手方はＤＡＩＫＩＣＨＩとなっております。 

  以上です。 

○議長（三田忠男君） 再質問ありますか。 

  西島信也議員。 

○１３番（西島信也君） では、グランバーの管理会社がＤＡＩＫＩＣＨＩという会社という

今お答えですけれども、右半分の今までのところは、今もってグランバーなんですか。それ

をお伺いします。 

○議長（三田忠男君） 答弁願います。 

  総務部長。 

○総務部長（伊郷伸之君） 当初の平成22年の会社との契約がそのまま生きております。 
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  以上です。 

○議長（三田忠男君） 再質問ありますか。 

  西島信也議員。 

○１３番（西島信也君） 同じようなことをやる会社が２つに分かれていちゃ、これはぐあい

が悪いんじゃないかなと思うんですけれども、ここら辺は事務所の問題ですから、どういう

ことになっているかあれですけれども、問題ですけれども、それで本題の随意契約、地方自

治法234条の件ですけれども、契約する、伊豆市が、地方自治体が契約するに、民間なりど

こなりと契約するについて、契約する方法があると思うんですね。それは地方自治法じゃど

ういうふうに定められておりますか。どういう契約の方法がありますか、伺います。 

○議長（三田忠男君） 答弁願います。 

  総務部長。 

○総務部長（伊郷伸之君） 議員、再三、234条の話をされていますので、御存じのことかと

思いますが、そこの条文を読ませていただきます。 

  地方自治法の234条に、「売買、貸借、請負その他の契約は、一般競争入札、指名競争入

札、随意契約又はせり売りの方法により締結するものとする」。２項、「前項の指名競争入

札、随意契約又はせり売りは、政令で定める場合に該当するときに限り、これによることが

できる」という条文でございます。 

○議長（三田忠男君） 再質問ありますか。 

  西島議員。 

○１３番（西島信也君） 改めて伺いますが、要するにＤＡＩＫＩＣＨＩですか、この会社と

の賃貸借契約はどれに当たっておりますか。 

○議長（三田忠男君） 答弁願います。 

  総務部長。 

○総務部長（伊郷伸之君） 先ほど自治法を読ませていただきました。政令で定める場合に該

当するときに限ると。政令の167条の２ですね、随意契約ができる場合を１項で規定してご

ざいます。その２号の規定に「不動産の買入れ又は借入れ、普通地方公共団体が必要とする

物品の製造、修理、加工又は納入に使用させるため必要な物品の売払いその他の契約でその

性質又は目的が競争入札に適しないものとするとき」と。先ほど１回目の答弁のときに、私

がこの第２号の解釈について、今回の契約とあわせて説明させていただきました。 

  以上です。 

○議長（三田忠男君） 再質問ありますか。 

  西島議員。 

○１３番（西島信也君） 今、総務部長からお話がありましたが、それは今言ったことは、明

らかに間違いですよ。いいですか。 

  随意契約によることができる場合、９つの要件に該当する場合に限ると書いてあるわけで



－133－ 

すよ。いいですか。 

  １番目が、売買、貸借、請負その他の契約ですね。それで、私が言っているのは、物件の

貸し付けというところなんですよ。９つの要件のうちの１つの物件の貸し付け、これは30万

円以上の物件の貸し付けの場合は、一般競争入札にしなければならないと、こう書いてある

わけですよ。 

  今、総務部長がおっしゃったのは、２番目の、今言ったのは、私、１番目ですよ。総務部

長が言ったのは２番目。「不動産の買入れ又は借入れ、普通地方公共団体が必要とする物品

の製造、修理、加工又は納入に使用させるため必要な物品の売払いその他の契約でその性質

又は目的が競争入札に適しないもの」。２番じゃないんですよ。１番なんですよ、貸借は。

１番なんですよ。ちゃんと書いてありますよ。 

  これ何かというと、これは地方自治法施行令、今言いました地方自治法施行令の167条の

２ですよ。総務部長が言ったのは２番目のことですよ。私が言っているのは１番目のことな

んです。貸借のことを言っているんですよ。貸し付けのことを言っている。貸し付けのこと

は書いていなじゃないですか、２番目には。 

  それで、２番目は何かというと、不動産の買入れ又は借入れ契約というのは、どういうこ

とかというと、一般的には、普通地方公共団体が特定の土地又は家屋を買入れ又は借り入れ

る必要がある場合に締結するもの。要するに相手が決まっているわけですよ、借り入れる。

相手が誰だというわけじゃなくて、相手はもう決まっているんですよ。それは適さないと、

そういうことなんですよ。それが２番目なんですよ。よく読んでくださいよ。 

  だから、１番目には該当しないと。１番目の30万円以上の物件の貸し付けについては、一

般競争入札しなければならないと、書いてあるじゃないですか。ちゃんと政令を見てくださ

いよ。どうですか。 

○議長（三田忠男君） 答弁願います。 

  市長。 

○市長（菊地 豊君） すみません、確認させてください。 

  議員の御指摘は、今回の件が違法だと言っているんでしょうか。それとも、そもそも東京

ラスクとは賃貸借契約しています。それ全体として違法だとおっしゃっているんでしょうか。

これどちらかを確認させていただきたいんです。 

○議長（三田忠男君） 西島議員、質問権ですので、反問権じゃなくて質問権ですので認めて

おりますので、西島議員、答弁願います。 

○市長（菊地 豊君） すみません、議会では、要するに我々は正確に質問に答えなければい

けないので、質問を正確に御理解しなければいけないわけです。これは議会のほうでお決め

になったルールで、質問の趣旨が正確にわからないときには、質問させてくださいというこ

とを議会でお決めになったことですので、ですから、私は、今、随意契約が違法だとおっし

ゃっているので、それは今回の件を指摘されているのか。東京ラスクとはずっと賃貸借の契
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約ですので、それ全体としておっしゃっているのか、そこを確認してくださいということを

お聞きしているわけです。 

○議長（三田忠男君） 答弁願います。 

  西島議員。 

○１３番（西島信也君） とめておいてくださいよ。 

○議長（三田忠男君） はい。 

○１３番（西島信也君） 今、市長からわからないからといって、そういう質問、そんなこと

がわからないんですか。私は、それこそ市長が市長としての理解力がないと思いますよ。そ

ういうことを聞くんじゃね。 

  私がもっと、もっとというか、言いますけれども、私が言っているのは、前のやつの分も

私は違法だと思っていますよ。前のやつ、右半分のやつもね、あれは減額貸し付けというこ

とでしたからね。減額貸し付け自体が違法なんですよ。これについても、これについてもじ

ゃなくて、これは違法だと、地方自治法234条、政令167条の２項に違反していると、こう言

っているんですよ、私は。いいですか。 

  だから、とにかく、これは大体もとは、総務部長の言っている意味が、２号のことを言っ

ているんですよ。私が言っているのは１号のことを言っているの。１号が何かというと、売

買、貸借、請負その他の契約でその予定価格が契約の種類に応じて定める一定の額、さっき

言った30万円というのは、貸し付けの場合ですよね。一定の額の範囲内において普通地方公

共団体の規則で定める額を超えないものとするとき。 

  これをクリアしているということだったら、伊豆市の規則で貸し付けの場合は、幾ら以下

はいいということを決めているんですか。それはいいとして、さっきのが答えです。わかり

ました、市長。わかった、わからない言ってください。 

○議長（三田忠男君） 市長。 

○市長（菊地 豊君） ２つの点についてお答え申し上げます。 

  まず、今回は企業誘致の案件ですので、一般的に公共事業をやるときに、行政が伊豆市と

して必要な事業を、要するにこちらに必要性があってやっていただく。それで、やりたい業

者さんがいっぱいいる。そういうときに一般的に競争入札で、どこでもできる会社がたくさ

んある中で価格で競争してくださいという方式をとるわけですね。 

  企業誘致は、この10年間ずっと何度も申し上げているんですが、我々がお願いしているわ

けです。どこかの会社に来ていただきたい。 

  東京ラスクの場合には、そもそも当時の、今とは議員構成違いますけれども、当時の議員

の皆さんが釜石まで行って、どうか伊豆市に来てくださいというところから、これが企業誘

致と一般的な行政サービスを提供する場合の公共事業との違いであって、企業誘致の場合に

は、したがって、ほとんど随意契約であるわけです。価格だけ、例えば天城湯ヶ島支所を借

りる人はいますか。その中で一番高いところですということを一般的にはやらないんですね。
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提案いただいた内容を審査して、一番内容がよかったところと随意契約を組むわけです。こ

れが一般的な企業誘致なんですね。なぜならば、お金だけじゃなくて、その事業の質が地域

にとって大事なので、提案内容を見て随意契約するのが一般的な企業誘致。ほとんどこのケ

ースです。ですから、これは伊豆市だけではなくて、都道府県でも、市町村でも、この方式

を大体とっています。 

  そして、具体的に東京ラスクの件は、最初からプロポーザルをやって、随意契約をやって、

１回目は減額だったんですが、これ議員、もう裁判所で決着ついている案件で、西島議員は、

ずっと違法だ、違法だとおっしゃっているけれども、既に裁判所では、これは合法だと認定

されている案件です。これは西島議員の…… 

〔「それは違うよ。天城会館のことを言っているんじゃないか」と言う

人あり〕 

○市長（菊地 豊君） 西島議員の選挙事務所で書かれたチラシで、私に対する湯の国会館と

東京ラスクと天城会館と３件あった中で、正確に…… 

〔「議長、変なこと言わせないでよ」と言う人あり〕 

○市長（菊地 豊君） 自分が不利になるととめるのやめてくださいね。今、東京ラスクの件

を話しているんですから。 

  湯の国会館と東京ラスクと天城会館の３件を書かれた中で、西島議員の事務所で書かれた

んですよ。その中で私が訴えた方は、特に東京ラスクの天城支所の件が問題だと裁判所で言

ったんです。それ全部精査をして、全ての資料を見て、裁判所で合法だと判定を下されてい

るわけです。これもう裁判所が決着していて、それに対して唯一、違法だと言っているのは、

西島議員お一人であって、これを議場においてですよ、裁判官が、裁判所が認めたものを、

議員が私は違法のほうがいいと思うから、違法だ、違法だと言っていたら、議場における議

論が進まないですよね。ですから、私、さっき確認をしたんです。今回の件ですかと。そも

そも東京ラスクとの契約全部が違法なんですか。つまり、そもそも東京ラスクとの契約は、

合法性が裁判所で既に認定されている案件ですから、そこは１回御理解をいただかないと、

議場での議論にならないんですよね。 

○議長（三田忠男君） 再質問ありますか。 

  西島議員。 

○１３番（西島信也君） 今、市長は、この234条の件について裁判で決着がついている。東

京ラスクの件は裁判で決着がついているとおっしゃいましたので、これは重大なことをあな

たはおっしゃっていますよ。 

  一つ市長に伺いますというか、約束してもらいたいんですけれども、裁判記録を出してく

れますか、私に、裁判記録を、そのときの裁判記録、どうなったということを出してくれま

すか、どうですか、言ってください。 

○議長（三田忠男君） 答弁願います。 
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  市長。 

○市長（菊地 豊君） これは私が議場で前からお願いしている話で、中には個人名が入って

いますから、ですから、よろしければ全部出すと私は言っているんですよ。私は、当時、対

象になった方に、実は内諾を得ていますので、もう当時の判決文、それから必要であれば、

途中の裁判記録も全部お出ししますので、確認をしてください。もう判決出ていますので。 

○議長（三田忠男君） 再質問ありますか。 

  西島議員。 

○１３番（西島信也君） 今、裁判記録出してくれるということですね。では、これ議会で約

束したことですからね、ちゃんと出してくださいね。 

  それで、私が思っていることは、思っているというか、感じていることは、市長は、よく

もこれだけべらべらとうそのことが言えるなと。あんた言っているのはうそですよ。うその

ことを言っているなと。 

〔「議会で反論しないの。うそなんて」と言う人あり〕 

○１３番（西島信也君） そうなんですよ。だって、そんなことは何にもないですよ。そんな

裁判で東京ラスクの月額20万円が正当であるなんて、そんなことは一つも正当だなんていう

ことは言っちゃいないですよ。それでも出してくれるというから出してもらう。いつまでに

出してくれるか、ちょっとお伺いします。 

○議長（三田忠男君） 本来とは関係なくなっていますけれども…… 

○１３番（西島信也君） 関係なくない、重大なことですから。 

○議長（三田忠男君） 総務部長から答弁を求めます。 

○総務部長（伊郷伸之君） 先ほど随意契約について御質問いただいた件について、まず１点

目、平成22年に減額貸し付けした契約について、当然議員御存じのとおり、議会の議決の事

件として適正な対価なくして財産を貸し付けることは議会の議決要件ですと。向かって右側

の旧支所につきましては、当然当時の平成22年の議会でも説明しているとおり、通常の市場

価格よりも企業誘致という点を考慮して、減額して貸し付けますということを議会にお諮り

して、議会の議決を得たものでございます。当時の平成22年の契約、先ほど違法があるとお

っしゃいましたけれども、しっかりした議会の手続をとった契約ですので、何ら違法性はご

ざいません。 

  それともう１点、先ほど議員がおっしゃられた随意契約ができる地方自治法施行令の第１

号に、当然同じようなこと書いてあります。売買、貸借、請負、その他の契約でと書いてあ

りますので、まず契約の中の例示、この３つを挙げてあるだけでございます。当然伊豆市で

は、工事請負については130万円以下、物件の貸し付けは議員おっしゃるとおり30万円以下

という、いわゆる少額随契というものです。この施行令の167条の２の１号から９号まで規

定されていますが、当然どれか、いずれかに当たれば随意契約ができるものです。今回、貸

し付けは当然30万円以下には該当しませんので、第１号には該当しません。ですので、２号
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の先ほど申したとおり、契約の「性質又は目的が競争入札に適しないもの」ということで、

この２号の適用を考えて締結したものでございます。 

  以上です。 

○議長（三田忠男君） 再質問ありますか。 

  西島議員。 

○１３番（西島信也君） まず、最初に私が先ほど市長に問いかけた、いつまでに出してくれ

るかということをまず答えていない。いつまでに裁判記録を出してくれるか。月額20万円が

正しいという裁判記録をいつまでに出してくれるかということ、それを答えてください。そ

れが１点。 

  それから、私が言っているのは、私は、前回の平成22年のときのやつは、これは議会で議

決された、議決されたと言うが、これは確かに議決されましたよ。だけど、私は、内容が違

法な議決は無効だと書いてあるわけですよ、違法な議決は無効だって。私、違法だと思って

いる。ほかの人はどうか知らないけれどもね、違法だと思っているからね。だけど、私は、

そのことを言っているんじゃないんですよ。 

  私が言っているのは、あれは値段のことを言っているんです。あのときは、曲がりなりに

も公募したんですよね。公募した、あのときは、曲がりなりにも。皆さん、知らなかったけ

れども、公募した。今回は公募していないじゃない。一般競争入札していないじゃないかな

と、そういうことを言っているんですよ、私は。論点をすり変えないでくださいね。お願い

します。 

  そういうことで、まず第１のいつまでに出してくれますかということ、それを答えてくだ

さい。 

○議長（三田忠男君） 答弁願います。 

  市長。 

○市長（菊地 豊君） 裁判記録は市長室にありますので、きょう昼休みに議会事務局のほう

にお持ちします。 

○議長（三田忠男君） 再質問ありますか。 

  西島議員。 

○１３番（西島信也君） それで、先ほど言った、私が聞いているのは、聞いているのはです

よ、234条に金額の高い安い、平成22年当時の金額の高い安いは私は言っているわけじゃな

いですよ、今回は。それよく考えてくださいね。 

  それから、３番目に市長が言ったやつが、ちょっとよく覚えていないから、私もあれなん

だけれども、それについても言いたいんだけれども、先へ進みますね。 

  とにかく９つの要件には該当していないということを言いたい。だから、これは完全に地

方自治法違反だということですよね。 

  それで、今、金額の問題が出ましたが、要するに今回は28万円で貸しているということが



－138－ 

ありましたね。その前に、30万円、先ほど部長がおっしゃった30万円は、物件の貸し付け30

万円は、30万円以下だからいいんだということを言いましたね、たしか。言いましたよね。

年額ですか、月額ですか、どっちのことを言っているんですか、お伺いします。 

○議長（三田忠男君） 答弁願います。 

  総務部長。 

○総務部長（伊郷伸之君） 167条の２の第１号で定める、政令と規則で定める、さっき言い

ましたように、工事でいえば130万円、物件の貸し付けでいえば30万円、これは年額でござ

います。 

  以上です。 

○議長（三田忠男君） 再質問ありますか。 

  西島議員。 

○１３番（西島信也君） だから、言ったでしょう。年額で言えば幾らになるか、339万円で

すよ。339万円。30万円以上じゃないですか、そこはどうですか。 

○議長（三田忠男君） 答弁願います。 

  総務部長。 

○総務部長（伊郷伸之君） 先ほど言った、いわゆる少額随契は、物件でいえば、年額30万円

以下であれば、当然施行令の規定に基づいて随意契約ができます。今回は30万円を超えてい

ますので、この第１号の規定によって随意契約したものではないと再三申しております。 

  第２号の賃貸借契約自体の目的が、価格の競争によって入札をするものじゃないというこ

とを判断したもので、この２号で随意契約を結んでおります。 

  １号は該当するということは、一切申してございません。 

  それと、平成22年の契約については、先ほど議員が違法な契約であると申したので、私は

当時、適正な議会の議決の手続を得ていると申したまでです。 

  以上です。 

○議長（三田忠男君） 再質問ありますか。 

  西島議員。 

○１３番（西島信也君） だから、私は、今問題にしているのは、平成22年のことを言ってい

るんじゃないですよ。今回のことを言っているんですよ。あなたが言うから私は言っただけ

の話でね。 

  さっき言った話では、年額30万円以下だからいいんだということを言いましたよね。言い

ましたよ、たしか。だから、それはおかしいということ。 

  今言っていることは変わって、１号じゃない、２号だと。私言ったでしょう、さっき、２

号というのは何かというと、２号というのは、一般的には普通地方公共団体の特定の土地、

また家屋を買い入れ、または借り入れるんですよ。相手が固定している、確定しているとき

のことを言っているんですよ。それはだれが見たって、それはそうでしょう。そんな複数の
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人が持っているわけじゃないからね。いずれにせよ、今ずっと一連の流れで言っていること

は、全然答弁になっていないということですね。 

  お金のことで言いますと、さっき貸付料の算定基準で決めてあると、この28万円は月額、

言ったでしょう。 

  お伺いしますが、伊豆市の貸付料算定基準はあるんですか。 

○議長（三田忠男君） 答弁願います。 

  総務部長。 

○総務部長（伊郷伸之君） まず、先ほどの随意契約の167条の２の１号について、私は30万

円以下であれば随意契約はできますよと、少額随契ができますよと。今回は30万円を当然超

えておりますので、この167条の２の２号の契約の性質が競争入札に合致しないということ

で、最初からこの２号該当だということは申しております。 

  それと、貸し付けの基準につきましては、内規として市で定めておりまして、今回の旧天

城支所、保健センターに限らず、この基準を用いて、ほかの財産についても貸し付けを行っ

ております。 

  以上です。 

○議長（三田忠男君） 再質問。 

  西島議員。 

○１３番（西島信也君） 内規として定めてあるのなら、内規というのは紙に書いてあるんで

すか、お伺いします。 

○議長（三田忠男君） 答弁願います。 

  総務部長。 

○総務部長（伊郷伸之君） 紙に書いてございます。 

  以上です。 

○議長（三田忠男君） 再質問。 

  西島議員。 

○１３番（西島信也君） それでは、内容はどういうふうな内容になっていますか。貸し付け

の乗率は幾らになっていますか。 

○議長（三田忠男君） 答弁願います。 

  総務部長。 

○総務部長（伊郷伸之君） 土地と建物ともにですけれども、実勢価格に対する100分の３の

率になっております。 

  以上です。 

○議長（三田忠男君） 再質問。 

  西島議員。 

○１３番（西島信也君） まず、その貸付算定基準なるものを出してくれますか。もしあった
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ら、昼までに出してください。 

  それから、今100分の３とおっしゃいましたね。この100分の３というのは、非常にこれは

安いですね。何で安いかというと、いいですか。静岡県の算定基準というのがあるんですよ。

そこに静岡県出身の方もいらっしゃいますがね。県有普通財産の貸付基準等算出基準という

のがあるんですよ。それによりますと、土地の評価額に貸付面積をかけると。それに土地で

すよ。土地は100分の４。しからば建物は幾つか。建物は100分の７となっているわけですよ。

何で伊豆市だけが突出して安くなっているんですか。それは県のを参考にしなかったんです

か、お伺いします。 

○議長（三田忠男君） 答弁願います。 

  総務部長。 

○総務部長（伊郷伸之君） いろいろな自治体とか県とか、民間もそうなんですけれども、土

地、土地によって、地域、地域によって、貸し付けの率といいますか、アパートの賃貸料な

んかも決まってくると思います。 

  ただ、市場がどういう実勢価格に対する何％かというのは、正直言って民間の率というの

は持っておりません。また、市としても、逆に市が借りる場合も多いわけです。前々から問

題になっている公共施設の底地の土地の賃貸借ですね、これらもほぼこれに近いような数字

で結果的には借りているというのが現状です。 

  仮に議員おっしゃるとおり、市が貸す場合、貸付料の率をどんどん上げた場合、逆に今度

は市が借りているものについても上げていかなきゃならないということもございますので、

当然借りているもの、貸しているものについては、旧４町からそのまま引き継いでいるもの

も多いものですから、市としては、この100分の３というのを当時設定しております。 

  以上です。 

○議長（三田忠男君） 再質問ありますか。 

  西島議員。 

○１３番（西島信也君） それでは、そういう市場調査とかやったんですね。そういうのをや

って100分の３にしたと。ただ100分の３くらいじゃないかと。そうするんだったら、もっと

県とかほかの自治体のやつを参考にしなきゃならないんじゃないですか。急に100分の３と

いったって、それはあれですよ、筋が通りませんよ。 

  いいですか。今、アパートのあれがどうだとはおっしゃいましたが、民間ではどうなって

いるかといいますと、民間では大体10％ですよ、評価額の10％、民間ではね。その辺どう考

えますか。私、普通の不動産業者から聞いた話ですけれども、大概、建物の場合は10％だよ

と。もしくは十二、三％いく場合もあるよということを聞いているんですが、そこら辺も調

査しましたか。 

○議長（三田忠男君） 答弁願います。 

  総務部長。 
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○総務部長（伊郷伸之君） 今、議員おっしゃられた評価額の何％かということなんですが、

市の場合は実勢価格でやっております。固定資産税の評価額をさらに実勢価格に導いており

ますので、仮に評価額でやった場合は、0.7で割り返すと４％、100分の４以上になるという

ものでございます。 

  以上です。 

○議長（三田忠男君） 再質問ありますか。 

  西島議員。 

○１３番（西島信也君） 普通、実勢価格というと、評価額より高いんじゃないかなと私は思

っているんですけれども、とにかく昼までに算出基準を出してくださいね、あるというんだ

ったらね。 

  それで、この月額28万円という価格ですけれども、これは見積書をとったんですか、お伺

いします。 

○議長（三田忠男君） 答弁願います。 

  総務部長。 

○総務部長（伊郷伸之君） 市の財産の貸し付けでございますので、市の不動産鑑定の価格か

らそれぞれ貸付面積、今回の保健福祉センターは、２階をまだ市のほうが使っております。

当然駐車場のほうも市が一緒に使うということで、１階、２階のそれぞれの面積から案分し

てこの金額を出してございます。 

○議長（三田忠男君） 再質問ありますか。 

  西島議員。 

○１３番（西島信也君） 要するに見積書はとっていないということなんですね、見積書は、

業者からの見積書。予定価格もないということで、これは要するに談合で決めたということ

ですか。そうじゃないですか。要するに業者と、東京ラスクだかＤＡＩＫＩＣＨＩだかわか

りませんけれども、その業者と談合で決めたと、そういうふうに断定せざるを得ませんね。 

  それから、今、先ほど今現在、東京ラスクが稼働している、向かって右側半分の土地、建

物ですけれども、これは先ほどから話出ていますが、平成22年に減額貸し付けということで

議会の議決をとったわけですね、減額貸し付け。あのときは何かというと、要するに価格が、

そのときの説明では、価格が月額20万円ということにしているんだけれども、本当は鑑定を

したところ、58万円だか59万円だったということで減額貸し付け、安く貸し付けていると。

今回の場合はどうですか、安く貸し付けているんですか、貸し付けていないんですか。 

○議長（三田忠男君） 答弁願います。 

  総務部長。 

○総務部長（伊郷伸之君） 先ほど申したとおり、不動産鑑定価格、いわゆる実勢価格に基づ

いて、市の貸付基準の率を掛けて貸し付けておりますので、適正な価格と判断しております。 

  以上です。 
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○議長（三田忠男君） 再質問ありますか。 

  西島議員。 

○１３番（西島信也君） 適正な価格、今の金額は適正な価格、100分の３、一番それが問題

だと思うんだけれども、それがどうかということもあるんですけれども、一応適正。 

  そうしましたら、向かって右半分の減額して貸し付けしているわけですよね。それをもと

に戻すという考えはないんですか、お伺いします。これちょっと関連、これそのものじゃな

いけれども、関連して伺います。 

○議長（三田忠男君） 答弁願います。 

  総務部長。 

○総務部長（伊郷伸之君） 当時、減額貸し付けということで議会の議決をいただいておりま

す。定期建物賃貸借契約に基づいて契約書がございますので、現在、その契約期間中であり

ますので、見直しは考えてございません。 

  以上です。 

○議長（三田忠男君） 再質問ありますか。 

  西島議員。 

○１３番（西島信也君） 見直しは考えていないといっても、平成22年のときの契約書、私持

っているんですよ。いいですか。そのときに、平成22年の貸し付けたときの契約書、賃料と、

その３番目に、土地、または建物に対する租税その他の負担の増減、土地、または建物の価

格の上昇、または低下、あるいは近隣同士の建物の賃料に比較して賃料が不相当となった場

合、甲及び乙は協議の上、賃料の改定を請求することができる、こうなっているじゃないで

すか。まさにこの左側半分が右側半分と違う基準で定められていますよね。まさに変わって

いるわけじゃないですか、比較して。何で変えようとしないんですか。 

○議長（三田忠男君） 答弁願います。 

  市長。 

○市長（菊地 豊君） 当初の賃貸料をなぜ変えないかということですけれども、何度も何度

も申し上げているとおり、我々は今、伊豆市の中の将来の活力と、それから地域の雇用を確

保するために、企業誘致というのは全国で競争しているわけです。伊豆市だけではない。伊

豆市はどちらかというと、今、若い人たちの処遇は苦しい状況にあるわけですね。そして、

お願いして、お願いして、議員がお願いに行って、議決を経て、それで価格を決めさせてい

ただいたわけです。その議会で決めていただいた価格を、今、議会の中の議決と無関係に一

議員から御指摘があったからといって、行政からですよ、行政から変えてくださいというこ

とを仮に提起したとすれば、大変残念ながら、先方さんはビジネスの世界ですから、やはり

そこは人間関係というものが損なわれることを我々は危惧するわけです。これは、１つは、

まずビジネスとして人間関係、信頼関係を維持する必要性が行政にも議会にもあるだろうと

いう１つ。 
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  それから、もう一つは、今まさに月ヶ瀬インターができて、天城北道路ができて、土肥と

か湯ヶ島、今、修善寺は本当ににぎわっていますよね。それと同じように土肥とか湯ヶ島、

これから地域づくりをやろうというときに、我々はまだラスクだけではなしに、今、湯ヶ島

はこれからも新しい投資が実はふえているんですけれども、全体として活性化したいときに、

やはりそこは今までの延長線上でぜひ一緒にやらせてくださいという姿勢を変えないほうが、

地域のため、市民の皆さんのより大きな公益のためになると私どもは考えております。 

○議長（三田忠男君） 再質問。 

  西島議員。 

○１３番（西島信也君） 市長から今お話があったんですけれども、議員がお願いに行った、

誰がお願いに行ったなんていうことは、私はお願いに行っていませんよ。誰がお願いに行っ

たにせよ、法律とか約束とか、そういうのを守るのが行政じゃないんですか。そんなにぎわ

いづくりだ何だなんて、どんどん変えていっていいんですか。 

  現時点で主要目的の第４条に、近隣同士の建物の賃料を比較して賃料が不相当だった場合

と書いてあるじゃないですか。今、不相当になっているんですよ。右側半分と左側半分の、

これ違うんじゃないですか。 

  あのときの、これは減額貸し付け、この28万円は減額貸し付けじゃないと言っているわけ

ですよね。あっちのほうは幾らかというと、前のあれによると、市議会の会議録を見ますと、

六百何十万円ということを言っているんですよ。六百何十万円減額して貸し付けしたと。そ

れはそういうことになったからしようがないと言えばしようがないんだけれども、何で合わ

せようとしないんですか。何で片方はグランバーで、何で片方はＤＡＩＫＩＣＨＩなのか。

全然そういう事務的なことは何にもできていないじゃないですか。 

  誰がお願いに行こうと、にぎわいづくりがどうだろうと、法律とか規則とかそういうのを

守るのは市の役目じゃないですか。行政の役目じゃないですか。そんなことをいったら、何

だって理由はつけられますよ。そのために法律があるんです。規則があるんですよ。こうや

って契約書だってあるんですよ。そこがおかしいと思うわけですよね。言っていることが全

然答弁になっていないからしようがないんだけれどもね。 

  では、もう時間もないから次にいきますけれども、私も時々、東京ラスクに買い物に行く

わけですけれども、旧天城支所の要するに東京ラスクの玄関の横で、野菜、そのほかを売っ

ている業者さんがいると思うんですよね。これは東京ラスクさんじゃないと思うんだけれど

もね。これはどういう関係になっているんですか。伊豆市が玄関のところだけ、入り口のと

ころだけ、その業者に貸しているわけですか、お伺いします。 

○議長（三田忠男君） 答弁願います。 

  総務部長。 

○総務部長（伊郷伸之君） 恐らく右半分の平成22年にお貸しした入り口ですね、出入り口、

今の東京ラスクの売店のあるほうの出入り口のところで、地元産の作物であったりを売って
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いることかと思います。こちらは東京ラスクに貸し付けているところですので、その販売さ

れている方と東京ラスクとの約束でその販売をしていると思っております。 

○議長（三田忠男君） 再質問。 

  西島議員。 

○１３番（西島信也君） これも平成22年のやつですけれども、その中に７条に禁止事項があ

るんですよ、禁止事項。乙というのは業者側、甲は伊豆市。乙は甲の書面による承諾を得る

ことなく、本件建物の一部につき第三者に賃貸権を譲渡し、または本件建物の一部を転貸し

てはならないと書いてあるわけですよ。これおかしいじゃないですか、どうですか。禁止事

項。 

○議長（三田忠男君） 答弁願います。 

  総務部長。 

○総務部長（伊郷伸之君） この第７条にはそう規定しております。入り口のところでそうい

う一時的に机とかテーブルを置いて農産物を販売する行為が、これが７条でいう転貸に当た

るかというと、私は当たらないと思っております。いわゆる使用の許可ですね、一時使用の

許可ですので、この転貸というのは、借りたものをまた第三者にそのまま貸すということを

いいますので、我々行政側も貸し付けと使用許可というのは使い分けをしてございます。 

  以上です。 

○議長（三田忠男君） 再質問。 

  西島議員。 

○１３番（西島信也君） 今、総務部長さん、そうおっしゃるよね。普通の人はそうは思わな

いんですよ。 

  一時的にと言いましたけれども、あそこでやっているのは、もう何年もやっているわけで

すよ。１回や２回じゃないでしょう。毎週やっているわけでしょう。そこら辺がおかしいと。

これは全然市民感覚から離れていますよ、全然。これは早急に、これは私も思ったんですけ

れども、ある天城湯ヶ島の市民の方からも言われたんですよ。私、言われなきゃだまってい

ようと思ったんですけれども、これはおかしいと。これは行政の信頼性がなくなる大もとで

すよ、こういうこと、そんなことを言っていて許していたんじゃね。ぜひ早急に改善しても

らいたいと思いますね。 

  それから、今度の28万円の左半分ですけれども、これは１階部分だけ貸してあるわけです

よね、１階部分だけ。それと敷地の一部。しからば、２階部分とその上はどうするおつもり

ですか。そのままにしておくんですか、お伺いします。 

○議長（三田忠男君） 答弁願います。 

  総務部長。 

○総務部長（伊郷伸之君） ２階部分につきましては、現在、市が備品とかいろいろなものを

倉庫として使うということで、この平成30年度当初は、１階を東京ラスク、２階は市が使い
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ますということで、今年度、賃貸借をしてございます。 

  来年度以降につきましては、当然市の備品、倉庫として使っているものですから、市のも

のをどこに動かすとかという協議をしながら、平成31年度につきましては、２階はどうする

かということは協議してまいります。 

○議長（三田忠男君） 再質問ありますか。 

  西島議員。 

○１３番（西島信也君） ２階は倉庫として使っているということですけれども、私はついせ

んだって見てきたんですよ、２階も、がらがらだったですよね。１階もがらがら、２階もが

らがら。倉庫なんか、何にも品物なんてなかったじゃないですか。もう半年過ぎたんですよ、

４月から。何で倉庫に使うなんて言うんですか。いつから倉庫に使うんですか、何月から倉

庫に使って、半年間だけ使うんですか、それをお伺いします。 

○議長（三田忠男君） 答弁願います。 

  総務部長。 

○総務部長（伊郷伸之君） 一部には１階で置いてあった調理実習室ですか、置いてあったも

のとかを２階に上げてございます。あと旧湯ヶ島小学校を解体、改修するときに、あそこに

あった井上靖の資料なども、最初は保健センターの２階に持っていく予定でしたけれども、

ちょっと人手が足りないということで、今、別のところに保管してございます。当初、貸し

出すときには、市のそういう予定でございました。 

○議長（三田忠男君） 再質問ありますか。 

  西島議員。 

○１３番（西島信也君） そうする予定だったけれどもしていなかったなんていうことをおっ

しゃっていますけれども、とにかく１階部分を何にも今使っていませんよね。これは東京ラ

スクさんの考えだからあれですけれども、２階も使っていない。無駄じゃないですか。何の

ためにあなた、天城支所を移転したんですか。私はそこら辺が全然わからない。全然計画性

がない。おかしいと思いますよ。 

  ２階もどこかに貸せるとか、あるいはちゃんとして使うとかしなきゃ変じゃないかと思う

んですけれども、どうですか。そこら辺、市長はどう考えていますか。１階部分だけ貸して

いたって、１階だって今何にも使っていないですよね。２階だって何にも使っていない。３

階、４階は使う予定はないかもしれないけれども、どう考えますか。 

○議長（三田忠男君） 答弁願います。 

  市長。 

○市長（菊地 豊君） この議論を伺っていて、やはり産業振興、企業誘致、それから経済強

化というものは、やはり行政でなくてビジネスが第一当事者だなという気がしております。 

  いろいろなビジネスをやっている方に伺いますと、やはりなるべく自由に使いたいんです

ね。ですから、使える物件であればあるほど、一般的には取得したがるんですね、ある程度
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財力のある方は。そして、自分の思うようなビジネスを展開したい。それがむしろいわゆる

個性のある事業になって成功していくわけです。 

  公共でやりますと、大体、皆さんの意見を伺って平均点にしちゃって、あれがだめです、

これがだめですとなって、大体詰まってしまうんですが、そこで今回は何年も皆さんにお話

ししていますとおり、あのところの公共の施設を湯ヶ島小学校、湯ヶ島幼稚園に移して、そ

して今の旧天城支所全体を東京ラスクに使っていただくということで、社長さんからも説明

会をやっていただき、地元の皆さんにも、議員の皆さんにも御説明をいただいた。今そのち

ょうど改修途上にあるわけですね。 

  一般的には、この状況の中で、今この状況で、社長が何億円もの投資をするというのは、

普通は考えにくいですね。やはり湯ヶ島小学校、湯ヶ島幼稚園に移転をして、そして全体を

自分がオーナーとして使えるようになって、全体の設計図をつくってから投資するというの

が普通はビジネスの一般的だと思うんです。そのほうが全体としてうまくいく可能性が当然

高いわけですから、私はここ数カ月とか１年、様子を見ることは、何ら違和感がないと思っ

ています。むしろしっかりとして全体計画をつくっていただき、そして地域の皆さんに提示

をしていただいて、改めて事業拡張というものを試みていただければ、大変ありがたいと考

えております。 

○議長（三田忠男君） 再質問ありますか。 

  西島議員。 

○１３番（西島信也君） 時間もなくなってきましたからあれなんですけれども、今、市長の

話を聞いていまして、考え方がよくわかりましたよ。市長は、ビジネスのために、業者のた

めに、あるいは民間企業のために何かしてやろうという考えなんですね。そうじゃないんで

すよ、行政というのは。行政というのは、あくまでも住民の福祉を最大限に推し進めること

が行政の役割なんですよ、市長の役割なんですよ。それが市長は全然欠けている。住民の福

祉ということ、あるいは住民の利益ということは何にも考えていない。これは全くおかしい

ということと、この契約に関しては、地方自治法234条に違反しているから無効であると私

は思います。 

  以上でございます。 

○議長（三田忠男君） 市長。 

○市長（菊地 豊君） 最後に大変とても大切な御指摘をいただきましたので、ここは答弁を

させていただきます。 

  市長は産業振興を考えている、そのとおりです。なぜならば、将来の市民の皆さんが、皆

さんが将来にわたって必要な、日々の生活に必要な行政サービスを維持するためには、どう

しても財力、活力が必要になるわけですね。人口が減っていく中で、皆さんも日々の行政サ

ービスを提供し続けるためには、やはり一定の経済力、産業力が必要になってくるわけです。

ここは本質のところであって、商売人のためにやっているわけではなくて、住民の皆さんの
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行政サービスを維持するたには、経済の活力が必要になるということです。それは私は、多

くの市民の皆さんに御理解をいただいていると考えております。 

○議長（三田忠男君） これで西島信也議員の質問を終了いたします。 

  ここで10時45分まで休憩いたします。 

 

休憩 午前１０時３１分 

再開 午前１０時４５分 

 

○議長（三田忠男君） 休憩を閉じ、会議を再開いたします。 

 

◇ 山 口   繁 君 

○議長（三田忠男君） 次に、２番、山口繁議員。 

〔２番 山口 繁君登壇〕 

○２番（山口 繁君） 皆さん、おはようございます。２番、山口繁でございます。 

  議長から発言の許可をいただきましたので、一般質問をさせていただきますが、今回のタ

イトルを「東京2020大会開催に向けた取り組みについて」ということにさせていただきまし

た。 

  皆さん、御案内のようにきのうの新聞報道でほとんど何も決まっていないと。特に競技開

催市が担う役割の大きなものに観客の輸送というのがあるんですが、観客がどれだけ来るの

かわからない。したがって、どういう予想をしていいかわからない。それが何にもわからな

ければ、市長のコメントも掲載されていましたけれども、来年度の当初予算も組めない。何

にも決まっていないということですから、何にも決まっていない中での質問で、大変厳しい

ものがありますが、時間の許す限り頑張ってみたいなと思います。 

  それでは、通告に従いまして質問をさせていただきます。 

  東京2020大会開催に向けた取り組みについて。 

  世界最大のスポーツの祭典であるオリンピック・パラリンピックの東京2020大会開催まで

あと２年を切りました。大会本番に向けて、競技開催市としての役割の中で準備を進めなけ

ればならないさまざまな事項があろうかと思います。その中で、これまで実施してきたもの、

これから着手すべきものについて解説願いたい。そして、それらの中で重要なポイントとな

るのはどのようなものなのか、それに伴う市の財政負担はどのようになるのかといったとこ

ろが市民の関心のあるところではないかと思います。 

  そこでお尋ねします。 

  １番目は、大会開催準備ということであります。 

  お尋ねするのは、いずれも市長にお願いしたいと思いますが、①本大会開催まで、フルに

１年間活動できる年度は平成31年度となります。その予算編成に差しかかる時期となります
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が、準備のための必要な取り組みにどのようなものがあり、その予算措置についてどのよう

に構想しているか。 

  ②大会開催に向けて、庁内組織として、産業部内に東京オリンピック・パラリンピック推

進課を設置、スタッフを配置して業務を進めています。 

  昨年６月定例会の一般質問において、伊豆市職員の定員管理制度について取り上げ、いま

だ確立されていないのは将来に向けての不確定要素、特に東京2020大会運営でどのような要

員配置が必要なのか精査できていないという趣旨の答弁を受けました。 

  開催まで２年を切ったこの時点で、大会準備、運営にかかる要員配置が明らかになってい

るようなら、大会開催までの準備、本番時の運営それぞれの対応についてどのような見通し

を立てているのか伺いたい。 

  ③東京2020大会開催に向けて取り組むべきことが総合計画の中に示されています。特に、

「安全で快適な道路空間の創生」事業の中で、大会開催に向けて選手や観客の円滑な移動に

資する基盤整備の促進があります。また、「外国人観光客等の誘致の促進」とありますが、

これは推進の間違いでした。事業では、クレジットカード決済、公衆無線ＬＡＮ、多言語案

内看板の整備からユニバーサルツーリズムの推進まで５項目が示されています。これらにつ

いての現況と今後の見通しについて伺いたい。 

  ２番目として、機運醸成と大会後のレガシーであります。 

  ①大会開催に向けて市民の意識の高揚、機運の醸成が必要と思います。現時点における市

民の意識や関心の度合いについてどのように評価をしているかということと、さらにそれを

高めていくことが必要であるならば、どのような施策を展開していくのか、その点について

伺いたい。 

  ②大会開催後のサイクルスポーツセンターやロードレースコースの利活用の方向性につい

て、施設所有者、競技団体、自治体等の関係団体による協議が始まったと聞いており、静岡

県全体を「サイクリストの憧れを呼ぶ聖地」となるよう取り組んでいくということのようで

す。 

  この協議には、競技開催施設が立地する伊豆市としてかかわっていくことになると思いま

すが、どのような方針で臨むのか。 

  以上であります。よろしくお願いいたします。 

○議長（三田忠男君） ただいまの山口繁議員の質問に対し、答弁を求めます。 

  市長。 

〔市長 菊地 豊君登壇〕 

○市長（菊地 豊君） お答え申し上げます。 

  まず、伊豆市の立ち位置が非常に微妙でして、開催場所ではございますが、東京2020大会

においては、まず組織委員会との交渉窓口というのは静岡県になっています。そして、特に

市民の皆さんの負担につながる2020大会の役割分担、費用負担については、去年、平成29年
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５月31日に東京都、それから東京2020大会組織委員会、それから国、そして静岡県によって

大枠の合意がされたわけです。それから、ボランティアなんかも伊豆市は先行して始めたん

ですが、今は県のほうで統一して準備を進めておりますので、小山町も含めて県のほうがそ

ういった交渉の窓口になっています。その中で、先般申し上げたとおり、伊豆市がやるべき

ことがほとんど決まっていないので苦労しているということなんですね。 

  まず、会場整備がありますが、会場整備については、私は市長として伊豆市の税金は使え

ない。なぜならば、組織委員会のほうから仮設でつくるのではもったいないから、既にベロ

ドロームがある伊豆市を使わせてくださいときたわけですから、使わせてくださいの伊豆市

がさらに会場整備にお金を出すのは、これはさすがに理屈が通らないので、会場整備につい

ては伊豆市は負担は考えられませんと。 

  唯一あり得るのは、サイクルスポーツセンターの中を組織委員会なり県なり、どういう役

割かはまだわかりませんが、付加価値が高くなったときには、固定資産評価が上がることに

なろうかと思います。そのようなときに初めて伊豆市が何ができるのかを検討する余地が少

し出てくるというのはありますが、会場整備には伊豆市が公金を充てることは現在考えてお

りません。 

  修善寺駅から会場までは、御承知のとおり、間の真ん中は県道ですけれども、駅から修善

寺醤油屋さんのクランクまで今やっているところ。それから、最後の３差路から上まで、こ

れはことし、社会資本整備交付金、満額いただきましたので、何としても間に合うように、

これは市の責任として整備をさせていただく。 

  最後のいわゆるおもてなしのところですね、ここが修善寺駅に一体何人来られるのか。ト

ラックであれば三千数百ぐらいになるんでしょうか。まだ実は座席数も公表されていない。

その中で、一般の観衆が何人であるのかもまだわからない。そのうち何人が修善寺駅に来る

のかもわからない。 

  それから、マウンテンバイクは１万人になるのか２万人になるのか。仮に２万人で準備し

ろといっても、あの修善寺駅で何千人、それもひょっとしたら同じ時間帯に来られたときに

責任を持ってお迎えしろと言われても、西口広場に仮設トイレぐらいは並べることはできる

だろうけれども、物すごく暑い日、大雨の日、どんな日であっても、必ず何千人受け入れま

すということは、ちょっと想定しがたいですね。今、そんなことを県のほうには、県を通じ

て組織委員会で早く決めてくださいというお願いをしているところです。 

  先般の会議では、今年内─すみません、年内だったか年度内だったか忘れたんですが

─に輸送計画案が出るという話でしたので、ちょっとそれでは来年度予算に間に合いませ

んという話をさせていただきました。 

  さらに、具体的には、議員から御指摘もありました。受け入れ体制として、将来につなが

る電子決済とか、それから無線ＬＡＮとか、それから多言語化というものは、伊豆市、伊豆

半島が将来より多くのお客様に世界中から来ていただくということのために、この東京2020
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を目標に整備をしたいということでございます。 

  なお、今回改めて思ったんですが、自分でユーロ圏に行ってきまして、空港で、会議です

から、何か遊ぶというお金は要らないんですが、それでも夕食ぐらいはかかると思って、５

万円両替したら、260ユーロ戻ってきて、260ユーロを割り返すと３万5,000円にしかならな

い。つまり空港で両替すると３割も減っちゃうわけです。これはやはり現金にかえる人はい

ないですよね。ましてや、アジアに来れば、ユーロはないわけですから、日本に行って、韓

国に行って、台湾に行こうと思ったら、その都度、もう最後はなくなっちゃいますよね。や

はり電子決済は進むだろうなと。これは何としても、この１年半の間に整備をさせていただ

かないと、結局、将来に向けてのインバウンドの推進にもうブレーキになってしまうなとい

うことを痛感した次第でございます。 

  その他御下問の点については、産業部長に答弁をさせてください。 

○議長（三田忠男君） 補足説明の申し出がありましたので、産業部長、お願いします。 

○産業部長（堀江啓一君） それでは、私のほうから補足説明をさせていただきます。 

  まず最初、大会開催準備についてお答えします。 

  ①についてでございますが、市長が答弁しましたとおり、役割分担及び費用負担はいまだ

明確になっておりません。伊豆市としてやらなければならないことを想定しながら取り組む

ことが重要であると考えております。 

  修善寺駅周辺での観客へのおもてなし、多言語対応など、現在、市役所内において、大会

を成功させるために全庁的な取り組みについてヒアリングを実施したところでございます。 

  今後、静岡県等との役割分担の中で、シティドレッシング─これは町なか装飾になりま

すけれども─や観客の待合場所等のラストマイルの一部について対応していきたいと考え

ているところでございます。 

  続きまして、②についてでございます。現在、伊豆市では、市役所内にオリンピック・パ

ラリンピック推進課としまして、課長以下７名の職員が勤務しており、大会の成功に向けて

努力しているところでございます。また、組織委員会へ職員を３名派遣しております。組織

委員会からは、大会まで現在以上の職員派遣を要請されておりますが、市としてはこれ以上

の職員派遣は厳しい状況でありますので、県と調整していきたいと考えているところでござ

います。 

  大会運営にかかる要員配置につきましては明らかになっておりませんが、長野県白馬村で

開催されました長野1998冬季オリンピック大会では、白馬村の職員は、県や近隣市町村から

の応援により支援体制を構築したと聞いております。東京2020大会においても白馬村同様に

職員の出役は考えなければならないと思っているところでございますが、これにつきまして

も近隣市町、静岡県と連携をとりながら構築していきたいと考えているところでございます。 

  続きまして、③についてでございます。まず、「安全で快適な道路空間の創生」事業の基

盤整備の促進につきましては、現在、市道３路線について、大型車両同士の対面通行が困難
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であることから、拡幅工事及び交差点の一部改良工事を実施しており、平成31年度末の完成

を目指しているところでございます。 

  次に、「外国人観光客等の誘致の促進」事業でございますが、クレジットカード決済につ

きましては、７月12日に伊豆市産業振興協議会主催の「キャッシュレス決済説明会」を開催

しました。今後は、タブレット等を使用した決済システムについて、市内事業者への機運醸

成と理解促進に努めていく予定でございます。 

  公衆無線ＬＡＮにつきましては、平成26年度に市内の防災拠点８カ所、観光拠点５カ所の

計13カ所を整備し、平成27年度には修善寺温泉を中心に観光拠点13カ所を整備しました。市

営の公衆無線ＬＡＮアクセスポイント26カ所が整備されております。また、修善寺駅構内に

つきましては、既にフリーＷｉ－Ｆｉが整備されていると聞いています。 

  競技会場内のＷｉ－Ｆｉ環境につきましては、組織委員会が仮設で整備すると聞いており

ます。また、大会会場外、修善寺駅から会場までのシャトルバスの乗っている間につきまし

ては、今後、静岡県との調整になってくると思います。 

  続きまして、多言語案内看板の整備でございますが、市内観光施設に設置されているメイ

ン看板につきましては、５カ国語標記で、ほぼ整備は完了しております。 

  なお、ラストマイル及び駅周辺の多言語案内看板につきましては、これにつきましても、

静岡県とともに統一した見やすい、わかりやすい看板の準備と整備を進めていきたいと考え

ているところでございます。 

  ユニバーサルツーリズムの推進につきましては、今年度６月21日に伊豆市産業振興協議会

主催の「ユニバーサルツーリズム研修会」を開催し、理解促進を行っているところでありま

す。９月26日には、修善寺温泉でのフィールドワークを実施し、そのバリアをハードだけで

はなく、ソフトでも解決するためにはどのような配慮が必要なのかを検討していく予定であ

り、その検討結果を踏まえまして、次年度以降の事業につなげていく予定でございます。 

  修善寺駅から会場までのシャトルバスの発着場所については決定されておりませんが、歩

道の有無、傾斜、勾配、幅員など等の課題が生じるおそれがあり、その対策として、整備を

する必要があるのかどうか、例えばボランティア等の人的支援で対応するのかについて、静

岡県と検討していきたいと考えております。 

  いずれにしましても、東京2020大会成功に向けて必要な取り組みでありますので、大会開

催まで整備及び準備を終わらせ、受け入れ態勢を十分に整えていきたいと考えているところ

でございます。 

  以上でございます。 

○議長（三田忠男君） 再質問ありますか。 

  山口繁議員。 

○２番（山口 繁君） どうもありがとうございました。 

  開催準備ということで、①のところからいこうかと思いますけれども、組織委員会と、そ
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れから関係する諸団体で競技開催市の担うべき役割は何かといったとき、先ほど私が申し上

げましたけれども、いわゆる輸送のところが大きな仕事なんだろうと思うんですね。それと、

もう一つは、セキュリティー対策ということも、開催される自治体として担う業務だという

ことが規定されているというふうに聞いています。 

  さらに、輸送セキュリティー対策などというのは、などというのはあるんですけれども、

などってほかに何か大きなものがあるのかどうなのか、まずそこのところをお聞きしたいな

と思います。 

○議長（三田忠男君） 答弁願います。 

  産業部長。 

○産業部長（堀江啓一君） 役割分担につきましては、平成29年５月31日に東京都、組織委員

会、国、関係自治体の４者で合意したものと聞いております。この関係自治体というのは、

静岡県の場合は静岡県ということで、伊豆市のほうは特にそこに参加しているということで

はございません。伊豆市の場合は、いつも情報を共有するために会議等には参加させていた

だいていますが、そこで発言権とかそういうのはありませんので、あくまでも最終的には静

岡県ということでございます。その中で関係自治体として、ここの場合は静岡県であります

が、会場関係といたしまして、自治体が所有する会場施設の必要な恒久的改修、あるいは大

会後も地域や住民に使用される施設等の整備、これが会場関係として関係自治体に割り当て

られた役割でございます。 

  また、大会関係としまして、大会時の都市活動や市民生活に与える影響を最小化するため

の必要な輸送、セキュリティー対策などという形でうたわれております。セキュリティー対

策以外という形で、やはりいろいろな形で、例えば駅にお客様が来たときに、どうおもてな

しをするかであるとか、やはり会場までどう行ったらいいのかと。当然都市ボランティア等

は出てくると思いますけれども、それとともにやはり市民としてのおもてなしというのはや

はり大切なことになっていくなということで考えております。 

  以上でございます。 

○議長（三田忠男君） 再質問ありますか。 

  山口議員。 

○２番（山口 繁君） わかりました。 

  競技開催市というのは、伊豆市、まさにベロドロームと、それからあとコースをつくって

いる、マウンテンバイクでしたかね、それをやるのは伊豆市の中に立地する施設を使ってや

るということで、競技開催市というのは伊豆市ということじゃないんですね。県なんですね。

静岡県がいわゆる開催の自治体だということで前面に出てきて、それで今度は県と伊豆市と

の関係で、県がやるべきものは、これはやるよと。市としてこれはやってくれというような

ことが出てくるのかなというふうに思うんですけれども、その議論というのはまだまだ先だ

ということでよろしいんでしょうか。 
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○議長（三田忠男君） 答弁願います。 

  産業部長。 

○産業部長（堀江啓一君） 組織委員会から県のほうもいろいろな情報をいただきまして、静

岡県と伊豆市ということもありますけれども、伊豆半島という形になると思います。小山町

を入れれば、静岡県の東部全体ということになりますけれども、やはり伊豆市というよりも、

伊豆半島全体でどう東京オリンピック・パラリンピックを盛り上げていくかというのは大切

になってきていると思います。 

  例えば輸送計画の会議であるとか、レガシーの会議であるとか、それぞれのいろいろな部

門で会議を持ちまして、組織委員会から情報が来ない中でも、それぞれやはり取り組まなけ

ればいけないことがありますので、粛々と取り組んでいるという状況でございます。 

○議長（三田忠男君） 再質問ありますか。 

  山口議員。 

○２番（山口 繁君） わかりました。 

  県が主体になり、その次が県と市との関係かと思ったら、まだ間に伊豆半島が入っている

という、そういう意味では、随分本体の東京オリンピックの組織委員会というところからか

なり離れたところに伊豆市というのは位置されちゃうのかなという。ただ単に、競技をする、

ベロドロームであり、マウンテンバイクのコースが伊豆市にあるというだけのことという言

い方はおかしいんですけれども、それにしても、やはりそれがあるということで、市として

はやはり積極的に関与していかなきゃいけないけれども、今の話を聞いていますと、やはり

市としてもこれはやらなきゃいけないんだということで、前にどんどんしゃしゃり出ていく

ということにはなり得ないというような判断でいいかなと思います。 

  先ほど自治体としての輸送セキュリティー、セキュリティーというのは警備、どういう意

味なんだろう。会場でのサイバーセキュリティーみたいなものも問題になっていますよね。

東京オリンピックの本体の中ではというようなことも含まれているという考え方でよろしい

でしょうか。 

○議長（三田忠男君） 答弁願います。 

  産業部長。 

○産業部長（堀江啓一君） 最初は、やはり伊豆半島という言い方もさせていただきましたけ

れども、会場自体が伊豆市ということがありますので、やはり伊豆市としては積極的に取り

組む必要があると思います。 

  ただ、いろいろな面で、財政的な面であるとか、その辺を言われてしまうと、なかなか難

しいところがありますので、やはりしゃしゃり出ていくという言い方、なかなかそこら辺が

どう対応するかというのは難しい状況なのかと思います。 

  セキュリティーというのは、やはりいろいろな形で、会場も当然そうですし、テロとかい

ろいろな問題等も生じると思います。その辺は伊豆市ができる問題ではありませんけれども、
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やはりその辺は静岡県なり静岡県警察とか、そういうところで検討して体制を整えていく必

要があるのかと思っているところでございます。 

○議長（三田忠男君） 再質問ありますか。 

  山口議員。 

○２番（山口 繁君） せっかくこの伊豆の地で開催するということですから、きちっと成功

裏に終わらせるということで、どういう役割をするか、これから考えていかなきゃいけない。 

  余りしゃしゃり出て、そんなにあなたそれやりたかったら金出せみたいなことを言われて

も困るということもあるんでしょうけれども、しかし、最終、究極的には、この大会をすば

らしいものにして終わらせる。すごく難しいですね。普通に終わらせるというのは、物すご

い難しいところだと思いますけれども、ぜひまたその辺はまだあと２年、ちょっと切りまし

たけれども、ありますので、ぜひよろしくお願いしたいなと思います。 

  サイバーセキュリティーのこともわかりました。 

  観客の見込み方というのは、まだ全然わからないということをお聞きしていますが、それ

はベロドロームの今の施設が、あれたしか常設で1,800、それから今の現状の中でですよ、

常設で1,800、それから仮設を1,200つくれるような状況になっているというのは、調べると

3,000というのがあるんですけれども、多分、これも決まっていないということなんですけ

れども、本大会になれば、常設の倍ぐらいのものは呼び込むようなという仮設のさらに仮設

をつくるんだろうなという感じなんですね。幾ら何でも、これが5,000人、１万人になる会

場にはなり得ないので、屋根も封鎖されているわけですから、そんな大きなものにはならな

いと思うんですけれども、それにしてもマックス、今の常設の倍ぐらいのものをお客さんを

呼ぶぐらいの施設を仮設をつくってやるということになると、今度はそれがトラック競技と

いうのは１週間でしたっけ、開催されるのはですね。簡単に言えば3,600人。3,600人をフル

に入場していただくという前提で、この観客をどういうふうに運び込むのか。今まで聞いて

おったのは、修善寺からあげますよとか、伊東からあげる道もありますよねと。それから、

大仁からあげる道もありますよねというようなことがあったんですけれども、その辺は、人

数は別にして、どこからどういうふうにあげていくのか。 

  それから、もう一つは、自家用車は入れないというようなことを聞いたこともあるんです

が、全てバス輸送で、仮に自家用車で遠くのほうから来られた方は、どこか下のほうに大き

な駐車場か何かを設けて、そこからシャトルで移動させる、バスで移動させるというような

ことを聞いたような記憶もあるんですけれども、その辺の輸送の人数はともかくとして、輸

送の、これも決まっていないと言われると、以上、終了なんですけれども、その辺でお話し

できるコメントがありましたらお願いしたいと思います。 

○議長（三田忠男君） 答弁願います。 

  産業部長。 

○産業部長（堀江啓一君） その辺が本当に難しいところでありまして、輸送ルートにつきま
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しては、公表されているものとしまして、修善寺駅と伊東駅、その２カ所からシャトルバス

で観客を輸送するという情報があるだけです。あとは多分、議員おっしゃられましたとおり、

車で行くというのは、多分無理な話だと思いますので、やはり近隣に駐車場を設けて、パー

ク・アンド・ライドというんですかね、そういう形でのやはりシャトルバスの運行になるの

かなと思います。 

  選手につきましては、ラフォーレ修善寺が選手村になっておりますので、そちらのほうか

ら有料道路を通って、三福の交差点から亀石のほうに上がっていくという形で聞いておりま

す。 

  以上でございます。 

○議長（三田忠男君） 再質問ありますか。 

  山口議員。 

○２番（山口 繁君） マックス3,600、どういう行き方をするかわからないけれども、大体、

ベロドロームに上がっていく時間帯と、それから下がる時間帯とほぼ決まっていると思うん

ですね。3,600人を輸送するということになると、50人乗りで計算すると幾らになるのかな。

何十台かな。そういうバスの手当とか何とかというのは、費用とか何とかじゃなくて、伊豆

市はそこに関与して手配とか何とかを伊東との関係で、伊東から上がるということと、伊豆

市から上がるということだから、伊豆市に半分上がるのかどうなのかわかりませんけれども、

それは手当をするというようなことまでミッションとして与えられているのかどうなのか。 

○議長（三田忠男君） 答弁願います。 

  産業部長。 

○産業部長（堀江啓一君） その辺のミッションについては、まだ静岡県から与えられている

わけではございません。やはり場所が決まったということで、その辺の役割分担をどうする

か。 

  ただ、例えば修善寺駅で言わせていただきますと、何人来るかわかりませんけれども、例

えば1,000人といたしましても、1,000人がいる場所というのは、駅周辺ではないわけですよ

ね。その辺をどういう形で1,000人の方に待機していただきながら、一度に来ることも考え

にくいところはあるんですけれども、その辺の待機場所等も、やはりこれは伊豆市として考

えていく必要があるのかなと思います。その辺は最終的には考えたとしても、静岡県の許可、

組織委員会の許可というのがありますので、最終的にはそういう形になっていくのかなと思

います。 

○議長（三田忠男君） 再質問ありますか。 

  山口議員。 

○２番（山口 繁君） 決まっていないわけですから、どうにもならないですけれども、トラ

ック競技は１週間くらいで、マックス3,600とか何とかという、仮にですよ、それはいいと

しても、それも大変だなというのがあるんですけれども、その次に大変なのは、その次とい
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うか、もっと大変なのは、これも市長、先ほど申していましたけれども、マウンテンバイク、

これは２日間でしたかね。マウンテンバイクに１万から２万人を呼ぶということですよね。

これはちょっと3,600からしたら、もっと３倍とか、最低でも３倍、物すごい数になるわけ

で、この辺も、だから、3,600人のやつが決まっていないわけですから、２日間の１万から

２万人呼ぶというのもまだ決まっていないと。これはもう大変だねということでしか今はな

いということで、そういうことですね。 

○議長（三田忠男君） 答弁願います。 

  産業部長。 

○産業部長（堀江啓一君） マウンテンバイクにつきましては、７月27日、28日、月曜日、火

曜日という開催になっています。トラックにつきましては、８月３日の月曜日から９日の日

曜日という形になりまして、本当に3,600とか１万とか２万とかという数字がありますし、

この時期は伊豆半島にとって、やはり夏の一番の書き入れの時期ということもあります。そ

ういった面で、本当に観光客やら観客やら、当然市民の方もそうでございますが、本当にい

ろいろな形で、どういう状態になるかというのは、本当に想像できないわけでございますが、

やはりそうは言っても、オリンピックは開催されますので、それにつきましてはやはり今後、

どうシミュレーションをつくって観客対応していくのかというのは検討していかなければい

けないと考えております。 

○議長（三田忠男君） 再質問ありますか。 

  山口議員。 

○２番（山口 繁君） これ夏の開催で、オリンピック全体がちょっとよく言われていまして、

サマータイム導入するとかしないとか、とにかくことしのような猛暑だったらどうなるのと。

外でやるような競技なんていうのは、もう大変だろうなというふうに思うんですが、お客さ

んに来てもらって、ドームの中はどういうふうになっているのかよくわからないんですけれ

ども、マウンテンバイクを見るときなんかは外ですよね。熱中症対策とかというようなこと。

それから、熱中症だけではなくて、ちょっとした体調を崩した人、外国人のお客さんも多い

んでしょうし、そういうときの急患が出たときの医療体制とか、そういうようないろいろ考

えなきゃならないことは山のようにあるんですよね。それもこれも、これから精査して決め

ていきますよと。これも県との協議で決めていきますよと、こういうことでよろしいんでし

ょうかね。 

○議長（三田忠男君） 答弁願います。 

  産業部長。 

○産業部長（堀江啓一君） 当然サマータイムの導入であるとか、そういう話題があるのは承

知しておりますし、開催なんかも、夕方の開催であるとか、昼間の一番熱い時期ですね、そ

ういうときの開催というのは、多分避けるような形になるんじゃないかと思います。 

  本当に急患ということが、それも当然、保険の関係になっていると思いますけれども、そ
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れにつきましても、いろいろな部会がありますので、そういう部会の中で静岡県との調整と

の中で諮られていくものと思います。 

  以上でございます。 

○議長（三田忠男君） 再質問ありますか。 

  山口議員。 

○２番（山口 繁君） そうしたら、次にいきますが、庁内組織としてオリパラの推進課をつ

くっていただいて、課長以下７名で今いろいろな業務を進めて、それぞれの担当があって進

められているということと、それから組織委員会に３名の職員を派遣しているということが

あり、その中で、派遣をこれから本番が近づくにつれて、さらに増員をしてほしいという要

求が非公式には今のところあるけれども、伊豆市としては、今の職員体制の状況の中ではこ

れ以上出せないよというようなことが、少し先ほど触れられたかと思うんですけれども、庁

内組織のほうの中のほうの７名のオリパラ推進課、ここのところはもう少し今の業務からふ

えてくるところがあるので、県との調整とかいろいろなことがあるので、もうちょっと強化

をして増員を図るとか、何かをするとかというようなお考えがあるのかどうなのかを聞きた

いなと思います。 

○議長（三田忠男君） 答弁願います。 

  産業部長。 

○産業部長（堀江啓一君） 役割分担というのは、先ほどから言いましたとおり、静岡県との

調整の中で出てくると思います。今後、大会２年を切りまして、例えば先ほど言いました白

馬村あたりでは、オリンピック関係で35名ぐらいの職員が、伊豆市でいえばオリンピック・

パラリンピック推進課の職員みたいな形で従事したという形で聞いております。 

  ただ、白馬村の場合は、長野県の開催で白馬村でしたので、伊豆市の場合は、東京都の開

催で静岡県というのがありますので、そこに伊豆市が直接入るわけではございませんので、

白馬村みたいな形のものにはなるかどうかわからないんですけれども、恐らくいろいろな形

で増員というのは、人事当局との話にもなってきますし、役割分担、どのような業務が来る

かにもよりますけれども、そういった形での増員というのは考えていく必要があるのかなと

いう形では今思っています。 

○議長（三田忠男君） 再質問ありますか。 

  山口議員。 

○２番（山口 繁君） いずれにしても、決まっていることは少ないものですから、どうにも

体制も含めて明確なお答えをいただくということはないんだろうと思うんですね。 

  いずれにしても、お客さんに相当の数来てもらうということですから、その人々のやはり

安心・安全の確保をまず第一に考えて、きちっとした大会運営ができて、成功裏に終わった

というようなことが、最後に言われるような配慮が必要だなということかなというふうに思

います。 
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  職員の常設の推進課は増員の可能性はあるかもしれないけれどもということがあったんで

すけれども、問題は今度は、大会開催のこのある期間ですよね。ここで総動員体制がかかる

のかかからないのか。かかるとしたら、どんな仕事があって、多分、それこそ一丸となって

やらなきゃいけないんだろうと思うんですけれども、これも何をどういう役割を与えられる

かわからなければ答えようがないですね。よろしくお願いします。 

○議長（三田忠男君） 答弁願います。 

  産業部長。 

○産業部長（堀江啓一君） 本当に難しいんですけれども、先ほど言いました白馬村につきま

しては、当時136名の職員がいたということを聞いています。その中で、役所内で通常の業

務をやった職員が31名。先ほど言いましたオリンピック・パラリンピック推進課みたいな形

で、行政として支援したのは35名。それとともに、さっき言った組織委員会の傘下、その下

で働いていた人が70名と、多分それが当日、その大会の期間中に働いた方だと思いますけれ

ども、そんな形で庁舎内で働いたのは31名ということで、本当に４分の１以下なんですかね。

そういう形になっちゃうような気がします。 

  ただ、先ほど言いましたとおり、長野県と白馬村の関係と東京都と静岡県の関係がありま

すので、やはりその辺につきましては、伊豆市というよりも、伊豆半島がどう連携をとって

いくかというのは、やはりこれからは考えていかなきゃいけないかなと思いますので、それ

につきましては静岡県に音頭を取ってもらいながら調整していきたいと考えているところで

ございます。 

○議長（三田忠男君） 再質問ありますか。 

  山口議員。 

○２番（山口 繁君） わかりました。 

  たかだかと言ったらおかしいですけれども、１週間というか、オリンピックとパラリンピ

ックと両方あるので、その開催期間中は臨戦態勢に入るということで、白馬村はすごいです

ね。136のうち通常業務したのは31名しかいない。それだったら、それくらいの職員でずっ

といいじゃないかなみたいなというような思いはあるんだけれども、そんなことはないんで

すね、臨戦態勢になっているわけですから。という意味では、ちょっとこれ外れているけれ

ども、どこかに文言としては入れましたが、総務部長の前の私の一般質問の去年の６月です

か、いわゆる東京のオリパラがあるので、いわゆる今の伊豆市の職員の定員管理、これは定

員管理計画だったのかな、僕は定員管理制度というふうに聞いちゃったような気がするんで

すけれども、これがあるためにできていないんだよということなんですけれども、ぜひこう

いうようなときに定員管理制度なり計画というのは、きちっとつくれる、逆につくれるんじ

ゃないかなと、そんなことを本当に本来必要な、庁舎に必要な、いわゆる伊豆市の行政を回

していくのに必要な人員というのは、今の三百何十人じゃなくて、もうちょっと少なくても

できるんじゃないかなというようなこともあり得るような気がするので、定員管理制度とい
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うのか計画というのか、それはいつまでもこれがあるからできないできないじゃなくて、ぜ

ひつくり上げるようにお願いをしておきたいと思います。これに関しては別にお願いするん

ですから、努力しますというお答えが返ってくるはずですから、それ以上聞きません。 

  次にいきます。 

  最後のところ、最初の１番目の最後のところは、総合計画の中でうたっていますよねとい

うようなことで、「安全で快適な道路空間の創生」というのは、やはり市道と県道があって、

市道部分、そのジョイントの部分でしたっけ、既にもう決定したこと、それから事業にもか

かろうとしているような道路の２カ所ぐらいありましたよね、下のほうと上のほうと。それ

以外には、そこをつなぐところは県道だから、県の事業なんだけれども、県にお願いして何

かしてもらわなきゃならないというような道路箇所というのはないんでしょうか。 

○議長（三田忠男君） 答弁願います。 

  市長。 

○市長（菊地 豊君） 市がやっているもう一つの事業が大平の下水道事業で、これは国道

136号線をやっている事業なものですから、会場が決まったときに、まだ実は選手村へ公表

されていなかったんですが、ラフォーレ修善寺が選手村になる可能性が高いということで、

国交省の下水道部長にすぐにお願いに行ったところ、これはいち早くつけていただき、今ず

っと道路を一生懸命やっているのは、夜間、あの地域はずっとあるんですが、何としてもオ

リンピックの前に国道のところの事業が終わるということでやっています。これは国の支援

を得て市の事業としてやっております。 

  本当はもう少しいろいろ、修善寺天城湯ヶ島線とか、伊東修善寺線とか、やるべきことは

あったんですが、御承知のとおり道路の場合には、普通、用地で２年、設計で２年、施工で

２年と、６年かかるところが、あと１年しかありませんので、現状、何とか間に合うところ

の駅から会場までが精いっぱいというような状況でございます。道路についてはです。 

○議長（三田忠男君） 再質問ありますか。 

  山口議員。 

○２番（山口 繁君） 総合計画で言っているところの「安全で快適な道路空間の創生」で、

東京オリンピックをということで書かれていたところがあったと思うんですが、これはもう

既に、そうしたらできちゃっているよ、これ以上の計画はなくて、東京オリンピック向けに

は道路基盤の創生というのはこれで終わったよということでよろしいでしょうか。 

○議長（三田忠男君） 答弁願います。 

  建設部長。 

○建設部長（山田博治君） 今の質問ですけれども、オリンピックに向けまして大野までとい

うことで、そこには県道と市道がありまして、県道では、御存じのとおり２カ所、駅前のと

ころと大野のところの１カ所につきましては、用地は全て完了しまして、建物移転を随時進

めまして、現場はやっているところでございます。 
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  市道につきましても、県道からベロドロームまで行く間の関係ですけれども、入り口のＳ

字カーブのところも、１件残して、全てあとは用地は完了して、今１件のところはあと調整

中と。ベロドロームに行くほうのところにつきましては、用地はサイクルの関係なものです

から、そこの部分を改良して発注して進めていると。 

  あとラフォーレにつきましては、入り口の部分、ちょっとＳ字があるんですけれども、ど

うしても用地の関係ありますので、もう少し上流、ラフォーレへ行ったところの狭い狭隘の

部分のところを約340メーターぐらいを今発注して進めているところで、それで全て完了か

といいますと、なかなか難しいんですけれども、やはり大型が安全に通れるというところを

重点的に、なおかつ期間も短い、予算も限られているということで、その中で進めていると

ころでございます。 

  以上です。 

○議長（三田忠男君） 再質問ありますか。 

  山口議員。 

○２番（山口 繁君） よくわかりました。 

  そうしたら、その次の総合計画のもう一つのほうは、「外国人観光客等の誘致の促進」事

業であります。クレジットカード決済云々というのがあって、これは市長もありましたよう

に、電子決済は進むだろうから、ぜひともこれはきちっと整備しなきゃいけない。市として、

だけど、そのときに、これはだけど、事業者がやらなきゃいけない仕事なんだろうと思うん

ですね。市としては何がそこでできるのかできないのか、何がということをちょっとお聞き

したい。 

○議長（三田忠男君） 答弁願います。 

  産業部長。 

○産業部長（堀江啓一君） 最終的には、今おっしゃったように事業者ということになると思

います。ただ、アンケート調査も昨年度とっておりますが、やはり事業者としての認識とい

うのは、まだまだ低いのかなという形では感じました。それに基づきまして、今年度、キャ

ッシュレスの説明会も２回ほど開催する予定でおりまして、やはりそこである程度意識の改

革ですかね、意識改革というか、持ち方というんですかね、そういうのはやはり図られてき

ているのかなと思います。そういうことでやっております。 

○議長（三田忠男君） 再質問ありますか。 

  山口議員。 

○２番（山口 繁君） 今の伊豆市の現状といいますか、僕は修善寺の出身で、時々、山から

おりてきて、歩いてきて、ちょっとした店でコーヒーじゃなくて、昼間から酒を飲んだりす

るんですけれども、そのときに遭遇した事柄があります。 

  今、結構、先ほども市長が言われたように、修善寺温泉にぎやかになっているんですが、

若いカップルがその店に入ってきまして、若いカップルが入ってきて、店主を呼んで何かや
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っているんですよね。お客さんなのかなと、何かお茶でも何でも食べて、軽食を食べたり何

かしていってくれるのかなと思ったら、店主と話をして、そのうちに２人は出ていっちゃう

んですね。何だったのと聞いたら、カード使えませんかということを聞いたそうなんです。

結局カードが使えないから、この店やめたといって出ていったそうです。 

  結局、だけど、出ていって、ほかの店行ったって、多分、修善寺温泉でカードを使えると

ころは余り聞いたことがないものだから、かわいそうだなというふうな思いがありありで、

そういう意味では、クレジットカードをきちっと使えるようにする。 

  ただ、事業者側からすると、これは手数料が何％か取られるというのがあって、そこのこ

とが経営に影響する大きな点だというようなことを言っていましたが、例えば500円、600円

くらいのもので手数料を取られたのでは、全然合いはしないよと、合わないよというような

ことを言われていたんですけれども、しかし、そうではなくて、それでお客さんの数をふや

して、それで経営的に成り立つ世界というのはあるはずですから、それから、それ以外に、

クレジットカード以外に、もうちょっと手数料が低いのがありますよね。プリペイドカード、

これはセブンイレブンで使えるｎａｎａｃｏとか、交通系の、こっちは東海は何でしょうね。

東京だとＳｕｉｃａであるとか、ＷＡＯＮとか、そんなのがありますよね。それから、デビ

ットカード、いきなり口座からすとんと落ちるというシステムもある。そういう幾つかの電

子決済的な機能があるんですけれども、それをさらにモバイルに一本化して、スマホ１個持

っていれば、それ全部入れていれば、ぽんと通ってしまうという、その決済ができるかでき

ないかということも、進めていくと、そういうことが必要なんだろうなと思うんですね。 

  ただ、それには店側としては、それに対応するハードといいますか、それをちゃんときち

っとやってくれる機器がないと困るということなんですが、いろいろなキャッシュレスの説

明会、事業者なんかも来ていると思うんですけれども、そういう中でどんな議論があったん

でしょうかね。何かちょっと、この導入に向けて意欲が物すごくあるように見えたのか、い

やいや、ちょっと待てよということなのか。 

  伊豆市として絶対必要なのは、総合計画でもうたっているように、国際的な環境、何とか

都市という、国際がついている都市を目指すということを言っているわけで、国際がついて

いる以上は、絶対にこの電子決済というのはないと無理だろうと思うんですね。その点をち

ょっとお聞きしたいなというふうに思います。 

○議長（三田忠男君） 答弁願います。 

  産業部長。 

○産業部長（堀江啓一君） 先ほどのアンケート調査をやらせていただいたということなんで

すけれども、昨年度やりまして、40の商店の方から聞きまして、そのうち10件は決済ができ

るという形で、残りの30件ができないという形の話がありました。その中でできないという

形の方なんですけれども、今後導入されますかという質問に対しても、なかなかそこに積極

性がなかったという状況でございます。 
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  先ほどありましたとおり、今年度、事業者向けの説明会をやりまして、市内の宿泊業者と

か観光業者とか約70名の方が参加して、実際やっておりますので、その中である程度先ほど

言いましたように意識改革ができたのかなという形で考えております。 

  端末につきましては、やはり市としても導入をしていくために補助金とか、そういうのも

やはり考えていく必要があるのかなと思っておりますけれども、現在、消費税が来年度、

８％から10％に上がる予測がされている中で、中小企業庁が軽減税率対策補助金というもの

を考えているようでございます。それで８％から10％に対応するという状況でございますが、

その中にある程度、キャッシュレスの要はできるような仕組みも入っているというのも聞い

ておりますので、そんな形で中小企業庁の補助金を使えばできるのかなと。ただ、それが全

部100％できるわけではございませんので、やはり残った分をどう対応していくかというの

は、やはり伊豆市として補助金であるとか、そういうものを考えて、できれば、本当に多く

の人にその必要性、オリンピック・パラリンピックでの必要性を訴えながら導入を図るよう

な形で進めていきたいと考えております。 

○議長（三田忠男君） 再質問ありますか。 

  山口議員。 

○２番（山口 繁君） 電子決済に関しては、外国人観光客向けだけじゃないんですよね。や

はりもう今まさに普通の日本人というか、国内でも需要は高まっていて、僕は、私のことに

なると恐縮なんですけれども、３年ぐらい前までは東京に住んでいて、東京ですと、買い物

からとにかく何もお金要らないんですね。電車に乗るのから、ミニバス乗るのから、電車に

乗り、それから着いて買い物して、それで帰ってくる。どこかで飲んだとしても。しかし、

何とか横丁のすごい何とかというところはキャッシュでないとだめだというのがあって、酒

飲むのにはきついけれども、でも、何とか横丁が観光化しているようなところはクレジット

カード使えるんですよね。というように、これは今度、外国人観光客が入るようなすごい横

丁があるんですけれども、そういうところもあると。外国人だけじゃない、日本人も物すご

くニーズがあるということなんです。 

  先ほどいろいろな店はほぼない、先ほどのアンケートでは、40件のうち10件は使えるよと

いうことだったんですけれども、修善寺駅が使えないんですよね、駅が。510円の三島まで

のやつをクレジットカードを使うなんていうことはあり得なくて、自販機でぴっと買えばい

いわけですが、あそこから例えば東京なりどこかへ行くと乗車券は買うわけで、そのときに

クレジットカードが使えなかったといって、何なのと、あの駅はと言われたこともあります。

確かに聞いてみたら、一切使えませんということを言われたものですから、修善寺駅のああ

いうものを大がかりに整備していながら、そういうところとのギャップを物すごく感じたも

のですから、ぜひこれもこれから必要なことだろうと思うので、どういう働きかけをするの

かよくわかりませんけれども、ぜひお願いしたいなというふうに思います。 

  この件については終わりまして、最後に、総合計画の中に、この２つの件の中に入って、
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一緒になって書いてあった、経済産業省のおもてなし規格認証の取得をして云々ということ

がありましたよね。おもてなし規格認証の取得というようなことがどこかにあったと思うん

ですが、これってどんな要件で認証がされるのか。どういう手続をしてやっているのかよく

わかりませんけれども、現在それを進めているのか、進めていないのか、取得しちゃったの

かというようなところも含めて教えていただきたいなと思います。 

○議長（三田忠男君） 答弁願います。 

  産業部長。 

○産業部長（堀江啓一君） 現在、多分取得していないと思います。ただ、産業振興協議会の

ほうで今いろいろな形で、先ほどから言いましたとおり、市内の商店街の振興であるとか、

お客さんへの対応というのをやっておりますので、その辺で一緒になって考えていきたいと

思っております。 

○議長（三田忠男君） 再質問ありますか。 

○２番（山口 繁君） 次。 

○議長（三田忠男君） それでは、２番目にいきます。 

  答弁を求めます。 

  市長。 

○市長（菊地 豊君） 産業部長に答弁させます。 

○議長（三田忠男君） 産業部長。 

○産業部長（堀江啓一君） 続きまして、２の機運醸成と大会後のレガシーについてお答えさ

せていただきます。 

  まず、①についてでございます。機運醸成につきましては、平成27年度より、カウントダ

ウンイベントを初めとする各種イベント等で機運醸成の取り組みをしてきましたが、いまだ

市民の皆様への意識や関心の度合いは低いと考えております。 

  今年度、市民向けの情報誌を制作し各戸配布を予定しております。自転車競技が伊豆市で

開催されるという視点だけではなく、オリンピックの歴史、世界最大規模のオリンピック・

パラリンピックが伊豆市で開催されるという視点も取り入れまして、市民の皆様に見て読ん

でいただき、機運醸成、意識や関心の向上につなげていきたいと考えているところでござい

ます。 

  また、東京五輪音頭の普及に取り組んでいるところで、まず職員から練習を始めたところ、

それが市内各地域に広がり、各地域においても取り組みたいという声が多くなってきており

ます。 

  続きまして、②でございますが、ことしの６月に静岡県が中心となりまして、組織委員会、

ＪＫＡ、日本自転車競技連盟、日本サイクルスポーツセンター等の施設団体や、伊豆市、小

山町、御殿場市、裾野市等の関係自治体が構成メンバーとなり、東京オリンピック・パラリ

ンピックレガシー検討委員会が設立されました。この委員会では、大会後の日本サイクルス
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ポーツセンター内の施設を、エリート選手から自転車初心者までが利用する自転車トレーニ

ングヴィレッジとしての活用を検討するというものであり、平成30年度末をめどに、レガシ

ー創出に向けた取り組み方針をまとめる予定でございます。 

  市としましては、これらの検討を踏まえ、さらに自転車まちづくり基本計画でうたってい

る「市民への自転車の浸透」、「受け入れ体制の整備」、「情報発信の強化」という３つの

基本方針をもとにした施策を実施することにより、レガシーづくりに取り組んでいきたいと

考えているところでございます。 

  以上でございます。 

○議長（三田忠男君） 再質問ありますか。 

  山口議員。 

○２番（山口 繁君） 市民の意識といいますか、機運の醸成というところは、まだ今のとこ

ろ、２年切った段階で、余り高まっていないというか、低いというふうに考えているという

ことで、これはやはりそのままでいいとも思えませんし、ぜひ上げていくためにはどういう

ふうにしたらいいのか。情報誌を発行するというような工夫もありますし、まだほかにいろ

いろなやり方もあるんだろうなというふうに思うものですから、それはぜひぜひ進めていた

だきたいなと思うんですが、それで、まず市民の機運を醸成させるという以前に、やはり市

役所の職員がどういうふうにオリンピックに立ち向かうかということなんですね。既に一、

二カ月前に研修会なんかもやりましたですね。その中でどんなことを話され、職員には最低

でもこういうことをしてほしいとか、注文もあるんだろうと思うんですね。 

  先ほど、今、朝、ラジオ体操のかわりに五輪音頭を踊っていますが、それだけということ

はないだろうなというふうに思うものだから、その辺のことに関して、まず職員に対してど

ういうふうにこれから先、あと２年切った段階で、こういうことを期待していくのか、こん

なことを期待したいみたいなことがありましたら、これは市長からちゃんと答えていただく

とありがたいなと思います。 

○議長（三田忠男君） 答弁願います。 

  市長。 

○市長（菊地 豊君） 今御指摘いただいたところが一番大切なことだと思っているんです。

確かに私たちは開催地ですから、その責任を果たさなければいけないんですが、東京2020大

会を成功させる責任は組織委員会にあるわけですね。私たちは、この東京2020大会を伊豆半

島、伊豆市の将来のためにどうやって活用するかのところが一番大事なわけです。 

  したがって、もちろん三島や沼津のような商業、工業もあるところもあるけれども、うち

から南、熱海、伊豆市から南までは、基盤産業は観光ですから、そのほかいろいろなビジネ

スありますけれども、やはり全体の1,000億円のうちの800億円ぐらいは、サービス業で経済

回っているわけですね。そうすると、このチャンスをいかに使っていくかというところにな

るわけです。したがって、オリンピック・パラリンピック課というものはつくったけれども、
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全ての課、全ての部が、この２年後をいかに将来のために使うかということを今意識させて

いるところなんですね。 

  １年半後に既に迫っていますので、そこは全体の雰囲気の盛り上げとして、お祭りではあ

りませんけれども、最高のスポーツイベントを盛り上げること。しかし、その先にいかに生

かしていくかという視点で考えていきたいと思っております。 

  その延長線上で１つ申し上げると、また先週に戻って恐縮なんですが、私が１週間いたと

ころは、冬季オリンピックのスキー会場だったんです。そうすると、何があるかというと、

いろいろな店があって、オリンピック、ここでした、ここでしたと。まさにうちのようにな

るわけですね。そこにあるのは、貸しスキー屋さんとか、スキー教室屋さんとか、まさにそ

ういうことで、今、レガシーを生かしているわけです。 

  夏ですから、今回。何と驚いたことに、スキーのリゾート地なんだけれども、物すごい数

のサイクリストがいるんです。ヨーロッパの自転車人気は本当にすごいんですよ。私が滞在

したところは標高1,200メートルですから、天城高原と天城山の間ぐらいの高さにあるんで

すけれども、そこから山越えでみんな自転車で乗っていくような人たちがいっぱいいる人、

そういう人たちをより多く伊豆半島においでいただくきっかけとして、ただで世界中にオリ

ンピックが流れるというこのチャンスを使っていきたいと、このように意識として持ってい

るわけです。したがって、その原動力として、まず市役所職員がその意識をしっかり持って、

みんなで踊り、ちょっと難しいんですけれども、まず踊って盛り上げましょうということを

含めて取り組んでいるところです。 

○議長（三田忠男君） ほかの部長さんないですか、よろしいですか。 

  再質問ありますか。 

  山口議員。 

○２番（山口 繁君） わかりました。よくわかりました。 

  東京五輪音頭も、なかなかおもしろいですね。この前、たまたま来たら、ラジオ体操じゃ

ないものをやっているものだから、後ろにいたんですけれども、とてもついていけなくて、

もう仕方がないので、10月の幾日だかに開催する研修会にはぜひ出ようといってきのう申し

込みをしたところです。覚えたいなと思います。 

  ちょっとこれから言うことが機運醸成とか何とかに必ずしもつながるかどうかわからない

んですが、今、自動車の車のナンバーで、オリンピックナンバーというのがありますよね。

来年のラグビーのワールドカップのナンバーもあるんだけれども、２年後のオリンピックナ

ンバーというのがあって、ちょっとこれはお金がかかるから、今のナンバーの数字を全然数

字から何から記載内容を変えずにオリンピックナンバーに変えるという。特に軽自動車は黄

色ですよね。黄色ナンバーを変えることによって白ナンバーになるんですよね。白ナンバー

になる。物すごく軽自動車が白ナンバーって、何か高速道路で間違えて料金取られたなんて

いう事件も最初はあったようですけれども、それはともかくとして、インパクトがあると思
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うんですね。そういうようなことを普及させていくというようなこと。しかし、お金のかか

るとだから、強制的に何かやるということはできないんだろうと思うんですけれども、この

辺どういうふうに考えているのかということをお聞きしたいということで、きょう、朝方、

この議会始まる前に、職員の向こう側の駐車場をちょっと一回りしてきましたら、オリンピ

ックナンバーに変わっている車が３台かな、３台ぐらい、きょうあったのはありました。公

用車は全然ないですよね。公用車ぐらい、それしたらどうというような思いがあることと、

それは金かかるからノーよと言われたら、以上終了なんだけれども、そんなことしたって機

運醸成にも何にもなりゃしないということかもしれませんし、もう一つは、ラッピング、東

京のオリパララッピングをして、公用車って常に仕事して、市内そこらじゅう歩き回って

─歩き回っているって、仕事のために動いていて、ある意味では走る広告塔になるんだろ

うと思うんですよね。そんなことをうまく使うことを考えているかいないかというようなこ

とを聞きたいと思います。 

○議長（三田忠男君） 答弁願います。 

  産業部長。 

○産業部長（堀江啓一君） 議員おっしゃいました公用車で１台もないということなんですけ

れども、市バス、これにつきましては既に2020という形で、オリンピックの模様というんで

すか、虹色のあれは入っていないんですけれども、バスのほうは2020という形でのオリンピ

ックのモードというんですかね、そういう形で横にもラッピングで2020という形での市民の

皆様への機運醸成というんですか、そういうのを図っている状況でございます。 

  車の件につきましては、ちょっとまたこれにつきましては、当然議員おっしゃられたこと

は本当にいいことだと思いますので、財政的なところもありますので、当局とまた相談させ

ていただきたいと思います。 

○議長（三田忠男君） 再質問ありますか。 

  山口議員。 

○２番（山口 繁君） 一般市民に強制するようなことというのは、なかなか難しいんですけ

れども、公用車の全部じゃなくても、一部、それで軽自動車が結構多いじゃないですか。軽

自動車の黄色が白に変わるというのは、やはりインパクトがあって、あれ「おっ」てみんな

市民の方が公用車が来たときに思うような気もするんですね。そのときに横にラッピングが

あると、そうか、オリンピックに向けていろいろやっているねというようなことで一つのき

っかけになるのかなという思いがあったりしたもので、そんな話をさせてもらいました。 

  もう一つ、ちょっと別件でありますけれども、この７月くらいからでしょうか、東京2020

のＩＤ取得というようなことのありますよね、いわゆるＩＤを取得して、チケットをウエブ

上で買うには、そのＩＤがないと買えないんですよね。それから、ＩＤ登録することによっ

て、オリンピック委員会からのメルマガというのかな、それが定期的に来るとか、それから

オリンピックのいろいろなグッズが、どんどん新しいものが出ていますよね、それを買うに
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もそういうのが必要だというようなことがあるんですけれども、そのＩＤ取得ということに

関して、これをもう少し波及させるというような手助けを市がするかしないかというような

ことに関して教えていただきたい。 

○議長（三田忠男君） 答弁を求めます。 

  市長。 

○市長（菊地 豊君） 私のほうからちょっとお答えします。 

  ナンバープレートはちょっと検討させてください。 

  ラッピングはこれは難しいんですよ。車体とタイヤとたしか両方ともメインスポンサーで

ないと使わせてくれないんですね。そういうすごい厳しい縛りがあるものですから、ちょっ

と全ての車両ができるわけではありません。 

  それから、ＩＤのほうは、これはぜひ市もしっかり広報させていただきたいと思っている

んです。というのは、時々、市民の皆さんから、ちゃんと私もオリンピックに行きたいから、

あんた、ちょっとチケット何とかしてねって。できないんですが、ＩＤを取っていただかな

いと、ネット販売になりますから、したがって、これはしっかり市民の皆さんに御理解をい

ただいて、そして市民課の困ったら支所に来てくださいとまでやるかどうかわからないけれ

ども、そうしないと、せっかくここが開催地なのに、チケットも取れないことになるんです

ね。そういったことのためにも、ＩＤの取り方というのは、しっかり広報させていただきた

いと思っております。 

○議長（三田忠男君） 再質問ありますか。 

  山口議員。 

○２番（山口 繁君） そうしたら、最後の項目に入ります。レガシーです。 

  やはり県全体を「サイクリストの憧れを呼ぶ聖地」にしようと、こういうことなんですけ

れども、これってなかなか難しいんだろうなと。関係する県とか、サイクルスポーツセンタ

ー、ＪＫＡとか、市も入っていると聞きました。小山町、関係市という意味では、御殿場と

か裾野も入って、これの協議会ですかね、進められているということで、どうでしょうかね、

この協議会の中で、二、三回開催されているんだろうと思うんですが、どんなことが話され

たのかというということをお聞きしたいと思うんですけれども、多分レガシーで聖地になん

ていうと、じゃ、意見をというと、多分、もう夢や希望や何かを山のように言ってくるよう

な世界があるんじゃないかなと。そんなの全部かなえていたら、金が幾らかかってもたまら

ないし、伊豆市に立地するから伊豆市が出せよなんて言われても、これも困るなというふう

に思うわけですけれども、その辺のことについて協議会の中身をちょっと教えていただきた

いなと思います。 

○議長（三田忠男君） 答弁願います。 

  産業部長。 

○産業部長（堀江啓一君） 協議会ではなくて、レガシーの検討委員会ですね、これを既に何
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回か検討しております。 

  先ほどの答弁でも言いましたけれども、サイクルスポーツセンターが当然会場になります

ので、そこをやはりどう残していくか。その後、オリンピックが終わったから、パラリンピ

ックが終わったら、お客が来なくなっては困りますので、それをどう生かしていくかという

ことで、最終的に大会後のコンセプトといたしまして、現在言われているのはエリート選手

から自転車の初心者までが利用する自転車のトレーニングヴィレッジとして活用を検討して

いこうという形で今話が出ているところでございます。 

  自転車競技の競技力向上の場、あるいは国内外の競技大会の開催、世代や障害の有無を問

わず、サイクルスポーツに親しみ、学び、体験できる場。また、伊豆半島、東部地域のサイ

クルツーリズムの拠点という形で、いろいろな角度から見まして、そこを最終的にはレガシ

ーとして残していこうという形で考えているところでございます。 

○議長（三田忠男君） 再質問ありますか。 

  山口議員。 

○２番（山口 繁君） ９月の初めころの新聞だったと思うんですけれども、県がマウンテン

バイクのコースは、オリンピックで使うときには、かなり難度の高いやつになるんだろうけ

れども、それを簡単にできるような形の整備をしていくというようなことで、整備費用の３

億円を補正予算に９月上げたというようなことが記事にありました。それはそれでいいんで

すけれども、そうすると、マウンテンバイクコースがある意味は、一つのあのときのオリン

ピックのあのコースなんだということで残る世界になると思うんですが、長野オリンピック、

20年前の、長野オリンピックで何でしたっけ、ボブスレーでしたっけ。ボブスレーかリュー

ジュか何かの会場がいわゆるレガシーというようなことで残して、今もうとてもじゃないけ

れども、７万円くらいの収入に対して１億2,000万円、長野市が金を出さなきゃいけないと

いうような、そういう負の遺産になってしまっているということがあるので、この辺は少し

考えていただきたいなと思うんですが、さっきのマウンテンバイクコースの３億円は整備費

用は県が出しますと言ったけれども、その後の次の整備はどうなるのかというようなことも

決まっているんでしょうかね、お聞きしたいと思います。 

○議長（三田忠男君） 答弁願います。 

  産業部長。 

○産業部長（堀江啓一君） ３億円につきましては、この９月の議会で多分上がるんじゃない

かという形で考えています。現状と今後、機能をどう強化するかについて、検討委員会で当

然話をしていますけれども、やはり費用をどうするか、維持管理をどうするかということに

ついては、まだその中で出ておりませんので、やはりその検討委員会の中で、今後の話し合

いになるのかなと思います。 

  以上でございます。 

○議長（三田忠男君） 再質問ありますか。 
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  山口議員。 

○２番（山口 繁君） もう最後ですが、質問というよりも、結局、大会の組織委員会からの

いろいろな情報等がまだ余りないよということと、決まっていることが余りないよというこ

とと、もう一つは、立ち位置として組織委員会があり、県があり、伊豆半島があって伊豆市

があるというような極めて遠い状況にあるということなんですけれども、そうは言っても、

開催市でありますから、ぜひこのオリンピックが円滑に運営されるというようなことで、き

ちっと対応できるようにお願いをして、今回の質問を終わらせていただきます。どうもあり

がとうございました。 

○議長（三田忠男君） これで山口繁議員の質問を終了いたします。 

  ここで議事の都合によりまして、昼の休憩にしたいと思います。 

  再開は午後１時からといたします。 

 

休憩 午前１１時４８分 

再開 午後 １時００分 

 

○議長（三田忠男君） それでは、休憩を閉じ会議を再開いたします。 

 

◎発言訂正について 

○議長（三田忠男君） 先ほどの２番、山口議員の質問に対し、訂正の申し出がありましたの

で、これを許します。 

  産業部長。 

○産業部長（堀江啓一君） 大変申しわけありません。先ほどの山口議員の中で、おもてなし

認証の形の質問がありました。私は、市内で多分取っていないのではないかという形で発言

させていただきましたけれども、おもてなし認証につきましては、紅認証、金認証、紫認証、

紺認証という形の４種類があるようでございます。その中で紅認証につきましては、自己適

合宣言という形で宣言すれば、ある程度30項目のうち15項目だけ適合していれば取れるとい

う形で、審査なしで適合できるという形で、宣言できるようでございます。これにつきまし

ては、伊豆市を初め観光協会であるとか、観光案内所等々が取っているということでござい

ました。大変申しわけありませんでした。 

 

◇ 青 木   靖 君 

○議長（三田忠男君） それでは、引き続き質問に入ります。 

  次に、９番、青木靖議員。 

〔９番 青木 靖君登壇〕 

○９番（青木 靖君） ９番、青木靖です。 
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  通告に従いまして質問をさせていただきます。 

  市内の道路網整備のバランスについてです。 

  答弁を市長に求めます。 

  伊豆市内の道路交通の現状は、北から東名・新東名より東駿河湾環状道路を経て、伊豆中

央道・修善寺道路へ結ばれており、来年早々には伊豆縦貫道天城北道路が開通する見通しで、

合わせて、国道136号線への下船原バイパスのトンネルを含めた工事、土肥のバイパスの橋

梁部分の工事などが同時期に開通を目指して進められているところであり、国道414号線を

補完する修善寺天城湯ヶ島線も合併支援道路の位置づけだったこともあり、狭隘部分の拡幅

工事が順次進められているところです。 

  一方で、修善寺から中伊豆を通り伊東に至る伊東修善寺線は、伊東市内の中伊豆バイパス

部分が無料になって以降、交通量が増加し、１日２万台を超えている現状です。 

  また、伊豆スカイラインの無料化が通常は難しいことから、伊東修善寺線と相乗効果が期

待される中大見八幡野線の伊豆市内の部分（ろくろば峠から中伊豆バイパスまで）の拡幅改

良が望ましいものの、現状は林道同様のままの状態です。 

  市道の道路網の整備についてはバランスよく進める必要があると思いますが、特に整備が

おくれている中央道から伊東側のアクセスを改善することは、市が進めようとするあらゆる

政策の基礎固めになると考えます。 

  そこで、以下について質問します。 

  ①交通量が増加している県道伊東修善寺線について、大型車のすれ違い困難な狭隘部分や、

児童生徒の通学の安全確保に必要と思われる歩道の整備など、以前から懸案になっている道

路の改良について、現状の認識と今後の対応の方向性はどうなっていますか。 

  ②県道伊東修善寺線の交通量の多さを地域の経済の活性化や地域振興策、移住定住策に生

かす取り組みを考えませんか。 

  ③観光振興、交流人口の増加や災害発生時の復旧支援道路になり得る県道中大見八幡野線

の伊豆市内部分について、県との協力体制を強化し、拡幅改良を促進しませんか。 

  ④現在、県で進められている伊豆縦貫道と東側を結ぶ道路である県道伊東西伊豆線の進捗

と市道矢熊筏場線の改良の見通しはいかがですか。 

  ⑤市内の道路網について、主要幹線道路のみならず、補完幹線道路までを整備促進するた

めに、財源確保の取り組みを新たに考える必要があるのではないかと思いますが、新たな財

源の確保についての見通しはいかがですか。 

  以上を伺います。 

○議長（三田忠男君） ただいまの青木靖議員の質問に対し、答弁を求めます。 

  市長。 

〔市長 菊地 豊君登壇〕 

○市長（菊地 豊君） 私から、まず総論を申し上げます。 
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  今、伊豆半島は、伊豆縦貫道路を骨幹道路として、そしてそれに肋骨をつけて、全体バラ

ンスよく伊豆半島全体の回遊性を高めるために作業をしているまさに真っ最中でございます。

御指摘のとおりです。実は、数年前にラフォーレ修善寺のオーナーである森トラストの社長

さんにお目にかかったら、「伊豆縦貫道ができるというからラフォーレの最初を修善寺にし

たんだよ」と、「あれから40年じゃないか」と、こう。まさに、40年かかってようやく大平

まで来たという状況なんですね。その後、ここ10年ぐらいでかなり進捗しているんですが、

これは伊豆半島の北から南までがみんな一丸となって国に働きかける、そういうことをした

結果なんですね。やはり伊豆半島はみんなで力を合わせて国、そして県に働きかけることに

よってこのような社会インフラが進むということを、今実感しているところです。その中で、

伊豆縦貫道だけではなしに、それに県管理の国道と県道をどのようにしっかり整備していく

かということで、伊豆半島道路ネットワークというものを美しい伊豆創造センターの中でつ

くり、そして、その中に１カ所だけ市の道路を入れたんですね。それが市道矢熊筏場線。こ

れを入れたのは、市道矢熊筏場線は市内の市の道路だけれども伊豆半島全体で進めていきま

しょうという、計画にあえて入れていただいたわけです。これは月ヶ瀬インターから世界農

業遺産のワサビ沢にまでつなげる大切な道路であるという前提ありなんですね。そこで、そ

の枠組みの中で、西方向への国道136号線は船原新田、そして土肥新田バイパスということ

で、かなりこれで進みます。問題はまずは東方向で、大変多くの交通量が今県道伊東修善寺

線を走っていて、人気のある東伊豆方向に行くバスが相当林道のような狭いところを避ける、

あるいは中を通って、狭い道路を走る。ここが大きなネックになっていることは承知をして

おります。伊豆市と関係市町が力を合わせて、しっかり財源も確保しながら、国や県と力を

合わせて進めさせていただきたいと思っております。 

  個々の箇所については建設部長に答弁をさせます。 

○議長（三田忠男君） それでは、続いて建設部長。 

○建設部長（山田博治君） それでは私から、１番と３番、４番、５番についてお答えいたし

ます。 

  まず、１につきましては、県道伊東修善寺線は静岡県の管理道路であるため県に確認した

ところ、当該道路の現状は、年川橋から中伊豆側の昨年度歩道工事を行った部分までの未改

良区間につきましては、本年度整備予定であります。また、年川橋の修善寺側にも未改良区

間があることを認識しているとのことです。 

  今後の対応は、修善寺側の未改良区間の用地交渉を進めていき、改良工事を実施していく

予定であり、また、用地交渉の際には市の協力をお願いしたいと伺っております。 

  市としましても、当該箇所は長年の懸案事項となっているため、事業の早期実現のため県

への要望活動を実施していく予定です。また、用地交渉等の際には、県に協力し早期の工事

着手を目指していきたいと思います。 

  県道伊東修善寺線は伊豆縦貫自動車道を背骨として、その肋骨に当たる伊豆横断道路とし
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て位置づけられていることから、今後も引き続き伊豆横断道路促進期成同盟会を通じ、要望

していきたいと思います。 

  続きまして、３番になります。 

  県道中大見八幡野線は、中伊豆バイパス入り口から県道遠笠山富戸線につながる県道です。

こちらも道路管理者である静岡県に確認したところ、県道中大見八幡野線の改良計画は現在

のところはありませんと伺っております。 

  中伊豆バイパスが無料化になる前は、その迂回道路として観光客等の利用も多い路線と認

識しておりますが、平成20年７月に中伊豆バイパスが無料化となり、県道中大見八幡野線の

利用は減っているのが現状です。 

  しかし当該路線も、１番の質問でもお答えしましたが、伊豆横断道路の整備計画路線に位

置づけられているということと、その道路沿いの地権者は伊豆市であり、用地の協力も可能

であることを、同盟会を通じ引き続き県に要望をしていきたいと思います。また、市で協力

できるところは積極的に協力していきたいと思っております。 

  続きまして、４番になります。県道伊東西伊豆線の進捗についてお答えいたします。 

  現在、県道伊東西伊豆線では筏場工区と湯ヶ島工区の２カ所で整備を行っており、筏場工

区が本年度完成する予定です。湯ヶ島工区につきましては、本年度用地買収を行い、平成31

年度工事を着手し、平成32年度で完成する予定です。 

  次に、市道矢熊筏場線の改良の見通しですが、現在伊豆市では、平成28年度から合併特例

債を活用した整備を進めているところです。計画の幅員は５メーターを計画しております。

本年度は、矢熊側ののり面を約500メートル、来年度は筏場側を同じく約500メーター改良す

る予定でございます。 

  平成32年度以降は、県が市にかわって整備を行う県代行事業等新たな事業を関係機関と協

議し、検討していきたいと考えております。 

  続きまして、５番です。 

  ５の道路整備に係る財源としましては、国土交通省所管の「社会資本整備総合交付金」と

その補助裏として交付税措置のある「公共事業等債」の借り入れによるものと、合併特例債、

過疎対策事業債、辺地対策事業債をそれぞれ充当財源としてきました。 

  今後も持続可能な財政基盤の確保を図りつつ補完幹線道路の整備を進めていくには、引き

続き国の交付金や財政措置のある起債等を財源としていく見込みでございます。 

  以上です。 

○議長（三田忠男君） それでは、②について、総合政策部長。 

○総合政策部長（田村英樹君） それでは私のほうから、②についてお答えさせていただきま

す。 

  まず、②の県道伊東修善寺線の交通量の多さを生かした取り組みでございますが、この伊

東修善寺線沿線はここ数年、交通の利便性を見越して、飲食店やドラッグストア、こういっ
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たものの新たな出店がございます。 

  生活関連の店舗がふえるということは、移住を検討される方々の検討要件の一つと考えら

れますので、このような地域特性のＰＲも移住定住施策の取り組みとして効果的ではないか

と考えております。 

  また、地域の経済の活性化、地域振興策につきましても、第２次伊豆市総合計画にもあり

ますとおり、地域振興拠点の整備を行い、公共施設の再配置と有効活用により、また民間の

皆様と連携していく中で、多世代間の交流が生まれ、地域の振興が図れるものと考えており

ます。 

  以上です。 

○議長（三田忠男君） 再質問はありますか。 

  青木靖議員。 

○９番（青木 靖君） 今回は道路ということなんですけれども、一見して、自分は中伊豆だ

から中伊豆のことだけ言っているように聞こえると思うんですけれども、タイトルは市内の

道路網のバランスということなので、最終的にその財源を確保して、補完道路というかね、

全体をどういうふうにやっていけばいいのかというような話ができるように、ちょっと現状

の確認と、あと、課題をどうやって克服していけば今までみんながやってほしかったけれど

もできなかった道路がこれからできるのかというような話にしていきたいので、お願いしま

す。 

  まず、いろんな課題があって、やりたくてもできない道路があるということは、重々承知

しています。今、建設部長に一つの例として年川橋の両サイドの話をしていただいて、中伊

豆側のほうは歩道が確かに整備されて、きれいになっています。年川橋から修善寺側のほう

もある程度歩道は整備し始めているんだけれども、用地の関係でできないということがある

んですけれども、ちょっと難しい話から入って恐縮ですが、大きいところから行きますね。

用地の確保ということで、ほかの中伊豆町内の聞いている中、ほかのところでもそうなんで

すけれども、用地の確保というか、要するに、ここは道路を広げたいので道路の用地として

提供していたけませんかといったときに、相続ができていないというようなことがあって、

お願いをしてもできないという事例があるということだと思うんですけれども、その辺は今

までどうしてきたのか、あるいはこれからどうしようとしているのかという話からまずお願

いします。大きい話ですみませんけれども。 

○議長（三田忠男君） 答弁を求めます。 

  市長。 

○市長（菊地 豊君） 先に私のほうから申し上げますが、これは全国市長会の中で大変大き

な問題になっておりまして、土地利用に対する制度改革がかなり進んできましたけれども、

知事会の動きもあったやもしれませんが、全国市長会は相当大きな動きをしてきました。そ

こで、我々は実際に経験していますので、所有者がわからない土地、所有者がいない土地、
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それから相続されていない土地、今の相続は明治になって法律ができたわけですけれども、

もうそもそもそこから相続していない案件がいっぱいあるわけですね。そうすると、４代、

５代続いて、今、１人お住まいだけれども相続人は百何十人いると、そういった事業が実際

にあるわけです。今まではそれがほとんどとまってしまっているんですね。そこを例えば土

地は譲っていただいて、そして相続は別途していただくやり方なり、それから、新たな相続

していないところに対する土地利用について、今、ちょうど御指摘いただいた不明のところ

は大分片づいたんだけれども、まだ相続ができていないところの最後の土地利用のところが

今一番難しいところなんです。今、そういった課題認識で、まさにあそこの場所が該当する

んですが、法的な最後の整備がまだできていない案件の一つだというような動きです。何と

か動けるように、今お住まいの方は同意されているように伺っておりますので、何とか土地

利用の制度を改善していただいて、県の事業が進むように、そのような動きになるべく今働

きかけているところです。 

〔「制度改善は国会の仕事じゃないか」と言う人あり〕 

○議長（三田忠男君） 再質問はありますか。 

○９番（青木 靖君） 制度改革は国会の仕事かもしれませんけれども、現実問題、そこの場

所があるのは伊豆市内なものですから、何もしないというわけにもいかなくて、それで、恐

らく特定空家みたいにそういう制度ができてくれば手がつくのかなというふうには思ってい

ます。それで、わかりやすいところで、自分が知っているところでということで、一例とし

て取り上げながら話をしたいものでこういう書き方にしたんですけれども、伊東修善寺線は

今年川の話はそれでわかったんですけれども、あと、冷川の交差点から伊東のほうに行った

ところもかなり細いところがあって、あそこも伊東のほうから来る方の交通量が非常に多く

て、大型車両というか、工事関係の大型車両もそうなんですけれども、両方から大型車両が

来るとすれ違えないところがあるんですね。そういうところは要するに用地の管理が、用地

の交渉ができれば県のほうも今後進めますよというふうに言ってくれているという話なんで

すけれども、現実問題、じゃ市のほうとしたらどういうことをすれば進むのかというのが、

地域の皆さんに協力してもらったりとかと、どういう方法があれば進んでいくのかというの

を、一般論でいいので教えてください。 

○議長（三田忠男君） 答弁を求めます。 

  建設部長。 

○建設部長（山田博治君） 伊東修善寺線の徳永あたりだと思うんですけれども、そこももう

数年前に地区からの要望で、やっぱり狭いから何とかしてくれという話の中で、地権者もま

ず基本的には賛成をしてくれました。それで調べていった中で、先ほどから話にもあります

けれども、相続ができていないということで、相続の問題で、県も絵を描いたんですけれど

も、そこでとまっちゃったというところで、基本的には用地を協力してもらうところをやっ

ぱり優先して仕事は入っていきますので、用地が完了しないとなかなか仕事が進まない。た
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だ、住んでいる人はいいけれども、相続できていなくて、その辺で時間がかかるとかという

ところがこれからのやっぱり課題で、そこは今の段階だとどうしても制度上できないという

ところが現状でございます。 

○議長（三田忠男君） 再質問。 

  青木議員。 

○９番（青木 靖君） わかりました。じゃ、この１番のところに書かせてもらったとおり、

通常の今も地元から要望があってというお話があったんですけれども、区長さんを通じての

地元要望等々もあるんだけれども、できていない懸案事項の、今回は道路の話をしているの

で、道路の箇所があると思うんですけれども、実際今相続でということだったんですけれど

も、あとできない、やってほしいと言われているけれどもできないという理由ってどういう

ところがあって、その理由ですね、できない原因。要望を何年も前から言っているけれども

なかなかやってくれないという話はよく聞くんですけれども、道路に関しては、今の相続以

外だとどういうことでできないという事例が実際にあるのかというのを教えてください。 

〔「やる気だよ、やる気」と言う人あり〕 

○議長（三田忠男君） 答弁を求めます。 

  建設部長。 

○建設部長（山田博治君） その辺がやっぱり難しいところなんですけれども、まず年川のと

ころから中伊豆側のところの歩道整備につきましては、もう数年前、ちょっと大分前なんで

すけれども、やっぱり地区からずっと要望はありました、歩道をつくってくれと。という中

で、それも市もそれをずっと続けて県には要望して、県がやっぱりそこでこの長年の中で、

あそこについては用地は多分道路敷なもので予算確保できたということでやっていただいて

おりますけれども、ほかのところでできないところというのは、用地以外につきましては、

やっぱりその辺は県道ならその県の要するに考え方、そこの例えば交通量が多いとか、歩行

者が多いとか、そういう重要性とかをしっかり把握した中で、多分全体のバランスを見て整

備をかけていくと思いますので、市としてもその辺は１回だめだからということではなくて、

やっぱり常に要望していくという姿勢が必要かなと思います。 

○議長（三田忠男君） 再質問。 

  青木議員。 

○９番（青木 靖君） わかりました。言わないとやらなくていいのかなと県のほうも思って

いると思いますから、引き続き言っていくしかないのかなというふうには思っていますので、

市としてもその辺のことはお願いします。 

  それで、ここで中心の縦貫道から伊東側のことを今例に挙げながら言っているんですけれ

ども、その大前提として、縦貫道の工事はもう順調に進んでいるというのが大前提。それか

ら、東京2020のオリンピック関連道路についてもある程度進んでいるというのも大前提で今

話をしているんですけれども、あと、自分なりに多分これはもう手がついているだろうと思
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ったのは省かせてもらって、中伊豆のことを言っているんですけれども、ここに行く前提と

して、もう既にやっているというところの確認を建設部長がわかる範囲で確認したいんです

けれども、例えば大きい話だと、伊豆の国市との境に接している白坂橋とか牧之郷とかに至

る道路なんかもある程度方向性が出ているように聞いているんですけれども、大きい全体の

伊豆市の周辺の市町との関係を考えないと道路のことって答えが出ませんので、ちょっと周

辺の確認をしながらまた最後に進めていきたいんですけれども、白坂橋の改良なんていうの

は県との話というのはどんなふうに進んでいるのか、あるいはこれからどうなりそうなのか

というか、今もう進んでいるものを前提として教えていただきたいと思います。 

○議長（三田忠男君） 答弁願います。 

  建設部長。 

○建設部長（山田博治君） 白坂橋につきましては、県のほうの今作業というか、それは委託

を出していると思うんです。その内容はちょっと把握していないんですけれども、以前の中

で狩野川にかかる野尻川、そこにかかっている県道の橋が白坂橋ということで、狩野川の水

位が上昇すると、野尻川にバックウオーターということで、水が出ないもので水位が上がる

と。そういう絡みがあって、県がその橋の改良をどうしようかということを国とも調整しな

がら。国の改良も進まないと、計画をつくらないと県もできないという話の中で、今は県が

委託をかけて、どういうことがいいのかなというところを作業を進めているということで、

ちょっと内容については把握していないんですけれども、今はそういうことで、工事じゃな

くてまず設計のほうをやっていると思います。 

○議長（三田忠男君） 再質問。 

  青木議員。 

○９番（青木 靖君） 県のほうも気にしてくれて、進めているということですよね。これも

本当に何十年来の地元の方からの要望があって、やっとそこまで来たという一つの例だと思

いますので、そういうふうに進んでいるものは進んでいるという認識の上で、今確認をさせ

てもらっています。 

  あと、これもある程度めどがついていると思っているので、今回入れていないんですけれ

ども、湯ヶ島の浄蓮の滝のほうへ行くほうのときに大滝というところがあって、そこも狭い

ところがあって、あそこも観光バスがすれ違えないよと言われているんですけれども、そこ

も県のほうで気にしてくれていて、ある程度進んでいるというふうに自分は思っているんで

すけれども、現状知っている範囲というか、聞いている範囲で今どこまで行っているのか教

えてください。 

○議長（三田忠男君） 答弁願います。 

  建設部長。 

○建設部長（山田博治君） 国道414の大滝地区内ですけれども、あそこもやっぱりＳ字で、

大型車がセンターラインを出ていくような非常に危ないところなものですから、その辺の要



－177－ 

望を出して、県も承知をしております。今の進捗というのはちょっと確認はとっていないん

ですけれども、自分の聞いた中では、そこについては県の中でも事業前着手準備制度という、

仕事に入る前に地元に聞いたりという制度には上がったということは確認していますので、

着実に進んでいると思います。 

  以上です。 

○議長（三田忠男君） 再質問。 

  青木議員。 

○９番（青木 靖君） そういうことで、進んでいるところは進んでいるものですから、ぜひ

進んでいないところはこれからだよということで話をしたいんです。縦貫道の工事もある程

度めどがついて、下船原バイパス、それから土肥の拡幅、これは橋の部分もある程度めどが

ついていると思いますから、その次にどこをやってほしいかという話をきょうしたいんです。

それで、じゃどこだといったら、やっぱり中伊豆やっていないよねということだと思ったも

のですから…… 

〔発言する人あり〕 

○９番（青木 靖君） やらせてもらっているんですけれども。 

  それで、先ほどの中で、すみません、細かい話になるような気もするんですけれども、中

大見八幡野線という道路がありまして、これってさっき建設部長も言ってくれたように、中

伊豆バイパスが無料になる前は、お金を払いたくないので、結構あの狭い道をみんな通って

伊東へ行っていたんですよね。だけれども、やっぱり無料になったもので、当然、向こうの

ほうが利便性がいいので向こうを通るようになって、確かに県の言うとおりあそこは交通量

が減っているんですけれども、伊豆半島全体の例えば観光バスの回遊性とかと考えた場合に、

河津桜に行って、縦貫道に戻ってきたい人が、行きは天城峠を越えて、帰りは伊東のほう、

海岸線を通って、中伊豆を通って、修善寺を通って行く場合に、観光バスはやっぱり伊東の

町なかに入りたくないんですよね。それで、先日、県のほうにも聞いたんですけれども、中

大見口という135号線の海岸に近いほうのところから桜の里というところへ向かって、伊豆

スカイラインのほうへ向かって入っていく道があるんですよ。そこを通って、池入口という

ところからさっき言った遠笠山富戸線というところに行って…… 

〔「書いていないことを言っている」と言う人あり〕 

○９番（青木 靖君） 書いてありますよ。中大見八幡野線の話ですから。中大見八幡野線の

ろくろばというところから…… 

〔発言する人あり〕 

○議長（三田忠男君） お静かに願います。 

○９番（青木 靖君） 中伊豆バイパスに行くその区間を改良したほうが観光バスの回遊性と

いうか、あそこを改良してくれたほうが、観光バスは南伊豆から東名のインターに行くのに

最短で最効率だというふうにバス事業は言っているんですよね。そういう面もあるもので、
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この後の今やっている主要なものが終わった後に改良してもらう区間として、市からもお願

いすべきじゃないかと僕は思っているんですけれども。というのは、同じ中大見八幡野線の

伊東市内の区間というのはかなりすごくいい道に整備されているのに、同じ県の路線なのに

伊豆市内ができていないというのは何でなんだろう、ほかにかわりになる道路があるからと

いうことなんでしょうけれども、今後伊豆半島全体が国際的に観光でやっていくというんで

あれば、そのバス事業者が言うその最短で最効率のところを今後整備するというのも、市と

してもやっていく必要があるんじゃないかと思うんですけれども、どう考えるでしょうか。 

○議長（三田忠男君） 答弁願います。 

  市長。 

○市長（菊地 豊君） 私のほうからお答え申し上げますけれども、まず、伊豆市と伊東を結

ぶ道路は決して中伊豆のためではなくて、これもさっきちょっと浄蓮の滝の例で申し上げた

んですが、うちのＤＭＯで調べたところでは、伊東マリンタウンと、それから伊豆市を通る

車、この連携というのは物すごく多いんですね。そこを強化すべきだという意見もこれは入

っていて、まさにその東海岸を通っている車と、中は必ず伊豆市を通りますから、ここの連

結は全体にとって利益なんです。今御指摘のところは、東伊豆から河津、それから下田に行

く方々が当然たくさんいらっしゃるわけであって、東伊豆は町１つで宿泊100万人ですから、

とても大きな目的地なんですね。その方々が伊東の中を通りたくない、これは全くそのとお

りであって、全ての人たちが135号線を行ったり来たりしたところから伊豆縦貫道が進捗を

して、まずは修善寺まで来て、そこから流れる車は当然ふえるわけですね。その方々があえ

て伊東市内を通る必要もないのにということを考えると、とても大事な道路だと私は改めて

認識をしています。そこで、今議員が御指摘のとおりに優先順位をつけてということになり

ますけれども、伊豆市としても、伊豆半島横断道路の構成市町である伊東市、東伊豆町、そ

れから西伊豆町としっかり連携を組んで、広域の枠組みの中でしっかり要望を続けていきた

いと考えています。 

○議長（三田忠男君） 再質問ありますか。 

  青木議員。 

○９番（青木 靖君） 広域の連携の中でという話をしていただいたので、もう一回そっちに

戻りますけれども、この後、伊豆縦貫道が来年できてきますと、今議会でもやっています道

の駅が新たにまた整備されるということになると思います。道の駅というのも観光交流とい

うことでちょっと触れさせてもらいますけれども、例えばですけれども、房総半島なんかも

物すごく高速道路網が整備されていて、道の駅の数って物すごく膨大にあって、それが観光

交流に物すごく役に立っていて、道路があるからということよりも、道の駅が目的地化して

いるところがあるんですね。それぞれの道の駅に特色があって、目的地はもちろん別なんだ

けれども、ここの道の駅に寄ってここに行きたいというようなルートが房総半島では既にで

きていると思うんです。そういうことを考えると、伊豆半島全体の観光を考えた場合には、
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やっぱり伊豆市だけじゃできないですよね、それは。そこは美しい伊豆創造センターあたり

が中心になってもらって、道の駅というのはそもそも国交省の関連するものですので、その

連携をとってもらって、伊豆半島の道の駅のネットワークみたいなのを活用しながら道路の

整備もしていくということが必要だと思うんですが、その辺の今の美しい伊豆創造センター

の取り組みの状況というか、現状と今後の見通しというか、新しい道の駅も整備されようと

している今どうなっているのかというのをお願いします。 

○議長（三田忠男君） 答弁を求めます。 

  市長。 

○市長（菊地 豊君） その道路ネットワークと道の駅のリンクというのは、日本の場合には

今とても効果を発揮しつつあるんですね。それで、月ヶ瀬にこれからまた新たに道の駅をつ

くりますけれども、今議員から御指摘があったとおり、うちはちょうど天城北道路を建設中

でしたので、建設推進期成同盟会に既に道路ができたところを見てきなさいということで、

三浦半島と房総半島を見に行かせたわけです。そうしたら、房総半島の一番最先端の南房総

市といったかな、１つの市なのにたしか道の駅が６つぐらいあるんですよね。物すごく交通

量がふえたので、今、片側２車線を要望していますと、その交通量が中伊豆の半分なんです。

１日１万台の車で物すごくふえたのでもっと道路を拡幅してくださいと、その倍今車は走っ

ているんですね、中伊豆というのは。これを使わない手はない。まさに、さっき総合政策部

長から答弁をしたいかにそれを中伊豆でまちづくりに使っていくかという視点と、伊豆全体

の回遊性を高めるという意味で、さっき申し上げましたマリンタウン、お隣の伊豆のへそ、

それから昭和の森、その間に今度は月ヶ瀬、そして、そういったものを、伊豆半島の中で今、

今度新しくできると９つになるんでしょうかね、そういった道の駅連合で既に国交省からモ

デルとしても認定をされておりますし、もう一つ先にあるお互いの道の駅でお互いの情報発

信をし合う、そういったソフトまで含めて広域連携を強めていきたいと考えています。 

○議長（三田忠男君） 再質問ありますか。 

  青木議員。 

○９番（青木 靖君） その辺の連携ができないと、やっぱり伊豆市だけではできないという

部分だと思いますので、広域の連携をぜひ今後も進めていただきたいと思いますので、よろ

しくお願いをしておきます。 

  それで、もうきょうは道路の話だけなので進めていきますけれども、先ほど、建設部長の

答弁の中でも、今後の道路整備の財源の話もちょっと触れてくれました。⑤の中の話をしに

行くんですけれども、補完幹線道路という言葉は、伊豆市都市計画マスタープランのところ

から自分も見つけてきて、拾ってきたんですけれども、マスタープラン自体はおおむね20年、

平成44年までを目標としてはいるんですけれども、さっき市長も言ったように、道路って最

低でも６年ぐらいかかるという話で、平成44年といってもあと十何年ですから、２クールぐ

らいしか、２回転ぐらいしかできないよということだと思いますので、次のことをどんどん
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考えていくんですけれども、そうはいっても、やっぱり道路って用地、それから設計工事と

お金がかかりますので、財源の話をもう一回確認したいんです。 

  今現在の状況だと、いろんなところで災害が起きたりとか、そういうところにお金が行く

というのはわかるんですけれども、伊豆半島の道路にどれぐらいお金が来そうなのかと、要

するに社会資本整備交付金が主だと思うんですけれども、今後の見通しとして、オリンピッ

クが終わったら急にお金が来なくなるなんていうことはないでしょうねという意味で、まだ

将来にわたってやらなきゃいけないところはいっぱいあるので、まず、社会資本整備交付金

の見通しというのはないのかもしれないんですけれども、今後道路に使えるお金が伊豆市に

もちゃんと入ってくるかどうかというような話ができれば、お願いします。 

○議長（三田忠男君） 答弁を求めます。 

  市長。 

○市長（菊地 豊君） まず、２段階で申し上げたいんですが、１つは、国全体の中で私がか

なり心配しているのは、来年の秋でしょうか、消費税上がりますね。そうすると、必ず将来

の財政の話になって、特に都市部の方々から公共事業不要論が出てくるわけです。そういう

ところって公共事業が終わったところの地域の人たちが言うわけですね。伊豆半島の場合に

は公共事業って全て道路にせよ下水にせよ、そのまま成果が出てきますから、その公共事業

というのは、将来、孫子に借金を送るのではなくて、将来のための投資であるということを

もっとしっかり訴えていかなければいけない、そして全体の財源を確保しなければいけない

というのが１つ。これは決して伊豆半島の場合無駄遣いではなくて、道路がよくなったとこ

ろは現によくなっているわけですから、これが１つ。 

  もう１つは、これは相当深刻に考えなければいけないんですが、現実的な財源をどうやっ

て確保するか。多くの市民の皆さんから伊豆中央道を早く江間のところをただにしてくれと

いう要望ございました。私もそう思ったこともあったし、そういう声も今でもたくさん伺い

ます。しかし、あれを今無料にしてしまうと、今工事始まっていますけれども、25億円をど

こからお金を出すかと。例えば県の予算で25億円をあそこにつけたときに、いや、特別だか

らあそこにつけて、伊豆半島はほかに同じようにやりますとは絶対に議会は認めないですよ。

そうすると、あれは伊豆の国市のために有料にしているわけではなくて、間接的になんです

けれども、それによって伊豆半島の県管理の道路整備を進めているわけですね。将来的には、

これはもちろん皆さんと御相談ですけれども、市民の負担を限りなくゼロにしておきながら、

何とか観光客のお客様からはいただけないだろうかというような工夫も必要なのかもしれま

せん。これは私が管理する道路ではないので、まさに皆さんと県との交渉になりますが、も

しそういったことが可能なのであれば、市民の負担はなくて財源はしっかり確保するという

ことも、ひょっとしたら考えなければいけないかもしれません。私たちは、単に上にお金を

くださいと言うだけではなく、私たちに何ができるかということも考えながら、将来にわた

って維持ができる財源確保というものを考える必要があるんだろうと思っています。 
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○議長（三田忠男君） 再質問ありますか。 

  青木議員。 

○９番（青木 靖君） 今、中央道の料金所の話が出たので、今度、前段で触れさせてもらっ

た前提として、無料化にならないだろうと思われる伊豆スカイラインのことの確認をしたい

んですけれども、性格が違う道路なのでもちろん無料にはならないだろうとは思っているん

ですけれども、災害時、本当の災害直後とか、そういうときというのは無料で使わせてもら

えるという可能性があるんですよねということを確認させてください。伊豆スカイラインの

話です。一般論的な話として。 

〔「一般論なんてそんな、進行がされていないんじゃないか」と言う人

あり〕 

○議長（三田忠男君） 答弁願います。 

  建設部長。 

○建設部長（山田博治君） スカイラインの関係は、一般道は道路法、スカイラインは運送法

というところで、法は違うということで、その辺の災害の関係は、ちょっとここでどうと言

えないんですけれども、多分災害のときにはその辺の形はしっかりできるんじゃないかと思

いますけれども、そこはちょっと再度確認させてください。 

○議長（三田忠男君） 再質問ありますか。 

  青木議員。 

○９番（青木 靖君） 伊豆市内の道路整備についていろいろな計画がある中で、なかなか主

要な道路だけじゃなくて、細かいところまでの道路までやらなきゃいけないところってある

と思います。さきの用地の確保ができれば、すぐにでもやりたいところってたくさんありま

すし、直接全体的から見れば大きくないかもしれないけれども、地域の方からすると要望の

大きいところとかもあるんで、道路が全てじゃないんですけれども、まちづくりの基本てや

っぱり道路があるかないかというのは大きいものですから、そこで先日、委員会の視察で豊

後高田市というところに行ってきたんですけれども、昭和の風景の町みたいなのもあったん

ですけれども、豊後高田市って我々から見るとすごく町で本当に都会的なんですけれども、

いろんな事業をきめ細かくやっていて、財源はどうしているんですかと聞いたら、「ほとん

ど過疎債でやっています」という答えが返ってきたんです。ここで過疎債が使えるんだった

ら伊豆市だって過疎債を使えるんじゃないかなと思ったんですけれども、過疎というとすご

くイメージが悪いんだけれども、過疎債が使えるんだったらできることがあるんじゃないか

と思うんですけれども、これから将来に向かってでいいんですけれども、今使えるところと

使えないところがあるというのは重々承知しているんですけれども、将来的に伊豆市で過疎

債を使ってそういった未整備のところの工事をするというような可能性があるのかないのか

というのを教えてください。 

○議長（三田忠男君） 答弁願います。 
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  市長。 

○市長（菊地 豊君） ちょっと先の伊豆スカイラインのことだけ１回答弁させてください。 

  伊豆スカイラインがちょっと心配なのは、あそこを無料にできない道路は御承知のとおり

ですが、市民の生活のためにということがあって、そこは何か工夫ができないかということ

が１つと、災害時はとても大切な道路なんです。我々が使える天城ふるさと広場は道路１本

ですから、非常に脆弱。ところが、サイクルスポーツセンターは幾つもの道路があり、それ

から伊東方向、伊豆の国市方向と人口重心の真ん中にありますから、うちは協定を結んで県

もすぐ協定を結んで使えるようにして、災害時には使う道路として使わせていただきます。

これは県ともう一回確認をします。 

  それで過疎債ですが、過疎債は今土肥で使っているんですけれども、もう財源いっぱいい

っぱいぐらいまで、たしか水道事業のときに相当使わせていただき、あと次に有利な辺地債

を天城湯ヶ島町の船原と柿木で使わせていただき、そういった財源は現状ほぼフルに使って

います。じゃ、その過疎がさらにその旧天城湯ヶ島地域、中伊豆地域まで広がるかどうかに

ついては、市長とすれば過疎を広げない努力をしなければいけないしということもあります

ので、積極的に過疎にしないさいということもできませんので、なるべく有利な財源という

ものをしっかり工夫をさせていただきたいということにきょうはとどめさせていただければ

と思います。 

○議長（三田忠男君） 再質問ありますか。 

  青木議員。 

○９番（青木 靖君） 人口動態とか人口密度とかの変化が国勢調査である程度の数字が出れ

ば、条件が整えば過疎債が使えるんじゃないかというような気がしているので、積極的に過

疎にしたくないという気持ちもよくわかるんですけれども、それを逆手にとって過疎債で整

備をするというのも一つだと思いますから、ぜひそれも検討していただきたいし、現実的に

豊後高田より全然過疎な伊豆市のほうがそれが使えないというのはどう考えてもおかしいと

思うものですから、ぜひ検討していただきたいと思いますけれども、何か総務部長からコメ

ントがあればお願いします。 

○議長（三田忠男君） 答弁願います。 

  総務部長。 

○総務部長（伊郷伸之君） 過疎債ということで、現在伊豆市では平成16年の合併を機に、そ

れまでの旧土肥町が過疎の指定でした。残りの３町は指定はなかったわけです。この法律に

つきましても、毎回というか、どんどん法律名が変わったり延長されたりして、今の過疎地

域自立促進特別措置法という法律が平成32年までで、伊豆市が合併したときに、今議員おっ

しゃったとおり、伊豆市としての過疎指定ができるかというと、当然、人口の減少率とか財

政力指数、今、伊豆市が0.56ぐらいですか、これが0.5以下になるという、財政力指数がこ

こで0.06も下がるというのは大変なことなんですが、伊豆市としては過疎の指定ができなか
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ったものですから、合併前の旧土肥町の地区だけ一部みなし過疎ということで、現在、土肥

地区で計画をつくって今実施しています。ですので、現在伊豆市でこの過疎債が適用の対象

になるのは、計画に基づいているこの土肥地区の事業のみということです。 

  あわせて、辺地債につきましても、この法律に基づいて伊豆市内で現在、昨年度末で８カ

所、８地区がその辺地の対象の地区になり得るだろうということで、現在は奥山、旧天城湯

ヶ島町の奥山大野というところで辺地計画をつくって、そこで道路改良をしているというこ

とで、まず過疎債につきましては、当面というか、今はもう旧土肥地区だけが対象というこ

とです。 

  以上です。 

○議長（三田忠男君） 再質問ありますか。 

  青木議員。 

○９番（青木 靖君） なるべく将来の負担が少ない財源を使ってどんどん整備をしていくと

いう方向でやってくれているとは思っていますので、その一つとしてもう一回検討していた

だければなと思います。 

  それで、伊豆市の総合計画も前半戦が平成32年までということで、これを見ると、もちろ

んまちづくりのことですから道路のことについて細かくは触れられてはいないんですけれど

も、それにしても総合計画の中での道路の位置づけってちょっと弱いのかなという気が正直

します。平成32年までで前半が終わるわけですから、もうそろそろ後半戦の後期計画を立て

る時期にもそのうち入ってきますから、今の現状を踏まえて総合的な計画を立てるときに、

伊豆市内の道路の整備の方針というのはどうしていくべきだと今の時点で思っているのか、

お願いします。 

○議長（三田忠男君） 答弁願います。 

  総合政策部長。 

○総合政策部長（田村英樹君） まず、総合計画、確かにおっしゃるとおり、具体的な整備を

ある程度見やすくするという意味では、道路についてもう少し細かくこれを記すという方法

もあるかもしれません。その一方で、道路等の整備についてはその他の計画で補ったりして

いくことも可能ですので、どの程度のものをそういった総合計画に知らしめるかといった点

については、今後の検討課題とさせていただきたいと思います。ただ、実際に総合計画です

ので、当然、伊豆市の将来を見た場合に道路だけの話ではなかなか将来を見通すことはでき

ませんし、その他のさまざまな施策、いわゆる産業の部分であったり、福祉の部分、そうい

ったものを踏まえた中でバランスをとっていくことになりますので、そういったところをち

ょっと加味しながら、今後の検討課題とさせていただきます。 

  それと、もう１点、その道路のなかなか難しいところであります。確かに、道路整備とい

うのは非常に社会基盤整備の中で重要な要素になっておりますので、そこのところをある程

度骨格としてやっていくという方法はあるのかもしれませんが、実際に社会基盤整備だけで
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全てを包含するのも難しいところなので、やはりそこはバランスなんだろうなと思っており

ます。 

○議長（三田忠男君） 再質問ありますか。 

  青木議員。 

○９番（青木 靖君） もちろん道だけつくってもしようがないわけで、福祉だったり、トー

タルで暮らしがあるわけですから、でもそれを踏まえても道路が弱いというか、もちろん山

間地なのでね、多くが。そういう印象なんですけれども、ならもうこれで終わりにしますか

ら、今、いろんなことを言ってきましたけれども、もっと整備しなきゃいけない道路がある

ということは事実だと思うんですよ。お金ももちろん伊豆市にお金があるわけじゃないので、

いろんな財源もあるし、実際にやりたくてもできない事情もいろいろあるんですけれども、

これから先に向けてもう一回、現状を踏まえて市内の道路網の整備のバランスをどうしてい

くのかということを最後に答えていただいて、質問を終わりたいと思います。 

○議長（三田忠男君） 答弁願います。 

  市長。 

○市長（菊地 豊君） 御指摘のとおりで、これは私自身の市長としての動きの反省も含めて、

これをしっかり将来に向けてやらせていただきたいと思っています。というのは、この10年

間でもう再三国・県の関係者から伺ったのは、伊豆半島の道路が悪いのは全国こういう状況

でお金がないからではなくて、抜かされて、抜かされて、抜かされてきたんですね。もうほ

かはどんどん道路整備が進んでいるのに、伊豆半島はおくれてきた。これはもう何度も指摘

をいただきました。そこで、改めて伊豆半島でみんなで力を合わせて道路整備を進めていこ

うというところまで来て、そして伊豆縦貫道を中心として道路整備網をつくっていくという

動きの中で、改めて国と県と力を合わせながら、伊豆半島のほかの市町と力を合わせながら、

道路整備はしっかり進めさせていただきたいと考えております。 

○９番（青木 靖君） 以上で終わります。 

○議長（三田忠男君） これで青木靖議員の質問を終了いたします。 

  ここで２時まで休憩いたします。 

 

休憩 午後 １時４７分 

再開 午後 ２時００分 

 

○議長（三田忠男君） それでは、休憩を閉じ会議を再開いたします。 

  先ほどの青木議員の質問に対し、建設部長より追加の説明がありますので、お願いいたし

ます。 

  建設部長。 

○建設部長（山田博治君） すみません、先ほどのスカイラインの関係で、災害時はどうかと、
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無料化になるかという話なんですけれども、それにつきましてはやっぱり、運送法の中で協

定は結んでいるけれども無料化にはならないという確認をとりました。道路法のほうの道路、

例えば修善寺道路とか、そこにつきましては道路法だから無料化にはなるじゃないかという

ところで、今確認しました。 

 

◇ 杉 山   誠 君 

○議長（三田忠男君） それでは、次の質問者に入ります。 

  14番、杉山誠議員。 

〔１４番 杉山 誠君登壇〕 

○１４番（杉山 誠君） 14番、杉山誠です。 

  通告に従い一般質問をさせていただきます。 

  ことしは大阪府北部地震、西日本豪雨、台風21号、そして北海道胆振東部地震と、連続し

て大きな自然災害が発生し、多くの人命が失われました。改めて亡くなられた方の御冥福を

祈り、被災された方々にお見舞いを申し上げたいと思います。 

  それでは、１件目の命を守る防災・減災対策について、市長、教育長に伺います。 

  東海や西日本を中心に甚大な被害が想定される南海トラフ巨大地震の発生確率は、今後30

年間に70～80％とされています。また、西日本豪雨災害に代表される集中豪雨や台風災害も、

近年頻発・激甚化しています。 

  自然災害への備えは、ソフト、ハード両面から具体的できめ細やかな対策が求められます

が、当市の防災・減災対策について、以下質問いたします。 

  西日本豪雨では、災害が発生した範囲が広域で、膨大な雨が長期間続き、同時多発的に河

川の氾濫と土砂崩れが発生しました。災害が広域化している中で、一つの自治体だけの避難

指示や対応ではなく、防災対応も自治体間の連携が重要とされますが、当市の対応はいかが

でしょうか。 

  また、気象庁が有用な防災情報を発信しても、現場でうまく活用できず、住民の避難行動

につながらなかった事例が過去にあることから、気象庁は５月１日、大雨や地震などの災害

発生時に、自治体による住民避難の判断などを手助けする防災対応支援チーム「ＪＥＴＴ

（ジェット）」を創設して、地方気象台と自治体との連携強化に乗り出していますが、当市

の連携状況はいかがでしょうか。 

  ２つ目に、せっかく有用な防災情報が流されても、それが十分に伝わらないことが多くあ

ります。また、人間には、命に危険が及ぶ災害時にあっても、「私は大丈夫」と思い込んで

しまう心理「正常性バイアス」が働き、逃げおくれを招くと言われています。このため、地

域住民が声をかけ合い、避難を促す取り組みも必要ではないでしょうか。さらに、今いる場

所の危険度を認知するハザードマップの周知や自治会ごとの地区防災計画など、自主防災組

織の強靭化にいかに取り組むおつもりでしょうか。 
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  ３番目に、災害から子供たちを守るため、防災教育も大事な取り組みと考えます。国土交

通省は、小学校段階から水害を詳しく学べるよう、ふだんの授業と組み合わせて、避難訓練

を行う際などのポイントをまとめたガイドブックを作成しましたが、消防士を派遣して防災

教育を行っている学校もあります。当市の取り組みはいかがでしょうか。 

  ４番目に、昨年７月の九州北部豪雨で、土砂崩れで発生した大量の流木が川の流れを変え、

流域に甚大な被害をもたらしたことを踏まえ、政府が策定した2018年度国土強靭化行動計画

では、中小河川における土砂・流木対策に力を入れています。また、自治体の取り組みも欠

かせないことから、国土強靭化基本法に基づく国土強靭化地域計画の策定を支援するとして

います。中山間地が多くを占める当市では河川上流部での豪雨による土砂や流木の被害が懸

念されますが、国との連携や対策はいかがでしょうか。 

  ５番目に、大阪府北部地震では、高槻市の小学校で倒壊したブロック塀の下敷きになり、

女子児童が亡くなるという痛ましい事故が起きました。当市でも学校施設周辺について点

検・対策がとられていると思いますが、1978年６月に起きた宮城県沖地震では、ブロック塀

倒壊で18人が亡くなっています。通学路はもちろん、民間を含めてブロック塀の安全基準の

周知や対策はいかがでしょうか。 

  ６番目に、阪神・淡路大震災や東日本大震災で発生した火災のうち、原因が特定されたも

のの約６割は電気関係によるものとされています。感震ブレーカーは、一定以上の揺れを感

知すると自動的にブレーカーを落とし、電気火災を防ぐ効果が大きいものですが、補助制度

を設けるなどして設置促進に取り組んではいかがでしょうか。 

  ７番目に、東日本大震災を一つの契機として、今、東北の道の駅が注目されています。特

に、遠野市にある道の駅「遠野風の丘」では、震災時、駐車場は自衛隊や消防隊などの車両

基地として開放し、建物内はボランティアや避難者の休憩の場、さらに、従業員らも自主的

に米を持ち寄り、毎日９升分ものおにぎりを提供し続けたということです。 

  この経験を生かし風の丘では、備蓄施設や自家発電装置、貯水タンクなどを拡充し、衛星

通信を利用した非常時の通信情報システムも試験的に導入したほか、三陸地域の観光情報の

発信や三陸物産展の開催、イベント交流など、被災地の復興支援にも尽力しています。 

  当市で計画が進められている（仮称）天城湯ヶ島ＩＣ道の駅について、防災拠点としての

機能をどう考えているのでしょうか。また、狩野川記念公園の活用については、いかがでし

ょうか。 

  さらに、文教ガーデンシティ構想で計画されていた広域防災拠点を今後どのように整備し

ていく計画でしょうか。 

  １件目最後の質問ですが、大規模災害の場合、自治体自体が大きな被害を受け、役所機能

を喪失することもあります。 

  東日本大震災では、全国から自治体に限らず、ＮＰＯ法人やボランティアなどの民間、さ

らには世界各地からも続々と人も物資も集まりました。しかし、自治体自体が大きな被害で
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役所機能を喪失したこともあり、応援職員や支援物資を受け入れても生かすことができない

ミスマッチや、滞留する事態が各地で起こりました。同じようなことは熊本地震でも見られ、

現場の災害対応に追われて、専門知識を有した職員の能力を生かせなかった反省が報告され

ています。 

  支援を円滑に受け入れる自治体の「受援力」が求められていますが、当市におけるＢＣＰ

や地域防災計画などで災害時の受け入れ態勢を事前に定める「受援計画」の策定状況はいか

がでしょうか。 

  続いて、２件目の質問、引きこもり訪問支援と生活困窮者自立支援について、市長、教育

長に伺います。 

  内閣府が2015年に行った調査によると、15から39歳までのひきこもりの若者は約54万人い

ると推計されており、長期化と高齢化も課題となっています。このひきこもりの原因の一つ

に、不登校も挙げられています。 

  ひきこもりが長期化すると親も高齢となり、収入がなくなったり、病気や介護で生活が困

窮するケースも顕在化しています。 

  このため、早い段階からの支援で就労を促す取り組みが必要ですが、家族だけでひきこも

り状態を脱出させるには限界があります。 

  厚生労働省は本年度から、自治体の担当者らがひきこもりの人を訪問して、就労体験への

参加を促す「地域における訪問型就労準備支援事業」をスタートさせましたが、当市におけ

る訪問支援事業への取り組みと、教育委員会の家庭教育支援チームの活動状況はいかがでし

ょうか。 

  また、生活保護に至る前の困窮者を支える生活困窮者自立支援制度の施行から２年がたち、

約45万人の新規相談を受け、約６万人が就労や増収を果たすなど、国は一定の成果を上げて

きたとしていますが、今後の課題として、地域との関係性が薄く、頼れる人がいない「社会

的孤立」や、「孤立」状態にあり、みずから相談窓口に来ることが難しい単身高齢者やひき

こもりの人などへの対応強化が急務とされています。 

  「つながり続ける、孤立させない」伴走型の支援が重要と言われますが、法定化される福

祉や教育を含む関係機関の間で情報共有を行うための「支援会議」など、当市の取り組みは

いかがでしょうか。 

  以上、よろしくお願いします。 

○議長（三田忠男君） ただいまの杉山誠議員の質問に対し、答弁を求めます。 

  市長。 

〔市長 菊地 豊君登壇〕 

○市長（菊地 豊君） お答え申し上げます。 

  まず、防災についてですけれども、東海地震、あるいは東南海地震、南海地震、これはい

ずれ必ず起こるものでございます。来なければいいなともちろん思いますけれども、これは
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残念ながら地質の構造上必ず起こりますので、まずはしっかり準備をする、いつ来るかわか

らないその日のために、平素の準備で可能なものはもう最大限準備しておくということが大

原則でございます。 

  その中で、まず１つ目の避難指示というのは、なかなか周辺の市町と連携して指示を出す

というのはとても難しいのですが、連絡は取り合っておりまして、気象台、それから国土交

通省の沼津の所長さん、それから静岡県の土木事務所の沼津の所長さん等々からはダイレク

トメールが入るようになっておりまして、私の状況判断を支えていただける体制は確立をさ

れております。また、ＪＥＴＴやそのほかの防災にかなり強いところの新たな役割というも

のにも大変な期待をしております。 

  それから、２つ目で、その避難をしていただかないというのは、これが大変深刻で、これ

も全国市長会でいつも話題になるんですが、やはりハザードマップというのは、変な話、そ

のとおり起こりますので、そのハザードマップで個々に確認をしていただいて、そして、不

安なときにはいち早く避難をしていただく。避難をしていただくというのは、頑丈なお宅で

あれば２階、あるいは近くの知人や親戚、あるいは近くの安全な集会所、そして広域避難所

ということで、市は広域避難所を開設いたしますけれども、何せ遠いし、体育館だし、テレ

ビも何にもないしというところよりも、安全な集会所が近くにあればそこを開放していただ

くということで、今かなり進めているところでございます。 

  それから、④のところで、これは伊豆市は狩野川の最上部ですので、こういったものが大

変大きな不安要素です。狩野川改修は国のほうで修善寺川から下流はやっていただいており

ますけれども、狩野川台風を契機として、伊豆市内は国の直轄事業で狩野川砂防事業はやっ

ていただいておりますので、そういった連携は急傾斜地の県の事業とあわせてしっかり連携

をとって進めているところです。 

  それから、⑥の火災が、これは電気事業者の方からしばしば言われるんですが、とにかく

ガス、電気、水道は市の事業であれなんですが、特にガスと電気をつながったらすぐにつけ

ちゃうのが一番怖いことのようなんですね。したがって、御指摘いただきました感震ブレー

カーの普及というのは検討させていただきますが、やはり市民の皆さんにしっかりと情報発

信をさせていただいて、つながった順に電気をつけちゃう、ガスをつけちゃうということよ

りも、しっかり安全を確保していただくということは、私どもも含めてしっかり認識する、

もっと強く認識する必要があろうかと思います。 

  それから、ちょっと１つ飛んで、最後の受援計画のところなんですが、大きな災害になれ

ばなるほど何が起こるかというと、職員も被災者になるんですね。特に東日本では職員がも

うふらふらになって、定年になった人からやめていく、そんなことが起こっておりました。

それから、呉に派遣をしたうちの職員の話を聞きますと、やはり被災された方々というのは

とても厳しい状況ですから、ついつい職員には厳しく当たる。そこで、静岡県とか、ついた

外からの支援が行くことによって、ちょっと間に入る、そういった意味でも、その受援体制
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というのはとても大切なことですし、大きな災害になれば伊豆市だけでは対応できませんの

で、後ほど担当する部長からも説明させますが、応援をいただく体制というのはとても大事

だと思っております。 

  それから、先ほども狩野川の最上流部であるということを申し上げましたけれども、その

伊豆市にあって、広域の防災拠点、これが今整備できていないということを大変に不安に感

じております。今、議長のお許しをいただいて、何枚かちょっとすみません、印刷が間に合

わなくて、これしかできない、あと議員の皆さんにはもう少しお配りしようと思っています。

これが偶然なんですけれども、今回私が行ったイタリアの北部で、修善寺みたいなところな

んですよ、観光地で。ちょうど川に挟まれていて、湯ヶ島とか修善寺みたいな、こういう旅

館、ホテルがいっぱい並んでいるところですね。イタリアというのは御承知のとおり地震も

多いですし、険しい地形、私が行ったところは標高1,200メートルで、ちょっと先は2,000メ

ートルですから、これはやはり砂防ダムが、さっき私、狩野川の直轄砂防があると申しまし

たけれども、ちょうどこの砂防ダムが木と大きな岩をとめて、水だけ流す、こう真ん中にス

リットがあって、うちにそっくりだと思ったんですが、こういうところなんです。ただ１つ

違ったのが、さっき申し上げましたように、イタリアを代表する観光地なんですが、そのど

真ん中にこういう広い公園があるんですね。これはとても広い公園でした。私が泊まってい

たホテルがあって、公園があって、反対側にまた観光地がある。これは見た瞬間に、端っこ

には遊具があって子供たちが遊んでいて、広いところには大人の方々がゆったり自転車とか、

散歩していたりしたんですが、こういう空間がやっぱり必要なんですね。空間というのは、

どのような危機が起こるかわからないときに使える空間、それも市の中心地にある、これは

今伊豆市の中で一番欠落している機能であって、まだ最適地がどこかという検討そのものも

必要なんですが、そういった空間の確保というものも、よそ様を見て改めて再認識をした次

第でございます。 

  ほかの御質問の点については、教育長とそれぞれ担当する部長から答弁をさせていただき

ます。 

○議長（三田忠男君） それでは、教育長。 

〔教育長 西井伸美君登壇〕 

○教育長（西井伸美君） それでは私のほうから、③と⑤について答弁をさせていただきます。 

  まず、防災教育についてですが、防災教育としては、小学校５年生社会科「自然災害を防

ぐ」という単元で、国内の近年の自然災害を取り上げ、その「原因」や「被害の状況」、さ

らには、「自然災害から人々を守るための取り組み」等について学習しています。 

  特に熊坂小学校では、一昨年度より国土交通省沼津河川国道事務所の支援を受け、４年生

社会科「水はどこから？」の単元で、「上水道のしくみ」や「水の循環」等の内容に加え、

「狩野川の水害被害」や「防災の工夫」、「自分たちにもできる水害への備え」等の授業を

行い、その実践がモデルとなり、広く狩野川流域の小学校で活用できる「防災・河川教育実
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践ガイド」として作成され、配布されました。 

  本年度は、新たに天城小学校が国土交通省の支援を受け、「土砂災害からくらしを守る」

というテーマで、４年生社会科において事業実践を行っています。 

  一方、昨年度、土肥中学校では総合的な学習において、「海と共に生きる、観光防災まち

づくり」というテーマで、大学准教授による講話やワークショップ等を全校生徒の参加で開

催し、津波防災に積極的に取り組む意識を醸成しました。本年度も同様の学習を行う予定で

す。 

  その他、授業とは別に、防災訓練（避難訓練）として、学校独自の計画により年間３回か

ら５回程度、「火災避難」、「地震避難」、「津波避難」、「起震車体験」、「保護者への

引き渡し訓練」等を実施しています。議員が御指摘の消防署員を招いての訓練としては、一

部の学校で「救急法講習」や「煙体験訓練」等を行っており、今後とも関係機関の協力をい

ただきながら防災教育に取り組んでまいりたいと考えております。 

  続いて、⑤の通学路ブロック塀対策について。 

  大阪府北部地震を受けての学校施設についての塀対策につきましては、３カ所の危険箇所

を御報告したところでございます。 

  その後の対応状況ですが、中伊豆小のプール脇のブロック塀については撤去し、フェンス

に交換しました。 

  天城中の校舎裏、体育館との間のブロック塀については、９月中に撤去する予定です。 

  また、天城小の進入路に隣接するブロック塀については、個人の所有者と思われますが、

空き家となっておりますので、所有者と安全対策を検討していきたいと考えております。 

  また、通学路の安全対策としては、国において「登下校防犯プラン」が取りまとめられま

したので、現在、教育委員会、学校、ＰＴＡ役員、警察、市の防災部局と連携して、合同点

検を実施しております。 

  当面は、危険と思われるブロック塀の近くを通らないことや、登下校時に地震が発生した

場合には、児童生徒の判断でみずからの身を守り、安全な場所に避難するよう、生徒、子供

たちには学校で指導をしているところであります。 

  以上です。 

○議長（三田忠男君） 続いて、建設部長、答弁願います。 

○建設部長（山田博治君） それでは私から、４番と５番についてお答えします。 

  ４につきましては、国の「国土強靭化アクションプラン2018」では、施策の進捗状況や既

往の災害の教訓を踏まえ、「平成29年７月九州北部豪雨等を踏まえた水害対策や土砂災害対

策の推進」を取り組みの強化の一つとしており、国土交通省と林野庁とで連携し、進めてお

ります。 

  まず、土砂対策として、国土交通省の治水事業から説明させていただきます。 

  先ほど市長が申しましたように、伊豆市は狩野川上流部で国の直轄砂防事業区域となって
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おり、その契機となったのは、昭和33年の狩野川台風により甚大な土砂災害、多雨、地質等

の自然条件の観点から、土砂災害の危険性の高い地域であり、地域の安全・安心確保が必要

となります。 

  これまでは129基の砂防施設の整備、これは平成30年３月末現在ですが、完了しておりま

す。現在、国の重点施策により、要配慮者利用施設の保全に資する砂防堰堤の整備を実施し

ていただいております。 

  伊豆市では、狩野川直轄砂防促進期成同盟会による要望活動を引き続き行ってまいります。 

  また、伊豆市の山間部での豪雨等による流木対策につきましては、適正な森林管理を行う

ことによって補えるものと考えております。 

  続きまして、５番のブロック塀の安全基準の周知や対策についてお答えします。 

  ブロック塀の安全基準に関する市民への周知につきましては、現状では、市のホームペー

ジにブロック塀の安全点検の方法と補助制度について掲載しております。 

  また、今月末の発行となりますが、広報10月号でブロック塀の安全点検チェックリストの

掲載や補助制度の紹介を１ページ掲載する予定となっております。 

  続いて、民間を含めたブロック塀の対策ですが、まずは所有者の皆さん各自で点検してい

ただき、危険のあるブロック塀であれば補助制度を活用し、速やかに撤去及び改善していた

だくというのが基本的な対策となると考えております。 

  また、市としましても、ブロック塀の現状を把握する必要があると考えていますので、避

難所へ向かう避難路に接する場所などある程度エリアを絞った中で、民間の施設の調査をす

ることについて検討したいと考えております。 

  以上です。 

○議長（三田忠男君） 続いて、総合政策部長。 

○総合政策部長（田村英樹君） それでは私からは、⑦についてお答えさせていただきます。 

  （仮称）天城湯ヶ島ＩＣ道の駅で、市が整備します地域振興施設には観光客などの帰宅困

難者などの広域的な観点での支援をベースとする防災機能を計画しております。このため、

施設内に設置する防災倉庫には毛布や水などの備蓄を考えているところです。 

  また、駐車場部分ですが、これは議員御指摘のとおり、大規模災害時には高規格幹線道路

の強みを生かしました緊急物資等の供給拠点として、また、大雨や大雪など異常気象時にお

きましては、道路の啓開拠点としての活用が期待できるものと考えております。 

  次に、「狩野川記念公園」の活用、それから広域防災拠点を今後どのように整備していく

計画かについてでございます。 

  まず最初に狩野川記念公園でございますが、国の狩野川洪水浸水想定の「計画規模」にお

きましては浸水区域外となっておりますが、「想定最大規模」では３メートルから５メート

ル未満の浸水想定区域内となっていることから、浸水想定区域内への防災機能としての活用

は難しいのではないかと考えております。ただし、災害種別によりましては、当市が被災し
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なかった場合の県民避難者の受け入れ集結場所とは位置づけております。 

  また、「広域防災拠点の整備」につきましては、現在、防災倉庫を含む物資受け入れ、仕

分け施設は、市内には拠点として活用できる施設がないのが実情です。備蓄倉庫としまして

は、廃校となった小学校等の活用が考えられますが、人力に頼らなければなりませんので、

相当な人手が必要になりますし、場所が市の中心部から離れており、防災拠点としての不都

合がございますので、防災拠点の整備の必要性は急務と考えております。 

  以上です。 

○議長（三田忠男君） それでは、再質問はありますか。 

  杉山誠議員。 

○１４番（杉山 誠君） それでは、再質問させていただきます。 

  具体的なことに入る前に、１つ、防災・減災対策、今お答えをいただきましたけれども、

基本的な心づもりというか、そういうことについて市長に確認したいんですけれども、今ま

でるるありましたように、南海トラフ巨大地震を含む地震の発生率が高くなっているという

ことと、今、世界の気象機関、地球温暖化と関連して、今後も大型台風が発生するというこ

とが警告されています。そして、集中豪雨も近年頻発しています。先日、新聞報道されたん

ですけれども、静岡県の県政世論調査では、「災害への不安」というのが大幅に増加してい

るということもありました。やはり９月９日付の静岡新聞で紹介されたんですけれども、前

国土交通大臣、公明党の太田昭宏衆議院議員のコメントなんですけれども、「あらゆる自然

現象がこれまでの常識をはるかに超えたレベルのものになってきている。従来の対応型の防

災では手に負えない、先手を打つ対策が必要だ」ということが書かれていました。そこで大

事になってくるのは、住民全体が防災意識を高めて災害に強いまちづくりをつくり上げるこ

とと、そして行政として、いつ来るかわからない災害にお金も労力もかけられないという声

も聞きますけれども、そうではなくて、必ず来るという基本姿勢で防災・減災対策の予算を

含む優先順位を高めていく必要があるかと思うんですけれども、どのようにお考えになりま

すか。 

○議長（三田忠男君） 答弁願います。 

  市長。 

○市長（菊地 豊君） 今お名前を出していただいた太田前大臣、それから今の石井大臣、と

もに非常に現場の声をよく聞いていただきまして、私どもも道路を中心として何度か要望の

際に伺ったんですが、本当に必要な事業と財源の確保で本当に苦労していらっしゃいます。

当然、財源は無尽蔵ではありませんので、優先順位というのもあるんですが、今我々が地方

から首長として中央に言うべきは、しっかり財源を確保して、効果の確実にある予防事業と

いうものは人の命を失った後の事業よりも効果がありますよねというところなんですね。後

からつけるのは今までの例でも、いや、台風が来て崩れたから災害復旧の予算がつく、これ

はそれで必要だし、いいことなんですが、しかし、守れる命はしっかりやはり守る体制をつ
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くるというのは大切なんだろうと思います。今、126基でしょうか、伊豆市内に砂防ダムが

ございますが、もしあれがなかったら幾つもの集落が失われていたことは間違いありません

ので、そこはしっかりやらせていただきたい。ただ、一番深刻なのは財源で、これは議員の

皆さんとも市民の皆さんともこれからしっかりお話しさせていただかなければいけないんで

すが、より高齢化が進む社会の中で、医療と介護にどのように私たちが負担をするのか、ど

のように全体で見ていくのか、あるいは、どのように私たちが介護を必要としないように自

分で健康に気をつけるかということも、結局は財源確保につながるわけですから、そういっ

た観点の中で、必要な防災事業のための財源というものを総力で洗い出すということが必要

なんだろうと思います。まず、国土交通省とは道路と狩野川改修と砂防と、３つの件で常に

意見交換をしておりますので、そのような観点でタッグを組みながら進めさせていただいて

おります。 

○議長（三田忠男君） 再質問ありますか。 

  杉山誠議員。 

○１４番（杉山 誠君） いずれにしても、力を入れていただきたいということで、次に進ま

せていただきますけれども、最初の自治体間の連携とか、気象庁の防災対応支援チームです

けれども、連絡は取り合っているということでありました。気象庁のそのＪＥＴＴなんです

けれども、非常に力を入れてきているということです。過去のこれは2015年の８月ですけれ

ども、関東東北豪雨、８人が犠牲になりました。2016年の台風10号では岩手県の岩泉町の高

齢者施設で９人が犠牲になったということと、そういうことで、気象庁が幾ら防災情報を流

しても、それがうまく現場で活用されなかった。最終的には首長の判断を仰ぐまでに至らな

かった、情報提供ができなかったという反省から、自治体間、自治体との連携を強めていく

という方針を打ち出して、いろいろな整備をしてきているということでありますので、まだ

詳しい情報というか、そういった連絡を取り合うシステムについては来ていないようですけ

れども、ぜひこちらからも積極的なそういう情報収集をして、気象庁という、一番参考にな

る気象情報を提供してくれますので、この連絡を取り合っていただきたいと思います。 

  次の、やはり住民の避難、これが非常に大事になってくると思うんですけれども、さきの

西日本豪雨で広い範囲が浸水した岡山県の倉敷市の真備町地区ですけれども、50人を超す死

者が出たんですけれども、実際に浸水した区域はハザードマップの想定と重なっていたと。

先ほど市長の答弁されたとおりですけれども、ですから避難が適切に行われれば助かった命

が多くあるということ。それから、国土交通省の今回の災害でまとめた土砂災害による死者

のうち、被災場所が判明した９割近くの人が土砂災害危険区域などの危険箇所で亡くなられ

ていると。やはり早期の避難、これがいかに大切かということなんですけれども、そういっ

た早期の避難で被災を避けられた可能性があるということで、実際に住民同士の協力、ある

いは自治会の機能によってそれを免れたという実例も幾つか挙げられておりますので、きょ

うは時間の関係で紹介しませんけれども、それらも参考にしていただきながら、当市でも前
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日の明るいうちに避難するようということは、呼びかけが行われております。これは非常に

大切なことであると思います。 

  そこで、実際に今まで避難情報あるいは避難勧告が出されたと思うんですけれども、過去

のそういった情報を流して、実際に避難所に避難した人の数というのは、どのくらいになる

んでしょうか。 

○議長（三田忠男君） 答弁願います。 

  市長。 

○市長（菊地 豊君） 人数はちょっとこちらで確認をさせてください。 

  避難、大切なことなんで、ちょっと私からも答弁をさせていただきますが、この10年間で

避難準備情報というものは何度も出したんですが、一番心配したのは中伊豆の町屋地区で、

勧告まで出すかどうかのところで、最後はやっぱり消防団なんですよ。消防に現地を見てい

ただいて、堤防まであと１メートル、まだふえていると、この情報でしたね、最後は。です

から、伊豆市の場合には、気象庁と国交省と県とそれぞれいただきながら、なおかつ、消防

団、一生懸命頑張っているということが大変ありがたい話。 

  それからもう一つ、これは市内の機能を十分に使っていないなと思ったんですが、前回、

ことしなんですが、夏に、100歳の方が避難されたんですね。避難広域場所のすぐ近くに特

養ホームがあるんです。これをもっとうまく連携できなかったかなというのが大きな反省材

料で、せっかくそのしっかり体制がとれている介護施設がすぐ近くにあったのに、福祉避難

所にはなっているんですけれども、こういったときにうまく使えなかったなという反省があ

って、避難の体制はまだ強化しなければいけないと思っています。 

  総務部長から数字のほうを答弁させます。 

○議長（三田忠男君） 総務部長。 

○総務部長（伊郷伸之君） 避難準備情報は毎年ある一定のときに出しているんですが、ここ

３年、４年ですか、避難勧告を市が出した場合がございます。 

  まず、平成26年の台風18号で避難勧告を市内全域に出しております。そのとき、指定避難

所の数でございますが、世帯数で151世帯、人数で289人の方が避難されました。 

  また、平成28年度、台風９号、こちらは先ほど市長申しました中伊豆地区の町屋と、同じ

く中伊豆の菅引地区に避難勧告を出してございます。町屋におきましては、34世帯の99人、

菅引地区につきましては、１世帯の２人でございます。 

  また、昨年、平成29年の台風21号、これはちょうど衆議院選挙と重なったときの台風でご

ざいます。こちらも市内全域に避難勧告を出してございます。そちらの避難された方が合計

で、すみません、ちょっと人数だけになりますけれども、199人の方が避難されております。 

  今年度に入りまして、７月の台風12号には避難準備情報でございます。こちらは今年度ま

だ１回なんですが、こちら指定避難所に避難した方が30世帯で44人、各地区の集会所、公民

館も、区長様を通じてあわせて開設をお願いしますという取り組みを今年度からしておりま
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す。その地区の集会所等におきましては、49地区の集会所を開設していただいて、避難され

た方が31人となっております。 

  以上です。 

○議長（三田忠男君） 再質問ありますか。 

  杉山議員。 

○１４番（杉山 誠君） そうですね、この人数が多いか少ないかということは、今、この時

点ではわからないんですけれども、いずれにしても、避難準備情報というのは、高齢者や乳

幼児などの移動に時間がかかる人が避難をするタイミングということです。避難勧告になり

ますと、速やかに避難するよう促す情報なんですけれども、避難指示、最終勧告なんですけ

れども、避難指示が出た段階では既に用水があふれて道路がよくわからないとか、非常に危

険な状態になっているということだものですから、この避難勧告の時点で危険地区にいる人

は全て避難するということがベストなんですけれども、果たしてその全ての人が避難、ある

いは２階に上がるなどの危険を避ける行為をとっているかということになると、ちょっと疑

問が残ります。それで実際に、最初にも述べましたように、私のところは大丈夫だろうと、

まさか死ぬことはないだろうという、そういう意思というのは誰にも持つことがありますの

で、そういった自分の今いる場所の危険度をどれだけ知ってもらうかということが大切なん

ですけれども、例えば一つのそれをはかる尺度として、ハザードマップが伊豆市でも出され

ているんですけれども、このハザードマップの存在、これを知らない市民も多いという話も

聞いていますので、それを市としては配布しただけで終わっているような気がするんですけ

れども、その周知についてはどのように捉えていますか。 

○議長（三田忠男君） 答弁願います。 

  総務部長。 

○総務部長（伊郷伸之君） このハザードマップにつきましては、議員おっしゃるとおり、今

年度までに全部各戸配布をさせていただいております。まだ一部地区によってはイエロー、

レッドの調査が終わっていないところもありますが、現時点で確定しているところを図面上

に落として、各戸配布をさせていただいておりますが、やはり配ればいいというものではな

くて、配った後のハザードマップをいかに市民の方が家のどこかにいつも張っていただいて、

眺めていただくとか、あとは自分の住んでいる地域のことですので、ある程度自分の頭の中

にこことここが危ないということはやっぱり記憶していただきたいなと思っております。 

  あと、各地区にも自主防災会長や防災指導員の方もいらっしゃいますので、何とかそうい

う各自主防ごとに防災指導員の方なども研修もしておりますので、そういう方にも御協力い

ただきながら、何とか少しでもそういう周知をしていけたらなと思っています。 

  あと、最終的なこのイエロー、レッドの調査が終われば、そのハザードマップのもう少し

大きいやつ、今は各戸にＡ３ぐらいの大きさなんですけれども、各地域の公民館とか集会所

にもう少し大きいＡゼロぐらいのその地域の全体のハザードマップを配れれば、それで各役
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員さんの方が月に１回でもそれを見て、まずは役員さんからそういう自分の地域の危険なと

ころを知っていただくというような方法も考えているところでございます。 

○議長（三田忠男君） 再質問ありますか。 

  杉山議員。 

○１４番（杉山 誠君） やはり自分で意識を持っていただくということで、住民が危険度を

共有できるようなということで、私も、公民館等に大きなハザードマップを提示してくださ

いということは前から言わせてもらったんですけれども、ぜひそれは進めていただきたいと

思います。 

  あと、地区ごとの防災計画、ニュータウンではかなりそういう地区の防災組織が活発化し

てきたということですけれども、先日は大仁地区でしたか、そういった新聞にも報道されま

した。そういった自治会ごと、あるいは小単位でそういった防災組織を強化していく仕組み

が必要なんですけれども、今、市が防災委員とかそういう充て職だとどうしてもそういう自

分からやろうという意識が強まらないということなものですから、ぜひそういった促すよう

な取り組み、これを工夫していただきたいと思うんですけれども、いかがでしょうか。 

○議長（三田忠男君） 答弁願います。 

  総務部長。 

○総務部長（伊郷伸之君） 各地区の防災計画につきましては、現在、修善寺のニュータウン

の自主防災会におきまして、内閣府のモデル地区として昨年12月に計画をつくっていただい

ております。これを同じように各地区の自主防災会につくってくださいというのも、なかな

かそれはマンパワーが必要でしょうし、ある程度専門的な知識も必要になってこようかと思

いますが、まずはその各地区でのそういう計画をつくってみようとか、つくってみたいけれ

どもどうしたらいいというところから、まずそこから始めていただくように自主防災会にも

これからお願いして、市のほうで何かしらそういう出向いて、協力できるところは協力でき

るような体制をとりたいと思いますが、まずは地元でつくってみようというやはりそういう

気持ちになるように、これからお願いしていきたいと考えております。 

○議長（三田忠男君） 再質問ありますか。 

  杉山議員。 

○１４番（杉山 誠君） ④で出させていただきました中小河川の土砂とか流木対策ですけれ

ども、国交省の力をいただいて129の砂防がつくられているということで、非常に心強いん

ですけれども、今課題になっているのが、土石流とか流木が砂防を水と一緒に乗り越えてし

まうということが挙げられているんですけれども、その効果があると言われているスリット

式の堰堤なんですけれども、私も１カ所場所は知っていますけれども、このスリット式を今

普及していくという方針が国のほうから出されていると伺っていますけれども、現状はいか

がでしょうか。 

○議長（三田忠男君） 答弁願います。 
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  建設部長。 

○建設部長（山田博治君） スリット式ですけれども、やっぱり今回広島の災害で、透過型と

不透過型ということで、不透過型というのは、コンクリでつくった中で、それで土砂等、流

木が来たときに、流木がそれを乗り越えて、それが下流へ行って被害を及ぼしたということ

があるものですから、国もスリット型にということは考えていると思います。ただ、それが

全てに当てはまるかといいますと、やっぱりその山の実情、土砂が多いのか、流木が多いの

かという実情に合わせて検討していくというふうに伺っております。また、何か市民の声だ

と、やっぱり自分の家の裏にスリット式があると、逆におっかないというイメージもあると

いうような声もあるということは伺っております。 

  以上です。 

○議長（三田忠男君） 再質問ありますか。 

  杉山議員。 

○１４番（杉山 誠君） スリット式が恐怖感を与えるというのはちょっと理解できないんで

すけれども、普通の堰堤の放水路、放水部分に鉄骨でそれをろ過するようなものをつけたの

は知っているんですけれども、その何か恐怖感を与えるというのは、鉄骨だけで組まれた堰

堤ということですか。 

〔「中伊豆へ行けばあるじゃないかな」と言う人あり〕 

○議長（三田忠男君） 再質問。 

○建設部長（山田博治君） 鉄骨がスリット式なものですから、堰堤で今言う、そこに要する

に鉄を組み込んで土砂だけ流すという、そういうのが何か家の裏にあると、やっぱり怖いイ

メージがあるということは、何か国のほうでもそういう意見は聞いているということなもの

ですから、まずそれもありますけれども、まずは地形によって対応を考えていくと、そうい

うことを伺っております。 

  以上です。 

○議長（三田忠男君） 再質問ありますか。 

  杉山議員。 

○１４番（杉山 誠君） わかりました。 

  それで、今、非常に想定外の大水が出るということで、スリット式も含めて、ダムだけで

水をコントロールできないという課題があります。ですので、やはり下流域の河川、流量の

堤防、そして河床のしゅんせつとか、そういうことも求める声があるんですけれども、その

辺の検討はいかがでしょうか。 

○議長（三田忠男君） 答弁願います。 

  建設部長。 

○建設部長（山田博治君） 上流域ですと、やっぱりその管理する河川は主に県河川が多いも

のですから、県のほうでも市のほうへ要望ということで、しゅんせつ等の要望が来ておりま
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す。それをもとに、市としましても県に要望していまして、ここ何年か中伊豆地区とか、非

常にしゅんせつは今行っていただいているところでございます。その辺の情報も、県も河川

のパトロールはちゃんとしますけれども、やっぱり地域の住民の声をしっかり受ければうち

のほうもまた要望して、そういうことで対応していきたいと思います。 

  以上です。 

○議長（三田忠男君） 再質問ありますか。 

  杉山議員。 

○１４番（杉山 誠君） あと、北海道の地震では非常に大規模な土砂崩れが起きたわけです

けれども、火山灰土が降り積もった土質が非常に弱いということで、これは全国でも起こり

得るということが言われています。当市でも狩野川台風のときに山が２つに割れた蛇喰山が

ある筏場地区なんですけれども、あの地域は本当に火山灰土だけでできているような山が幾

つもあるんですけれども、そういったところが大雨で崩壊すると、先ほどの土砂崩れ、流木

の発生が懸念されるんですけれども、こういう現況のもう一度再確認とか、住民の周知を進

めてはいかがかと思うんですけれども、いかがでしょうか。 

○議長（三田忠男君） 答弁願います。 

  建設部長。 

○建設部長（山田博治君） 火山灰ということで、北海道のときにはその火山灰がちょうどそ

のサンドイッチというか、中間にあって、雨が降ったことによって、地震が起きてそこが滑

って災害が起きたということなものですから、ただ伊豆市のほうでその火山灰がどの程度か

という調査とか、そういうのはデータとかないものですから、まずはその辺をどうするかと

いうことは、今後の検討課題だと思っております。 

  以上です。 

○議長（三田忠男君） 再質問ありますか。 

  杉山議員。 

○１４番（杉山 誠君） ⑤のブロック塀に入りますけれども、やはり民間の所有するブロッ

ク塀というのは、持ち主の方にお願いするしかないんですけれども、県内でもそのブロック

塀撤去の補助制度の利用申請がふえているそうですけれども、市民への周知はホームページ

とか広報でやっていただけるということなんですけれども、これを促進するために補助制度

のかさ上げをしているところもあるんですけれども、伊豆市では考えておいででしょうか。 

○議長（三田忠男君） 答弁願います。 

  建設部長。 

○建設部長（山田博治君） ９月の議会でもほかの市町だと、かさ上げとかというのが新聞に

出ておりますけれども、市のほうも議員おっしゃるとおり、そういうことも考えられますけ

れども、まずうちのほうの利用状況というのが、昨年まではそういう改善が１件だけでした。

それはやっぱりうちのほうの広報というか周知できなかったことと、やっぱり住民、所有者
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がその危険なブロック塀という意識が薄いのかなというところがありますので、まずそれを

踏まえて、今回はその要するに所有者とかにそういう制度等、危険だよということで周知し

たいということで、今回の10月の広報にもその中にチェックリストというのを入れまして、

その中で１つでも危険があったら問い合わせしてくださいというような、補助制度がありま

すということで、それを先に進めていきたいと考えております。 

○議長（三田忠男君） 再質問。 

  杉山議員。 

○１４番（杉山 誠君） そのブロック塀の確認なんですけれども、教育委員会では学校周辺、

そして通学路、それを調べていただきまして、やっぱり市でも避難路に通じる道とか言われ

ているんですけれども、そういったリストは既にもうできているんでしょうか。 

○議長（三田忠男君） 答弁願います。 

  教育長。 

○教育長（西井伸美君） 教育委員会としては、まず心配だと思われるところは全部出てきま

したが、そこを今度教育部のほうで点検をするという段階に今入っているところです。 

  もう一つあわせて、先ほど回答しました防犯プランというのが来て、警察や教育委員会、

ＰＴＡ、みんなで力を合わせて通学路をちょっと見てみようというのがありますから、それ

なんかもあわせながらもう一度確認して、危険なところは確実につかまえていきたいと思っ

ています。 

○議長（三田忠男君） 再質問ありますか。 

  杉山議員。 

○１４番（杉山 誠君） 市長部局としてはどうでしょうか、避難路とか、そういう。 

○議長（三田忠男君） 建設部長。 

○建設部長（山田博治君） 非常に市道も延長もすごく長いものですから、まず先ほど申した

ように、その避難路に接するところのある程度エリアを絞るということをまず進めて、その

中で民間の施設の調査をして考えていきたいという、検討していきたいということで考えて

おります。 

○議長（三田忠男君） 再質問ありますか。 

  杉山誠議員。 

○１４番（杉山 誠君） 次の６番目の感震ブレーカーなんですけれども、やはり通電時にブ

レーカーが落ちていないと、停電から復旧すると、家が破損していた場合、漏電とかで火災

が発生するということで、つながったときに電気のブレーカーを上げるという行為は多分家

が壊れているとしないと思うんですよ。ですので、地震のときは火を消すよりも先に逃げろ

というたしかありますよね、お知らせが。そんな状況の中でブレーカーを落として逃げると

いう人はまずいないと思うんですよ。だものですから、本当に家が破損したときに非常に効

果があると思われるんですけれども、こういういま一度そういったものの効果とか、そうい
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った感震ブレーカーに対する調査をしっかりとしていただきたいと思うんですけれども、い

かがでしょうか。 

○議長（三田忠男君） 答弁願います。 

  総務部長。 

○総務部長（伊郷伸之君） 感震ブレーカーにつきましては、ちょっと県内を調べたところ、

既に補助を実施している自治体が７自治体ございました。これはいろんなタイプがあるよう

でして、分電盤に内蔵されて、揺れによってブレーカー自体を落としちゃうものとか、外づ

けとか、コンセントにつけるとか、値段も違うんですが、数種類のタイプがあるようです。

恐らくこの先行している自治体につきましては、県の３分の１の補助を活用してやっている

のではないかと推測はするんですが、これに使える補助金に枠がありまして、伊豆市は今別

のほうの防災の補助金に活用しているというのが実態です。ですので、一つの枠の中の補助

金をどの各自治体が施策に補助を回すかと、ですので、このブレーカーに回すというのも一

つの方法ですし、ただ現在、ほかの消防のポンプ自動車に使っているんですが、そちらに補

助金を使っていますので、それをどういう振り分けをするかというのは、今後ちょっと調べ

させていただきたいと思います。 

○議長（三田忠男君） 再質問ありますか。 

  杉山誠議員。 

○１４番（杉山 誠君） 特に高齢者宅というのは家具の転倒防止も補助していますので、ぜ

ひ検討していただきたいと思います。 

  では、次の７番目の広域防災拠点ということで、道の駅、そして狩野川記念公園の状況に

ついてはわかりました。やはり広域防災拠点として必要性は十分認識していただいておりま

すけれども、今その体制が整えられていないということなんですけれども、国のほうで大規

模な地震や水害が発生したときに、支援ニーズを把握して、物資を国がほうり込むプッシュ

型支援というのがあるんですけれども、そういったものの受け入れ態勢はとれないというこ

とですか。 

○議長（三田忠男君） 答弁願います。 

  プッシュ型は、国から押しかけて。要請がないのをどんどん行くという。 

  答弁願います。 

  総務部長。 

○総務部長（伊郷伸之君） これはこの後の受援計画にも関連してくるんですけれども、当然、

人とか物資を受け入れる際に、拠点として受け入れる場所が今ございません。可能性がある

ものとしたら、やはり社会体育館であったり、用途廃止した学校の体育館が一番受け入れに

はいいんでしょうけれども、その大型の貨物が十分入れるような道路とか、仮に受け入れた

としても、それは市の中の中心部には余りありませんので、受け入れた後の再分配といいま

すか、１カ所で、本来ですと相当量を受け入れることによって市内に満遍なく配慮ができる
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んでしょうけれども、今、ある程度の一定量を総合的に受ける施設はないというのが現状で

す。 

○議長（三田忠男君） 再質問ありますか。 

  杉山誠議員。 

○１４番（杉山 誠君） それでは、今現在、市民が家を失って避難した場合に、避難所で暮

らすわけですけれども、その方たちにお配りする食料とか、そういうものの備蓄はどうなっ

てますか。 

○議長（三田忠男君） 答弁願います。 

  総務部長。 

○総務部長（伊郷伸之君） 県によります第４次の被害想定の人数からしますと、食料につい

ては、今、７日間ぐらいの備蓄が必要だということで、伊豆市ではまだ20％足らずの16％ぐ

らい、人数に対しての備蓄しかできておりません。当然、各家の方には最低３日分ぐらい、

できれば７日分ぐらいのそれぞれ各家での備蓄の食料品のお願いはしているんですが、それ

ぞれの指定避難所に、市が持っているその食料備蓄としては大体16％ぐらいになっておりま

す。 

○議長（三田忠男君） 再質問ありますか。 

  杉山誠議員。 

○１４番（杉山 誠君） 家が流された場合とか、完全に倒壊した場合なんかは持ち出せない

場合があるんですけれども、小さいお子さんであるとか、体の弱い方、そういった方にやは

り支給するということというのは緊急性を要すると思うんですけれども、そういう対応は今

のところなかなか十分にはとれていないということですか。 

○議長（三田忠男君） 答弁願います。 

  総務部長。 

○総務部長（伊郷伸之君） 私が今申した16.5％というのは、３食丸々７日間で必要な人数と

した場合ですので、できれば応援物資とか、そういうものの受けるまでの最低３日ぐらいは

最低市では必要ではないかと見ております。今は７日、２万4,000人が避難したとして、約

7,000人分が１週間は食べていける、７日分ですので、これを半分の3.5日とすれば、逆に１

万4,000人分ぐらい分の備蓄があるということでございます。 

○議長（三田忠男君） 再質問ありますか。 

  杉山誠議員。 

○１４番（杉山 誠君） 心配されるのは、最後の受援計画でもそうなんですけれども、やは

りそういった救援物資、あるいは部隊を今のような状況だと拡散させてしまうわけですよね。

文教ガーデンシティ構想のときは、1,000平米の防災倉庫、そしてグラウンド、公園、体育

館と、あの地域一帯が防災機能を備えたエリアとして非常に注目していたんですけれども、

今それがありませんので、そういった広域防災拠点の整備、今後ぜひ進めてほしいと思うん
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ですけれども、なかなか課題が多いようなんですけれども、あと、そういった災害対策本部

は中伊豆支所につくられる、自衛隊等の部隊は集結地点が分散してしまう、そんな中で連絡

体制、これは電話だけで十分なその会議とか開かなくて、どんなでしょうか。それを心配す

るんですけれども。 

○議長（三田忠男君） 答弁願います。 

  市長。 

○市長（菊地 豊君） 本当に行政の機能が喪失したときは、やはり自衛隊しか動けないです。

これは雲仙普賢岳のときが多分最初のケースだったと思うんですが、行政機能が全く失われ

てしまって、自衛隊は全て通信機器を持っていますから、最初はどうしてもそこが中心にな

るんですね。これは何も自衛隊の指揮下に入れということではなくて、ふだんそういうもの

は持っている機能を使うということですから、最初数カ月間はそういうことになります。問

題は、それが伊豆市にないんですね。伊豆半島全体が大きな被害を受けたときは、私は個人

的には、国道１号の向こうの愛鷹公園よりもサイクルスポーツセンターのほうが進入経路も

たくさんあるし、それから施設も広いしということでいいと思っているんですが、伊豆市単

独の被害のときに、天城ふるさと広場のような一定の広さを持ったところが、道路を十分に

使えるところがないんですね。そうすると、３つの川が交わる、狩野川本流と大見川と修善

寺川の３つが交わるここより上流部で、一定の広さのところがやっぱり必要だと思っている

んです。新しい月ヶ瀬の道の駅は、船原峠を越えて向こうとの連絡が途絶えた場合にこちら

側の拠点として有用だと思っているんですが、正直言って、狭いですね。狩野グラウンドで

も正直言って、狭い。そうすると、あと田んぼしかありませんから、本当にこれが悩ましい

ところで、一体どこの場所をどのように確保しようかというのは、本当に一番今防災の観点

からいくと悩ましいところです。 

○議長（三田忠男君） 再質問ありますか。 

  杉山誠議員。 

○１４番（杉山 誠君） 大規模災害のときというか、前にもありましたけれども、一旦災害

が起こってしまうと、その復旧、復興というのは物すごくお金もかかるわけです。避難生活

が長引くと、それで関連死ということも起きてきますので、やはり災害はいつ来るかわから

ないではなくて、来ることを想定して備えていくということは、これはすごく大事なことだ

と思うんですけれども、今、ほかに公園のニーズも非常に高まっています。そんな中で、そ

ういったものを検討していく必要はあると思うんですけれども、いかがですか。 

○議長（三田忠男君） 答弁願います。 

  市長。 

○市長（菊地 豊君） とても大切な議論ですので、私としては、議員の皆さんとできれば防

災に特化した検討チームでもいいと思うんですが、あえてその特別委員会とか何とかではな

くても、私ども行政と、それから議員の皆さんで本当に起こり得る災害に備えたまずは市長
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議員勉強会のようなものができればと思っております。一度は、こういった質疑応答だけで

はなくて、ブレーンストーミングのように知恵を出し合うということがあってよいのではな

いのかなと、その中から一定の方向性が出てくるのではないかと思っています。ただ、正直

言うと、余り時間はかけたくないんですね。狩野川台風から60年、そして、１人亡くなった

平成16年の台風からもう14年、ことし起こらない、来年起こらないとは誰も保障できません

ので、余り時間をかけずに議員の皆さんと意識統一ができればと思います。 

○議長（三田忠男君） 再質問ありますか。 

  杉山誠議員。 

○１４番（杉山 誠君） ぜひスピード感を持って進めていきたいと思います。 

  最後の受援計画ですけれども、やはり職員も被災する中で、他の自治体の応援をしっかり

と有効に生かすということが必要なんですけれども、熊本地震で被害が大きかった益城町な

んですけれども、震災８カ月後の８カ月間の応急対応を検証した報告書の一節に、こういう

のがあります。災害業務に卓越した専門知識を有した職員を交通整理や清掃業務に従事させ

たと、そういう全国から応援に駆けつけた自治職員を活用し切れなかった反省がつづられて

いるんですけれども、これはやっぱり益城町に限ったことではなくて、熊本地震で被災した

多くの自治体で混乱したケースが発生したそうです。これは東日本大震災の教訓であったん

ですけれども、それを生かせなかった。 

  もう一方で、全国に先駆けて2013年３月に受援計画をつくった神戸市、ここは、阪神・淡

路大震災で支援を受けたり、また３.11で応援職員を派遣したという経験を反映して、応援

受け入れの窓口を一本化した。そして、避難所運営や被災建物の応急危険度判定など支援が

必要な130業務を洗い出して、業務ごとの指揮系統も定めたということなんです。想定され

る南海トラフ巨大地震などが発生すれば、被災自治体だけで対応できないということは目に

見えていますので、受援力を高めるためのその受援計画、これもやはり先ほど市長が申され

ましたように、拠点とともにしっかりと整備していっていただきたいと思うんですけれども、

スピード感を持っていただきたいと思うんですけれども、いかがですか。 

○議長（三田忠男君） 答弁を求めます。 

  市長。 

○市長（菊地 豊君） 去年だったでしょうか、中伊豆支所で我々行政が統一訓練を、県のほ

うが統裁部になっていただいてやったんですが、あの体制がとれて、かつ、社会福祉協議会

が中伊豆のふれあいプラザですから、受け入れ拠点が今。そこでボランティア活動に詳しい

さらにサポートがいれば、あの距離だったらこの体制よりはいいと思っているんですが、ま

ずは我々の側の訓練と、それから受け入れの社会福祉協議会中心の訓練とまだ別々にやって

いる状態で、これは議員御指摘のとおりまだ弱い状態で、いずれしっかり全体的な訓練を通

じて。 

  それからもう一つ大事なことは、しっかり一つ計画をつくることは大事なんですが、ほと
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んどそのとおり起こらないんですね。ですから、一つしっかりした訓練をやりながら、そう

ならない場合というものを実は想定しておかなければいけないんですね。ですから、ふれあ

いプラザが仮に使えなかったらどうするかとか、我々がここを使えなかったらどうするかと

か、そういうのもやっぱり計画しておかないと、計画どおり行ったということはほとんどご

ざいませんので、そういった意味でも受援体制も柔軟な計画をつくる必要があろうかと思っ

ています。 

〔「計画はあえて……」と言う人あり〕 

○議長（三田忠男君） 静かにしてください。 

  再質問。 

  杉山誠議員。 

○１４番（杉山 誠君） すみません、最後になりましたけれども、教育部に伺いたいと思い

ます。 

  防災教育についてです。 

  学校保健安全法では、学校は災害から生徒を守ることが規定されているということなんで

すけれども、伊豆市でもさまざまな取り組みをされていることがうかがえました。それは非

常にありがたいことだと思うんですけれども、やっぱり子供たちに防災教育をするというこ

とは、子供たち自身の身を守ることと同時に、子供たちが動くことによって大人たちを誘導

する、東日本大震災の釜石の例がそうなんですけれども、中学生がみんな逃げていく、山へ

向かって逃げていくということで、避難所にいた、避難所というか、ここは大丈夫だと思っ

ていた人たちも一緒になって逃げた、そして大人たちも命を救われたということで、子供を

持つ家庭はほとんど被害がなかったということなんです。ですから、学校管理下の子供の被

害はなかった、一説には99.8％生存したということなんですけれども、そういった子供たち

の果たす役割、社会に対する果たす役割、これはどのように捉えていますか。 

○議長（三田忠男君） 答弁願います。 

  教育長。 

○教育長（西井伸美君） 子供たちの役割、今おっしゃられたように、「釜石の奇跡」で代表

されるような子供たちの活躍といいますか、ただそれは社会に対してというより、やはり子

供の世界なもので、我が家庭に対して、我が親に対して、我が家族に対してというところで

かなり影響力を発揮したんだろうなとは思います。ただ、まだまだ伊豆市の避難訓練、それ

から防災教育等を見て、果たして家族への影響力を持てるだけのものができているかという

と、そこは若干心配なものですから、今おっしゃられたようなところへの影響力も考えなが

ら、また一つ防災教育については考えていきたいと考えております。 

○議長（三田忠男君） 再質問ありますか。 

  杉山誠議員。 

○１４番（杉山 誠君） すみません、それじゃ次の項目をお願いします。 
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○議長（三田忠男君） それでは、２番目の引きこもりですね。 

  それでは、答弁願います。 

  市長。 

○市長（菊地 豊君） 不登校が伊豆市でもちょっと心配な数がいるものですから、先般、青

少年問題協議会のときだったでしょうか、教育長さんにどうしてこういう不登校が多いんで

しょうねという話をしたら、昔と違って退屈じゃなくなったとおっしゃったんですね。昔は

家にずっといたらあんまり暇なものだから、先生が何回か来てくれると、もう退屈してくる

んで、じゃ学校へ我慢していくかと、ところが今はずっとスマホで遊んでいるんですよとい

う話を伺って、たまたま私その話をうちの教育長からこんな話を聞いたんですと言ったら、

目の前にした私の知人が実は息子がもう二十何歳になるまで中学校からずっとそういう状況

だと。えーと思いましたね、部屋から出ないんだそうですね。ずっとゲームを何十時間、そ

れを何年間もという話を伺って、じゃ我々は行政としてどうするかというと、そこまで行っ

たらとても難しい状況になるでしょうから、可能な限り早い段階でやはり青空の中に、外に、

人の中にというのが、私は今結論を持っているわけではないんです。ただ、そういったこと

を正直言って今まで認識していなかったものですから、そういう社会になったときのいち早

い我々社会への引き戻し方というのが今最優先で具体策を考える社会になったんだなという

思いでおります。 

○議長（三田忠男君） 続いて、教育長。 

○教育長（西井伸美君） それでは、私のほうからは、家庭教育支援チームについて話をさせ

てもらいます。 

  伊豆市の家庭教育支援チームは、生徒、児童の保護者を対象に、「家庭教育講座」の開催

や学校の家庭教育学級、それから子育て支援センターママフェスなどに出向き、家庭教育ワ

ークシート「つながるシート」のテーマに沿って、お子さんの様子や子育ての悩みなどを参

加者が自由に話して、聞いてもらえる「子育ておしゃべりサロン」を行っています。 

  支援員は、県の養成研修で家庭教育支援の知識とスキルを学んだ地域の７名の家庭教育支

援員で組織され、元教員、元保育士、心の教室相談員、元家庭教育学級長などそれぞれです。 

  支援チームの活動内容ですが、活動は主に予防活動に主眼が置かれ、親がストレスをため

ないことにより、親のストレスのはけ口を子供に向けないでちゃんと子供と向き合い、子供

の話を聞いてあげられるような心のゆとりをつくってあげることを主眼として、活動を行っ

ております。 

  以上です。 

○議長（三田忠男君） 続いて、健康福祉部長。 

○健康福祉部長（村井克代君） 私のほうからは、最初に、伊豆市におけるひきこもり訪問支

援事業の取り組みについて、状況をお答えいたします。 

  御質問の訪問支援事業は、本県では本年度から「ひきこもりサポーター養成研修」を実施



－206－ 

している状況で、「ひきこもりサポーター派遣」はまだ実施しておりませんが、居場所、相

談窓口等の支援拠点づくりは進められております。 

  今年度から当市では、市内に２カ所の支援拠点が設置されました。その支援拠点から多様

化する個々のひきこもりケースに対応する状況となっております。まずは相談を受け、訪問

支援につなげていければと思います。今後、支援拠点の存在を広く情報提供していきたいと

考えております。 

  次に、法定化される福祉や教育を含む関係機関の間で情報共有を行うための「支援会議」

など当市の取り組みということですけれども、当市は生活困窮者自立支援相談窓口を社会福

祉課に設置していることもあり、支援相談員等が高齢者、障害者及び子供等の関係する個別

ケース会議等に出席しております。 

  また、地域との関係性が薄く、社会的に孤立しやすい単身高齢者や高齢者のみの世帯の支

援として、個々の課題を話し合う地域ケア個別会議を開催しております。 

  今後は多くの方に制度を理解していただき、関係機関とのネットワークを構築するため、

教育関係を含む関係会議へ積極的に支援相談員等がかかわっていけるよう進めてまいりたい

と考えております。 

  以上です。 

○議長（三田忠男君） 再質問ありますか。 

  杉山誠議員。 

○１４番（杉山 誠君） まず、家庭教育支援チームですけれども、ただいまのお話ですと、

主に親に対する支援ということで理解してよろしいかと思うんですけれども、実は、県のほ

うのページから家庭教育支援チームの紹介ということで見させていただいたら、伊豆市家庭

教育支援チームでは学校と連携して、不登校生徒宅へお便りを届けていますということが載

っていたんですけれども、これはどういう内容でしょうか。 

○議長（三田忠男君） 答弁願います。 

  教育長。 

○教育長（西井伸美君） 本当にいろんな個々のケースが不登校の子供たちの場合あるもので

すから、家庭が受け入れをしてくれるような場合、そのときなんかに学校と連携しながら、

プリントを届けていきながら、そして勉強なんかも時には見てやるような機会というような

ものを実施したりもしているんですが、実に回数は少ないです。なかなか家庭には入ってい

きにくいという状況で、学校の先生が行っても子供に会えないようになっているケースもあ

るくらいですから、そこでそういうふうに家庭が受け入れてくれる場合は、家庭教育支援員

のほうが行って、いろんな形で子供と話をしたり、支援をする。それ以外は活動として、予

防策のような形で家庭教育学級へ出向いていって、悩んだときの形だとか、いろいろ相談に

乗ったり、お話をしたり、みんなでグループ学習をしたりということをしている。その中の

一つに今のような活動はしているんですが、回数的には少ないです。 
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○議長（三田忠男君） 再質問ありますか。 

  杉山誠議員。 

○１４番（杉山 誠君） なかなか家庭に入ってということは難しいということは伺っていま

す。ただ、そういった講座とかいろいろな催しに出てこられる人はいいんですよね。出てこ

られない人がこれ課題となっているものですから、訪問支援ということが重要視されて、国

のほうでも力を入れてきたんですけれども、では今度は健康福祉部のほうなんですけれども、

今行われているその居場所づくりとか、いろんな取り組みから支援につなげていくというこ

となんですけれども、１つには、私も伺った話で伴走型の支援ということで、とにかくひき

こもっている子をいろいろと状況を細かく聞くんではなくて、とにかく就労、お試しでもい

いから就労現場に引き合わせようという取り組みをされているんですけれども、これもなか

なか合意というところと難しいと思うんですけれども、今後の展開として、やはりアウトリ

ーチ型という家庭訪問をして、その中で本当に個々の向き合って、支援、就労につなげてい

くという取り組みが求められているんですけれども、今後の展開としては、今の居場所から

それを展開していきたいというお話がありましたけれども、実際のその見通しというのはど

うでしょうか。 

○議長（三田忠男君） 答弁願います。 

  健康福祉部長。 

○健康福祉部長（村井克代君） 先ほど、支援拠点ということで、市内には２カ所あると申し

上げましたが、この１つは県のほうのモデル事業ということでやってもらったものですけれ

ども、ＮＰＯ法人ということで、ここの法人は生活困窮者の就労支援にもかかわっていてく

ださっているＮＰＯ法人が一つかかわっております。その関係で伴走型ということで、その

御本人にそういう御意思があれば就労というようなところに、丁寧にハローワークに一緒に

行ったりとか、面接に一緒に行ったりとかというような形で、丁寧に向き合いながら就労に

向けてというような支援ができるところです。 

  そしてもう１つのほうは、同じＮＰＯ法人の別の団体ですけれども、小さいころからの発

達障害とか、そういうところにかかわってくださっている法人になりまして、やはりそこの

ところは不登校のお子さんとか、そういうところに深くかかわっていけるような形で、今度

９月にも不登校ひきこもり相談会というようなものも開催してくださったりとか、そういう

形での法人がかかわっておりますので、その両方があるということは伊豆市にとったらとて

もいい状況にありますので、ここからやはり少しでも、ひきこもりの方たちへの個々の支援

というところは事情もいろいろと個々違うかと思いますけれども、その方にやはり向き合い

ながら丁寧にかかわっていくというところが大事だと考えております。 

  以上です。 

○議長（三田忠男君） 再質問。 

  杉山誠議員。 
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○１４番（杉山 誠君） 本当にひきこもり、そして不登校もそうですけれども、社会へ出ら

れない人たち、特に若者なんですけれども、そういった将来的にすごく生活不安が本人は多

分そこまで気がついていないかもしれませんけれども、御本人の人生設計にとってすごくマ

イナスになるということと、もう一つは、やはり社会で支えなければならない、それは本来

であれば働いて支える側になってほしいんですけれども、支えられる人になっていくという

ことは非常に社会にとっても大きな課題ですので、国でも力を入れていますので、ぜひ市、

そして教育委員会と連携して力を入れていっていただきたいと思いますので、よろしくお願

いします。 

  以上で質問を終わります。 

○議長（三田忠男君） これで杉山誠議員の質問を終了いたします。 

  ここで、３時半まで休憩いたします。 

 

休憩 午後 ３時１９分 

再開 午後 ３時３０分 

 

○議長（三田忠男君） それでは、休憩を閉じ会議を再開いたします。 

 

◇ 木 村 建 一 君 

○議長（三田忠男君） 本日最後の質問者になります。 

  16番、木村建一議員。 

〔１６番 木村建一君登壇〕 

○１６番（木村建一君） 16番、木村建一です。 

  １つ目、大きく２つ聞きます。 

  第１に、天城湯ヶ島支所設置条例で、東京ラスク売却の覚書を交わせるとした経緯及びそ

の根拠を示してください。 

  これで３月議会から引き続きですけれども、堂々めぐりはしません。一歩進めながら論戦

をしていきたいなと思っています。 

  天城湯ヶ島支所跡地をどうするかということは、ただ単にこの支所問題だけでなくて、今

後多くの公共施設を維持管理していくためにどうするのか、私は、再編統合の進め方がこの

中に投げかけられておると思います。大きな政治課題としてこの問題を取り上げていきたい

と思います。質問します。 

  １つ目の質問です。 

  平成28年12月議会で否決された天城湯ヶ島支所移転が平成29年の３月議会では可決されま

した。否決から可決となったのは、「この間に、東京ラスクの社長が地域の人に説明した。

東京ラスクにぜひ地元に残ってしっかり広げてくださいという声があり、議会の皆さんもそ
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れならいいだろうということだったということで、それが前提となる支所移転の予算が通っ

た」と市長は述べられましたが、改めて会議録を読むと、否決から可決になった原因はその

ことではないというふうに私は判断しております。そこには、支所移転の移転先についての

市民合意が課題だったのではありませんか。否決から可決となった事実関係の認識を改めて

もう一度伺います。また、「議会もいいだろう」と、だから覚書は問題ないということでし

ょうか、答弁してください。 

  ２つ目です。 

  東京ラスクが支所跡地を活用することが支所移転の前提であるという説明は、いつなされ

ましたか。 

  ３つ目。 

  ６月議会での議論を聞き直しましたが、市長が述べた「支所跡地の施設、土地全体を売却

するまでの間に意思決定を変えない」というその思いを私は問題にしているのではありませ

ん。思うことはさまざまでしょう。覚書を交わすという行動に移したことを私は問題にして

おります。議員に法的拘束力はないにしても、この覚書を黙認するとどうなるか。数年先売

買契約の議題が提案されたとき、覚書の約束を交わしたのに、それに異議を唱える議員はと

んでもないという世論へとつながりませんか。二元代表制を生かした手続をしませんか。 

  ４つ目です。 

  覚書の中身を見ますと、産業振興と雇用確保が可能だから市民の利益にかなうと主張して

いる覚書ではなくて、売却に至る経過だけであります。このことは、地域住民との話し合い

の中で出されたから、もうそれはいわゆる産業振興、雇用確保等々は済んだと、もう市民は

認識しているんだ、議員も認識しているんだという考えでしょうか。 

  ５つ目です。温泉プールについて伺います。 

  この建物が覚書に入っています。市民にこのことを説明しましたか。また、覚書にない市

所有の温泉の権利を市は放棄するのですか、伺います。 

  ６点目です。 

  公文書は民主主義の根幹であり、国民の知的資源です。民主主義とは、公文書が作成され

るプロセスを見せて、情報をオープンにすることだと思います。この大事な観点から伺いま

す。「なぜ覚書が必要だったのか」というプロセス、経過の決裁文書は伊豆市にはなくても

問題はないということでしょうか。 

  大きな２つ目。小学校、中学校の全教室にエアコンの設置を求めますという質問でありま

す。 

  先日、記者会見でやられた、きょうもその記者会見の一つの紙が配られていましたが、質

問いたします。２つ質問します。 

  １つ目。 

  教育委員会及び教育委員の方は……すみません、教育委員会の中の事務局じゃなくて、教
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育委員会の方はという意味です。７月の猛暑の教室を視察されたでしょうか。教室の温度34

度の中で子供たちは授業を受けています。先生たちも汗をふきながらであります。残念なが

ら、ことしは９月の残暑の中で授業を受けなければなりません。来年の夏に間に合うように、

小中学校の全教室にエアコンの設置を求めます。 

  ２つ目。 

  平成30年４月の文部科学省通知「学校環境衛生基準の一部改正について」の教育委員会の

見解を求めます。 

  以上であります。 

○議長（三田忠男君） ただいまの木村建一議員の質問に対し、答弁を求めます。 

  市長。 

〔市長 菊地 豊君登壇〕 

○市長（菊地 豊君） お答え申し上げます。 

  まず１つ目の否決から可決になった事実関係の認識ということですが、すみません、私も

過去どのような答弁をしたか記憶にないんですが、ただ、議会の議決が否決から可決になっ

た事実関係というのは、議員のそれぞれの皆さんの御判断ですから、あえてここは私がそこ

の認識を申し上げる立場ではないと思うんですが、もし違っていたら、後ほどすみません、

追質問で真意をお尋ねしたいと思います。 

  それから②も、東京ラスクが支所移転の前提であるということではなくて、これは何度も

申し上げてきたんですけれども、そこには旧天城湯ヶ島支所と天城会館と湯ヶ島小学校、湯

ヶ島幼稚園と３カ所それぞれ分かれていて、それぞれの施設を維持し、それぞれに職員を張

りつけることは好ましくないので、これは財源がたくさんかかりますし、職員も要ります。

そして、天城湯ヶ島地区の特に湯ヶ島地区の拠点を１カ所に集約させてくださいという議論

の中でであって、先にラスクありきではありませんので、そこは前提が違うんだろうと思い

ます。 

  それから、３番目のこれも実はちょっと御質問の趣旨がよくわからないのですが、将来あ

る時点でこれは売買契約が議案になったときだと思うんですが、それが世論へとどうつなが

るかということについては、これもちょっと私がお答え申し上げる立場かなという気がいた

します。 

  それから、④番の覚書について、産業振興と雇用確保というものが入っていないから東京

ラスクの将来像がこれに貢献しないということが、すみません、ちょっと私これ、なぜそう

つながるのかよくわからないんですが、覚書というのはあくまで先方さんとの確認メモです

ので、ちょっと産業振興との関連について、少しこの、その目的は変わっておりませんので、

余り疑義は持たれないのではないかと思いますが。 

  ５番目については、これは後ほど総務部長から答弁をさせます。 

  それから、６番目がこれ、前からの議員からこの件御指摘いただいたのですが、大変残念
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ながら国であったように、その公文書を書きかえたとか、書きかえたことを秘匿したとか、

そして、それによってその国のほうは私わかりませんけれども、例えば、それによって事業

がゆがんだとかいうことがあれば大きな問題だと思うんですが、これによって事業がゆがむ

とか、あるいは、ずっと何年も地域の皆さんに申し上げてきたことが、どこかで私の判断が

変わったとか、あるいは議会に対する事業の目的が変わったとか、そういうことではないと

思っているのですが、公文書はしっかり残すことはもちろん大切なんですが、公文書の関係

と今回の覚書の関係がちょっとどこでこの行政手続上市長として問題があったのか、どこで

行政がゆがんだのかということについて、ちょっとよくわからないんですが、全体として御

質問の趣旨が今までの話を伺いますと、東京ラスクの事業に反対ではないし、天城湯ヶ島支

所の整備も今、湯ヶ島幼稚園に進み、そして湯ヶ島小学校が改修されている中で、すみませ

ん、問題の本質がちょっと私今まだ共有されていないと思っているものですから、もし私が

理解が足りないところがあれば御指摘いただければと思います。 

  総務部長に答弁をさせます。 

〔発言する人あり〕 

○議長（三田忠男君） お静かに願います。 

  総務部長。 

○総務部長（伊郷伸之君） 私からは、⑤の温泉プールについてお答えいたします。 

  旧天城湯ヶ島支所の土地、建物につきましては、民間活力による商業利用が地域の活性化

や施設の有効利用に最善の方法と当時考えておりました。旧庁舎や保健センターと同一の敷

地内にある農村環境改善センターや温泉プールの施設も一体のものと考えておりました。 

  ただ、この覚書の締結の時点におきましては、教育委員会では温泉プールの廃止の方向の

答申というものは出ておりましたが、実際にプールの方向性が確定していなかったというこ

ともございまして、この覚書では双方協議によりできるだけ早い時期に定めるという規定と

いたしております。 

  また、温泉の権利についてですが、源泉の場所が借地ということもありまして、温泉ポン

プなどを含めた施設の劣化状況などを踏まえて、今後どうしていくか検討していく予定であ

りますので、この時点で権利を売却するか否かにつきましては、まだ決まっておりません。 

○議長（三田忠男君） それでは、再質問ありますか。 

  木村建一議員。 

○１６番（木村建一君） 全く何か思いもしないようなよくわからんというお答えが来ました

ので、６月議会で何を話したのか、天城湯ヶ島支所移転の否決から可決へ移ったことに、市

長はこう述べたんですね。３つほどいろんなところでその経過について述べているんだけれ

ども、１つだけ、もう一度議事録にのっとって読みますね、一部ですけれども、その中の。

このように言ったんです、６月議会では。 

  事業会社である東京ラスクの社長が現地へいらっしゃって、地域の皆さんがそこに出席を
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され、議員の皆さん、何人出席されたか私は承知していませんが、後で報告を聞いたんです

が、ここからですよ、その間に状況の変化というのは、地元住民と議員さんに対する東京ラ

スクさんからの説明会ですので、したがって議会で予算が承認されていますので、議会でも

その方向について合意形成がなされたものと判断させていただいているわけです、こう述べ

られたんですね、御存じだと思いますけれどもね。一字一句じゃなくて、内容的な。それで、

その間に状況の変化って何を言っているかというと、ほかのところ、同じような文章の中。

12月議会に上げたところ、否決されました。これは平成28年の12月。その次に、翌年、平成

29年の３月には、予算が可決されました。その間に状況の変化というのはここしかないんで

すと。 

  この間に何をやったか、否決から可決に何が移ったかというと、今言った東京ラスクさん

が地元住民と議員の皆さんに説明したんです。だからこの否決から可決に移ったのはここし

かありませんよねということを私がやりとりした、そうじゃありませんか。 

○議長（三田忠男君） 答弁を求めます。 

  市長。 

○市長（菊地 豊君） 事実関係として、12月の否決から３月までの間に、主としていろんな

話はあったのかもしれません、皆さんも市民の皆さんとお話されたのかもしれませんけれど

も、相当強く御指摘があったのが事業計画がよくわからないとか、直接話を伺いたいとかい

うことであって、たしか行政と社長と一緒にという御意見だったでしょうか、それで説明会

ができたわけですね。大きな状況としてはそれしかありませんでしたから、それが状況が変

わった大きなきっかけであろうという認識なんですけれども、すみません、違っていたらど

こが違っているか御指摘いただければと思うんですが。 

○議長（三田忠男君） 再質問ありますか。 

  木村建一議員。 

○１６番（木村建一君） 違っていたんじゃない、そういうことを言ったんですよ。否決から

可決へは東京ラスクが説明したからだと。だから議員もここが心変わりをしたと、こういう

ことなんですよ。でも現実に私は、だから違うと言っている。平成28年12月議会、ここに、

これを全部読んでいると時間食っちゃうから言わないけれども、12月議会でどんな論議がさ

れたの、このときは修正動議ですよ。出されました。そして、賛成の議員の討論、反対する

討論とありました。その中に確かに東京ラスクの何とかこうとかということがあったんだけ

れども、12月議会に否決された主な原因は、ある議員がこんなことを言います。「いわゆる

住民合意ができていないじゃないの」と。確かにそうですよ。ここにも、たくさんのその支

所移転の関係の平成25年度からのずっと地域住民との会議録を僕は持って、またここ二、三

日の中全部読み返したんだけれども、平成28年は何があったかというと、なぜ否決されたか

というと、地域住民の皆さんが平成25年から始まった市山地区を中心としたずっと関連する

中で何が課題になったかというと、支所移転先、旧湯ヶ島小学校跡地なのか、天城会館なの
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か、この論議がずっと地域住民となされてきた。地区懇談会に市長も出られたから、全部そ

れは載っているんですよ。そこがずっと論議になっていて、途中から天城会館じゃなくて小

学校に移るというその根拠が乏しいから、もう一回やり直しなさいということを地域住民の

人たちが、地域住民といったって、皆さん湯ヶ島地区中心ですからね。途中まではずっと１

年か１年半ぐらいは。それでそのときに、問題になったのはそこですよ。天城会館ではなく

て、湯ヶ島小学校跡地がなぜだめなのというところで、市長はそうでない、湯ヶ島小学校が

いいんですという提案をされて、そこで住民合意がなかなか得られなかったという経過じゃ

なかったんですか。今言ったその最初の東京ラスクが説明したから、だから説明したから、

そうか、東京ラスクはこういう方針を持つから理解したとか云々では変わったんじゃないん

じゃないですか、違いますか。 

○議長（三田忠男君） 答弁を求めます。 

  市長。 

○市長（菊地 豊君） すみません、前回の答弁がどういう文脈なのか、全体の中で私正直言

って、まだ記憶が鮮明ではないんですが、ただ、議会がどういうふうに動いた、なぜそれが

理由かと言われても、市長と議会は立場が違うので、私が市長は議員のその議決行動の理由

を説明せよと言われても、それはむしろ議員さんの中で確認していただいて、御質問が市長

の判断だったら別ですけれども、私が何か決めたこと、判断したことじゃなくて、議会の議

決の理由をと言われても、私が答える……。すみません、どういう答えを期待されているの

かもわからないんですけれども、また。 

○議長（三田忠男君） 再質問ありますか。 

  木村建一議員。 

○１６番（木村建一君） 議会が議決していると、議会だから市長は関係ないんじゃないんで

すか。否決された理由がわからないで、どうしてもう一回提案しているんですか、それだっ

たらば。そうか、市長の考え方と、考えていることと議会が、議員が考えることは違うんだ

なという認識したから再提案したんじゃないんですか、違いますか。そこがわからないなん

て論議にならないですよ、ここで。議会って何と、お互いの立場立場はあるんだから、考え

方も違うんだから、お互いに論議をして、一致するところは一致する、違うところは違うと

ころで、違うんだったら今度はどういうふうにしましょうと、本当にこれが市民のためにな

るのかどうかという論議する場所はここじゃないですか。それが過去議会が議決したことを

私は関与できないというんだったら、これ以上論議できませんよ、全然。どうですか。だか

ら、原因が東京ラスクの社長が説明したとか云々じゃなくて、否決から可決に変わったんじ

ゃないんじゃないですかと私は認識している。議事録を見ると全部そうだもの。答えてくだ

さい。 

  もう一回言っておきましょうね。ついでに、平成22年の12月議会、若干言葉は違うんだけ

れども、名称は。伊豆市の支所設置条例及び伊豆市保健福祉施設センター条例を提案してき
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ましたよね、12月議会で。今回は若干言葉は違うんだけれども、ほぼこれと同じような提案

を２度にわたってしてきたんですよ。その中に、今、前の６月議会でお話しした東京ラスク

さんから説明があったと。それの経過があったから議会で予算が承認されましたということ

は違うでしょう。この条例の中にそういう支所跡地に東京ラスクが来て、来るような、そう

いう提案じゃないですよね。東京ラスクがこの中の条例の提案については、平成28年の12月

議会も平成29年の３月の議会にもないですよね、確認します。 

○議長（三田忠男君） 答弁を求めます。 

  市長。 

○市長（菊地 豊君） 私の政策とか議案を変えた理由なら当然市長だから説明できるんです

が、議員が否決から可決に変わった理由ですから、今御指摘なのは。それは16人のそれぞれ

皆さん、木村さんがどういう理由で反対され、どういう理由で次の採決に臨まれたか私わか

りませんけれども、ほかの16人の方々の結果として数字は賛成、反対が出たわけですから、

それを私が否決から可決に変わった理由を市長が説明せよと言われても、それは恐らく皆さ

んそれぞれ賛成、反対された理由って違うでしょうし、それを私が説明しろと言われても、

ちょっとそれは立場が違うんじゃないかと思うんですが。 

○議長（三田忠男君） 木村建一議員。 

○１６番（木村建一君） 説明しなさいと言っているんじゃないですよ。会議録を読むとそう

いうことでしょうと。もう一回言いますよ、本当に、がっくりしちゃうよ。市長が言ったこ

とは責任とらないと、６月議会で言ったことですよ。もう一回言います。12月議会で上げた

ところ、否決をされました。なぜ否決されたのはわかりますよね。次に、もう一回言うけれ

ども、その翌年の３月議会には予算が可決されました。その間に状況の変化というのは、地

元住民と議員さんに対する東京ラスクさんからの説明会ですので、これ以外に何も変わって

いませんねと言ったんですよ。したがって議会で予算が承認されていますので、議会でもそ

の方向について合意形成がなされたものと判断させていただいているわけですというのが６

月議会における市長の答弁ですよ。変わったのは東京ラスクの事業説明をずっとやってきた

から、ここが12月議会から３月議会の変わった大きな分かれ目ですということを言ったんじ

ゃないですか。議会がそういう論議をしたということは明確にしてくださいよ。私は関係あ

りません、議会がやったんですからというんじゃさ、論議にならないです。６月議会で答弁

しているんじゃない、議事録を読んできなさいよ。がっくりしちゃうよ。 

○議長（三田忠男君） 答弁を求めます。 

  市長。 

○市長（菊地 豊君） すみません、私が何を変えたのかを今確認していたんですが、条例の

名前は変わっているようですけれども、議案の内容は変わっていないわけです。ですから、

12月に否決された理由は当然何かあったんでしょう。だけれども、私が16人の皆さんから１

人１人反対されるその理由を聞いたわけでもないし、次に同じ内容の議案を出したときに、
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なぜ変わったかを１人１人確認したわけでもないし、じゃ正確に言うと、何人かは御意見違

いましたよ。反対だという方もいたし、いや、これはもう本当は所有権が変わっていればよ

かったんだという方もいたし、いろいろ違う。だけれども、その変わった議会の議決が変わ

った理由を市長がここで、違うと言われたらああそうですかとお答えするしかないと思うよ

ね。ただ、行政も絡んだ行動としては、12月と３月の間に行政も関与したことと言えば、社

長と一緒に、市長は出ませんでしたけれども、地域の皆さんへの説明会はありましたよねと。

それは大変大きなエポックでしたから、そういうことはありましたよねというのは、当然私

はそう思っただろうと思いますけれども、ただ、議会が変わった理由を市長に言われても、

ちょっと回答しかねるんですが。 

○議長（三田忠男君） 木村建一議員。 

○１６番（木村建一君） 議会が変わったで、議決案件が同じような中身として、基本的には

支所移転の関係で提案されました。12月議会で、議事録を読むと、否決され、ちゃんと述べ

ていますよ。３月議会で、可決された議員もちゃんと述べていますよ。１つだけ、もったい

ないな、こんなこと、行ったり来たりするのは。１人の議員の方が、平成29年３月20日のこ

の件についての設置条例についての賛成討論ですよ。何を言ったかと。前は平成28年の12月

で反対しました、今回は賛成しました。なぜか、地域住民の方々の御意見を尊重すると、要

するに、平成28年の12月議会で反対せざるを得ませんでした。それから３カ月余が経過して、

この間何が変わったのか、状況に変化があったのか、実はこの間、地元選出の議員さんにも

お願いして情報を集めた結果、やむを得ないだろうと、支所移転は。やむを得ないだろうと

いうことで、その３カ月間、何か住民の皆さんもある意味ではもう諦めもあったと、もうい

いかげんにしてくれということを私は湯ヶ島にかかわって、近くにいるから。そういうこと

だからもういいよと。支所移転は天城会館じゃなくて、湯ヶ島小学校でもいいんじゃないの

といった、そういう住民の意見を受けて、そうかと、そう言うんであるならば我々もスタン

スはそちらに切りかえなくちゃならないねと言って、賛成したんですよ。私も賛成した。そ

ういう議決した案件というのは、これはある意味では、一番最後の公文書ですよ。ここしか

ないじゃないですか、論戦する場所が。どこどこで思ったとかじゃなくて、会議録にちゃん

とそういう経過が全部載っているんだから、それは違うんですか。 

○議長（三田忠男君） 市長。 

○市長（菊地 豊君） 多分、12月と３月の議案は、私、さっき言いましたように、条例の名

称は変わったかもしれませんけれども、我々は常に一番市民の皆さんにとっていいと思う議

案を上げているわけですね。ですから、それに反対されるとやっぱり当然ショックを受ける

わけです。変える必要があれば、当然変えることもあります。それはなぜ変えたかと言われ

れば、当然、私はここでちゃんと説明できるんですが、いや、12月に反対だった方が３月に

賛成になった理由を言えと言われても、ひょっとして説明会でラスクの代表の方と地域住民

の方のやりとりを聞いて納得したかもしれないし、それ以外に情報収集したかもしれないし、
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その議員さんの活動とその結果について市長に説明しろと言われても、ひょっとしたら私が

誤解していたかもしれませんけれども、しかしそう私は感じました、そう思いました、そう

判断しましたということは、違うと言われたら、ああ、違ったんですかとお答えするしかな

いですよね。賛成、反対の行動をとられたのは議員さんですから、私にその変わった理由を

説明しろと言われても、そこはそれは越権行為ではないかと思うんですけれども。 

○議長（三田忠男君） 木村建一議員。 

○１６番（木村建一君） 事実を聞いているんです、事実を。私たちの考え方がどうだったか

と評価してくれと何も言っていないの。そのことを言っているんですよ。議会が否決から賛

成に回ったのは会議録にありますよね。中身をどうしても言わない、それは認めますね、会

議録を読めばわかるんだから。 

○議長（三田忠男君） 市長。 

○市長（菊地 豊君） はい、議事録にあるとおりだと思います。 

○１６番（木村建一君） 次へ行きましょう、ちょっとはっきりさせてね。 

○議長（三田忠男君） 木村建一議員。 

○１６番（木村建一君） 僕もそうだけれども、こういう公式の場でお話するということは、

私も責任持ちますよ、言ったことは。だから、そういう立場で質問します。 

  こういうことです。もう一回繰り返すけれども、合意形成がなされたものと判断をしたの

は、判断したと言ったんですよ。なので、支所移転、東京ラスクが来るから支所移転しても

いいですよというふうに判断した、東京ラスクが説明したから。すごく気になるのが、東京

ラスクが平成28年12月９日付で、事業構想説明会の案内を市役所を通じて議員と、地域の方

はわからない、私たち議員宛てにみんなファクスで来ました。そして、12月12日の昼と夜の

２回開いたんですよね。その中身について、市長はこのように述べた。この２回の１日に２

回やった中身について、後で報告を聞いたんですがと言っているんですよ。で、議員もその

方向でいいだろうと、東京ラスクを。前も６月議会で東京ラスクさんが説明したから、最初

はだめだと言っていたのに、いや、そうじゃなくて、やっぱり地元の人たちだから、東京ラ

スク頑張れと言ったら、そうだそうだとなったというふうに覚えていますよね、そんな話を

されました。議員も賛同したと判断した、この東京ラスクの説明でだからがらりと変わった

んですよということなんですよ。それはじゃ何人議員が誰からか聞いたんですよね、後で報

告を聞いたんですがと言っているんだから、そこにどなたか、市長はいないけれども、どな

たが12月12日の東京ラスクの社長が説明した中で出席されていたと。で、後で報告を聞いた

んですかということは、どなたから聞いたんですか。 

○議長（三田忠男君） 答弁を求めます。 

  市長。 

○市長（菊地 豊君） すみません、どなたから聞いたかというと、一般的にですね。それを

どういう文脈で私言ったか覚えていないんですが、一般的に私が報告と言った場合には、職
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員からですね。報告という言葉は下から上に上げる言葉ですから、ですからその場に立ち会

っていた職員からの報告ということだと、すみません、一般的には私はそう使っています。 

○議長（三田忠男君） 木村建一議員。 

○１６番（木村建一君） それでは、もうちょっと先に進んでお聞きします。 

  どういう話し合いをした、そこで地元住民と。そこで議員の皆さんはこんなことを話しし

たよということは職員から聞きましたか。 

○議長（三田忠男君） 市長。 

○市長（菊地 豊君） すみません、議員さんがそこでどんな意見を発言されたかは記憶にあ

りません。報告を受けたかどうかも、すみません、覚えておりません。 

○議長（三田忠男君） 木村建一議員。 

○１６番（木村建一君） そうすると市長、６月議会で述べられました東京ラスクさんからの

説明ですので、説明があって、したがってそこに議員いましたと。で、その議員が聞いたん

だから、議会で予算が承認されていますから、合意形成はなされたということは、支所移転、

その跡地、東京ラスクが議会もいいですよというふうに判断したということになるんですよ

ね、違いますか。じゃ誰が何を、どんな話をしたのかがわからなくて、なぜ６月議会でこう

いう話を私に対してやったんですか。 

○議長（三田忠男君） 市長。 

○市長（菊地 豊君） 正確に全て答えられるわけではないんですが、その間に行政も当然い

ろいろやっているんです。例えば、市山だったら目の前にバス停があるのに、湯ヶ島はなぜ

遠くするんだと、本当に私も担当も歩きましたよ。市山のバス停から支所まで何メートル、

で、湯ヶ島のあそこの真ん中からガラス屋さんの横のバス停から幼稚園まで何メートル、何

歩とか一生懸命やって、いや、こっちのほうは平らだねとか、そんなこともはかりながらデ

マンドバスの検討をしたり、行政では当然そんなことはやっておりました。ただ、議会の皆

さん１人１人のどういう行動をされたか、私は承知しておりませんが、議会の方も集まられ、

全員ではなかったと思うんですが。行政と当時話題になっていたラスクの社長が一緒に行動

したのはその説明会ですので、その後今度は要するに可決されたわけですから、市長として

は議会で合意形成がされたんだろうという発言は、そこは私、そんなにおかしくないだろう

と思うんですが。 

○議長（三田忠男君） 木村建一議員。 

○１６番（木村建一君） もう一度聞きますね。だから、東京ラスクの12月12日に話したとき

に、僕も覚えていない、みんな議員がいたのかどうか。そこに参画をして、それを聞いたか

ら可決されたから、だから、社長がいろんな事業説明したから議員が、議員というか、議会

が変わってきたんですねということですよね。そういうことですね。 

○議長（三田忠男君） 市長。 

○市長（菊地 豊君） すみません、もう繰り返すしかないんですが、私のこととか私の政策
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は説明できますけれども、議員さん16人、お一人だったらひょっとしたらこうわかるかもし

れないけれども、16人の議員さんで何人反対の方がいらっしゃって、その後賛成に変わられ

て何人の方の理由を言えと言われても、ただ、地元から、あるいは議会からもあったかどう

か記憶ないんですが、説明不足だとか、もっと事業計画を説明しろと、たしかそういった声

の中で、行政も一緒に説明会をしろという声もあったように思うんです。それがどの程度の

影響力があったかわからないけれども、市長としてそう感じましたと申し上げたかもしれま

せんが、ただ、それをもって市長が議員１人１人の採決の行動が変わった理由を説明せよと

言われても、私にはその立場ではないんじゃないかと思うんですけれども。 

○議長（三田忠男君） 木村建一議員。 

○１６番（木村建一君） 次、行きますよ。 

  そうすると、６月議会で述べました東京ラスクが説明があって、そこに議員も何人来ただ

かはわからないと。何か議場みたいな形で、東京ラスクの２階の部屋が。それで、議員とい

うのは質問しないですよ、聞いているだけなんだから。その経過のもとで合意形成がなされ

たものと判断をしたから、東京ラスクと覚書を交わしたんだと、こうなっているわけですよ、

論理上は。で、議会はどういうふうに考えてるかわからないと、ここで議会でやりとりして

いるんだから、市長が聞いているわけですよね。わからなかったら、市長公室か何か、会議

録はどうなっているのか、私が何を発言したのか、議会側がどういう周知をしているのか調

べてくれと、市長もいろんな仕事があるから。そのくらいスタッフはいっぱいいますよね。

私なんかスタッフいないもの。全部議事録を引っ張り出して、それでまとめたんですよ。そ

うしたらそういう結論になっている、６月議会でそうですよ。次に聞きましょうね、もう時

間がないから。 

  覚書を交わしましょうという発想はどこから生まれたのかお尋ねします。総務部長がこう

いうこと、確認します。全部じゃないです、中身の問題ね。言葉尻の問題じゃない。原案と

か覚書を交わすと、原案とか協議の段階から教育長や市長を交えて、事細かにやっておりま

せん。当然、所管の担当レベルでここの覚書の内容については詰めておりますと、こういう

ふうな御発言。内容的ですよ、言葉が一字一句と言っているわけじゃない。そういうことを

言われましたね。だからその後に、一から事細かに全部市長、教育長まで、副市長まで入っ

て協議というのはしておりませんということが総務部長の前の答弁であります。私があのと

き聞きたかったのは、きょうも再度聞きますけれども、事細かいことは担当者レベルでやる

でしょう、当然だと思うんですね、行政組織として。ただし、ただしです。覚書を交わそう

と提案したのはどこから出たんですか。 

○議長（三田忠男君） 答弁願います。 

  市長。 

○市長（菊地 豊君） 今までの40分間を無駄にしたくないので、ちょっと確認をさせていた

だきたいんですが、今の発言でひょっとしたらと思ったんですが、要するに今までの御議論
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というのは、可決したから覚書をしたのが悪いんではなくて、可決をした理由の私の判断が

違うから覚書に反対だということなんでしょうか。 

○議長（三田忠男君） 木村建一議員。 

○１６番（木村建一君） 違うですよ。市長がなぜ覚書を交わそうとしたのか、その動機を聞

いたんです。そういうことです。だから、覚書は何で結んだの、どこでやったのということ

です。 

○議長（三田忠男君） 総務部長。 

○総務部長（伊郷伸之君） 前回も覚書のプロセス、いろいろ情報共有しながら検討してきた

と申しました。この覚書の締結の決裁文書の中に、旧天城湯ヶ島支所及び周辺施設について、

東京ラスクからの要望と今後の各施設の使用期間を明確にするために、東京ラスクへの施設

の売却を前提とした別紙覚書を提出してよろしいかと伺っています。ここで当然、覚書の内

容についても伺うと同時に、その必要性と目的についても職員の決裁文書の中に明記されて

おります。 

○議長（三田忠男君） 木村建一議員。 

○１６番（木村建一君） すみません、聞きたいのは、覚書を交わしましょうねと言ったのは

どこで決めたんですか。前も聞いたんだけれども、覚書の決裁文書をくださいと言ったら、

公文書開示請求をしたら、結果だけしか書いていないんですよ。結果だけ、今総務部長が言

うように。プロセスがあるでしょう。後で覚書、公文書の関係にちょっと移るけれども、そ

のプロセスはどうしてということを市民が納得しないと、納得じゃ、理解をする。嫌だなと

思っていたって、市長はこういうこうこうこういうことで覚書を交わしたんだなということ

がわからないと市民参加できないじゃないですか。市民のための政治でしょう。あの公共施

設だって、市長のものでもない、我々議会議員のものでもない、市民の財産で建てたじゃな

い。市民のものですよ。だから私は大事にしたいの。誰がどういうプロセスか全然わからな

い。結果でしかくれないもの。それで、一々事細かにそんなことはやっておりませんという

のが前の総務部長のお話だから、何、どういうプロセスなのか全然わからないです。話して

ください。 

○議長（三田忠男君） 総務部長。 

○総務部長（伊郷伸之君） この覚書の決裁文書は、その目的と覚書の案についてしっかり決

裁を受けているんですが、今議員おっしゃられるそのプロセスの決裁文書というのはちょっ

と私イメージがわからなくて、例えば、覚書を結ぶ調整をしていいかとか、これこれこうい

う理由、ちょっとそのイメージが、私は、この決裁文書でちゃんと覚書を締結するその目的

と内容についてしっかり決裁を受けているので全く問題ないという判断。当然、その間には

いろいろ調整や打ち合わせやその情報共有はしておりますので、申しわけありません、特に、

前回もお話ししましたけれども、この決裁文書に至るプロセスの決裁が必要だという認識は

ございません。 
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○議長（三田忠男君） 木村建一議員。 

○１６番（木村建一君） すみません、お尋ねしているのは、こうこうこういう理由だから決

裁文書が必要だよねという、そういうプロセスがわからないと言っているんです、私は。 

  もう１つ行きましょう。市長はこんなことを言っているんですよ。その覚書について、後

でその前段を、どういう話か話しますけれども、６月議会でこの覚書は法的根拠、強制力が

どこまであるかわからないが、市長印を押した覚書を交わしたんですよ。そうすると、今言

った法的根拠、強制力が市長はどこまであるのかわからないんだけれども、市長印を公の立

場で覚書を東京ラスクと交わしました。そうであるならば、どうしてそういう覚書を交わす

必要性があったんですか、必要性はあったんでしょうと、あなた方はといって。私は別に反

対するか何か一言も言っていないよ、今。どうしてですかと聞いているだけじゃない。市民

だって聞きたいですよ。どうしてですか。どうして結んだんですか。 

〔「ちゃんと答えてよ」「議長、何を話しているかわかっているね」と

言う人あり〕 

○議長（三田忠男君） 答弁願います。 

  総務部長。 

○総務部長（伊郷伸之君） これも６月議会の繰り返しになりますけれども、今回の覚書は、

将来的な施設の売却、これを前提として、土地、建物の所有者である市と今後事業拡張を計

画しているラスクとの間で、それまでの間の双方の意思確認をするために交わしたものです。

ですので、一応、双方が今後協議していきましょう、いつまで使いましょうという意思確認

なので、当然、市としては公印を押す文書となります。 

〔「前提がおかしいね」と言う人あり〕 

○議長（三田忠男君） 木村建一議員。 

○１６番（木村建一君） ５分しかないな。また教育長聞かずに終わっちゃうかもしれないけ

れども。 

  東洋大学根本教授はときょうも話されたんで、こういうことですよ。途中で東京ラスクの

例は全国でもまれに見る成功例だとコメントされておりますと、きょうも少し話。その中で、

ここからです、先生の不安は、地元から適正に歓迎されているのだろうか、これから先、こ

れは推測です。これは市長の考え方だけ、わからない。社長もそのように不安を、社長とい

うのは東京ラスクの社長ですよ。社長もそのような不安を何となく感じられて、何らかの約

束を行政と結びたいと感じたんではないかと推測して、ここまで来ると、どこかで聞いたよ

うなそんたくだなと私は思いますよ。他人の内心を押しはかって、よしなに取り計らうこと

というのは、一般的にそんたくと言っているんですけれども、今言った、推測をしたんです

よ、市長は。で、先ほど言った法的拘束力、強制力はどこまであるかわからないが、市長印

を押したということじゃないですか。 

○議長（三田忠男君） 答弁願います。 
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  市長。 

○市長（菊地 豊君） 議員は私が市長になる前から議員でいらっしゃったので、この10年間

は全部御存じなので、本当はここで繰り返す必要があるかなと思うんですが、もう何度も言

っているとおり、伊豆市は圧倒的に公共施設が多いわけですね。そして、老朽化も日本一、

つまり、物すごくたくさん古いものを持っているということ、そこがまずあるわけです、４

町合併の結果。４町合併だけならいいけれども、これが物すごい数の公共施設を物すごく古

く持っている。これをさっき議員おっしゃったように、全て、当時には町民でつくった町民

の大切な財産だから全部維持したい、それであればそれも一つの選択肢かもしれないけれど

も、その分、当然財源はたくさん要りますよね。市民の皆さんの日々の生活に必要な行政サ

ービスは食わざるを得なくなる。市長として考えた場合には、やはり人口と地域の特性に合

った施設の数と質に集約せざるを得ないという前提で始まっていることは、これ御理解いた

だいていると思うんです。その文脈の中で、特に天城地区はあの１キロの中に施設がたくさ

んあった。しかも、当時の天城湯ヶ島町役場と天城会館ですから、小学校も含めて。とても

大きな施設が点在している中で、行政は集約しましょうという話になったわけですね、繰り

返すようだけれども。そして、じゃ天城湯ヶ島支所跡へ行ったら、その半分使っていただい

た東京ラスクがにぎわっていて、こういう商業施設はあの場所で下田方向と湯ヶ島温泉方向

の真ん中で、商業施設は地域の役に立つだろうという話をもう何年間もしてきたわけです。

その文脈の中で支所移転はいいでしょうと。で、ここは一旦あけましょうというところまで

来て、そして当然ビジネスですから、将来的には全体を使いたい。ただ、本当に大丈夫かな、

ちゃんと使わせてくれるかな、それまでの間はどこを使っていいのかなということが気にな

るだろうなということは感じて、申し上げた、それが当時のその表現になっているものだと、

私は、そこは認識は今と変わっていないのだろうと思います。 

○議長（三田忠男君） 木村建一議員。 

○１６番（木村建一君） 別に何、公共施設が多くなったから困ったとか、そんな一言も聞い

ていない、私は。覚書どうなったのと聞いているだけじゃないですか。だから今言った東京

大学の元教授、適正に歓迎されているんだか心配だと。それは私もそう思うなと言って、締

結を結びたいと、市としては。その後で、しっかり東京ラスクを歓迎し、これからも使って

いただきたいというようなことが一つの手続で終了になったんじゃないかと市長としてこの

ように判断したと言ったから、覚書を交わしたと。だから、推測したんですよね、社長の思

いをということですね、市長は。だから覚書が必要だとなったから、社長、あなたも不安で

しょうからぜひ覚書を交わそうね、法的拘束力、強制力はどこにあるかわからないけれども

ということじゃないですか。 

○議長（三田忠男君） 答弁願います。 

  市長。 

○市長（菊地 豊君） 覚書を書きなさいという指示は私からでは、多分、すみません、これ
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も正確に覚えていないんですが、覚書を締結しましょうというのは事務方から上がってきた

ことだと思っていますが、ただ、そういう認識であったということを今否定するものではあ

りません。私は当時、やっぱりそう感じていたと今でも思います。 

○議長（三田忠男君） 木村建一議員。 

○１６番（木村建一君） 思うんじゃなくて、公式の場でこう述べられたんですよ。そうか、

大事なことを言っているんだなと思ったので、きょう聞いているんです。だから覚書という

のは事務方の発想じゃなくて、市長からの発想じゃないかということです。 

  それで、あと２分しかないから、１分何か残します。 

  今、手続上の問題を話しましたけれども、どう聞いたって、なぜ覚書が必要だったのかと

一つも出てこない。何が問題になるかと、実施の政策はいいかげんな調査や判断で行われて

いないんですよと、ちゃんと議論を積み重ねて実施されたんですよという、そういうプロセ

スがちゃんと文章として残っていかないと、先ほど言った2020東京のオリンピックの関係で、

その先に何を生かしていくのかということが大事だと言われたんだ、市長は。その先に何を

生かしていくのかという、そのためには、2020がどんな事業だったのかと総括文書をちゃん

と、会議録的なもの、メモで残しておかないと次の世代に渡せないでしょう。今回だってそ

うですよ、なぜあのとき覚書を交わしたのと、文章は結果だけしかないような文章で、これ

で後に継げますか、職員の方々に10年、20年先。みんなの財産ですよ、文書というのは。市

民の財産で、職員の文書じゃないんですよ、どうですか。 

○議長（三田忠男君） 答弁願います。 

  市長。 

○市長（菊地 豊君） 以前も今もあの天城湯ヶ島支所の跡地については、今、東京ラスクさ

んがいい事業展開をしていただいておりますので、我々公務員が商売をやったってうまくい

きませんから、地域のためにはラスクさんに頑張っていただきたいと思っています。したが

って、将来は所有権も移したいと思っています。これは議会で何度も何度も申し上げてきま

した。ただそれをまだ所有権が行くまでの間にどの建物をいつまで、いつからはこうなると

いうものを交わすということはそんなにこう問題なのか、大きな計画でしたら市長の指針、

構想、計画、アクションプランとつくっていきますけれども、この事業のあり方、将来のこ

と、それから所有権も移転したいということも何度も何度も申し上げている中で、その過渡

期のメモを文書化することがどうしてそんなに問題なのか、ちょっと私、そこの問題の所在

がわからないんですけれども。 

〔「いや、問題だよ、これは」と言う人あり〕 

○議長（三田忠男君） 木村建一議員。 

○１６番（木村建一君） きょうはあと答弁。法的拘束力、強制力があるかどうかわからない

けれども、私は、覚書を交わしたことをけしからんとか何も言っていないよ、きょうは。ど

うしてそんな覚書を交わしたのか、最終的には議会の議決が必要ですという、そういう文書
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じゃないですか、覚書を交わしたの。議会の議決が必要であるならば、何でその間に交わす

必要性があるのかということを聞いているんですよ。問題だよとか何も言っていない。プロ

セスをちゃんと話してくださいと、１回もプロセス話していない、これで２カ月間何にも話

していない。それでいいのかということです。 

○議長（三田忠男君） 答弁願います。 

  市長。 

○市長（菊地 豊君） これは先ほどの繰り返しになりますけれども、まだ所有権が移る前に、

ラスクさんがそれまでの過渡期の間にどの施設をどういうものを何カ月間、あるいはいつま

で使えるかということをメモとして文書で確認するということは、やはり先方さんもそのほ

うが安心でしょうし、我々も物件を確認するという意味で、そのメモは、所有権移転は当然

議会の議決が要りますけれども、そのものはあっても安心材料にはなると思いますが、すみ

ません、問題の所在がよくまだ理解できていないのかもしれませんが。 

○議長（三田忠男君） 時間が来まして、２問目の質問に入るということがなかったんですが、

市民の関心のあることだと思いますので、続けたいと思います。 

  答弁を求めます。教育長、２番目ですね。 

〔教育長 西井伸美君登壇〕 

○教育長（西井伸美君） 小中学校のエアコンについて答弁いたします。 

  学校のエアコン整備ですが、夏場の高温化で市内の各学校でも音楽室から少しずつ整備を

始めているところです。 

  ことしは特に酷暑で、エアコンがない教室での授業は、児童生徒には学習への集中面でも

影響があったと言わざるを得ません。学校を管理する教育委員会としましても、こうした対

策として、空調の整った環境改善は急務であると考えております。昨日、市長より、市内小

学校、中学校の普通教室へのエアコン設置方針をお示しいただきました。教育委員会として

も、市長の方針は大変心強く受けとめさせていただきました。この設置方針により教育環境

の改善に期待ができます。 

  ２つ目ですが、学校環境衛生基準の一部改正についてですが、望ましい教室の室温が見直

されました。これまでは10℃から30℃以下が望ましいとされていた教室の室温が17℃以上

28℃以下に見直されました。エアコンの設置も含め、望ましい教育環境にしていきたいと思

っております。 

○議長（三田忠男君） これで木村建一議員の質問を終了いたします。 

 

◎延会宣告 

○議長（三田忠男君） 以上で本日の日程は全て終了いたしました。 

  一般質問２日目につきましては、明日９月20日の午前９時半から行います。 

  本日はこれにて延会いたします。 
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  どうもお疲れさまでした。 

 

延会 午後 ４時２４分 



 

 

 

平成30年第３回（９月）伊豆市議会定例会 

 

（第４号 ９月20日） 
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開議 午前 ９時３０分 

 

◎開議宣告 

○議長（三田忠男君） 皆さん、おはようございます。 

  本日、11番、小長谷順二議員より欠席の届けがありますので、お知らせいたします。 

  ただいまから平成30年第３回伊豆市議会定例会を再開いたします。 

  本日の出席議員は15名であります。定足数に達しておりますので、会議は成立いたしまし

た。 

  直ちに本日の会議を開きます。 

 

◎一般質問 

○議長（三田忠男君） それでは、昨日に引き続き、一般質問を行います。 

  本日は、発言順序６番の下山祥二議員から発言順序10番の小長谷朗夫議員までを行います。 

  これより順次質問を許します。 

 

◇ 下 山 祥 二 君 

○議長（三田忠男君） 最初に、６番、下山祥二議員。 

〔６番 下山祥二君登壇〕 

○６番（下山祥二君） おはようございます。 

  ６番、下山祥二です。 

  通告書のとおり、一般質問をさせていただきます。 

  １番、新中学校の再編・統合のスケジュールは。 

  伊豆市の人口減少が加速され、伊豆市のホームページによると、本年４月１日現在の人口

は３万1,089人となりました。昨年５月16日の臨時会により、伊豆市の人口増対策の目玉で

あった文教ガーデンシティ事業が否決され、同時に新中学校の再編・統合も中断されたまま

です。その後、教育振興審議会が立ち上げられ、過去８回の委員会、視察、意見を聞く会等

を経て、本年６月11日に教育長に答申がなされました。その内容は、修善寺、中伊豆、天城

地区の中学生にとってのよりよい教育環境としては、中規模程度の生徒集団が必要である。

そのためには３つの中学校を統合すべきであるとのものでした。教育委員会としての考え方、

そして、今後のスケジュールについてお伺いいたします。予算を伴うものにつきましては、

あわせて市長の考えも伺います。 

  １番、現状の小中学校の学校施設、教育環境について、どのように捉えているのか、改め

て確認します。 

  ２番、現状の３中学校の生徒数と今後の推移予想から判断して、将来的にどのような課題

が発生すると考えますか。 
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  ３番、教育振興審議会の答申から既に３カ月以上経過いたしましたが、答申を受けての感

想と現況はどうでしょうか。 

  ４番、今後の再編・統合・建設のスケジュールを市民、特に子育て世代に具体的に示せる

のはいつでしょうか。 

  ２番、公共施設の適正管理と今後の取り組みについて。 

  伊豆市公共施設等総合管理計画が策定され、１年半経過いたしました。本市は198施設、

延べ床面積19.7万平方メートルの公共施設を保有しており、とりわけ借地及び一部借地の使

用料は、年間約6,700万円と高額なものです。見直しの計画期間は平成68年までの40年間と

されていますが、余りにも長い見直し期間であり、伊豆市の健全な財政維持のためには無駄

の排除は可及的速やかに策を講じるべきと考えます。 

  昨年の３月議会で公共施設の現状と今後の課題について一般質問いたしましたが、その後

の検証の意味で、再度質問させていただきます。 

  １番、公共施設の適正管理について、現状での取り組みとその成果についてお伺いします。 

  ２番、適正な管理を進める上での課題、改善する点はありますか。 

  ３番、公共施設の維持管理費の財政負担を考慮して全庁的な取り組み体制が構築され、取

り組みは確実に推進されていますか。 

  以上です。 

○議長（三田忠男君） ただいまの下山祥二議員の質問に対し、答弁を求めます。 

  まず初めに、教育長。 

〔教育長 西井伸美君登壇〕 

○教育長（西井伸美君） 皆さん、おはようございます。 

  本日もよろしくお願いします。 

  それでは、まず最初に、現状の小中学校の学校施設等についてですが、学校施設では校舎

の老朽化が目立ち、中には雨漏り、上下水道配管の破損による漏水、壁の脆弱化、和式トイ

レ、トイレの悪臭などが課題となっている校舎も見られます。改築あるいは長寿命化対策等

は待ったなしの状態の校舎もあります。 

  次に、現状の３中学校の生徒数と今後の推移からの課題ですが、生徒数の推計値によりま

すと、天城、中伊豆の中学校では、数年後には１学年が単学級になることがわかります。単

学級の学校では集団生活の中で切磋琢磨できるチャンスが少なくなり、授業でも多様な考え

を出し合い、意見交換することができにくくなります。また、体育祭などの行事も今とは変

わった影響が出てきます。部活動の数も必然的に少なくなり、選択の範囲も狭まってきます。

また、教員数も限られてくるため、９教科全ての専科教員を配置できなくなってきます。そ

のため、免許外の教科を指導せざるを得ない教師もでき、指導、評価、教材研究、いろんな

面で先生の負担もふえてくることが予想されます。質の高い教育の保障という点で、課題は

多くなると思われます。 



－228－ 

  次に、答申を受けての現状と感想ですが、まず、教育審議会の答申は、菊地篤子委員長を

初め区長会長、ＰＴＡ代表、こども園保護者、学校関係者や有識者の皆さんが現在の中学校

の現状と課題をしっかり認識していただき、小規模校のよさやあらゆる教育環境の選択肢の

中から、中学校のよりよい教育環境を真剣に御審議いただきました。私も審議会の会議から

答申に至るまで、全て出席をしました。答申内容は、各委員の総意としてまとめられたもの

として大変尊重すべき内容であると感じております。答申書の全文は、既に市のホームペー

ジでも公開しております。 

  ６月の答申を受け、教育委員会では、定例会、臨時会において答申書の内容、現状や課題

を踏まえたよりよい中学校のあり方について検討を行っております。また、７月から８月、

夏休みを利用して、市内の小学校、中学校、義務教育学校それぞれを回り、現職の教職員を

対象に、答申書の内容について説明をし意見交換を行い、その様子は教育委員の皆様にもお

聞きいただきました。今後は答申書を基本に、教育委員会で基本方針案の作成を進めてまい

りたいと考えております。 

  最後に、今後のスケジュールですが、答申の中に書かれておりますように、教育委員会に

おいては総合教育会議での協議を経て、中規模校への教育環境改善に向けた早急な着手の必

要性と、中学生にとってよりよい教育環境づくりの新たな計画や方針を情報公開し、保護者

にも関心を持って考えていただくよう、必要な情報をわかりやすく丁寧に説明するようにと

いうように答申には明記されております。教育委員会としましても、できるだけ早い時期に

方針を決定し、具体的な整備計画づくりに着手していきたいと考えております。 

  以上です。 

○議長（三田忠男君） 続いて、市長。 

〔市長 菊地 豊君登壇〕 

○市長（菊地 豊君） 皆さん、おはようございます。 

  市長の立場から、２点お答え申し上げます。 

  まず、教育環境についてなんですが、これ、ぜひ議員の皆さんでも検討する勉強会を設置

していただけないでしょうか。今回、エアコンに関する御質問がたくさんあったんですが、

エアコンのみならずトイレの問題、通学の問題、多々、中学生であれば直接生徒さんから、

あるいは保護者の皆さんから大変多くの御指摘をいただいておりまして、まさに議会、市民、

行政が一体となってという去年出されました請願というのは、新中学校に限らず、やっぱり

教育環境全体において議会と行政部局の一体となった検討は必要だと思います。エアコンも

含め、特別委員会をつくるというよりも集中的な勉強会を設置していただければと思います。

大変深刻な問題が幾つかあると認識をしております。 

  それから、３中学校の将来については、私は市長として財政のみについて申し上げます。

これ、何としても合併特例債を充てさせていただきたい。これから教育委員会がまず現状を

21日、あしたでしょうか、議員の皆さんに御説明があると承知しておりますけれども、その
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方向に行くにせよ、あるいは行かないにせよ、そして新中学校にもし進むのであれば、何と

しても合併特例債を使える速やかなる意思決定、もしその方向に行かないのであれば、少な

くとも中伊豆中学校までは何とか合併特例債を充てさせていただきたい。いずれにしても、

きのう申し上げましたとおり、新しい施設であれば６年、それから中伊豆中学校の建てかえ

でも３年ぐらいはかかりますので、どちらにせよ、早い意思決定をいただかないと、財政的

に合併特例債に間に合わない、今ぎりぎりの現状ということだけは市長として申し上げさせ

ていただきます。 

〔発言する人あり〕 

○議長（三田忠男君） それでは、再質問ありますか。森議員、お静かに願います。 

○６番（下山祥二君） それでは、再質問させていただきます。 

  最初に、今回の一般質問の結論から述べます。 

  伊豆市内の小中学校の現状と課題を少しでも多くの市民の皆さんに理解していただき、一

刻も早く中学校の再編・統合のスケジュールを具体的に示すことが、今進んでいる伊豆市離

れの流れを食いとめる手段であり、人口減少対策の１つであると私は信じて質問いたします。

市民の皆様の声をもとに質問させていただきますので、よろしくお願いいたします。 

  まず、学校施設、教育環境については、校舎の老朽化が最大の問題であるということをお

聞きしましたが、現在、市内の小中学校のエアコンの設置と洋式トイレの改修についてお伺

いいたします。 

  近隣各市町では、この９月議会で一斉に補正予算にエアコン設置費を計上して、2019年度、

2020年度の工事完了を目指しているということが新聞報道されております。伊豆市もやっと

昨日、設置の方針がプレスリリースされましたが、市民からは他の市町の報道ばかりで、伊

豆市は何も議論されていないと、子供たちがかわいそうであるというような、そんなふうに

思われておりました。 

  誰しもことしの夏の異常気象による猛暑は半端ないと感じたことと思います。各家庭でも

ペットを飼っている家では、留守中でもエアコンはつけっ放し、当然我が家でも犬を飼って

いるんですが、エアコンと扇風機は回しっ放しで、24時間連続運転の日が何日もありました。

また、体調を崩して入院していた高齢の母が病院スタッフと相談して、熱中症を心配して８

月いっぱいまで入院を延ばしてもらいました。 

  そんな命にかかわる高温の中、伊豆市の宝である子供たちの熱中症対策、そして授業に集

中できる環境を整えるためには、当然、来年もことしと同様な高温を想定した市内全小中学

校の、特に普通教室のエアコン設置は即刻完備すべきだと考えますが、昨日の報道では、平

成31年度中の整備完了を目指すとされておりました。来年の夏休み前、６月、７月には間に

合わない可能性があるのでしょうか。まずここをお伺いいたします。 

○議長（三田忠男君） 答弁願います。 

  教育長。 
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○教育長（西井伸美君） 今、議員のほうからも話がありましたように、各市町でもってエア

コン設置の状況が多々出ております。そういう点では、工事等が間に合うかどうかの心配は

しているところであります。よって、ともかく優先的には小学校の低学年、１年生から３年

生、それから受験を控えた中学３年生、ここをまず優先的にやって、そして、残りの学年等

につきましてもできるだけ速やかに、遅くとも来年度中には設置したいというふうに考えて

おります。 

○議長（三田忠男君） 再質問ありますか。 

○６番（下山祥二君） ということは、間に合わない可能性があるということですね、ある普

通教室では。既に、土肥義務教育学校においては、全教室には設置済みです。当然、同じ伊

豆市内の子供たちは、教育環境は平等にしなければならないと私は考えます。エアコンの設

置については、今後、各県内市町で一斉に工事の発注がされると思います。伊豆市の小中学

校の工事がおくれることがないように、その対策は何か考えていますでしょうか。 

○議長（三田忠男君） 答弁願います。 

  教育長。 

○教育長（西井伸美君） できるだけ、今年度から少しでも工事のほうに入っていければいい

なというふうに私個人は思っているところです。それから、先ほどの間に合わないかもしれ

ない学年につきましても、今、既にそれぞれの学校で音楽室とかパソコン室とか図書室等で

エアコンが入っていますので、それをうまく利用していきたいとは考えております。 

○議長（三田忠男君） 総務部長。 

○総務部長（伊郷伸之君） 恐らく予算措置の問題が出てくると思います。当然、今回、補正

では上げていませんので、12月の補正予算または臨時議会をお願いするか、なるべく年内に

予算措置づけをして、年明け早々に債務負担行為なりを設定させていただいて発注するとい

う方法を検討しております。 

〔発言する人あり〕 

○議長（三田忠男君） 森議員、お静かに願います。 

〔「あんた、えこひいきしたらだめだよ」と言う人あり〕 

○議長（三田忠男君） していません。森議員、よく質問趣意書を読んでいただきたいんです

が、今、１の①をやっていますので、設備のことが入っていますので。 

〔「エアコンはどこに入っているんだ」と言う人あり〕 

○議長（三田忠男君） 学校設備に入っております。 

  下山祥二議員、質問ありますか。 

○６番（下山祥二君） ぜひ子供たちのために、スピード感を持って工事を進めていただきた

いと強く要望いたします。 

  次に移ります。 

  ある小学生に、小学校のエアコンと洋式トイレをもっとふやしてと懇願されました。どち
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らも、今は昔の根性論と違って決してぜいたく品ではなく、逆に誰もが認める必需品である

と私は考えます。小学校１年生の入学ガイダンスで学校側から、小学校には洋式トイレが少

ないですから、ぜひ入学前に和式トイレの使い方を練習して、なれてきてくださいと言われ

たようですが、一体どこで練習すればいいの、どこでなれればいいのという保護者の声があ

りました。全くそのとおりですね。各家庭、ほとんどもう洋式トイレになっちゃっていると

思います。 

  そこで、調べていただきたいんですが、修善寺地区４小学校と修善寺中学校、天城中学校

の洋式トイレの設置状況は、設置率約30％と聞きました。きっと児童生徒の中には、トイレ

を我慢して体調を崩すような子もいるのではないかと思いますが、そのようなことはなかっ

たでしょうか。 

○議長（三田忠男君） 答弁願います。 

  教育長。 

○教育長（西井伸美君） 御心配の件につきましては私も心配しているところでありますが、

今のところ、そのことによって体調がということは聞いてはおりません。 

○議長（三田忠男君） 再質問ありますか。 

  下山議員。 

○６番（下山祥二君） きっと我慢して表面化されていないんじゃないかと、私、心配してい

るんですけれども、次に、隣の伊豆の国市では、市内の中学校は既にエアコンが設置済みで

あると、来年は小学校の90教室を工事完了で、９月の補正予算に上程され、可決されたよう

です。ただ、夏休みを利用して設置を予定しているということなので、完了までには５カ月

ほど要して、来年夏には間に合わない可能性があるとも聞いております。 

  伊豆市も学校施設、教育環境は決して近隣市町におくれることがなく、先陣を切って進め

ていただきたいと思います。予算を伴いますので、先ほど市長の第１答弁でありましたが、

エアコンの設置については、きょうこれから私を含めて５人通告がありますので、洋式トイ

レの改修については、予算要求があれば積極的に設置を検討するということで再度確認しま

すが、よろしいでしょうか。 

○議長（三田忠男君） 答弁願います。 

  市長。 

○市長（菊地 豊君） トイレを含む教育環境についてはぜひ皆さんとしっかり意見交換をし

て、できるところから早く着手したいと常々考えております。 

○議長（三田忠男君） 再質問ありますか。 

  下山議員。 

○６番（下山祥二君） ぜひ国の補助金等々を待つとか様子を見ることなく、速やかに進めて

いただきたいと思います。 

  次に、②に移ります。 
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  少子化の実態は、日本の危機といっても過言ではないほど深刻であると言われております。

ことしの３月に、私ども会派で元愛知県田原市の教育長だった嶋津隆文先生のセミナーに参

加してきました。田原市内27校の小中学校を市民や議会と正面から向かい合い、説明会、議

論を重ね、平成26年12月には、約半分の15校に再編する全体配置計画を発表し、現在、着実

に再編が進められているようです。 

  平成27年１月27日、文科省から都道府県の教育長及び知事宛てに公立小学校・中学校適正

規模・適正配置等に関する手引という事務次官通知が出され、これは全国の教育委員会が小

中学校の統廃合を進める上で指針となるものだということで聞いております。その手引きの

１には、まずは、小学校で６学級以下、中学校で３学級以下の学校は速やかに統廃合を進め

るべきであるとあります。また、２番には、通学範囲も緩和されて、おおむね１時間以内と

いう基準を設け、スクールバスなどの通学を想定し、広範囲での統廃合の可能性を示してい

ます。 

  教育長の答弁にもありましたが、修善寺地区の小学校では、既に６学級以下も存在してお

ります。また、中伊豆中学校と天城中学校は平成39年度には３学級になると推定されていま

す。再度確認します。この予測に対して、もっと具体的にどのような課題が考えられますで

しょうか。 

○議長（三田忠男君） 答弁願います。 

  教育長。 

○教育長（西井伸美君） やはり答弁の中でも申しましたように、子供たちの数が少なくなっ

て、１学年が１学級しかないという状態になりますと、一番わかりやすいのは、運動会なん

かが非常に子供たちの成長の過程の中でうまくできない、１学級を２つに割るとかいう、そ

うするとクラスの結束みたいなものがうまく育まれなくなったり、それから大勢の中で行事、

それから授業、いろんなことにやはり支障を来してくるなということは心配をしているとこ

ろです。 

○議長（三田忠男君） 再質問ありますか。 

  下山議員。 

○６番（下山祥二君） そうですね。私も16日に天城中学校の体育祭に参加してきましたけれ

ども、生徒数が少ないので、本当に何回も競技が連続したり係の仕事があったりして、大変

だなとつくづく思って見ておりました。 

  仮に３中学校が再編・統合された場合でも、いずれは伊豆市の中学校は将来的には３学級

になる、そのときも訪れますが、現状のまま統合しなければ、確実に９年後には多くの問題

が出てくることになります。 

  １つの例として、中学校の複式学級って聞いたことがないんですが、小学校でもいいんで

すが、複式学級となった場合、教育長は児童生徒への影響はどのように考えますでしょうか。 

○議長（三田忠男君） 答弁願います。 
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  教育長。 

○教育長（西井伸美君） 複式学級は小学校においては２つの学年で児童数が16人以下になっ

た場合、複式学級になります。中学校は２つの学年が８人以下ということから、議員おっし

ゃられたように、中学校での複式はそうそうは心配はないかなとは思っていますが、小学校

で２つの学年が16人というと、１つの学年が８人、８人なら複式学級ですので、これは伊豆

市の中でもあり得る数字なのかなとは思っています。 

  そして、複式学級になったときには、皆さん御存じのように、例えば５年生と６年生が同

じ教室の中で、そして１人の先生によって授業をなされていくと。そうすると、まず最初の

５分か10分、５年生を相手にして、その間、６年生には何か続けて国語の教科書を読んでお

くようにとかいう指示をしながら５年生を相手にして、そして５年生がある程度進んで考え

る段階になったら、今度は６年生のほうへ行ってと、前の黒板と後ろの黒板をよく使ったり

しながら、全く違う授業をやっていく。明らかなように、学習において子供たちへやはり影

響は出てくるだろうなとは考えています。 

○議長（三田忠男君） 再質問ありますか。 

  下山議員。 

○６番（下山祥二君） 教育長のおっしゃるとおり、私が２級先輩の船原小学校のときに実際

に複式学級を経験された方の話を聞きました。今おっしゃるとおりで、本当に無駄な時間、

45分間の授業の半分が無駄な時間になってしまうと。未来の子供たちには経験させたくない

なということで、私もつくづくそういうふうに思っております。ぜひ複式学級だけは回避し

てほしいなというふうに思っております。 

  次に、教育長の立場では大変言いがたいことかと思いますが、あえてお聞きします。田方

地区の小中学校の教師の伊豆市内の赴任の希望ですね。この辺は人気があるのかないのか、

多いか少ないか、お答えできる範囲で構いませんので、お願いします。 

○議長（三田忠男君） 答弁を求めます。 

  教育長。 

○教育長（西井伸美君） 田方地区での一般教員の人事異動については、函南町、伊豆の国市、

伊豆市３人の教育長で人事異動方針を毎年確認をしているところですが、もうしばらく前か

ら、実は、２市１町全てについて異動しましょうと、ですから合計で12年、例えば伊豆市の

学校にいて、それから伊豆の国市に行って、また伊豆市に来てとかというのを全部合わせて

伊豆市が12年になったら、もう次は伊豆の国市か函南町を選んでくださいよという形で、全

て満遍なく回りましょうという基本原則をつくってあります。ですから、その関係で、伊豆

の国市に今いる人が12年たてば函南町か伊豆市を選んで来るというようなやり方を根底にし

ているものですから、人気かどうかというのはちょっとはかれないものです。 

○議長（三田忠男君） 再質問ありますか。 

  下山議員。 
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○６番（下山祥二君） 基本的な原則がしっかりと守られていれば問題ないと思いますけれど

も、私がＰＴＡの役員をしていたような十五、六年前、18年ぐらい前ですか、多くの先生か

ら、天城の小中学校や中伊豆の小中学校に着任すると、子供たちは素直でいい子で、保護者

も大変協力的でほっとしますと。できればずっと異動したくないですというような本音なの

かリップサービスなのかわかりませんけれども、よくそんな話を聞きました。今は逆で、あ

る現役の校長先生から、伊豆市の中学校に赴任すると、専門教科以外の教科も任されたり、

経験のない部活の顧問も任されたり、２倍、３倍の労力を強いられるので、伊豆市の小中学

校への希望は敬遠されがちであると聞きましたが、そのような実態がないということを信じ

たいんですが、仮にそのようなことがあれば、それこそ保護者の皆さんがよく言ういい先生

を呼びたい、いい先生に教えてもらいたいという要望には相反する実態ではないかと思いま

す。保護者だけではなく、先生方からも魅力ある伊豆市の小中学校を強く望みますが、その

辺は、教育長はどのように捉えますか。 

○議長（三田忠男君） 答弁願います。 

  教育長。 

○教育長（西井伸美君） 今の問題についてですけれども、人事異動で伊豆市の学校へ来た先

生の感想でよく私自身が聞くのは、施設的な物的なハード面については早く直してもらいた

いという要望はよく先生方からも聞きますが、人的な教育にはお金をかけてくれているね、

支援員の数は圧倒的です、それからＡＬＴについても同じです。ですから、ほかの市町から

異動してくると、本当に支援員さんがいて助かっていますという声も、そこの面については

お金をかけてくれているといって感謝してくれています。 

  部活動やほかのいろんな教科を持たなければならない大変さというのは確かにあると思い

ます。ただ、そこにおいても、できる限り非常勤等、また市でもって非常勤等を雇いながら、

免許外教科を持つことが少しでもないように、これも人的な配置ですが、そういう点で努力

していますから、頭で考えられるそういう部分については、少しは考慮されているんじゃな

いかと思います。ただ、部活動の面については、おっしゃるとおりだと思います。 

○議長（三田忠男君） 再質問ありますか。 

  下山議員。 

○６番（下山祥二君） わかりました。 

  では次に、教育振興審議会の答申は３つの中学校を統合すべきであるとの結論でしたが、

教育振興審議会において10カ月近くの間、複数の方針を十分に検討した結果、導き出された

答申であり、私も教育長と同じく、これを尊重し重く受けとめるべきだと思います。 

  教育長には強いリーダーシップを発揮して、多くの市民の声を尊重し、それが反映された

結論を出してくれることを期待しております。 

  １年前までは2020年、今から２年半後の開校を目指していた新中学校は、今の市民の皆さ

んの情報レベルでは中断されたままです。あるいは中止になったというような情報が流れて
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おります。ある市民の声ですが、今の伊豆市は何も進んでいないし、あんたたち議員は何も

役に立ってねえよとしかられました。また、身内の話で恐縮ですが、息子の嫁からは、じい

じ、もう新しい中学校できないのと詰め寄られました。また、中学校の建設予定地だった地

権者のある市民からは、もう新中学校ができないなら田んぼに太陽光の話があるから進めよ

うかなと思うんですが、どうですかというような相談がありました。自分のレベルでわから

ないけれども、まだ可能性はゼロではないと答えると、それならもう少し待ちますと言って

くれました。 

  １年前までは多くの市民や当事者である保護者が３年後の新中学校を期待していたんです

が、そのスケジュールが見えなくなっています。伊豆市の将来に魅力を感じなくなっている

のではないでしょうか。教育長は、今紹介した今の市民の声をどのように捉えますでしょう

か。 

○議長（三田忠男君） 答弁願います。 

  教育長。 

○教育長（西井伸美君） 実は同じように、この答申の前に途中に意見を聞く会ということで、

皆さんにも来ていただきましたが、意見を聞く会に来られなかったこども園の保護者の皆様

に、直接担当等がこども園へ行って、ぜひこれについて御意見をください、家へ帰って、３

つの中学校をどうしたらいいのか考えていただいて、その意見を附箋に書いて張ってくださ

いというような形でお邪魔したときに、やはり一番聞かれたのは、まだ可能性があるんです

かとか、中学校についてはもう終わったんじゃないんですか、そういう声をこども園の保護

者の方からたくさん聞いたということも、行くたびに毎回報告がありました。 

  そういう点で、私たちが周知の仕方がうまくない部分があるんだなと思いまして、今度の

答申につきましてもどれだけ読んでいただいているかわかりませんが、改めて保護者含め全

市民にこの答申内容を配布したいというふうに考えて、少しでも、どうするかは別としても、

今こういう形で考えを進んでいるんだということぐらいは理解していただきたいなと考えて

いるところです。 

○議長（三田忠男君） 再質問ありますか。 

  下山議員。 

○６番（下山祥二君） 一刻も早く、今後の具体的なスケジュールを市民に明示してアピール

しないと、その間にも近隣市町への転出者が増加してしまうのではないでしょうか。心配し

ます。 

  市長にお聞きします。 

  ８月からミニ集会が実施されているようですが、中学校の再編・統合について、市民から

の意見、要望等はありますでしょうか。 

○議長（三田忠男君） 答弁願います。 

  市長。 
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○市長（菊地 豊君） これまで７回ぐらいやったんでしょうか、百数十人の方に既にミニ集

会を始めていますけれども、その中の発言、それからそれ以外の発言も含めて、やはり私に

直接若い保護者の方から伺ったのは、中学校は何とかしてくださいという話でした。それか

ら、木村議員が同席をされておりましたけれども、青少年問題協議会、その場でＰＴＡの方

からもお話がございましたけれども、やっぱりこども園のＰＴＡ会長さんから、修善寺の方

なんですけれども、自分の子供が中学校に入るときは今の修善寺中は70人になるので、やっ

ぱり統合してくださいという声もございました。これは、私から中学校の質問をしたのでは

なくて、何でも結構ですから御意見を言ってくださいといったら、その要望が返ってきたん

ですね。現状で、それからほかに参加されている方も含めて、３つの中学校をしっかり残す

べきだという御意見はございません。 

○議長（三田忠男君） 再質問ありますか。 

  下山議員。 

○６番（下山祥二君） 私も今、現段階で伊豆市はここが一番の問題であると考えます。例え

ば、下田市では下田中学を大規模改修して、2022年の開校を予定しております。新中学校の

校名を公募する方針です。制服やジャージ、上履きなどの具体的な検討が保護者の意見を聞

いて進みつつあります。まさしくこのように、具体的になって初めて子供たちや保護者の皆

さんから夢や希望を持ってもらうようになり、関心を抱くようになるのではないかと思いま

す。 

  当市でも、最新の教育環境を整備された新中学校、仮称ですが、伊豆市立伊豆中学校はど

こどこに何年の４月に開校するスケジュールが決まりましたというように、明確にスケジュ

ールが開示されて、それがわかった時点で保護者が一番心配している通学方法についてもい

ろいろな要望が出て、より具体的な検討課題としてテーブルに乗ることになると思います。 

  現校舎も中伊豆中学校を筆頭にだましだましの最低限の改修、修理をしているのが現状で

あります。市内の現小中学校の在校生、本当にかわいそうで申しわけない気持ちです。設備

の整った学び舎で質の高い教育を期待している子育て世代の期待に応えるように、１年でも

２年でも新中学校の建設が早まることが伊豆市にとって最大の人口減少対策となることを信

じて、教育委員会と教育総合会議の今後を見守りたいと思います。 

  ２番、お願いします。 

○議長（三田忠男君） それでは、２番、答弁願います。 

  市長。 

○市長（菊地 豊君） 公共施設の適正管理について、これもやはり大きな行政上の問題でご

ざいます。このたび、実施したのは昨年度になりますけれども、市民約3,000名の方を対象

に公共施設のあり方に関するアンケートを実施しました。回答率は約３割でございました。

その中で、施設の現状維持や今の施設を充実したほうがいいという回答は少なく、民間への

貸し付けや売却による施設の有効活用、役割が重複している施設の集約化、利用率の低い施
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設の廃止などを行うという回答が全体の８割を占め、総論としては、公共施設の適正配置、

再編成は必要という意見が多かった結果でございます。また、既に用途廃止した施設や跡地

については、順次、民間活用や他の用途への転用を実施しているところです。 

  ２点目の課題とそれから改善方向ですが、全体の施設を今後約40年かけて６割近く削減し

ていくという方針ですが、ただ、単純に古くなった施設から順次処分というわけにはまいり

ません。個々の施設の現状や地域特性、地元の皆さんの要望等々を全体的に勘案した上で進

めてまいりたいと思っております。そのために、全庁的な取り組みということですけれども、

公共施設の再配置に関する基本方針を策定するために、副市長を委員長とする庁内委員会を

設置しました。あわせて、有識者や市民の代表者で組織する外部検討委員会を設置いたして

おります。今年度中には公共施設の具体的な再編成計画に当たるアクションプランを作成す

るように今作業しているところでございます。 

○議長（三田忠男君） 再質問ありますか。 

  下山議員。 

○６番（下山祥二君） それでは、再質問させていただきます。 

  まず、アンケートについてお伺いします。 

  近所の高齢の方から、今後40年の計画で公共施設をどうするかという内容だったけれども、

自分たちはそのときは生きていないし、知らない施設も多くて何ページもあるものを老人に

聞かれても、専門家でもないのに非常に困っているというように、相談がありました。ほか

にはそのような意見はありませんでしたか。 

○議長（三田忠男君） 答弁願います。 

  市長。 

○市長（菊地 豊君） このアンケートは実は私もつくったときに、これ、わからんだろうと

いうことで相当整理したつもりなんです。すみません、申しわけありませんが、確かにそう

いう市民の皆さん、土肥の方はこちらの施設は知らないだろうし、年代によっては使ってい

ない施設もあるだろうしということで、とても答えにくいアンケートだなと正直言って思っ

て、最大限整理したつもりでございます。それでもちょっとわかりにくかった、なかなか回

答しにくい質問があったかと思います。 

○議長（三田忠男君） 再質問ありますか。 

  下山議員。 

○６番（下山祥二君） この方は、そのアンケートを真剣に捉えたからこそ悩まれたと思いま

す。アンケートの性格上、いろんな世代の方から意見を聞くという目的は理解できます。聞

きたい内容を全て羅列することなく、市民目線でもう少しポイントを絞り、易しくかみ砕い

た内容のほうが回答率も30％でなく、さらに上がるのではないかと思いました。 

  さて、アンケートの分析ですが、おおむね公共施設の再編は必要であるという意見はほぼ

８割ということですね。その辺は確認しましたけれども、多くの市民が必要であるというこ
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とを確認させていただきました。既に民間施設や他の用途への転用を実施した施設、この跡

地は具体的にどこで、そこの施設や跡地について、意見や苦情等はありませんでしょうか。 

○議長（三田忠男君） 答弁願います。 

  総務部長。 

○総務部長（伊郷伸之君） 既に用途廃止した施設を今の活用でございますが、まず、中伊豆

地区の大東小学校を学校再編により廃校いたしました。現在ナチュラルキッチンというとこ

ろで食品や障害者の雇用の方に使っていただいております。また、同じく八幡にあります旧

八幡グラウンドでも、こちらも賃貸借になりますが、コープのほうで活用していただいてお

ります。そのほか、湯ヶ島の木太刀荘や国民宿舎中伊豆荘、こちらにつきましても、木太刀

荘は売却、中伊豆荘も廃止、ふじみ幼稚園につきましても廃園の後、土地を売却していると

いうような再編成、有効活用してございます。これらの廃止につきましては、特に処分に際

して、地元の方から反対の大きな意見等はいただいていないと思います。また、現在、用途

を変えたことによって、地元の方から苦情等もいただいていないというのが現状でございま

す。 

○議長（三田忠男君） 再質問ありますか。 

  下山議員。 

○６番（下山祥二君） 有効活用されていて苦情もないということで、安心しましたが、伊豆

市の公共施設は半数以上が建築後30年以上経過しており、老朽化が激しい中、１番と関連し

ますが、学校施設についても、エアコンの設置だけではなく老朽化がいろいろな場面で議論

されております。一番新しい修善寺中学校で34年、修善寺小学校と中伊豆中学校については、

55年経過しております。それぞれ昭和60年と59年に大規模改修が実施されていますが、特に

中伊豆中学校の雨漏りについては、場所の特定ができずに修理不能と再々聞いております。

古くなった施設を順番に処分していくわけにはいかないというお話でしたが、再編・統合が

市民から望まれ、必要に応じて迫られている施設かつ将来を見据えて投資することにより市

の活性化につながる施設についてはおのずと優先順位が高くなると思いますが、市長は学校

施設を含めて、再編の優先順位が高い施設、跡地、その辺どのようにお考えでしょうか。 

○議長（三田忠男君） 答弁願います。 

  市長。 

○市長（菊地 豊君） 公共施設ですので、行政の都合だけというわけにはいかないんですけ

れども、土肥の総合会館や土肥南小学校の校舎のように、むしろ地元のほうから解体をして

くれということもありましたので、手法としては、地域の皆さんとよく話をしながら進めて

いきたいと思っております。ただ、さはさりながら、公共施設の再編成は、これは将来の財

政を大変圧迫しますので、その点、これまでのタウンミーティング、ミニ集会の中で、１つ

こういう御意見がございました。市長は合併特例債と言うけれども、それだって将来の負担

じゃないか、ないほうがいいのではないかと。これはこういう御意見はまだ多数残っている
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ことはちょっと心配をしました。我々のしっかりした広報がまだ足りていないのかなと。合

併特例債があるから何かやりたいのではなくて、どうしてもやらなければならない事業があ

るので、しかも大きなものが。そこに国の支援を充てさせてくださいという説明の仕方をず

っとしているんですが、これはまだ少し誤解をしていただいているなという、我々の広報の

問題が１つ、それからもう一つは、きのうかおとといあったんですが、財政シミュレーショ

ンをわかりやすく示してくれと。そこで、その方は企業の方だったんですが、伊豆市の場合

には、行政の場合には収入にたくさん種類があるわけですね。実財源やら交付金やら交付税

やら国・県負担やら、いろいろあるものですから、そういったものをいわゆる安定的な収入

に少し整理をして、支出も少し整理をして、市民の皆さんにとって必要な整理をして、財政

シミュレーションの10年ぐらいをお示しする必要があると痛感をした次第です。 

  そこで、そのときにもお答えいたし、きょう改めて議会の皆さんにも御理解いただきたい

のですが、ことし３月に議会の御要望に基づき財政シミュレーションを１回提出申し上げま

した。あの中では、３中学校の再編がそのままという前提なんです。議会の議決の結果です

から、３中学校は残すという前提、それからもう一つは、ことし４月に合併特例債が再延長

になりましたので、それと新しいごみ焼却場の関連も入っていません。これ２つが事業規模

でいくと100億円と数十億円のものですので、いずれにせよ、今年度中には両方向は決まら

ないと大きな事業は進みませんので、今年度中には、できれば年内にと思っているんですが、

年内、年度内に新しいごみ焼却場と３中学校の将来方向が合併特例債とのセットで決まれば、

改めてそこで、先ほど申し上げましたよりわかりやすい、市民にとって必要な財政シミュレ

ーションをお示しして、その上で公共施設の再編成とのセットで何とか組み合わせていけれ

ば、もう少し市民の皆さんにもわかりやすくなるのかなと考えております。 

  ですから、公共施設だけではなくて、財政の姿とセットで我々としての構想をお示しした

いと考えております。 

○議長（三田忠男君） 再質問ありますか。 

  下山議員。 

○６番（下山祥二君） いずれの施設も廃止・存続するについては、住民説明と住民の理解、

財源を伴うものについては、議会の議決が必要になってきます。丁寧な対応と、市民にとっ

て必要なものはぜひ迅速に取り組んでもらうように期待いたします。 

  去る８月15日の全員協議会で、虹の郷について説明がありました。年間借地料は1,175万

5,000円ですが、境界が明確ではなく、借地面積がちょっと乖離があるというふうに聞き、

驚きました。今定例会の一般会計補正予算として議案が上程されておりますけれども、長年

わからなかった面積の乖離がなぜことし３月になって判明したのか、その経緯をお伺いいた

します。 

○議長（三田忠男君） 答弁願います。 

  産業部長。 
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○産業部長（堀江啓一君） それでは、私のほうから説明させていただきます。 

  伊豆市のレクリエーション施設、観光施設というのは全部で13施設あります。そのうちの

７施設が借地利用という形で言われています。これにつきましては、以前から観光商工課内

では大きな課題であるという形で考えておりました。それについては委員会等でもお答えさ

せていただいております。 

  その中で、虹の郷つきましては平成28年10月、ここで地権者の方を集めまして、説明会を

開催させていただきました。その内容につきましては、伊豆市としてはやっぱり借地の問題

が大きなものがありましたので、借地の整理をしていきたいという形での説明会をやらせて

いただきました。それに基づきまして、借地を整理するためにはやっぱり評価というものが

大事になってきますので、平成29年度の当初予算で修善寺自然公園用地不動産鑑定業務とい

う形で約170万円ぐらいですか、そのぐらいのお金をかけて、昨年度実施させていただきま

した。その報告が３月に報告されたわけですけれども、その中で、登記簿上の面積と借地面

積、それに相違があるという形が判明しましたので、それに基づいて、今回こういう形で提

案させていただいているという状況でございます。 

○議長（三田忠男君） 再質問ありますか。 

  下山議員。 

○６番（下山祥二君） 借地料が1,175万5,000円と大変高額なもので、これは俗に言うサラリ

ーマンの生涯獲得賃金の３億円とか２億8,000万円とか言われていますが、それを上回るも

のです。借地面積に乖離があるということなどちょっと考えられませんので、ぜひ早急に進

めていただきたいと思います。 

  地方自治法第２条第14項に、地方公共団体は最少の経費で最大の効果を上げるようにしな

ければならないと定めています。これは努力目標ではなくて義務規定であり、もし調査した

結果、不用な土地があるなら、返却するなり購入するなり即刻正すように、迅速な取り組み

を強く要望いたします。 

  それでは、最後、３番に移ります。 

  副市長を委員長とした庁内委員会を設置して、また、外部検討委員会も設置したと伺いま

した。全庁的な取り組みがスタートしたというふうに理解いたしました。既に庁内委員会や

外部委員会が何回か開催されて、具体的にどのような意見が出ているのか。例えば、先ほど

市長からの答弁もありましたが、合併特例債をこれが５年間延長されたんですが、委員会の

メンバーからそれを活用すべきであるというような意見も出ておりますでしょうか。何でも

かんでもやみくもに合併特例債ありきの事業は求めませんけれども、伊豆市民にとって必要

不可欠な事業については、最も有利な特例債を生かさない手はないと誰しも理解していると

思います。積極的な事業推進をお願いしたいと思います。 

  最後に、行政、議会、多くの市民も建築後45年の市役所本庁舎、ここですね。この老朽化

に対して問題意識は持っていると思います。ただ、この本庁舎をどうするかというようなこ
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とは、住民サービスを最優先に考慮してなのか、他の施設改修の後、最後にすべきであると

いう、そういった考えなのか、市民から大きな声は上がっていません。この本庁舎を今後ど

うするかというような考えはございますでしょうか。市長にお伺いします。 

○議長（三田忠男君） 答弁を求めます。 

  総務部長。 

○総務部長（伊郷伸之君） まず、ただいまの御質問の前に、庁内検討委員会と外部有識者代

表の方を入れた検討委員会なんですけれども、10月に第１回をやるということで、まだその

委員会を開いていないので、庁内委員会のほうは職員ですので、公共施設の再配置について

は十分理解をしております。ただ、外部有識者の方には、まず第１回庁内委員会とセットで

やりまして、今の伊豆市の現状、公共施設のこれからの方向性についてしっかり御意見をい

ただくつもりでございます。 

  庁舎の問題でございますが、この修善寺の本庁舎につきましては、平成27年、耐震診断、

劣化診断を実施しまして、ランクが２という結果になっております。これは議会のほうにも

報告させていただいておりまして、すぐに倒壊する危険性は低いとはいえ、相当な打撃を受

けるのではないかと危惧しております。 

  当然、災害時の本部となる性質を持っておりますので、早急にこの庁舎の問題については、

今年度、まだ担当レベルなんですけれども、財務課のほうで、いろんな選択肢があろうかと

思います。今の中伊豆支所、別館、ここの分庁方式をどうするか。また、今の中伊豆支所等

の分庁を生かして、本庁舎機能をここに建てかえるのか移転するのか、住民サービスは駅の

近くへ持っていくのかとか、いろんな方式があろうかと思いますので、まずそのあたりの整

理を今年度、担当課のほうでいろんな選択肢をしっかり整理して、行政としてどういう形が

一番望ましいのか、また、今言ったように耐震の問題もありますので、スケジュール感、ま

してや財源の問題、特例債がいいのか、一般の起債がいいのか、いろんな問題がありますの

で、そこを今年度整理するという方向でおります。 

  以上です。 

○議長（三田忠男君） 再質問ありますか。 

  下山議員。 

○６番（下山祥二君） ７月に第１委員会で行政視察に行ってきました。昨年は熊本地震の被

災地である益城町にも行ってきました。豪雨災害の被災地である福岡の朝倉市も同じく未曾

有の災害発生後、当然のごとく、市役所の職員は自分の家や家族は後回しにして、被災住民

の災害復旧・復興に当たったようです。今、伊豆市には防災拠点がありません。災害対策・

災害復旧となる防災拠点は盤石なものであって、有事の際は確実に機能しなければなりませ

ん。この狩野川と大見川が合流するこの現在地で築45年、本庁舎、大丈夫でしょうか。これ

こそ大災害時の対策を想定した場合には、最優先で考えなければならないと思います。再度

聞きますが、その辺いかが認識されているでしょうか。 
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○議長（三田忠男君） 答弁を求めます。 

  市長。 

○市長（菊地 豊君） 大規模災害に対する事前対応は今、喫緊の課題でありますし、それか

らやはりタウンミーティングでも防災に対する市民の皆さんの関心は非常に高い。ただ、防

災拠点、防災機能を単独で持つということはほとんどないんですね。今、知事が一生懸命静

岡空港のことをおっしゃっていますが、まさにああいった空間とか、あるいは東部であれば、

愛鷹運動公園、ふだんは運動公園あるいは総合公園として使っておきながら、災害時対応す

るところが一番基本なんですね。したがって、一番私は何とか複数の必要な機能ということ

で、前回は中学校足す公園足す防災足すこども園足すということでやったんですが、それが

今できていない状況なので、非常に難しいんですけれども、本当はそこはセットでしっかり

検討したいところなんです。 

  改めてあのときは文教ガーデンシティだから反対したのであって、一つ一つには反対では

ないという御意見もあったんですが、しかし、ある程度総合的に検討しないと、結局物すご

く無駄な予算がかかってしまうんですね。そこで、今、改めて安全な場所で人が集まりやす

い、自衛隊も展開しやすい、仮設住宅も建てられるというような防災機能をどのように持っ

たらいいのか、何とかそこの具体的な検討に行きたいと思っています。課題認識としては大

変大きなものを持っております。 

○議長（三田忠男君） 再質問ありますか。 

  下山議員。 

○６番（下山祥二君） 本当に本当に最後で、この本庁舎ですね。もし建てかえということに

なると、市民の説明、理解は大変難しくて、相当な時間もかかると思います。当然ですが、

市役所本庁も市民のものであり、私は公共施設見直しの計画の中で、伊豆市の大きな検討課

題の１つとして放置できないものであると考えます。行政視察先の庁舎もさまざまでした。

随分立派過ぎて気おくれするような市役所もあれば、先ほど述べた熊本県益城町の役場は、

本庁舎、議会棟も被災の後、プレハブの仮庁舎で執務されていました。決してぜいたくで立

派な建物は不要であると思いますが、今後、避けて通れない課題であることは事実です。い

つまでも後回しにすることはできないと考えます。今後アクションプランを作成する中で、

重要な検討課題の１つとして議論されることを提案して、私の一般質問を終わります。 

○議長（三田忠男君） これで下山祥二議員の質問を終了いたします。 

  ここで10時45分まで休憩いたします。 

 

休憩 午前１０時３０分 

再開 午前１０時４５分 

 

○議長（三田忠男君） 休憩を閉じ、会議を再開いたします。 
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◇ 波多野 靖 明 君 

○議長（三田忠男君） 次に、１番、波多野靖明議員。 

〔１番 波多野靖明君登壇〕 

○１番（波多野靖明君） １番、波多野靖明です。 

  通告に従い、市長、教育長に質問いたします。 

  １番、小中学校における施設設備の今後について。 

  文部科学省が３年に１度実施する公立学校施設の空調設備設置状況調査によりますと、平

成29年４月現在の静岡県における公立小中学校の空調設置率は、特別教室と普通教室を合わ

せて12.5％であり、全国平均の41.7％にはほど遠い状況であります。 

  では、普通教室だけではどうかといいますと、全国平均が49.6％なのに対して本県は

7.9％で、約６倍以上の乖離がございます。ことしの７月には自民党伊豆支部として、沼津

駿東伊豆地区の議員連盟で文部科学省、財務省、自民党本部その他さまざまな場所に要望活

動に行かせていただいており、その翌日には、菅官房長官が記者会見で、学校へのエアコン

の設置支援を表明しております。そして、最近、８月中旬の新聞報道では、毎日のように国

内の多くの市町が小中学校へエアコン設置をする方針を打ち出しています。 

  そこで、伊豆市の学校での暑さ対策の現状と教育長の今後のお考えをお聞きいたします。 

  ２番、教育振興審議会の答申を受けて。 

  ことしの６月11日、教育振興審議会より現地視察や８回の会議を経て、修善寺、中伊豆、

天城の中学校のあり方についての答申書が教育長に提出され、新聞に掲載されていました。 

  その答申書が提出されてから２カ月が経過しますが、今現在はどのような段階まで話が進

んでいるのか、市民から、特に子育て世代の方々からは進行状況が知りたいという声も多く、

現時点でお答えいただける経過、内容があるのかお聞きいたします。 

  ３番、耕作放棄地の対策について。 

  現在、農水省のデータによれば、日本の農地に占める面積は年々減少傾向にあり、耕作放

棄地の割合は増加しています。昨年夏ごろの新聞報道で、静岡県御前崎市の耕作放棄地対策

では、2019年のラグビーワールドカップや東京2020オリンピック・パラリンピックの競技場

での採用を目指し、スポーツ用の芝生を栽培しようという取り組みが始まったと知りました。 

  高齢化する農家が全国的にも多い中、御前崎市のように新しい取り組みをする地域もある

ようです。農地をしっかりと利用し、さらに耕作放棄地を出さないということが大事だとは

思いますが、それは多くの労力を要する田畑の維持と同じように、とても大変なことだと思

います。伊豆市内を車で走っていますと、耕作放棄地、またはそれになってしまうのではな

いかと思われるような雑草の生えた田畑をよく目にすることがございます。そこで、伊豆市

における耕作放棄地の利用とその対策はどのようになっているのか、市長にお聞きいたしま

す。 
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  ４番目、伊豆市の終活制度について。 

  全国的に少子高齢化の傾向にあることは、どの市町村も大きな社会問題となっております。

伊豆市も例に漏れず、少子化対策とともに必要なのが高齢者を取り巻く環境の整備だと考え

ます。子育て世代は子供を育てていくと同時に、高齢になっていく両親の身の回りも気にか

けていく生活、そんな中、同居をしていても両親の遺産に関してはわからないものが多いと

耳にしたことがあります。また、社会の多様な発展により、電子機器を使って管理されてい

るもの、例えばパソコンや携帯機器を使ったＳＮＳやネットバンキングなど、それらは個人

にしか特定できないシステムとなっているものがほとんどで、家族といえども簡単に確認が

とれるものではございません。知らずのうちに課金、お金が毎月かかってくるということで

すが、発生し、大きな負債が相続者に請求されてしまうということも今では珍しくございま

せん。 

  そのため、昨今では終活、終末期の終活という言葉が確立しております。終活は高齢者御

本人が再確認するだけではなく、高齢者を支える家族に終身後の申請を円滑に執り行うため

に非常に重要なアイテムと言えます。特に身寄りのない高齢者の方なども、終身後に自分の

遺産をどのように依頼するのかを記載することにより、市での対応も円滑に進めることがで

きるのではないでしょうか。 

  そこで、住まいや土地の遺産が凍結し、その後の引き取り手のない不明な土地は伊豆市に

どのくらいの数あるのでしょうか。また、身寄りのない高齢者が亡くなった場合は、伊豆市

ではどのような対応をしているのか、市長にお聞きいたします。 

○議長（三田忠男君） ただいまの波多野靖明議員の質問に対し、答弁を求めます。 

  教育長。 

〔教育長 西井伸美君登壇〕 

○教育長（西井伸美君） 市内の学校における暑さ対策としては、校舎内でエアコンが設置さ

れている部屋、会議室、図書室、パソコン室、音楽室などを全学級でローテーションをしな

がらフルに授業に活用するようという点が１つであり、また、休み時間や、それから中学校

の部活動を外で実施する場合には、活動場所の熱中症指数を参考にして中止をしたり実施を

したりしている点でございます。 

  なお、エアコンの設置に関する今後の方針ですが、教育委員会としましては、先ほど下山

議員にも御回答申し上げましたが、市長よりお示しをいただいた整備方針を大変心強く受け

とめており、学校教育環境の改善につながるものと考えております。 

○議長（三田忠男君） 再質問はありますか。 

  波多野議員。 

○１番（波多野靖明君） このたびかなり多くの議員から、小中学校のエアコンに対して質問

が出ております。ただ、ここで最近の国内における夏の気温の変化、データがありますので、

お示しさせていただきたいと思います。 



－245－ 

  こちら、総務省が出しています熱中症の緊急搬送の人員数でございます。平成28年、５月

から７月の３カ月にかけて２万5,017人が緊急搬送されました。これは軽症の方も重症の方、

また残念ながらお亡くなりになった方も含まれております。そして去年、平成29年７月は、

７月だけで既にその前の年の２万5,000人を超えまして、２万6,702人になっております。そ

して、ことしかなり猛暑で危険な暑さだと報道が多くありました。それが７月だけで実は去

年の倍以上プラス２万7,518人で５万4,220人となっております。このような危険な暑さの中、

やはりエアコンが設置されていない学校で教育を受けなければいけないという子供たちの過

酷さがわかると思います。 

  そして、こちらは学校環境衛生基準の一部改正について、文部科学省から出された多分教

育委員会の方にも通知がされていると思います。ちょっと小さくてわかりづらいんですけれ

ども、今までは改正前は教室の温度が10度以上30度以下ということでしたが、猛暑が懸念さ

れるということで、17度以上28度以下ということになっております。現在、各学校のほうは

扇風機が２つ、３つ、または４つ設置されているようなことも聞きましたが、暖かい空気を

室内にただ循環するだけで、どうしてもこの適正温度には持っていくことはかなり難しいと

思われます。 

  そこで、たまたまなんですけれども、以前、天城小学校の方で着衣泳のほう参加させてい

ただいた７月中旬です。教室の様子です。これ、昼食の時間なんですけれども、子供たちが

にぎやかに昼食をとっております。教室の前のほうに温度計、湿度計が設置されていました

ので、そちらのほう確認させていただきました。そうしますと、２階の２年生の教室では、

気温が32度を示しておりました。 

  では、３階に行ったらまだ暑いだろうと思いまして、３階に移動しました。そうしたとこ

ろ、まず、これは階段室なんですね。階段室ではかったところ、34.5度、とても危険な暑さ

だと思います。ここに下のほうに表記がありまして、25度未満、25度から28度、28度から31

度、31度以上、これ、湿度といろいろ関係がありますので、その辺のバランスもあるんです

が、31度以上というのはほぼ危険な状況だと。そして、３階の教室のほう、確認させていた

だいたところ、36度と、かなり過酷な状況であります。子供たちも一生懸命勉強はしており

ます。髪の毛がびっしょり濡れた状態で勉強を受けている子供たちもいますし、先生方も昼

休みに子供たちはどうしているのでしょうかと聞くと、かなり図書室とかに暑さを逃れるた

めに避難するということも聞いてまいりました。 

  そこで、スケジュールというものがなかなか皆さん心配になると思いますので、改めて確

認ということで、スケジュールのほうをお聞きしたいと思います。 

  よろしくお願いいたします。 

○議長（三田忠男君） 答弁願います。 

  教育長。 

○教育長（西井伸美君） エアコン設置のスケジュールということでいきますと、なかなかこ
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ういうふうにしますと断定的に言うのは大変難しいんですが、できれば来年夏に間に合うよ

うな形で、小学校低学年と中学３年生には設置できればいいなと、そして、残りの学年につ

きましても、来年度中には設置でき、その次の年の夏には間に合うような形ができればいい

というふうに思っています。もちろん全部の学年が間に合うのであれば、夏に間に合うよう

にはしたいとは考えています。 

○議長（三田忠男君） 再質問はありますか。 

  波多野議員。 

○１番（波多野靖明君） 学校にエアコンをつけるというのは、大変なことだというのは私も

わかっております。先日の新聞報道のほうにも、記者会見のほうにも総事業費が２億円を超

えているということで、大変な予算が見込まれると思います。なかなか学校というものも皆

さん承知のとおり、30年以上、40年、50年近くたっているものがありますので、どうしても

学校施設の電気容量なんかも限られてくるので、ただエアコンを設置してそのままエアコン

の冷たい風が出てくる、また暖かい風が出てくるという状況はなかなかなりませんので、ど

うしても建物に設置されています高圧受電という引き込みになっています。それをキュービ

クルという変圧器で受けて、それを建物の中に普通の200ボルトだとか100ボルトに落として

受電しまして、エアコンだとか照明を稼働している形だと思うんですけれども、そういうと

ころの設備なんかもかなり費用を要するのかなと思っているんですけれども、その辺もこの

2.3億円のほうに見込まれているということでよろしいでしょうか。 

○議長（三田忠男君） 答弁願います。 

  教育部長。 

○教育部長（金刺重哉君） 議員御指摘のとおり、各学校に今回、普通教室にエアコンを設置

する場合には、現在の施設では限界がございます。当然のことながら、キュービクルという

受電施設ですね、こちらの設置がもう既にこれは実際に調査をした中では、現在の許容量で

はおさまらないという数字が出ておりますので、全ての学校で改築、増築、いずれかの方法

をとることが想定されておりまして、こちらも伊豆の国市、お隣の市町でございますけれど

も、最近の事例で、中学校のほうでキュービクルの増設をした事例で１教室当たり約260万

円という数字が出ております。ただ、これが改築となるとまた費用等も変わってまいります

が、それぞれ各学校には必ずそういう受電施設、室外機、それからエアコン本体といったも

の、あと工事費、そういったものを含めた金額がこちらの約2.3億円という数字の総額でご

ざいます。 

○議長（三田忠男君） 再質問はありますか。 

  波多野議員。 

○１番（波多野靖明君） やはりそういうところが、お金がかかるものですから、各議員にも

わかりやすく説明をしていただきたいと思います。それによって、学校の子供たちの環境と

いうものがよりよいものに変わっていくのだと思っております。 
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  そして、私のほうは施設設備ということで質問させていただきますので、エアコン以外の

件でも質問させていただきます。 

  前回の６月議会のときに、学校への防犯ベルの設置というものも考えたらどうかという質

問をさせていただいたんですけれども、その後、検討というものがどうなっているのか知り

たいと思いますので、実は、私が６月議会で質問した１週間後には、藤枝のほうで、新聞の

報道がありますので、こちらをちょっと読ませていただきます。 

  ６月19日午後３時50分ごろ、藤枝市高洲の路上で男の子が血を流して倒れていると通行人

から119番通報があった。藤枝署と志太消防本部によると、倒れていたのは市立高洲南小学

校４年生の男児９歳で、頭頂部に刃物で切りつけられたと見られる20センチの傷があり重症。

病院に緊急搬送され、手当を受けた。119番と同じころ、現場から約300メートル南の同小か

ら、学校に不審者がいる、取り押さえていると110番があった。藤枝署は小学校敷地内の通

用門付近で複数の教職員に取り押さえられていた不審者を建造物侵入の疑いで現行犯逮捕し

た。署によると、逮捕されたのは自称藤枝市内に住む職業不詳の少年、18歳、容疑を認めて

いると、こういう新聞報道もありますので、学校施設外で起こった事件がそのまま今度は学

校施設内に持ち込まれることもございますので、学校施設のそういう整備というのが早急に

必要なんだと思いますが、その辺は教育長のお考えをお聞きいたします。 

○議長（三田忠男君） 答弁願います。 

  教育長。 

○教育長（西井伸美君） まさに今、議員がおっしゃられた点については全く同じ考えを持っ

ておりますし、６月以降、こんなふうになんて教育部の中でいろんな話が出たりとか、ちょ

っと今数字は覚えていないんですが、見積もりも１つどのくらいするかとか、電波で飛ばし

て職員室で受けるような方式がいいのかとか、いろんな形で話題には出ているところでござ

います。また来年度に向けてちょっと検討しているのが今の段階です。 

○議長（三田忠男君） 再質問はありますか。 

  波多野議員。 

○１番（波多野靖明君） ありがとうございます。教育長、とても学校の子供たちの教育改善

に前向きという姿勢で安心しております。 

  そこで、少しエアコンのことに戻らせていただきます。もし災害が起きたときには、最近

もといいますか、東北の大震災がありまして、その後、九州熊本の大震災、そして西日本の

豪雨、先日の北海道の震災がございました。このような震災のときにも、学校の体育館が防

災拠点になったり、避難者の方々が仮住まいとかされるような仮避難地になると思うんです

けれども、そうしたときに体育館のエアコンというものは考えていますでしょうか。教えて

ください。 

○議長（三田忠男君） 答弁願います。 

  教育長。 
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○教育長（西井伸美君） 今のような状況になったときの必要性は感じてはいますが、今現在

のところ、ちょっと設置するというようなことは考えておりません。 

○議長（三田忠男君） 再質問はありますか。 

  波多野議員。 

○１番（波多野靖明君） 実は、これ、近隣市町の保護者に聞いた話なんですけれども、数年

前、とても寒さが厳しい冬の日に、体育の授業がございました。余りにも寒くて、準備運動

だったり、軽く運動したぐらいでは体が暖まるほどにはいかず、先生が気を利かせてくれた

んでしょう、暖をとるためにジェットヒーター、そういうものを使っていただいたと。ただ、

ジェットヒーターの排気ガスを吸って、子供が気絶してしまったということがあるらしいん

です。これは保護者から直接聞きまして、学校でも特に大きな問題にはしなかったというこ

となんですけれども、そういう事案もありますので、そういうときの対応というのか、例え

ば冬場だとかも、夏場もそうなんですけれども、子供たちのことを思って教員がしてくれた

ことなんですけれども、そういうような事故が起こってしまったと、そういうことに関して、

教育長、何かお考えとかがあれば教えていただきたい。 

○議長（三田忠男君） 答弁願います。 

  教育長。 

○教育長（西井伸美君） 具体的な今のその話は知りませんし、体育館を冷やすのはどの学校

も持っていないと思いますが、暖めるのにはある程度の学校は持っているんですね。ただ、

僕は見たのは熱を持って暖めて風を体育館に、よく卒業式なんかが特に寒いようなときには

それを入れる、ただし、今のはいいのか、昔はうるさくて、式が始まるころには切らないと

なんていうのもありましたが、それで排ガスで気絶するというようなことについてはちょっ

と認識がないものですから、よくわかりません。 

○議長（三田忠男君） 再質問はありますか。 

  波多野議員。 

○１番（波多野靖明君） 教育長のお話に出られたように、やはり卒業式、寒い状況の中、１

時間とか２時間過ごすわけですので、今後検討を考えていただければと思います。 

  それでは、２番目に移ってください。 

○議長（三田忠男君） 答弁願います。 

  教育長。 

○教育長（西井伸美君） それでは、教育振興審議会の答申を受けてということについてお答

えします。 

  先ほど、下山議員の御質問にもお答えしましたが、６月の答申を受け、教育委員会では６

月以後、答申に示された現状と課題、それから国から示された学校規模別のメリット、デメ

リット、小中一貫校の最新資料、中学校の整備基本指針などについて、定例・臨時の委員会

があるごとに勉強会的に検討しております。情報共有と意見交換をこの間行ってまいりまし
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た。また、夏休みにかけて市内の小中学校、義務教育学校全校を私たち教育部が学校に出向

き、現職の教職員の先生方を対象に、答申の内容説明、行間を含めた説明と疑問、それから

意見交換を行い、その様子を教育委員の方にも直接お聞きいただきました。今後は答申書の

内容、先生方の御意見を踏まえ、教育委員会として基本方針案の作成を進めてまいりたいと

い考えております。 

○議長（三田忠男君） 再質問はありますか。 

  波多野議員。 

○１番（波多野靖明君） 以前、文教ガーデンシティ構想が議論されている中で、保護者によ

る400名の署名が集まりまして、新中学校建設に対する進めてくれという要望、請願書が出

されました。残念ながら否決されたわけですが、そういう要望というか、かなりの人数の方

のそういうお気持ちがございました。今もそういうお気持ちはまだ残っていると私は信じて

いるんですが、その件に関しまして、教育長のお気持ち、また、教育振興審議会の答申を受

けての現在の教育委員のお考えなど教えていただけたらと思います。 

○議長（三田忠男君） 答弁願います。 

  教育長。 

○教育長（西井伸美君） 昨年５月以降も、いろんな形で意見を聞く機会だとか、私に話しか

けてくれる保護者等もいろいろいるわけですが、その中では、ぜひまた同じように進めてい

ただきたいという声はよく聞きました。ただし、それは私に対して言うときですからそうい

う意見で、そうじゃない人は言ってこないのかなというのもありますから、一概にそれが全

てとは思ってはおりません。また、教育委員さんの今の考え方につきましては、今いろいろ

検討している最中なので、できればここでは勘弁していただければと思っております。 

○議長（三田忠男君） 再質問はありますか。 

  波多野議員。 

○１番（波多野靖明君） 例えば今、中学生が高校に出て、また大学に行って帰ってきた、そ

の５年後、６年後にこの伊豆市がすばらしい伊豆市であります、そして、またその子たちが

ここに住んでここで生活をしたいと、そう思えるような伊豆市にしていきたいと思いますの

で、ぜひ教育の場というのは前向きにといいますか、すばらしい教育ができるような施設を

考えていただきたいと思います。 

  それでは、次、３番お願いいたします。 

○議長（三田忠男君） それでは、答弁願います。 

  市長。 

○市長（菊地 豊君） 耕作放棄地については、産業部長から答弁をさせます。 

○議長（三田忠男君） それでは、産業部長。 

○産業部長（堀江啓一君） それでは、私から答弁させていただきます。 

  市内に耕作放棄地がふえていくことに対しましては、大変危惧しているところでございま
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す。現在、市内の農地の総面積は1,649ヘクタールになります。そのうち耕作放棄地は約141

ヘクタールとなっており、全体の8.6％を占めております。農地は一旦耕作を休みますと、

その農地は耕作放棄地につながりやすく、耕作を再開することは大変な努力が要るところで

ございます。 

  耕作放棄地にしないための施策として、市では幾つかの補助事業を行っているという状況

でございます。主な事業といたしまして、中山間地域等直接支払交付金事業を実施しており

ます。これは、農業生産条件の悪い中山間地域で農業をしている人たちを支援し、共同活動

により耕作放棄地の拡大を防止しております。 

  ２つ目に、多面的機能支払交付金事業としまして、一定のまとまりのある農業地域を対象

に、農業者やその他の地域住民が一体となり、農地や農業用水等の施設を保全する事業とし

て団体向けに交付金事業を行っているところでございます。 

  ３つ目といたしまして、農地の利用集積を行っております。耕作することが難しくなった

農地を経営規模拡大のため借り受けをする農業法人等に対しまして補助を行っているという

ことがあります。 

  次に、耕作放棄地の利用といたしまして、市独自に耕作放棄地を活用した作物の育成や販

売の推進を図るために奨励作物支援事業補助金を行いまして、現在、大豆の耕作を奨励して

いるところでございます。その他、伊豆市内ではヒマワリの植栽による景観形成や梅などの

果樹の植栽を行っている農地もありまして、耕作放棄地の対策につながっているというとこ

ろでございます。 

  以上でございます。 

○議長（三田忠男君） 再質問はありますか。 

  波多野議員。 

○１番（波多野靖明君） 先日、産業部のほうに出向きまして、耕作放棄地、例えば貸したい

人、または借りたい人のつなぎというものはどうなっているのかということで、この前、資

料をいただきました。農地の貸し借りは農地中間管理事業でということなんですけれども、

こういう推進というのはどのようになっているのか、教えていただけますか。 

○議長（三田忠男君） 答弁願います。 

  産業部長。 

○産業部長（堀江啓一君） それにつきましては、静岡県のほうで農地集積管理機構をつくっ

ております。それにつきましては、なかなか契約事務を行うぐらいでという形では聞いてい

るんですけれども、やはり最終的にはやっぱり伊豆市自体が耕作放棄地を把握しながら、や

はり借り手と貸し手、そのあたりを把握しながら、両方を一致させるというか集約させるよ

うな形で努力しながらやっているという状況があります。 

○議長（三田忠男君） 再質問はありますか。 

  波多野議員。 
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○１番（波多野靖明君） 最近は、私もインターネットでよく検索するんですけれども、全国

の事例を見ますと、例えば大きな企業さんに農地を、例えば大きい面積ですよね。３ヘクタ

ール、４ヘクタール、５ヘクタールという、そういうまとまった農地をお貸しして、そこで

農業に関する事業をやっていただくと、そしてまた地域の雇用なんかも生まれるということ

で、かなり大きな企業さんが来てくれればそういう耕作放棄地の対策にもなりますし、また、

高齢で耕作ができない方なんかも、次の世代に渡すのが難しいので、そういう企業さんに手

伝っていただくことができるということで、そういうような、例えば推進を伊豆市のほうで

しているのかどうか、お答えいただけますか。 

○議長（三田忠男君） 答弁願います。 

  産業部長。 

○産業部長（堀江啓一君） 耕作放棄地がふえていくということは、やはり高齢化であるとか

少子化という形で、担い手が少なくなってきているのは大きな問題だと思います。その中で、

やはりどう耕作放棄地をしないかということでございますが、やはり今、議員がおっしゃら

れましたとおり、大きな企業に入っていただくであるとか、あるいは付加価値の高いものを

つくっていくとか、そういう形のものがあるのかと思います。大きな企業に入っていただく

ためもそうなんですけれども、地元の企業なんかも入りやすいような形で、現在、もともと

貸し出しの利用集積、それはもともと3,000平方メートルという規定がありましたけれども、

現在は2,000平方メートルという形で利用面積の下限を少なくしているという状況がありま

して、なるべく企業であるとか一般の方が利用集積しやすいような形では進めている状況で

ございます。 

  その中で、大きな企業という話でございますが、伊豆市にも何件かの話はあります。その

中で、やはり最終的には企業さんと地元の田畑を持っている方との契約になると思いますけ

れども、やはり市としてもその間を橋渡し、そういう形で協力させていただきながら、伊豆

市の耕作放棄地を少なくするような形で、できれば企業に入っていただいて、皆さんが働き

ながら耕作できるような状況というのはつくっていきたいなと考えております。 

○議長（三田忠男君） 再質問はありますか。 

  波多野議員。 

○１番（波多野靖明君） 私、農林水産省のホームページのほうから調べたんですけれども、

最近では、長野県の大鹿村では、やはり高齢化と担い手不足により、地元の建設業者が従業

員の就労の場の確保ができるようなことになったりとか、あとは静岡県の浜松市のほうでも、

2.8ヘクタールの農地を借りて野菜を生産したりとか、そういう地元の企業とうまくつなが

って、タッグを組んで耕作放棄地対策につなげているということなんです。 

  例えば、ただそういう地元企業さんに入ってくれ、入ってくれと言ってもなかなか難しい

と思います。また、大企業のほうにお話を持っていっても、いや、中山間地じゃということ

が実情かなと私は思っております。そうした場合、この伊豆市には、実は伊豆中央道、伊豆
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縦貫道とつながるインターチェンジがございます。１つは大平のインター、もう一つは大仁

南インター、あそこも狩野川大橋を渡るとすぐ熊坂地区がございます。そして、今度開通し

ます月ヶ瀬のインターなんですけれども、あの辺なんかも例えば今、これも人の土地ですけ

れども、建設残土を置いているようなところも、将来的にはそういう耕作ができる土地にな

れば地元の方も喜んでいただけるのではないかなと思うんですけれども、そういう交通の便

がいい場所に対して、何か伊豆市として取り組みというかアクションを起こしていることが

あれば、教えていただきたいと思います。 

○議長（三田忠男君） 答弁願います。 

  市長。 

○市長（菊地 豊君） 大平のほうはとても利便性が高いところで、一定の広さの土地があり

まして、実績と経験のある企業さんにうまく活用していただければと考えております。ただ、

長期的には、伊豆縦貫道が下田までつながったときには、物すごい立地になりますので、そ

れができるのは恐らく20年後になると思うんですが、そういった状況を見越して、今はやっ

ぱり農地として使いながら、将来の伊豆半島全体の姿を見ながら、土地というものは保全す

べき土地はしっかり保全していきたいと考えています。 

  大仁南インターの近辺の土地については、実は一度、あるミニトマトで大変に成功した県

外の実績のある方にいろんなアドバイスを伺ったことがあります。ミニトマトですと、同じ

面積で米の50倍の売り上げになるんですね。ですから、収益力は大変あるんですが、例えば

熊坂で８ヘクタールあると思うんですが、あの中の５ヘクタールぐらい使っても、初期投資

に20億円ぐらいかかるんです。そうすると、やはりなかなか行政とか地元の皆さんにやって

くださいというレベルではない。そうすると、収益はわかるんですが、経験のある人に入っ

ていただいたとしても、20億円、30億円の初期投資となると、やはり相当財政力のある企業

を巻き込まないことには、伊豆市の場合にはまだ大きな農業生産法人がありませんので、現

状では、どこかに入っていただかないと難しいかなという話を伺った記憶がございます。 

  いずれにせよ、その農地を資源と考えて、将来どのように活用していくかというのは大き

な課題であると認識しています。 

○議長（三田忠男君） 再質問はありますか。 

  波多野議員。 

○１番（波多野靖明君） 農地というのはただ資源を生むだけのものではなくて、田や畑なん

かは少し盛り上がったあぜがあったりして、調整池のような面も持っていると言われており

ます。そうしますことで、例えば川の水があふれたりして陸地に水が流れてきたときも、そ

ういうところが調整池となって、住宅街に水が流れるのを防いでくれたりとか、あと耕作し

ている土地であれば、土の表面が柔らかいので、そのまま地下に水が流れていって、徐々に

川に水が流れる、そういう仕組みもできるそうです。いろんな面で農地というのは活用の場

だと思っておりますので、なかなか企業誘致というだけでも大変だとは思いますが、ぜひ伊
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豆市のほうも市長先頭に立って、頑張って耕作放棄地対策、また、そういう今耕作を頑張っ

ているんだけれども、次の世代に渡すのが難しいという人の補助というか手助けができるよ

うなものになっていただければいいなと思っております。 

  それでは、次に行ってもらっていいでしょうか。 

○議長（三田忠男君） ４番目の最後ですね。答弁を求めます。 

  市長。 

○市長（菊地 豊君） 人の最後の終わり方ということで、大変深刻なテーマではありますが、

また現実的なテーマでもございます。 

  まず、最後亡くなった後、お住まいや土地の資産がどうなっているのか、あるいは土地が

どうなっているのかということは、正直申し上げて、市ではとても把握が難しい状況で、実

態を把握できておりません。それから、身寄りのない方が亡くなられた場合には、行旅死亡

人という、要するに旅の途中で亡くなって身元がわからないという方の扱いに準じて対応し

ているところでございます。 

  そのほか現状について健康福祉部長から答弁をさせます。 

○議長（三田忠男君） 補足説明の申し出がありますので、健康福祉部長。 

○健康福祉部長（村井克代君） 終活ということでございますけれども、伊豆市はひとり暮ら

し高齢者や高齢者のみの世帯が全体の３分の１を占めておりまして、約4,400世帯ほどあり

ます。生活の多様化により親族の把握が困難な場合があり、終末期を迎える高齢者の課題と

感じております。御自身の意思をしっかりと伝えられるうちに、終末期の意思決定を家族や

身内に伝えたり、書面として残しておいたりすることが必要かと思っております。 

  在宅医療連携推進事業で、拠点となっております伊豆赤十字病院がサロン等の参加者の高

齢者を対象に、終末期医療の意識調査を実施しております。アンケート調査によりますと、

終末期医療について家族と詳しく話し合っている割合は全体の15％ほどということで、住民

の意識はかなり低い状況にございます。 

  身寄りのない高齢者がお亡くなりになった場合、関係者からの情報やそのほかの戸籍を調

べまして、親族を調査いたします。できる限り親族の方に対応していただくようにしており

ますが、最終的に引き取り手のいらっしゃらない方がいた場合には墓地埋葬等に関する法律

に基づきまして、死亡地の市町村長が火葬を行うことになっております。その費用は、市民

であっても行旅病人及び行旅死亡人取扱法の規定を準用するということになっておりますの

で、市で火葬を行い、お骨の引き取り手がいらっしゃらない場合には、無縁仏として伊豆聖

苑にお預かりして、その後、無縁墓地に納骨されるような状況になっております。 

  今後、高齢化が進む伊豆市において、身寄りのない高齢者の増加が見込まれますので、地

域の見守り体制、それから住民の意識高揚を進めてまいりたいと考えております。 

  以上です。 

○議長（三田忠男君） 再質問はありますか。 
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  波多野議員。 

○１番（波多野靖明君） 今、行旅死亡人という言葉が出てきたのですが、これは私も調べて

いたので、死亡された方の氏名や本籍地、また、住所が判明せずに引き取り手が存在しない

方のことということで判断させてもらってよろしいでしょうか。行旅死亡人が全体の何％伊

豆市に存在するのか、また、年間どの程度いるのかというのがちょっと知りたいです。また、

金額、そこにかかる費用も教えていただけますか。 

○議長（三田忠男君） 答弁願います。 

  健康福祉部長。 

○健康福祉部長（村井克代君） 行旅死亡人の件数ということですけれども、全く身元がわか

らない、身寄りがわからないということで官報等に載せまして、御本人がどういう方かとい

うところを探すというような方法がございますが、その官報に掲載して、それを伊豆市が扱

ったケースですけれども、年間で一、二件というような状況で、平成27年から平成29年はご

ざいませんでした。ただ、市民だったりして、その方の素性はわかっているんですけれども、

引き取り手がいらっしゃらないということで、伊豆市のほうで公費を使って対処したという

ケースは、やはり年間でも一、二件あったりするケースがございます。 

  金額のほうですけれども、官報に載せる場合には、１件について３万円かかります。そし

て、火葬につきましては市で行ったりしますので、そういう業者をお願いしたりするケース

でありますので、そのときによって身内の方がこれだけは出すとか、いろいろなケースがご

ざいますけれども、火葬費については公費というケースが多くて、全体的には10万円ちょっ

とはかかっているかと思います。 

  以上です。 

○議長（三田忠男君） 再質問はありますか。 

  波多野議員。 

○１番（波多野靖明君） なかなか今核家族化も進んでおりまして、こちらのほうに親が住ん

でいても子供は都心のほうに住んでいて、親が亡くなったときにも、よく電話すると、もう

うちは関係ないから市のほうで対応してくれみたいな、ちょっと寂しいお話を聞いたことも

ございます。そういうときに、今、伊豆市が市民後見制度ということでセミナーを受けたり、

職員のほうも勉強会なんかも熱心でいられると思うんですけれども、今、伊豆市が考えてい

る市民後見制度というものはどのような制度を考えているのか、教えていただけますか。 

○議長（三田忠男君） 答弁願います。 

  健康福祉部長。 

○健康福祉部長（村井克代君） 今、市民後見人のお話がありましたが、まず、判断が難しく

なったり、認知が進んでいたりとかというような方とか障害者の方とかいろいろあるかと思

いますけれども、やはり早いうちから意思決定ができるような状態のときから成年後見制度

を使っていただいて、成年後見人をつけていただくというのが一番ベストだと思いますけれ
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ども、その中でも今、成年後見の制度が進んでいないということで、市民後見人ということ

で、市民の中でもそういう養成研修を経て、そういう後見人の候補者としてこちらの伊豆市

のほうに登録してもらうという制度が進みつつあります。 

  今現在は、伊豆市、伊豆の国市、函南町、三島市ということで、３市１町で養成研修のほ

うをこの10月から進めていくという中で、今現在、伊豆市の中で４名の方が養成研修を受け

てくださるというような状況になっていまして、こういう形で市民後見人の数もふやしなが

ら、できるだけそういう成年後見の制度を利用できるような状況にしていきたいと考えてお

ります。 

  以上です。 

○議長（三田忠男君） 再質問はありますか。 

  波多野議員。 

○１番（波多野靖明君） 今、全国に成年後見人制度を利用されるというか、そういう想定人

数、そういうお年寄りが何人ぐらいいるかというのをざっと300万人以上いるだろうという

統計が出ているそうです。これは知り合いの弁護士のほうから聞いたんですけれども、それ

に対して、後見制度にかかわる人数がどうしても足りないと。では、市民後見人をそのまま

育てればいいかといっても、市民後見人もなかなか大変な仕事であります。そしてリスクも

つきものでありまして、何か必要だからといって買っても、その後、家族の方がこんな必要

ないものを買ってしまったということで、訴えられるケースもあるそうなんです。 

  そこで、そういう被害というかトラブルをなくすために、とにかく伊豆市に住んでいる高

齢者の方で伊豆市に住所登録がない方は実際にいるのか、またそういう方がいるとしたら、

どの程度いて、またそういう方は伊豆市に住所を移していただくような気持ちがあるのかど

うか、そういうアンケート的なものというのは最近とっているでしょうか。 

○議長（三田忠男君） 答弁願います。 

  健康福祉部長。 

○健康福祉部長（村井克代君） 伊豆市に住んでいて住民登録がされていない方ということで

すよね。ちょっとその辺については、健康福祉部のほうではちょっと把握ができていない状

況です。 

○議長（三田忠男君） 市民部長、どうでしょうか。 

○市民部長（梅原敏男君） 市民部局におきましても、住所登録がないという部分は把握はで

きておりません。 

○議長（三田忠男君） 再質問はありますか。 

  波多野議員。 

○１番（波多野靖明君） どれだけいるか人数がわからないということで、なかなか私も質問

が難しいんですけれども、今、日赤さんが頑張ってサロンのほうでアンケートをとっていた

だいているということなので、例えば伊豆市に住所がない人は、できる限り伊豆市への住所
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変更をしていただくことだとか、変更ができないのであれば、その方の戸籍とか把握できる

ようなシステムづくりをすることが大事なのじゃないかなと思います。万が一のときには身

内の方に御連絡をとることも迅速に対応できると思いますし、また、最近はエンディングノ

ートというものもあったり終活ノートというんですか、そういうものがあると思います。そ

ういう活用を促す必要があると思いますが、このあたりのことは、例えば民生委員さんや社

会福祉協議会さんあたりにお願いができるのかどうなのか。また、市のほうで率先してやる

おつもりがあるのかどうか、教えてください。 

○議長（三田忠男君） 答弁願います。 

  健康福祉部長。 

○健康福祉部長（村井克代君） まず、高齢者の方がそこに住所が登録されていなくても登録

されていたとしても、新聞がたまっていたりとかということで、状況が悪くてということで

行ったりするケースがありますけれども、やはりそういう方の身元とかそういうところを調

べるのに、私たちもすごい１件についても３カ月以上かかりながら、戸籍を次から次へと追

っていくというようなところで、かなり苦労している状況です。やはり何らかの形でその方

のお住まいの中に連絡先であったりとかそれなりの書面であったりとか、何か残っていると

とても助かるなというように思っております。 

  そしてまた、伊豆赤十字病院さんのほうでもアンケートもとってくださっているんですけ

れども、やはりそういう終活ということで意思表示、自分の意思を残しておくことは大切で

すよというようなことを院長初め先生たちが言ってくださって、各地区を回ってくださって

いる状況です。そしてまた、伊豆赤十字病院様のほうに３年いてくださった先生のほうから

も、最終的に伊豆市の地域医療についてどういうようにお考えですかと言ったときにも、や

はりエンディングノートというお話をされていまして、やはり終活、終末期のことを考える

ということは大事ですよというようなお話を講演会でいただきました。 

  これからも私たちも伊豆赤十字病院様のそういう活動とともに、こちらのほうも市民後見

人を初め、そういう後見人制度について広く講演会であったりとか勉強会を設けて、皆さん

に周知していきたいと考えております。 

○議長（三田忠男君） 再質問はありますか。 

  波多野議員。 

○１番（波多野靖明君） ありがとうございます。エンディングノート、終活ノート、大変重

要だと思います。ただ、せっかく書いていた終活ノートだとかエンディングノートの保管場

所がわからなくなってしまった、またお墓の所在地さえもわからなくなってしまうというケ

ースもあるらしいんですよ。 

  そこで、横須賀市の例なんですけれども、私の終活登録という制度がありまして、そうい

うものがなくならないように、例えばエンディングノートだとか終活ノートを市のほうに登

録していただくと。そうすると、何かあったときには市のほうでこういうものをとってあり
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ますと、御家族、また身内の方にお渡しできるような制度らしいんですけれども、そういう

ものというのもお考えはあるのか教えてください。 

○議長（三田忠男君） 答弁願います。 

  健康福祉部長。 

○健康福祉部長（村井克代君） 今のお話はいいお話だと思いますけれども、やはりそこのエ

ンディングノートをという市としてのお預かりするような、そういうところまでは、今現在、

検討の中に至っておりません。また、今後必要になっていくかとは考えます。 

○議長（三田忠男君） 再質問はありますか。 

  波多野議員。 

○１番（波多野靖明君） ありがとうございます。そういうものをやることで、最初は仕事量

がふえるかもしれませんが、職員の仕事の負担割合なんかも減ります。今なかなか介護のこ

とだけで多分健康福祉部のほうは手いっぱいだと思いますので、そういうところも制度をう

まく使っていただければいいかなと思っております。 

  またちょっと話を進めさせていただきます。 

  例えば身内が亡くなったとしたときから、大体相続というものが発生するんですけれども、

その相続権利がある方は相続放棄をするのか、または相続をするのか、大体３カ月以内に決

めなければいけないというのは法律で定められています。例えば、固定資産税の督促状はど

ちらに届くのか、もし行旅死亡人の住所に届いたとしても支払いはできません。相続人まで

調査して、追っていくような作業は行っているとお答えしていただいたんですけれども、例

えば身内と連絡がとれなかった場合や身内が引き取りを拒否した場合、伊豆市に残っている

行旅死亡人の土地、建物の財産、固定資産税の徴収というのは実際どうなっているのか教え

てください。 

○議長（三田忠男君） 答弁願います。 

  市民部長。 

○市民部長（梅原敏男君） ただいのま部分で固定資産税等の税について、相続等の部分が発

生したときに私ども戻ってくる通知がございます。そういった部分は、私どもで相続人とな

り得るべき人を探す調査はしております。ただし、相続、未相続、相続人がいないという場

合等もございます。そういった部分については、税法上で不納欠損等の処理はさせていただ

いております。 

  件数的には非常に難しい部分がございますが、年間140件戻ってくる通知はございます。

そのうち相続関係の部分で調査をかけるのが30件から40件程度、ただ、その部分についても

相続をしていただける方が見つかればよろしいのですが、もう相続放棄とか行方不明者とか、

そういった部分が出てくる場合もございます。そういった部分については調査不能という形

で、そこで税の部分についてはとまります。 

  以上です。 
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○議長（三田忠男君） 再質問はありますか。 

  波多野議員。 

○１番（波多野靖明君） そうした土地とか建物というのはそのまま廃墟になったり、荒れ地、

空き地になったまま、今度は市がやはり処分しなければいけないと思うんですけれども、そ

ういうものというのは最終的にどうなっているのか教えてもらえますか、土地建物について。 

○議長（三田忠男君） 答弁願います。 

  総務部長。 

○総務部長（伊郷伸之君） 一般論として、たとえ所有者不明とか登記名義人の方が死なれて

相続の権利者が見つからない場合も、その土地建物を市が処分することはできませんので、

当然第三者の方も処分できません。というのが一般論でございます。 

○議長（三田忠男君） 市長。 

○市長（菊地 豊君） ちょっと政治的に難しい話なので、状況を申し上げますと、まず、相

続放棄も義務化するのは法務省がすごく嫌がっていたんです。私、何でかなと思って、ずっ

と相続登記を義務化していただかないと、明治で法律ができてから相続していない案件がい

っぱいあるわけですよね。でも、ようやくここは、全国自治会とか全国市長会とか、相当意

見を申し上げて、こういうときにやっぱり動いていただくのは国会議員なんですよ。ぜひ議

員の皆さんにもしかるべき国会議員さんに現地の現状を伝えるということはやっていただか

ないと、私この件については、どうして法務省はこんなにわかっていただけないんだろうか

という気がしました。 

  今ようやく官邸主導で相続登記の義務化に動きつつあるんですが、そして多分これ、すみ

ません、私どこかで見た記憶という話なんですが、法律上、所有者不明の土地はたしか国有

地にする規定はあって、公有地、県有地とか市有地というのはないと思うんですね。そこの

所有権というのは日本はとても厳しく制限をされている権利ですので、現状、国以外の行政

体がどなたかの個人の所有のものを処理する権限は託されていないと承知をしております。 

○議長（三田忠男君） 再質問はありますか。 

  波多野議員。 

○１番（波多野靖明君） 基本的には、国庫に帰属される、国のものに整理されるということ

があるようです。先日、青木議員の質問の中の答弁でもありましたように、用地買収をしよ

うとしても、相続できない土地は所有者がはっきりしないとインフラ整備も進まないという

状況もあると聞きました。そういうことでも、かなりエンディングノートとか終活、こうい

うものはかなり大事になっております。 

  最後に、本日は小学校、中学校から、また終活までの質問をさせていただいたんですけれ

ども、これは実は、全ての世代が安心できる社会づくり、そして、皆様の財産を次世代へし

っかりと引き渡すために必要でございます。大変な時代だとは思いますが、ぜひ今こそ行政

が活躍の場だと思いますし、行政の活躍が必要不可欠でございます。伊豆の底力を発揮する
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ために、これからもすばらしい伊豆をつくるために、市長筆頭に頑張っていただきたいと思

いますので、よろしくお願いいたします。 

○議長（三田忠男君） これで波多野靖明議員の質問を終了いたします。 

  ここで議事の都合により昼の休憩にいたします。 

  再開は午後１時からといたします。 

 

休憩 午前１１時４４分 

再開 午後 １時００分 

 

○議長（三田忠男君） それでは、休憩を閉じ、会議を再開いたします。 

 

◇ 森   良 雄 君 

○議長（三田忠男君） 次に、15番、森良雄議員。 

〔１５番 森 良雄君登壇〕 

○１５番（森 良雄君） 15番、森良雄です。 

  台湾旅行から質問させていただきます。 

  この質問については、前回も質問しております。昨年７月１日から３日まで、市長は職員

を連れ、台湾へ旅行しております。どこへ行ったのか、何をしに行ったのかという質問は６

月議会でもしておりますが、余りよくわからない。再度、質問させていただきたい。 

  質問の趣旨は、この旅行は公私混同、それから、場合によっては犯罪が成立するのではな

いかという考えを持っております。特に、伊豆中央自動車だね、佐藤諭君はね。その社長だ

と思うんだけれども、佐藤諭君が市長の答えいかんによっては、市長に賄賂を送ったんじゃ

ないかということだって考えられる。市長は真剣に答えてくださいよ。 

  大体、本当に新幹線を使って羽田まで行ったのかどうか。切符があるならあるで、提示し

てください。ホテルへ泊まったなら泊まったで、どうもパソコンで連絡したということです

から、パソコンで連絡すれば、向こうから、はい、泊まっていいですよという連絡があった

はずだ。何らかの証拠を示していただきたい。この旅行は台湾の林さんという方のロータリ

ークラブの会長に就任したそのお祝いに行ったんですね。ロータリークラブというのは民間

の組織でしょう。それが公務に当たるのか、私的な旅行に当たるのか、議員の皆さん、ひと

つ真剣に考えましょうよ。特に、この議会は平成27年度の決算議会ですよ。29年か、そうか

失礼。29年度の決算議会。ということは、35万円何がしかの費用もこの中に入っているわけ

ですね。それが適正であるかどうか。真剣に考えてもらいたい。市民の税金ですよ。 

  改めて質問します。市民にわかるように答えてください。議長は答えさせてください。佐

藤諭君が幾らお友達だからといったって、やっぱり真剣に答えさせてください。 

  この視察の目的は何ですか。公費を使うものでしたか。いろいろなところを視察したよう
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ですが、訪問したようですが、それぞれの場所の滞在時間もあわせて、そこへ行ったという

証明ができたらしてください。東横イン羽田に宿泊したというなら、これは２号館という答

えが出ていますね。２号館からオーケーが出たなら出たという証拠を、または領収書を見せ

てください。証明できないということは、市長や職員やあなたの後援会のメンバーと一緒に

メンバーの車に相乗りで羽田まで行ったと言われても否定できないことになりますが、いか

がですか。証明できなければ、後援会の皆さんに別々に行ったと証明してもらってください。

後援会ではないとおっしゃっていますけれども、ならば、後援会という文言を消しても結構

です。その方たちに証明してもらってくださいよ。 

  同様に視察先についても同じです。それぞれの滞在先の滞在時間、議長は答えさせてくだ

さい。公費を使っての視察です。市民にわかるように答えさせてください。議長は答えさせ

てください。 

  次に、エアコンに移ります。 

  大変今回の一般質問でも、私も含めて５人の方がエアコンについて質問しております。恐

らく今回ここで質問しなかった方も、質問者と同様に何とかしなければいけないと思ってい

るはずです。これこそ議員全員の考えとして、市当局は教育委員会は真剣に考えてください。 

  では、質問に入ります。 

  ことしの夏は異常とも言える暑さでした。市長、教育長はいかがでしたか。ことしの暑さ

についての感想を伺いたい。市長も教育長も答えてください。愛知県では、校外学習に参加

した小学１年生の男児が熱中症で死亡という痛ましい事故もありました。ことしの夏の暑さ

は本当に異常でした。文部科学省では、夏休みの延長を検討するように通知を出したとも伺

いましたが、伊豆市の対策はいかがでしたか。伊豆市の保育園、こども園の一般の保育室、

小学校、中学校の普通教室のエアコンの設置状況はいかがですか。市長に伺います。エアコ

ンの設置には多額の費用を要します。市としてはどう考えていますか。保育室や教室へのエ

アコンの設備は考えていますか。この辺はお答え出ていると思いますけれども、教育長はエ

アコンの設置にどう考えていますか、伺いたい。 

  ８月17日の日本経済新聞によると、エアコンの設備状況が記載されています。伊豆市では、

2018年度にも設置費を計上するとあります。残念ながら、今回私は期待していたんですよね。

今度の補正予算にはのっているんじゃないかと。なぜのらなかったのか、その辺もあわせて

答えていただきたい。小中学校の普通教室の設置計画の完了は2019年夏とあります。新聞紙

上の報道などで真偽のほどや全教室への設置を考えているのかわかりません。これは事実で

すか。この辺はやぼですね。市長はどのように考えていますか。 

  ことしは酷暑でした。来年も同様な夏になると懸念されます。この夏の暑さは、エアコン

なしの授業は考えられません。結構勉強をやっていたんですね、この暑さの中でね。教室の

室温上昇が健康への影響や学習環境の悪化を招きます。この夏の暑さはエアコンなしの教室

を容認できる暑さではありません。子供だけではなく、先生の授業への取り組みにも影響す
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ると考えられます。速やかなエアコンの設置を進めてください。 

  来年の夏に間に合うように、どんな手段を考えているのか、工程表をつくっておりますか。

ぜひその辺も含めてお答えいただきたい。工程表がなければ、幾ら考えたって絵に描いた餅

だ。 

  次、防犯カメラ。 

  防犯カメラの設置については、今までに何度も伺ってきました。防犯カメラの設置は市長

の防犯に対する考えにはないようですが、社会は大きく変化しています。防犯カメラは大き

く進化しています。市長、防犯カメラはインフラだと思いませんか。社会基盤だという考え

も生まれてきています。まちなかや屋内に当たり前のように存在します。防犯カメラの活躍

は毎日のように報道されています。ＪＲ電車内に防犯カメラを設置する、藤枝市の全小学校

に防犯カメラだ。埼玉県警では映像解析により犯人逮捕、大阪富田林市の容疑者の逃走劇も

防犯カメラで毎日報道されていました。兵庫のダム女性遺棄も防犯カメラで映像が流されま

した。大阪の新聞配達の女性が刺された犯人も防犯カメラが捉えていました。毎日のように

防犯カメラが事件・事故の解決に活躍しています。活躍しているんですね。防犯カメラは今

も動いています。働いています。このような防犯カメラの活躍について、市長の考えを伺い

たい。伊豆市を防犯カメラの後進市にしますか。答えてください。 

  最近、伊豆市の学校で防犯カメラの導入があったようですが、他の学校への導入はどのよ

うに考えていますか。防犯カメラの性能は日々進化しています。通信機能を持つ防犯カメラ

もあります。今や社会に必要なものになってきているとは思いませんか。事件や事故の解決

に活躍するのがまちなかの防犯カメラです。24時間365日働いてくれる防犯カメラです。伊

豆市を防犯の後進市にしますか。おくれた伊豆市にしますか。安心・安全の伊豆市にしませ

んか。市長はなぜ防犯カメラに消極的かはわかりませんが、市民の安心・安全を優先してい

ただきたい。オリンピックを伊豆市の防犯体制は完璧だと言えるような防犯カメラで武装し

ませんか。 

  次、障害者の雇用。 

  官公庁の障害者の雇用が問題になっています。あろうことか雇用者数の水増しがされてい

たということです。障害者の雇用は障害者雇用促進法によるものですが、伊豆市の現状はい

かがでしょうか。障害者雇用促進法には地方公共団体の雇用も規定されています。したがっ

て、伊豆市もそれに沿った雇用が進められていると思います。残念ながら、上級の官庁ので

たらめさ、静岡県も同様に水増しがされていたようです。 

  伊豆市の障害者の雇用の現状を伺います。伊豆市は障害者を何人雇用していますか。伊豆

市の職員は何人ですか。正規の職員の人数、非正規の職員の人数は何人でしょうか。常用の

雇用者は何人になりますか。障害者雇用促進法では、常用雇用者全体に占める障害者の雇用

目標割合を法定雇用率として定めています。地方公共団体は法定雇用率を2.3％としていま

す。残念ながら、今回の障害者の雇用問題は、法定雇用の人数を大幅に割り込んでいること
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です。伊豆市の障害者の雇用率を伺います。 

  障害者雇用促進法では、教育委員会の雇用も求めていると思いますが、伊豆市の教育の現

場では、障害者の雇用の現状はいかがでしょうか。現状を伺いたい。 

  厚生労働省では、障害者差別禁止の指針を示しています。残念なことに、伊豆市議会の中

では発達障害者という言葉を差別用語と誤解している議員もいるようですが、指針では発達

障害者も含めて採用を求めています。伊豆市では採用時に障害者も含めて採用していますか。

職員の採用時に、障害者を障害者でない者と均等に就職の機会を与えていますか、伺います。

どのように採用の機会を与えているか伺います。 

  危険なブロック塀について。 

  ブロック塀については今回も質問がありましたが、学校についてはほぼ対応できているよ

うですが、まだまだまちなかにはブロック塀が目につきます。ブロック塀については、調査、

対策が進められていると思います。学校内については安全の確認、対策が進められて、安全

な学校だと思います。学校外について伺います。公園などの周辺はいかがでしょうか。旧牧

之郷幼稚園の跡地の公園ではブロック塀が見ることができます。このブロック塀は民間のも

のと思われますが、建設基準は満たしていると思いますか。市民の目から見ると、高いとこ

ろにあります。安全はいかがでしょうか。塀の改良など、対策はとれないでしょうか伺いた

い。 

  次、学力テスト。 

  ４月に実施された全国学力テストについて伺います。 

  静岡県では、公立中学校の３年生の平均正答率が全教科で全国平均を上回ったようですが、

小学校では、国語Ｂを除いて全国平均以下のようです。伊豆市の全国学力テストの状況を伺

いたい。全国学力テストの状況から見た学力向上対策について伺いたい。県の教育委員会で

は、学力向上連絡協議会を開いたようですが、伊豆市としては、全国学力テストにあらわれ

た子供たちの学力をどのように見ていますか。今後の指導にどのように反映しますか、伺い

たい。多くの学校が子供の学力向上を図っています。学力向上を目標に取り組んでいる市町

があります。伊豆市の取り組み状況を伺います。 

○議長（三田忠男君） ただいまの森良雄議員の質問に対し、答弁を求めます。 

  市長。 

〔市長 菊地 豊君登壇〕 

○市長（菊地 豊君） 台湾旅行についてお答え申し上げますが、後ろの質問で、議員、防犯、

防犯とおっしゃっていましたけれども、議員としてあるいは市民として、市民の方に対する

名誉毀損は犯罪ですので、ぜひ何度もここで申し上げていますけれども、議長にもお願いい

たしますが、ここでの根拠のない市民の方への侮辱、名誉毀損は犯罪ですので、刑法上の。

民法ではありません、刑法上の犯罪ですので、必ず、議長、議会のほうで先ほどの発言につ

いては対応してください。私、別件で警察の方と話をしていたら、基本的に警察は議会には
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介入しないということなんですね。そのときに、例えば国会で乱闘があっても警察は入らな

いでしょう。議会自治というのは極めて重視されるんです。したがって、先ほどの発言によ

る市民の方の被害を救えるのは議会しかありませんので、これは議長に強くお願いをしてお

きます。その上で申し上げます。 

  森議員、ただいまの案件についての議員が出されました住民監査請求に対する決定書を今

お持ちだと思いますが、それを出していただけますか。 

〔「そんなの持っていないよ」と言う人あり〕 

○市長（菊地 豊君） 先ほどの台湾旅行については、議事録を証拠として森良雄議員は住民

監査請求をされたわけです。そして、議員１名、議会外から１名の住民監査請求による決定

通知書を出されたわけです。これを今持っていないということは、森良雄議員、真剣にやっ

ていないということじゃないですか。無責任過ぎませんか。これ、決定通知が出ているんで

すよね。 

〔「無責任じゃない、何を言っているんだ、君は」と言う人あり〕 

○市長（菊地 豊君） それほどやる気がないんですか。ここで議員として議事録を証拠とし

て出してもう一回議場で市長に求めて、その前に住民監査請求を起こして決定通知書を出し

て、それを今議場で持っていないって、議員、どういうことですかね。 

〔「関係ない、何を言っているんだ」と言う人あり〕 

○市長（菊地 豊君） 物すごい行政エネルギーを使って住民監査請求をして、全部これだけ

の文書をつくって、ここに全て入っている。少なくともそれは読まれましたよね。読まれま

したよね。 

〔「ちゃんと出してくださいよ」と言う人あり〕 

○市長（菊地 豊君） 決定通知書は市長が出すわけじゃなくて、住民監査請求ですから、監

査委員から出ているはずです。 

〔「監査委員の人にあるのか、写真」と言う人あり〕 

○議長（三田忠男君） 市長、答弁を求めます。 

○市長（菊地 豊君） これ、ちょっと議場での議論にならないですよね。森良雄議員宛てに

決定通知書が出ていますので、６ページ、７ページに全て書いてありますよね。日程も書い

てあるし、それから私がどこに泊まってどう移動したかも書いてありますし、この中に私の

証拠写真を確認したことも書いてあるし、全てここに証拠を提示して書いてある話ですので、

もし議論するんだったら、本当にもうちょっと真剣にやっていただかないと議論ができませ

んので、それはもうちょっと誠実にやっていただかないと。 

  それから、住民監査請求もそうですし、私に対する批判、指摘は当然いろいろあっていい

んですが、そのときには、まさに今回住民監査請求もそうなんですけれども、証拠を付して

出すということになっているんです。何でもかんでもでは、こちらの住民監査請求も我々の

行政チェックもできませんので、森良雄議員、今回出した証拠は私の出張命令書と、それか
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ら議事録ですよ。そして、あと証拠を出せ出せと言われて、こちらに全て記載されて確認し

たことについて、さらに疑義があるのであれば、その証拠を出していただかないと、私が何

に対して反論していいかさえわからないじゃないですか。 

〔発言する人あり〕 

○市長（菊地 豊君） そうですよね。全ての証拠は、議員が証拠として出しているのは議事

録で、私は議会で話をしていて、そして私が当時１回目の質問で答えられなかったことを議

場で補足をして、監査委員さんは写真で確認をして、それでも疑義があるんだったら、その

疑義がある証拠を付して出す責務があるのであって、全て出ていますので、それは私も写し

をいただきました。ぜひそこを御確認いただきたいと思います。 

〔「ちゃんと言わせてよ」と言う人あり〕 

○議長（三田忠男君） 再質問ありますか。 

  森良雄議員。 

○１５番（森 良雄君） 再質問させてもらう。 

  この議会の議事録はちゃんと裁判所へ提出しますからね。それに対応できるように答えて

くださいよ、市長。私が質問したことをちゃんと答えさせてください、議長は。 

○議長（三田忠男君） 答弁を求めます。 

  市長。 

○市長（菊地 豊君） どこをどう答えればいいんですかね。目的、行ったところ、行ったこ

と全て復命書には入っておりますし、出しておりますし、文書で必要であれば、それも情報

公開請求もされておりますし、これまで申し上げたとおりです。ただ、私事のところについ

て、当然公文書には残っておりませんので、本当は私のところは言う必要はないのですが、

東横イン羽田に、これは先方さんも個人情報の保全の義務がありますので、私は会員名簿

等々確認をして、電話で確認していますが、そのときに監査委員さんにも申し上げたのは、

証拠が必要であれば、もう一度ちゃんと先方からとりますが、私はこのように確認をしまし

たということで確認をしているわけです。それ以上私的なことについて疑義があるのであれ

ば、証拠を付して出していただかないと、私は回答する責務がありませんので、まず口頭で

申し上げたところです。 

  ほかは全て入っておりますので、紙の中に。復命書にも入っているし、監査請求の、この

監査請求は私が出したものではありませんけれども、公文書として既に議員はお持ちですか

ら、ほかのものは全て文書にて議員はお持ちのはずです。 

○議長（三田忠男君） 再質問ありますか。 

  森良雄議員。 

○１５番（森 良雄君） 東横イン羽田２号館にお泊まりになったと言いますけれども、これ

は秘書室でとったのか、あなた個人がとったのか答えてください。 

○議長（三田忠男君） 答弁願います。 
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  市長。 

○市長（菊地 豊君） 私が私的に泊まるときには、必ず私が自分でとっております。 

○議長（三田忠男君） 再質問ありますか。 

  森良雄議員。 

○１５番（森 良雄君） 当然電話ですか、パソコンですか。 

○議長（三田忠男君） 答弁願います。 

  市長。 

○市長（菊地 豊君） 会員になっていますから、ネット予約ですね。 

○議長（三田忠男君） 再質問ありますか。 

  森良雄議員。 

○１５番（森 良雄君） パソコンは個人のパソコン、それとも市長室のパソコンですか。 

○議長（三田忠男君） 市長。 

○市長（菊地 豊君） 私個人のスマホで行っております。 

○議長（三田忠男君） 再質問ありますか。 

  森良雄議員。 

○１５番（森 良雄君） スマホでは証拠が残っていると思うんですけれども、それは出すこ

とはできますか。 

○議長（三田忠男君） 答弁願います。 

  市長。 

○市長（菊地 豊君） メールをたくさんやりとりしますので、私は正直言ってそれは消しま

す。ただ、先ほど言ったように、文書での証拠が必要であれば東横インから送っていただき

ますが、しかし、さっき申し上げましたように、疑義があるのであれば、まずはその疑義が

ある証拠を出していただかないと、私、このたぐいのところに何千、何万もの質問をされた

らとても対応できませんので、明らかにおかしいという証拠を付して出していただかないと、

市長としての公務に差しさわりがありますので、まずは、疑義があるという証拠を付して出

してください。 

○議長（三田忠男君） 再質問ありますか。  

  森良雄議員。 

○１５番（森 良雄君） 職員の高田君は、恐らく伊豆中央バスの佐藤が用意した車で行って

いるわけですね。だけれども、高田君は羽田に行くまでの交通費はもらっているはずです。

それを確認しますけれども、いかがですか。 

○議長（三田忠男君） 答弁願います。 

  総合政策部長。 

○総合政策部長（田村英樹君） 高田の分でございますね。高田の分につきましては、行きに

ついては羽田への旅費は含まれておりません。 
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○議長（三田忠男君） 再質問ありますか。 

  森良雄議員。 

○１５番（森 良雄君） そうすると、高田君は羽田までは勝手に行けと言われたわけですか。 

○議長（三田忠男君） 暫時休憩いたします。 

 

休憩 午後 １時２５分 

再開 午後 １時２６分 

 

○議長（三田忠男君） 休憩を閉じ、会議を再開いたします。 

  それでは、産業部長、答弁願います。 

○産業部長（堀江啓一君） 当時、観光課の職員として市長に随行して行っております。その

ときに、民間の方と一緒に同じ車で行ったというのは聞いております。それは何回も答弁さ

せていただいております。 

○議長（三田忠男君） 行くときの費用について出しているか出していないか。 

○産業部長（堀江啓一君） 先ほど言いましたように、出しておりません。それも何回も答弁

しております。 

○議長（三田忠男君） 再質問ありますか。 

  森良雄議員。 

○１５番（森 良雄君） 高田君と市長はほぼ同じ金額をもらっているんですけれども、その

辺どうなんですか。費用出していないんですね。市長も高田君も、羽田までの費用は。そん

な市役所ないぞ。 

○議長（三田忠男君） 答弁願います。 

  総合政策部長。 

○総合政策部長（田村英樹君） 市長の分につきまして、羽田までの往復の旅費は出ておりま

す。 

〔「じゃ、何で高田君は出していないの」と言う人あり〕 

○議長（三田忠男君） 再質問ありますか。 

  森良雄議員。 

○１５番（森 良雄君） 質問の中に入っているでしょう、同じ額だって。時間ばかりとっち

ゃって。 

  ほぼ同じ額でしょう、高田君と市長は。何で高田君は出していないの。 

○議長（三田忠男君） 答弁願います。 

  産業部長。 

○産業部長（堀江啓一君） 高田君は、一緒に行かれた方と一緒に車に乗させて行っておりま

すので、それで払っていないということで、市長は独自に行っていますから、払っていると
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いう状況でございます。 

  以上でございます。 

〔「市長は払っていないんだね」と言う人あり〕 

○産業部長（堀江啓一君） 市長は独自に行っていますから、払っています。 

○議長（三田忠男君） 再質問ありますか。 

  森良雄議員。 

○１５番（森 良雄君） 羽田まで仕事で行くのに、伊豆市は旅費を払わないんですか。 

○議長（三田忠男君） 答弁願います。 

  産業部長。 

○産業部長（堀江啓一君） 同じ行程の中で民間の方が車で行くという形でありましたので、

目的地は同じでございますので、一緒に乗せていただいたということでございます。 

○議長（三田忠男君） 再質問ありますか。 

  森良雄議員。 

○１５番（森 良雄君） 民間の方が車を用意してくれた。だから行ったと。電車で行けば片

道5,000円ぐらい、4,500円か、かかりますね。高田君に対しては伊豆中央自動車の佐藤が用

意した車で行けと、佐藤の便宜供与に当たるんじゃないですか。市長の見解はどうですか。 

○議長（三田忠男君） 答弁を求めます。 

  市長。 

○市長（菊地 豊君） こういう市の事業ですから、民間団体あるいは民間の方と行動するこ

とはときどきあるんですけれども、例えば市以外の商工会の事業だとか、あるいは観光協会

の関連事業だとか、そういったところに職員を出すこともありますし、いろんな交流の中で

一緒に行動することが慣例的にありますので、今回、単独で公共交通機関で行くべきだとい

う御意見はひょっとしたらあるかと思います。それは承りますが、今回の件については、特

段、社会通念上問題ないのではないかと考えております。 

○議長（三田忠男君） 再質問、森良雄議員。 

○１５番（森 良雄君） 今の市長の言葉、社会通念上問題がないと。場合によって、市長も

佐藤が用意した車に乗る可能性があったんですよ。それでも社会通念上問題ないと言います

か。 

○議長（三田忠男君） 答弁願います。 

  市長。 

○市長（菊地 豊君） 議長、民間の方への名前の発言は呼び捨てで、犯罪者でも、あるいは

ここで議論するのに極めて不適切だと思うんですが、まずはそこを御指導いただけないでし

ょうか。 

〔「答えさせてよ、ちゃんと」と言う人あり〕 

○議長（三田忠男君） 暫時休憩いたします。 
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休憩 午後 １時３０分 

再開 午後 １時４３分 

 

○議長（三田忠男君） それでは、休憩を閉じ会議を再開します。 

 

◎議会運営委員会委員長の報告 

○議長（三田忠男君） さきほど議運を開いて森議員の発言の民間人の呼称について協議いた

しましたので、その結果を議会運営委員会委員長、小長谷朗夫議員、報告願います。 

○議会運営委員会委員長（小長谷朗夫君） それでは、ただいまの議会運営委員会の報告をい

たします。 

  先ほどの森良雄議員の民間人の呼び捨てということで、ちょっと意見交換をいたしました。

直接的に議員にかかわってくる規定はないんですね。だから、議員がこうしなさいというの

はないんだけれども、何々に準ずるということでいきますと、議会運営規程の中に、議場内

では各個人の議員のことを何々議員と呼びますね。下に議員をつけますよね。それから、行

政の側の方に関しては何々部長、それから何々課長ということで、本会議も委員会もそうい

う呼称の仕方で運営がなされております。 

  それに準じるということでいきますと、民間の方をやっぱり呼び捨てするということに関

しては、この本会議は権威のある会議ですね。それから神聖な会議です。そういう場におい

てやはり呼び捨てはいかがなものかということで皆さんの意見がまとまりましたので、その

辺、森良雄議員、御理解のほどよろしくお願いいたします。 

  以上です。 

○議長（三田忠男君） 報告ありがとうございました。 

  それでは、引き続き会議に入ります。 

  森議員、再質問ありますか。 

○１５番（森 良雄君） まず、佐藤というのはよろしくないというのが大勢のようなので、

佐藤伊豆中央自動車社長さんと訂正しましょう。伊豆市と多額の取り引きのある佐藤さんで

すよ。 

  さて、ちょっと確認しますけれども、市長は東横イン２号館に泊まったという確認はとっ

てくれますね。 

○議長（三田忠男君） 答弁願います。 

  市長。 

○市長（菊地 豊君） とることはできます。しかし、何度も申し上げているとおり、全くい

ろんな思いつきの質問をいっぱい寄せられても、私も公務を阻害しますので、疑わしいその

証拠、疑義ある証拠を付して出してくださいとお願いしているんです。市長は犯罪している
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だろうから市長は怪しいだろうからという、あなたが好きな思いだけでやられたら、私は何

千何万もこれから対応しなければいけませんよね。ですから、しっかりと疑義を付して、一

体私のこれまでの議会における答弁、復命書の提出、それから議員が情報開示請求をされた

資料内容、監査請求の結果通知等々の中を見て、そして疑義が残っているところ、疑義があ

る証拠を付して出してください。そうしたら、私ができることは全てやらせていただきます。 

○議長（三田忠男君） 再質問ありますか。 

  森良雄議員。 

○１５番（森 良雄君） 疑義を出せって、これは疑惑のかたまりなんですよ。場合によって

は高田と同じように…… 

○議長（三田忠男君） 森議員、先ほど言ったように呼び捨てはやめてください。 

○１５番（森 良雄君） 高田職員と同じように、羽田まで便宜供与を受けて行く可能性があ

った。否定できますか。だからとってくださいよ。それと証拠。監査委員は証拠写真を出し

てください。よろしいですか。市長が何て読むんだか知らないけれども、野柳自然公園へ行

ったというような証拠写真があるんだったら出してください。いいですか。確認します。 

○議長（三田忠男君） 答弁願います。 

  市長。 

○市長（菊地 豊君） 既に復命書等は情報公開請求されて、本人がお持ちですから。そして、

これまでの私の議事録と監査請求の結果通知と、それから情報開示で既に取得された多額の

行政エネルギーをかけてうちの職員からとられた資料がありますよね。その中でさらに疑義

が残っているところについて、その疑義の証拠を付して出してくださいと言っているんです。

そうしないと、何度も何度も同じ資料を出し続けるになるんです。 

○議長（三田忠男君） 再質問ありますか。 

  森良雄議員。 

○１５番（森 良雄君） 私は監査委員事務局へ行って、市長のおっしゃっている証拠を見せ

てもらっている。あなたの写っている写真なんて僕は確認できていないんだよ。だから見せ

てくれと言っているんだ。 

○議長（三田忠男君） 森議員、ここでは監査委員がおりませんので、また監査事務局へ行っ

て、今の質問をしてください。 

〔発言する人あり〕 

○議長（三田忠男君） ここでは監査委員が答えることができませんので。 

〔発言する人あり〕 

○議長（三田忠男君） 違います。 

  森議員、質問を続けてください。 

○１５番（森 良雄君） それ、出してくれるの、写真は。ないから言っているんだよ、僕は、

出してくれって。あるんだったら…… 
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○議長（三田忠男君） ここでは誰も監査委員がいませんので、答えられる人がいないと思い

ます。監査委員に出してくださいと今言っていますよね。 

○１５番（森 良雄君） ここで…… 

○議長（三田忠男君） あなた今、監査委員に出してくださいと今言ったものですから。 

○１５番（森 良雄君） 市長は写っているって言っているんだ。僕は写っていないと言って

いるんだよ。もう一回出せと言っているんだ。 

○議長（三田忠男君） だから監査委員に出してくださいと言ったでしょう、先ほど。監査委

員はいないんです。市長に出してくださいというのなら市長に答えさせますけれども。 

○１５番（森 良雄君） 市長、出してください。 

○議長（三田忠男君） じゃ、監査委員はいいんですね。 

○１５番（森 良雄君） 市長に出してください。 

○議長（三田忠男君） 答弁願います。 

  総合政策部長。 

○総合政策部長（田村英樹君） 森議員が開示請求をされました資料の中に写真がございます

ので、そちらをごらんいただきたいと思います。 

○議長（三田忠男君） 再質問ありますか。 

  森良雄議員。 

○１５番（森 良雄君） 市長を確認できるのは、市長がスピーチしている写真だけです。だ

から出してくれと言っているんです。ないんだよ、写真なんて。 

○議長（三田忠男君） 答弁願います。 

  総合政策部長。 

○総合政策部長（田村英樹君） 同じお答えになりますが、写真で確認していただければと思

います。 

  以上です。 

○議長（三田忠男君） 再質問ありますか。 

  森良雄議員。 

○１５番（森 良雄君） 私、議員の皆さんに聞きますけれども、確認できないものをどうす

ればいいんですか。市長、出しなさいよ、あなた。確認できると言っているんだったら。す

ぐそこにあるんじゃないですか、監査委員事務局のファイルが。とらせてくださいよ。 

○議長（三田忠男君） 答弁願います。 

  市長。 

○市長（菊地 豊君） それでは、森議員が監査委員事務局でその写真を確認してください。

私その場にそのとき写っているかばんと帽子を持ってきますので、よろしくお願いします。

どなたか立ち会ってくださいね。もう全く意味のない議論が続いているので、私が現物を、

自分のバッグと自分の帽子をその場に持ってきますので、どなたか立ち会ってください。よ
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ろしくお願いします。 

○議長（三田忠男君） 再質問ありますか。 

  森良雄議員。 

○１５番（森 良雄君） 一時中断して確認しましょうよ。 

○議長（三田忠男君） その必要はないと思います。その必要はありません。 

〔「森さん、もうやめな、時間の無駄」と言う人あり〕 

○１５番（森 良雄君） どうしようもないね。 

○議長（三田忠男君） 再質問、森良雄議員。 

○１５番（森 良雄君） 野柳自然公園にはどうも行ったということを市長は言っているよう

ですけれども、ほかはどうなんですか。県の事務所に行ったとか、まちなか視察したとか自

転車ロードとか、ほかへ行った証拠写真はありますか。 

○議長（三田忠男君） 答弁願います。 

  市長。 

○市長（菊地 豊君） こちらで疑義があれば出しますけれども、すみません、一体行かなか

ったという疑義があるのか、どこに行ったという、要するに僕は行動記録を出しているわけ

ですよ。その目的は我々何度も説明し、そして議員がお持ちの監査請求結果の中にも目的に

ついても書いてありましたよね。読まれましたよね、少なくとも１回は、森議員。少なくと

も１回は公文書を読まれましたよね。読んで納得されて理解された上で、もう一回疑義とし

て議場に来られていますよね。 

  その中で、確からしさ、疑義のあるという、私の不法行為であるという確からしさを出し

てくださいと言っているんです。そうしないと、我々は何度も同じことを何十枚、何百枚も

刷り続けて、出し続けなければいけないですよ。だから、法律では、証拠を付して監査請求

しなさいという法律になっているわけです。その私が違法行為の確からしさを出してくださ

いとお願いをしているわけです、今。 

○議長（三田忠男君） 再質問ありますか。 

  森良雄議員。 

○１５番（森 良雄君） 違法行為って、そもそもこれは台湾旅行が公務なのかどうなのかを

僕は聞いているんだ。少なくとも公務だとは思えませんよ。何しろ相手は民間団体の会長就

任パーティーでしょう。 

  ちょっと話変わりますけれども、市長は同行した６人と、これは佐藤伊豆中央自動車社長

と同行した６人ですけれども、これはどこで別れたんですか。 

○議長（三田忠男君） 答弁願います。 

  市長。 

○市長（菊地 豊君） 一緒に行動したところもあるし、別行動しているところもあります。 

○議長（三田忠男君） 再質問ありますか。 
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  森良雄議員。 

○１５番（森 良雄君） 一緒に行動したところと別行動を示してください。 

○議長（三田忠男君） 答弁願います。 

  市長。 

○市長（菊地 豊君） 御存じのとおり、私のスケジュールというのは、365日のうち360日ぐ

らい公務があるわけですね。そのたびにここは民間の方と一緒、ここは１人、ここはほかの

市長と一緒と、全部出せるわけないですよね。だから、私が申し上げているのは、私の行動

の中での違法行為である不法行為である確からしさのところを言ってくださいと言っている

んです。市長が何月何日何時何分に民間人と会って、何時何分に別れてなんて、そんなこと

を出し続けたら、ほかの大切な公務を一切できなくなるのは常識的におわかりだと思います

ので、我々は行政の長としてお答えしますので、私の行動の中での最も違法性のありそうな

確からしさのところを証拠を付して出してくださいとお願いをしているわけです。 

○議長（三田忠男君） 再質問ありますか。 

  森良雄議員。 

○１５番（森 良雄君） たった３日の行動で、６人と一緒に行動したのかどうかの説明がで

きない。それが疑惑の根幹ですね。じゃ、台湾のどこで別れたかも答えられませんか。 

○議長（三田忠男君） 答弁願います。 

  市長。 

○市長（菊地 豊君） ですから、その民間の方々と一緒の行動をとったこともあるし、別行

動をとったこともあるし、何月何日何時何分ということを記録をとるほど私は暇ではありま

せんので、そこは私の違法行為、不法行為の確からしさとともに指摘してくださいというこ

とを繰り返しお願いしているところです。 

○議長（三田忠男君） 再質問ありますか。 

  森良雄議員。 

○１５番（森 良雄君） 違法行為であるかどうか、基本は、私はこの旅行そのものが公務と

は言えないのではないかと考えているから質問しているんです。この林さん、大体、林さん

はどこに住んでいるんですか、これ。答えてください。 

○議長（三田忠男君） 答弁願います。 

  市長。 

○市長（菊地 豊君） 議会のルールですから申し上げますが、民間外の方の個人のことを議

場で討論することはできませんので、そこは御承知のことと思います。 

〔「観光大使でしょう、民間人なんですか。答えさせてくださいよ」と

言う人あり〕 

○議長（三田忠男君） 住所等については個人情報なので、後で。得意の後でを使ってくださ

い。ここでは…… 
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○１５番（森 良雄君） 請求して載っていないから聞いているんだよ、どこに住んでいるか。 

○議長（三田忠男君） 暫時休憩いたします。 

 

休憩 午後 １時５５分 

再開 午後 １時５７分 

 

○議長（三田忠男君） 休憩を閉じ、会議を再開いたします。 

  再質問ありますか。 

○１５番（森 良雄君） じゃ、次に移ろう、もう質問できねえってことじゃないの。 

○議長（三田忠男君） では、次に、エアコンですね。 

  答弁を求めます。 

  市長。 

○市長（菊地 豊君） エアコンについてお答え申し上げます。 

  まず、ことしの暑さについての感想ですが、とても暑いと、こう感じた次第です。 

  こども園のエアコン設置状況については健康福祉部長から答弁をさせます。 

○議長（三田忠男君） 教育長、答弁を求めます。 

○教育長（西井伸美君） 夏休みの延長の件ですが、文部科学省から通知を受け、検討はしま

したが、特に対策を講ずるなどの措置は行いませんでした。 

  小学校、中学校、義務教育学校へのエアコンの設置状況につきましては、市内の小中、義

務教育学校の特別支援学級を含む普通教室数は91教室、そのうち15教室が設置済み、残る76

教室が未設置でございます。 

  なお、日経新聞の新聞報道の件ですが、日本経済新聞社により、電話での照会がありまし

た。教育委員会事務局職員は、財源確保という大きな課題があることや、整備には議会の承

認が必要であることを説明した上で、教育委員会としては学校の現場の状況を考えると、で

きるだけ早く整備したいと考えていることを回答いたしました。このやりとりがあの記事の

下のほうにありましたが、予定を含む記事として掲載されたものでございます。教育委員会

の希望があたかも市長の方針決定のように記事となっておりますが、市長の方針は、一昨日

記者会見で御説明したとおりであります。この点は、教育委員会から市長にもおわびと取材

対応の状況を報告したところでございます。 

○議長（三田忠男君） それでは、健康福祉部長に補足説明を求めます。 

  健康福祉部長。 

○健康福祉部長（村井克代君） 私のほうからは、保育園、こども園のエアコンの設置状況に

ついてお答えいたします。 

  伊豆市には７園あります公立及び私立のこども園、保育園全ての保育室にエアコンを設置

しております。部屋としましたら、51保育室がございます。 
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  以上です。 

○議長（三田忠男君） 再質問ありますか。 

  森良雄議員。 

○１５番（森 良雄君） こども園などにはオーケーだということで、ちょっとひと安心とい

うところですけれども、学校、もう既にこの９月議会で予算措置をとっている自治体もある

わけですね。伊豆市はまだとっていないと。では、いつの議会で補正予算を組むつもりです

か。 

○議長（三田忠男君） 答弁願います。 

  市長。 

○市長（菊地 豊君） 実は、エアコンについてはこの10年間いろんな議論がありました。そ

こは当時の議論、まだ御存じない方もいらっしゃいますので、実は最初、土肥小学校につけ

たんですね。昔の校舎は東西に割と長いんです。校舎が古かったので、耐熱がなくて、南向

きの校舎が多かったところに、今は南北が多いんですけれども、東西に長いところ、つまり

まともに校舎が全部日光を浴びるところに土肥小学校はひさしがあったんです。それが潮風

で腐っちゃって落ちちゃったものだから、まともに日が入るようになって、土肥小学校だけ

エアコンをつけたんですね。その議論のときに、今と同じ議論が議会でありました。その中

で、全小学校にエアコンをつけるべきだという方とこれも我慢も教育だという方とあって、

なかなか総論まで至らなかったんです、正直言って。 

  そういった中で、行政の長として、小中学校のエアコン、教育環境のあり方というものは

いろいろ考えてはまいりましたが、まさにことし、もう耐えがたい夏になったということで、

ある意味、全国一斉に議論が始まったということです。私も一度９月議会で上げられないか

という確認をしたんですが、補正予算をもうかなり組んでタイムリミットになっていたとこ

ろだったものですから、できれば10月、11月に臨時議会があればそこ、なくとも12月の補正

予算をお願いをして、債務負担による年度発注か、また業者さんとまだ何も話をしていませ

んので、年内に開始できるのか、そこはちょっとまだ、具体的に予算がないまま動くとまた

フライングになってしまいますので、なるべくでしたら、市長としては12月前の臨時議会で

上げられないかなと考えているところです。 

○議長（三田忠男君） 再質問ありますか。 

  森良雄議員。 

○１５番（森 良雄君） 現状、これから予算化するんじゃ到底無理だろうなと僕は思います

けれども、設置するための工程表みたいのはつくってありますか。伺います。 

○議長（三田忠男君） 答弁を求めます。 

  教育部長。 

○教育部長（金刺重哉君） 先ほどの基本方針に基づいて、できるだけ早く準備作業に、我々

事務局でできる調査関係、それから積算の準備、こういったものは既に準備を進めておりま
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す。できるだけ早く、先ほどの受電施設でありますとか工事の概算、それからその後のラン

ニングコストも当然ございますので、できるだけ早くそういった仕様の比較資料を検討した

上で、できるだけ早くお示ししたいというふうに考えております。 

○議長（三田忠男君） 再質問ありますか。 

  森良雄議員。 

○１５番（森 良雄君） お答えは立派なんだけれども、ただ、受電設備一つ、それからエア

コンをどこへ設置するかまず決めなければいけないでしょう。それから受電設備をつくった

ら、そこまでの配線も必要だよね。できるものを先にやるというようなことは考えていませ

んか。早い話が、業者は確保できるかどうか、現状ではほとんど不可能なんじゃないかと思

うんですけれども、そういうことは今までのお話では把握していないんじゃないかと思うん

ですけれども、ある程度業者を当たっているんでしょうか。伺いたい。 

○議長（三田忠男君） 答弁願います。 

  教育部長。 

○教育部長（金刺重哉君） まず、先ほどの県下市町も同様な動きがございますので、できる

だけ早く我々としてもいろいろ設計関係ですね、先ほどの各学校によってどういうような配

線がいのか、受電施設がいいのかということも含めて、調査設計を組んで、工事費の概算、

それからできれば一括発注を早急にしたいと市長が申し上げたとおりでございますので、先

ほど12月補正をめどにできるだけ早く予算確保をして、発注をして整備費の確保をしたいと

いうのが基本方針でございます。 

○議長（三田忠男君） 再質問ありますか。 

  森良雄議員。 

○１５番（森 良雄君） これ以上議論しても余り進展しそうもないので、その前に受けてく

れる業者がいるのかどうかぐらいは確認していただきたいと思うんですね。ぜひお願いしま

す。 

  そして次、お願いします。 

○議長（三田忠男君） 防犯カメラですね。それでは、答弁を求めます。 

  まず、市長。 

○市長（菊地 豊君） 総務部長に答弁をさせます。 

○議長（三田忠男君） 総務部長。 

○総務部長（伊郷伸之君） 森議員の防犯カメラについての御質問、今まで何回かお答えさせ

ていただいております。全く必要ないというふうには考えておりません。ただ、市の場合も、

ほかの自治体もそうなんですが、市有施設、民間もそうですね、コンビニエンスストアとか

金融機関とか、それぞれの施設を見守るというか、そういうための防犯カメラというのは設

置してございます。 

  伊豆市でも、修善寺駅と図書館とか、あと不法投棄のための監視、そのようなものを設置
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しております。他の自治体にもちょっと確認したんですが、やはりほかの県内の自治体の方

もほとんどが市有施設の管理のための防犯カメラの設置はあると。あと、少ないところなん

ですが、３自治体ぐらいですか、自治会の要望に対して補助制度を持っているというところ

もございました。ただ、伊豆市の場合、商店街とか自治会の方からまだそういう具体的な御

要望もありませんので、そういう御要望を踏まえながら、そういう補助制度についてもほか

の自治体のあり方もちょっと研究させていただきたいと思います。 

○議長（三田忠男君） 次に、教育長。 

○教育長（西井伸美君） 市内の学校では、天城中学校で防犯カメラの導入がございました。

これは例年、防犯ブザーなどの防犯グッズを寄贈していただいている明るい社会づくり運動

天城湯ヶ島協議会からの申し出を受け、天城中が設置したものです。防犯カメラはグラウン

ド入り口やグラウンドの監視、昇降口などの４カ所に先月設置したところでございます。 

  また、他の学校への導入につきましては、現在設置予定はありません。 

○議長（三田忠男君） 再質問ありますか。 

  森良雄議員。 

○１５番（森 良雄君） 教育委員会にお聞きしたいですけれども、今、最近の傾向として、

教室内の防犯も問題になっていると思うんですが、その辺、まず自覚しているかどうかです

ね。これは子供の暴力ないしは先生の暴力というのも最近話題になっていると思うんですけ

れども、その辺は考えていませんか。 

○議長（三田忠男君） 答弁願います。 

  教育長。 

○教育長（西井伸美君） ニュース等では聞いておりますが、現在、伊豆市においては教師の

暴力含めてないと私は思っていますし、防犯カメラを設置してそこを監視するということは

考えておりません。 

○議長（三田忠男君） 再質問。 

  森良雄議員。 

○１５番（森 良雄君） 伊豆市はほかの市町と違って、伊豆市の学校というのは非常にオー

プンなんですよね。校庭は自由には入れるしというふうに僕は理解していますけれどもね。

部外者に対する防犯カメラというのは全然考えていませんか。 

○議長（三田忠男君） 答弁を求めます。 

  教育長。 

○教育長（西井伸美君） 伊豆市に限らず、僕の感触では、大概の学校って割とがっちり塀で

囲まれているようなつくりをしているところはありませんので、いろんなところからその気

になれば塀を乗り越えても、また乗り越えないまでも入り口も何カ所も持っている学校って

多々あると思っています。 

○議長（三田忠男君） 再質問。 
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  森良雄議員。 

○１５番（森 良雄君） いろいろ学校で、先ほどの私以外の質問者でも、学校への侵入者と

いう問題があったですけれども、ぜひ、防犯カメラ、敷地内の監視カメラも必要だと思いま

すので、事故が起きてからじゃいけないと思いますので、ぜひ考えていただきたい。 

  それで、私は一番問題にしているのは、やっぱり24時間365日、不審者を見つけることが

できる、いわゆるまちなかの防犯カメラですね。これからオリンピックが来るというときに、

ほかの市町はやっていないからとおっしゃっていますけれども、例えば大仁から向こう側が

恐らく商店街とか大きな商店なんかには監視カメラがあると思うんですけれども、伊豆市に

はそういう商店もないわけですよね。そう思いませんか。私の過大な心配だと思いますか。

伊豆市の防犯監視体制についてはいかがですか。 

○議長（三田忠男君） 答弁求めます。 

  総務部長。 

○総務部長（伊郷伸之君） 先ほども申したとおり、商店街に限らず、やはり人通りの多いと

ころというのはやっぱり自治会であったり、自主防災会であったり、ある程度しっかり防犯

カメラを適正に運用してなおかつ適正に管理しているという、そういう組織的な強い要望が

ないと、なかなか市が設置して市がずっと管理するということもできませんので、できまし

たらそういう自治会等の組織として要望を上げていただければ、こちらとしても制度的なこ

とは研究いたします。 

○議長（三田忠男君） 再質問ありますか。 

  森良雄議員。 

○１５番（森 良雄君） 今まで、私、毎年この時期になるとこの問題を出すんですよ。これ

から子供たちが真っ暗な中、帰ってくるんですね。議員の皆さん考えてくださいよ。一寸先

が見えないようなところを歩いているんですよ。何か事が起こってからでは遅いと思います。 

  それから、例えば、自動販売機を設置するときに、防犯カメラつきのを設置してくれれば

補助金を出すとか、メーカーによっては最初から、何とかビバレッジなんていうところは最

初から防犯カメラつきのを持っているというようなケースもあるわけですよ。そういうとこ

ろと積極的に交渉して、ぜひ導入してもらいたいとか、そういう考えはないですか。 

○議長（三田忠男君） 答弁願います。 

  総務部長。 

○総務部長（伊郷伸之君） 議員おっしゃられているように、各自動販売機とか、民間のほう

でそういう提案があれば、当然市としても、適正な管理のもとで運用のもとで設置されるこ

とについては、何ら異論はございません。 

○議長（三田忠男君） 再質問ありますか。 

  森良雄議員。 

○１５番（森 良雄君） 提案、提案とおっしゃっているんですけれども、地域づくり協議会
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なんかに積極的にそういうことを提案しろというような指導はできませんか。 

○議長（三田忠男君） 答弁願います。 

  総務部長。 

○総務部長（伊郷伸之君） 地域づくり協議会は、当然地域の課題を解決するという目的もご

ざいますので、地域地域によってそういう課題があるようであれば、こちらから積極的にあ

る地域づくり協議会のここからここまで全部防犯カメラをつけろという、そういう提案もで

きませんので、相談には乗るという、そういうことでございます。 

○議長（三田忠男君） 再質問。 

  森良雄議員。 

○１５番（森 良雄君） 前に言ったことがあるけれども、私の家の前には明る過ぎて困るよ

うな街灯も設置されているんですよ。ぜひ、お金いっぱいもらえる、500万円ぐらいもらえ

るんでしょう、地域づくり協議会は。そのうちの100万円ぐらい使いなさいぐらい言ってく

ださいよ。 

  では、次に移ってください。 

○議長（三田忠男君） 障害者の雇用ですね。次の答弁を求めます。 

  市長。 

○市長（菊地 豊君） 総務部長に答弁をさせます。 

○議長（三田忠男君） 教育長。 

○教育長（西井伸美君） 学校関係について、森議員の教育現場とは学校の教員のことかと存

じますが、公立の小中学校、義務教育学校の教員の採用につきましては、任命権者である静

岡県教育委員会の所管であります。よって、市の教育委員会としては、教員の障害者雇用の

状況を把握してはおりません。 

  以上です。 

○議長（三田忠男君） それでは、総務部長。 

○総務部長（伊郷伸之君） それでは、障害者雇用につきまして答弁させていただきます。 

  伊豆市の平成30年度の雇用率、これは既に新聞等で公表しておりますが、2.62％となって

おります。しかし、先ほど森議員もおっしゃいましたように、国の行政機関で障害者の範囲

に誤りがあったということで、今月、静岡県の労働局から再点検するようにという依頼がご

ざいました。この依頼を受けまして、伊豆市としても再点検を実施いたしました。 

  まだ労働局のほうには報告はしてございませんが、その精査の結果、比率を出す分母の部

分の対象職員に誤りがあることがわかりました。再計算した結果、公表済みの2.62％から

0.06ポイント下がり、現在2.56％となる見込みでございます。障害を持つ職員の数に誤りは

ございません。計算するための分母の総職員数というところの勘違いがあって、そこが間違

っていたというものでございます。 

  まず、現状でございますが、障害を持つ職員は実数で６人です。雇用率の算定上のいわゆ
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る分子の部分については、重度の障害者については２人分のカウントとなりますので、実数

は６人ですが、計算上は10人ということになります。また、先ほど間違いがあったという分

母の部分ですが、この障害者雇用率の算定に用いる職員数の算出、これ非常にいろんな複雑

な計算式がございまして、一概には申し上げられないんですが、現在、正職員は伊豆市で全

部で366人です。ただ、公営企業の職員とかは外したり、短時間の勤務の職員も30時間勤務

するかしないかで0.5人にしたり１人にしたり、また、１年を超える雇用がある場合は１人

にしたり、ない場合はゼロにしたりとか、いろんな複雑な絡みがありまして、分母の部分は

391人です。したがいまして、391分の10ということで、先ほど申しました2.56％を現在見込

んでございます。 

  また、採用試験についてですが、伊豆市の場合、障害の有無にかかわらず、ある一定の条

件をつけさせていただいております。通常の試験ですと、職務上自力で通勤ができ、介助者

なしで職務遂行が可能でかつ日本語活字印刷文による試験に対応ができることという条件の

もとで応募を受け付けておりますので、今のような条件がクリアできれば障害の有無には関

係ございません。 

  以上です。 

○議長（三田忠男君） 再質問ありますか。 

  森良雄議員。 

○１５番（森 良雄君） 法定雇用率は十分満たしているというふうに理解してよろしいです

ね。 

  次お願いします。 

○議長（三田忠男君） 危険なブロック塀ですね。 

  答弁を求めます。 

  市長。 

○市長（菊地 豊君） 建設部長に答弁をさせます。 

○議長（三田忠男君） 建設部長。 

○建設部長（山田博治君） それでは、危険なブロック塀についてお答えいたします。 

  大阪の北部地震における事故を受けまして、学校施設のほか公共施設においてブロック塀

の設置状況と目視による点検調査を実施いたしました。学校施設以外の結果としましては、

公共施設内に設置されているブロック塀のうち、静岡県が定めるブロック塀の安全点検基準

の中で不適合となるブロック塀が５カ所確認されました。不適合の物件につきましては、解

体や補強、注意喚起等の対策をしているところでございます。 

  議員おっしゃる旧牧之郷幼稚園の跡地というのは、さくら堤公園となると思いますけれど

も、その東側のブロック塀につきましては、目視による調査をしたところ、公園の地盤から

高さ約３メートル、延長で約30メートルありました。静岡県が定めるブロック塀の安全点検

基準に適合しないブロック塀であることが確認できました。 
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  市としましても、個人所有のブロック塀ということでありますが、一時的に避難所の役割

を持つ公園に接していることから、補助金制度の御案内をしつつ、撤去または改修について

御検討いただくようお願いしているところでございます。 

  以上です。 

○議長（三田忠男君） 再質問。 

  森良雄議員。 

○１５番（森 良雄君） 指導していただいているということですので、それはぜひ、今後と

も引き続き指導していただきたい。ただ、ここだけじゃなく、やっぱり私は前にも言ったこ

とがあるんですけれども、ブロック塀そのものの基準を変えるということは考えられません

か。ブロック塀はだめだとか、もっと頑丈につくれとか、それを伺いたい。 

○議長（三田忠男君） 答弁願います。 

  建設部長。 

○建設部長（山田博治君） 公共施設ならブロック塀をすぐ撤去して、そういう対応をしてい

ると思いますけれども、やっぱり避難路とかそういう道路塀に面しているブロック塀は個人

の所有者のものですから、一概にこちらから何かしろとかという、そういう強制的なことは

できないんですけれども、ただ、そういうものに対しての補助金制度というのはあるもので

すから、その活用をしていただくようにお願いしていくというところでございます。 

  以上です。 

○議長（三田忠男君） 再質問ありますか。 

○１５番（森 良雄君） 次お願いします。 

○議長（三田忠男君） それでは、答弁願います。学力テストです。 

  教育長。 

○教育長（西井伸美君） 本年度の伊豆市の学力・学習状況調査の結果ですが、小学生では、

国語Ａにおいて全国平均を下回りましたが、残りの国語Ｂ、算数Ａ、算数Ｂ、理科において

全国平均を上回っております。また、中学生については、全ての５科目において全国平均を

上回っております。 

  今回最もできなかった国語Ａで、登場人物の心情や場面の展開を適切に捉えるなどの文章

の読み取りができませんでした。この点については、重点的にまた指導に当たりたいと考え

ております。 

  次に、学力向上策の第１は、教師の授業力の向上であり、教師の研修、学校の研修体制の

向上に今後も力を入れていきたいと思っております。 

  以上です。 

○議長（三田忠男君） 再質問ありますか。 

  森議員。 

○１５番（森 良雄君） 先生の授業力、ぜひ先生の力量をアップするための指導をしていた
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だきたいと同時に、今、先生は忙し過ぎるというのが一般的なもので、その辺もやはり軽減

するよう努力していただきたいと思います。 

  ちょっと一言質問していいかな。学力以外の調査項目で何か問題点はありませんでしたか。 

○議長（三田忠男君） 答弁願います。 

  教育長。 

○教育長（西井伸美君） 学力以外の点につきましても、意識調査等やっております。その中

で私自身が一番気になっているのは、伊豆市の子供は言われたことに対しては非常にいい反

応をしている。だけれども、自分みずから物事に取り組むというのが、若干全国と比較して

みると弱いというところがありました。 

○議長（三田忠男君） これで森良雄議員の質問を終了いたします。 

  35分まで休憩いたします。 

 

休憩 午後 ２時２３分 

再開 午後 ２時３４分 

 

○議長（三田忠男君） 休憩を閉じ、会議を再開いたします。 

 

◇ 杉 山 武 司 君 

○議長（三田忠男君） 次に、７番、杉山武司議員。 

〔７番 杉山武司君登壇〕 

○７番（杉山武司君） ７番、杉山武司でございます。 

  通告に従い質問をいたします。 

  かなりの議員の皆様と同じような質問が重なっている部分がありますものですから、そう

いった部分は割愛をさせていただきたいというふうに思っています。 

  それでは、始めます。 

  １番、文書管理規程の見直しについて市長に伺います。 

  （１）私は、平成30年第１回定例会において、昨年12月に内閣府が公表した行政文書の管

理に関するガイドラインの変更に関して、公文書の管理についての考え方と公文書管理条例

の制定についての２点の質問をいたしました。それに対して、伊豆市では、公文書と言われ

る行政文書に関して、文書管理規程は職員の日ごろの文書管理の実務的な手続、引き継ぎ保

存のためのもので、この規程と情報開示条例によって市民との共有財産との位置づけが保た

れているとの回答でした。 

  さらに、文書管理条例の制定については、中長期的な課題として検討しますということと、

将来の公文書のあり方について検討の時間をいただきたいという回答をいただきました。確

かに、文書管理規程には、公文書の管理の原則、書式、用紙の規格や保存年限等を定め、情
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報公開条例では市民の知る権利の尊重や公文書の開示請求の権利等を条例として定めていま

す。 

  しかし、文書作成については、文書管理規程の第４章27条に、職員は事案の処理にかかわ

る意思決定及び事務事業実施の実績について文書を作成しなければならない。ただし軽微な

事案についてはこの限りではないとの一文にとどまっています。伊豆市の文書管理規程には、

文書の作成に組織としてかかわる明確な記載が見当たりません。事務及び事業の段階におい

た文書を作成して、保存がされないと、行政における組織としての意思決定がどのような経

緯をもってなされたのかを検証することは不可能です。結果、行政の諸活動を市民に説明す

る責務を全うすることはできません。 

  現在、国の公文書管理のあり方が問題視されています。そのため、国や県では公文書管理

の規定の明確に向け見直しの作業を進めています。国の96にも及ぶ機関の文書管理規則の文

書作成に関する条文では、職員は文書管理者の指示に従い、意思決定の過程を合理的に後づ

け検証できるよう文書を作成、文書主義の原則に基づいて内部の打ち合わせや外部との折衝

を含めて政策立案や事務及び事業の方針に影響を及ぼす打ち合わせ等については、文書を作

成するとしています。 

  ①文書作成に関して組織としての管理監督のかかわり合いを伺います。 

  ②伊豆市では、文書管理規則の規定の見直しを前提として、文書作成の条文を文書主義に

ついて明文化する考えがあるか伺います。 

  （２）国は、市町村合併時における公文書の適正な管理保存について平成14年２月、平成

17年６月、平成18年６月と３回も公文書の適切な保存の要請を各都道府県に発しています。

３回の要請は県の市町村合併担当課経由で伊豆市にも届いたはずです。伊豆市としてこの件

についてどのような対処をしたのか、さらに旧４町の公文書の現在の管理状況を伺います。 

  大きな２番です。 

  学校施設整備について、市長、教育長に伺います。 

  尋常ではない暑さが近年増しています。それに対処するため、県内では小中学校に空調設

備の設置を決定した自治体が急増しています。平成29年４月１日現在、静岡県の小中学校の

空調設備の設置状況は普通教室で7.9％、全国39位です。県内の磐田、掛川、島田、焼津、

富士宮、富士、三島の各市が普通教室に空調設備の設置を決定しています。清水町では、幼

稚園と小学校の全教室に空調設備の設置を決定いたしました。長泉町では、既に平成23年に

小中学校全校に設置済みです。そこで伺います。 

  ①過去授業中の熱中症の発生はありましたか。 

  ②熱中症指数計の配備はしてありますか。 

  ③集会、消防、スポーツ関連施設等を除いた市の公共施設の空調設備と保育園、こども園

から小学校での空調設備の状況を伺います。これについては先ほど答えていただきましたか

ら、学校関係については結構です。 
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  （２）第３期教育振興基本計画がことし６月15日に閣議決定されたことを受けて、文科省

は７月12日、全ての学校のＩＣＴ（情報通信技術）無線ＬＡＮ等の環境整備の推進の通知を

各都道府県教育委員会教育長宛てに発しました。伊豆市のＩＣＴ関連の整備状況を伺います。 

  （３）伊豆市の法定雇用率の現状について市長に伺います。 

  中央省庁の不祥事が相次ぐ中、今度は複数の省庁で露見した障害者雇用の水増し問題、今

回の障害者雇用の問題は理由のいかんを問わず、主権者たる国民への背信行為にほかなりま

せん。民間に制度の厳守を求め罰則まで制度化しておきながら、42年の長きにわたって障害

者の雇用の門を閉ざし、みずから偽装を続けたことは、共生社会の実現を目指す世論の動き

に水を差したを言わざるを得ません。伊豆市はいかがですか。といいますけれども、法定雇

用率については、先ほど回答いただきましたから、これも結構です。 

  以上です。 

○議長（三田忠男君） ただいまの杉山武司議員の質問に対し、答弁を求めます。 

  市長。 

〔市長 菊地 豊君登壇〕 

○市長（菊地 豊君） お答え申し上げます。 

  作成した文書の管理保存等は、これは厳重に管理しなければいけませんが、今、議員の御

質問の中での多分重要な部分である政策の意思決定過程のそこの文書としての残し方につい

てはなかなか難しいところがありますので、現状を確認した上で、意思決定過程の市民の皆

さんへの明らかな仕方については、ちょっと検討課題にさせていただきたいと思っておりま

す。現状と詳細について、総務部長に答弁をさせます。 

○議長（三田忠男君） それでは、総務部長。 

○総務部長（伊郷伸之君） まず、１点目の文書作成への組織としてのかかわりについてです

が、現行、市の文書管理規程に基づきまして市の意思決定や事務事業の実績について公文書

を作成し、現在、公務遂行しております。 

  文書を施行するには、担当者が起案し、上司の決裁を受けることとなります。この決裁の

過程において作成された文書は段階的にチェックがなされ、さらに重要な案件になれば、担

当課だけでなく関係各課にも合議をされるなど、チェック体制としては組織的に現在取り組

んでおります。 

  また、先ほど市長が申しましたとおり、意思決定の過程における文書の決裁の手続、これ

につきましては、現在問題があるとは考えてはおりませんが、ただし、どの時点でどの範囲

までの文書を作成すべきであるかという、いわゆる情報の共有や供覧に関するところ、これ

についてのルール化がまだ明確になってございません。第１回の定例会にも御指摘いただき

ました国の行政文書の管理に関するガイドライン、こちらを参考にしながら、各省庁でも平

成30年４月１日から文書管理規則のほうもいろいろ見直されているようでございますので、

若干国と地方自治体とは組織や手続、取り扱い文書も違いますので、そちらを参考にしなが
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ら、趣旨としてはそちらに見合ったような形で取り組んでまいりたいと思います。 

  また、②の文書主義に基づく明文化についてでございます。現在、第１回定例会後の具体

的な文書管理規程の見直しの手続にはまだ至っておりませんが、文書作成に関する規定は必

要と考えております。いろんな意思決定過程の前の記錄ですね。それは現在、職員はほぼ担

当部書によっては作成したり供覧したりという手続をとっておりますが、実際明文化という

ところに至っておりませんので、議員おっしゃるとおり、文書主義に基づき市の文書管理規

程を見直して、この情報共有のための明文化についても検討してまいります。 

  （２）の合併時における文書の保存とあと県からの通知についてでございますが、まず合

併時における公文書の保存の適正化に関する国からの要請、これにつきましては、趣旨とし

ては合併前の町の地域に伝えられてきた貴重な歴史的な資料や公文書等の散逸や安易な廃棄

を防止し、将来に向けて的確に保存するよう国から要請されたものでございます。旧４町に

つきましては、当然、合併前と合併後と同様の趣旨の文書が出されているわけでございます

が、当然、旧４町におきましては、合併前からもこういう各町の歴史的な価値のあるものに

ついての取り扱いはいろいろ言われておりましたので、確認したわけではございませんが、

それぞれ旧４町において的確に対応されたものと考えております。また、旧４町の公文書に

つきましては、合併した当時、それぞれ統一されていなかった保存方法、こちらを当時国の

緊急雇用対策事業、こちらを活用して文書の目録等を一律作成しました。保存文書目録とし

て整備をしてございますので、旧４町時代の文書はその目録によって検索できる状態となっ

ていると考えております。ただ、現在、合併後10年以上が経過しておりますので、実際に各

支所等で保存している旧町時代の文書、これは永年保存に該当する文書が主なものとなって

いるものでございます。 

  以上です。 

○議長（三田忠男君） それでは、再質問ありますか。 

  杉山武司議員。 

○７番（杉山武司君） 文書の意図的な廃棄や改ざんということは懲戒に当たると思いますけ

れども、作成しないことをもって罰することはできないとされているようです。文書を作成

することはものの根本でありまして、文書管理や情報公開は文書の存在があってこそなされ

るものですね。しかし、伊豆市の規程、条例には、行政機関の組織としての文書作成の明確

な記載がありません。これ、私の理解不足かもしれませんけれども、どこかにその記載とい

うのはあるんでしょうか。 

○議長（三田忠男君） 答弁願います。 

  総務部長。 

○総務部長（伊郷伸之君） 文書の作成について組織的にどうかかわるかというところの記載

はございません。当然、何か意思決定したり文書をもって施行する場合、文書の決裁を得ず

に公印を押して何か施行させるというのは、これは当然職員に対しても罰則の対象にはなる
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わけですけれども、現在の伊豆市の文書管理規程では、今回国が見直したような組織のかか

わりというところまでは記載がございません。 

○議長（三田忠男君） 再質問ありますか。 

  杉山武司議員。 

○７番（杉山武司君） 細かいようですけれども、非常に大切なことだと思うんですね。市の

職員の文書に対する意識の習熟度、それからそれにまつわる意思決定の事案、重要な意思決

定をするだけではなくて、細かいことからやっていくことが大きなものの成果につながって

いくと思いますけれども、ぜひともその辺のところを考えていただきたいなというふうに思

っているんですけれども、そこのところは考えていただけるでしょうか。 

○議長（三田忠男君） 答弁願います。 

  市長。 

○市長（菊地 豊君） 個々の現状の確認と、これからもし改善すべきところがあるとすれば、

そこの制度設計は総務部長に指示をしますが、実は私も市長になってから、ちょっとどうし

たらいいんだろうと思っていたところは、もし民間企業の経営者の方がいたらまた別の場で

アドバイスをいただきたいんですが、自衛隊にいたときは年間業務予定表をつくって、計画

をつくって、命令を出すんですね。命令を出すことによって命令は全部残るんです。ところ

が、行政の場合には、計画をつくって予算で次に執行なんですね。予算執行というものは残

るけれども、いわゆる昔、防衛省にいたときの命令という文書がないので、一体何をもって

私は命じているんだろうと、結局予算の発注とか予算執行の債務負担とか、そこに判こを押

すことによって、市長としての決裁。ですから、予算の決裁、予算支出の決裁なんですけれ

ども、これをやりなさいという命令という行為がその決裁しかないというところが、これか

ら一体どういう形で職員に準備をさせ、意思決定をさせ、そして最後は支出ということで発

令していくのかというところが私の前の経験ではこういったことがなかったものですから、

ときどき疑義を感じていたことはございます。もし別のより適切なやり方があるのであれば、

ぜひ皆さんの御経験も伺いながら、また検討させていただきたいと思います。 

○議長（三田忠男君） 再質問ありますか。 

  杉山武司議員。 

○７番（杉山武司君） 文書管理規程の第４章の27条ですけれども、職員は事案の処理にかか

わる意思決定及び事務事業の実績について文書を作成云々ということで定められていますけ

れども、事案の処理にかかる意思決定とは具体的にはどのようなことを言っているのか、そ

してその意思決定に至った会議や打ち合わせの発言内容や経緯も含まれるのか、それとも、

ちょっと最近問題になりましたけれども、経済産業省の内部文書のように、個人発言は記録

不要なのかというところの考えも伺いたい。 

○議長（三田忠男君） 答弁願います。 

  総務部長。 
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○総務部長（伊郷伸之君） 若干きのうの木村議員とのやりとりの中でも、いわゆるいろんな

事業のプロセスの段階での決裁文書と、プロセスじゃなくて計画とか実際に実施する場合の

決裁文書の過程があるかと思います。今の事案に係る意思決定というのは、いわゆる事務事

業を実施するときの過程のことを言っております。その以前のプロセス、今、杉山議員おっ

しゃられたように、その意思決定の前の情報というのはやはりいろんな記録でありますので、

その記録についての作成義務については、市の文書管理規程では、まだここでは規定してい

ないということで先ほど申しましたとおり、今回の国のガイドラインの見直しにしたがいま

して、そういう記録についてもしっかり義務づけるべきなのかどうなのか、仮に記録につい

てもどういう文書の作成の仕方がいいのか、例えばこういう議会でやるやりとりとか答弁の

ように、たとえボイスレコーダーに記録しても、今度はそれを持ち帰って職員がまたそれを

全部起こすという、相当な二重、三重の事務量にもなりますので、当然そこまでは求める気

も現在ありませんけれども、何かしらの協議とか打ち合わせとか、そういう記録というのは

やはり残すべきだと考えておりますので、そこについてはしっかり検討させていただきたい

と思います。 

○議長（三田忠男君） 再質問ありますか。 

  杉山武司議員。 

○７番（杉山武司君） 今、総務部長がきのうの木村議員とのやりとりの中のことをお話しし

ましたけれども、私きのうそれを聞いていて、これは何なのかなと思ったことが１つあるん

ですね。ということは、覚書の指示を誰がしたのかわからないというような答弁がたしかあ

ったと思うんですけれども、そういう覚書というのは多分稟議決裁をすると思うんですけれ

ども、どういう経緯をもってその覚書を締結しなければならないかというところは、しっか

りと契約とか覚書はそこのところをちゃんとしていかないと、何のための覚書、契約なのか

ということがわからないと思うんですよね。そこのところが起案をしたのは誰か、起案をし

ろと言って命令したのが誰かわからないということなんですけれども、しかしながら、起案

をした、頼まれたのは誰かですよね。その人が多分起案者としての印鑑を押すと思うんです

けれども、そのもとがわからないということでは、なかなか組織としての体を成していない

んじゃないかなということで、こういったことの質問をさせていただきましたけれども、や

っぱり重要なことですので、こういった細かいこと、覚書みたいな細かいことができて初め

て大きな仕事に対して確実な仕事ができていくと、小さいことをおろそかにすると大きな問

題に発展すると、防災訓練でも日々の訓練がものをいって、実際の災害のときに役立つのは

そこだと思うんですよね。ですから、確かに細かいことですけれども、そういったことの積

み重ねがやっぱり市民のためになる仕事ではないかと思いますけれども、いかがでしょう

か。 

○議長（三田忠男君） 答弁を求めます。 

  市長。 
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○市長（菊地 豊君） 市長としての政策の意思決定のところのプロセスを明らかにすること

は大切だと思っております。またそれはある意味、政策について議案質疑とか一般質問の中

でやりとりすることは全部議事録になりますから、そういったこともとても大切だと思って

います。ただ、御指摘いただいた事項は、何年も前から天城湯ヶ島支所をどうするかという

議論、それから支所を仮に移転するとすれば、その跡をどうするかという議論は長年ずっと

議論をし、過去に私が地域の皆さんと話したことも議事録も残っておりますし、議会でもお

話をさせていただきましたし、支所の移転が決まり、その跡地も基本的に東京ラスクさんに

取得していただくという方向の中でこの建物があります、建物の１番、２番、３番、４番、

５番、これは何月から何月まで、そういった、きのう申し上げましたとおり、要するに確認

メモでございますので、それについては覚書を作成するという政策意思決定と一連の政策の

流れの中での確認メモとはそこは少し重きが違うのではないかと思います。 

  そこに新たな政策が入っていればまた別ですけれども、あくまでその１つの事業の中での

あくまで確認メモですので、そこに新たな情報が入っておりませんから、それは少し軽重が

あるのではないかと思っているんですが。 

○議長（三田忠男君） 再質問ありますか。 

  杉山武司議員。 

○７番（杉山武司君） 私が今の質問をさせていただいたのは、別にある事業者との覚書につ

いてを言っているわけではないんですよね。全般的な面で、こういった細かい覚書というの

もそういう観点から後からわかるようにすべきではないんですかという、そういう質問でし

た。 

  次に移りますけれども、文書管理規程の同じ27条ですけれども、この中に入っているのは

文書の作成なんですけれども、同規程の28条の起案文書のことを27条は言っていると思うん

ですけれども、この条文の第１項では、文書作成の書式を定めていますけれども、２項では、

関係文書等の添付を定めています。この関係文書等の記載内容の基準を定めた内規が存在す

るのかどうか伺いたい。 

○議長（三田忠男君） 答弁願います。 

  総務部長。 

○総務部長（伊郷伸之君） 市の文書管理規程で、今、議員おっしゃられた起案文書に添付す

る参考資料についての細かい内規はございません。各自が判断し、また担当者が起案したと

きに次に決裁する主査なり課長なりが判断して、資料が不足しているとか、そういう指示は

することがございますが、各事務の遂行の中で決定しております。 

○議長（三田忠男君） 再質問ありますか。 

  杉山武司議員。 

○７番（杉山武司君） 内規は存在しないということなんですけれども、今後は細かいことで

すけれども、将来、文書管理条例を制定するときに、こういった細かいことまで盛り込んで



－288－ 

いただきたいなというふうに思っています。 

  次に移りますけれども、３月の定例会において、文書管理の考え方をお尋ねしました。そ

れに対して、国政で文書管理の管理が問題になっている。市としても公文書の管理に努める

という市長の答弁と、それから、部長は、伊豆市は文書管理規程を制定している。公文書の

作成や保存の取り扱いを定め、文書保存のルール徹底のため、年１回職員により文書管理点

検を行い、文書管理の適正な管理に努めているとの回答をいただきました。 

  今定例会の決算成果説明資料の文書法規事務事業では、こういう記載があります。文書管

理の徹底がなされていない事務環境があり、文書管理点検等の強化が必要であるとの記載が

ありますが、３月定例会の適正な管理に努めているとの答弁と決算成果説明資料の整合性を

伺いたいというふうに思います。 

○議長（三田忠男君） 答弁願います。 

  総務部長。 

○総務部長（伊郷伸之君） 公文書を担当しています総務課のスタッフによって、年に１回、

現状の各事務室にある文書等ファイル基準表というのをつくってございます。要は、現在

我々がこういうフォルダーで題名をつけて公文書として保存しているわけですが、それに合

うものを今度基準表として全部つけてございます。そうすると、その基準表を見れば、どう

いう題名の文書があるか、どこの棚に入っているかというのは本来すぐわからなければいけ

ないものが、年に１回の点検で、若干部署によって入っている場所が違ったり、題名のつけ

方がおかしかったり、そういうことがありましたので、指導の中でしっかり徹底していきた

いというのが平成29年度の成果の結果だと思っております。 

  ただ、市の体制としては、このファイリングをしっかりやっているかどうかというのを指

導しながら徹底しているということでございます。 

○議長（三田忠男君） 再質問ありますか。 

  杉山武司議員。 

○７番（杉山武司君） 私の浅学非才な身で述べるならば、この成果説明の資料というのはこ

ういうふうに解釈できると思うんですけれども、適正な管理には努めているけれども、努力

はしていますと。しかし、いまだ管理については発展途上であると。今後さらなる強化が必

要でありますよと、その上で、職員研修の拡大を図っていくというような解釈でよろしいで

すか。 

○議長（三田忠男君） 答弁願います。 

  総務部長。 

○総務部長（伊郷伸之君） 市の文書管理のルールというのは、自分では確立していると思い

ます。ただ、それが全職員に浸透し、同じようなやり方で徹底されているかというとそうで

ない部分がございますので、今、杉山議員がおっしゃった内容が現状であると思っておりま

す。 
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○議長（三田忠男君） 再質問ありますか。 

  杉山武司議員。 

○７番（杉山武司君） ことし５月に４回に分けて行った議会報告会の３会場で、同じような

質問がありました。それは、予算項目の中に非常に多くある業務委託です。委託先にどのよ

うな前提条件を提示して折衝し、業務委託に至ったかということは明らかにする文書が残っ

ていると思いますが、全てを未来永劫業務委託にするわけではないと思うんですね。これは

職員の習熟度を図り、自己完結型に向けていくとは思いますけれども、そのためにも業務委

託の契約に係る文書の作成とか成果を記録する必要があると思うんです。それを見ながら、

職員は習熟度を図っていくというふうに思っています。 

  このことは昨年３月に策定した伊豆市公共施設等総合管理計画を進めていく上にも非常に

大切なことだと思います。要するに、それを進める上でどういう目的を持ってどういうこと

をしたいかということも、少なからずそういった部分に盛り込んでいかないと、職員のいつ

までもいつまでも業務委託という市のお金を違う業者に渡していくということになりますも

のですから、なるべく自己完結型に向けていくためにも、そういったことを組織を挙げてい

ろんな資料作成、文書を作成して、次々、次の世代に渡していくということが必要ではなか

ろうかと思いますけれども、その辺の見解を伺います。 

○議長（三田忠男君） 答弁願います。 

  市長。 

○市長（菊地 豊君） ありがとうございます。それはこれからの行政のあり方として、私、

とても大切な視点だと思っているんですが、確かに今業務委託がふえています。これは特殊

な環境の中で新市建設事業という我々職員が経験したことのない事業に、数十年に１回とい

う新しいごみ焼却場とか、あるいは学校の再編成とか伊豆縦貫道の進捗に伴うまちづくりと

か、本当にオリンピックなんか数百年に１回ですから、そういった我々が経験のない、知見

のないところの事業で相当割いています。それは今、特殊な時期であるということが１つと、

もう一つは、何を職員にスキルアップをさせなければいけないか、何は外部委託しなければ

いけないかと、そこはまさにこれからもっと見直す必要があると思っています。 

  例えば、下水道事業というのは、数十年前に、全国の小さな市町村では自分でスキルを持

てないので、公共事業としての下水道整備はプロ集団をつくってもらおうということで、全

国市町村からの要望で下水道事業団というものをつくったんですね。そこで、プロ集団に一

括委託をする、こういうやり方というのは、私、これからもっとあってもよいのではないか

と思っているんです。数十年に１回しかつくらないプラントを小さな市町村で全部職員を抱

えるのは無理ですので、今、議員の御指摘のあったとおり、伊豆市としてスキルを確保し、

スキルアップさせるべき事業と民間のノウハウ、あるいは公的機関のノウハウを活用させて

いただくものをしっかり見きわめて、伊豆市職員として必要なものはしっかり育成していく

という形にさせていただければと思っております。 
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○議長（三田忠男君） 再質問ありますか。 

  杉山武司議員。 

○７番（杉山武司君） その点は理解いたしました。 

  ブラジルで今月、国立博物館が火災によって人類にとってはかり知れないような貴重な財

産が失われたという報道がなされました。これは報道によりますと、国家の予算の削減によ

り対策が講じられなかったということが大きな原因であったというふうに報じられておりま

すけれども、伊豆市の公文書の保存先というのはどこでしょうか。そして、そこのところは

安定的に湿度と温度管理、さらには災害に対応した設備になっているのかお伺いしたい。貴

重な市民の財産である公文書というものが適切に保管されているかどうかをお伺いします。 

○議長（三田忠男君） 答弁願います。 

  総務部長。 

○総務部長（伊郷伸之君） 市の文書の保存先でございます。 

  まず、この本庁舎で申しますと、保存する場所が生きいきプラザの地下といいますか１階

といいますか、文書保存の場所がございます。それとあと、この本庁舎の地下に耐火性の保

存のところがあります。この本庁舎の耐火性のところは、いろいろ住民記録の関係であった

り、昔というのか、土地の台帳とかを永年保存のものが主にこの地下にはあります。ただ、

一部、生きいきプラザの地下のほうにも文書は永年保存に近いものもありますが、温度管理

とか湿度のほうの管理までは至っておりません。また、中伊豆支所につきましては、支所の

２階の保存庫に保存しております。いずれも温度調整とか湿度の調整の設備は整ってござい

ません。 

○議長（三田忠男君） 再質問ありますか。 

  杉山武司議員。 

○７番（杉山武司君） ぜひとも貴重な市民の財産ですので、適切な管理をしていただきたい

というふうに思っています。公文書管理は誰のための利益なのかということを行政の向く方

向を問えば、おのずとわかってくると思います。首長が強いリーダーシップを持って進めて

いっていただきたいというふうに思っております。 

  次に行きます。 

  （２）の合併時の文書については、先ほど回答いただきましたから結構です。 

  次に移りまして、学校施設整備についてよろしくお願いします。 

○議長（三田忠男君） それでは、答弁を求めます。 

  市長。 

○市長（菊地 豊君） 市のほうで持っております施設についてはそれぞれ担当する部長に答

弁をさせます。 

○議長（三田忠男君） 教育長。 

○教育長（西井伸美君） それでは、私のほうから御質問事項のまず①について、授業中の熱
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中症発生の有無ですが、一昨年、小学校で水泳の授業中に見学をしていた児童１名が熱中症

にかかりましたが、軽度のものでした。本年度は熱中症の発生はありませんでした。 

  次に、②ですが、熱中症指数計の配備についてですが、全ての学校で配備してあります。 

  次に、（２）ＩＣＴ関係ですが、現在、土肥小中一貫校の全普通教室にモニター式の電子

黒板、また、英語ルームに電子黒板、プロジェクター、個別タブレットなど先駆的にＩＣＴ

機器を整備しました。現在、市の先生方で組織する教育センターの情報教育部会が中心とな

り、土肥小中一貫校の機器を活用して研修を重ね、授業の質の向上のための機器やソフトの

検討を行っているところでございます。市内の各学校においても、学校教育現場からの要望

を受け、ＩＣＴ機器としての液晶モニターと実物投影機を計画的に導入したいと考えており

ます。 

  ＩＣＴ機器は、あくまでも授業を効率的に進めるツールとして認識しておりますので、導

入が先生方の過度の負担につながらぬよう、学校現場とも十分に研究検討し、導入を計画的

に進めてまいりたいと考えております。 

○議長（三田忠男君） それでは、補足説明をお願いします。 

  総務部長。 

○総務部長（伊郷伸之君） 公共施設の関係でございます。 

  一応、市長部局のほうで、48施設についてエアコンの設置状況を確認してございます。こ

の48施設につきましては、若干３施設ほどまだ未設置のところもございますが、ほぼ主要な

一般の市民の方や職員等が利用する施設については、そのほかの45施設については、設置済

みであります。 

  主なものとしては、子供が使うような子育ての支援センターとか保健福祉センター、また、

高齢者の使うセンター等、あと観光関係の施設等々48を調査いたしました。 

  以上です。 

○議長（三田忠男君） 再質問ありますか。 

  杉山武司議員。 

○７番（杉山武司君） なぜこの質問をしたかといいますと、長泉町で、前の町長なんですけ

れども、今から10年ぐらい前になると思うんですけれども、その当時、各学校を回って、一

緒に給食を食べていたそうです。全部、長泉町の全小中学校ですね。そのときに、小学校の

生徒さんから、町長さん、こんな暑いところで勉強できると思いますかと言われて、はっと

気がついて、今から五、六年前に全部つけたということですね。その部分で今の質問をさせ

ていただきました。 

  ということは、大人は涼しいところで仕事をしているけれども、子供さんたちは暑いとこ

ろで一生懸命やって勉強していると、これちょっとおかしいのではないかなと思って、今回

18日に、市長が定例記者会見の中で発表していただきましたけれども、この田方郡下、近隣

の市町村の中ではかなり遅かった発表ではなかろうかと思うんですけれども、設置をしてい
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ただけるということは保護者の方々も喜んでいることだと思いますけれども、先ほどからい

ろんな方々が質問していますけれども、スピード感を持ってやっていただきたいなというふ

うに思っております。 

  それから、今、教育長がお話をさせていただきましたけれども、ＩＣＴ関連ですけれども、

無線ＬＡＮの施設というものを普通教室に皆さん全部つけなさいよというのが第２期の教育

振興基本計画でもなされていまして、前年度まで平成29年度までについては、単年度で

1,678億円、４年総額で6,712億円の国が予算措置をしたんですね。そして、ＩＣＴの整備を

含めた中で無線ＬＡＮを全部つけてくださいということで予算措置をしました。 

  伊豆市でも、第２次総合計画の教育環境の充実の中にも、確かな学力の充実を図る施策と

して、わかる授業の展開とＩＣＴの推進が掲げられています。ここのところがどうなってい

るのか。それから今、今度３期が始まりましたけれども、この中でもＩＣＴに向けた環境整

備５カ年計画というものがありまして、今年度から2022年度まで単年度1,805億円の財政措

置が講じられておりますけれども、ここの国が措置をしているにもかかわらず、それが整備

をしないという手はないと思うんですけれども、伊豆市として今後どういうような計画があ

るか伺いたいと思います。 

○議長（三田忠男君） 答弁を求めます。 

  教育部長。 

○教育部長（金刺重哉君） まず、先ほど議員御指摘のＷｉ－Ｆｉの整備については、国の指

針はいただいております。ただ現状は、伊豆市内の小中学校は職員室のＷｉ－Ｆｉにとどま

っている状況でございまして、これから検討いたします先ほどの指針、国のほうでも情報教

育、それから教科指導、それから公務の負担軽減という３つの視点からＩＣＴ化の推進を求

められておりますので、Ｗｉ－Ｆｉの整備も含めてインターネット環境、今情報もどんどん

進化しておりますので、学校現場と調整をさせていただきたい。 

  それから、この後、先ほどの伊豆市小中学校における情報化推進計画というものを現在検

討しておりますので、こちらも早期策定をして、計画的に整備をしたいというのが基本的な

考えでございます。 

○議長（三田忠男君） 再質問ありますか。 

  杉山武司議員。 

○７番（杉山武司君） この部分は積極的に進めていっていただきたいと思いますけれども、

次に、３番に移りますけれども、法定雇用率の現状ということなんですけれども、先ほど雇

用率の数字についてはいただきましたので、結構です。ここで定める自治体の雇用率2.5％

というのは、上限とお考えなのか下限とお考えなのか、そこのところを伺います。 

○議長（三田忠男君） 答弁願います。 

  市長。 

○市長（菊地 豊君） 現状の数字は先ほど部長から説明をさせていただきました。これは私
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も、できればもう少し障害のある方をと、何年前かはちょっと記憶にないんですが、障害者

枠で募集をさせていただいたときがあるんですが、そのときは応募がなかったんですね。今

回改めて、今2.56と基準は超えていますが、改めて募集というものをしてみようと思ってお

ります。今、数字が達しているからこれで十分とは考えておりません。 

○議長（三田忠男君） 再質問ありますか。 

  杉山武司議員。 

○７番（杉山武司君） 障害者の自立生活や働きやすい環境づくりのために、伊豆市は障害者

契約の中で雇用就労の支援策を講じています。その中で、就労定着の促進として、平成30年

度に障害福祉サービス就労定着支援を創設するとしていますけれども、その概要を教えてい

ただきたい。 

○議長（三田忠男君） 答弁願います。 

  健康福祉部長。 

○健康福祉部長（村井克代君） すみません、障害者の就労の関係ですけれども、伊豆市の中

で地域自立支援協議会というのを設置しまして、その中に就労支援部会というのがございま

す。そこの中でも、いろいろな障害者の通所施設等の方たちも含めながら、そしてまた雇用

している企業の方も含めながら、障害者の雇用というところを進めているところでございま

す。そしてまた生活困窮の中でも、障害者とは限りませんけれども、その中でも伴走型の就

労支援ということで、その中にも障害者の方たちがちょっと多い状況で、支援をしている状

況です。 

  以上です。 

○議長（三田忠男君） 再質問ありますか。 

  杉山武司議員。 

○７番（杉山武司君） 障害を持つ方の雇用の定着が課題となっているのは事実でありまして、

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構によりますと、障害者の半数が働き始めて１

年以内にやめているというような情報が入っておりますけれども、障害者には個々に個性が

あるので、きめ細かい労働環境が求められるとされています。障害者を雇用している事業所

との今後の取り組みについて伺います。 

○議長（三田忠男君） 答弁願います。 

  健康福祉部長。 

○健康福祉部長（村井克代君） 今の議員おっしゃるとおりに、なかなか障害者の方の就労に

つきましては長続きしなかったり、途中でいろいろと問題を抱えるケースもございます。そ

の中でも支援員がいろいろありまして、ジョブコーチであったりとかトライアル雇用という

ことで、その方に寄り添って企業の経営者の方と障害者の方を結ぶような形での支援を強化

していきたいと考えております。 

  以上です。 
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○議長（三田忠男君） 再質問ありますか。 

  杉山武司議員。 

○７番（杉山武司君） 寄り添った支援策を講じていただきたいというふうに思っています。 

  まさに今このときに、ハローワークの沼津・三島静岡労働局主催の障害者面接会がＪＲの

沼津駅北口のプラサヴェルデで開催されています。資料によりますと、60社から70社の企業

が参加しているということなんですけれども、先ほどお昼休みに聞きましたら、自治体の参

加はゼロだという情報をいただきました。多くの障害者の方々が働くことの幸せを求めて面

接に臨んでいるのではないかというふうに推察をいたします。 

  人間の究極の幸せは、１つは人に愛されること、２つ目は人に褒められること、３つ目は

人の役に立つこと、４つ目は人に必要とされること、これは全従業員85人中65人の知的障害

者が働いている日本理化学工業の大山泰弘会長が禅寺お坊さんから教えられた言葉だそうで

す。その４つの幸せのうち３つは施設では得られないと。働くことによって得られる幸せで

すと、施設の中でのんびりテレビを見ているのが幸せではないと。真の幸せは働くことだと

いうことを教えられたそうです。人間にとって生きるということは必要とされ、自立するこ

とで、それならそのような場を提供することが企業にとっての社会的使命ではないのかと大

山さんは気づきまして、昭和35年以来、58年間にわたって障害者を雇用し続けております。

障害者雇用の模範的な取り組みをしている会社を紹介いたしまして、私の質問を終わります。 

○議長（三田忠男君） 以上で杉山武司議員の質問を終わります。 

  ここで35分まで休憩いたします。 

 

休憩 午後 ３時２１分 

再開 午後 ３時３５分 

 

○議長（三田忠男君） 休憩を閉じ、会議を再開いたします。 

 

◇ 小長谷 朗 夫 君 

○議長（三田忠男君） 本日最後の12番、小長谷朗夫議員、お願いいたします。 

〔１２番 小長谷朗夫君登壇〕 

○１２番（小長谷朗夫君） 12番、小長谷朗夫です。 

  今、議長が申された一番最後の質問者です。その後の文言は言いませんが、皆さんで考え

てつけ足してください。 

  １つ目の質問としまして、私ども市民第一クラブの設立趣旨の中に、より市民に寄り添う

という言葉があります。それに従いまして、地元ネタではございますが、１番目としまして、

牧之郷地区のまちづくりと市が進める定住促進の連携についてお尋ねいたします。 

  牧之郷地区では、平成27年４月、区長ＯＢ会を中心に、住民相互の協力と連携及び区並び
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に市行政と協働することにより、地域住民みずからが地域住民のための住みよい地域社会を

築くこと、これは規約からですが、を目的とする地域づくり協議会を立ち上げました。この

ことは、市の施策である定住促進と合致し、以後、都市計画課の指導のもと、今日まで来ま

した。この間、区民の皆様への情報提供、説明会、勉強会、ワークショップなど、26回にわ

たり、今はこれを超しているわけですけれども、会合を開き、地区計画の基礎となる地区独

自の基盤整備や土地利用のルールと方針を区民の意向を踏まえ検討し、ようやく牧之郷地区

まちづくり構想を年度内に地区計画の形にまとめるまでたどり着くことができました。 

  そこで市長に幾つかお尋ねします。 

  ①としまして、市長は牧之郷地区のまちづくり構想について、今後どのような姿になるこ

とが、変遷していくことが望ましいとお考えになっておりますか、お尋ねいたします。 

  ２つ目に、今さらなということになるわけですけれども、地区計画を策定することで牧之

郷地区の開発にどのようなメリットがあるのかをお伺いいたします。 

  ３つ目に、まちづくりの拠点になるべき公民館の建てかえについては、以前から市長の発

言の中に複合施設がいいのではという話も聞いておりますが、どのようなお考えでおります

か、伺います。 

  ④としまして、今年度、順調に地区計画が策定された場合の話ですが、どのようにして開

発業者を誘致するのか、何もしなくても開発が進んでいくのか、市では何か民間開発を加速

させるための方策を考えているのかを伺います。 

  大きな２番に行きます。 

  児童生徒を取り巻く諸問題の現状と改善策。 

  伊豆市の児童生徒を取り巻く諸問題の現状については、今までも何度か一般質問で取りざ

たされてきました。本年は義務教育学校も開校し、また、教育振興審議会も開催され、３中

学校のあり方について審議し、答申も出されました。今後の伊豆市の義務教育の形が少しず

つ明らかになりつつあります。 

  そこで、今からお尋ねすることは、市民の皆様が個人ではなかなか聞くことが難しいため、

ここで明らかにし市民の皆さんに知らせるとともに、その改善に努めているならば、答弁を

お願いいたします。 

  １つ目としまして、本年の全国学力・学習状況調査で見えたものは何ですか。総括的な実

態と課題で結構です。 

  ②としまして、義務教育学校が開校して１学期間が過ぎました。まだ評価するには到底早

いわけですけれども、１学期間の中での児童生徒の実態を教えてください。 

  ３つ目としまして、小中学校のブロック塀等危険場所のその後の現状と改善策を教えてく

ださい。 

  ④としまして、小中学校における不審者対策への取り組みの現状を教えてください。 

  ⑤としまして、小中学校における生活困窮家庭の児童生徒の現状を教えていただきたいと
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思います。準要保護児童の数で結構です。 

  ⑥としまして、小中学校におけるいじめ問題の現状と改善策を教えてください。 

  ⑦としまして、小中学校における不登校の現状と改善策。 

  ⑧としまして、これも他の議員から何度も出ていますが、小中学校における洋式トイレ設

置の現状、小中別に教えていただければ結構だと思います。今後の計画もあわせて、あれば

教えてください。 

  最後に、⑨としまして、小中学校における普通教室空調施設、（エアコン）と書きました。

これも私で６人目になります。現状と今後の計画を教えてください。 

  上記小中学校については義務教育学校も含みますので、よろしくお願いします。 

  以上です。 

○議長（三田忠男君） ただいまの小長谷朗夫議員の質問に対し、答弁を求めます。 

  市長。 

〔市長 菊地 豊君登壇〕 

○市長（菊地 豊君） お答え申し上げます。 

  先に、公民館について申し上げたいんですが、ここで複合施設という市長の考え方はどう

かもう一回確認するということなんですが、全てというわけにはいかないんですが、公民館

あるいは地区の集会所、利益を生まない施設をたくさんつくることに対してどうしても抵抗

があったんですね。市の施設もそうなんですけれども、都市部では、市の施設なんかも商業

施設を入れたり上をマンションにしたりするところがどんどん出ていく中で、立地がいいと

ころの公共施設も利益を生まない施設をつくるしかないのかなということに対して大変疑問

がございました。その点、牧之郷は、例えば２階でもいいのであれば、１階を商業施設で２

階を公共施設にするとか、あるいは１階がよいのであれば、１階に小さなショップと公民館

をつくって、上を集合住宅にするとか、そういったことができる場所ではないでしょうかと

いうことを申し上げてきたわけです。 

  現状、古い施設であることと、それから投票所が２階ということの問題も承知をしており

ますので、そのような考え方を申し上げて、もし地域の皆さんがより具体化する、あるいは

適所があるけれども、地権者さんとの話にもし市長が同席したほうが効果が見込めるのであ

れば、そういったところにお邪魔することもさせていただきたいと考えております。 

  そして、そもそも論に戻ります。 

  この牧之郷地区は、伊豆市の中で修善寺駅ともう一つ伊豆箱根鉄道の駅を有しているとこ

ろでございますので、大城前市長のときの第１次総合計画にも牧之郷の将来像については言

及はされておりました。ただ、現状、40年間にわたり市街化調整区域であったことから、都

市的な整備も不十分な状況に、また農業的な整備も進まなかったことで、狭い道路あるいは

脆弱な水路、非常に使いにくい遊休農地が残っている、点在しているなどの構造的な問題が

ございます。そのような中で、長年の課題であった線引きは外すことができたものの、まだ



－297－ 

かなり大きな課題が残っているということです。それをクリアするために、これから行政も

入って、新たな将来像に向けて進まなければいけないという状況です。 

  そのために数年前に、県から都市計画の専門家を呼んできて、都市計画の見直し作業をさ

せると同時に、同時並行的に、牧之郷の将来像も検討させました。当時は市街化区域である

ことを前提に地区計画等で開発ができないかということを構想させたところが、一番最初の

見積もりでは50億円かかりますとか20億円かかりますとか、いやいや、そこまでの財力があ

るだろうかと、いろんなことを検討した結果、まずは先行的に合併特例債という財源がある

間に、当時私が教育委員会にお願いしたのは、中学校を統合するという学校再編成事業をす

るのであれば、それは財源がある間にやってくださいと。そして、それを踏まえた上で、次

のステップに進みましょうという構想をつくったわけですね。 

  そこで、今改めて市が恐らく関与しなければ進まないであろう牧之郷の将来構想について

検討を改めてしているという状況です。なぜ市が関与しなければいけないかということは、

実は私も恥ずかしながら、農地法４条まで気づかなかったのですが、牧之郷の駅の周辺の白

地農地のところは多分線引きを外したらデベロッパーが入ってくるのではないかというとこ

ろが職員の地元の皆さんに話した言い方、これは県からの御指摘だったようですが、建て売

り住宅ならできるけれども、宅地造成だけではできない。私は素人なんですが、確認をして

みると、農地法４条の規定というものはそういったことを書いているのではなくて事業の確

実性、つまり、１つのデベロッパーが白地農地を転用して造成をして全て区画整理をして、

建物をつくって売るのであれば、事業が確定しますから、そういった意味の規定であって、

じゃ、建て売りじゃなくて、事業を確定させるためには何らかの形で市が入らざるを得ない

のではないかということを今考えているわけです。 

  そこで、ちょっと戻ります。 

  それだけのことをやろうとすると、市役所の本庁と同じように相当な財源が要りますので、

そこで当面、計画までできている事業を確定してくださいというお願いを今しているわけで

すね。これは議員の皆さんにも先ほども、きのう、きょうお話をさせていただきましたし、

牧之郷の皆さんにも御説明したのですが、既に計画ができて、あともう実行という予算でと

まっている100億円というごみ焼却場の財源がどうなるかまだ確定していない。それから３

中学校が統合するのかしないのか、３中学校を残すのか、それをいつやるのかということが

確定していない。この２つが確定していないと、財源の組みようがないので、牧之郷の開発

と市庁舎の将来という２つのことが動かせないでいるという状況にあるわけです。 

  ですから、これは何年もかけるということではなくて、年度内、できれば年内にそこを将

来方向を決めていただき、どちらでも結構ですが決めていただき、その上で大きな２つの事

業に進みたいと考えております。いずれにせよ、牧之郷地区は恐らく今のままでは使える可

能性のある白地の開発も純粋に民間の論理だけでは進みそうもありませんので、市長部局の

担当課ともう少し緊密な調整が必要だろうと考えております。 
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○議長（三田忠男君） 再質問ありますか。 

○１２番（小長谷朗夫君） ②と④が今、答弁がなかったように気がするんですけれども、特

に②はなかったですよね。 

○議長（三田忠男君） 補足説明。 

  建設部長。 

○建設部長（山田博治君） それでは、②と④についてお答えいたします。 

  まず、②について御質問ですが、一般的に言われる地区計画のメリットとしましては、ま

ず、予測不可能な開発が起きないこと、２つ目としまして、将来イメージを明確にすること

で事業者にも地域のイメージが伝わること、３つ目としまして、まちの将来が担保されるこ

とで土地の評価が下がりにくくなると言われております。地区計画を決定することによって、

地権者の方に一定の負担が生じる部分もありますが、一個人でなく地区全体の利益につなが

り、さらには牧之郷地区全体の魅力も向上していくものと考えております。 

  ４番目の御質問ですけれども、地区計画が予定どおり作成された際には、市として開発事

業者等に対して計画内容を周知するとともに、業界団体等への説明など、牧之郷地区の開発

に興味を持ってもらう活動も必要だと感じております。また、牧之郷の地区計画を作成した

エリアにおいては、民間開発によって地域に寄与する道路等の公共空間が整備される場合な

ど、一定の助成制度が必要でもあると考えております。そのほか、鉄道駅である牧之郷駅周

辺につきましては、伊豆箱根鉄道や地権者の御協力を加え、市の予算等の諸条件の整理、先

ほど市長が申しましたけれども、そういう必要がありますけれども、駅前広場や送迎用の駐

車場、歩道整備、県道からのアクセスとなる市道拡幅など、安心・安全で快適なまちを目指

して、市による一定の基盤整備も必要であると考えております。 

  以上です。 

○議長（三田忠男君） 再質問ありますか。 

  小長谷朗夫議員。 

○１２番（小長谷朗夫君） ありがとうございました。 

  きょうも傍聴席に、区長様を初めうちのほうの地域づくり協議会の会長、副会長、事務局

長がおりますので、今の答弁を聞いて、少し一歩二歩、前へ進んだかなという気持ちで聞い

たと思います。 

  そこで、１つ目につきましては、これ確認ですのでさほど問題視していないんですが、要

はここで再確認するということで言わせていただくと、今後、市長は確固たる信念を持って、

私の言い方ですから間違っていたらごめんなさい。信念を持って牧之郷の開発に努めていき

ますよという押さえでよろしいでしょうか。 

○議長（三田忠男君） 答弁願います。 

  市長。 

○市長（菊地 豊君） 伊豆箱根鉄道の駅を有する牧之郷地区の将来像というものは大変期待
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をしておりますので、市長としては、これは牧之郷地区ではなくて、伊豆市の将来のために

も大切であると認識をしております。 

○議長（三田忠男君） 再質問ありますか。 

  小長谷朗夫議員。 

○１２番（小長谷朗夫君） なぜそんなことを聞いたかといいますと、実は平成26年にこの話

が牧之郷に降ってわいてきまして、それならばということで、牧之郷の折しもそのときに公

民館の建設推進委員会というのをつくろうという話があったもので、それとくっつけて今ま

で今日まで来たわけですが、ずっと経過を４年余りを追って、そこの間のスパンを考えてみ

ますと、文教の話があったときに、要するに文教の中には住宅地が用意されていましたよね。

温泉病院の用地にまた途中で変わったんですが、いずれにしても、住宅地に用地があった。

それが出てきたときに、多少今までの対応がちょっと、私どもが受けた対応ですね、地域づ

くり協議会が受けた印象が違ったもので、ここで再確認させていただきました。今の話で十

分理解できましたので、そんなことないよということで行かれるという話ですから、結構だ

と思います。 

  今度２番目の問題なんですが、今さら何というふうなことなんですけれども、なぜこの質

問をしたかというと、その意図は、区民の皆さんももちろんですが、当初地域づくり協議会

の役員の方々も市が行う開発行為であるという、そういう頭があったんですね。いやそうじ

ゃないんだよと、地権者がまとまって、もしどうぞということであれば、民間事業者がそこ

を買い求めて開発していくんだよというところになかなか行けなかったんですね。だから随

分時間がかかりました。今は地区計画ということで、私どもももちろん理解しているし、区

民の大部分は地区計画で行っているわけですが、なかなかそこができなかったんです。変な

話なんですがね。 

  地区計画をつくるに当たって、やはり建設部のほうの都市計からスケジュールが示されま

した。こういうスケジュールで行くよと。そのときに、ふっと見たときに、その地区計画が

来年３月までに完成するんだけれども、駅前周辺の基盤整備については市がやりますと、や

る予定でいますと。やる予定には生活道路の１号線と２号線をこういうふうにあそこの東西

にぶち抜いて、予定ですよ、これは。手前は9.25メートルの幅でということで、その先は６

メートルになりますよということで、予定をされています。そのときに、駅前周辺の基盤整

備を平成33年、あと３年後ですよね。工事着工が。そうしますと、せっかく地権者の機運が

高まって、転売してもいいよというときに、そこまでなかなか待てませんね。要するに気持

ちがなえてしまいますよ。燃えた気持ちが。トーンダウンします。ですから、その辺はもう

少し何とかできないでしょうか。 

○議長（三田忠男君） 答弁願います。 

  建設部長。 

○建設部長（山田博治君） ことし地区計画に当たって、来年３月ですけれども、そこで策定
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をするということで、今地元に入りながら、いろいろ協力していただきながら進めていると

ころで、今議員おっしゃるように、スケジュール感がというところですけれども、地区計画

ができたとしても、きのうの青木議員のときの話にもありますけれども、やっぱり現場は、

すぐできますというわけにはいかないものですから、予算のこともありますけれども、まず

平成31年には今度はできた絵をもとに、今度はちゃんとした設計をしていく、道路はこうし

ましょう、じゃ、駅前広場はどうしましょうというしっかりした絵をしっかり出して、それ

をしっかり絵をつくる、そういうのに時間がかかると思います。 

  その後に、そこに対して今度は地権者がいますので、そこの用地交渉をして、用地を買っ

ていくという、そういう流れがありますので、すぐに工事してすぐに完成というのはなかな

かできないもので、やっぱり平成31年からそういうのが始まると、平成33年から工事に入る

というところが今現在の予定でございます。 

○議長（三田忠男君） 再質問ありますか。 

  小長谷朗夫議員。 

○１２番（小長谷朗夫君） よくわかりました。ただ、１つだけ申し上げますと、地権者交渉

というのがありますよね。これは何をするにしても一番難しいところだと思うんです。用地

を収容していくという。ただ、そこを牧之郷の地域づくり協議会の方々が肩がわりしてやっ

てあげていると言ったらちょっと語弊がありますが、かなりの面で協力しているわけですよ

ね。ですから、そういう面ではわりかし早く行くんじゃないなと、そういう気持ちがありま

したのでお尋ねしました。とにかく今の予定では、平成33年から工事を始めていきますとい

うことは変わらないということでいいんですね。 

○議長（三田忠男君） 答弁を求めます。 

  建設部長。 

○建設部長（山田博治君） 今の予定では、平成33年からということで確認をとっております。 

○議長（三田忠男君） 再質問ありますか。 

  小長谷朗夫議員。 

○１２番（小長谷朗夫君） わかりました。 

  では、③に行きます。ちょっとこれは市長にお伺いしたいんですが、複合施設という意味

はよくわかりました。できれば鉄道駅を持つ牧之郷ですから、そういう複合施設も考えの中

には当然あるなと思うんですが、これは区民だとかそういう方の勘違いなんですが、要する

に市長がそこまで複合施設にしたらいかがですかと、例えば防災の関係の機能を公民館の中

に持つとか商業施設を持つだとかというときに、今、プロジェクトチームのほうで考えてい

るのは、自主財源が１つ、それから市で決められている補助金ですね。それを１つ当てにし

ています。それからあとは、区民の方の拠出金で何年間お金を借りて、それを返していくと

いうことで賄いましょうという話になっているんですが、そこに、言葉には語弊があります

が、市長がそこまで言うんだから何かもう一つぐらい探してくるんじゃないの、補助金をと



－301－ 

いう話があるんですが、これについてはいかがですか。 

○議長（三田忠男君） 答弁求めます。 

  市長。 

○市長（菊地 豊君） 補助金というよりも、収益減を検討したらいかがでしょうかというこ

とを考えていたんですね。ですから、場所がおおむね確定して、地権者さんとの話ができる

のであれば、どういう事業がそこで可能になるのか、そこから先はデベロッパーの考えも入

れなければいけないと思うんですが、そんなに広いところではありませんけれども、要する

に、駅近くなのか道路近くなのかによっても事業形態が変わってくるでしょうし、したがっ

て、どこか適地をお考えなのであって、そこで地権者さんとの話を設定する場があるのであ

って、かつ市長が同席したほうが効果が見込めるのであれば、私もお邪魔させていただきま

すというお話をさせていただいた次第です。 

○議長（三田忠男君） 再質問ありますか。 

  小長谷朗夫議員。 

○１２番（小長谷朗夫君） 市長の話で引き下がります。そういうことですかということで理

解をしました。 

  きょうのこの大きな１番の一番の要は、この④なんです。ここを本当は中心にやりたかっ

たんですが、前段があって大変申しわけなかったんですが、先ほど建設部長の話を聞いてい

て、助成だとか何かをしなければ、手当をしなければ開発が上手に行かないよねという意味

合いの話をしてくれたと思うんですね。そこで、私どもなりに、私どもというのは地域づく

り協議会なりに考えた幾つかの、このことはいかがですかという話でさせていただくんです

が、１つ目は、土地利用するときに、当然、部長はもう専門家ですから百も承知だと思うん

ですが、ある一定のエリアに造成するときに、例えば1,000坪なら1,000坪でいいですよね、

例をとって。そのときに、宅地として例えば50坪程度の区画整理でやった場合、何戸ぐらい

1,000坪の中で造成できるかというのは、もし部長、わかっていたら教えてください。 

○議長（三田忠男君） 答弁願います。 

  建設部長。 

○建設部長（山田博治君） どのくらいというのは、ちょっとはっきり申し上げられないです

けれども、造成の中に50坪の家を建てるとすれば、それに対しての道路、水路とか、そうい

うものとか公園、面積が多くなれば調整池とか、そういうものが上がってきますので、それ

を引いたどのくらいの面積になるのかというのはわかりませんので、ちょっと戸数について

はちょっとわからないです。 

○議長（三田忠男君） 再質問ありますか。 

  小長谷朗夫議員。 

○１２番（小長谷朗夫君） では、具体的に申し上げます。実はうちのほうの事務局が二、三

の民間開発業者と話をする中で、どうなんですかといいますと、宅地になるところは全体の
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土地の65％なんです。大体平均すると。残りの35％というのは今言った区画道路だとか調整

池だとか、それから公園だとか緑地帯だとか、そういうものに35％は取られてしまうわけで

すよね。だから1,000坪の土地があっても、650坪しか使えないわけです。この650坪を使う

と13区画しかできないんです。 

  そうすると、開発業者は何が一番負担になっているかというと、その開発する土地につく

っていく区画整理道路なんです。これも聞きました。４メートル道路で幾らぐらいかかるん

ですかと言ったら13万円ぐらいなんですって。１メートル、４メートル道路で。それで６メ

ートル道路になると15万円だと、そういうお話も伺いました。これが民間開発業者にとって

みると、物すごく負担が大きいそうなんです。要するにどういうことかというと、その分を

造成して売る区画に上乗せしなければならない。そうすると、高くなるわけですよ。そうす

ると、高くなるということは買ってくれないということです。 

  だから、その区画道路は民間開発会社でやりなさいよとなっているんだけれども、１号か

ら９号まで絵を見ると出てきてくるんです。都市計画課で枠まであるんですよ、これは。こ

れを市のほうで何とかやってあげられないかというのが１つ目のお願いなんですが。 

○議長（三田忠男君） 答弁を求めます。 

  建設部長。 

○建設部長（山田博治君） その意味でも、ちょっと補助制度を今、探っている状態です。今

まで各例えば県とかほかの市町でそういうところをやっている事例がありますので、そうい

うところの区画に対してどのくらいの補助をしているのかとか、そういうのを今検討して、

市の中でもそれが採用できるかどうかというのはこれからの課題だと思っています。 

○議長（三田忠男君） 再質問。 

  小長谷朗夫議員。 

○１２番（小長谷朗夫君） よろしくお願いします。 

  ２つ目なんですが、先ほど部長の話にもありましたけれども、今回、牧之郷で事務局のほ

うとしては６エリアに区切っているんです。ところが、地区計画から推しはかってくると３

ゾーンになっているわけですが、いずれにしましても、建て売りでなければだめだという、

これは何とか解決できる方法はないでしょうか。 

○議長（三田忠男君） 答弁を求めます。 

  建設部長。 

○建設部長（山田博治君） そこはやっぱり農地のほうの関係もありまして、今のうちの担当

部局で確認しているところだと、やっぱり建て売りというのがネックになっているところで、

その辺は制度とか理解の仕方とかと、いろいろあるかと思うものですから、ちょっとその辺

は農地部局とか調整しながら、どういう方法がいいかということはこれから探っていきたい

と思っています。 

○議長（三田忠男君） 再質問。 
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  小長谷朗夫議員。 

○１２番（小長谷朗夫君） 先ほど市長のほうからも４条という話があったんですが、私もち

ょっと調べさせていただきました。これは、例外的に宅地造成のみの農地転用が認められる

場合ということで、本来はさっき言ったように、造成してもそこが遊休地になってしまうか

らだめなんだよ、建て売りにしなければだめなんだよというのがルールなんですよね。とこ

ろが、例外的に宅地造成のみをやれる場合があるんだと。それは都市計画法第８条第１項の

第１号に規定する場合はいいんじゃないのという資料なんです。 

  ですから、その辺もあわせて今後ぜひ検討していただいて、なかなか建て売りで、大手な

らいいんです。例えば25区画建て売りを売り出しますと。ところが、リスクが大きいですよ。

だから中小の開発業者は手が出せない。だからましてや大手が来るかといったら、ちょっと

考えられませんよね。中か小ですよ。そうすると、その人たちが手を出せる環境をつくって

あげないと、ラッパは吹いてくるんだけれども、一向に開発が進みませんという、そういう

話がありますので、ぜひお願いします。 

  それから、３つ目に、1,000平米以上の一定のルールがありますよね。要するに1,000平米

以上になると、こういうものを用意しなさいというのがありますよね。例えば貯水池もそう

ですよね。それから緑地帯もそうだし、そういうものを1,000平米以上の開発行為のときに

はやらなきゃいけないんだけれども、牧之郷は3,300から１万四千何がし平米まで６ゾーン

に分かれているんです、６エリアに。そうすると、それを細切れしていかないと、なかなか

業者さんが手を出さないというところがあります。 

  近隣の様子を聞いたら、例えば長泉町では、町内全部ではなくて、特別なエリアに関して

は1,000平米を3,000平米に拡大していると、そういうお話も聞きました。ですから、先ほど

言った２番目のことと３番目のことは、ぜひとも今後、牧之郷に多くの開発業者が来ていた

だいて、文教のときには50から100戸でした。私どもの計算では、それをはるかに上回る宅

地造成ができるという、そういう計算もしていますので、ぜひ定住促進ということを考えて

いくならば、ぜひお調べになって、また教えていただきたいと思います。 

  以上です。 

  次へ行ってください。 

○議長（三田忠男君） ２番目の答弁をお願いいたします。 

  教育長。 

○教育長（西井伸美君） たくさんの質問事項があります。数字もありますので、ちょっと時

間はかかりますが、ある程度ゆっくりやりたいと思います。 

  まず、全国学力・学習状況調査についてですが、これは、先ほど森議員のときにお話をし

ましたが、学力の面につきましては、小学校で、国語Ａが全国平均を下回りましたが、ほか

の科目については、全て全国平均を上回っております。また、中学生は、全教科で全国平均

を上回っております。 
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  それから、児童生徒アンケートから見えたことですが、「自分にはよいところがある」の

質問に対して、肯定的に回答している割合が全国を上回ったり、昨年より大きく数字が伸び

たりしています。「先生はあなたのよいところを認めてくれますか」の質問に対しても肯定

的に回答している割合が全国よりも高く、先生方の丁寧な対応が児童生徒の認められている

という意識につながり、自尊感情や自己肯定感が高まっていると考えます。 

  次に、「今住んでいる地域の行事に参加していますか」は毎年のことですが、高い数値で

すが、「地域や社会をよくするために何をすべきかなどを考えたことがありますか」は低い

です。さらに、「学校の宿題はしますか」は高い数値ですが、「計画を立てて勉強していま

すか」は低い数値でした。これらのことから、与えられたことはきちんと行うが、みずから

課題を発見し、解決や可能性に向けて取り組む力が弱いと言えます。 

  教育委員会では、これらをまとめたリーフレットを10月上旬に各戸に配布し、家庭や地域

と連携して改善に努めます。また、児童生徒にとって必要となる資質能力が育成できるよう、

調査結果を改善し、改善を図りたいと考えています。 

  次に、義務教育学校開校１年の子供たちの実態です。 

  １学期末の児童生徒学校評価アンケートによりますと、「一貫校になってよかったと思い

ますか」という設問に対して、児童の肯定的な回答の割合が４点満点で3.25ポイント、非常

に高い値を示しました。また、「２人以上の先生で行う授業が楽しいですか」という設問の

回答も3.34ポイントと高く、豊富なスタッフのもとで複数体制の授業が多くできていること

が子供たちにも効果的に影響していることがうかがえます。 

  一方、課題としては、６年生が活躍し切れていない状況があります。子供たちも、昨年ま

での６年生のリーダーとしてのイメージが自分たちにはいま一つ発揮できていないというこ

とを感じているようです。 

  それから、小中学校のブロック塀につきましては、回答しましたが、市内の学校で３カ所

危険箇所が見つかっておりますが、これにつきましても、９月いっぱいまでの対応を含めて

危険がないような形で改善が進んでおります。改善策につきましては、国や県のガイドライ

ンや指示を踏まえ、どういう対応ができるか市長部局ともしっかり話し合い、検討してまい

ります。 

  不審者対策ですが、学校によって多少の違いはありますが、不審者の侵入を想定した先生

方の防犯訓練の実施や外部機関を招いての防犯教室などを開催しているところでございます。 

  次に、５つ目の小中学校における生活困窮家庭についてですが、まず、要保護について、

小学校では８人、中学校では１人、次に、準要保護ですが、小学校では80人、中学校では54

人、多少ですが、昨年に比べ減っているところであります。 

  いじめの問題ですが、平成29年度伊豆市内のいじめ調査では、小学校18件、中学校155件

のいじめが報告されています。内容としては、冷やかし、からかいが最も多く、次いで、た

たかれる、仲間外れとなっています。昨年は、中学校では３件の携帯ネットでのいじめも報
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告されています。 

  今年度に入って、４月から８月までの調査では、小学校13件、中学校14件のいじめが報告

されています。やはり冷やかし、からかいが最も多いと報告されています。昨年年間33件だ

ったのに対して、今年度は１学期だけで27件と数字的には多く増加しています。ただ、これ

も年々いじめの件数の捉え方が先生方の視点で捉えたものやアンケートなどを実施し、幅広

くいじめを捉えていることも関係があると考えております。伊豆市では、各校年間５回以上

のいじめアンケートを実施し、早期発見・解決に努めているところであります。 

  次に、７つ目の不登校の現状ですが、平成29年度伊豆市内の不登校調査では、小学校10名、

中学校28名がいわゆる年間30日以上の欠席として報告されています。今年度に入って、１学

期の調査では、小学校２名、中学校20名が30日以上の欠席として報告されています。本年度

は、年度当初にともかく新規の不登校を出さないということを年度当初の校長会で私のほう

から話をさせてもらい、各校でそのための方策をということ、そして、理由がはっきりして

いる欠席はともかく、よくわからないような状況で２日以上休んだらもうすぐに対応するよ

うなという方向性を各学校でも考えていただき、新たな不登校は出さないということを大き

な目標の１つとし、指示を出したところです。 

  現在のところ、今年度になって、新たに不登校となった児童生徒の報告はありません。し

かし、夏休み明けに不登校となる生徒も多いことから、現在、各学校に注意して様子を見る

よう指示しています。また、学年別に見ますと、特に中学校１年生で新規の不登校生徒が増

加する傾向にあることから、小中学校が連携して新たな不登校を生み出さないような未然防

止の対策をとる必要があります。 

  現在、不登校の要因は複雑で多様化しており、一度不登校に陥ると長期化する傾向にある

ため、初期対応を丁寧に行うことが大事だと考えております。 

  ９つ目のエアコンにつきましては、同じような質問に対して何度も回答しているところで

すが、本議会でも多くの議員の皆様より整備促進の御要望をいただきました。学校教育環境

の改善に向けた議員の皆様の声をしっかり受けとめ、教育委員会としましても早期の整備に

期待をしております。 

  洋式トイレの現状ですが、小学校では54％、中学校では34％、義務教育学校では90％が洋

式化されております。 

  以上です。 

○議長（三田忠男君） 再質問ありますか。 

  小長谷朗夫議員。 

○１２番（小長谷朗夫君） 多岐にわたって多くの質問をして大変申しわけありませんでした

けれども、テレビ配信、要するに映像配信等で見ている市内の方々に、今、伊豆市がどうい

う現状であるかということは十分わかったと思います。 

  そこで、１つ目からちょっと行きますが、１つ目の簡単に言えば学力テスト、これは実は
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平成27年12月議会で全く同じ質問をしているんです。そのときに教育委員会から出たのは、

小学校では情報から基準量を求めること、それから、比較量との割合から基準量を求めると

ころにちょっと問題がありますねという指摘をいただきました。それから、中学校において

は、発展的に考えて予想した事柄を説明する問題に課題がありますよと、こういう説明がご

ざいました。 

  そして、特に直接的には関係ないんだけれども、本当は関係が、後で言いますが、読書に

ついての指摘がありまして、小学校では全国平均を上回っていますが、中学校では１日平均

全く読まないと回答する割合が高く示されていますというのがあったんだけれども、特にさ

っき言った４つのことの中で、前の３つはいいんですが、読書についての中学校のこの課題

というのは何かその後、平成27年からことし３年目になるんですが、何か各学校で指導した

顕著な指導があったら教えてください。 

○議長（三田忠男君） 答弁願います。 

  教育長。 

○教育長（西井伸美君） 現在、特にこういう指導をして、こういうような状況になっている

というようなことはございませんが、学校の中での校長会等でも余り読書のことについて問

題としているような状況は聞いてはおりません。 

○議長（三田忠男君） 再質問ありますか。 

  小長谷朗夫議員。 

○１２番（小長谷朗夫君） 実は問題にしてほしいんですが、なぜならば、私ども第２委員会

で秋田県の横手市の視察に行ってきました。御承知のとおり、秋田県は非常にこのテストの

点数がいいんですが、とにかく点数でいくと高いんですよね。そして横手の自主性も非常に

すばらしくて、高いんです。そのときに教育長が言ったのは、直接、過去問だとかそういう

勉強をさせているんじゃなくて、読書活動に力を入れている、だから高いんだという、そう

いうお話がありました。それともう一つは、これはどこの学校でもある特定の教科でやって

いるんですが、ＮＩＥを授業にどこも入れているんだよと。だから学力テストに反映してい

ますよという話があったんですが、我が伊豆市の教育長としては、この横手の教育長さんの

お話をどう受けとめますか。 

○議長（三田忠男君） 答弁願います。 

  教育長。 

○教育長（西井伸美君） 読書ということについては、やはりこのテストの結果にも影響はあ

りますし、その他のことについても大きな影響力は持っているので、重要なことの１つだと

は思います。要するに、私が先ほど言った問題になっていないというのは、最近の子は読ま

ないねとかいうような声はそんなには聞こえていない。かといって、物すごい本を読んでい

るよという声も逆に言えば聞いてはいないんですが、読むこと、本当に子供のころ読まない

となかなか大人になっても読まないというようなこともあるものですから、大変そこは大事
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なことだとは思っております。 

○議長（三田忠男君） 再質問ありますか。 

  小長谷朗夫議員。 

○１２番（小長谷朗夫君） 先ほど、ことしの状態の中で、こういうところは落ちているとい

うお話が、登場人物の気持ちを読めないと、そういうお話がありました。それはなぜかとい

ったら、問題が読解できていないんだということですよね。そうすると、それはやはり読書

したからそれができるというわけではないんですが、やっぱり多くの文字を読ませていくと、

そういうことは非常に大事なことだと思いますので、ぜひ今後、市内でどこかの学校が研究

なさるといいなと、そういう気持ちがあります。 

  次に行きますが、②については、まだ１学期間しか過ぎていませんので、教育長の報告を

聞いて、出発はよかったなということで、今後もぜひ９カ年を連続した教育を推進していき

たいなと思います。 

  それから、③のブロック塀についても、先ほど森議員の質問の中にもありました。第１次

で報告があったのは３カ所だったんですよね。そしてその後、きのうときょうにかけて中伊

豆小と天城小学校で見つかったと、言いませんでしたか。 

〔発言する人あり〕 

○１２番（小長谷朗夫君） ３カ所ですか。失礼いたしました。 

  その上で、通学路については、今後も市内のあれをやっていきますよという話ですが、前

に話が出た交通安全リーダーと父母と交通安全を語る会というのがどこの学校にもあります

よね。そうすると、あれというのは、大部分が子供の目で見た視点ですよね。だけれども、

やっぱり大人の目で見ないとわからないところがたくさんありますよ。例えば僕の牧之郷の

芙蓉台だと、通学路のところに市道の左側の壁がありまして、これは建設部も承知している

ことなんですが、あるときにモルタルの部分が落下したんです。結構高いですよ。あの天井

ぐらいの高さがありますので、そこを通ってくるわけですよね。だから、１つとってもそう

いうところがあるもので、ハザードマップではないんだけれども、各学校で通学路マップで

危険箇所を落とすような、そういうマップをつくることも意識づけにはいいのではないかな

と思いますので、ぜひまたよろしくお願いいたします。 

  ④に行きます。 

  さて、不審者対策です。もう教育長も御存じのように、大阪府池田市の大阪教育大学附属

池田小学校が2001年のちょうど６月８日だと思います。８人の子供が殺されたんですよね。

これで今まで頓着なかった日本の小中学校は躍起になって、これはいかんと、不審者対策を

しなくてはいけないというきっかけになった事件なんです。私の経験上でいきますと、学校

には、教室には通常インターホンがありますよね。あれを瞬間的にぽんと押しますよね。そ

うするとどうなるかというと、職員室に６年２組といって、ぱっぱっぱとランプがつきます

よね。それで何かあったなと思いますよね。そうすると、落としてあるから、そこでの音声
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が入ります。だから一番簡単な不審者対策というのは僕はそれだと思っているんです。 

  そして、今度は廊下に行ったら、火災非常ベルを押すことですよね。これでがーんと来ま

すから、もう一つ大事なのは、やっぱり施錠だと思うんですよ。こども園の関係の話で、子

供を押し込めるんですかという、そういう話がありました。決して押し込めるのではなくて

どっちかを遮断しないと、入ってくるじゃないですか、来たときに。だからやっぱり鍵はふ

だんかけないけれども、不審者対策のためには鍵が必要ですということで、僕なんか逆に、

こども園なんか、あんな小さい子ですから、そしてましてや男性職員が少ないじゃないです

か。男性がいたって役に立てない場合があるんですけれども、女性のほうがすごいというの

があるんですけれども、いずれにしても、鍵は僕はつけてほしい。 

  だから、ちょっと考えただけでいろいろあると思いますので、ぜひそんなことも学校に、

やっていると思うんですが、学校にお話を再度、そして一番危ないのが喉元過ぎたときです。

忘れちゃうんですよ。そのときに入られるともうアウトですね。ですから、ぜひそんなこと

でやっていただければと思います。 

  ここもそれで結構です。 

  生活困窮者に対しては、平成27年のときには、合計で2,076名中114人だったんですね。今

回、準要保護が随分ふえたんですよね。合計すると134人だよね。だから、２年前に比べる

と随分ふえました。それはいろんな家庭事情がありますから、何とも言いようがないんだけ

れども、ぜひこういう子は見守ってあげてほしいなと思います。 

  いじめの問題については、平成27年12月議会のときには、数件の報告が上がりましたとい

う報告だったんですが、きょうは教育長、具体的な数字を言いますけれども、調査項目が変

わったということで、案外数が伸びてしまうんですよね。だけれども、大きな重大事態に陥

るようなあれがないから、ぜひ今後も指導に委ねます。よろしくお願いします。 

  不登校については、私、非常に問題にしてほしいと思います。というのは、この前も平成

29年度決算の中では、小９、中32ですよね。これってやっぱり多過ぎませんか。ですから、

この子たちが適応指導だとか何とかで教室に来ていますよね。だけれども、これだけの人数

がいるということは、１教室分ですよ、人数でいけば、小学校、中学校。ですから、ぜひ今

後、フリースクールのようなお教室を考えていったらいいじゃないかですか。これだけの人

数ですよ、いかがですか。 

○議長（三田忠男君） 答弁を求めます。 

  教育長。 

○教育長（西井伸美君） 不登校については、今、議員がおっしゃるとおりで、伊豆市が県全

体の不登校の率から見ても、それよりも多くなっています。先ほど回答しましたが、非常に

僕も教育長になってからも、この数字が非常にずっと気になっていまして、ことしはとにか

く新しい、今まで不登校になっちゃった子を学校に戻すというのは並大抵、つないでいるん

だけれども大変な作業だもので、そこは従来どおり指導しながらも、新たな不登校をもう出
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さないように、各学校それぞれ教育委員会も協力するのでやっていきましょうということで、

とりあえず１学期はその成果は出ているわけですが、大変やはり問題として頭の中にすごく

残ってあります。 

○議長（三田忠男君） 再質問ありますか。 

  小長谷朗夫議員。 

○１２番（小長谷朗夫君） 特に義務教育学校の評価をするときに、今の６年生が中学へ上が

ったときの関係、要は中１ギャップですよ。ここはぜひ注目してほしいなと、そんなふうに

思います。 

  では、その次行きます。時間がありませんので。 

  トイレについては、大変失礼なんですが、私、洋式トイレを今回で３回目のお願いなんで

す。先ほど市長は、事案は違うんですけれども、なぜわかってくれないのかというお話をし

てくれました。たしか波多野議員の終活のときにそういう発言をしたんですが、私もトイレ

に関してそう思うんです。なぜわかってくれないのというのがあるんです。平成27年のとき

のことは言いませんが、多少改善されていますよね。だけれども、トイレってやっぱり大事

ですので、ぜひ洋式化を目指して進むような気持ちがないと、私は伊豆市に子供が来ません

よ。まだ和式なのって、それが関の山ですよ、ですから、そういう小さいところからやって

いかなければいけないのではないかなと思います。 

  最後、エアコンに行きます。 

  エアコンについては、私はお願いが今回４回目でございます。でも、きょうの話を聞いて

いて安心したんですが、言う人が言うと違うんだなと思って、もう私、４回もお願いしてい

るんだけれども、なぜわかってくれないのかなと思いました。だけれども、市長発表で入れ

ますよと、来年。ただ１つだけ、なぜ中３を入れるのかと。それは問題だと僕は思う。要す

るに子供の体温調整ということを考えると、幾つかあるんだけれども、小さいときからエア

コンになれさせていくということが私は大事なことだと思う。だから、受験があるから中３

はという、その考え方が余りにもちょっとどうなんですかと思います。それならば、１年、

２年、３年、４年と順番に小さいほうから行くのが私は普通ではないかなと思いますけれど

も、最後はその考えを聞いて終わりにします。 

○議長（三田忠男君） 答弁を求めます。 

  教育長。 

○教育長（西井伸美君） ずれたとしても、今の計画がそのまま実行できると１年間だけのず

れになると思うんです。来年の夏に適用なのか、その翌年の夏に適用かという１年というこ

とになるんですが、そうしたときに、小学校の今の小長谷議員の発想も考えました。逆に先

に小学校、それで中学とやるか、逆に言うと、函南町で言っているんだけれども、中学を先

にやりますと。そうすると、３年がかりでやったときに、去年までエアコンがあったのに今

度はないなんていう状態が起こらないという発想なんですね。いろんな発想があると思いま
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したが、やはり子供のこともそうだし、それから親の気持ちも考えたり、それから中学３年

生、ぜひ受験に向けて頑張ってほしい。そういう願いから優先させたいなと考えました。 

○１２番（小長谷朗夫君） ありがとうございました。 

○議長（三田忠男君） これで小長谷朗夫議員の質問を終了いたします。 

 

◎散会宣告 

○議長（三田忠男君） 以上で本日の日程は全て終了いたしました。 

  次の本会議は、９月28日午前９時半から開催いたします。 

  本日はこれにて散会いたします。 

  どうもお疲れさまでした。 

 

散会 午後 ４時３３分 

 



 

 

 

平成30年第３回（９月）伊豆市議会定例会 

 

（第５号 ９月28日） 
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平成３０年第３回（９月）伊豆市議会定例会 

 

議 事 日 程（第５号） 

 

                  平成３０年９月２８日（金曜日）午前９時３０分開議 

 

日程第 １ 諸般の報告 

日程第 ２ 議案第６５号 平成２９年度伊豆市一般会計歳入歳出決算の認定について 

日程第 ３ 議案第６６号 平成２９年度伊豆市公共用地取得事業特別会計歳入歳出決算の認 

             定について 

日程第 ４ 議案第６７号 平成２９年度伊豆市国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定に 

             ついて 

日程第 ５ 議案第６８号 平成２９年度伊豆市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定 

             について 

日程第 ６ 議案第６９号 平成２９年度伊豆市介護保険特別会計歳入歳出決算の認定につい 

             て 

日程第 ７ 議案第７０号 平成２９年度伊豆市簡易水道事業特別会計歳入歳出決算の認定に 

             ついて 

日程第 ８ 議案第７１号 平成２９年度伊豆市下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定につ 

             いて 

日程第 ９ 議案第７２号 平成２９年度伊豆市農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算の認 

             定について 

日程第１０ 議案第７３号 平成２９年度伊豆市水道事業会計剰余金の処分及び決算の認定に 

             ついて 

日程第１１ 議案第７４号 平成２９年度伊豆市温泉事業特別会計剰余金の処分及び決算の認 

             定について 

日程第１２ 議案第７５号 平成２９年度伊豆市持越財産区特別会計歳入歳出決算の認定につ 

             いて 

日程第１３ 議案第７６号 平成２９年度伊豆市市山財産区特別会計歳入歳出決算の認定につ 

             いて 

日程第１４ 議案第７７号 平成２９年度伊豆市門野原財産区特別会計歳入歳出決算の認定に 

             ついて 

日程第１５ 議案第７８号 平成２９年度伊豆市吉奈財産区特別会計歳入歳出決算の認定につ 

             いて 

日程第１６ 議案第７９号 平成２９年度伊豆市月ヶ瀬財産区特別会計歳入歳出決算の認定に 
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             ついて 

日程第１７ 議案第８０号 平成２９年度伊豆市田沢財産区特別会計歳入歳出決算の認定につ 

             いて 

日程第１８ 議案第８１号 平成２９年度伊豆市矢熊財産区特別会計歳入歳出決算の認定につ 

             いて 

日程第１９ 議案第８２号 平成３０年度伊豆市一般会計補正予算（第２回） 

日程第２０ 議案第８３号 平成３０年度伊豆市国民健康保険特別会計補正予算（第３回） 

日程第２１ 議案第８４号 平成３０年度伊豆市後期高齢者医療特別会計補正予算（第１回） 

日程第２２ 議案第８５号 平成３０年度伊豆市介護保険特別会計補正予算（第１回） 

日程第２３ 議案第８６号 平成３０年度伊豆市下水道事業特別会計補正予算（第２回） 

日程第２４ 議案第８７号 平成３０年度伊豆市農業集落排水事業特別会計補正予算（第１回） 

日程第２５ 議案第８８号 伊豆市農村環境改善センター条例の一部改正について 

日程第２６ 議案第８９号 伊豆市保育所条例の廃止について 

日程第２７ 議案第９０号 伊豆市運動施設条例の一部改正について 

日程第２８ 議案第９１号 市有財産の焼損に伴う和解について 

日程第２９ 議案第９２号 公の施設の指定管理者の指定について（月ケ瀬地域振興施設） 

───────────────────────────────────────────────── 

本日の会議に付した事件 

 日程第１から日程第２９まで議事日程に同じ 

 追加日程第１ 報告第２１号 専決処分の報告について（市有財産の管理事故に伴う和解及 

               び損害賠償の額の決定） 

 追加日程第２ 発議第 ２号 伊豆市議会委員会条例の一部改正について 

───────────────────────────────────────────────── 

出席議員（１６名） 

     １番  波多野 靖 明 君      ２番  山 口   繁 君 

     ３番  星 谷 和 馬 君      ４番  間 野 みどり 君 

     ５番  鈴 木 正 人 君      ６番  下 山 祥 二 君 

     ７番  杉 山 武 司 君      ８番  三 田 忠 男 君 

     ９番  青 木   靖 君     １０番  永 岡 康 司 君 

    １１番  小長谷 順 二 君     １２番  小長谷 朗 夫 君 

    １３番  西 島 信 也 君     １４番  杉 山   誠 君 

    １５番  森   良 雄 君     １６番  木 村 建 一 君 
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───────────────────────────────────────────────── 
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開議 午前 ９時３０分 

 

◎開議宣告 

○議長（三田忠男君） 皆さん、おはようございます。 

  本日の出席議員は16名であります。出席議員が定足数に達しておりますので、会議は成立

いたしました。 

  これより平成30年第３回伊豆市議会定例会５日目の会議を開きます。 

 

◎議事日程説明 

○議長（三田忠男君） 本日の議事日程は、お手元に配付のとおりであります。 

 

◎諸般の報告 

○議長（三田忠男君） 日程第１、諸般の報告についてを議題といたします。 

  小長谷朗夫議会運営委員長より、９月21日に行われた議会運営委員会の報告について、発

言の申し出がありましたので、これを許します。 

  12番、小長谷朗夫議員。 

〔議会運営委員会委員長 小長谷朗夫君登壇〕 

○議会運営委員会委員長（小長谷朗夫君） 委員長の最後のほうへ来てこういう報告をするの

は非常に残念でありますが、職責ですので報告させていただきます。 

  平成30年９月21日、本定例会の森議員の一般質問における発言の審査のため開催した議会

運営委員会について報告をいたします。 

  まず初めに、議会運営委員会開催の経緯についてをお話させていただきます。 

  ９月20日、定例会の暫時休憩中に議会運営委員会が開催されました。このときの議会運営

委員会では２点について話し合いが行われ、その１点目、個人名に敬称をつけない発言につ

いては結論まで至り、本会議の中で報告させていただきました。 

  もう一つ、市民に対する無礼な発言については、後日、協議することとなりました。そこ

で、９月21日に議会運営委員会を改めて開催し、本定例会一般質問における森議員の市民に

対する犯罪が成立する賄賂を送った発言について、主に審査いたしました。審査の結果、当

該発言は事実に基づく内容ではなく、名前を挙げられた市民が、あたかも犯罪者であるかを

推測させるものであり、地方自治法第132条「普通地方公共団体の議会の会議又は委員会に

おいては、議員は無礼な言葉を使用し、または他人の私生活にわたる言論をしてはならない」

の「無礼な言葉を使用し」の規定に違反し、市民の代表機関である伊豆市議会の名誉はもと

より、市民への信用を失墜させるものであるとともに、伊豆市議会会議規則第151条議員は

議会の品位を重んじなければならないと規定されているにもかかわらず、大変品位に欠ける

軽率な発言であったとの見解に達しました。 
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  これらの審査結果を踏まえ伊豆市議会運営委員会は、森良雄議員に厳重注意をするととも

に、あわせて、今回の発言にかかわらず、特に本会議という神聖な場所においては、今後伊

豆市議会議員として一人一人が品位の保持に努めるとともに、発言には十分注意し伊豆市議

会の信用を失墜させることのないようお願いいたします。 

  以上です。 

○議長（三田忠男君） これで諸般の報告を終わります。 

 

◎議案第６５号の委員長報告、質疑、討論、採決 

○議長（三田忠男君） 日程第２、議案第65号 平成29年度伊豆市一般会計歳入歳出決算の認

定についてを議題といたします。 

  本案については、各常任委員会に審査を付託し、連合審査会として実施しました。 

  審査の経過と結果について、各委員長の報告を求めます。 

  初めに、第１委員会委員長、青木靖議員。 

〔第１委員会委員長 青木 靖君登壇〕 

○第１委員会委員長（青木 靖君） 皆さん、おはようございます。第１委員会委員長、青木

です。 

  ただいま議長から報告を求められました議案第65号 平成29年度伊豆市一般会計歳入歳出

決算の認定（第１委員会所管科目）について、御報告を申し上げます。 

  本議案の委員会審査については、全議員が参加して、連合審査の形で行われましたので、

審査の過程での主な質疑の項目を中心に報告させていただきます。 

  初めに、建設部所管科目については、公営住宅の修繕費・借地料について、修善寺駅の市

の管理、トイレ・駐車場・植栽について、都市計画区域拡大に伴う事項について、道路・河

川の改修要望の対応及び原材料支給の内容について、景観の修景・違法看板撤去状況につい

てなどが審査されました。 

  次に、産業部所管科目では、耕作放棄地対策としての中山間地域等直接支払事業及び多目

的機能支払事業について、地域おこし協力隊の活動支援について、有害鳥獣対策事業につい

て、修善寺自然公園の入園者数・管理状況・借地料について、観光交流客数について、東京

2020オリンピック・パラリンピックの機運醸成の評価について、同会場までの道路脇の草木

の修景伐についてなどの質疑がありました。 

  総合政策部所管では、市ホームページの評価について、地域づくり交付金について、高齢

者割引乗車証の補助対象年齢と適用時期について、地域公共交通網形成計画事業の状況につ

いて、総務部所管科目では、市職員の採用状況・職員数・人件費について、ふるさと納税返

礼品について、小下田ヘリポートの状況についてなどの質疑がありました。 

  以上、審査の後、委員間討議はなく、反対討論１件あり、採決の結果、議案第65号 平成

29年度伊豆市一般会計歳入歳出決算の認定（第１委員会所管科目）については、賛成多数で
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原案のとおり認定すべきものと決定いたしました。 

  以上、議案第65号について、委員長報告を終わります。 

○議長（三田忠男君） 次に、第２委員会委員長、木村建一議員。 

〔第２委員会委員長 木村建一君登壇〕 

○第２委員会委員長（木村建一君） 16番、木村建一です。 

  ただいま議長から報告を求められました議案第65号 平成29年度伊豆市一般会計歳入歳出

決算、第２委員会所管科目について、審査の経過と結果を御報告申し上げます。 

  先ほどの第１委員会の委員長報告と同様、議案第65号の審査については、連合審査会にお

いて議会全員の出席を原則として行っておりますので、主な質疑についてのみ報告させてい

ただきます。 

  初めに、市民部の主な質疑として、マイナンバーカードの交付件数、コンビニでの交付の

目標と成果の質疑に対し、マイナンバーカードの交付は土肥地区の方には４日間ですが、土

肥の支所で交付手続を実施しました。交付率はまだ低くて9.46％です。今年度のコンビニ交

付の件数は昨年度よりも少し伸び、月平均20件になっています。コンビニ交付の委託料とし

て国で委託している業者に年間220万円を払っていますとの答弁がありました。 

  ごみ焼却施設の改良工事は、新焼却場の稼働の開始を見込んで実施したのかとの質疑に対

し、新焼却場が稼働することを前提に平成29年度、30年度は大規模工事ではなく、最小限の

維持改修工事をしてきました。今後は早くても半年以上稼働時期が延びますので、市民生活

に支障が生じないよう、平成31年度以降、施設維持に努めていきますが、稼働が延びたこと

から工事内容が変わってくると思いますとの答弁がありました。 

  次に、健康福祉部の主な質疑として、敬老会事業で敬老会へ出たくても、自分の区が開催

をしなければ行くところがない。その対策の質疑に対し、平成29年度は126地区中、95地区

開催し、75.4％の開催率です。対象者は6,376人中2,501人が参加しました。参加率は39.2％

でした。開催できない地区や記念品だけを配る地区もあります。このことについては今後の

検討課題と捉えていますが、今現在は具体的な対策を持っていませんとの答弁がありました。 

  「ふじのくに少子化突破戦略羅針盤」で主に伊豆市が県平均を下回っているのは何かとの

質疑に対し、評価の中で伊豆市の劣っているのは地域のにぎわいと雇用の場の創出です。子

育て制度はほぼ県平均ですが、若い女性や若者が伊豆市に住んでもらわないことには子供さ

んもふえません。総合政策部と一緒にやっていかないとなかなかいい成果が出ないのではな

いかと考えていますとの答弁がありました。 

  次に、教育部の主な質疑として、事業の成果に、平成29年度は放課後児童クラブによって

は、預ける児童がふえて待機児童が出ている。施設の拡充や支援員の増員など早急に対応を

検討しなければならない状況にある。どういう状況を踏まえてこういう表現になったのかと

いう質疑に対し、定員を若干上回り、祖父母などが近くにいて預けることかできた児童がい

たが、待機児童として成果に記載した。最終的には全て施設側との調整の中で待機児童はな
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くなった。しかし、これから将来利用者がふえると、当然待機児童が出るということを想定

して対策をとっているということですとの回答がありました。 

  次に、小中学校の管理運営事業、修繕予定箇所以外の修繕箇所、また旧田方管内で一番古

いといわれている中伊豆中学校校舎への対策の質疑に対し、何とかしなければいけない部分

は、全体の予算を見て応急措置を行いました。中伊豆中学校についてはことしも床を研磨し、

塗料で少しでも平らにする。雨漏りは砂利を取り、漏れている原因であろうという箇所が見

えるようになるという対応はしていますが、根本的に大規模改修なのか、建てかえなのか、

その必要が求められるというのが平成29年度の総括ですとの答弁がありました。 

  以上、審査した後、討議及び討論なく、採決の結果、全会一致で議案第65号 平成29年度

伊豆市一般会計歳入歳出決算については原案のとおり認定すべきものと決しました。 

  以上で委員長報告を終わります。 

○議長（三田忠男君） 以上で各委員長の報告は終わりました。 

  これより暫時休憩いたします。 

  本議案については、連合審査会で全議員が審査していることから、委員長の報告に対する

質疑は省略します。 

  よって、討論される方は通告書を議長に速やかに提出願います。 

 

休憩 午前 ９時４４分 

再開 午前 ９時４６分 

 

○議長（三田忠男君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

  ただいまから議案第65号について、討論を行います。 

  討論の通告がありますので、発言を許します。 

  反対討論から行います。 

  13番、西島信也議員。 

〔１３番 西島信也君登壇〕 

○１３番（西島信也君） 13番、西島信也です。 

  私は、議案第65号 平成29年度一般会計歳入歳出決算認定について、反対の立場から討論

を行います。 

  本一般会計歳出の決算、２款総務費の中に、８目文教ガーデンシティ総合調整事業、22節

建物移転等補償金4,118万5,000円が決算書に計上されております。これは、この支出は伊豆

市に損害を与え、そして市民に説明のつかない全く不当な支出であります。文教ガーデンシ

ティという、菊地市長にとって歴史的大事業は、昨年の３月定例議会、そしてその直後の臨

時会、また、その後の５月の臨時会と、三度にわたり完膚なきまでに否決をされました。こ

の文教ガーデンシティ構想は３年という貴重な時間と調査、設計費など２億円を超える市民
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の税金、この計画に携わった市役所職員の人件費など、莫大な公費を費やしております。平

成28年度で終わったはずの文教ガーデンシティの支出がなぜ平成29年度の決算に出てきて、

4,100万円もの大金をどぶにうっちゃるようなことをするのか、非常に疑問に感ずるところ

であります。 

  この物件移転補償契約の最終版は、建物の所有者と静岡県土地開発公社との間で、平成29

年３月23日に締結されました。この３月23日は、まさに文教ガーデン予算が３月定例議会で

否決された、その日であります。本来なら予算が否決されたならば、それに係る契約は全て

解約すると解除するというのが当たり前であるはずなのに、わざわざ否決されたその日に契

約を結ぶとは、普通の神経ではとても考えられません。一体議会の議決というものを市長以

下どう考えているのか、あきれて物も言えないわけであります。 

  さらに、移転対象物たる木造瓦ぶき２階建て、築23年、延床面積150平方メートルの物件

を、昨年４月にはいとも簡単に取り壊してしまいました。新中学校ができるなら取り壊しも

しなければならないでしょうが、新中学校ができないのに壊して、その資産価値をゼロにし

てしまうというのはどういうことでしょうか。市長初め幹部職員の経済観念はどうなってい

るのか、私には想像もつきません。こんな巨額な無駄遣いを平然とやって、市長は恬として

恥じない。このようなことをやっていれば伊豆市の将来はなきに等しく、早晩財政破綻する

のは火を見るよりも明らかであります。このような決算は到底認めるわけにはまいりません。 

  よって、私の反対討論といたします。 

  以上です。 

○議長（三田忠男君） 次に、賛成討論を行います。 

  ６番、下山祥二議員。 

〔６番 下山祥二君登壇〕 

○６番（下山祥二君） ６番、下山祥二です。 

  議案第65号 平成29年度伊豆市一般会計歳入歳出決算認定について、賛成討論いたします。 

  今回の定例会に議案、決算書、決算説明資料等が配付され、先ほどの両委員長の報告のと

おり、連合審査会により詳細な質疑、意見交換を行い、決算審査いたしました。その結果、

決算内容、予算執行状況も適正であるとの結論に至りました。平成29年度の一般会計の歳入

総額は168億2,685万7,000円に対し、歳出総額は158億5,835万2,000円でした。翌年度への繰

越財源を引くと実質収支額は８億9,507万4,000円となり、前年度と比較した場合、歳入総額

で3.3％減、歳出総額も2.8％減となっております。特筆すべき主な支出としては、旧湯ヶ島

小学校施設改修工事、旧湯ヶ島幼稚園改修工事、子育て支援のふじのくに地域少子化突破戦

略応援事業、独鈷の湯公園整備等の観光施設整備事業、減容化装置設置事業などの食肉加工

センター管理運営事業、社会資本整備総合交付金を活用した市道整備事業、土肥小中一貫校

建設事業などがありました。 

  財政運営の収支概要を見ると、歳入では主に市税、寄付金、起債が増加し、財産収入、地
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方交付税、県支出金、繰入金、繰越金などが減少しております。歳入の根幹となる市税収入

は、前年度に比べ市民税、固定資産税が増収となり、市たばこ税、入湯税が減収となりまし

た。市税全体では1,588万円、0.4％増加しております。滞納繰越分を含む徴収率は89.9％で、

対前年度0.7％改善しております。税負担の公平性や社会保障制度への予算が膨らむ中、実

行可能な予算を確保するため、また近隣市町が90％以上の徴収率で推移している中、本市も

劣ることなく、なお一層の徴収率の向上と滞納率の改善を図るよう、強力な施策、検討を実

施していただきたいと思います。 

  歳出では、労働費、農林水産費、土木費、消防費、教育費が増加し、総務費、民生費、衛

生費が減少しております。決算説明資料の成果には、効果が上がった、事業が実施できた、

改善が図れたなど報告されていますが、市税や交付税の減少が予測され、さらに人口減少、

高齢化が進む中で、税収増につながる投資的事業、観光産業の振興を図ること、また住民の

福祉の増進に努め、公共施設の適正管理の最適化を速やかに進めていただきたい。そして、

市民が未来に夢と希望を持ちながら、安心・安全に暮らせる持続可能なまち伊豆市の創造の

ために、今後も健全な財政運営と効果的かつ適正な予算執行に努めることを要望して、賛成

討論といたします。 

○議長（三田忠男君） 次に、反対討論を行います。 

  15番、森良雄議員。 

〔１５番 森 良雄君登壇〕 

○１５番（森 良雄君） 15番、森良雄です。 

  これ、資料、用意してこれからやろうと思っているんですけれども、この中に市長が写っ

ているらしいんだけれども、皆さん、わかりますか。これが監査の資料ですよ。 

  15番、森良雄。 

  議案第65号 伊豆市一般会計歳入歳出決算について、反対討論をさせていただきます。 

  議員の皆さん、私は当初から言っておりますけれども、これが資料だ、これが決算書だ、

これとこれを対比するのに、皆さん、簡単にできますか。非常にエネルギーを要します。改

めてこの反対討論で、次回からはわかりやすくやってくれと言っておきたい。それと農林建

設関係に関しては調べようがないです。どこで何をやったか。ここで反対討論したいと思っ

ても、指摘したいと思っても、どこで何が行われたかというのは調べようがない。皆さん、

わかりますか。資料のほうに書いてあるのは、書いてある範囲で理解しろよというんですけ

れども、議員の皆さんいかがですか。皆さんはわかりましたか。いろいろやったけれども、

資料が大変不親切だということを指摘しておきます。 

  それから冒頭、小長谷朗夫君から何かへんちくりんな指摘があったけれども、あれは、私

は議場で総合政策部長に言ってあるはずだ。当然、三田忠男君は関係ないと言い出すかもし

れませんけれども、この中には入っているんですから。皆さん、どこに入っているかわかり

ますか。わからないでしょう。入っているんです。トップセールスで15万円使ったというこ
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とになっていますけれども、これもあちこち分かれてしまって、全然どこで何を使ったのか

わからない。これが決算書です。議員の皆さん、よく考えてください。170億円近いお金を

使って、皆さん、本当に理解しているんですか。私はまだまだこれから、この議会が終わっ

てから見てみたい、どこでどんなことをやったのか見てみたい。わからないことだらけだ。

それがこの決算書です。 

  歳出総額158億円なんです。これがこの決算書。指摘してあるのがこんなにある。まず、

税金の徴収、先ほどよくやっているなんていうお話あったけれども、入湯税、どうなんです

か。ねえ、小長谷順二さん。何割徴収しているんですか。入湯税ぐらい100％徴収しなさい。

そう思いませんか、市長。市長は観光客がふえている、ふえていると言っているけれども、

具体的な数字はこれしかないでしょう。入湯税は横ばいですよ。それも、どうも３割ぐらい

は払っていない人がいると。それでいいんですか、皆さん。私は賛成討論したり、賛成に挙

手する人に、これでいいんですかと、もう本当に言っておきたい。入湯税ぐらい正しく徴収

しなさい。このごまかした入湯税はどこへ入っていくんですか。恐らく旅館、ホテルの親分

の懐へ入ってしまう。朗夫さん、不適切発言ですかね。 

  議場での発言を一々さんづけしなければいけないなんて、そんな決まりどこにあるんです

か。教えてくださいよ、決まりがあるんだったら。万が一だよ、被告菊地豊なんて言ったと

きに、伊豆市では「菊地豊さん」とさんづけするんですか。そんなことしませんよ。土地売

払収入、1,400万円…… 

○議長（三田忠男君） 森議員、予算の中身で発言しましょう。 

○１５番（森 良雄君） だから、今、予算の中身に入っているではないか。 

○議長（三田忠男君） いや、予算の中身とはちょっと外れていましたね。 

○１５番（森 良雄君） あなた、そんなことばかり言っているんでない。どこが外れている

のか指摘しなさい。 

○議長（三田忠男君） 発言の趣旨とか委員長に対するは、予算とは何ら関係ありません。さ

んづけは予算とは関係ありません。 

○１５番（森 良雄君） まあいい、あなたのところにいずれ入るから。土地売払収入1,400

万円、立木売払収入2,100万円、土地売り払い─土地を買った人がいるから、あんまり言

うとまた怒られるのかな。では、立木この中には木皮は入っていないんだね。木皮というの

も１円で売れるんですよ。キロ当たり１円。引き取り料は業者持ち。そういうのを検討しま

したか。全然していないですね。今、歳入の部分をやっている。幾らやったって、この附せ

んはとれないです。イズシカ等加工品販売収入が22万7,065円。何をどれだけ販売したか、

販売努力がされているのかどうなのか。この辺は全く疑問ですね。たった22万円ですか。 

  これから支出の部分へ行くと、広報企画アドバイザー13万2,000円支出されていますけれ

ども、何をアドバイスしたんですか。この説明は全然ありませんね。どんなアドバイスを受

けて、その成果はどうだったのか。誰がこのアドバイスを受けたのか。何にも成果の発表も
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なければ反省もなければ、伊豆市の発展はあり得ません。樹木管理業務委託料というのが７

万円あるけれども、これはどこだかわからないですね。私はよく駅北の樹木管理を問題にし

ますけれども、誰も管理していない。皆さん、恥ずかしいと思いませんか。見てきませんで

したか、駅北のあの竹と笹と芝を。４月の長雨で、芝は大分回復しましたけれども、あそこ

は恐らく使用禁止にしないと、子供が遊んでいるから立入禁止はしないでほしいけれども、

使用禁止ぐらいにしないと、あそこの芝ははげちょろになってしまいますね。いわゆるオー

バーユースだ。 

  旧湯ヶ島小学校プール跡地駐車場整備工事に1,600万円使っている。200立米のプールをつ

ぶしてしまった。つくったのは40立米の貯水槽だ。天城の皆さん、それでいいんですか。川

から水をとればいいやなんていう意見もあったけれども、川から揚水するのは大変危険なん

ですよ。どこからでも水を揚げることができるなんてものではないんだ。伊豆市の安心・安

全だなんて言っている議員がいるけれども、こんなことで安心・安全が確保できるんですか。 

  地域づくり推進事業なんて7,200万円も使っているんですね。この中をずっと見ると地域

づくり交付金なんていうのもあるんですね。私はこれ、地域づくりというのは協議会のこと

かなと思うんだけれども、これ、市長のあれですよ、後援会づくりではないですか。ねえ、

星谷さん。あなたの選挙のとき地域づくりの役員連中はビラ配りをやっているんだね。そう

いう実態を…… 

○議長（三田忠男君） 森議員、予算と今のことは関係ありませんので、決算の審査の内容に

ついて集中的にお願いいたします。 

○１５番（森 良雄君） 市の予算を使って市長さん、一生懸命、各地区でミーティングを開

いているけれども、何のことはない、市長の後援会はビラ配りをやっている。これが伊豆市

の地域の実態ですね。これは決算だからこれ以上言いませんけれども、委託料とか、安心・

安全のまちづくりを言うなら、もっと見直してほしい。とくにね、地域づくり交付金は地区

によっては莫大な予算ですね。500万円単位で出るわけですから。ぜひ、出すなとは言わな

い。こういうものをもっと安心・安全のまちづくりに積極的に活用していただきたい。 

  東京オリンピック・パラリンピック事業に700万円支出していますね。職員が10人近くい

るんだって。ということはオリンピックが終わったら職員10人はもういらないんですかね。

そんなに伊豆市は職員余っているんですか。ここのところは文教ガーデンシティについても

記載されております。西島議員から指摘があったけれども、私もそう思う。4,200万円をど

ぶに捨てたようなものでしょう。議員の皆さんはそう思いませんか。よく使ったと言います

か。何にも成果が上がっていないんですよ。これがね、こんなことをやっておったら終わら

ないな。 

  電子計算事務事業、私、しょっちゅう言いますけれども、１億5,000万円使っていますね。

このうち三島市、伊豆市、伊豆の国市、３市の協議会に出すのが9,700万円ということは、

5,000万円近い資金が電算関係で出ている。聞く気があるのか。聞いてください。ここは、
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私は無駄を指摘しているんだから。無駄ではないというんだったらおしゃべりしていても、

何してもいいけれども、杉山君は特にあなたは監査委員なんだからしっかり聞いて、無駄金

を追求してもらいたい。防災カメラの設置とか、何かもぜひ─防災カメラなんていうのは、

もうＩｏＴいわゆるコンピューターと連動して、ＡＩを使えば犯人を特定してしまうという

ような時代になりつつあるんです。何だかわけのわからない安心・安全だなんておっしゃっ

ているけれども、ぜひこういうのをＩＴと連動して、伊豆市は防犯、安心・安全は完璧だと

言えるような町にしてオリンピックを迎えてもらいたい。 

  わからないのがあるね。レンタルモバイル使用料なんて何が何だかさっぱりわからない。 

  新こども園建設事業。新しいこども園をつくるのはいいですよね。皆さん、あのこども園

の周りにある道路は何だと思いますか。わかっていますか。こども園とは無関係ではないで

すか。こども園の建設予算であれをつくるんですか。もっともこれ、この131ページでは予

算はゼロ円になっているけれども、これについては予算が載っているところで指摘したいと

思います。とくにわかっている議員だっているわけだ。あの道路は何でできるか。 

  こちらから行って最初のところに４軒ばかり家が並んでいるけれども、あの４軒にも関係

ある道路なら少しはしようがないなということになりますけれども、恐らくでき上がれば既

存の４軒は関係ないでしょうね。もっともどういう道路をつくるかによると思います。道路

をつくりたいんだったら、こども園に入るこどもたちのために道路をつくってもらいたい。

ぜひ、議員の皆さん、これ、議会が早く終わったら、あそこ見に行ってください。どんな道

路をつくるつもりなのか。周辺に市道をつくるという。こういう問題を一々指摘しないとい

けないのか。 

  市内公的病院等補助金２億1,000万円。ところが、補助金でもらえるのは２億円を割って

いるわけだね。何のために必要なんですか。ちゃんと精査したんですか。この間の青木君の

一般質問では、来たのは三須照枝君だ。三須照枝なんて言うと、また怒られるから、君をつ

けておくけれども、何のことはない、質問者と答弁者と傍聴者の漫談みたいなものではない

ですか。 

○議長（三田忠男君） 傍聴者のことは議題外ですので65号に集中してください。 

○１５番（森 良雄君） 市内公的病院等補助金を指摘しているんです。どんな成果を狙って

いるかなんて、何もさっぱりわからない。長いなと思うかもしれないけれども、これもう大

分飛ばしているんですからね。 

  広域処理施設整備事業、これは伊豆市と伊豆の国市の廃棄物処理事業ですね。この間、議

員に説明会があった。議会で指摘したのは安くつくれ、ごみの量を減らせ。何にも検討して

いませんね。そう思いませんか。私だけですか。ごみの半分はまだまだ紙として使えるとい

う指摘まであるんです。そういうことは何も検討していない。ぜひ、220億円の施設をつく

るんだったら、もっと真剣に入札方法も含めて、僕はごみの減量化、何も考えていない。そ

れと入札方法に問題がある。プロポーザルでやれば絶対高くなる。こういうことをぜひ議員
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の皆さん考えてください。伊豆市の人口減少はいろいろなところに要因があるんです。 

  柿木処分場管理事業2,500万円、ほかの処理場から比べるともう破格の処理費です。ちゃ

んと審査したというんだったらいいと思いますけれども、伊豆市で最も予算上で多いという

のか、無駄金を使っていると思われるのが、計画策定業務委託料なんです。ここは農業振興

地域整備計画策定業務委託料が1,000万円載っている。業務委託の目的、皆さんわかります

か。さっぱりわかりません。 

〔「ちゃんと聞いたの」と言う人あり〕 

○１５番（森 良雄君） では、当然わかっているんだね、木村さんは。 

  もっとわからないのは、ラジオ中継業務委託料が２万1,000円になっていますね。Ｆ

Ｍ ＩＳが全部やっているのかと思ったら、こんな委託料まで入ってくるんですか。大体説

明資料に載っていないんだからね。わからないですね。 

  これもわからないですね。多面的機能支払交付金…… 

〔「議事進行」と言う人あり〕 

○１５番（森 良雄君） 何。杉山誠君、何て言ったんだ。はっきり言え。立って言え。わか

らない、こそこそ言っていないで。 

○議長（三田忠男君） 森議員、65号で行きましょう。65号を続けましょう。反対の趣旨をど

んどん続けてください。議員のやり取りは結構ですので。 

○１５番（森 良雄君） 電信電話料というのが１万5,747円というのは、今どき何が電信電

話料なのか。 

  市有林整備委託料2,600万円。市有林の整備計画なんていうのは全然出てこないですね。 

  林業再生プロジェクト推進事業費補助金1,200万円。何に使っているんですか。議員の皆

さん、わかっているんですか。 

〔「あなたはわかっている」と言う人あり〕 

○１５番（森 良雄君） 木村君、何言っているんだ。あなたはわかっているって…… 

○議長（三田忠男君） 森議員、やりとりは結構ですから。趣旨をどんどん進めましょう。 

○１５番（森 良雄君） 鳥獣被害防止対策協議会補助金300万円、有害鳥獣捕獲奨励金、奨

励金ぐらいしょうがないかな。 

  食肉加工センター管理費が6,300万円も使われている。無駄遣いと言わざるを得ないです

ね。 

  地域おこし協力隊推進事業、これも1,100万円使っている。隊員がやめていってしまう。

僕はかわいそうだなと思うんです。彼の２年間の人生が無駄に終わったのではないのかね。

こういうのをちゃんと精査していますかね。これはサポートがうまくいっていないのではな

いかと思います。たかだか1,000円か2,000円でしか売れないような財布をつくっていたので

はだめだ。山梨に行けば２万円だ、３万円だという財布を売っている。ああいうのをつくら

なければ、やはり伊豆市で生業としてのなりわいは立たないでしょうね。 
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  議員の皆さんに、私は真剣に考えてもらいたいです。無駄な事業費が多過ぎるのではない

かという、補助金の考え方が成り立っていないんです。企業誘致に2,000万円も使っている

んですよ。企業の誘致なんていうのはどこの市町でもやっているんです。やはり伊豆市に特

有の企業誘致策を出さない限り、相手企業が誘致する。どこの町だってやっているんです。

小山町なんかは県が工業団地をつくって誘致しているんだ。企業誘致の成果、ぜひ発表して

いただきたい。どこが来た、ここが来た、どこを誘致しようとしているではだめなんです。

伊豆市に来たいというような誘致案をつくらないと。 

  ＩＴ企業進出支援策定業務委託料が1,300万円も使われているんですよ。この成果は発表

されたんですか。発表してしまうと近隣市町にわかってしまうから発表できないのかな。 

  伊豆市産業振興協議会にも2,000万円、産業振興協議会補助金が1,200万円、全然無駄金で

はないんですか、これ。質問しろだなんていう問題ではないです。何も考えていない。 

  観光振興事業が8,800万円。どこへ誘致、一生懸命やっているんですか。トップセールス

に行った。15万円というのがここに載っている。台湾の人口は幾らですか。2,300万人しか

いないですよ。一方、中国には13億人とも14億人とも言われる人々がいる。2,300万人の島

国にトップセールスで行って、一方中国はやらない。聞くところによると中国人は泊まらな

いでくれと言っているような地域もあるらしいけれども、それでは伊豆市はお客さん、ふえ

た、ふえたと言っているのは市長だけではないんですか。市長が言うんだから、市長、あな

た、数字で出してください。観光客がふえていると言うんだったら。議員の皆さん、そう思

いませんか。伊豆市の場合、数字では何も出てこないでしょう。成果が数字で出てこないの

が伊豆市の特徴だ。これでは衰退ははかり知れないです。 

  環駿河湾観光交流活性化事業負担金330万円使われている。これなんか無駄金ではないん

ですか。フェリーが継続すればいいですけれども、伊豆市の負担がどのぐらいになるのか心

配ですね。 

〔「議長」と言う人あり〕 

○議長（三田忠男君） はい。 

○１０番（永岡康司君） 森議員の言っていることは、もう第１委員会、第２委員会、それで

連合審査会で４日間かけて審議しているものですから、一つ一つ挙げなくてもいいのではな

いかと僕は思うんですけれども、いかがでしょうか。 

○１５番（森 良雄君） 何を言うところなの、ここへ。みんな言っているではないか。一つ

一つ。 

○議長（三田忠男君） 動議ですか。 

○１０番（永岡康司君） はい。 

○議長（三田忠男君） 動議の場合は賛成の議員がないと動議として取り扱えない規定になっ

ております。 

  暫時休憩いたします。 
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休憩 午前１０時２２分 

再開 午前１０時２８分 

 

○議長（三田忠男君） 休憩を閉じ会議を再開いたします。 

  森議員、発言を続けてください。 

○１５番（森 良雄君） 皆さん、狭隘道路、私、いつも言っているね。狭隘道路整備事業。

その一方で新しい道路をつくれ、つくれと言っているんです。まず狭隘道路を直してほしい。

沖の原１号線なんていうのは、今までは２トン車が通れたのが今では通れない。こんな状態

でいいんですか。皆さんの地域にはそういうところはないですか。土肥がいっぱいあるね。

土肥で往生したことがある。行くにも帰るにも動きがとれないような道路がある。いざ、救

急車が承知しているんだろうと思うけれども、私も土肥の道路いろいろ歩いているけれども、

ひどいところがありました。ぜひ、もっと真剣に市長、取り組んでください、狭隘道路を。

今まで２トン車が走れた道路を走れなくなってしまった。まずそういうところの整備をして

ください。 

  駅広場管理費なんてあるけれども、私は何回も言っているんだ。質問したか、当然質問し

ています、何回も。マメザクラ、かわいそうだとまで言っているんだ。誰も手入れしようと

しない。竹が横になってしまっている。笹は育たない。これが駅前広場管理費です。誰も責

任持ってやらない。市長、予算づけしてやりなさい。あなたの自慢のマメザクラ３本、その

うち枯れてしまいますよ。もっと真剣に管理してほしいです。 

  皆さんにこれ以上逆らってもしようがないかなと思って飛ばしますけれども、先ほど建設、

この予算については突っ込まないと言ったけれども、例えば河川の新設をやってくれという

のは、皆さんから、複数の議員から意見が出ていたはずだ。関野川をごらんなさい。三田忠

男君の裏だ。砂利が山になっているではないか。建設部は、うちは何もやっていませんと。

建設部が関与しないであんなことできるわけがないんだ。私はこれ、警察に届けますよ。不

法投棄ではないかと。 

○議長（三田忠男君） 森議員、今、私の名前が出ましたので、あえて発言させていただきま

す。あそこは私の私有地ですので、私有地に立ち入らないでください。公共地ではありませ

ん。ちゃんと調べてください。 

  以上です。 

○１５番（森 良雄君） 私有地だから河川に土砂を…… 

○議長（三田忠男君） 私有地だから河川ではありません。私の土地です。 

○１５番（森 良雄君） いやいや、それは警察で判断してもらいましょう。 

○議長（三田忠男君） どうぞ。 

○１５番（森 良雄君） いいですか、皆さん、河川の私有地なんていうのは至るところにあ
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るんです。みんながそんなことやっていていいんですか。笑い事ではない。土石流でも起こ

ったらどうなるんですか。あの砂利は一遍に大見川へ流れてくる。 

〔「議長、動議」と言う人あり〕 

○議長（三田忠男君） 何の動議でしょうか。 

○１４番（杉山 誠君） ただいまの森議員の反対討論ですけれども、本来の討論の意味から

著しく逸脱していると思います。それは、決算の内容以外のこと、あるいは個人のことに関

することをるる述べるなど、著しく決算認定に関する討論から逸脱していると思われますの

で、これ以上の討論を続けていただくことはなかなか難しいものですから、ここで打ち切っ

ていただきたいと思いますので、動議を出させていただきます。 

○議長（三田忠男君） 今の動議に賛同なさる方─いらっしゃいますね。 

  複数いましたので、それでは議会運営規定の60条に、質疑、または討論の終結、質疑、ま

たは討論が終わったときは、議長はすぐ終結宣言すると。質疑、または討論が続出し容易に

終結しないときは、議員はです─議長はできませんので─議員は質疑、または討論終結

の動議を提出することができるということになります。質疑、または討論終結の動議につい

ては、議長は討論を用いないで会議に諮って決めるということですので、今の動議が賛同の

方の採決を行いたいと思います。よろしいでしょうか。 

  先ほどの14番、杉山誠議員の討論打ち切り動議について、賛成の方の起立を求めます。 

〔起立多数〕 

○議長（三田忠男君） 起立者多数。 

  よって、討論の打ち切りが制限されましたので、以上で終結を宣言いたします。 

  次に、賛成討論を行います。 

  16番、木村建一議員。 

○１６番（木村建一君） 16番、木村建一です。 

  議案第65号 平成29年度一般会計決算認定について、賛成討論を行います。 

  長い議員歴をやっていますけれども、一般会計決算認定に対して賛成するのは今回初めて

であります。 

  賛成討論、それから反対討論される方の中で、平成29年度のことを少し話されましたけれ

ども、最初、市長が提案されたことについて、どういうふうに判断するのか。論議の中心点

は文教ガーデンシティ事業をどのように見るのか。市長が提案する中にこれを入れ込むのか、

いや、そうではないでしょうと。文教ガーデンシティそのもの、コメントはよしますけれど

も、入れるか入れないかということで大論議になりました。結果として、皆さんおわかりの

ように文教ガーデンシティの予算が、市長が当初提案したことから外されました。外された

中を出発点にして、今、決算認定がされているということなんです。振り返ってみますと、

結果として文教ガーデンシティ関連の予算を除いた平成29年度伊豆市の一般会計が成立いた

しました。 
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  当時、私は文教ガーデンシティ関連以外の予算にもさまざまな課題があると、市民の暮ら

し応援云々と考えたときに問題があるというふうに私は思っていました。当初予算でそうい

う考えを持ってきましたが、議員の中でその後いろいろな話し合いをしてきましたが、結果

として、大論議をしたんですが─議場ではないですよ。それぞれ議員活動の中で─私自

身が問題となる予算は脇に置きましょうと。そうしないと、文教ガーデンシティ関連予算と

含めながら、さまざまな意見が出るから、なかなか課題はたくさんになって大変になるから

ということで、一致するのは文教ガーデンシティ関連予算ということに決めて、皆さん御存

じのように文教ガーデンシティ関連予算を除いた予算が今、成立して、今、決算を迎えてい

るということであります。 

  ただし、そのときに、また議員間で話し合いをしたのが、文教ガーデンシティを含む、こ

ういう論議もありました。文教ガーデンシティ事業を含む全ての予算を否決するとどうなる

か。いわゆる暫定予算になります。市民生活に関する予算の執行を４月から執行できなくな

る。そこはやはり避けるべきであろうという結論に至って、今、決算を迎えている。だから、

私も修正を除く、いわゆる文教ガーデンシティを除く、修正を除く新たな予算については賛

成しましょうという立場に立ちました。 

  その後、平成29年度予算は９回補正予算が提案されましたが、全部を述べる必要性はあり

ません。もう決算書に皆さん載っていますから。市内公的病院等の補助金やこども園建設事

業設計委託料、平成29年度10月、台風21号災害復旧工事など、基本的には当初予算、賛成し

た当初予算から大きく離れて、さらに反対する、そういう予算がここに組み込まれているな

らば、私はこの議場に立って、その理由を述べて反対する立場に立とうかなと思ったんです

けれども、もう一度振り返ったときに、その当初予算賛成を大きく揺るがす反対となる、そ

ういう事業は基本的にはないだろうというふうに判断をいたしました。したがって、今回の

決算認定は賛成するという立場でいます。 

  当初予算に大きな柱で賛成しながら、その後のところで、それなりの反対するところもあ

ったんですが、では、それを大きく取り上げて反対することになると、私は議員の皆さんで

いろいろな話し合いをして文教ガーデンシティの予算を削ろうというその立場を、今度は放

棄すると。政治姿勢に一貫性がないということに私は立ちたくないから、今回はそれを貫き

通していきたいと思います。 

  当初予算の中には、当然のことです、皆さん御存じのように特別会計の繰出金というのも

あります。国保会計等々ありますが、それにも結果的には当初予算に賛成していて国保会計

に入れる。では、国保会計、国保特別会計には反対するのかとなると、またそこで一貫性が

ないだろうということになります。今回の決算認定についてはいわゆる、一言で言って市民

の暮らしに大きな影響を与えることについては除かれたものとして、今、決算認定を受けて

おるということでありますので、ぜひとも、今までのこの１年間、平成29年度振り返ってい

ただいて、ぜひいい意味で賛成、反対、分かれたから、いわゆる文教ガーデンシティ入れな
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さいと言って反対した議員がどういう立ち位置にあるのかなと思いながらも、今この場所に

立っております。 

  以上で賛成討論といたします。 

○議長（三田忠男君） 以上で討論を終結いたします。 

  これより議案第65号 平成29年度伊豆市一般会計歳入歳出決算の認定について採決いたし

ます。 

  本案に対する各委員長の報告は認定であります。 

  委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。 

〔起立多数〕 

○議長（三田忠男君） 起立者多数。 

  よって、議案第65号は原案のとおり認定されました。 

  ここで55分まで休憩いたします。 

 

休憩 午前１０時４２分 

再開 午前１０時５３分 

 

○議長（三田忠男君） 休憩を閉じ会議を再開いたします。 

 

◎議案第６６号～議案第８１号の委員長報告、質疑、討論、採決 

○議長（三田忠男君） 日程第３、議案第66号 平成29年度伊豆市公共用地取得事業特別会計

歳入歳出決算の認定についてから日程第18、議案第81号 平成29年度伊豆市矢熊財産区特別

会計歳入歳出決算の認定についてまでの16議案を一括して議題といたします。 

  本案には、各常任委員会に審査を付託してありましたので、審査の経過と結果について、

各委員長の報告を求めます。 

  初めに、議案第66号及び議案第70号から議案第81号までの13議案について、第１委員会委

員長、青木靖議員。 

〔第１委員会委員長 青木 靖君登壇〕 

○第１委員会委員長（青木 靖君） ただいま議長から報告を求められました平成29年度伊豆

市の特別会計について、議案第66号 公共用地取得事業及び議案第70号 簡易水道事業歳入

歳出決算の認定についてから議案第74号 温泉事業余剰金の処分及び決算の認定についての

６議案、並びに伊豆市の財産区の特別会計歳入歳出決算の認定について、議案第75号 持越

財産区から議案第81号 矢熊財産区までの７議案について、審査の経過と結果を御報告申し

上げます。 

  初めに、議案第66号 平成29年度伊豆市公共用地取得事業特別会計歳入歳出決算の認定に

ついては、補足説明、質疑、議員間討議、討論ともになく、採決の結果、議案第66号は全会
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一致で原案のとおり認定すべきものと決定しました。 

  次に、議案第70号 平成29年度伊豆市簡易水道事業特別会計歳入歳出決算の認定について

は、補足説明、質疑、討議、討論ともになく、採決の結果、議案第70号は全会一致で原案の

とおり認定すべきものと決定しました。 

  次に、議案第71号 平成29年度伊豆市下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定については、

補足説明はなく、質疑を行いました。 

  湯ヶ島クリーンセンター改築工事の内容と効果についての質疑に対し、汚泥処理設備の機

械取りかえ、オーバーホール、電気設備の基盤の更新、建屋は腐食防止の塗装を行った。設

備については15年から20年の耐用年数の間、性能を維持するための更新で、建屋の塗装は10

年ごとに行っているとの回答がありました。また、白岩浄化センターの耐震診断を行ったが、

改築を予定しているかとの質疑に対し、今後は従来よりも長期的総合的に施設全体の管理計

画を立てて、優先順位をつけながら施設整備をしていく方針で、今回の耐震診断は、今後、

市内全体の整備計画をつくる中で、白岩浄化センターの整備の位置づけをするために使われ、

すぐに改築工事をするわけではないとの回答がありました。 

  質疑の後、討議はなく、反対討論１件あり、採決の結果、議案第71号は、賛成多数で原案

のとおり認定すべきものと決定しました。 

  次に、議案第72号 平成29年度伊豆市農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算の認定につ

いては、補足説明、質疑、討議、討論ともになく、採決の結果、議案第72号は全会一致で原

案のとおり認定すべきものと決定しました。 

  次に、議案第73号 平成29年度伊豆市水道事業会計余剰金の処分及び決算の認定について

は、伊豆市営水道相談センターの業務内容の確認の質疑があった後、討議、討論はなく、採

決の結果、議案第73号は原案のとおり可決認定すべきものと決定しました。 

  次に、議案第74号 平成29年度伊豆市温泉事業特別会計余剰金の処分及び決算の認定につ

いては、補足説明、質疑、討議はなく、反対討論１件あり、採決の結果、議案第74号は、賛

成多数で原案のとおり可決認定すべきものと決定しました。 

  続いて、議案第75号 平成29年度伊豆市持越財産区特別会計歳入歳出決算の認定について、

議案第76号 平成29年度伊豆市市山財産区特別会計歳入歳出決算の認定について、議案第77

号 平成29年度伊豆市門野原財産区特別会計歳入歳出決算の認定について、議案第78号 平

成29年度伊豆市吉奈財産区特別会計歳入歳出決算の認定について、議案第79号 平成29年度

伊豆市月ヶ瀬財産区特別会計歳入歳出決算の認定について、議案第80号 平成29年度伊豆市

田沢財産区特別会計歳入歳出決算の認定について、議案第81号 平成29年度伊豆市矢熊財産

区特別会計歳入歳出決算の認定についての７議案について、一括して審査を行いました。補

足説明、質疑、討議はなく、反対討論１件あり、一括採決の結果、議案第75号から議案第81

号までの７議案は、賛成多数で原案のとおり認定すべきものと決定しました。 

  以上で、第１委員会所管の平成29年度伊豆市特別会計歳入歳出決算の審査について、報告
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を終わります。 

○議長（三田忠男君） 次に、議案第67号から議案第69号までの３議案について、第２委員会

委員長、木村建一議員。 

〔第２委員会委員長 木村建一君登壇〕 

○第２委員会委員長（木村建一君） ただいま議長から報告を求められました議案第67号、議

案第68号及び議案第69号の３議案について、審査の経過と結果を御報告申し上げます。 

  初めに、議案第67号 平成29年度伊豆市国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定につい

て、審査の経過と結果を御報告申し上げます。 

  国民健康保険税を払わない人、払えない人への福祉の連携について説明を求めたのに対し、

払わない人には財産調査などをし、差し押さえをすることがあります。生活保護との連携の

件数は把握していません。滞納している世帯には資格者証や短期証を発行していますが、資

格者証を発行している世帯の子供については短期証を発行していますとの答弁がありました。 

  保険事業費の事業の成果で、重症化予防対策事業で、人工透析患者の抑制につながったと

あるが、その詳細説明を求めたのに対し、透析になりそうな予備軍の方に対して通知を出し、

慢性腎臓病の予防の相談や指導を行いました。人工透析の新規の患者数は前年度に比べて減

少となっていますとの答弁がありました。 

  以上、審査した結果、討議、討論はともになく、採決の結果、議案第67号は全会一致で原

案のとおり認定すべきものと決しました。 

  続いて、議案第68号 平成29年度伊豆市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定につ

いて、審査の経過と結果を御報告申し上げます。 

  後期高齢者医療の制度について確認したほか、質疑はなく、討議、討論ともになく、採決

の結果、議案第68号は全会一致で原案のとおり認定すべきものと決しました。 

  続いて、議案第69号 平成29年度伊豆市介護保険特別会計歳入歳出決算の認定について、

審査の経過と結果を御報告申し上げます。 

  平成29年度に状況が変わったことに対する詳細説明を求めたのに対し、軽費老人ホーム伊

豆天城ハウスへの入所が満床となり、居宅介護サービスの利用者が増加しています。また、

小規模多機能型居宅介護事業所の北狩野ケアセンターの定員が25人から29人に４人増員され、

利用者は増加しました。一方、通所介護が１事業所廃止となりましたとの答弁がありました。

特別養護老人ホームの待機者数の説明を求めたのに対し、県の調査ですが、126人の待機者

がいます。その中で６カ月以内の入所を希望する人は40人ですとの答弁がありました。 

  以上、審査した結果、討議、討論はなく、採決の結果、付託されました議案第69号につい

ては、全会一致で原案のとおり認定すべきものと決定いたしました。 

  以上で、議案第67号から議案第69号までの３議案について、委員長報告を終わります。 

○議長（三田忠男君） 以上で各委員長の報告は終わりました。 

  これより暫時休憩いたします。 
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  ただいまの各委員長の報告に対し、質疑、討論のある議員は、通告書を議長に速やかに提

出願います。 

 

休憩 午前１１時０４分 

再開 午前１１時０８分 

 

○議長（三田忠男君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

  ただいまから議案第66号から議案第81号までの16議案について、質疑を行います。 

  質疑の通告がありませんので、質疑はないものと認め、質疑を終結いたします。 

  これより議案第66号 平成29年度伊豆市公共用地取得事業特別会計歳入歳出決算の認定に

ついて、討論、採決を行います。 

  討論の通告がありませんので、直ちに採決を行います。 

  これより議案第66号について採決いたします。 

  本案に対する委員長の報告は認定であります。 

  委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。 

〔起立全員〕 

○議長（三田忠男君） 起立者全員。 

  よって、議案第66号は原案のとおり認定されました。 

  次に、議案第67号 平成29年度伊豆市国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定について、

討論、採決を行います。 

  討論の通告がありませんので、直ちに採決を行います。 

  これより議案第67号について採決いたします。 

  本案に対する委員長の報告は認定であります。 

  委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。 

〔起立全員〕 

○議長（三田忠男君） 起立者全員。 

  よって、議案第67号は原案のとおり認定されました。 

  次に、議案第68号 平成29年度伊豆市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定につい

て、討論、採決を行います。 

  討論の通告がありませんので、直ちに採決を行います。 

  これより議案第68号について採決いたします。 

  本案に対する委員長の報告は認定であります。 

  委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。 

〔起立全員〕 

○議長（三田忠男君） 起立者全員。 
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  よって、議案第68号は原案のとおり認定されました。 

  次に、議案第69号 平成29年度伊豆市介護保険特別会計歳入歳出決算の認定について、討

論、採決を行います。 

  討論の通告がありませんので、直ちに採決を行います。 

  これより議案第69号について採決いたします。 

  本案に対する委員長の報告は認定であります。 

  委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。 

〔起立全員〕 

○議長（三田忠男君） 起立者全員。 

  よって、議案第69号は原案のとおり認定されました。 

  次に、議案第70号 平成29年度伊豆市簡易水道事業特別会計歳入歳出決算の認定について、

討論、採決を行います。 

  討論の通告がありませんので、直ちに採決を行います。 

  これより議案第70号について採決いたします。 

  本案に対する委員長の報告は認定であります。 

  委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。 

〔起立全員〕 

○議長（三田忠男君） 起立者全員。 

  よって、議案第70号は原案のとおり認定されました。 

  次に、議案第71号 平成29年度伊豆市下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定について、

討論、採決を行います。 

  討論の通告がありませんので、直ちに採決を行います。 

  これより議案第71号について採決いたします。 

  本案に対する委員長の報告は認定であります。 

  委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。 

〔起立多数〕 

○議長（三田忠男君） 起立者多数。 

  よって、議案第71号は原案のとおり認定されました。 

  次に、議案第72号 平成29年度伊豆市農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算の認定につ

いて、討論、採決を行います。 

  討論の通告がありませんので、直ちに採決を行います。 

  これより議案第72号について採決いたします。 

  本案に対する委員長の報告は認定であります。 

  委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。 

〔起立全員〕 
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○議長（三田忠男君） 起立者全員。 

  よって、議案第72号は原案のとおり認定されました。 

  次に、議案第73号 平成29年度伊豆市水道事業会計余剰金の処分及び決算の認定について、

討論、採決を行います。 

  討論の通告がありますので、発言を許します。 

  反対討論から行います。 

  15番、森良雄議員。 

〔１５番 森 良雄君登壇〕 

○１５番（森 良雄君） 15番、森良雄です。 

  水道事業会計について、反対討論をさせていただきます。 

  簡潔に行きましょう。この中には相談センターなるものがあるんです。何を相談している

か。人呼んで談合センターだと。これではちょっと。伊豆市の公共事業の入札の最大の特徴

は設計価格イコール予定価格イコール入札価格だ。この相談センターの事業は恐らくほとん

ど随意契約で行われている。談合と言わざるを得ない。 

  よって、反対させていただきます。 

○議長（三田忠男君） 以上で討論を終結いたします。 

  これより議案第73号について採決いたします。 

  本案に対する委員長の報告は可決認定であります。 

  委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。 

〔起立多数〕 

○議長（三田忠男君） 起立者多数。 

  よって、議案第73号は原案のとおり可決認定されました。 

  次に、議案第74号 平成29年度伊豆市温泉事業特別会計余剰金の処分及び決算の認定につ

いて、討論、採決を行います。 

  討論の通告がありますので、発言を許します。 

  反対討論から行います。 

  15番、森良雄議員。 

〔１５番 森 良雄君登壇〕 

○１５番（森 良雄君） 15番、森良雄です。 

  ここからは、私はいつも反対させてもらっているんです。温泉事業特別会計について、反

対討論をさせていただきます。 

  いつも言うように、私は何も温泉を反対しているわけではないんです。温泉会計は独立し

たほうがよろしいですよというわけです。特に土肥の皆さんに言いたい。温泉はもうかるん

だ。独立しても絶対損はない。逆に積立金は毎年ふえていくはずだ。災害のときを考えてく

ださい。この間もちょっと言いましたけれども、第１委員会の皆さんは朝倉市行っています



－334－ 

ね。お金がないから災害復旧が手つかずだと。今やっているのは国土交通省の直轄事業だけ

だということを、皆さん聞いていませんか。聞いているはずだ。私がここで嘘を言っている

わけではないと思うんだけれども、そういうことから考えて、災害があったときにインフラ

整備にまずかかるのは温泉事業ではないでしょう。これ、独立していれば、お金がなければ

借金をしてもすぐに災害復旧にかかれますよ。土肥の皆さんのための温泉事業特別会計なん

です。ぜひ、土肥の皆さんのための事業をやってもらいたい。 

  それには、私は独立するのが最善ですよと。修善寺ニュータウンをごらんなさい。温泉会

計はもう黒字で潤っているんです。ぜひ、森は何を言っているんだと思うんだったら、修善

寺の温泉組合の会議なんかごらんになってください。いかに盛況ぶりかわかるはずです。土

肥の皆さんも、災害のときに市が面倒を見てくれるだろうと、そうは問屋が卸しませんよと。

一番最後ですよと。観光復興のため─災害のときに観光を何とかしたいと思うなら独立し

ているのが一番だと、そういう観点から、私はただ反対しているのではない。温泉事業を継

続するためにも、自分のことは自分でやるのが一番だよと。ぜひ土肥の皆さん、考えてくだ

さい。なぜこんな会計を残しておくのか。災害が起きてからでは遅いんです。今から準備し

てください。 

  以上、終わります。 

○議長（三田忠男君） 以上で討論を終結いたします。 

  これより議案第74号について採決いたします。 

  本案に対する委員長の報告は可決認定であります。 

  委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。 

〔起立多数〕 

○議長（三田忠男君） 起立者多数。 

  よって、議案第74号は原案のとおり可決認定されました。 

  次に、議案第75号 平成29年度伊豆市持越財産区特別会計歳入歳出決算の認定についてか

ら議案第81号 平成29年度伊豆市矢熊財産区特別会計歳入歳出決算の認定についてまでの７

議案について、一括して討論、採決を行います。 

  討論の通告がありますので、発言を許します。 

  反対討論から行います。 

  15番、森良雄議員。 

〔１５番 森 良雄君登壇〕 

○１５番（森 良雄君） 15番、森良雄です。 

  議案第75号から81号まで、これは財産区の特別会計です。 

  いつも私はこれ、反対しているんです。これ、ごらんください。特別会計の決算書。温泉

事業特別会計も入れると、実に半分がその地域独自の会計なんです。これも先ほどの温泉会

計と同じなんです。このほかに伊豆市には宿を中心とした湯ヶ島財産区があります。これは
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独立してやっているんです。何でこの持越から矢熊までがここに特別会計として置いてある

のか。これは小さいからなんです。私が言いたいのは、大同団結して自分らでできるような、

自分らで運営できるような財産区にしたほうがいいのではないですかと、言うなれば親心で

す。 

  議会の皆さんもぜひ考えてください、これ、半分ですよ。何とかできないですか。皆さん

の力でできるんです。半分。要は、はっきり言って、私はやる気がないのかと言いたいです。

また言い過ぎだなんて言われるかもしれないけれども、伊豆市の将来はどうなっているんで

すか。毎年500人から人口減少が進んでいるではないですか。オリンピックのときに人口は

どのぐらいか。下手すると３万人を割ってしまうんだと。このままでいいんですか。議員の

皆さんの双肩にかかっているんです。チコちゃんに怒られないように頑張ってください。 

  以上、終わります。 

○議長（三田忠男君） 以上で討論を終結いたします。 

  これより議案第75号から議案第81号までの７議案について採決を行います。 

  各財産区特別会計歳入歳出決算の認定については一括採決といたします。 

  本案に対する委員長の報告は認定であります。 

  委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。 

〔起立多数〕 

○議長（三田忠男君） 起立者多数。 

  よって、議案第75号から議案第81号までの７議案は原案のとおり認定されました。 

 

◎議案第８２号～議案第８７号の委員長報告、質疑、討論、採決 

○議長（三田忠男君） 日程第19、議案第82号 平成30年度伊豆市一般会計補正予算（第２回）

から日程第24、議案第87号 平成30年度伊豆市農業集落排水事業特別会計補正予算（第１回）

までの６議案を一括して議題といたします。 

  本案は各常任委員会に審査を付託してありましたので、審査の経過と結果について、各委

員長の報告を求めます。 

  初めに、議案第82号、議案第86号及び議案第87号の３議案については、第１委員会委員長、

青木靖議員。 

〔第１委員会委員長 青木 靖君登壇〕 

○第１委員会委員長（青木 靖君） ただいま議長から報告を求められました議案第82号、議

案第86号及び議案第87号について、審査の経過と結果を御報告申し上げます。 

  初めに、議案第82号 平成30年度伊豆市一般会計補正予算（第２回）所管科目については、

補足説明の後、質疑を行いました。 

  債務負担行為補正、虹の郷用地境界確定測量業務委託について、業務の内容について質疑

があったのに対して、今回の測量は、虹の郷の借地部分に接する市の道路と虹の郷の土地の
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境界がはっきりしていないため、境界を確定させて借地を買収するために行うもの。公共施

設等総合管理計画の中では、レクリエーション施設・観光施設は利用状況・老朽化状況・経

営状況等を勘案し、借地を整理した上で、施設を譲渡・廃止など検討して、施設の再編を行

うことになっている。伊豆市のレクリエーション施設・観光施設は約５割が借地で、中でも

虹の郷は年間1,200万円弱の支出をして借りている。借地部分について、市道との境界、駐

車場部分と梅林との境界などを確定させて、虹の郷として必要な箇所について買収を検討し

ていきますとの回答がありました。 

  次に、駿河湾観光交流活性化事業負担金の増について、駿河湾フェリーの利用促進策の内

容について質疑があったのに対し、駿河湾フェリーのＰＲ強化の目的で、協議会で宣伝広告

費増額が決まり、事業費500万円の３分の１を県が負担、残りの３分の２のうち静岡市と伊

豆市が約30％、松崎・西伊豆が17％、下田・南伊豆が７％、それぞれ負担するものです。フ

ェリー事業存続そのものの内容については現在県と調整中ですとの回答がありました。 

  その他審査の後、討議はなく、反対討論１件あり、採決の結果、議案第82号 平成30年度

伊豆市一般会計補正予算（第２回）所管科目は、賛成多数で原案のとおり可決すべきものと

決定しました。 

  次に、議案第86号 平成30年度伊豆市下水道事業特別会計補正予算（第２回）については、

補足説明はなく、質疑を行いました。 

  処理場修繕工事費等の内容についての質疑に対し、施設については、土肥浄化センターの

水処理棟地下部分の漏水をとめる工事、湯ヶ島クリーンセンターの塩素混和池の清掃用バル

ブの修理、白岩浄化センターの曝気装置の制御機器の修理、各施設の脱臭装置の脱臭剤の交

換です。管渠補修は修善寺地区の老朽部分40カ所ほどの修繕を行いますとの回答がありまし

た。 

  質疑の後、討議、討論はなく、採決の結果、議案第86号は、賛成多数で原案のとおり可決

すべきものと決定しました。 

  続いて、議案第87号 平成30年度伊豆市農業集落排水事業特別会計補正予算（第１回）に

ついては、補足説明はなく、質疑を行い、雲金地区管渠工事の内容についての問いに対して、

現在、県道修善寺天城湯ヶ島線の道路改良工事を行っており、その改良工事に伴い、道路を

横断している河川改修が必要となったため、工事中の迂回路をつくるに当たり、汚水をポン

プで圧送する圧送管が埋設されているため、迂回路の敷設にあわせて圧送管も仮設配管する

ものですとの回答がありました。 

  審査の後、討議、討論はなく、採決の結果、議案第87号は全会一致で原案のとおり可決す

べきものと決定しました。 

  以上、議案第82号、議案第86号及び議案第87号について、委員長報告を終わります。 

○議長（三田忠男君） 次に、議案第82号から議案第85号までの４議案について、第２委員会

委員長、木村建一議員。 
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〔第２委員会委員長 木村建一君登壇〕 

○第２委員会委員長（木村建一君） ただいま議長から報告を求められました議案第82号、議

案第83号、議案第84号及び議案第85号の４議案について、審査の経過と結果を御報告申し上

げます。 

  初めに、議案第82号 平成30年度伊豆市一般会計補正予算（第２回）所管科目について、

補足説明の後、主な質疑として、産後ケア事業国庫支出金返還金が生じた理由について説明

を求めたのに対し、当初45人（24万円）で見込んでいましたが、実績は30人（７万4,000円）

と減額となったためですとの答弁でした。 

  次に、市内公的病院の補助金の制度及び他の自治体での類似した制度、比較の説明を求め

たのに対して、公的病院の運営費の補助で人件費の補助となっています。常勤医師では補え

ない非常勤医師の支援です。財源として地方交付税の特別交付税で補助金額の78.4％充当と

なっています。他自治体では、市が運営している市立病院の事業費に、一般財源から多いと

ころですと10億円、小さい病院でも２億円から３億円程度、毎年繰り入れていますとの答弁

がありました。 

  以上、審査した結果、討議、討論はなく、採決の結果、全会一致で議案第82号 平成30年

度伊豆市一般会計補正予算（第２回）第２委員会所管科目については、原案のとおり可決す

べきものと決しました。 

  続いて、議案第83号 平成30年度伊豆市国民健康保険特別会計補正予算（第３回）につい

て、質疑、討議、討論ともになく、採決の結果、全会一致で原案のとおり可決すべきものと

決しました。 

  続いて、議案第84号 平成30年度伊豆市後期高齢者医療特別会計補正予算（第１回）につ

いて、質疑、討議、討論ともになく、採決の結果、全会一致で原案のとおり可決すべきもの

と決しました。 

  最後に、議案第85号 平成30年度伊豆市介護保険特別会計補正予算（第１回）について、

質疑、討議、討論ともになく、採決の結果、全会一致で原案のとおり可決すべきものと決し

ました。 

  以上で委員長報告を終わります。 

○議長（三田忠男君） 以上で各委員長の報告は終わりました。 

  これより暫時休憩いたします。 

  ただいまの各委員長の報告に対し、質疑、討論のある議員は、通告書を議長に速やかに提

出願います。 

 

休憩 午前１１時３３分 

再開 午前１１時３５分 
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○議長（三田忠男君） それでは、休憩前に引き続き会議を開きます。 

  ただいまから、議案第82号から議案第87号までの６議案について、質疑を行います。 

  質疑の通告がありませんので、質疑はないものと認め、質疑を終結いたします。 

  これより議案第82号から議案第87号までの６議案について、それぞれ討論、採決を行いま

す。 

  初めに、議案第82号 平成30年度伊豆市一般会計補正予算（第２回）について、討論、採

決を行います。 

  討論の通告がありますので、発言を許します。 

  反対討論から行います。 

  13番、西島信也議員。 

〔１３番 西島信也君登壇〕 

○１３番（西島信也君） 13番、西島信也です。 

  私は、議案第82号 一般会計補正予算（第２回）について、反対の立場から討論を行いま

す。 

  本補正予算の何に反対をするのかと言いますと、第３表債務負担行為、虹の郷用地境界確

定測量業務委託2,324万5,000円であります。説明によりますと、伊豆市は公共施設の再検討

を行っており、施設の敷地の賃借料が高いということが判明したということでございまして、

したがって、その敷地の賃借料を見直すため、あるいは不要な用地があるかないか調査する

ため、境界を測量するとのことであります。どうも言っていることが私にはよく理解できな

いわけでございますが、賃借料が高いのなら安くなるように地主と交渉すればいいし、不要

な用地があれば、今ある図面などで確認して返還するだけの話であると思うわけであります。 

  また、最終的にはこの虹の郷はどこか民間へ売却するというようなことも考えているとい

うようなこともおっしゃっていました。そういうことが本当にあるとするならば、そういう

ことがはっきりしてからこういうことを、こういう予算措置をしなければならないと思うん

ですけれども、何を何で現在2,300万円もの大金をかけて測量するのか、その必要性はどこ

にあるのか、全くその意図がわからないわけであります。 

  また、この予算措置は平成30、31年度の債務負担行為ということでございますが、説明に

よりますと、実際には平成30年度に契約を締結して、平成31年度に事業を実施するというこ

とだということでございます。それならば、何も平成31年度の単年度予算として何ら不都合

はないわけであります。何で債務負担行為とするのか、当局側は虹の郷の測量をどうしても

やりたいので担保をとっておくというつもりなのか、勘ぐりたくもなるわけであります。 

  この件で債務負担行為を設定するということは、私が考えたところ、非常に不自然である

と言わざるを得ません。すなわち、何のために大金をかけて虹の郷の測量をするのかが意図

不明であるという点と、債務負担行為の設定理由が曖昧であるということの、この２点が問

題だと思うわけであります。このような問題が残っている限り、本議案に賛成をするわけに



－339－ 

はまいりません。 

  よって、私の反対討論といたします。 

○議長（三田忠男君） 次に、賛成討論を行います。 

  １番、波多野靖明議員。 

〔１番 波多野靖明君登壇〕 

○１番（波多野靖明君） １番、波多野靖明でございます。 

  平成30年度 伊豆市一般会計補正予算（第２回）に、賛成の立場から討論を行います。 

  今回の補正予算案、状況を見ますと、補正前が168億3,747万円、補正額８億5,380万円、

合計176億9,127万円でありました。補正予算資料をもとに執行部からの説明を受け、あるい

は質問を行う中で、事業の目的、概要について確認をいたしました。現在、東こども園は大

雨等で川の水が増水したときに、一度または二度避難をしたことがあると聞いております。

また、園舎から離れた駐車場で小さな子供さんを連れての通園には不便な上に、園舎の老朽

化は待ったなしで進んでおります。新こども園建設事業は市内の若い世代、特に子育て世代

からの要望がとても大きいものとなっております。 

  農業振興対策事業では、世界農業遺産登録をされたワサビ沢の注意看板の設置であります。

今後は農業従事者と観光客が安全に行き来できるように、また、それ以外にも環境づくりの

整備をするべきと思っております。 

  津波特定避難困難地域救出業務委託料について、住民の安心・安全な生活の確保のために、

いつ起きてもおかしくない災害に備えるためにも、避難困難地域にしっかりと対策をしてい

ただきたい。市内公的病院等補助金は伊豆赤十字病院と中伊豆温泉病院は、今後も市民へ高

度な医療技術で対応していただく病院としてサポートするべきと強く感じるところでござい

ます。 

  また、修善寺虹の郷の借地については、借地の一部に契約面積と登記簿上の面積が異なる

契約がある。借地の内部を市道温泉場大芝山線が横断している状況となっており、今まで30

年以上にわたり道路に借地料を払っていたということで、市道敷と事業用地部分は境界を明

確化する必要がある。今回の測量の際にはしっかりと分筆もしていくことは、市民の利益に

かなうと思います。なぜならば、本借地は相当な面積があるため、１年ごとに多額の費用も

発生しております。ですから、借地契約の方針は迅速に行う必要があるため、来年度事業で

はなく今年度事業で行うことが望ましいと考えます。 

  以上のことから、補正予算が予定どおり適正に執行され、かつ成果も上げていくと認識し

ております。これから市民が伊豆の未来に夢、希望を持ちつつ、安心・安全に生活ができる

ことを切に願い、私の賛成討論といたします。議員皆様におかれましても、議案第82号 平

成30年度伊豆市一般会計補正予算（第２回）の内容に御理解をいただき、御賛同をお願いい

たします。 

○議長（三田忠男君） 次に、反対討論、15番、森良雄議員。 
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〔１５番 森 良雄君登壇〕 

○１５番（森 良雄君） 15番、森良雄です。 

  議案第82号 平成30年度伊豆市一般会計補正予算（第２回）について、反対討論をさせて

いただきます。 

  議員の皆さん、伊豆市に未来はありますか。皆さん、どういう未来像を描いておりますか。

少なくとも人口だけを見ても、オリンピックのときに伊豆市の人口が３万人を維持できると

は思えない。オリンピックが終了すれば確実に３万人を割ると思います。そういう状況を皆

さんはどうもわかっていないね。まだまだ明るい未来を描いている。なぜですか。修善寺ニ

ュータウンや牧之郷はなぜ人口がふえているんですか。安いからなんですね。そういう実態

をぜひ理解していただきたい。前にも言ったことがあるけれども、１億円の物件が200万円

から300万円で買えると。これが今の伊豆市の実態なんです。牧之郷も同じでしょう。イン

シナーのところが安く入手できたから開発できたんです。これが新規に田んぼをつぶしてや

ろうとすれば、あんな価格でできるわけない。それを象徴するのがこの予算案ですね。西島

議員の詳しい説明があったので私は簡単にいきますけれども。 

  まず東こども園、先ほども言ったけれども、周辺につくる市道は一体何のためにつくるん

ですか。議員の皆さん、わかっていますか。わかっているのはＩＺＵ未来の議員だけでしょ

う。なあ、青木君。健康福祉部長は当然承知しているんでしょう。こども園は関係ないんで

すよ。議員の皆さん、こんな予算の組み方をしていいんですか。真剣に考えてください。こ

れが東こども園の実態だ。ぜひ次は、３月の議会のときはこういう道路ができますよと、議

会に提示をしてもらいたい。 

  議員の皆さんはきょう時間が余るだろうから、ぜひあそこを見てください。どういう道路

ができるんだろう。想像してみてください。つくるのは反対しません。子供たちのためのこ

ども園をつくってほしい。道路をつくるのも結構です。いいですか。子供たちのための道路

をつくってください。道路をつくるのは結構だ。送迎のときも利用できるような道路にして

やってほしい。特に第２委員会の皆さんは頑張ってください。何のためにあの道路をつくる

のか。しっかり、笑い事ではないよ。 

  虹の郷について。これ、あまりにもはっきりしないですね。西島さんの言ったことは繰り

返さないけれども、考えられることは、地籍が確定したら行われることはまず値上げでしょ

うね。確実に長延びが進む。その分用地補償をする。これは天城で実証されているんです。

地籍調査が終わったから面積に見合った借地料を払いましょう。400万円が600万円になって

しまった。上船原の人は文句ないでしょうね。議員の皆さん御存じかどうかしらないけれど

も、上船原１地区でもって600万円毎年入ってくるんですからね。それはどうこう言いませ

んけれども、400万円で済んだものを地籍調査が終わったから600万円にします。その前にや

ることがあるでしょう。 

  この虹の郷の面積を調べるんだったら、その前に値下げの交渉をしなさい。図面上で概略
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わかるでしょう。どのぐらいの面積がどうなるのか。そんなことも検討していないんですか。

図面上ではわからないんですか。実績どのぐらいあるのか、検討しましたか。どこがやるん

だ。産業部長ですか。ぜひ事前に、これ、やる前に、測量する前に実際どのぐらいを想定し

ているんだ。長延びがどのぐらい想定しているのか。杉山誠君、人の話しているのを妨害す

るなよ。これから公明党バシバシ指摘するからな。 

  以上、東こども園、子供のためにやってもらいたい。虹の郷、市民のためにやってもらい

たい。そういう観点から反対討論させていただきます。終わります。 

○議長（三田忠男君） 以上で討論を終結いたします。 

  これより議案第82号について採決いたします。 

  本案に対する各委員長の報告は可決であります。 

  委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。 

〔起立多数〕 

○議長（三田忠男君） 起立者多数。 

  よって、議案第82号は原案のとおり可決されました。 

  次に、議案第83号 平成30年度伊豆市国民健康保険特別会計補正予算（第３回）について、

討論、採決を行います。 

  討論の通告がありませんので、直ちに採決を行います。 

  これより議案第83号について採決いたします。 

  本案に対する委員長の報告は可決であります。 

  委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。 

〔起立多数〕 

○議長（三田忠男君） 賛成多数。 

  よって、議案第83号は原案のとおり可決されました。 

  次に、議案第84号 平成30年度伊豆市後期高齢者医療特別会計補正予算（第１回）につい

て、討論、採決を行います。 

  討論の通告がありませんので、直ちに採決を行います。 

  これより議案第84号について採決いたします。 

  本案に対する委員長の報告は可決であります。 

  委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。 

〔起立全員〕 

○議長（三田忠男君） 起立者全員。 

  よって、議案第84号は原案のとおり可決されました。 

  次に、議案第85号 平成30年度伊豆市介護保険特別会計補正予算（第１回）について、討

論、採決を行います。 

  討論の通告がありませんので、直ちに採決を行います。 



－342－ 

  これより議案第85号について採決いたします。 

  本案に対する委員長の報告は可決であります。 

  委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。 

〔起立全員〕 

○議長（三田忠男君） 起立者全員。 

  よって、議案第85号は原案のとおり可決されました。 

  次に、議案第86号 平成30年度伊豆市下水道事業特別会計補正予算（第２回）について、

討論、採決を行います。 

  討論の通告がありませんので、直ちに採決を行います。 

  これより議案第86号について採決いたします。 

  本案に対する委員長の報告は可決であります。 

  委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。 

〔起立全員〕 

○議長（三田忠男君） 起立者全員。 

  よって、議案第86号は原案のとおり可決されました。 

  次に、議案第87号 平成30年度伊豆市農業集落排水事業特別会計補正予算（第１回）につ

いて、討論、採決を行います。 

  討論の通告がありませんので、直ちに採決を行います。 

  これより議案第87号について採決いたします。 

  本案に対する委員長の報告は可決であります。 

  委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。 

〔起立全員〕 

○議長（三田忠男君） 起立者全員。 

  よって、議案第87号は原案のとおり可決されました。 

  ここで議事の都合により、昼の休憩といたします。 

  再開は午後１時からといたします。 

 

休憩 午前１１時５５分 

再開 午後 １時００分 

 

○議長（三田忠男君） それでは、休憩を閉じ、会議を再開いたします。 

 

◎議案第８８号～議案第９０号の委員長報告、質疑、討論、採決 

○議長（三田忠男君） 日程第25、議案第88号 伊豆市農村環境改善センター条例の一部改正

についてから日程第27、議案第90号 伊豆市運動施設条例の一部改正についてまでの３議案
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を一括して議題といたします。 

  本案は各常任委員会に審査を付託してありましたので、審査の経過と結果について、各委

員長の報告を求めます。 

  初めに、議案第88号について、第１委員会委員長、青木靖議員。 

〔第１委員会委員長 青木 靖君登壇〕 

○第１委員会委員長（青木 靖君） ただいま議長から報告を求められました議案第88号につ

いて、審査の経過と結果を御報告申し上げます。 

  議案第88号 伊豆市農村環境改善センター条例の一部改正については、補足説明はなく、

改正の内容について確認の質疑に対し、天城農村環境改善センターの老朽化による耐震性の

問題から、本年度末をもって閉館し、廃止するための改正を行うものですとの回答がありま

した。 

  質疑の後、討議、討論はなく、採決の結果、議案第88号は、賛成多数で原案のとおり可決

すべきものと決定しました。 

  以上、議案第88号について、報告を終わります。 

○議長（三田忠男君） 次に、議案第89号及び議案第90号について、第２委員会委員長、木村

建一議員。 

〔第２委員会委員長 木村建一君登壇〕 

○第２委員会委員長（木村建一君） ただいま議長から報告を求められました議案第89号、議

案第90号の２議案について、審査の経過と結果を御報告申し上げます。 

  議案第89号 伊豆市保育所条例の廃止について、保育所嘱託医等を廃止する改正となって

いるが、こども園嘱託医等はどのようになるのか説明を求めたのに対し、学校保健安全法を

準用し、こども園の嘱託医等は学校医等とみなせるという規定があります。今回、保育所嘱

託医等を削除しても、学校医等が適用されるため問題ありませんとの答弁がありました。 

  審査の後、討議、討論はともになく、採決の結果、議案第89号は全会一致で原案のとおり

可決すべきものと決しました。 

  続いて、議案第90号 伊豆市運動施設条例の一部改正について、天城温泉プールへ通って

いた人が中伊豆室内温水プールを利用する場合、バスの手配をどうするのか説明を求めたと

ころ、指定管理者の提案書を現在作成中のため、その中で対策を考えていきたいとの答弁が

ありました。 

  審査の後、討議、討論ともになく、採決の結果、議案第90号は、賛成多数で原案のとおり

可決すべきものと決しました。 

  以上で委員長報告を終わります。 

○議長（三田忠男君） 以上で各委員長の報告は終わりました。 

  これより暫時休憩いたします。 

  なお、この休憩中に、ただいまの委員長の報告に対し、質疑、討論のある議員は、通告書
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を議長に速やかに提出願います。 

 

休憩 午後 １時０３分 

再開 午後 １時０６分 

 

○議長（三田忠男君） それでは、休憩前に引き続き会議を開きます。 

  ただいまから議案第88号から議案第90号までの３議案について、質疑を行います。 

  質疑の通告がありませんので、質疑はないものと認め、質疑を終結いたします。 

  これより議案第88号から議案第90号の３議案について、それぞれ討論、採決を行います。 

  初めに、議案第88号 伊豆市農村環境改善センター条例の一部改正について、討論、採決

を行います。 

  討論の通告がありますので、発言を許します。 

  賛成討論を行います。 

  16番、木村建一議員。 

〔１６番 木村建一君登壇〕 

○１６番（木村建一君） 16番、木村建一です。 

  議案第88号 伊豆市農村環境改善センターの条例の一部改正について、賛成討論を行いま

す。 

  いわゆるこの農村環境改善センターの事業をよしましょうという提案でありますが、これ

が廃止というか、除かれると何が課題として残るのか。一番利用されている多目的ホール、

いわゆる屋内のバレー等々やっている、卓球もやっておりますけれども、そこが利用できな

くなるということです。そうすると、ここを利用している人が不便ではないかということが

どうしても出てくるんですが、利用する住民にとっては少し不便になりますけれども、同じ

ような内容の利用できる建物が近くに、旧湯ヶ島小学校体育館、旧月ヶ瀬小学校体育館が利

用できます。したがって、少しは不便になるけれども、これがなくなることによって市民の

スポーツに対するさまざまな要求が大きく損なわれるということにはならないのかなと、代

替として使えるということで、私は判断して賛成討論といたします。 

  以上です。 

○議長（三田忠男君） 以上で討論を終結いたします。 

  これより議案第88号について採決いたします。 

  本案に対する委員長の報告は可決であります。 

  委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。 

〔起立多数〕 

○議長（三田忠男君） 起立者多数。 

  よって、議案第88号は原案のとおり可決されました。 
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  次に、議案第89号 伊豆市保育所条例の廃止について、討論、採決を行います。 

  討論の通告がありませんので、直ちに採決を行います。 

  これより議案第89号について採決いたします。 

  本案に対する委員長の報告は可決であります。 

  委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。 

〔起立全員〕 

○議長（三田忠男君） 起立者全員。 

  よって、議案第89号は原案のとおり可決されました。 

  次に、議案第90号 伊豆市運動施設条例の一部改正について、討論、採決を行います。 

  討論の通告がありますので、発言を許します。 

  反対討論から行います。 

  ７番、杉山武司議員。 

〔７番 杉山武司君登壇〕 

○７番（杉山武司君） ７番、杉山武司です。 

  議案第90号 伊豆市運動施設条例の一部改正について、反対討論をいたします。 

  この議案は、天城温泉プールを閉館しようとするもので、議案上程の説明では、この施設

は旧天城湯ヶ島町の町民の健康増進を目的として建設されたものとの説明がありました。閉

館の理由としては、築40年を経過し耐震性能の不足があるとの説明でした。さらに、閉館に

ついて利用者からアンケート調査も行い、おおむね理解を得られたような説明がありました。

市有建物の東海地震に対する耐震性能ランクづけは大きく分けて３ランクに区分されていま

す。ランク１は耐震性能がすぐれているか、よいとされている建物。ランク２は耐震性能が

やや劣り倒壊する危険性は低いが、かなりの被害を受けることも想定される建物。ランク３

は耐震性能が劣り、倒壊する危険性があり、大きな被害を受けることが想定される建物。判

定基準はこの３ランクに定められています。 

  今回条例改正をして閉館を予定している天城温泉プールは、昨年度約１万3,000人の利用

者があるランク２の建物に該当します。伊豆市にはこの建物よりもはるかに倒壊の危険性が

高いランク３の建物が現存します。そのうちの１つは、今でも昼夜を問わず多くの方々が利

用している修善寺体育館です。昨年度２万1,268人の利用者がありました。そのうち、使用

料免除者１万1,426人、その多くが部活やジュニアクラブなどの児童生徒です。修善寺中学

校のバレーボール、バスケットボールの部活は定期的です。有料利用者の中には市内外のク

ラブやサークルの愛好者や、高校、大学の方々もおられます。修善寺体育館は今回閉館対象

となっている天城温泉プールよりも２年前の昭和50年に建設され、耐震診断は実施済みで、

耐震化工事は未実施です。倒壊の危険性が高いランク３の建物で部活動で行っていると、教

育関係に携わる方々はそのことを認識しながらも使用を黙認しているのですか。 

  保護者の方々やクラブ等の責任者には説明してあるんですか。保護者の方々はその危険性
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を御存じなのでしょうか。その危険性を行政が知りながら使用を続け、倒壊が起こればどう

なるのでしょう。部活や一般の方々が利用しているときに突然の災害が起こる可能性はあり

ます。災害を未然に防止するのが我々の役目ではないでしょうか。 

  市内のスポーツ施設で稼働率は常にトップクラスで利用者も多い。利用者が多いので閉鎖

は後回しにして、一番危険な建物より先に耐震性能を上回る施設の閉鎖をする当局の意図と

するところはどれであるのか、私には理解できません。天城温泉プールの利用者アンケート

をしたようですが、過日プールの近隣の宿泊施設等にお伺いし、宿泊者のプールの利用状況

をお尋ねしてまいりました。その施設では首都圏の大学、高校の合宿の利用や高齢者の水泳

クラブ等の利用があり、平成29年は600名を超える利用者があり、毎年継続して利用してい

ただいていると申しておりました。この方々は単にプールの利用だけではなく、伊豆湯ヶ島

の景観や自然の魅力を発信しているもようですとのお話もありました。 

  家族で営んでいる小さな施設なので、部活の合宿などがなくなると生活基盤を失いかねま

せん。先日、支所に所用があり、出向いたときに、支所長さんから閉館のことを聞きました。

利用者のアンケート調査をしたようですが、私どもにもアンケートをいただきたかったです

と申され、非常に寂しい、残念でなりませんとお話しておられました。健康増進についての

目的達成度の質問の回答では明確な回答はありませんでした。プールの中で行う運動の効果

はダイエット、筋力アップ、基礎代謝の向上、免疫力のアップ、鬱症状の軽減、脳の活性化、

認知症予防、心疾患や生活習慣病の予防改善などに多くの効果があることは医学的にも証明

されています。医療費や介護費用の削減にもつながるものとされています。 

  これらは住まいの近くに施設があり、利便性がよいことにより効果は高くなります。施設

の閉鎖は容易です。しかし、健康増進はそうは行きません。一旦立ちどまり、施設存続の費

用対効果とあわせ、もっと多方面にわたり視野を広げ、調査研究をすべき課題と考えます。

昨年の３月に策定した伊豆市公共施設等総合管理計画の計画策定の背景で述べられているの

は、第一に人口減少と施設の老朽化に伴う財政面の困難な状況が取り上げられています。２

番目が安全面です。さきの一般質問で何回か述べられた優先順位の答弁と公共施設等総合管

理計画の優先順位とは何が違うのでしょうか。平成29年度の監査委員からの一般会計歳入歳

出決算の審査意見では、伊豆市公共施設等総合管理計画による公共施設の保有量の最適化の

推進により、市民への丁寧な説明と具体的例示等を使ったわかりやすい情報開示をお願いし

たい。 

  審査の個別意見でも、今後は公共施設等管理計画に基づき、市民合意の上、適正な管理に

努めていただきたいとの報告もなされています。市民の生命、身体の安全を第一に行政執行

の監視をするのが我々議員の役目ではありませんか。議員各位の目指す市民目線の政治活動

に照らし合わせれば、おのずと理解ができるのではないかと思います。良識ある判断を信じ、

反対討論といたします。 

○議長（三田忠男君） 次も、反対討論を行います。 
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  16番、木村建一議員。 

〔１６番 木村建一君登壇〕 

○１６番（木村建一君） 16番、木村建一です。 

  議案第90号 運動施設条例の一部改正について、反対討論を行います。 

  天城温泉プールを廃止する提案であります。平成26年に市有施設の再編検討委員会が教育

委員会に廃止の答申を出してから４年もたちました。市民や利用者からの意見を聞いたのは

つい最近であります。市民の財産だから市民の声を聞くことは大事であります。ただし、つ

い先日、教育委員会からどんなアンケート内容をとられたのですかということで資料を送っ

ていただきましたが、一部紹介します。平成31年３月で天城温泉プールを閉館し、中伊豆屋

内温水プールへ移行することといたしましたというアンケートであります。これを読んだ利

用者からは、既に天城温泉プールは廃止、閉館が決まったことと思いませんか。そうですよ

ね、こんな文章ならば。では、決まったのになぜここに、議会にかけるのということは、私

は不思議でならない。本来、ルールはそうではないです。 

  いわゆる議会承認という手続をとらない、知らさない結論先にありきの、私からするなら

ば、もうこちらへ行けと、廃止しろという押しつけのアンケートであります。と同時に、も

う一つ指摘しておきたいアンケートの集計について、皆さんにお知らせします。255人から

アンケートをとりました。255人には幼児27名もこの中に入っております。ずっといろいろ

なお尋ねをしているんですけれども、途中になりますが、中伊豆プールの利用を希望します

か。したいとか、しないとか、わからないとかというアンケートです。中伊豆温水プールの

利用希望者、何人か。255人です。 

  何が課題になるのか。えっと思うのか。この中伊豆温水プールの利用希望の中に幼児が入

っているんです。幼児が入って、そして結果として利用希望者は、いわゆる中伊豆温水プー

ルを使ってもいいですよ、そちらに行ってもいいですよというのが41％ありました。利用し

ないという人は全体の17％ありました。２倍、2.4倍だから、この結果だけ見ると、今、言

った幼児が入るとか入らないかは別にして、結果だけを見ると、ああ、そうかと。利用する

人と利用しない人のこの差は2.4倍もあるんだから、問題ないという結論、当然議員もこの

報告だけ聞けば、みんなそうだったらやむを得ないだろうなというふうに思うでしょうね。

当然であります。 

  ちょっと横に逸れますが、今、中学校をどうするかということで論議しています。今、何

をしているのか。いわゆる市民と、議会もそうですけれども、キャッチボールをしながら、

案を出しながらどうですかと、こう決めつけないということでやっていきましょうと、ずっ

とやっているではないですか。だから教育委員会も、今回中学校問題については教育委員会

で案を練りましょうと、議会ともよく話し合いましょう。で、市民にそれを示して、そして

出た意見をもう一度集約して、それをどれだけ多くするのかを置いておいても、一度市民と

の意見交換をやりましょうということで、今スタートしているんだけれども、その姿勢が今
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回の天城温泉プールには全く見えないということです。結論先にありきであります。 

  もう一つ指摘しておきます。平成29年６月議会でこの問題、どういうふうに影響するのか、

廃止することによってどう影響するのかということを、私は一般質問で行いましたが、今、

杉山武司議員がお話していましたけれども、いわゆるここを利用している大学生など、民宿

を利用していることをどう考えているんですかということで聞きました。それに対して教育

委員会が何と答えたか。天城温泉プールの利用状況と宿泊などの関連なんだけれども、利用

者のニーズ、市の地域の活性化への影響を十分に検討するとお答えになりました。ところが、

今、杉山武司議員言われるように、このいわゆる施設に泊まっている民宿の方々の意見は聞

いていないということです。したがって、平成29年の６月議会でお述べになったことは一体

全体何なのですかということを私は教育委員会に問いたい。まさに、一言で言うと、公約ま

で行きませんけれども、公約違反ですね。 

  結論を言います。人口が減少していることに対応して公共施設の再編をしないといけない

場合も出てきます。そういうことであるならば、市民の皆さんがどの程度の負担でどのよう

な行政サービスを望むのか、公共施設のマネジメントの視点だけでいいのか。私はもう一つ

大事な視点が、公共施設を使う主体である地域住民の暮らしとか経営活動の観点から、本当

に持続可能な社会を見据えた再編、運営をどうするか。まさにそれをやっているのは、今、

私はある意味では地域づくり協会が、自分たち、地域をどうしようかということでやってい

ると思うんです。ここに求めている地域住民の自治計画という、地域住民がどういうふうに

公共施設を考えているのか、民意ということのこの２つの視点、経済性の問題と自分たち市

民の公共施設がなくなるとか廃止するとか、建てかえるとか、いろいろな課題を両面からや

はり私は見ていく必要があるでしょう。 

  耐震補強に、前も委員会ですか、この温泉プールを、耐震補強をすると１億円かかると、

お金がかかり過ぎると言いました。旧湯ヶ島小学校、昨日どのくらい耐震補強、かかってい

るんですか、大体でいいですから教えてくださいと言ったら、湯ヶ島小学校存続、ちゃんと

安心・安全で市民が利用していくための耐震補強は約3,600万円かかるそうです。3,600万円

だったらいい、１億円だったらだめだということには思っていないでしょうけれども、いず

れにしてもその額の問題ではなくて、中身の問題として私はやっていくべきだと、まだまだ

検討すべき課題が、私はこの天城温泉プールを廃止するに当たってもっともっと市民の意見、

本当にちゃんと聞くと、前提条件なしでもう一度聞くということも含めながら、いわゆる財

政問題を見直すから、市民の皆さんとこれをやった場合どういうふうに財政がかかるのか、

それについての御意見を聞く等々の市民目線から再検討を求めて、反対討論といたします。 

  以上です。 

○議長（三田忠男君） 以上で討論を終結いたします。 

  これより議案第90号について採決いたします。 

  本案に対する委員長の報告は可決であります。 
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  委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。 

〔起立多数〕 

○議長（三田忠男君） 起立者多数。 

  よって、議案第90号は原案のとおり可決されました。 

 

◎議案第９１号の委員長報告、質疑、討論、採決 

○議長（三田忠男君） 日程第28、議案第91号 市有財産の焼損に伴う和解についてを議題と

いたします。 

  本案は第１委員会に審査を付託してありましたので、審査の経過と結果について、委員長

の報告を求めます。 

  第１委員会委員長、青木靖議員。 

〔第１委員会委員長 青木 靖君登壇〕 

○第１委員会委員長（青木 靖君） ただいま議長から報告を求められました議案第91号につ

いて、審査の経過と結果を御報告申し上げます。 

  議案第91号 市有財産の焼損に伴う和解については、補足説明はなく、質疑を行いました。 

  和解の内容の確認の質疑があり、また、議会の議決を必要とする議案として上程された経

緯の確認があったほか、現在通行どめになっている当該つり橋の利用者の利便性に鑑み、早

期に復旧させるための手続の確認の質疑がありました。 

  質疑の後、討議、討論はなく、採決の結果、議案第91号は、賛成多数で原案のとおり可決

すべきものと決定しました。 

  以上、報告を終わります。 

○議長（三田忠男君） 以上で委員長の報告は終わりました。 

  これより暫時休憩いたします。 

  なお、この休憩中に、ただいまの委員長の報告に対し、質疑、討論のある議員は、通告書

を議長に速やかに提出願います。 

 

休憩 午後 １時２９分 

再開 午後 １時３１分 

 

○議長（三田忠男君） それでは、休憩前に引き続き会議を開きます。 

  ただいまから議案第91号について、質疑を行います。 

  質疑の通告がありませんので、質疑はないものと認め、質疑を終結いたします。 

  次に、議案第91号 市有財産の焼損に伴う和解について、討論、採決を行います。 

  討論の通告がありますので、発言を許します。 

  賛成討論を行います。 
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  16番、木村建一議員。 

〔１６番 木村建一君登壇〕 

○１６番（木村建一君） 16番、木村です。 

  議案第91号 市有財産の焼損に伴う和解について、賛成討論を行います。 

  本会議場で質疑を終えてから、この間、この議案をもう一度調査をしてきました。インタ

ーネットで既にこの録画は配信されております。それを聞き全部文字に書き起こし、市長及

び総務部長の発言と、当然そこには建設部長もいらっしゃいますが、私の発言全て文字に起

こしてきまして、何度となく読み返しました。いわゆる橋に火がついたのは、断定できない

が狩野川漁協が行ったロケット花火が原因だろうということでした。あくまでも「だろう」

という。そして、いろいろないきさつがあるんですけれども、結果として漁協は失火法を述

べ、そして市当局は民法709条の不法行為による損害賠償を求めると同時に、経年劣化の多

少なりともの管理の課題を前の本会議、質疑とか、それから提案理由の中で述べておりまし

た。 

  私は質疑をやったときには、曖昧さを残すのではなくて、白黒ちゃんとつけなければいけ

ないかなということでいろいろな話を聞きましたが、白黒をはっきりつけるのであるならば、

裁判の道しか残っていないということも市長は言っておりましたが、その道しかないと。そ

うではなくて、お互いに歩み寄りましょうという和解の提案が今度は提案されました。曖昧

さを残していいのだろうかという思いはありましたが、グレーな状況もあり得る、市当局が

そう思っているのかな。それからもう一つは、第三者を入れることにしようではないかとい

うことも私は思っていたんですが、弁護士と専門家にも聞きました。法律で裁判の道しかな

いということではないということも明らかになりました。 

  したがって、総合的に判断したとき、こういう選択肢もある意味ではあり得るのだろうと

いうふうに思って、白黒ちゃんとやらないと、はっきりさせないとだめだよということでは

ないだろうということで、今回の和解の提案について賛成するものであります。 

  以上であります。 

〔「議長」と言う人あり〕 

○議長（三田忠男君） 13番、西島信也議員。 

○１３番（西島信也君） 西島ですが、私は退席させていただきます。 

〔１３番 西島信也君退席〕 

○議長（三田忠男君） 以上で討論を終結いたします。 

  これより議案第91号について採決いたします。 

  本案に対する委員長の報告は可決であります。 

  委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。 

〔起立多数〕 

○議長（三田忠男君） 起立者多数。 



－351－ 

  よって、議案第91号は原案のとおり可決されました。 

 

◎議案第９２号の委員長報告、質疑、討論、採決 

○議長（三田忠男君） 日程第29、議案第92号 公の施設の指定管理者の指定について（月ケ

瀬地域振興施設）を議題といたします。 

  本案は第１委員会に審査を付託してありましたので、審査の経過と結果について、委員長

の報告を求めます。 

  第１委員会委員長、青木靖議員。 

〔第１委員会委員長 青木 靖君登壇〕 

○第１委員会委員長（青木 靖君） ただいま議長から報告を求められました議案第92号につ

いて、審査の経過と結果を御報告申し上げます。 

  議案第92号 公の施設の指定管理者の指定について（月ケ瀬地域振興施設）は、総合政策

部長より補足説明の後、質疑を行いました。月ヶ瀬の道の駅で販売される商品については、

地域の特産品になり得るよい品物であるべきだが、商品の選定や品質の管理に市が関与する

のか、また地域のやる気のある方が商品を販売できるようにすべきと思うが参入できるか質

疑があったのに対し、指定管理者となる業者は現在ほかの地域で事業を運営しているが、品

質管理や商品補充管理等は厳しくやっていると認識している。市としては品質管理のレベル

について協議はするが、民間のノウハウでしっかりとした販売管理をしていただくことを要

求していく。また、今回は指定管理料がゼロに近い設定となっているので、収支が上がるよ

う地域と連携したイベントを効果的に、年間を通じて行うなど、特色を出してリピーターを

ふやせるような取り組みをしていただく。地域の特性を生かすことと地域との連携をしっか

りとっていただくことについては、今後も調整していきますとの回答がありました。 

  その他質疑の後、討議、討論はなく、採決の結果、議案第92号は、賛成多数で原案のとお

り可決すべきものと決定しました。 

  以上で委員長報告を終わります。 

○議長（三田忠男君） 以上で委員長の報告は終わりました。 

  これより暫時休憩いたします。 

  なお、この休憩中に、ただいまの委員長の報告に対し、質疑、討論のある議員は、通告書

を議長に速やかに提出願います。 

 

休憩 午後 １時３９分 

再開 午後 １時４０分 

 

○議長（三田忠男君） それでは、休憩前に引き続き会議を開きます。 

  ただいまから議案第92号について、質疑を行います。 
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  質疑の通告がありませんので、質疑はないものと認め、質疑を終結いたします。 

  次に、議案第92号 公の施設の指定管理者の指定について（月ケ瀬地域振興施設）の討論、

採決を行います。 

  討論の通告がありますので、発言を許します。 

  賛成討論を行います。 

  14番、杉山誠議員。 

〔１４番 杉山 誠君登壇〕 

○１４番（杉山 誠君） 14番、杉山誠です。 

  議案第92号 公の施設の指定管理者の指定について、賛成の立場で討論を行います。 

  この議案は、月ケ瀬地域振興施設の指定管理者に、株式会社村の駅を指定管理者として指

定することの承認を求めるものです。 

  このことについては、昨年９月定例会に上程された伊豆市公の施設の指定管理者の指定の

手続等に関する条例の一部改正が議決され、その後に指定管理候補者の選定を行い、施設設

置条例が議会議決制定された後に、あらかじめ候補者として選定を受けていた同社を指定管

理者とすることの承認を求めるもので、手続上問題ないものと考えます。 

  昨年９月の条例改正ではさまざまな議論が交わされましたが、懸念する意見のあった条例

適用事案の乱用については、条例施行規則第６条に、準備行為の適用範囲として１から３ま

で明確に示されており、特に今回は３の新たに公の施設として設置しようとする場合におい

て、当該施設の設置に関する条例を制定するまでの間に、国県、その他地方公共団体との協

議に相当な時間を要するため、当該条例を制定した後に候補者を選定すると、当該施設の供

用開始日までに十分な準備期間の確保ができないと見込まれるときなど、該当する具体的な

事実が確認できます。そして、何よりも採決の結果、賛成多数で議決されたもので、当時条

例改正に反対の立場であったとしても、民主主義のルールにのっとって決められた条例に従

うことに異論を唱える議員はいないはずです。 

  その上で我々は、本年１月17日の全員協議会で、指定管理候補者の選定結果について説明

を受け、選定までの経過と審査概要、審査会の採点結果について説明を受けています。つま

り、一次審査では応募書類の不備のないこと、応募資格、応募条件を満たしていること、欠

格事項に該当がないことが確認され、二次審査では提案内容に基づくプレゼンテーション及

び質疑応答によるヒアリングが実施され、審査委員による採点、選考を経て出された答申を

踏まえて、市が総合的に判断して指定管理者を選定したものです。これは通常の指定管理者

の選定方法と変わりなく、何ら問題となるものではありません。 

  地元の団体が指定管理者に選定されなかったことに対して残念な思いはありますが、審査

会の附帯意見に今後株式会社村の駅が指定管理者として指定された場合には、観光情報、地

域情報の発信についてさらなる充実と周囲の商業施設との調和及び連携に十分配慮し、地域

の生産者と協力し、地場産品の発掘及び魅力の創出に尽力していただくことを望みます。ま
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た、市として候補者と物販にかかわる生産者が円滑に協議ができるように配慮願いますとあ

りますように、株式会社村の駅がこれまで培った経験と実績を大いに生かし、地域振興に寄

与されることを期待したいと思います。 

  さらに、この道の駅は近年、自然災害が頻発する中で、伊豆市のみならず半島の中心部に

位置し、高規格幹線道路の強みも生かした防災支援拠点としての役割も大いに期待できるも

のでありますので、指定管理者の指定を確実にし、計画に遅滞なく事業が進むことを願いた

いと思います。 

  以上、述べました理由により、議案第92号 公の施設の指定管理者の指定について、議員

の皆様の同意をいただけますようお願い申し上げ、賛成討論とさせていただきます。 

○議長（三田忠男君） 以上で討論を終結いたします。 

  これより議案第92号について採決いたします。 

  本案に対する委員長の報告は可決であります。 

  委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。 

〔起立多数〕 

○議長（三田忠男君） 起立者多数。 

  よって、議案第92号は原案のとおり可決されました。 

 

◎日程の追加 

○議長（三田忠男君） お諮りいたします。 

  お配りしてあります追加日程表のとおり、２件を日程に追加し、議題にしたいと思います。

御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（三田忠男君） 異議なしと認め、２件を日程に追加することに決定しました。 

 

◎報告第２１号の上程、説明、確認事項 

○議長（三田忠男君） 追加日程第１、報告第21号 専決処分の報告について（市有財産の管

理事故に伴う和解及び損害賠償の額の決定）を議題といたします。 

  提出者から報告を求めます。 

  暫時休憩いたします。 

 

休憩 午後 １時４７分 

再開 午後 １時５０分 

 

○議長（三田忠男君） 休憩を閉じ会議を再開いたします。 

  事務の手続に不手際がありました。申しわけございませんでした。 
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  再度、市長の提出報告から始めたいと思います。 

  それでは、市長。 

〔市長 菊地 豊君登壇〕 

○市長（菊地 豊君） 報告第21号について、提案理由を申し上げます。 

  本件は、市道管理事故に伴う和解について、平成30年９月18日に専決処分したものでござ

います。 

  地方自治法第180条第２項の規定により報告いたします。 

  詳細について、建設部長に説明させます。 

○議長（三田忠男君） 本件の報告について補足説明の申し出がありますので、これを許しま

す。 

  建設部長。 

○建設部長（山田博治君） それでは、私から報告第21号につきまして詳細説明をさせていた

だきます。 

  追加議案書の３ページをお開きください。 

  この専決処分でございますが、相手方の従業員が車両で市道を走行中に、道路側溝のグレ

ーチングが跳ね上がり、車両の荷台及びバッテリーカバーを損傷させたというものでござい

ます。 

  損害賠償額の額でございますが、２万5,002円。全額補償になります。 

  和解及び損害賠償の相手方ですが、記載のとおりでございます。 

  事故の発生年月日及び発生場所でございますが、平成30年８月８日、午後４時40分ごろ、

市道上熊之山上ノ平線湯ヶ島1594番地の２の地先で発生しました。 

  ４ページ、５ページをごらんください。 

  事故現場は、５ページになりますけれども、県道伊東西伊豆線の西平橋の手前を上流への

ぼったところの旅館の赤丸で囲んだ場所になります。 

  事故の概要でございますが、最後のページに詳細な図面がついていますけれども、相手方

の従業員が運転する車両がこの市道から旅館に入るための駐車場に左折をしたところ、道路

側溝の溝ぶた─グレーチングですけれども─が跳ね上がり、車両の荷台とバッテリーカ

バーを損傷させたものでございます。 

  事故の起こりました道路側溝は都市型側溝といいまして、側溝─グレーチングの幅が通

常より狭い幅になっておりまして、そのグレーチングを支える部分も同様に細いため、何ら

かの事情により、その一部がもろくなりまして、今回当該車両が乗った際に、その支える部

分の一部が破損し、グレーチングが跳ね上がり、車両を損傷させたものでございます。 

  詳細につきましては以上でございます。よろしくお願いします。 

○議長（三田忠男君） 以上で説明は終わりました。 

  ただいまの説明に対し、確認事項等がございましたら発言を許します。 
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  発言はありませんか。 

  15番、森良雄議員。 

〔１５番 森 良雄君登壇〕 

○１５番（森 良雄君） 15番、森良雄です。 

  議員の皆さん、これ、何とも思いませんか。こんな事故が起きて。まず、このグレーチン

グの大きさ、どのぐらいのグレーチングなのか。ただ、最近こんな事故、聞いたことがない

です。以前は小さなグレーチングがよく側溝に置いてあるということはあり得たと思います

けれども、少なくとも市が管理する道路の側溝の溝ぶたでしょう。大変疑問に思うんです。 

  それから、相手側の車両が何も書いていない。トラックだったのか、乗用車だったのか、

軽自動車だったのか。この辺、教えてください。 

○議長（三田忠男君） 答弁求めます。 

  建設部長。 

○建設部長（山田博治君） グレーチングの大きさですけれども、先ほど言いましたように都

市型側溝といいまして、通常の側溝は普通の溝ぶたにグレーチングをその大きさで乗っけて

あるのが通常ですけれども、都市型といいまして、グレーチングが広いと滑りやすいとか、

例えばハイヒールが入りやすいとか、危ないとかってありますので、その細いグレーチング

のタイプになります。その形状が、長さは１メートルですけれども、幅が８センチ、高さ

─厚みですけれども、厚みが3.5センチという、そういう狭いグレーチングになります。

そのグレーチングを支える掛かり代がありますけれども、それも1.3センチと非常に狭い部

分でありまして、そこの部分が何らかの損傷で一部分が壊れたということになります。 

  車両ですけれども、車両は軽トラになります。 

  以上です。 

○議長（三田忠男君） 再確認ありますか。 

  森良雄議員。 

○１５番（森 良雄君） この現地にはこれがどのぐらい敷設されていたのか。それから、市

内各所でこういうのはまだほかにもあるのかどうなのか。要は、今後これに対する対処はど

うしたのか聞きたい。 

○議長（三田忠男君） 答弁願います。 

  建設部長。 

○建設部長（山田博治君） ここの箇所の部分ですけれども、ここにつけました側溝は全長で

72メートルあります。この駐車場に入る部分というのは22メートルありますので、50メート

ルにつきましては従来側溝で、路肩で車の寄らないところなものですから、危険性はないと

いう、直接車両がそのグレーチングを踏まないということなものですから危険性はないとい

うことと、この駐車場の部分の22メートルにつきましては、やはりこれからも危険性がある

と思いますので、市のほうで今後どうするかというのを、改良するかというのを検討してい
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きたいと思います。 

  市内にどの程度こういう都市型があるかとありますけれども、この現場で行った施工した

時期が20年以上前のときの都市型ということで、本当にはやりのときの、出たばかりの都市

型側溝。今の都市型というのはグレーチングもありますけれども、スリット式でもうコンク

リだけで、スリット式がメインなものですから危険性はないんですけれども、こういうグレ

ーチングがどの程度あるかというのは、ちょっとこれから調査していくところなんですけれ

ども、基本的にはたくさんはないと思います。ただ、そういう横断的に使っているところに

はやはり危険がありますので、そこはこれから調査していきます。 

  以上です。 

○議長（三田忠男君） 再質疑ありますか。 

  よろしいですか。 

  ほかにございませんか。 

〔発言する人なし〕 

○議長（三田忠男君） 発言なしと認め、以上で報告第21号は終わります。 

 

◎発議第２号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（三田忠男君） 追加日程第２、発議第２号 伊豆市議会委員会条例の一部改正につい

てを議題といたします。 

  提出者から提案理由の説明を求めます。 

  議会改革推進特別委員会委員長、小長谷順二議員。 

〔議会改革推進特別委員会委員長 小長谷順二君登壇〕 

○議会改革推進特別委員会委員長（小長谷順二君） 11番、小長谷順二です。 

  発議第２号の提案理由を申し上げます。 

  発議第２号は、現行の第１委員会、第２委員会では対外的に何を所管しているのかわから

ないという意見のもと、議会改革推進特別委員会で検討し、第１委員会を「総務経済委員

会」、第２委員会を「教育厚生委員会」とする条例改正を行うものです。 

  任期が２年となっている常任委員会が10月31日で満期となり、11月より構成員が変更とな

ることから、施行期日を11月１日とするものです。 

  なお、今回の改正については、８月15日の全員協議会で賛成多数により、改正することに

御了解を得ているものです。 

  以上で提案理由を終わります。よろしくお願いいたします。 

○議長（三田忠男君） これをもって、提案理由の説明を終わります。 

  これより質疑に入ります。 

  質疑はありませんか。 

〔発言する人なし〕 
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○議長（三田忠男君） 質疑がありませんので、質疑を終結いたします。 

  本案につきましては、会議規則第37条第２項の規定により、委員会付託をしないことにな

っておりますので、直ちに討論に入ります。 

  討論はございませんか。 

〔発言する人なし〕 

○議長（三田忠男君） 討論がありませんので、直ちに採決を行います。 

  これより発議第２号 伊豆市議会委員会条例の一部改正について採決いたします。 

  原案のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。 

〔起立多数〕 

○議長（三田忠男君） 起立者多数。 

  よって、発議第２号は原案のとおり可決されました。 

 

◎閉会宣告 

○議長（三田忠男君） 以上で本日の日程は全て終了いたしました。 

  なお、本定例会で議決された事件の字句及び数字、その他の整理を要するものにつきまし

ては、伊豆市議会会議規則第43条の規定に基づき、その整理を議長に委任されたいと思いま

す。これに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（三田忠男君） 御異議がありませんので、そのようにさせていただきます。 

  以上で、本日の日程は全て終了いたしました。 

  これをもちまして、平成30年第３回伊豆市議会定例会を閉会いたします。 

  皆様方には、長期間、慎重に御審議いただき、まことにありがとうございました。 

  お疲れさまでした。 

 

閉会 午後 ２時０２分 
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